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令 和 ３ 年 ９ 月 2 9 日

令 和 ３ 年 第 ８ 回

決算特別委員会記録
沖縄県議会 (定例会 )

（ 第 １ 号 ）



－1－

令 和 ３ 年 第 ８ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 令和３年９月29日 (水曜日)

開 会 午後６時20分

散 会 午後６時41分

場 所 第７委員会室

本委員会に付託された事件

１ 乙第22号議案 令和２年度沖縄県水道事業会

計未処分利益剰余金の処分について

２ 認定第１号 令和２年度沖縄県一般会計決算

の認定について

３ 認定第２号 令和２年度沖縄県農業改良資金

特別会計決算の認定について

４ 認定第３号 令和２年度沖縄県小規模企業者

等設備導入資金特別会計決算の認定について

５ 認定第４号 令和２年度沖縄県中小企業振興

資金特別会計決算の認定について

６ 認定第５号 令和２年度沖縄県下地島空港特

別会計決算の認定について

７ 認定第６号 令和２年度沖縄県母子父子寡婦

福祉資金特別会計決算の認定について

８ 認定第７号 令和２年度沖縄県所有者不明土

地管理特別会計決算の認定について

９ 認定第８号 令和２年度沖縄県沿岸漁業改善

資金特別会計決算の認定について

10 認定第９号 令和２年度沖縄県中央卸売市場

事業特別会計決算の認定について

11 認定第10号 令和２年度沖縄県林業・木材産

業改善資金特別会計決算の認定について

12 認定第11号 令和２年度沖縄県中城湾港（新

港地区）臨海部土地造成事業特別会計決算の

認定について

13 認定第12号 令和２年度沖縄県宜野湾港整備

事業特別会計決算の認定について

14 認定第13号 令和２年度沖縄県国際物流拠点

産業集積地域那覇地区特別会計決算の認定に

ついて

15 認定第14号 令和２年度沖縄県産業振興基金

特別会計決算の認定について

16 認定第15号 令和２年度沖縄県中城湾港（新

港地区）整備事業特別会計決算の認定につい

て

17 認定第16号 令和２年度沖縄県中城湾港マリ

ン・タウン特別会計決算の認定について

18 認定第17号 令和２年度沖縄県駐車場事業特

別会計決算の認定について

19 認定第18号 令和２年度沖縄県中城湾港（泡

瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計決算の

認定について

20 認定第19号 令和２年度沖縄県公債管理特別

会計決算の認定について

21 認定第20号 令和２年度沖縄県国民健康保険

事業特別会計決算の認定について

22 認定第21号 令和２年度沖縄県病院事業会計

決算の認定について

23 認定第22号 令和２年度沖縄県水道事業会計

決算の認定について

24 認定第23号 令和２年度沖縄県工業用水道事

業会計決算の認定について

25 認定第24号 令和２年度沖縄県流域下水道事

業会計決算の認定について

委員の選任

令和３年９月29日、本委員会の委員は議長の指名

で次のとおり選任された。

島 尻 忠 明君 下 地 康 教君

石 原 朝 子さん 大 浜 一 郎君

呉 屋 宏君 照 屋 守 之君

仲 田 弘 毅君 玉 城 健一郎君

上 里 善 清君 比 嘉 京 子さん

瀬 長 美佐雄君 比 嘉 瑞 己君

喜友名 智 子さん 仲宗根 悟君

新 垣 光 栄君 金 城 勉君

大 城 憲 幸君

本日の委員会に付した事件

１ 委員長の互選

２ 副委員長の互選

３ 乙第22号議案 令和２年度沖縄県水道事業会

計未処分利益剰余金の処分について

４ 認定第１号 令和２年度沖縄県一般会計決算

の認定について

５ 認定第２号 令和２年度沖縄県農業改良資金

特別会計決算の認定について

決算特別委員会記録（第１号）
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６ 認定第３号 令和２年度沖縄県小規模企業者

等設備導入資金特別会計決算の認定について

７ 認定第４号 令和２年度沖縄県中小企業振興

資金特別会計決算の認定について

８ 認定第５号 令和２年度沖縄県下地島空港特

別会計決算の認定について

９ 認定第６号 令和２年度沖縄県母子父子寡婦

福祉資金特別会計決算の認定について

10 認定第７号 令和２年度沖縄県所有者不明土

地管理特別会計決算の認定について

11 認定第８号 令和２年度沖縄県沿岸漁業改善

資金特別会計決算の認定について

12 認定第９号 令和２年度沖縄県中央卸売市場

事業特別会計決算の認定について

13 認定第10号 令和２年度沖縄県林業・木材産

業改善資金特別会計決算の認定について

14 認定第11号 令和２年度沖縄県中城湾港（新

港地区）臨海部土地造成事業特別会計決算の

認定について

15 認定第12号 令和２年度沖縄県宜野湾港整備

事業特別会計決算の認定について

16 認定第13号 令和２年度沖縄県国際物流拠点

産業集積地域那覇地区特別会計決算の認定に

ついて

17 認定第14号 令和２年度沖縄県産業振興基金

特別会計決算の認定について

18 認定第15号 令和２年度沖縄県中城湾港（新

港地区）整備事業特別会計決算の認定につい

て

19 認定第16号 令和２年度沖縄県中城湾港マリ

ン・タウン特別会計決算の認定について

20 認定第17号 令和２年度沖縄県駐車場事業特

別会計決算の認定について

21 認定第18号 令和２年度沖縄県中城湾港（泡

瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計決算の

認定について

22 認定第19号 令和２年度沖縄県公債管理特別

会計決算の認定について

23 認定第20号 令和２年度沖縄県国民健康保険

事業特別会計決算の認定について

24 認定第21号 令和２年度沖縄県病院事業会計

決算の認定について

25 認定第22号 令和２年度沖縄県水道事業会計

決算の認定について

26 認定第23号 令和２年度沖縄県工業用水道事

業会計決算の認定について

27 認定第24号 令和２年度沖縄県流域下水道事

業会計決算の認定について

28 閉会中継続審査について

29 決算特別委員会運営要領について

30 理事の選任

委員長、副委員長の互選

令和３年９月29日、大城憲幸君が委員長に、比嘉

京子さんが副委員長に選任された。

理事の選任

令和３年９月29日、島尻忠明委員、比嘉瑞己委員

及び喜友名智子委員が理事に選任された。

出席委員

委員長 大 城 憲 幸君

副委員長 比 嘉 京 子さん

委 員 島 尻 忠 明君 下 地 康 教君

石 原 朝 子さん 大 浜 一 郎君

呉 屋 宏君 照 屋 守 之君

仲 田 弘 毅君 玉 城 健一郎君

上 里 善 清君 瀬 長 美佐雄君

比 嘉 瑞 己君 喜友名 智 子さん

仲宗根 悟君 新 垣 光 栄君

金 城 勉君

3ii4

○嘉陽孝議会事務局政務調査課主幹 決算特別委員

会設置後、初めての委員会でありますので委員長及

び副委員長の互選を行う必要があります。

委員長の互選に関する職務は、委員会条例第７条

第２項の規定により、年長の委員が行うことになっ

ております。

出席委員中、仲田弘毅委員が年長者であります。

よって、この際、仲田弘毅委員に委員長の互選に

関する職務をお願いいたします。

仲田弘毅委員、委員長席に御着席願います。

（仲田弘毅委員、委員長席に着席）

○仲田弘毅委員 ただいまから、決算特別委員会を

開会いたします。

委員会条例第７条第２項の規定により、年長の私

が委員長互選の職務を行います。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

これより、委員長の互選を行います。

委員長の互選は、指名推選による方法と投票によ

る方法がありますが、いずれの方法によるか御協議

をお願いいたします。

休憩いたします。

（休憩中に、互選の方法等を指名推選、被推
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選人を大城憲幸君とし、指名は委員長の職

務を行う委員が行う旨の協議があった。）

○仲田弘毅委員 再開いたします。

委員長の互選については、休憩中に御協議いたし

ましたとおり、指名推選によることとし、私から指

名したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○仲田弘毅委員 御異議なしと認めます。

よって、委員長には大城憲幸君を指名いたします。

ただいまの指名に御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○仲田弘毅委員 御異議なしと認めます。

よって、委員長には大城憲幸君が選任されました。

ただいま委員長が選任されましたので、委員長と

交代いたします。

休憩いたします。

（休憩中に、年長委員退席、委員長着席）

○大城憲幸委員長 再開いたします。

このたび委員各位の御推挙により、決算特別委員

長に就任しました大城憲幸でございます 。

委員会の運営につきましては公正・中立を旨とし、

円滑に進めてまいりたいと存じますので、各委員の

御指導と御協力を賜りますようお願いいたします。

以上で、委員長の互選は終わりました。

3ii4

○大城憲幸委員長 次に、副委員長の互選を行いま

す。

副委員長の互選は、指名推選による方法と投票に

よる方法がありますが、いずれの方法によるか御協

議をお願いいたします。

休憩いたします。

（休憩中に、互選の方法を指名推選、被推選

人を比嘉京子さんとし、指名は委員長が行

う旨の協議があった。）

○大城憲幸委員長 再開いたします。

副委員長の互選については、休憩中に御協議いた

しましたとおり、指名推選によることとし、委員長

の私から指名したいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○大城憲幸委員長 御異議なしと認めます。

よって、副委員長には 比嘉京子さんを指名いたし

ます。

ただいまの指名に御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○大城憲幸委員長 御異議なしと認めます。

よって、副委員長には 比嘉京子さんが選任されま

した。

ただいま、副委員長が選任されましたので、御挨

拶を自席でお願いいたします。

○比嘉京子副委員長 ただいま副委員長に選出して

いただき、大変ありがとうございます。

委員長を支えながら、本委員会が円滑に運営され

るよう努力してまいりたいと思います。

委員各位の御協力をよろしくお願いいたします。

○大城憲幸委員長 以上で、副委員長の互選は終わ

りました。

3ii4

○大城憲幸委員長 休憩いたします。

（休憩中に、協議事項について事務局より説

明）

○大城憲幸委員長 再開いたします。

乙第22号議案の議決議案１件並びに認定第１号か

ら認定第24号までの決算24件を一括して議題といた

します。

ただいま議題となりました議決議案１件及び決算

24件については、閉会中に審査することとし、議長

に対して、閉会中継続審査の申出をしたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○大城憲幸委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

3ii4

○大城憲幸委員長 次に、決算特別委員会運営要領

について、御協議をお願いいたします。

休憩いたします。

（休憩中に、事務局から決算特別委員会運営

要領案の概要説明後に協議を行い、案のと

おり決することで意見の一致を見た。）

○大城憲幸委員長 再開いたします。

決算特別委員会運営要領については、休憩中に御

協議いたしましたとおり、決することに御異議あり

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○大城憲幸委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

3ii4

○大城憲幸委員長 次に、ただいま決定されました

決算特別委員会運営要領に基づき、委員長及び副委

員長のほかに、理事３人の選任が必要でありますの

で、理事３人の選任について御協議をお願いいたし

ます。

休憩いたします。

（休憩中に、理事の選任について協議）
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○大城憲幸委員長 再開いたします。

これより、理事３人の選任について、お諮りいた

します。

理事に比嘉瑞己委員、喜友名智子委員及び島尻忠

明委員の３人を指名したいと思いますが、これに御

異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○大城憲幸委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

理事の皆さんには、委員会の円滑な運営に御協力

いただきますようお願いいたします。

次に、お諮りいたします。

ただいま決定されました決算特別委員会運営要領に

基づく、各常任委員会への閉会中調査の依頼につき

ましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○大城憲幸委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

以上で、予定の議題は全て終了いたしました。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

次回は、10月11日 月曜日 午前10時から委員会

を開きます。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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決算特別委員会運営要領

この要領は、「決算議案の審査等に関する基本的事項(常任委員会に対する
調査依頼について）」（平成28年10月12日議会運営委員会決定）に定めるもの
のほか、決算特別委員会（以下「委員会」という。）の運営に関し、必要な事項
を定めることにより、委員会の円滑な運営に資するものとする。

１ 委員席の配置
別紙１のとおりとする。

２ 審査日程
審査日程は別紙２のとおりとする。ただし、審査の都合により必要があるときは、

委員会に諮り変更することができる。

３ 各常任委員会に対する調査依頼
(1) 決算特別委員長(以下「委員長」という。）は、別添様式１により各常任委
員長に閉会中調査を依頼するものとする。

(2) 各常任委員長は、上記の閉会中調査終了後に別添様式２により決算調査
報告書（以下「調査報告書」という。）を委員長に提出するものとする。
なお、調査報告書に記載する特記事項は、議案に対する附帯決議のよう

な事項等とするものとする。
(3) 決算議案の審査等に関する基本的事項(常任委員会に対する調査依頼につ
いて)５(４)に係る決算特別委員への調査報告書の配付については、タブ
レットに格納するものとする。

４ 説明員
決算の概要説明は、土木建築部長、会計管理者、病院事業局長及び企業局長が行

い、決算審査意見の概要説明は代表監査委員が行うものとする。

５ 決算及び決算審査意見の概要説明に対する質疑
(1) 質疑の時間は、委員１人10分とする。
(2) 各委員の質疑の時間は、出席委員間で相互に譲渡することができるものとする。
その場合、譲渡する委員はあらかじめ委員長に譲渡する時間及び譲渡をされる委員
について報告するものとする。また、譲渡をする委員は譲渡をされた委員が質疑を
する間は着席しなければならない。

(3) 質疑の時間には、答弁時間は含まないものとする。
(4) 質疑時間の終了５分前に１回、１分前に２回及び終了時に５回それぞれ電子音等
で報知する。

(5) 質疑は一問一答方式で、自席に着席したままでで行うものとする。
(6) 質疑の順序は多数会派順とする。

６ 調査報告書に対する質疑
(1) 常任委員長に対する質疑の通告は、別添様式３により政務調査課に提出する
ものとする。

(2) 委員長は、調査報告書に対し質疑の通告がなされた場合には、別添様式
４により当該常任委員長の出席を求めるものとする。

(3) 常任委員長への質疑は、当該常任委員長に対し２回を超えないものとす
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る。

７ 要調査事項に対する質疑
(1) 要調査事項に対する質疑（以下「総括質疑」という。）を行うため知事等に出席
を求めることが決定された場合、知事等への総括質疑の通告締切日時は、決算特
別委員会において総括質疑を行う日の前日（県の休日を除く。）の午後３時とし、
別添様式３により政務調査課に提出するものとする。

(2) 各委員の質疑の時間は、委員長が委員会に諮って定めるものとする。

８ 理事会
(1) 理事会は、委員長、副委員長及び理事３人をもって構成する。
(2) 理事は、委員長が委員会に諮って指名する。
(3) 理事は、委員会の円滑な運営について委員長及び副委員長に協力し、委員間の連
絡調整に当たる。

(4) 理事会は、委員会の決定に基づき要調査事項及び特記事項の取り扱い並
びに総括質疑の実施の必要性等について協議を行うものとする。

９ その他
決算議案の審査等に当たっては、委員会室における新型コロナウイルス感

染症対策に留意しつつ、審査等の充実との両立に努めるものとする。

雑 則
以上のほか、委員会の運営について必要な事項は、その都度委員長が委員会に諮っ
て定める。
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別紙１

委 員 席 の 配 置

議 会 事 務 局

（録音・計時） 補 助

議 会 事 務 局 答弁席

議 会

事務局
説 明 員 席

大 城 憲 幸

委 員 長

玉城健一郎委員 下地康教委員 島尻忠明委員

比嘉京子委員 上里善清委員 石原朝子委員

瀬長美佐雄委員 呉屋宏委員 大浜一郎委員

喜友名智子委員 比嘉瑞己委員 照屋守之委員

仲宗根悟委員 金城勉委員 仲田弘毅委員

新垣光栄委員
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別紙２

決算特別委員会審査日程

年 月 日 曜 日 時 間 事 項 関係室部局等

決算特別委員会
本 会 議 ○委員長及び副委員長の互選

令 和 ３ 年
水

及 び 各 ○閉会中継続審査の件
９ 月 2 9 日 委 員 会 ○委員会運営要領の件

終 了 後 ○理事の選任
○各常任委員会に対する調査依頼の件

決算特別委員会
○概要説明
・令和２年度一般会計及び特別会計決算 土 木 建 築 部 長
・令和２年度企業会計決算 会 計 管 理 者
･令和２年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰 企 業 局 長

10月 1 1日 月 午前10時 余金の処分について 病 院 事 業 局 長
・一般会計、特別会計及び企業会計に対する審 代 表 監 査 委 員
査意見

○会計管理者及び代表監査委員に対する質疑

1 0月 1 2日 火 午前10時
各常任委員会

関 係 室 部 局
○所管事務に係る決算事項の調査

各常任委員会
1 0月 1 3日 水 午前10時 ○所管事務に係る決算事項の調査 関 係 室 部 局

○決算調査報告書記載内容等についての協議

1 0月 1 4日 木 決算調査報告書整理日

1 0月 1 5日 金 決算調査報告書整理日

1 0月 1 6日 土

1 0月 1 7日 日

決算特別委員への決算調査報告書の配付
（午前９時）

1 0月 1 8日 月
各常任委員長に対する質疑の通告締め切り
（午後３時）

決算特別委員会
○各常任委員長に対する質疑

10月 1 9日 火 午前10時 ○「要調査事項」及び「特記事項」の取り扱い等に
ついての協議

○総括質疑の取り扱いについての協議

決算特別委員会
○総括質疑
○採決
･令和２年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰

1 0月 2 0日 水 午前10時 余金の処分について
･令和２年度一般会計及び特別会計決算
･令和２年度企業会計決算



－9－



－10－

（平成28年10月12日議会運営委員会決定）

決算議案の審査等に関する基本的事項
（常任委員会に対する調査依頼について）

決算議案の審査については、その効率的で充実した審査に資することを目的
とし、各常任委員会において決算特別委員会から調査依頼を受け、専門的な立
場から所管事務に係る決算事項を調査する方式としたところである。こうした
決算議案の審査・調査に当たっては、下記の基本的事項を定めることにより、
決算特別委員会及び各常任委員会の円滑な運営に資するものとする。

記

１ 決算特別委員会の開催場所について
決算特別委員会は第７委員会室で行うものとする。

２ 審査日程について
決算議案の審査日程はおおむね別紙１のとおりとし、具体的な決算特別

委員会の審査日程は同委員会において決定するものとする。

３ 調査依頼事項について
（１）各常任委員会に対する調査依頼事項は、沖縄県議会委員会条例第２条に

規定する所管事務に係る決算事項とする。
（２）調査依頼に関する様式は別に定めるものとする。

４ 各常任委員会における調査について
（１）質疑の時間は、各審査日委員１人10分とする。
（２）各委員の質疑の時間は、出席委員間で相互に譲渡することができるもの

とする。その場合、譲渡する委員はあらかじめ委員長に譲渡する日、時間
及び譲渡をされる委員について報告するものとする。また、譲渡する委員
は譲渡をされた委員が質疑する間は着席しなければならない。

（３）質疑の時間には、答弁時間は含まないものとする。
（４）質疑時間終了５分前に１回、１分前に２回及び終了時に５回それぞれ電

子音等で報知する。
（５）質疑の順序については多数会派順とする。なお、２日目は第２多数会派

から質疑を行い、第１多数会派は最後に行うものとする。
（６）監査委員である議員は調査には加わらないものとする。
（７）各常任委員会での採決は行わないものとする。

５ 決算調査報告書の作成及び配付について
（１）決算調査報告書（以下「調査報告書」という。）は、各常任委員会での

協議に基づき各常任委員長が作成するものとする。この場合、各常任委員
会での協議を省略して調査報告書の作成を各常任委員長に一任することが
できるものとする。

（２）調査報告書に記載する事項は、各常任委員会における質疑・答弁の主な
内容、決算特別委員会においてさらに調査が必要とされる事項（以下「要
調査事項」という。）及び特記事項とする。
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（３）要調査事項について
ア 各常任委員会における質疑において、要調査事項を提起しようとする
委員は、その該当事項を要調査事項とする旨を発言するものとする。

イ 各常任委員会における質疑終了後、要調査事項を提起しようとする委
員が要調査事項とする理由等を説明した後、決算特別委員会における調
査の必要性についての意見交換や要調査事項の整理を行った上で、要調
査事項を決算特別委員会に報告するものとする。

ウ 各常任委員会における上記イの意見交換や整理の中において、要調査
事項として報告することについて反対の意見が述べられた場合には、決
算特別委員会に報告する際にその意見もあわせて報告するものとする。

（４）調査報告書は、決算特別委員会において調査報告書を審査する日の前日
（県の休日を除く。）の正午までに決算特別委員に配付するものとする。

（５）調査報告書の様式は別に定めるものとする。

６ 調査報告書に対する質疑について
（１）調査報告書に関し、常任委員長に対する質疑の通告がなされた場合には、

当該常任委員長の出席を求めるものとする。
（２）常任委員長に対する質疑通告の締切日時は、決算特別委員会において調

査報告書を審査する日の前日（県の休日を除く。）の午後３時とする。

７ 要調査事項に対する質疑について
（１）審査の最終日に要調査事項に対する質疑（以下「総括質疑」という。）

を行うため知事等の出席を求める場合には、決算特別委員会において質疑
を行う要調査事項及び知事等の出席を求めることについて決定するものと
する。

（２）知事等への総括質疑は、上記（１）において決定した要調査事項につい
てまず決算特別委員長が代表して行い、答弁を聴取した後、各委員からの
質疑を行うものとする。

８ 質疑の時間及び方法等について
決算特別委員会における質疑の時間及び方法その他必要な事項は当該委

員会において決定するものとする。

９ 理事会について
決算特別委員会の円滑な運営等を図るための調整、協議等を行うため同

委員会に理事会を設置するものとする。
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（別紙１）
決算議案の審査日程

年月日 委員会 時間 事項 関係室部局等

９月定例会

会期中

(１日目)

決算特別

委員会

本会議及

び各委員

会終了後

○委員長及び副委員長の互選

○閉会中継続審査の件

○委員会運営要領の件

○理事の選任

○各常任委員会に対する調査依頼の件

以降

閉会中

(２日目)

決算特別

委員会
10時

○令和○年度一般会計及び特別会計決算

　の概要説明

○令和○年度企業会計決算の概要説明

○決算審査意見概要説明

○会計管理者及び代表監査委員に対する

　質疑

会 計 管 理 者

病 院 事 業 局 長

企 業 局 長

代 表 監 査 委 員

(３日目)
各常任

委員会
10時 ○所管事務に係る決算事項の調査 関 係 室 部 局

(４日目)
各常任

委員会
10時

○所管事務に係る決算事項の調査

○決算調査報告書記載内容等についての

　協議

関 係 室 部 局

(５日目) ○決算調査報告書整理日

(６日目) ○決算調査報告書整理日

(７日目)
○決算特別委員への決算調査報告書の配付

○常任委員長に対する質疑の通告締め切り

報告書配付

時刻:午前９時

質疑通告締め切

り時刻:午後3時

(８日目)
決算特別

委員会
10時

○常任委員長に対する質疑

○「要調査事項」及び「特記事項」の

　取り扱い等についての協議

○総括質疑の取り扱いについての協議

(９日目)
決算特別

委員会
10時

○総括質疑

○採決
関 係 室 部 局 等
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沖縄県議会委員会条例第27条第１項の規定によりここに署名する。

年 長 委 員 仲 田 弘 毅

委 員 長 大 城 憲 幸



令 和 ３ 年 1 0 月 1 1 日

令 和 ３ 年 第 ８ 回

決算特別委員会記録沖縄県議会 (定例会 )

閉 会 中 継 続 審 査

（ 第 １ 号 ）
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令 和 ３ 年 第 ８ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

開会の日時、場所

年月日 令和３年10月11日 (月曜日)

開 会 午前10時２分

散 会 午後５時54分

場 所 第７委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県水道事業会計

第８回議会 未処分利益剰余金の処分につい

乙第22号議案 て

２ 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県一般会計決算

第８回議会 の認定について

認定第１号

３ 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県農業改良資金

第８回議会 特別会計決算の認定について

認定第２号

４ 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県小規模企業者

第８回議会 等設備導入資金特別会計決算の

認定第３号 認定について

５ 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県中小企業振興

第８回議会 資金特別会計決算の認定につい

認定第４号 て

６ 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県下地島空港特

第８回議会 別会計決算の認定について

認定第５号

７ 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県母子父子寡婦

第８回議会 福祉資金特別会計決算の認定に

認定第６号 ついて

８ 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県所有者不明土

第８回議会 地管理特別会計決算の認定につ

認定第７号 いて

９ 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県沿岸漁業改善

第８回議会 資金特別会計決算の認定につい

認定第８号 て

10 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県中央卸売市場

第８回議会 事業特別会計決算の認定につい

認定第９号 て

11 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県林業・木材産

第８回議会 業改善資金特別会計決算の認定

認定第10号 について

12 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県中城湾港（新

第８回議会 港地区）臨海部土地造成事業特

認定第11号 別会計決算の認定について

13 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県宜野湾港整備

第８回議会 事業特別会計決算の認定につい

認定第12号 て

14 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県国際物流拠点

第８回議会 産業集積地域那覇地区特別会計

認定第13号 決算の認定について

15 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県産業振興基金

第８回議会 特別会計決算の認定について

認定第14号

16 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県中城湾港（新

第８回議会 港地区）整備事業特別会計決算

認定第15号 の認定について

17 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県中城湾港マリ

第８回議会 ン・タウン特別会計決算の認定

認定第16号 について

18 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県駐車場事業特

第８回議会 別会計決算の認定について

認定第17号

19 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県中城湾港（泡

第８回議会 瀬地区）臨海部土地造成事業特

認定第18号 別会計決算の認定について

20 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県公債管理特別

第８回議会 会計決算の認定について

認定第19号

21 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県国民健康保険

第８回議会 事業特別会計決算の認定につい

認定第20号 て

22 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県病院事業会計

第８回議会 決算の認定について

認定第21号

23 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県水道事業会計

第８回議会 決算の認定について

認定第22号

24 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県工業用水道事

第８回議会 業会計決算の認定について

認定第23号

25 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県流域下水道事

第８回議会 業会計決算の認定について

認定第24号

決算特別委員会記録（第１号）
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出席委員

委員長 大 城 憲 幸君

副委員長 比 嘉 京 子さん

委 員 島 尻 忠 明君 下 地 康 教君

石 原 朝 子さん 大 浜 一 郎君

呉 屋 宏君 照 屋 守 之君

仲 田 弘 毅君 玉 城 健一郎君

上 里 善 清君 瀬 長 美佐雄君

喜友名 智 子さん 仲宗根 悟君

新 垣 光 栄君 金 城 勉君

欠席委員

比 嘉 瑞 己君

説明のため出席した者の職、氏名

土 木 建 築 部 長 島 袋 善 明君

会 計 管 理 者 大 城 博君

企 業 局 長 棚 原 憲 実君

病 院 事 業 局 長 我那覇 仁君

代 表 監 査 委 員 安慶名 均君

監査委員事務局監査監 伊 佐 馨君

3ii4

○大城憲幸委員長 ただいまから、決算特別委員会

を開会いたします。

令和３年第８回議会乙第22号議案の議決議案

１件、令和３年第８回議会認定第１号から同認定第

24号までの決算24件を一括して議題といたします。

本日の説明員として、土木建築部長、会計管理者、

企業局長、病院事業局長及び代表監査委員の出席を

求めております。

それでは、審査日程に従い、土木建築部長、会計

管理者、企業局長及び病院事業局長から決算の概要

説明並びに代表監査委員から決算審査意見の概要説

明を聴取した後、会計管理者及び代表監査委員に対

する質疑を行います。

なお、土木建築部長、企業局長及び病院事業局長

に対する質疑は、調査を依頼しております常任委員

会において、明 10月12日及び13日に行われます。

まず初めに、会計管理者から令和３年第８回議会

認定第１号から同認定第20号までの決算20件につい

て概要説明を求めます。

大城博会計管理者。

○大城博会計管理者 ただいま議案となっておりま

す認定第１号から第20号までの令和２年度沖縄県一

般会計決算及び特別会計決算について、その概要を

御説明いたします。

令和２年度沖縄県歳入歳出決算書につきまして

は、ページ数が多いことから、説明資料として決算

書の抜粋を作成しておりますので、そちらを用いま

して説明させていただきます。

また、参考資料として令和２年度歳入歳出決算の

概要を掲載しておりますので、適宜御参照ください。

それでは、ただいま青いメッセージで通知しまし

た令和２年度一般会計・特別会計歳入歳出決算書

（抜粋）をタップし、資料を御覧ください。

初めに、４ページを御覧ください。資料のページ

は資料の両端に付しております。一方、中央の数字

は決算書本体のページとなっております。

４ページは、一般会計の歳入歳出決算事項別明細

書の歳入の総括表となっております。

表側は款別に１の県税から16の市町村たばこ税県

交付金まで、表頭は左から右に、予算現額、調定額、

収入済額、不納欠損額、収入未済額となっておりま

す。

それでは、一番下の行の歳入合計欄で御説明いた

します。

予算現額の計欄は１兆12億9648万2134円に対し、

その２つ右、収入済額は9014億8571万632円となっ

ております。予算現額に対する収入済額の割合は、

90.0％となっております。

不納欠損額は５億1057万7003円となっておりま

す。その主なものを款別に申し上げますと、１の県

税が１億2551万4246円、14の諸収入が３億1091万

4211円となっております。

収入未済額は41億8387万1317円となっており、そ

の主なものは、１の県税が28億8464万7582円、14の

諸収入が６億3669万8257円となっております。

６ページから７ページを御覧ください。

歳入歳出決算事項別明細書の歳出の総括表であり

ます。

表側は、款別に１の議会費から14の予備費まで、

表頭は左から右に、予算現額、支出済額、翌年度繰

越額、不用額となっております。

それでは、一番下の行の歳出合計欄で御説明いた

します。予算現額の計欄は１兆12億9648万2134円に

対し、支出済額は8914億1934万3678円となっており

ます。予算現額に対する支出済額の割合、執行率は

89.0％となっております。

翌年度繰越額は、繰越明許費が791億5581万

5438円、事故繰越が10億5080万8661円となっており

ます。繰越明許費の主なものは、８の土木費が267億
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6665万2074円、６の農林水産業費が168億3460万

1896円となっており、事故繰越の主なものは、６の

農林水産業費が４億5705万7686円、８の土木費が

４億133万2575円となっております。

不用額は296億7051万4357円となっております。

その主なものは、７の商工費が89億1160万5078円、

３の民生費が49億6738万1785円となっております。

次に、実質収支について御説明いたします。

８ページを御覧ください。

一般会計の実質収支に関する調書で、単位は千円

で表示しております。

歳入総額9014億8571万1000円に対し歳出総額は

8914億1934万4000円となっております。歳入歳出差

引額、いわゆる形式収支額は100億6636万7000円、

歳入歳出差引額から翌年度へ繰り越すべき財源46億

2752万4000円を差し引いた実質収支額は、54億

3884万3000円となります。

次に、農業改良資金特別会計などの19の特別会計

について御説明いたします。

それでは10ページを御覧ください。

19の特別会計の歳入歳出決算事項別明細書の歳入

の総括表となっております。表側は、会計別に１の

農業改良資金特別会計から19の国民健康保険事業特

別会計までとなっております。

特別会計の歳入について、歳入合計欄で御説明し

ます。

12ページを御覧ください。

予算現額の計欄は2397億5656万2600円に対し収入

済額は2441億8112万5395円となっており、予算現額

に対する収入済額の割合は101.8％となっておりま

す。

不納欠損額は3148万5345円となっており、収入未

済額は33億2385万3770円となっております。

14ページを御覧ください。

特別会計の歳入歳出決算事項別明細書の歳出の総

括表となっております。

歳出合計欄で御説明いたします。

16ページから17ページをお開きください。

予算現額の計欄は2397億5656万2600円に対し支出

済額は2363億4946万7170円となっており、執行率は

98.6％となっております。

翌年度繰越額は、繰越明許費が１億4487万9933円

となっており、不用額は32億6221万5497円となって

おります。

以上で、令和３年第８回議会認定第１号から第

20号まで、令和２年度沖縄県一般会計決算及び特別

会計決算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○大城憲幸委員長 会計管理者の説明は終わりまし

た。

次に、代表監査委員から同決算に対する審査意見

の概要説明を求めます。

安慶名均代表監査委員。

○安慶名均代表監査委員 それでは、審査意見書の

概要を御説明いたします。

サイドブックスに掲載されております令和２年度

沖縄県歳入歳出決算審査意見書により御説明させて

いただきます。ただいま青いメッセージで通知をし

ました令和２年度沖縄県歳入歳出決算審査意見書を

タップしてください。

それでは、画面をスクロールしていただき、意見

書の１ページを表示ください。

第１、審査の概要について御説明いたします。

令和２年度の沖縄県歳入歳出決算につきまして

は、地方自治法第233条第２項の規定により、知事

から令和３年７月28日付で審査に付されました。

監査委員は同決算書及び関係書類について沖縄県

監査委員監査基準に準拠して審査を行い、９月７日

に知事へ審査意見書を提出いたしました。

審査の対象となった会計は、一般会計及び19の特

別会計であります。

審査に当たっては、決算の計数は正確であるか、

決算の様式は所定の様式に従って調製されている

か、予算執行は法令に適合して行われているかなど

の諸点に主眼を置き、決算書と関係諸帳簿及び証拠

書類等との照合などを行い、審査を実施しました。

意見書の２ページを表示してください。

第２、審査の結果及び意見について御説明いたし

ます。

まず１、審査結果であります。

令和２年度一般会計及び各特別会計の歳入歳出決

算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関す

る調書及び財産に関する調書の計数を、それぞれ関

係諸帳簿及び証拠書類と照合し審査した限りにおい

て、いずれも正確であると認められました。

また、予算の執行、収入及び支出に関する事務並

びに財産の取得、管理及び処分については、一部に

是正または改善を要する事項が見られたものの、お

おむね適正に処理されていると認められました。

次に２、審査意見であります。

歳入歳出決算の状況につきましては、会計管理者

から説明がありましたので割愛をいたします。
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意見書の３ページを表示ください。

７行目を御覧ください。

令和２年度の一般会計及び特別会計は、合理的か

つ健全に運営され、予算に計上された各般の事務事

業についてはおおむね適正に執行されていました。

しかし、一部に是正または改善を要する事項がある

ことから、次の４点に留意し、適切な措置を講ずる

よう要望しております。

１点目は、（１）行財政運営についてであります。

令和２年度決算の状況を普通会計ベースで見ます

と、歳入では諸収入等の増により、自主財源が前年

度に比べ430億8400万円、17.4％増加しております

が、依存財源が国庫支出金等の増により前年度比

1221億5400万円、26.2％の大幅な増加となり、その

ため、自主財源の歳入全体に占める割合は相対的に

低下し、前年度に比べ1.6ポイント下回る33.1％と

なっております。

また、財政調整基金など主要３基金の令和２年度

末残高は一定程度確保されているものの、財政力指

数や自主財源の割合は、九州平均や全国平均を下

回っており、依然として、地方税や国庫支出金等に

大きく依存した脆弱な財政構造となっております。

加えて、高齢化の進行等に伴い、今後とも社会保障

関係費等の義務的経費の増加が見込まれることか

ら、引き続き経費節減や効率的・効果的な事業執行

に努めるとともに、産業振興による安定的な税源の

涵養等、歳入確保に向けた不断の取組が必要だと考

えております。

今般の新型コロナウイルス感染症の拡大は、県内

経済に多大な影響を与えており、いまだ終息が見込

めない状況であります。令和２年度は、県税収入が

32億8044万9235円減となり、令和３年度においても、

県税収入等への影響が懸念される一方、感染防止や

経済・雇用支援対策などのための財政需要に適切に

対応する必要があります。そのため、新型コロナウ

イルス感染症に対応するために必要な財源の確保な

ど、財政支援を引き続き国に強く働きかけるととも

に、歳入と歳出のバランスが取れた持続可能な財政

運営に努めていただくよう要望しております。

意見書の４ページを表示ください。

２点目は、（２）収入未済額の縮減及び不納欠損

処理についてであります。令和２年度の収入未済額

は、一般会計と特別会計の合計で75億772万5087円

となっており、前年度に比べ5888万6492円、0.8％

減少しております。

そのうち、県税の収入未済額については、前年度

より９億5351万1627円増加するなど、新型コロナウ

イルス感染症等に係る徴収猶予の特例制度の適用な

どの影響が見られます。

収入未済額については、縮減に向けた対策が進め

られておりますが、依然として多額であるため、住

民負担の公平性と歳入の確保の観点から、その縮減

を図ることは重要な課題であります。今後とも、新

たな収入未済の発生防止と効率的で実効性のある徴

収を図るため、契約などの債権発生時に滞納に備え

た方策を取ることや、滞納初期における状況把握等

による納付・償還指導、福祉制度の活用など、関係

機関と連携し、債務者の実情に即した様々な方策を

講ずるよう要望しております。

次に、令和２年度の不納欠損額は、一般会計と特

別会計の合計で５億4206万2348円となっておりま

す。債権の管理については、債権を放置したまま時

効を迎えることのないよう、個々の債務者の実態把

握に努めるとともに、督促、差押さえ及び債務の承

認等、関係法令に基づく措置を的確に講ずるなど、

適切に対処する必要があります。その上で、不納欠

損として処理すべきものについては、標準マニュア

ル等に基づき、事務手続を進めるよう要望しており

ます。

３点目は、（３）事業執行についてであります。

一般会計の予算の執行率は89.0％で、前年度に比

べ1.5ポイント低下しております。

また、特別会計の予算の執行率は98.6％で、前年

度に比べ1.2ポイント上昇しております。

翌年度繰越額は、一般会計と特別会計の合計で

803億5150万4032円となっており、前年度に比べ

207億9762万6524円、34.9％増加しております。

不用額は、一般会計と特別会計の合計で329億

3272万9854円となっており、前年度に比べ99億

6281万2554円、43.4％増加しております。

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症への対

応経費の計上などの影響により、繰越額及び不用額

が大幅に増加しております。それらの要因を除けば、

これまでの様々な取組の成果も現れているところで

あり、引き続き事業の執行に当たっては、事業効果

が早期に発現されるよう、執行管理の徹底、関係機

関との十分な調整を行うなど、繰越額、不用額の圧

縮に努めるよう要望しております。

意見書の５ページを表示ください。３行目を御覧

ください。

４点目は、（４）財務に関する事務についてであ

ります。
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財務に関する事務については、契約や支出に係る

事務、財産や備品の管理に係る事務、証紙収納に係

る事務などについて、財務規則等に定められた手続

によらない不適正なものが見られました。

事業の執行に当たっては、各職員が財務関係法規

を遵守し、それぞれの職責を適切に果たす必要があ

ります。職員の個人的な経験や能力にかかわらず、

事務を適正、効率的かつ効果的に継続して遂行でき

るようにするためには、マニュアルやチェック体制

の整備など、組織的に対応する必要があり、そのた

めにも、令和２年度から導入された内部統制制度を

効果的に運用することが重要であります。

今後とも、最小の経費で最大の効果を上げるとい

う行財政運営の基本原則にのっとり、様々な取組を

通して、より一層確かな事業管理及び適切な事務処

理に努めるよう要望しております。

以上が、審査意見であります。

なお、６ページ以降に、令和２年度沖縄県歳入歳

出決算書等に基づいた決算の概要を記載しておりま

すので、御参照ください。

以上で、沖縄県歳入歳出決算審査意見書の概要説

明を終わります。

○大城憲幸委員長 代表監査委員の説明は終わりま

した。

次に、病院事業局長から令和３年第８回議会認定

第21号の決算について概要説明を求めます。

我那覇仁病院事業局長。

○我那覇仁病院事業局長 おはようございます。

それでは、病院事業局の令和２年度決算の概要に

ついて、サイドブックスに掲載されております令和

２年度沖縄県病院事業会計決算書に基づいて御説明

申し上げます。

初めに、事業概要から御説明いたします。

決算書の15ページを御覧ください。

事業報告書の１の概況の（１）総括事項について。

ア、沖縄県病院事業は、県立北部病院をはじめ６つ

の県立病院と16か所の附属診療所を運営し、イ、県

民の健康保持に必要な医療を提供するため、医師や

看護師等の医療技術員の確保とともに、施設及び医

療機器の充実を図るなど、医療水準の向上に努めて

おります。エ、業務状況については、入院患者延べ

数が54万7749人、外来患者延べ数が65万4810人で、

総利用患者延べ数は120万2559人となり、前年度と

比べて22万6682人の減少となりました。

次に、決算状況について御説明いたします。恐縮

ですが、１ページに戻りまして御説明いたします。

まず、決算報告書の（１）収益的収入及び支出に

ついて、収入の第１款病院事業収益は、予算額合計

647億6975万5000円に対して、決算額は640億9834万

4277円で、予算額に比べて６億7141万723円の減収

となっております。その主な要因は、患者数が当初

の見込みより少なかったため、第１項の医業収益に

おいて75億3838万4682円の減収が生じたことによる

ものであります。

次に、支出の第１款病院事業費用は、予算額合計

679億8455万7000円に対して決算額は608億2450万

815円で、不用額は70億624万2185円となっておりま

す。その主な要因は、給料及び手当などが当初の見

込みを下回ったため、第１項の医業費用において

63億3667万6321円の不用が生じたことによるもので

あります。

２ページを御覧ください。

（２）資本的収入及び支出について、収入の第１款

資本的収入は、予算額合計72億5898万3000円に対し

て決算額は52億4036万7800円で、予算額に比べて

20億1861万5200円の減収となっております。その主

な要因は、施設整備費の執行減及び繰越しに伴い企

業債借入が減少したため、第１項の企業債において

18億1780万円の減収が生じたことによるものであり

ます。

次に、支出の第１款資本的支出は、予算額合計80億

6692万4800円に対して決算額は56億6160万670円で、

翌年度への繰越額が11億9533万5554円で、不用額が

12億998万8576円となっております。その主な要因

は、施設整備費における入札執行残のほか、新型コ

ロナウイルス感染症に係る入院受入れの対応など、

その対策を優先したことによる工事着手の遅れ等に

よるものであり、第１項の建設改良費において11億

447万1684円の不用が生じたことによるものであり

ます。

３ページを御覧ください。

令和２年４月１日から令和３年３月31日までの損

益計算書に基づきまして、経営成績について御説明

申し上げます。

１の医業収益は、入院収益、外来収益などを合計

した460億8020万9135円で、２の医業費用は、給与

費、材料費、経費などを合計した576億4365万4366円

で、１の医業収益から２の医業費用を差し引いた医

業損益は115億6345万5231円となっております。

３の医業外収益は、受取利息配当金、他会計補助

金、国庫補助金などの合計で169億9621万8489円と

なっております。



－19－

４ページを御覧ください。

４の医業外費用は、支払利息、長期前払消費税勘

定償却、雑損失を合計した26億3717万494円で、３の

医業外収益から４の医業外費用を差し引きますと、

143億5904万7995円の利益が生じております。これ

に医業損失を加えた経常利益は27億9559万2764円と

なっております。

５の特別利益は９億2311万2727円で、６の特別損

失は14億8894万4750円であり、差引き５億6583万

2023円の損失を計上しております。当年度純利益は

22億2936万741円で、前年度繰越欠損金89億5185万

9050円を合計した当年度未処理欠損金は67億2209万

8309円となっております。

５ページを御覧ください。

剰余金計算書について御説明申し上げます。表の

右の欄、資本合計を御覧ください。

前年度末残高マイナス７億335万2499円に対し前

年度処分額が０円、当年度変動額は22億2976万741円

で、当年度末残高は15億2640万8242円となっており

ます。

下の欠損金処理計算書について御説明申し上げま

す。１行目の当年度末残高の未処理欠損金は67億

2209万8309円で、これにつきましては全額を翌年度

に繰り越すこととなります。

６ページを御覧ください。

令和３年３月31日現在における貸借対照表に基づ

きまして、財政状態について御説明申し上げます。

まず、資産の部における１の固定資産は、（１）の

有形固定資産と、７ページに移りまして、（２）の

無形固定資産、（３）の投資を合わせた合計で464億

530万1834円となっております。

２の流動資産は、（１）の現金預金、（２）の未収

金、（３）の貯蔵品などを合わせた合計で224億7131万

6925円となっております。

１の固定資産、２の流動資産を合わせた資産合計

は688億7661万8759円となっております。

８ページを御覧ください。

次に、負債の部における３の固定負債は、（１）

の企業債、（２）の他会計借入金などを合わせた合

計で409億7487万6504円となっております。

４の流動負債は、（２）の企業債、（３）の他会計

借入金、（４）のリース債務などを合わせた合計で

112億5040万4965円となっております。

５の繰延収益で、長期前受金から収益化累計額を

差し引いた繰延収益合計は151億2492万9048円となっ

ております。

３の固定負債、４の流動負債、５の繰延収益を合

わせた負債合計は673億5021万517円となっておりま

す。

９ページを御覧ください。

資本の部における資本金合計は18億7858万4782円

となっております。７の剰余金は、（１）の資本剰

余金、（２）の利益剰余金の合計でマイナス３億

5217万6490円となっております。

６の資本金と７の剰余金を合わせた資本合計は

15億2640万8242円で、これに負債合計を加えた負債

資本合計は688億7661万8759円となっております。

以上で、令和３年第８回議会認定第21号令和２年

度沖縄県病院事業会計決算の概要説明を終わりま

す。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○大城憲幸委員長 病院事業局長の説明は終わりま

した。

次に、代表監査委員から同決算に対する審査意見

の概要説明を求めます。

安慶名均代表監査委員。

○安慶名均代表監査委員 サイドブックスに掲載さ

れております令和２年度沖縄県病院事業会計決算審

査意見書により御説明させていただきます。

ただいま青いメッセージで通知しました令和２年

度沖縄県病院事業会計決算審査意見書をタップして

ください。

それでは、意見書の１ページを表示ください。

第１、審査の概要について御説明いたします。

まず１、審査の対象であります。

令和２年度の沖縄県病院事業会計決算につきまし

ては、地方公営企業法第30条第２項の規定により、

知事から令和３年７月28日付で審査に付されまし

た。

監査委員は、同決算書及び関係書類について沖縄

県監査委員監査基準に準拠して審査を行い、９月

７日に知事へ審査意見書を提出いたしました。

次に２、審査の方法であります。

審査に当たっては、病院事業の運営が常に経済性

を発揮するとともに、その本来の目的である公共の

福祉を増進するように運営されているかどうかにつ

いて、決算書及び決算附属書類と関係書類等との照

合などを行い、実施しました。

意見書の２ページを表示ください。

第２、審査の結果及び意見について御説明いたし

ます。

まず１、審査結果であります。
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審査に付された決算諸表は、法令に適合し、かつ

正確であり、令和２年度の経営成績及び令和３年

３月31日現在の財政状態を適正に表示しているもの

と認められました。（１）経営成績及び（２）財政

状態につきましては、病院事業局長から説明があり

ましたので、割愛いたします。

意見書の４ページを表示ください。

次に２、審査意見であります。

県立病院は、救急医療、小児・周産期医療、離島

・僻地医療などの政策医療を提供するとともに、地

域医療を確保することにより、県民の生命及び健康

を守り、生活の安心を支える重要な役割を担ってお

ります。また、新型コロナウイルス感染症への対応

に当たっては、感染症法に基づく指定医療機関とし

て重要な役割を果たしております。このため、これ

らの機能を持続的に果たすことができるよう、経営

の安定化が求められております。令和２年度決算は

22億2976万741円の純利益を計上しました。その結

果、当年度末の累積欠損金は67億2209万8309円に縮

小し、資本合計は前年度の７億335万2499円のマイ

ナスから15億2640万8242円のプラスに転じておりま

す。しかしながら、本来業務に係る医業損失は115億

6345万5231円で、前年度に比較して56億7462万

6682円、96.4％増加しており、極めて厳しい状況に

あります。

県立病院が公的医療機関としての役割を果たすた

めには、組織が一丸となって経営改善に向けて取り

組むことが必要であります。

今後の病院運営に当たっては、次の４点に留意し、

適切な措置を講ずるよう要望しております。

１点目は、（１）経営改善の取組についてであり

ます。県立病院が本県における基幹病院として、ま

た、地域における中核病院として、今後も必要な医

療を適切かつ安定的に提供していくためには、自律

的な経営の下、健全経営を確保する必要があります。

そのため、医業収益の確保や医業費用の縮減などに

取り組み、手元流動性の確保などに向けて実効性の

ある対策を講ずるよう要望しております。

意見書の５ページを表示ください。

２点目は、（２）医師等の医療スタッフの確保に

ついてであります。県立病院が地域の医療ニーズに

対応し、良質で安定した医療サービスを提供するた

めには、医師、看護師などの医療スタッフを安定的

に確保する必要があります。県立病院の一部では、

医師の欠員等により、診療科の休診や診療の制限が

行われていることから、引き続き医療スタッフの安

定的な確保と定着を図るとともに、働き方改革への

取組を進めていただくよう要望しております。

意見書の６ページを表示ください。

３点目は、（３）財務に関する事務について是正

・改善を要する事項についてであります。病院事業

局の定期監査において、基本的な財務に関する事務

の不適正な処理が確認されており、依然として指摘

件数が多い状況にあります。これらの多くは、担当

者において関係規定等などの基礎知識の理解不足が

あること、管理監督者の審査が不十分なことが主な

原因と考えております。そのため、担当者及び管理

監督者それぞれに必要な研修の充実を図るととも

に、病院事業の管理運営の基盤となる事務部門の体

制強化に取り組んでいただくよう要望しておりま

す。

４点目は（４）新型コロナウイルス感染症への対

応についてであります。今般の新型コロナウイルス

感染症の拡大に対応するため、各県立病院において

は、医療スタッフ、病床、機材等の十分な体制の確

立が求められております。今後も、感染症医療を含

む政策医療を担う県立病院の機能を安定的に維持す

るため、関係部局や関係機関と十分に連携を図り、

万全な対策を講じていただくよう要望しておりま

す。

以上が、審査意見であります。

なお、７ページ以降に、令和２年度沖縄県病院事

業会計決算書等に基づいた決算の概要を記載してお

りますので、御参照ください。

以上で、沖縄県病院事業会計決算審査意見書の概

要説明を終わります。

○大城憲幸委員長 代表監査委員の説明は終わりま

した。

次に、企業局長から令和３年第８回議会乙第22号

議案の議決議案１件、令和３年第８回議会認定第

22号及び同認定第23号の決算２件について概要説明

を求めます。

棚原憲実企業局長。

○棚原憲実企業局長 おはようございます。

令和２年度の水道事業会計及び工業用水道事業会

計の決算、並びに水道事業会計決算の結果生じまし

た未処分利益剰余金の処分について、その概要を御

説明申し上げます。

本日は、サイドブックスに掲載されております決

算書及び議案書（その２）により御説明させていた

だきます。

初めに、令和３年第８回議会認定第22号令和２年
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度沖縄県水道事業会計決算について御説明いたしま

す。

ただいま通知しました決算書の１ページをタップ

して御覧ください。

決算報告書の（１）収益的収入及び支出について

御説明申し上げます。

収入の第１款水道事業収益は、予算額の欄の右端

の合計298億2669万3000円に対して決算額は297億

1573万5590円で、予算額に比べて１億1095万7410円

の減収となっております。その主な要因は、第３項

の特別利益における、その他特別利益の減少による

ものであります。

次に、支出の第１款水道事業費用は、予算額合計

297億8521万1294円に対して決算額は283億1519万

8447円で、その隣にあります翌年度繰越額が１億

8394万5963円、不用額が12億8606万6884円となって

おります。不用額の主な内容は、第１項の営業費用

における動力費等の減少によるものであります。

２ページをお願いいたします。

（２）資本的収入及び支出について御説明申し上

げます。

収入の第１款資本的収入は、予算額合計171億

6635万9000円に対して決算額は116億5552万2799円

で、予算額に比べて55億1083万6201円の減収となっ

ております。その主な要因は、建設改良工事の繰越

しに伴い、第２項の国庫補助金が減少したことなど

によるものであります。

次に、支出の第１款資本的支出は、予算額合計

222億6317万2002円に対して決算額は161億5399万

2370円で、翌年度への繰越額が58億3042万6625円、

不用額が２億7875万3007円となっております。繰越

しが生じた主な要因は、第１項の建設改良費におい

て、工事計画の変更等に不測の日数を要したことに

よるものであります。不用額の主な内容は、第１項

の建設改良費における県単独事業の執行残等による

ものであります。

次に、３ページの損益計算書に基づきまして、経

営成績について御説明申し上げます。

１の営業収益156億4665万3538円に対して、２の

営業費用は260億1250万1504円で、103億6584万7966円

の営業損失が生じております。

３の営業外収益124億7594万1071円に対して、

４ページの４の営業外費用は９億9056万5302円で、

右端上のほうになりますが、114億8537万5769円の

営業外利益が生じており、経常利益は11億1952万

7803円となっております。

５の特別利益、６の特別損失を加味した当年度の

純利益は11億3892万3349円となり、この当年度純利

益が当年度未処分利益剰余金となっております。

次に、５ページの剰余金計算書について御説明申

し上げます。

右端の資本合計の欄でございますが、資本合計の

前年度末残高461億7010万4728円に対し、当年度変

動額が11億3995万1508円増加したことにより、資本

合計の当年度末残高は473億1005万6236円となって

おります。

次に、６ページをお願いいたします。

剰余金処分計算書（案）について御説明申し上げ

ます。

右端にあります未処分利益剰余金については、当

年度末残高11億3892万3349円の全額を今後の企業債

償還に充てるため、議会の議決を経て、減債積立金

に積み立てることにしております。

次に、７ページの貸借対照表に基づきまして、財

政状態について御説明申し上げます。

まず、資産の部については、８ページの中頃にな

りますが、資産合計4269億3472万6471円となってお

ります。

負債の部については、９ページになりますが、負

債合計3796億2467万235円となっております。

資本の部については、10ページの下から２行目に

なりますが、資本合計473億1005万6236円となって

おります。

なお、11ページから13ページは決算に関する注記、

また15ページ以降につきましては、決算に関する附

属書類となっておりますので、後ほど御確認いただ

きたいと思います。

以上で、令和３年第８回議会認定第22号令和２年

度沖縄県水道事業会計決算の概要説明を終わりま

す。

次に、ただいま通知しました決算書の45ページを

タップして御覧ください。

引き続きまして、令和３年第８回議会認定第23号

令和２年度沖縄県工業用水道事業会計決算について

御説明申し上げます。

決算報告書の（１）収益的収入及び支出について

御説明申し上げます。

収入の第１款工業用水道事業収益は、予算額合計

６億6643万3000円に対して、決算額は６億7803万

9205円で、予算額に比べて1160万6205円の増収と

なっております。その主な要因は、第３項の特別利

益における、その他特別利益の増加によるものであ
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ります。

次に、支出の第１款工業用水道事業費用は、予算

額合計７億1865万3206円に対して、決算額は６億

7705万1636円で、その隣にあります翌年度の繰越額

が490万2937円、不用額が3669万8633円となってお

ります。不用額の主な内容は、第１項の営業費用に

おける負担金等の減少によるものであります。

46ページをお願いいたします。

（２）資本的収入及び支出について御説明申し上

げます。

収入の第１款資本的収入は、予算額合計9995万

4000円に対して決算額は8775万9000円で、予算額に

比べて1219万5000円の減収となっております。その

主な要因は、建設改良工事の繰越しに伴い、第２項

の国庫補助金が減少したことなどによるものであり

ます。

次に、支出の第１款資本的支出は、予算額合計１億

1328万1891円に対して決算額は9286万7849円で、翌

年度の繰越額が1151万4422円、不用額は889万9620円

となっております。繰越しが生じた主な要因は、第

１項の建設改良費において、工事計画の変更等に不

測の日数を要したことによるものであります。不用

額の主な内容は、第１項の建設改良費における県単

独事業の執行残等によるものであります。

次に、47ページの損益計算書に基づき、経営成績

について御説明申し上げます。

１の営業収益２億9398万5195円に対して２の営業

費用は６億3766万4298円で、３億4367万9103円の営

業損失が生じております。

３の営業外収益３億4647万236円に対して48ペー

ジの４の営業外費用が1139万5827円で、右端上のほ

うになりますが３億3507万4409円の営業外利益が生

じており、経常損失は860万4694円となっておりま

す。

５の特別利益、６の特別損失を加味した当年度の

純損失は21万176円となり、前年度繰越利益剰余金

はないため、当年度純損失が当年度未処理欠損金と

なり翌年度に繰り越します。翌年度に繰り越した欠

損金については、翌年度以降の営業活動により生じ

る純利益をもって補塡したいと考えております。

次に、49ページの剰余金計算書について御説明申

し上げます。

右端の資本合計の欄でございますが、資本合計の

前年度末残高14億5675万1075円に対し当年度変動額

が21万4650円減少したことにより、資本合計の当年

度末残高は14億5653万6425円となっております。

次に、50ページをお願いいたします。

欠損金処理計算書について御説明申し上げます。

右端にあります未処理欠損金については、当年度

末残高21万176円の全額を繰越欠損金として翌年度

に繰越しします。

次に、51ページの貸借対照表に基づきまして、財

政状態について御説明申し上げます。

まず、資産の部については、52ページの中頃にな

りますが、資産合計62億1948万6121円となっており

ます。

負債の部については、53ページになりますが、負

債合計47億6294万9696円となっております。

資本の部については、54ページの下から２行目に

なりますが、資本合計14億5653万6425円となってお

ります。

なお、55ページから57ページは決算に関する注記、

また59ページ以降につきましては、決算に関する附

属書類となっておりますので、後ほど御確認いただ

きたいと思います。

以上で、令和３年第８回議会認定第23号令和２年

度沖縄県工業用水道事業会計決算の概要説明を終わ

ります。

決算の概要説明に続きまして、当該決算と関連の

ある議案として提出しております未処分利益剰余金

の処分について、その概要を御説明申し上げます。

ただいま通知しました議案書（その２）の38ペー

ジをタップして御覧ください。

令和３年第８回議会乙第22号議案令和２年度沖縄

県水道事業会計未処分利益剰余金の処分について御

説明いたします。

本議案は、決算における未処分利益剰余金の処分

を行うためには、地方公営企業法第32条第２項の規

定により議会の議決を必要とすることから提出した

ものであります。内容につきましては、令和２年度

水道事業会計の未処分利益剰余金11億3892万3349円

の処分について、今後の企業債償還に充てるため、

全額を減債積立金に積み立てるものであります。

以上で、令和３年第８回議会乙第22号議案の説明

を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○大城憲幸委員長 企業局長の説明は終わりまし

た。

次に、代表監査委員から令和３年第８回議会認定

第22号及び同認定第23号に対する審査意見の概要説

明を求めます。

安慶名均代表監査委員。
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○安慶名均代表監査委員 それでは、審査意見書の

概要を御説明いたします。

サイドブックスに掲載されております令和２年度

沖縄県水道事業会計及び沖縄県工業用水道事業会計

決算審査意見書により御説明させていただきます。

ただいま青いメッセージで通知しました決算審査

意見書をタップしてください。それでは、意見書の

１ページを表示ください。

第１、審査概要について御説明いたします。

まず１、審査の対象であります。

令和２年度の沖縄県水道事業会計及び沖縄県工業

用水道事業会計決算につきましては、地方公営企業

法第30条第２項の規定により、知事から令和３年

７月28日付で審査に付されました。

監査委員は、同決算書及び関係書類について、沖

縄県監査委員監査基準に準拠して審査を行い、９月

７日に知事へ審査意見書を提出いたしました。

次に２、審査の方法であります。

審査に当たっては、水道事業及び工業用水道事業

の運営が常に経済性を発揮するとともに、その本来

の目的である公共の福祉を増進するように運営され

ているかどうかについて、決算書及び決算附属書類

と関係書類等との照合などを行い実施しました。

意見書の２ページを表示ください。

第２、審査の結果及び意見について御説明いたし

ます。

まず１、審査結果であります。

審査に付された決算諸表は、法令に適合し、かつ

正確であり、令和２年度の経営成績及び令和３年

３月31日現在の財政状態を適正に表示しているもの

と認められました。

水道事業会計の経営成績及び財政状態について、

また４ページから記載しております工業用水道事業

会計の経営成績及び財政状態につきましては、企業

局長から説明がありましたので割愛いたします。

意見書の６ページを表示ください。

次に２、審査意見であります。

令和２年度は沖縄県企業局中長期計画の３年目に

当たり、企業局においては施策目標である安全で安

心な水の供給、安定した水の供給、健全な経営の持

続、県民に信頼され満足度の高い水道の実現に向け

た施策、取組を進めております。

両事業会計を取り巻く経営環境は、施設の更新や

耐震化などにより厳しい状況にあることから、今後

ともこれらの取組を着実に推進し、さらなる経営基

盤の強化に努めていただくよう要望しております。

まず、水道事業会計については11億3892万3349円

の純利益を計上しており、前年度に比較して２億

2785万8959円、25.0％増加しております。これは、

主に営業費用が減少したことなどによるものであり

ます。

中長期計画においては、将来的な人口減に伴い水

需要が減少する一方で、施設の耐震化や老朽化に伴

う更新等による資金需要の増加が見込まれており、

経営状況は厳しくなることが予想されます。

今後の事業運営に当たっては、施策目標の達成に

向けて各種施策、取組を着実に推進し、経営の健全

化、効率化を図っていただくよう要望しております。

また、沖縄本島周辺離島８村への水道用水供給事業

の広域化については、引き続き着実に推進していた

だくよう要望しております。

次に、工業用水道事業会計については、21万176円

の純損失を計上しており、前年度の純利益3903万

1356円に比較して3924万1532円、100.5％減少して

おります。これは、主に配水管撤去工事により営業

費用が増加したことなどによるものであります。ま

た、施設利用率は50.89％で、施設規模に見合った

需要が確保されておらず、供給単価は給水原価を

11.59円下回っており、経営環境は依然として厳し

い状況であります。

今後の事業運営に当たっては、水道用水供給事業

と連動して、経営の効率化に努めるとともに、工業

用水道の既設管路沿線地域に立地する企業の需要開

拓を推進し、経営の健全化を図っていただくよう要

望しております。

以上が、審査意見であります。

なお、７ページ以降に、令和２年度沖縄県水道事

業会計及び沖縄県工業用水道事業会計決算書等に基

づいた決算の概要を記載しておりますので御参照く

ださい。

以上で、沖縄県水道事業会計及び沖縄県工業用水

道事業会計決算審査意見書の概要説明を終わりま

す。

○大城憲幸委員長 代表監査委員の説明は終わりま

した。

次に、土木建築部長から令和３年第８回議会認定

第24号の決算について概要説明を求めます。

島袋善明土木建築部長。

○島袋善明土木建築部長 おはようございます。

令和２年度沖縄県流域下水道事業会計の決算につ

いて、その概要を御説明いたします。

流域下水道事業会計については、令和２年度から
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地方公営企業法を適用しまして、公営企業会計に移

行していますので、本日は、サイドブックスに掲載

されております決算書により御説明させていただき

ます。

ただいま通知しました決算書の１ページをタップ

して御覧ください。

決算報告書の（１）収益的収入及び支出について

御説明いたします。

収入の第１款流域下水道事業収益は、予算額の欄

の右端の合計116億2897万5000円に対して決算額は

112億7198万2651円で、予算額に比べて３億5699万

2349円の減収となっております。その主な要因は、

第２項の営業外収益における長期前受金戻入の減少

等によるものであります。

次に、支出の第１款流域下水道事業費用は、予算

額合計117億9160万2000円に対して決算額は109億

1871万1230円で、不用額が８億7289万770円となっ

ております。不用額の主な理由は、第１項の営業費

用における委託料及び固定資産除却費の減少等によ

るものであります。

次、２ページをお願いいたします。

（２）資本的収入及び支出について御説明いたし

ます。

収入の第１款資本的収入は、予算額合計81億

3467万8774円に対して決算額は54億5282万2816円で、

予算額に比べて26億8185万5958円の減収となってお

ります。その主な要因は、建設改良工事の繰越しに

伴い、第２項の国庫補助金が減少したこと等による

ものであります。

次に、支出の第１款資本的支出は、予算額合計93億

6438万5774円に対して決算額は64億7065万4097円で、

翌年度への繰越額が27億4035万6800円、不用額が

１億5337万4877円となっております。繰越しが生じ

た主な理由は、第１項の建設改良費において、工事

実施に際し、計画変更の検討や関係機関との協議等

に不測の日数を要したことによるものであります。

また、不用額の主な理由は、第１項の建設改良費に

おける県単独事業の執行残等によるものでありま

す。

次、３ページをお願いします。

（３）特例的収入及び支出について御説明いたし

ます。

特例的収入及び支出とは、令和２年度公営企業会

計への移行に伴い、令和元年度以前の会計年度に発

生した未収金の収入及び未払金の支出であります。

特例的収入は、予算額４億171万2000円に対して決

算額は４億1180万9205円で、特例的収入の主なもの

は、維持管理負担金による未収金等の収入でありま

す。

特例的支出は、予算額35億580万4000円に対して

決算額は26億1570万3573円で、特例的支出の主なも

のは、工事請負費による未払金等の支出であります。

次、４ページをお願いします。

損益計算書に基づきまして、経営成績について御

説明いたします。

１の営業収益48億1252万9148円に対して、２の営

業費用は100億5671万3628円で、52億4418万4480円

の営業損失が生じております。

５ページをお願いします。

３の営業外収益59億7703万5801円に対して４の営

業外費用は３億1648万3373円で、右端上から１行目

になりますが、56億6055万2428円の営業外利益が生

じており、経常利益は４億1636万7948円となってお

ります。

５の特別利益、６の特別損失を加味した当年度の

純利益は２億9859万9788円となり、この当年度純利

益が当年度未処分利益剰余金となっております。

次、６ページをお願いします。

剰余金計算書について御説明いたします。

右端の資本合計の欄でございますが、資本合計の

当年度期首残高189億5754万6531円に対し当年度変

動額が２億9859万9788円増加したことにより、資本

合計の当年度末残高は192億5614万6319円となって

おります。

７ページをお願いします。

剰余金処分計算書について御説明いたします。

右端にあります未処分利益剰余金については、当

年度末残高２億9859万9788円の全額を、今後の企業

債償還に充てるため、沖縄県流域下水道事業の設置

等に関する条例第４条第１号の規定に基づき、減債

積立金に積み立てることにしております。

８ページをお願いします。

貸借対照表に基づきまして、財政状態について御

説明いたします。

まず、資産の部については、最下段になりますが、

資産合計1445億5159万6538円となっております。

10ページをお願いします。

負債の部については、右端上から２行目になりま

すが、負債合計1252億9545万219円となっておりま

す。

資本の部については、右端下から２行目になりま

すが、資本合計192億5614万6319円となっておりま
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す。

負債資本合計については、最下段になりますが、

1445億5159万6538円となっております。

なお、11ページ及び12ページは決算に関する注記、

また、13ページ以降につきましては、決算に関する

附属書類となっておりますので、後ほど御確認いた

だきたいと思います。

以上で、令和２年度沖縄県流域下水道事業会計決

算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○大城憲幸委員長 土木建築部長の説明は終わりま

した。

次に、代表監査委員から同決算に対する審査意見

の概要説明を求めます。

安慶名均代表監査委員。

○安慶名均代表監査委員 それでは、審査意見書の

概要を御説明いたします。

サイドブックスに掲載されております令和２年度

沖縄県流域下水道事業会計決算審査意見書により御

説明させていただきます。

ただいま青いメッセージで通知しました決算審査

意見書をタップしてください。

それでは、意見書の１ページを表示ください。

第１、審査の概要について御説明いたします。

まず１、審査の対象であります。

令和２年度の沖縄県流域下水道事業会計決算につ

きましては、地方公営企業法第30条第２項の規定に

より、知事から令和３年７月28日付で審査に付され

ました。

監査委員は、同決算書及び関係書類について、沖

縄県監査委員監査基準に準拠して審査を行い、９月

７日に知事へ審査意見書を提出いたしました。

次に２、審査の方法であります。

審査に当たっては、流域下水道事業の運営が常に

経済性を発揮するとともに、その本来の目的である

公共の福祉を増進するように運営されているかどう

かについて、決算書及び決算附属書類と関係書類等

との照合などを行い実施しました。

意見書の２ページを表示ください。

第２、審査の結果及び意見について御説明いたし

ます。

まず１、審査結果であります。

審査に付された決算諸表は、法令に適合し、かつ、

正確であり、令和２年度の経営成績及び令和３年

３月31日現在の財政状態を適正に表示しているもの

と認められました。

流域下水道事業会計の経営成績及び財政状態につ

きましては、土木建築部長から説明がありましたの

で割愛をいたします。

意見書の４ページを表示ください。

次に２、審査意見であります。

流域下水道事業は、経営基盤の強化や財政マネジ

メントの向上等にさらに的確に取り組むため、令和

２年４月１日に沖縄県下水道事業特別会計から公営

企業会計に移行したもので、今回が移行後最初の決

算となります。

令和２年度の経営成績は、２億9859万9788円の純

利益を計上しておりますが、今後、施設・設備の老

朽化や腐食に伴う更新投資の増大等が見込まれてお

ります。

こうした厳しい経営環境下においても持続可能な

下水道サービスを提供するため、沖縄県流域下水道

事業経営戦略で定めた効率化・経営健全化のための

取組方針に基づく施策、取組を着実に推進し、さら

なる経営基盤の強化に努めていただくよう要望して

おります。

以上が、審査意見であります。

なお、５ページ以降に、令和２年度沖縄県流域下

水道事業会計決算書等に基づいた決算の概要を記載

しておりますので、御参照ください。

以上で、沖縄県流域下水道事業会計決算審査意見

書の概要説明を終わります。

○大城憲幸委員長 代表監査委員の説明は終わりま

した。

以上で、令和３年第８回議会乙第22号議案、令和

３年第８回議会認定第１号から同認定第24号までの

決算の概要説明及び同審査意見の概要説明は終わり

ました。

島袋善明土木建築部長、棚原憲実企業局長及び我

那覇仁病院事業局長、御苦労さまでした。

どうぞ御退席ください。

休憩いたします。

（休憩中に、土木建築部長、企業局長及び病

院事業局長退席）

○大城憲幸委員長 再開いたします。

これより会計管理者及び代表監査委員に対する質

疑を行います。

なお、本日の質疑につきましては、決算特別委員

会運営要領に従って行うことにいたします。

本日の委員会は、決算議案の概要及び決算審査意

見書の概要を聴取し、大局的な観点から、決算の全

体的な状況などについて審査することにしておりま
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す。

なお、決算議案に係る各部局ごとの詳細な審査に

ついては、本特別委員会の依頼により所管の常任委

員会において調査することになっております。

質疑及び答弁に当たっては、その都度委員長の許

可を得てから、重複することがないよう簡潔に発言

するよう御協力をお願いいたします。

また、質疑に際しては、あらかじめ引用する決算

資料の名称、ページ及び事業名等を告げた上で、資

料の該当ページをタブレットの通知機能により委員

自ら通知し、質疑を行うよう御協力をお願いいたし

ます。

なお、質疑の持ち時間を譲渡した委員は、譲渡を

受けた委員の質疑中は在席する必要がありますの

で、あらかじめ御了承をお願いいたします。

事前に、大浜一郎委員から、質疑時間の全てを呉

屋宏委員に譲渡したいとの申出がありましたので御

報告をいたします。

また、玉城健一郎委員の質疑時間を、上里善清委

員、比嘉京子委員にそれぞれ５分ずつ譲渡したいと

いうことですのでよろしくお願いします。

さらに、島尻忠明委員及び下地康教委員の持ち時

間のうちそれぞれ５分ずつを、照屋守之委員に譲渡

する。石原朝子委員の持ち時間のうち５分を呉屋宏

委員へ譲渡するということですのでよろしくお願い

します。

それでは、これより直ちに各決算に対する質疑を

行います。

島尻忠明委員。

○島尻忠明委員 こんにちは。

まず、代表監査委員にお聞きをします。

この決算、一般会計の歳出決算書のこの今回の決

算書、コロナ禍の中でいろいろと御苦労されて、予

算の組替え等々もあったというふうな内容になって

おりますが、代表監査として、この今回の決算書に

見える内容が、例年と違ってどのような内容に見え

たのかを答弁をお願いいたします。

○安慶名均代表監査委員 令和２年度の決算につい

ては、やはり新型コロナウイルス感染症拡大の影響、

その対応がありまして、歳入歳出ともに22.8％の増

ということで、過去最大の決算ということになりま

した。

この影響を受けまして、既存の事業については、

やはり当初計画どおりに執行ができずに中止になっ

たり、あるいは規模を縮小したり、事業を見直した

いといったことが行われたというふうに聞いており

ます。例えば、海外との関係のある事業の中止等で

あるとか、あるいは人流や物流を伴う事業の規模縮

小や中止など、そういったことがあったかというふ

うに聞いています。

これら実施の困難となった事業、あるいは見直し

た事業の経費については、他の事業に予算の組替え

を行うなどして、予算の有効活用が図られたものと

いうふうに考えております。

そういうことで、予算を効率的に活用して、不用

額の圧縮にその分はつながった面もあっただろうと

いうふうに考えております。

○島尻忠明委員 それでは、いろいろと職員の皆さ

んも御苦労なさった今回のこの決算だと思っており

ますけれど、しっかりとその辺は、コロナ禍の中で

も執行されたという認識でよろしいですか。

○安慶名均代表監査委員 事業そのものは、やはり

こういう状況の中で、やりたくてもできずに中止に

なった事業であるとか、規模を縮小せざるを得な

かった事業はあったかと思いますけれども、この今

のコロナ禍の状況に応じて弾力的に対応されたのだ

ろうというふうに思っております。

○島尻忠明委員 それでは、それを受けて会計管理

者にお聞きをします。

重複はするんですけど、しっかりとやっぱり職員

の皆さん、この令和２年度厳しい状況下でも、やっ

ぱりいろんな予算の組替え等々もあったと見ており

ますけど、それの中でどういうことを御苦労されて、

やはりコロナ禍でいろんな諸般の事情で、代表監査

からもありましたように、どうしても執行できない

予算があって、それをまたほかのコロナ関係に振っ

たりとかいろんなのがあったように見えるんですけ

れど、その辺についての見解をお伺いいたします。

○大城博会計管理者 代表監査委員の説明と重複す

る部分がありますけれども、令和２年度決算は新型

コロナウイルス感染症の影響ですとか、あるいはそ

れに関する対策が色濃く反映された決算になったと

思います。収入支出が復帰以降で最大規模を記録し

たというのもありますけれども、収入の収入未済が

増えたのも、あるいは歳出で繰越しが増えたのも、

不用額が増えたのも主な要因は新型コロナの影響と

いうことになっております。

予算の組替えですけれども、感染症対策、それか

ら医療提供体制の構築、感染症の影響で経営に打撃

を受けた事業者の支援、県民生活の支援、企業の資

金繰りの支援など、様々な施策を実施するために、

16次にわたって補正が行われておりまして、年度の
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早い時期から中には執行が難しくなった事業も出て

おりますので、そこから予算を移すなどして対応さ

れている状況がございます。

それから、予算の流用の件数、それから流用額も

例年に比べて大幅に増えておりまして、新型コロナ

に適切に対応するために、いろいろな工夫、苦労が

あったというふうに考えております。

○島尻忠明委員 それで、代表監査より意見があっ

たのが４点ほどありましたけど、今後その点を踏ま

えて、どのようなことで会計管理者として、各部と

調整すると思うんですけど、その辺の見解はいかが

でしょう。

○大城博会計管理者 我々は、出納機関ということ

でございますので、出納機関として適切な会計事務

の処理を実現するために、支出調書の審査ですとか、

あるいは会計事務職員の研修、それから会計事務に

関する指導とか、標準的な会計事務の手順等を定め

た会計事務の手引などを発行して、この会計事務処

理の誤りができるだけ起きないように、そういうふ

うな内容で我々も役割を果たしていきたいというふ

うに考えております。

○島尻忠明委員 会計管理者、今回の決算書に当

たって、いろいろと監査のほうからお話があります

よね。だから、その辺を踏まえて、皆さんの今の話

はよく分かります。それを受けて、しっかりとその

辺はどういうふうに対応していくのかと。要するに、

皆さんが窓口で多分今の話を、出も入りも調整した

りとかいろんな今の話があってのことはよく分かり

ますので、その辺を受けてどういうふうに対応する

のかということを今お聞きしていますので。大きな

項目でなければ答えなくていいんですけど。４項目

ぐらいありましたでしょう。細かいことではなくて

ちょっと。

○大城憲幸委員長 休憩いたします。

（休憩中に、島尻委員より質疑内容の補足説

明があった。）

○大城憲幸委員長 再開いたします。

島尻忠明委員。

○島尻忠明委員 それでは、先ほどの水道と、あと

は流域下水道、工業用水道会計をまとめてなんです

けど、これもなかなか予算消化ができないという中

で、代表監査からの話も、その部署からもお話があっ

たんですけど。

改良工事等とかいろんなものでちょっと繰り越し

たりというお話があったんですけど、その要因です

ね。なぜかというと、やはりいろんな水道事業、下

水道事業、今、全国的にも大変、沖縄県も復帰50周

年を迎えますし、経年劣化していていろんな厳しい

中があって、全体的にこの工事のいろんな契約が、

そういう決算の内容になっているのか。要するに、

諸般の事情で、コロナがあるのか何なのか、契約で

事業がなかなか進まないということを聞くものです

から、その辺は全体的に見てどんなふうになってい

ますか。

○安慶名均代表監査委員 繰越しについては、少し

一般会計の状況も含めて全体的なお話でさせていた

だきたいと思いますが、通常、繰越しの理由として

の主な要因として調査をした場合に、やはり大きい

のが計画変更であるとか、あるいは国の補正予算関

連で、年度末に予算が措置されたものであるとか、

関係機関との調整の遅れ、用地取得の難航などとい

うのが一般的な理由になります。

ただ、今回は、コロナ禍の令和２年度の決算予算

執行の中ではやはり、特に離島とかで作業をする人

が確保できない、あるいはいろんな自粛の関係で、

本島とかからも人の移動ができないというようなと

ころで工事がなかなか進捗がうまくいかなかったと

か、あるいは県外等、あるいは沖縄本島から離島へ

の機材の搬入等についても、そういった影響で当初

予定どおりにできなかったというような、個別のお

話の中ではそういった案件も聞いているところであ

ります。

○島尻忠明委員 やはり、いろんなコロナ禍でそう

いう影響もあったかと思いますが、特にこの水道事

業とか、あるいは説明があった下水道関係は、生活

のやっぱり基盤となるものですから、全国的にもい

ろんな災害もあって、なかなかその辺の改良がしっ

かりとなされなければいけないのかなというふうな

感を受けたもんですから、今お伺いをしております。

会計管理者、やはり復帰50年を迎えようとしてい

ますけど、やっぱり沖縄県―財政が脆弱ということ

はあるんですけど、そういう中において会計管理者

として、これは総務部になるかどうか分かりません

けど、自立型に向けて、今回も、個人税は上がった

んですけど、法人税が下がったりとか。

やっぱり自主財源が厳しい決算書になっているん

ですけど、いろんな皆さんは行財政改革とかも全体

的にうたっているんですけど、やっぱりどういうふ

うに、会計の比率とかがしっかりと全体的に上がっ

ていけば、沖縄県の経済財政というのは、しっかり

としたものになるかというのは、答えることはでき

ますか。
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○大城博会計管理者 財源の確保ということは、こ

れからの沖縄も高齢化が進んで社会保障関連経費と

いうのはどうしても増えていきますので、とても重

要なことだと思います。

なかなか歳出の部分で人件費ですとか、あるいは

社会保障経費を削るわけにはいきませんので、やっ

ぱりこの自主財源として、税収というのを増やして

いくということが最も重要で、この間、好調な県内

の経済活動によって税収が増えてきたわけですけれ

ども、令和２年度はこの法人事業税、それから法人

県民税、法人関係２税のほうで収入が減りまして、

個人県民税は増えたんですけれど、県税全体では

32億円ですか、減少したということでございます。

一刻も早く、このコロナの影響というものをでき

るだけ小さくして、また再び経済活動を安心してで

きるようにして、税収を確保していくという取組が

必要じゃないかというふうに考えております。

○島尻忠明委員 以上です。

○大城憲幸委員長 下地康教委員。

○下地康教委員 皆様方、令和２年度の予算執行の

審議、それとチェックということで、大変御苦労さ

までございました。

まず、会計管理者のほうにちょっとお伺いしたい

と思います。

資料で、一般会計の特別会計歳入歳出決算書の抜

粋の４ページのほうで、不納欠損と歳入未済額のほ

うなんですけれども、14番の諸収入が一番大きいと

思われます。不納欠損が３億1000万円余りで、それ

で収入未済額が６億3000万円余りですかね。それの

大体の大まかな内訳を教えていただきたいと思いま

す。

○大城博会計管理者 令和２年度の不納欠損額です

けれども、５億1057万7003円ということで、前年に

比べて２億4634万6511円、93.2％増加しております

けれども、その主な要因として、諸収入の不納欠損

額が２億2951万4552円増加しています。その主な内

容ですけれども、まず、識名トンネル工事の補助金

返還に係る損害賠償訴訟における和解が成立したと

いうことでの不納欠損。それから、水産海洋技術セ

ンター取水管復旧工事の契約解除に伴う前払い金の

返還等に係る和解があったということに伴うもので

す。それから、県営団地建築工事の談合違約金にお

ける債務者の破産等による不納欠損が主な内容と

なっております。

○下地康教委員 分かりました。

まず、識名トンネル。一応、和解の不用額という

ふうに理解をしていいわけですね。

次に、６ページの６番、農林水産業ですね。それ

の事故繰り、繰越明許の場合はいろいろ理由がある

と思うんですけれども、この事故繰りですね。この

事故繰りが４億5700万円。それと、土木費も事故繰

りが４億円余りあります。

この事故繰りの内容をちょっと教えていただけま

すか。

○大城博会計管理者 順に御説明します。

まず、農林水産業費ですけれども、事故繰越の内

容は農村漁村活性化対策整備事業、それから、ため

池等整備事業という２つの事業におきまして、先ほ

ど代表監査委員からの説明の中にも触れられました

けれども、新型コロナの影響で離島において作業員

が確保できない状況―緊急事態宣言が発令されまし

て、離島への渡航がなかなか難しい状況があったと

いうことで、作業員の確保ができずに、年度内の完

了が困難となったというふうに聞いております。

それから、土木費におきましては、道路整備に関

しまして施工方法の変更ですとか、あるいは新型コ

ロナの影響による資材調達の遅延というものがあり

まして、年度内の完了が困難となったため、事故繰

りが発生したというふうに聞いております。

○下地康教委員 事故繰りというのは非常に重大

な、例えば事故であったりとか、災害であったりと

か、そういうものに関してのどうしようもできない

というようなものが事故繰りの対象になると思うん

ですけれども、今聞いたところによりますと、本当

にその事故繰りで対応するべきものなのか。もっと

しっかりとした、計画性があった執行が大切じゃな

かったのかというふうに思われるところがあります

ので、そのあたりはしっかりと、その監査もやって

いただきたいなというふうに思っております。

次に、７ページのほうの繰越明許、これもかなり

土木と農林は多いんですけれども、この商工費です

ね。商工費のほうが、かなり大きいですよね、繰越

明許。その内容を教えてください。

○大城博会計管理者 まず１つは、新型コロナウイ

ルス感染症の関係で、うちなーんちゅ応援プロジェ

クトという事業がありまして、時短要請とか休業要

請に従った事業者に対して、協力金を支給する事業

ですけれども、これが緊急事態宣言の延長に伴って、

年度またぎで期間が設定されたということで事業を

繰り越すことになったということと、それから、お

きなわ工芸の杜整備事業ということで、商工労働部

が実施している事業ですけれども、こちらが豪雨で
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すとか、台風の襲来等によって不測の日数が生じて

繰越しをすることになったと。これが商工費の繰越

しの主な内容になっております。

○下地康教委員 これちょっと代表監査のほうに

ちょっと聞きたいんですけれども、これ120億円の

繰越しということは、もう令和３年度にこれはそっ

くり乗っかってくるわけですよね。

そのあたりの対応といいますか、執行部において

その辺の指摘というのはありますか。

○安慶名均代表監査委員 ただいま会計管理者から

も説明がありましたが、今回、繰越しは不用も含め

てですが、やはりコロナの関連事業を中心にかなり

増えております。

商工費も、昨年度の９億円から125億円というこ

とで物すごく増えているわけですけれども、それ以

外の部分でも、例えば保健医療部であるとか、子ど

も生活福祉部であるとか、コロナ関連の事業をした

主要な部局では、昨年度に比べて繰越額が物すごく

増えているところがありまして、監査委員では、本

庁監査、各部長含めて、各課長も含めての本庁監査

がありますけれども、その際に、特にこの繰越しの

大きかった部局については、その事情の説明を求め

て、今年度に入ってからの執行状況と、これについ

てもお聞きをしております。おおむね繰り越した事

業については、ほぼ順調に今取り組んでいるところ

ということは、委員監査の中で各部局からお答えを

いただいております。

○下地康教委員 これだけコロナ予算が繰り越して

いるということは、極端に言えば、その繰り越した

分だけ次年度の予算に乗っかってくるわけですか

ら、その執行体制、これをきちっとまたやっていた

だかなければ、またその繰越しの繰越しという状況

が発生しますので、やはり適時に、的確に予算を執

行するということが大事だというふうに思っていま

す。

次は、10ページの２の小規模企業者等設備導入資

金特別会計ですか、それのほうで不納欠損であると

か、その収入未済額そういったものがあるんですけ

れども、その内容はどういったものでしょうか。

○大城博会計管理者 小規模企業者等設備導入資金

特別会計ですけれども、中小企業の設備近代化及び

構造の高度化を図るために、資金の貸付けを行って

いる事業でございます。

まず、収入未済額ですけれども、27億2036万472円

の主な内容は、貸付金の元利収入等となっておりま

して、企業、組合等の業績不振、倒産等により、貸

付金の償還と延滞となっている状況にございます。

それから、不納欠損ですけれども、これが2896万

6000円の皆増となっておりますけれども、こちらは

時効の援用によって不納欠損が生じております。

○下地康教委員 この時効というのは、しっかりと

チェックしていただきたいというふうに思います。

これは要望です。

それと、５番の母子父子寡婦福祉資金特別会計、

これも不納欠損、未済額ありますけれども、その内

容を聞かせてください。大まかな内容で結構です。

○大城博会計管理者 母子父子寡婦福祉資金特別会

計の不納欠損額の理由ですけれども、債務者の死亡

ですとか、あるいは生活の困窮によって債権回収が

不可能となって、債務者から時効の援用の申立てが

提出され、債権が消滅したという内容が主になって

おります。

○大城憲幸委員長 休憩いたします。

（休憩中に、下地委員より質疑内容の補足説

明があった。）

○大城憲幸委員長 再開いたします。

大城博会計管理者。

○大城博会計管理者 先ほどの不納欠損の内容とも

重複しますけれども、やはりこのひとり親家庭で、

経済力に非常に収入が限られている方が多くいらっ

しゃいますので、生活困窮ですとか、あるいは疾病

が生じてしまったということで、経済が不安定に

なって、収入未済が発生しているという状況でござ

います。

○下地康教委員 こういう方々には、やはり福祉関

係との連携が必要だと思うんですね。なので、やっ

ぱり代表監査のほうとしても、こういったものを

しっかりと指摘をしていただいて、しっかりとその

未済額であったりとか欠損額、不納欠損ですね、そ

れが県民の皆様方に説明ができるように、その指摘

をしていただきたいなというふうに思っています。

以上です。

○大城憲幸委員長 休憩いたします。

午後０時３分休憩

午後１時21分再開

○大城憲幸委員長 再開いたします。

午前に引き続き質疑を行います。

石原朝子委員。

○石原朝子委員 では、よろしくお願いいたします。

決算審査意見書に基づいて、このページの78ペー

ジになります。この令和２年度一般会計収入未済額

調べについて、質疑させていただきます。
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不納欠損額項目ごとの件数及び１件当たり最高金

額と理由、そしてまた、収入未済額項目ごとの件数

及び１件当たりの最高金額と理由、説明いただいた

後、監査委員の所見を伺いたいと思います。よろし

くお願いします。

○大城博会計管理者 まず、不納欠損額ですけれど

も、この科目ごとの件数及び１件当たり最高金額と

いうことで、出納事務局のほうで確認することがで

きなかった県税と、それから（款）分担金及び負担

金を除いて申し上げます。

まず、（款）使用料及び手数料ですけれども、債

務者件数が108件上がっております。１件当たりの

最高金額は、873万円という事案がございます。こ

れは、公債権について時効の完成による不納欠損と

いうことになっております。

次に、（款）の諸収入ですけれども、債務者件数

が181件となっております。１件当たりの最高金額

は9535万7700円で、こちらは和解が成立したことに

伴う不納欠損ということになっております。

それから、もう一点は、同様に収入未済に関する

科目ごとの件数、それから１件当たりの最高金額と

いうことですけれども、こういった視点で収入未済

額を取りまとめたデータというのがありませんの

で、なかなか答えることができないんですけれども。

令和２年度における一般会計の収入未済の増加につ

きましては、県税のほうで９億5351万円、49.4％増

加しておりまして、法人事業税、それから、不動産

取得税で徴収猶予の適用があったことで増加してい

るですとか、あと、特別会計のほうですけれども、

収入未済は減少しておりまして、これは下水道事業

特別会計が公営企業会計に移行したことに伴って、

令和２年度から特別会計の実績がなくなったという

ことによって減少しているというような状況でござ

います。

○安慶名均代表監査委員 不納欠損と収入未済につ

いて監査委員の所見ということですけれども、まず、

収入未済については、コロナ関連のさっき説明があ

りましたように、県税関係で徴収猶予の特例の適用

等もあって増額になったところがありますけれど

も、それ以外の部分については、縮減に向けた対策

が進められており、収入未済の対策としては、一定

の成果を今上げてきているというふうな認識は持っ

ております。

ただ、やはりまだ依然として多額であります。住

民負担の公平性あるいは歳入確保の観点からは、そ

の縮減を図ることは非常に重要な課題と思っており

ますので、効果的な徴収対策と適切な債権管理を引

き続き講じていただきたいということで、過年度分

の収入未済額の縮減と、またその取組で新たな収入

未済を発生させない、そういう取組を意見書でも要

望しているところでございます。

不納欠損については、やはり債権の管理を行うに

当たりましては、県の方針や債権管理マニュアル等

に基づいて、これを放置したまま時効を迎えて不納

欠損に至ってしまうというようなことがないよう

に、最大限の回収努力を講じていただきたいと。そ

の上で、法令等に基づいて、最小の経費で最大の効

果という行財政の目的もありますので、最大限の回

収努力を講じた上で、法に適用されるものについて

は、不納欠損の処理も進めていただきたいというふ

うに考えております。

○石原朝子委員 ちょっと再質問させていただきま

す。

債権管理のほうなんですけれども、法的な根拠に

基づいて督促、あと差押え、あと公売の状況は、全

体的に見てどのような実施状況でしょうか。

○安慶名均代表監査委員 公売の実施状況等につい

て、ちょっと具体的な数値を今持ち合わせておりま

せんけれども、特に県税の徴収については、県と市

町村の連携が非常に重要でございます。

今、県税の徴収対策としては、この自主納付促進

のための広報活動の充実であるとか、あるいは、利

便性向上のためにはやはりコンビニ納付であるとか

ネットバンキングとか、そういったものを活用した

納付環境の整備、それと今、委員がおっしゃってい

た滞納処分の強化ですね。法令に基づく滞納処分の

強化と、それから市町村との連携強化というところ

では、市町村と合同の対策協議会等も今開催をして

おりまして、この中で特別徴収の実施であるとか、

共同で催告をしたり、あるいは県と市町村で共同公

売をする－今おっしゃっていた共同公売についても

実施をされております。

それから、特別滞納整理ということでは、市町村

と合同で高額滞納者であるとか、徴収困難事案につ

いては合同でまた対応するというようなところで、

収入未済の縮減と不納欠損に持っていかない、そう

いったことで対応しているところでございます。

○石原朝子委員 今日は答弁いただけないんですけ

れども、細かい差押え件数とか、公売状況の資料等

を後日頂けたら助かりますけれども、どうでしょう

か。

○大城憲幸委員長 休憩いたします。
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（休憩中に、代表監査委員より担当部局の総

務部に要求していただきたい旨発言があっ

た。）

○大城憲幸委員長 再開いたします。

石原朝子委員。

○石原朝子委員 では、総務担当の委員を通して要

求をしていきたいと思っております。

では、次に進みます。私、所管の委員会が文教厚

生委員会ですので、ちょっと文厚とは違う事案の件

をちょっと質疑させていただきます。

同じく決算審査意見書の52ページになります。

ここは、沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地

区特別会計のほうなんですけれども、その会計の質

問をさせていただきます。

その中で収入未済額の主なものとして、雑入

5095万4894円であり、撤退企業の不法占拠による使

用料相当額損害金及び代執行費用等の未納分とのこ

とであるが、なぜ未収金となったのかその概要を説

明していただいて、この事案に対する監査委員の所

見を伺います。

○大城博会計管理者 国際物流拠点産業集積地域那

覇地区の収入未済の主な内容ですけれども、滞納企

業の経営不振により、多くは撤退した企業というこ

とですけれども、ほとんど倒産状態ということで、

徴収が厳しい状況になっているというふうに聞いて

おります。

○石原朝子委員 この倒産の企業数というのは何業

者でしょうか。御存じでしょうか。分かる範囲で。

○大城博会計管理者 商工労働部の資料によります

と、13社というふうに聞いております。

○石原朝子委員 ちょっと教えていただきたいんで

すけれども、倒産をして未収金となっているんです

けれども、これはどういった回収手続に入っていく

んでしょうか。

○大城博会計管理者 具体的にどういった徴収の取

組をやっているかというのは、なかなか所管部局

じゃなければ回答できない部分ですけれども、一応、

通常やっているような文書の催告ですとか、あるい

は電話による納付督促、それから訪問、それから県

庁に来ていただいて償還指導といったことを地道に

やっているというふうにお伺いしております。

○石原朝子委員 ぜひ、いろいろ事情もあるかと思

いますけれども、やはりしっかりとそういった収入

の分は取っていただきたいと思いますし、徴収して

いただきたいと思います。

続きまして、55ページのほうになります。

55ページも特別会計、沖縄県中城湾港マリン・タ

ウン特別会計というところですけれども、そこの収

入未済額は雑入が728万7650円で、理由として、入

札談合に係る違約金とのことですが、なぜ未収金と

なったのか、その概要を説明していただきたいと思

います。

入札談合があったのかということですね。

○大城博会計管理者 この収入未済額ですけれど

も、決算審査意見書に書いておりますとおり、入札

談合に係る違約金というふうになっております。状

況ですけれども、対象企業は、登記簿上はまだ閉鎖

されているわけではないようですけれども、事業所

がもうなくなっておりまして、事業実態がない状態

ということで回収が困難な状況にあるというふうに

聞いております。

○石原朝子委員 この事業者数はちょっと分からな

いということですか。

○大城博会計管理者 事業者数は１社と聞いており

ます。

○石原朝子委員 事業者数は１社で、もう回収困難

な状態であったということですね。分かりました。

次、病院事業会計決算に基づいて、６病院ごとの

経営成績、そして財政状態について、簡単に御説明

をお願いしたいと思います。

○安慶名均代表監査委員 令和２年度における病院

ごとの経営成績でありますけれども、純損益の最終

の結果の状況で御説明をいたしますと、宮古病院が

純損失を計上しております。１病院のみでございま

して、他の５病院では純利益を計上したということ

になっております。

病院ごとで申し上げますと、まず北部病院につい

ては２億9602万303円の純利益を計上しております。

中部病院については９億580万7874円の純利益を計

上しております。

次に、南部医療センター・こども医療センターに

ついては11億3368万795円の純利益を計上しており

ます。以上のこの３つの病院については、前年度に

引き続き純利益を計上したということになっており

ます。

次に、八重山病院については１億2156万6429円の

純利益を計上しております。精和病院については

２億5847万5881円の純利益を計上しておりまして、

この２病院について前年度は純損失でした。今年度、

純利益に転じたということになります。

最後に宮古病院ですけれども、これが唯一5947万

5979円の純損失を計上しております。ただ、前年度
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も引き続き―前年度からの純損失ということではあ

りますけれども、収支としては１億834万円ほど改

善をしているという状況がございます。

病院ごとの純損益の状況は、以上のとおりでござ

います。

○石原朝子委員 今のところ、この八重山病院と精

和病院のほうが今回、令和２年度改善が見られたと

いうことですけれども、この改善の主な理由とかは

御存じでしょうか。

○安慶名均代表監査委員 個別の病院ごとに様々な

事情はあろうかと思いますけれども、全体として、

病院事業局の今回の決算状況を見ますと、本業であ

る医業収支はコロナ関連の空床確保であるとか、あ

るいは診療控えとかいうようなこともあって、入院

患者数、外来患者数が減少したために収益は減って

います。それで、本来業務の医療収支は損失が計上

していると。ただ、医業外のほうで、このコロナ関

連の他会計補助金が多く入っていて、それで病院事

業局全体として22億円の純利益を計上しているとい

うことになりますので、各病院もおおむねこの理由

が大きな理由になっているかと思います。

○石原朝子委員 いつもこの病院事業会計の中で

は、最後のほうでも事務の不適正な処理、個人負担

分未収金額ではなくて、基本的な財務に関する事務

の不適正な処理が散見するということで、管理監督

者の審査が不十分が主な要因だというふうに意見書

にうたわれておりますけれども、これは毎年毎年、

そのように監査委員から意見書を出されております

けれども、なぜ、病院事業会計のほうで改善がなか

なか見られないのは、どういった理由からだと思い

ますでしょうか。

○安慶名均代表監査委員 定期監査のほうで、毎年

度、定期監査を実施して指摘をしているところであ

ります。

直近の令和２年度の部分については、現在は指摘

件数が今、取りまとめ中で、定期監査の結果は１月

に報告をする予定となっておりますけれども、ただ

この間、指摘件数については減少傾向が見られてお

ります。改善の効果は上がっていると思いますけれ

ども、まだ依然として、基本的な財務に関する事務

の指摘という、不適正な処理というのが見られまし

たので、今回も意見書に記載をさせていただいたと

ころであります。

病院については、知事部局との交流職員とプロ

パー職員というような形でおりますので、なかなか、

非常に専門的な分野に慣れていない職員も多いとい

うところも指摘が多い原因になっている要因の一つ

だというふうには考えております。

○大城憲幸委員長 呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 それでは、私は令和２年度の沖縄県

の歳入歳出決算審査意見書、基金運用状況審査意見

書を中心にしてやっていきますのでよろしくお願い

します。

ゆっくりやりましょうね。25分もありますから。

それでは、まず中に入る前に、皆さんの御意見を

お伺いしたいと思いますけれども。代表監査でもい

いですし、会計管理者でも構いませんけれども、令

和２年度からこのコロナ禍で、本当にきつい行政運

営をしてきたと思うんですよ。これは、どこが何と

かではなくて、全体的に皆さんのイメージとして、

このコロナ禍が県庁あるいは県行政に影響した代表

的なことというか印象をまず伺いたいと思うんです

ね。

○安慶名均代表監査委員 決算上は、今回、コロナ

禍の中でその対応ということで、多額の交付金等が

計上されております。この事業の執行ということで、

過去最大規模の22.8％増の歳入歳出決算という結果

になっております。

これをいろんな監査を通して―本庁あるいは出先

の監査を通して感じたところですけれども、やはり

そういった事業の構築とか、その事業の執行に非常

に皆さん御苦労されているというふうには感じてお

ります。

そういうところで、既存の予定していた事業がい

ろんな見直しをやらないといけないとか、そういっ

たところで、各担当者の皆さんの思いもなかなか存

分に発揮できないところもあったかと思いますし、

やはりまた、県庁全体として、今回はコロナ対応と

いうのがやはり優先事項ということで組織的にもそ

ういう方向に向かっておりましたので、私ども監査

としましても、こういう状況の中で、従来どおりの

監査ができるのかどうかというところも非常に検討

もしてまいりまして、部署によりましては、実地監

査を書面監査に変えるとか、あるいは今、非常に大

変な状況にある病院であるとか保健所、あるいは福

祉事務所等々、そういったところについては、優先

的に実地監査から書面で今回はやるであるとか、い

ろんな対応を私どももやったつもりでございます。

○呉屋宏委員 実は、僕はなぜこういう質問してい

るかというと、令和３年度になったときにはそうで

も、もう大体慣れてきたといったら失礼だけれども、

昨年からずっとやってきていますから、ただ、昨年
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のことを思い起こしてみると、随分ＰＣＲ検査、機

械がなかったりいろんなものが、病院が大変な、入

院病棟がなかったりいろんな問題が出てきたと思う

んです。

しかし、この感染症というのは、もう今後なくな

ることはないわけですから。この中でぱらっと読み

はしたんですけどね、今後の数字に現れない、監査

側からあるいは会計責任者の側から見て、どういう

ような体制づくりが必要だったのではないのかなと

いうような所見はお持ちじゃないですか。

○安慶名均代表監査委員 監査委員として監査をす

る中で、先ほど申し上げたとおりのところで、各組

織、職員、大変な状況の中で業務をしてきたという

ふうには感じております。

ただ、このコロナ感染症への対応策として、監査

委員のほうから策をちょっと論じるのは控えさせて

いただきたいと思います。

○呉屋宏委員 私はね、安慶名さんでしたかね、そ

れに策を皆さんから提案するという話ではないと思

うんですね。

例えば、僕、県立病院見ていても、７月にクラス

ターを起こした中部病院がありますけれども、しか

し、本当に本格的な感染者、感染病院としての沖縄

県がこれに対処されていなかったんじゃないかなと

いうのは、やっぱり監査側からでも見えるんじゃな

いか。これは監査の意見書なわけですから、当然、

これは数字上の監査ではなくて、やっぱりそこから

来る問題点もたくさんそこの中に出てきたと思うん

ですよ。そういうのはやっぱり拾って、監査側から

指摘とは言いませんけれども、要望ぐらいはすべき

じゃないのかなと思うんですけど、そこはどうなん

ですか。

○安慶名均代表監査委員 具体策として監査から言

うと、論じるのはなかなか難しいところであります

けれども、病院事業会計決算のこの審査意見書の中

において、監査委員の意見として大きく４つの意見

を述べさせていただいていますけれども、従来から

経営改善であるとか、未収金対策あるいは医師等の

スタッフの充実、あるいは財務に関する事務の改善、

それは述べているところですが、今回はやはり新型

コロナの中での監査でありましたので、最後に新型

コロナウイルス感染症の対応についてというところ

の１項目は新たに追加をして、コロナ対応に関係部

局、これはもう病院だけでは対応できないという思

いがありましたので、関係部局や関係機関と十分に

連携を図り、万全の対策を講じていただきたいとい

う旨の意見は述べさせていただいているところで

す。

○呉屋宏委員 私は、実は二、三年前からずっと頭

の中にあったのが、実はＣＤＣの日本版というのか、

感染症情報研究所を沖縄にやっぱり振興策の中で置

くべきだと、僕はずっと思っていたんですね。その

中で、こういうことが現れてきたからこそ、監査と

いうのは非常に大事な僕は部署だと思っているんで

すよ。ただ数字を合わせればいいとかそういう問題

ではなくて―どこに数字上問題があったかというよ

うな問題ではなくて、やっぱり全体的に見て、監査

の立場からこれからの県行政に対しては、こういう

ところが足りなかったのではないだろうかとかいう

ような助言は、私は数字の上からよく見えるわけで

すから、そこはやるべきだと思いますけれどもいか

がですか。

○安慶名均代表監査委員 監査の役割としては、基

本的には財務監査ということが監査委員の役目であ

りますので、そこが中心になろうかと思います。

今おっしゃっていたようなことについては、やは

り監査の中から見えるところもあろうかと思います

が、そういうところは行財政運営の中で、申し述べ

ることができる範囲で申し上げているところではあ

りますけれども、具体的にどこまで言及できるかと

いうのは、非常に我々の立場としてはちょっと難し

い面があろうかと思っています。

○呉屋宏委員 気持ちは分かりますよ。こんなこと

今までやっていないでしょうから。ただね、今回こ

の社会的に、世界的にこういうふうな感染症が出て

きて、沖縄はどうすべきだったかというのは、やっ

ぱりいろんなところからこれは検証する必要がある

と思うんですね。ですからこそ、逆に皆さんからし

か見えない部分というのは、僕はあると思うんです。

逆に伺いますけれども、このさっき言った決算審

査意見書、これは当然、県庁に知事部局、知事に出

されているんですよね。どうですか。

○安慶名均代表監査委員 知事から審査に付されま

したので、この一般会計、特別会計、病院事業会計、

企業局会計、それから下水道、これについての審査

意見書は直接知事とその関係部局長同席の上で手交

しております。

○呉屋宏委員 これは手交するだけですか。

僕はね、これは１年間やってきてどうだったかと

いうここがなければ、来年の３月というのは、僕は

反映できないものだと思っているんです。それが決

算なはずなんですよ。



－34－

ということは、皆さんとしっかりした時間を取っ

て、知事と向き合って、この令和元年、２年はこう

だったんだよと。だからこういうふうなところが出

てきましたよと。ですから、次回からの予算の中に、

これは反映させるべきではないだろうかというの

を、それは県三役と皆さんとこれはしっかりと話し

合い、この監査委員と話合いをすべきだと僕は思う

んですよ。そうしなければ何のための監査、ただの

定例監査ですか。ただ、行政上やらないといけない

からやっていることなんですかと、そういう話にも

なりかねない。皆さんはそこを指摘できる大事な部

署なんですよ。

だから、それぐらいの責任を持って僕はやるべき

だと思うんですけど、このテーブルを目の前にして

話し合ったことはないですか。

○安慶名均代表監査委員 今申し上げました監査の

手交の際に、知事あるいはその関係部局長同席の上

で手交をして、また、私のほうから概要の説明もし

まして、意見の交換もしております。残りの３名の

監査委員からも、発言をさせていただいております。

具体的な監査が指摘した事項については、また、

措置状況の報告も受けておりますので、その指摘し

た事項については、しっかりとその措置がされてい

るかどうかは確認の上で、これもまた県民に公表も

しております。

この意見書にある改善意見、こういうものにつき

ましても、知事のほうから県庁各部局に監査の意見

書にある改善意見等については、しっかりと対応す

るようにというようなことは通知されているという

ふうに承知をしております。

○呉屋宏委員 普通に考えれば、僕ももうこういう

政治の世界に来て長いですから、大体見えるような

気がするんですけど、手交して、多分皆さんが話を

して、分かりましたと意見交換をして多分終わって

いるのかな、その時間30分から40分ぐらいなのかな、

そういうような感じだと思うんですよ。だけどね、

僕も選挙しながら今、今回この監査を迎えて、それ

でもこれを読んでいくとなるとね、随分そこの中に

ヒントがありましたよ。

だから、それを行政の誰がこれを読んでやってい

るのかというところは、もっと真剣に監査を捉えな

いといけないと思いますよ。そこにたくさんのヒン

トがある。だからこそ、僕は、監査委員を通して、

代表監査を通してそんなことを提言はしておきます

けれども、これはもう委員会ですから、多分、いつ

かは知事が見るかもしれません。だけど、そこのと

ころだけは要望だけしておいて、中身に入りましょ

うね。

それでは、令和２年度なんですけど、平成29年度

の一般会計の歳入決算が7552億円、平成30年度が

7346億円、令和元年度、これは３ページそこら辺り

にありますから、意見書の中にね。令和２年度は

9014億円だということになっています。

決算額がこれだけ上昇したのは、コロナ問題で国

庫が増えたからというだけですか。

○大城博会計管理者 収入が増えた主な内容ですけ

れども、まず国庫支出金が1092億円一般会計で増え

ております。次に大きかったのは諸収入で435億円

ですね。億単位で今、はしょらせていただいており

ますけれども、次に大きかった増加要因は、県債で

123億円ということになっております。

○呉屋宏委員 多分、今1200億円余りのコロナの国

庫補助があったと。それに対する裏負担分なのかな、

この430億円というのは。それでそう考えていいん

ですか。

自主財源というところです。

○大城博会計管理者 諸収入の435億9550万円増加

しておりますけれども、これは県単融資事業で、貸

付金の元利収入が―金融機関から県に戻ってくる収

入が計上されております。それが435億円あったと

いうことでございます。

○呉屋宏委員 これ、国庫で来たコロナ対策費とい

うのは、裏負担分はなかったのか。

○大城博会計管理者 コロナ関連の対策費は、国庫

の補助率が非常に高いのが多いんですけれども、中

には一般財源の負担が生じている事業もございま

す。

○呉屋宏委員 ちょっと角度を変えて話をさせてい

ただきたいと思いますけれども、監査委員の見解を

ちょっと伺いたいと思いますけれども。今現在、自

主財源比率が33.1だということでここにはたしか書

かれていたかな。この33.1というのは、1.6ポイン

ト前年度よりも低下をしているという書き方がされ

ています。これね、皆さん自主財源率って後からも

やりますけど、これ一体どこまで皆さんで普通に考

えていて上げなければいけないと思っていらっしゃ

るんですか。

○安慶名均代表監査委員 自主財源比率については

法の規定であるとか、あるいは指標、標準的な率と

いうようなことは示されておりませんので、何パー

セントが適正とこれをはっきり申し上げることはで

きないところです。もちろん、多いほうがいいにこ
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したことはありませんが、ただ、当面は今、全国平

均あるいは九州平均よりも低いというところですの

で、まずは、当面はやはり九州平均、元年度の数値

ですが38.5、２年度の沖縄県が33.1ですので、５％

程度下回っているという状況がありますので、やは

りまずは九州平均を実現すると。その上で、全国平

均にできる限り近づけていくというのが、現実的な

ところの目標ではないのかなというふうに思ってい

ます。

○呉屋宏委員 僕はね、こう思うんですよ。この

33.1という、1.6ポイント下回って33.1なんですけ

ど、34から35ぐらいなのかなという感じはしていま

すけどね、３分の１ぐらい。

ところが、沖縄の沖縄振興計画というのはここに

とても起因するんですけれども、どうしてもこれだ

けの離島を抱えていてね、どうしても県が補塡をし

ていかなければいけないという部分はどうしてもあ

るので、この財源をどうやって上げていくかという

ことは、とても大事なことだと思っているんですよ。

でも、また上がらない部分もある。国庫でもらわな

いといけないから、当然、自主財源だけではできな

いから、そういうふうに上げていかないといけない。

ここがね、沖縄振興特別措置法に係るところだと僕

は思っているんです。だから、ここはある程度の基

準は持っていないと今後の議論ができなくなる。沖

縄振興計画をやるためには。だから、そこは大事に

してほしいと指摘をしておきます。

それと、３ページに経常収支比率が出ていますね。

この経常収支比率、今96.4という形になっています。

ここも少し皆さんに見解を聞いておきたいんですけ

れども、96.4というのは高いのか低いのか。あるい

は理想はどのぐらいなのか、どう考えておられます

か。

○安慶名均代表監査委員 経常収支比率につきまし

ては、いろんな本、解説書によりますと、70から80が

適正ということが書かれてはおります。ただ、現状

としては、もうほとんどの都道府県は、東京都はあ

りませんので、ほとんどの県はもう90％を超えてい

るという状況がありますので、なかなか解説で書か

れている指標の適正な率、70、80というのはもう、

ちょっと現在の状況ではなかなか指標としては捉え

るのは難しいかなと思っております。

今、九州各県あるいは全国よりも、経常収支率は

少し沖縄県は高い状況にありますので、やはりこれ

はもうなるべく低く、経常収支の改善を図るという

ことは、やはり一つの大きな目標だと思っています。

では何パーセントまでというのは、なかなか今の段

階でちょっと申し述べることは難しいところでござ

います。

○呉屋宏委員 この議論は、やっぱり行政の指針、

経営状況を見る意味では、非常に大きな数字なんで

すね。経常収支比率は、もう御承知のはずなんです。

今日ね、朝のモーニングショーを見ていたら、財

務省の事務次官矢野さんが、与野党ともにもうばら

まき行政をしていると言っているんですよ。これ、

今日見てあっと思ったんだけど、これね、財務省の

ナンバーツーがそんなことを言うのかなというぐら

い衝撃的でしたよ。しかしね、沖縄でも一緒なんで

す、これ。ばらまきなんです。政策の中にみんなが

食べたいと思うところをどんどんどんどん政策の中

に入れて、上がってきた場合にはこれを実現すると

言ってまたやる。しかし、一般財源でしかこれは出

せない。国庫がない。そういうものをどんどんどん

どんばらまいているのが、今の選挙戦なんですよ。

だけど、これはばらまいても構わない。しかし、ど

こかでそれを、どこかで抑えるその行財政改革はや

らなければいけないんです、沖縄県は。だけど、ば

らまきだけで、そこで削減をするところをつくらな

い。これが今の沖縄県なのかな。これは本土と変わ

らないのかなという感じがしていますよ。

そこでね、私は、今度これは一般質問でも７月に

やりましたけれども、皆さん５月に記者会見でやっ

た知事が、子供の医療費無料化をやりますよ。中学

までね。これ、全く自主財源で市町村はやっている

んだよね。そこに県が補助金として打ち込む。これ

国庫ないでしょう。ないけれどもやるんですよ。こ

ういうものが、また経常収支比率を圧迫する。

47都道府県とも、たしか僕数値持っていますけど、

全ての都道府県が経常収支比率は９割を超えていま

すよ、90を超えている。分かっている。だけどそれ

でいいのかというところは、我々はもう一回、財源

の調整をする必要があるんじゃないかなと思うんだ

けど、どう思いますか、そこは。

○安慶名均代表監査委員 今の医療費無料化のこと

については、個別の政策の是非については監査委員

の立場ではちょっとお答えできないところでありま

す。これはもう、その財政負担も含めて、執行部に

おいて適切に判断されるものだというふうに考えて

おります。

○呉屋宏委員 ですから、これはね、私は別に医療

費の無料化、子供の医療費の無料化に対して反対の

立場ではありません。しかしね、平成十二、三年ぐ
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らいでしたか、一時期今から20年ぐらい前に、市町

村も一生懸命、行革、行革で打ち出して進んでいた

時期があるんですよ、これはね。だけど、この行革

のその機運というのが、あれからもうなくなって

いった。だけど、どんどんどんどん行政負担の金額

はどんどんどんどん増えているけれども、それを削

減するところが何もないんです、今。

僕はね、ここは皆さんのところから言えるかどう

か分かりませんよ。だけど、そこは真剣にもっと話

合いを監査の立場から、だからさっき言ったように、

県当局と話合いをしてきたのかというのは、僕本当

にそういうところをアドバイスするのが皆さんのお

仕事じゃないのかなと思うんだけど、いかがですか。

無理か。

○安慶名均代表監査委員 やはり個別の事業につい

てはちょっと言及はできませんけれども、一般的な

新しい事業の取組に際しての考え方として私が思う

のは、やはり一般的にこの新しい事業を選択して導

入するときには、その事業を構築するための費用負

担が必要になります。その費用負担と、それからそ

の事業を継続して実施するための将来の費用負担、

これはやはりしっかりと見込む必要がありますし、

また、それとともにこの事業を実施することによっ

ての経済的な効果、それから、経済効果として把握

はできないけれども、県民福祉の向上につながると

いう観点。そういった観点を総合的にやはり見極め

た上で、やはり将来は執行部において、適切に判断

をしていただくものだというふうに考えておりま

す。

○呉屋宏委員 この話はもうなかなか、代表監査と

はいえなかなか言えないでしょうね。ただ、行政の

この改革というのは、そこから始まっていくんだと

思いますよ。やっぱり外側にいる皆さんの監査委員

会が、どこまでこの行政執行に関わっていけるかと

いうところは、やっぱりお互い話し合っていってほ

しいなと思いますけど、もうしばらく付き合ってい

ただきたいと思いますね。

その指標を見るときの数値の中にもう一つ、なか

なか表に出ないのがある。将来負担比率というのが

あります。これね、ちなみに北海道が326ポイント

ですよ。パーセントと言っていいのか分かりません

けど、326。青森県でも109で、岩手が221です。こ

れね、２桁というところは２つしかないんです。東

京都が23ポイント、将来負担比率ですよ。これ東京

都が23。２位はどこかと言ったら沖縄なんですよ、

42。それ以外に２桁というのはないんです。

これ何かと言ったら沖縄振興計画ですよ。沖縄振

興特別措置法でこうなっているんです。要するに我

々は、沖縄県の道路を造るのに、県道を造るのに、

10分の５は国庫。しかし、沖縄10分の９国庫なんで

すよ。90％国が持つんです。ほかの都道府県は50％

しか持たないんですよ。これがもしかしたら来年切

れるかもしれない。そういう状況に今、沖縄は置か

れている。そうなったときに、私はこれ本当にそれ

を頭の中に入れながらこの沖縄振興計画、あるいは

特措法をどうにかしたいというような熱気が、僕は

県から感じられないんだよ。そんな状況が今、この

将来負担比率というのは、これ全国的に悪い。だか

ら、我々は42ポイントしかない我々が、経常収支比

率はほかの都道府県と一緒であっていいという話に

はならない。だから、そういうことを皆さんと議論

したいと思っていたわけですよ。それどう思います

か。

○安慶名均代表監査委員 将来負担比率については

今、委員からもあったとおり、沖縄県は東京に次い

で２番目に低い、よい状況というところだと思いま

す。その理由ですけれども、やはり地方債の現在高

というのが大きな要素を占めるところでありますの

で、やはり今おっしゃるとおり、沖縄振興特別措置

法に基づくこの補助率の特例措置、高率補助、これ

は大きな影響があるのではないかなと思いますし、

また今、県のほうで実質公債比率とか県債残高が低

く抑えられている理由として、今の高率補助と、あ

と県債発行の抑制、県単、箱物であるとか、財政対

策債を除いた通常債で210億円を上限とするとかい

うような行革プランの中での取組もあって、公債費

比率あるいは現在高が抑えられている。その結果、

今の将来負担比率にも、大きな影響を与えているの

ではないかなというふうな理解はしております。

○呉屋宏委員 イメージで言えば、沖縄丸という船

は、自分の力で歩くのは33％の33馬力しかない。だ

けどこの船に100馬力の国の国庫予算、高率補助、

特措法、そのエンジンを積んでこの50年間走ってき

たんですよ。これがね、いつかはなくなるんだよ。

来年はなくならないかもしれない。５年先になくな

るかもしれない、10年先になくなるかもしれない。

そこの準備体制というのは、どういうふうに考え

ているかというのは、今から皆さんやっておかない

と大変だけど、この監査の中でもそういうのは頭の

中に置きながら、私は監査をすべきではないかなと

思うんだけど。ただそこで数字が合っているかどう

かではないんじゃないのかなと思いますけど、いか



－37－

がですか。

○安慶名均代表監査委員 県の監査をするに当たっ

ての決算の数値であるとか、様々な財政指標がどう

いう意味を持つのかというところ、ここはやはり

しっかりと把握をした上で監査はすべき、決算審査

もすべきものだとは思います。

ただ、そうでありますけれども、なかなかそれを

直接、政策に関わることを監査委員の立場からこう

すべきというところは、なかなか言及するのは難し

いと思っています。

○呉屋宏委員 これはね、どこかでこの壁を超えな

いと駄目ですよ。

僕は、具体的なこの施策に対して言及するという

ことではないですよ。全体的な考え方として言及す

るんであって、一つ一つのこの政策が悪いですよ、

監査は認めませんよって、そういう話ではないんで

す。だから全体的な考え方として、私は今の沖縄県

の行政運営の在り方というのは、もう極端に言えば

薬漬けだと思っていますよ。

沖縄という50年前に生まれてきた県は、ずっと国

から、口開けたらずっと御飯だけ食べさせられて、

もう口の中は虫歯だらけになって、自分でかむこと

さえできなくなっていくんじゃないか、そういうよ

うなものが今でも、だからこそ、沖縄振興特別措置

法や高率補助がないと生きていけなくなっているん

ですよ、現実は。そこからの脱却をどこかでやらな

ければいけない。今、だからといって来年４月から

なくなったほうがいいということではないです。そ

ういう議論をしていかないと、私たちはこの監査報

告書が、意見書が、皆さんが理想とするような形に

は私はならないんじゃないかと。議会もそうですし、

皆さんからもやっぱりお互いでその方向性というの

は示していく必要が、僕はあると思います。だから

そこはしっかりと考えてほしいと思います。

それと、別の質問をします。

この４ページかな、３ページかな。沖縄県行政運

営プログラムというのが、ここで指摘をされている

というか書かれています。これはどういうものです

か。

○安慶名均代表監査委員 県行政プログラムは、基

本理念として県民ニーズに対応し、県民福祉の増進

を目指すということで、行政運営の質の向上を図る

ということを基本理念に掲げておりまして、最小の

経費で最大の効果を上げる組織及び運営の合理化、

あるいは法令順守を基本的な考え方としまして、重

点実施項目20項目、進捗管理項目９項目を上げまし

て、今、その進捗管理をして、成果指標等に基づい

て県のほうで評価をしているというところでござい

ます。

○呉屋宏委員 もう一つ、ちょっと数値を聞かせて

いただきたいです。

今、沖縄の県債は、残高はどれぐらいですか。

○安慶名均代表監査委員 県債残高についても、意

見書の主要財政指標の状況の欄で記載をしてござい

ますが、令和２年度末の県債残高は5978億4600万円

でございます。

○呉屋宏委員 これも書かれていますから、監査の

ほうからお伝えいただきたいんですけど。九州平均

の県債はどれぐらいですか。

○安慶名均代表監査委員 １兆5278億1500万円でご

ざいます。

○呉屋宏委員 沖縄5978億円、約6000億円の借金を

持っています。

九州平均の各県の平均した金額は１兆5200億円。

これが九州の各県の平均です。全国の県債の平均は

１兆8500億円。だけど、沖縄は財政力指数は３割台、

33、37、この辺り。

九州の平均は0.4あるんです。だけど、借金はこ

れだけ持っている。

これね、何からこうなるんですか。分からないか

ら説明をいただきたいんだけど。

○安慶名均代表監査委員 県債残高が九州あるいは

全国に比べて沖縄県が低い理由ですけれども、これ

は先ほども申し上げたところではありますが、この

沖縄振興特別措置法に基づく高率補助の特例によっ

て、事業費の県負担分が、これは裏負担分ですね、

裏負担分が小さいということで、その分、県債発行

額が抑えられているということと、また、県の行革

プラン等でこの県債発行の抑制を目標として掲げ

て、そういう実施をしているというところが相まっ

ているものだというふうに思います。

○呉屋宏委員 話を変えますけれども、もうそろそ

ろ、たくさんあるかなと思ったらもう５分過ぎしか

ないので角度を変えて話しますけど、26ページ、歳

出決算款別の状況ということが書かれています。

８番の土木費、これいつも問題になると思うんだ

けど、ここで翌年に繰り越すのが271億円あるんで

すね。これね、監査の目から見て、なぜ土木はいつ

もこんなに繰り越すのかというのが、どういうふう

な目で見ていらっしゃるんですか。

○安慶名均代表監査委員 土木部においては例年、

かなりの額の繰越額が出ております。
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今年度増加要因の中には、コロナ関連でなかなか

事業の進捗がうまくいかなかった部分も含まれてい

るのだろうというふうには理解しておりますが、そ

れ以外にいろんな経済対策等の補正の事業が年度後

半、中盤以降に入ってきた場合には、もうこれがほ

とんど今、繰越しにつながるというような状況もあ

ろうかと思っております。

○呉屋宏委員 これ去年はもっと高かったように記

憶しているんですけど、去年のは僕も指標を持って

いませんから、数字は持っていませんから言いませ

んけど、これ以上は。

しかしね、これは、そばから見ていて能力不足な

のかな。あるいは、この予算に見合うような人員体

制になっていないのかな。

要するに、荷物はたくさん持っているけど、それ

を担ぐ人が少ないわけでしょう。あるいはその一人

一人能力がないんですか。そんなふうにしか見えて

こないんですよ。

要するに、毎年これだけの何百億単位で繰越しを

するわけですよ。これってね、これがもし世の中に

出ていたら、もっと民間は潤っているよねと思うん

ですよ。いつも思うんです。

だから、ここはいつかはどうやって是正するかと

いうのは、真剣に皆さんからやっぱり当局に訴える

べきではないのかなと思いますよ。どうですか。

○安慶名均代表監査委員 土木部を中心とする公共

事業の繰越しについては、理由としては、この用地

取得難であるとか、関係機関の調整等に不測の日数

を要したということが、例年のように上がってきて

いる現状がございます。

これが今、委員のおっしゃるような理由なのかど

うかというところまでは、ちょっと私のほうでは言

及できないところです。

○呉屋宏委員 これはもちろん、詳細については、

監査が分かるわけがないと思います。ただね、毎年

こういう状況が起こっていることをそのまま放って

おくのかというところは、問題にしなければいけな

いと思いますよ。

これね、幾らですか。農林水産だって172億円で

すよ。この２つだけで一体幾らになるのか。400億

円の繰越しをするわけですよ。400億円といったら

宜野湾市の一般会計ですよ。

だから、そういうものはしっかりと監査で何が指

摘されているのかということはしっかり分かってい

ただかないと、これいつまでもそう。

でね、公共工事をやっている建設業者の皆さんの

中に、こういう不満もありますよ。

工事は受注しました。ところが一部、用地買収が

できていないと言うんですよ。受注して、公共工事

を発注して、受注しているのにもかかわらず、用地

買収ができていないと言ったら、現場事務所は造っ

てそのままほったらかされていると。しかし、それ

を止めていてくれという期間は見られていないと。

そういうお話もどんどん聞くんですよ、これは。普

通は、用地買収全部終わってから発注するんじゃな

いんですか。こういうのが全部積み重なっているか

らこうなっていると、僕は思いますよ。見切り発車

をしている。だから、人員の能力の不足なんですか、

それとも人が足りないんですかということを僕は聞

いているのはそこら辺。

この繰越しを見るというのは、民間と全部相対し

ているところですよ。商工、農林水産、そして土木、

これが三大だ。そこはしっかりともっと指摘をすべ

きだと思いますよ。

それで最後に、10款―教育費。これね、構成比率

19％。

県全体の費用の中で、約20％は教育費で使われて

います。僕がさっきから言っている、この船の中に

30馬力しかやっていないからなかなか進まなかった

ものを、100馬力のエンジンを積んで走っている今

の沖縄県、これは50年前に復帰をしてどうしようも

なかったから、それは全てが小学校も中学校も、公

共でやってきたはずなんですよ。高校もね。

ところがもう50年たって、もうそろそろ政策を転

換しなければいけない時期に、僕は来ていると思う

んですよ。

小学校が今270ですか。全島で。それは、基本的

にはもうそろそろ半分は、ある意味では私立でいい

んじゃないか。その学費を全部公で持ってやって、

もうその公立と私立とを競い合わせながら学力を表

に出していかないといけないんじゃないかというと

ころさえ感じる。

沖縄県は離島村ということもあるし、復帰が遅れ

たということもあるので、これどうしてもこれをそ

のまま引きずってきたんですよ。幼稚園だとか保育

園は、どんどんどんどん民営化してきている。とこ

ろが、小学校、中学校までは入り込みきれない。僕

は、公立の学校をなくせとは言っていないんですよ。

それは徐々に10％、20％と高めていって、負担費は

こちらから負担分を持ってもいいから、私立もつ

くって、もっと公立と私立を競い合わせるような、

そういう政策もここで取れたらこの19％の負担率は
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高過ぎるよ。そうは思いませんか。どうですか。

○安慶名均代表監査委員 教育費の構成比は、予算

に占める構成比は19.2％というところでありますけ

れども、これが多いのかどうかという視点で申し訳

ありませんが、九州あるいは全国との比較というの

は監査のほうではちょっとやっておりませんので、

それについてはお答えできないところでございま

す。

○呉屋宏委員 コーヒーでも飲みながら教育長と

ちょっと話ししてみたほうがいいと思いますよ。代

表監査はそれぐらいの権限を持っていると思ったほ

うがいいです。その権限をもっと使ったほうが沖縄

県のためにね、僕はそう思いますよ。それぐらいの

権限を持っていないと、また監査はできないはずな

んで。だからぜひ頑張っていただいて、ちょっと意

地悪でしたか。すみませんでした。

以上です。

○大城憲幸委員長 会計管理者から答弁を訂正した

いとの申出がありますので、発言を許します。

大城博会計管理者。

○大城博会計管理者 先ほど収入の増の説明のとこ

ろで、諸収入の増加が435億円と申し上げましたけ

れども、その主な要因として、県単融資事業の増加

額も435億円と説明しているんですけれども、県単

融資事業分の増加額は470億円の誤りでした。おわ

びして訂正させていただきます。

○大城憲幸委員長 それでは、照屋守之委員。

○照屋守之委員 まず一つ目に、県監査委員会につ

いての法律の根拠、お願いします。監査委員の役割

ですね。

○安慶名均代表監査委員 監査員の役割でよろしい

ですね。これは法律の根拠も含めて御回答します。

地方自治法第195条第１項で、普通地方公共団体

には監査委員を置くというふうに規定をされており

ます。これを根拠としまして、主として、地方公共

団体の財務に関する事務の執行及び地方公共団体の

経営に係る事業の管理を監査するという役割を担っ

ております。

○照屋守之委員 この意見書の１ページにある実施

内容①から⑤、これはこれに沿って監査をしている

わけですよね。いかがですか。

○安慶名均代表監査委員 審査の着眼点として、こ

の①から⑤の諸点を着眼点として監査を実施してお

ります。

○照屋守之委員 これは、県執行部の中に監査があ

るんですか。独立しているんですか。どっちですか。

○安慶名均代表監査委員 普通地方公共団体には執

行機関がございます。普通地方公共団体の長、教育

委員会、選挙管理委員会、監査委員などのように、

これは独自の執行権限を持って、その担任する事務

の管理及び執行に当たって自ら決定し、表示する機

関ということで、その権限の範囲内にあって相互に

独立の関係にあるということでございます。

○照屋守之委員 ということは、執行機関を監視、

チェックするというそういう権限はあるわけです

ね。

○安慶名均代表監査委員 同じ執行機関として、監

査委員の権限の範囲の役割を担っているところでご

ざいます。

○照屋守之委員 この監査で、実はこの１ページに

ある内容もそうですけど、以前にこういうことがあ

りましたね。住民監査請求が起こったら、この監査

意見が３通りに分かれて出されていましたよ。こう

いう形で実施内容がこういうふうなことになると、

監査意見というのは１つになるべきなんじゃないで

すか。あれはたしか３つあったんじゃないですか。

どうですか。

○安慶名均代表監査委員 おっしゃるような三者三

様の意見に至った例があります。

住民監査の結果については、これは地方自治法の

規定に基づいて監査委員の合議によるというふうに

なされておりますので、いろいろと協議調整をした

結果、合議整わずという場合には、これは合議不調

ということで、合議整わずという結果をこれも監査

請求人に対して通知をしているところでございま

す。

○照屋守之委員 これ今１ページの１、２、３、４、

５という観点からすると、こういうふうなことも合

議が整わないという、今の県の令和２年度の決算で

すね、別々の意見を出すということになるんですか。

○安慶名均代表監査委員 地方自治法の中でこの決

算審査については、意見の決定は監査委員の合議に

よるということとされておりますので、この審査意

見書は監査委員の合議に基づいて提出されているも

のというところでございます。

○照屋守之委員 住民監査のときは同じ監査委員で

ありながら、別々の意見を付して一つにまとめない。

これは合議だから一つにまとめた。まとまらなけれ

ば、今回の決算についても、それぞれの意見を付し

てやるという、そういうことでもいいわけですか。

じゃあなんで、あの住民監査のときは３つの意見

が出たんですか。これ県民にとって非常に分かりに
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くいんですよね。

○安慶名均代表監査委員 決算審査も住民監査請求

の結果についても、合議に基づくということになっ

ております。結果としまして、この審査意見書につ

いては合議が整って提出されていると。住民監査請

求、ある案件のことかと思いますが、これについて

はその協議の中で三者三様、いろんな意見を出す中

で合議が整わなかったという、結果としてそうなっ

たということでございます。

○照屋守之委員 それであの案件というのは裁判に

なるわけですか。これ、合議が整って監査の意見が

まとまれば裁判にならない、まとまっていないから

裁判になったという、そういう理解でいいんですか。

○安慶名均代表監査委員 住民監査の前置主義であ

りますので、住民訴訟の前に監査請求があるわけで

すけれども、仮に合議が整って監査結果が出たとし

ても、その監査結果に不満があれば、その通知を受

けた日から30日以内に住民訴訟が提起できるという

ことになっています。

内容が、請求人の言うことが認められた、あるい

は認めなかった、あるいは合議が整わずにその結果

が出なかった。いずれにしても、その結果に不満と

いうか意見があれば、30日以内に住民訴訟ができる

というところです。

○照屋守之委員 ありがとうございます。その結果

と裁判については、関係はないわけですよね。

できたら、ですからいろんな意味で、監査の合議

制はしっかり確認して、やっぱり一つにまとめてい

ただきたいんですよ。そうしないと、県民が非常に

困る。こっちの意見もある、こっちの意見もある。

これは監査委員の意見ですからね。どう判断してい

いか分からないということですから。そこはお願い

しておきます。

意見書の５ページですね。

この下のほう、財務に関する事務についてですけ

れども、そこの財務についてはから、不適正なもの

が見られたという文があります。具体的に御説明お

願いできますか。この３行ですね。

○安慶名均代表監査委員 財務に関する事務につい

て、財務規則に定める手続によらない不適正なもの

があったという部分でございます。

監査委員においては、これは令和２年度を対象と

して、342の機関に対して定期監査の実施をいたし

ました。この中で一部、財務規則等に定められた手

続によらない不適正な処理が見られたので、ここで

記述をして指摘をしているところでございます。

具体的な内容としましては、契約や支出に係る事

務で支出負担行為が遅れたもの、給与や旅費の過不

足払いがあったもの、予定価格の設定が不適切で

あったものなどがございます。それから、財産や備

品の管理においては、公有財産や備品が未登録のも

の、備品の貸付け手続がなされていなかったものな

どがありました。証紙収納に係る事務では、県証紙

の消印漏れであるとか、証紙収納簿への登記漏れな

どがございました。

○照屋守之委員 昨年、議会では大変議論になりま

した万国津梁会議の契約ですね。様々な問題が指摘

されておりますけれども、それも含まれております

か。

○安慶名均代表監査委員 万国津梁会議の事業につ

きましては、事業実施は元年度事業でありましたの

で、元年度決算の中で、定期監査の中で監査の実施

をしております。

○照屋守之委員 令和２年度もあったんじゃないで

すか、万国津梁会議の。

○安慶名均代表監査委員 元年度の事業、住民監査

請求の対象になった元年度の事業については、元年

度の定期監査の中で実施していまして、継続してい

る事業分、２年度に継続している万国津梁会議の事

業については、監査はたくさんの事業の中から取捨

ということで抽出をして事業監査をしております。

この個別の１事業について、ちょっと今これがその

取捨の対象として見たかどうかについては、ちょっ

と今確たることは答弁できません。

○照屋守之委員 じゃあ、調べてくださいね。

たしか初年度は、委員報酬は２万7000円ですよ。

ところが、この令和２年度のものは２万7000円と

8400円というのが出てくるんですよ。当然そうなる

と、監査はこれ同じ事業で、同じ会議で２万7000円

と8400円。この8400円は部長の通達。２万7000円と

いうのは、法律とか条例の根拠にない今の参与の報

酬相当なんですよね。それはたしか県の条例とか、

決まりごとにはこの２万7000円というのはないんで

すよ。それは恐らく監査も確認はしていると思いま

すけれども、その辺のチェックはなさったんですか。

どうですか。

○安慶名均代表監査委員 令和２年度の万国津梁会

議の関連の事業については幾つかの委託があったよ

うで、その中から取捨で監査は実施した部分もあり

ますが、ただ、その中で指摘事項として、今、その

事業で指摘は上がっているものはございません。

○照屋守之委員 やっぱりこの執行部と監査という
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のは、別々に権限があるというふうに冒頭で代表監

査は言っていますよね。

ですから、これもしチェックをしていなければ、

令和元年度の委員の報酬２万7000円。一律全部２万

7000円ですよ。令和２年度は、この委員会の万国津

梁会議幾つか会議ありますから、その委員会ごとに

委員報酬が２万7000円と8400円というのがあるんで

すよ。それは確認していただいて、ぜひ議会にもそ

の内容について御報告をお願いします。

次に、この監査意見書ですけれども、これずっと

見ておりまして、先ほどありましたけれども、病院

事業局にはコロナ感染の問題の指摘がありますよ。

ところが、この歳入歳出決算意見書には、この指摘

の文面には事務事業執行についてという中に新型コ

ロナ感染症の影響でとあって、最後は財務に関する

事務についてということでそこで終わっているんで

すね。

私はこれ、昨年からそういうコロナ感染があって

今年はもう大変な状況ですよね。全国最悪の状況が

続いて、これは県民の暮らしも命も含めて非常に厳

しい状況があって、財政的にも非常に厳しいんです

よね。県内の経済界も非常に厳しい。

やっぱり監査の立場から、このコロナ感染という

部分を特化して、こういうことでこうだ、あるいは

財政的なものも含めてぜひしっかり留意されたいと

いう、本来はこの１項目あってしかるべきだと思い

ますけれども、これが入っていないというのはどう

いう審査というか、協議をされて入っていないんで

すか。

○安慶名均代表監査委員 コロナ関連につきまして

は、この審査意見の中の１の行財政運営について言

及する中で、感染防止や経済雇用支援対策などのた

めの財政需要に適切に対応する必要があるというと

ころで、その財源の確保など、引き続き国に財政支

援を求めるというところと、また、自らも歳入歳出

のバランスがどういった持続可能な財政運営に努め

ていただきたいというところを申し上げているとこ

ろでございます。

○照屋守之委員 代表監査、私が申し上げているの

は、国に求めるというのは、これ県も、当然議会も

求めているわけですから、そこはそことして指摘は

いいんですけれど、一般的に普通に見ると、この意

見書を見ただけでは今のコロナ感染状況の沖縄の状

況というのは分からないんですよ。普通の行財政運

営が行われているということですよね。

ですから、今後、そういうふうな社会的にこうい

う県内の厳しい状況も含めて、監査がやっぱり指摘

をするということが必要だろうと思っていますか

ら、そこはお願いしておきます。

３つ目に、知事発言と決算についてです。

実は以前に、知事が令和２年度の決算ですけれど

も、知事が去年ですかね。０点とか50点とか発言を

していたんですよね。知事が仕事をしていないみた

いな発言があって、そうなると、この決算にどうい

う形でこれ影響を及ぼしているのか、これをお伺い

できますか。

○安慶名均代表監査委員 各部局においてはいろん

な、様々な事業を実施しておりますが、それぞれ各

施策の目標達成に向けて、事業の執行に取り組んで

いるものと承知をしております。

監査委員としては、その地方自治法の規定に基づ

いて、令和２年度の決算について、事業執行の後の

決算について審査を行ったところであります。その

結果は、その審査意見書にありますように、おおむ

ね適正であったと認められたということでございま

す。

今、委員の御質問にあったような、知事の公約の

達成状況との関連での審査、監査というのは行って

おりませんので、ここではお答えできないところで

ございます。

○照屋守之委員 私は公約とは言っていませんよ。

これ昨年の10月３日の報道ですよね。就任から

２年間の点数を問われて、自分自身はいつも０点と

思っているが、０点では全く仕事をしていないこと

になりかねないので、折り返し50点とおっしゃって

いるんですよ。

こういうことになると、この２年度の決算は職員

が一生懸命頑張って、副知事も含めて一生懸命頑

張って、そういう数字をつくり上げて決算がされた

のかなと。そういうふうに、知事がおっしゃってい

るわけですから。

だから、そういうのが、こういう決算に関係ある

んですかという率直な疑問なんですよ。

あるなしでいいですよ。どうぞ。

○安慶名均代表監査委員 今の知事の発言等につき

ましては、それは知事の思いの部分だと思います。

この決算の数値とは、直接の関係はないと思ってい

ます。

○照屋守之委員 ありがとうございます。

もう一つ、４点目の知事公約と決算についてです。

せんだっての代表質問ですよね。これで公約291で

完了したのは５施策で、達成率は1.7％ですかね。
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この令和２年度における達成率というのはどう

なっておりますか。分かりますか。教えてください。

○安慶名均代表監査委員 私どもの決算審査あるい

は会計管理者の決算の調製の中では、知事の公約の

達成率という視点での取りまとめは行っておりませ

ん。

○照屋守之委員 やっぱり県民の立場からすると非

常に分かりにくくて、この知事公約、これだけ報道

で見出しにもなると、知事公約291のうち５件が完

了している。達成率は1.7％。

今、この決算の数字を見ると、これだけ予算が積

まれて補正も含めて組んで一生懸命執行して、課題

はあるにしてもやっている。監査意見書も、課題も

ありながら県政運営はちゃんとされている。一方で

こういうふうなことはされてない。なされていない。

1.7％というと、これ２％と言っても100％になる

には50年かかりますよ。２掛ける50で100ですから

ね。

ですからこういう、例えば監査のときに、こうい

うふうなことも当然この今の知事が進める、県政が

進めるものは、この公約のもの全て入っていると思

いますよ。織り込まれて、それぞれの部局がこれを

取ってスタートしていると思いますよ。そうじゃあ

りませんか。

ですからここが1.7％、もう３年たって1.7％とい

うと、これ県民の側からすると非常に不思議なんで

すよね。決算はまあまあいいと。だから、こことの

決算とこの公約の部分。代表監査これ、知事の公約

のものは全部一緒に渡っていると思いますよ。それ

で県政運営が行われていると思いますよ。違います

か。どうですか。

○安慶名均代表監査委員 県の事業には各種の事業

がございますけれども、その中には、やはり知事の

公約の実現に向けて実施されている事業も含まれて

いるとは思います。

○照屋守之委員 お願いがありますけどね、ぜひこ

れは決算委員会で指摘をされて、令和２年度の県政

運営、財政運営等も含めて、それの中でこの知事公

約の1.7％という指摘をされていると。これは、執

行部と監査でぜひ調整して、この整合性というか、

そこは取っていただきますように、これはお願いし

ておきましょうね。

次に、病院事業の審査意見書についてです。

22億2976万円の純利益の要因ですね。これを詳し

く説明お願いできますか。

○安慶名均代表監査委員 病院事業収益は―ちょっ

と数字は丸めて申し上げますが、収益は639億円で、

これは前年度に比較して48億円増加をしておりま

す。主な要因としましては、新型コロナウイルス感

染症入院病床確保支援事業などの他会計補助金の増

によって、医業外収益が82億円ほど増加したことに

よるものでございます。

一方で、病院事業費用は617億円で、これも前年

度に比較して29億円ほど増加をしておりますが、そ

の主な内容は、給与費の増による医業費用で約15億

円、旧八重山病院の解体工事等による特別損失で約

12億円増加したことによるものでございます。

結果としまして、病院事業収益639億円から617億

円を差し引いた額が、当年度の純利益として22億

2976万741円となってございます。

○照屋守之委員 病院事業だけでの赤字は幾らでし

たか。

○安慶名均代表監査委員 病院事業というか医業損

益ですね。医業損益の赤字は、マイナスは約115億

円でございます。

○照屋守之委員 このコロナ関連の高いケースとい

うのは82億円というのは、これは国から交付金みた

いな形で入ってきているんですか。

○安慶名均代表監査委員 このコロナ関連の事業に

つきましては、直接病院に入っているのもあるとい

うふうに聞いておりますが、主には一般会計からの

繰入金、繰入れという形で病院の医業外収益に計上

されているものでございます。

○照屋守之委員 この82億円はコロナ関連でやるも

のですよね。これ、病院事業特別会計ですよね。

本来であれば、この一般会計であれば、その分は

繰越しできるということですけれども、この病院事

業は特別会計になっていて、この115億円あったも

のがコロナ関連で82億円あって、こういうふうなも

のが残って、これで収益、利益に出るというこうい

う財政というか、予算の使い方というか、何かおか

しくないですか。

従来であれば、こういうのは例えば中部病院も集

団感染がありましたし、コロナ関係でそういう対策

費ということでやるわけだから、その病院事業、県

立関係のその要望とか、あるいは対策とか、あるい

は死亡者が20名いますよ。20名の皆さん方に、そう

いうふうに予算があればそのお見舞いをするとかと

いうふうなことで、コロナ対策で使うというふうな

ことじゃないですか、これは。それが余ってのトー

タルで、本来の事業は115億円の赤字なんだけど、

この他会計から入った82億円で相殺して22億円プラ
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スという、こういうことですか。

○安慶名均代表監査委員 予算の立てつけとして

は、この医業損失は115億円赤字でありますけれど

も、医業外収益のほうにコロナ関連の他会計補助金

が入っていて、トータルで22億円の純利益というこ

とであります。

この22億円がコロナの余った分とか、そういった

ものは、これはもう全体予算の中での決算のお話で

すので、言えないかなと思いますし、その使途につ

いては、これはまた病院事業局が適切に対応するも

のだというふうに思います。

○照屋守之委員 監査はあれですか。例えば、こう

いう予算で国から特別会計に、県から特別会計に入

る、あるいはこれは国からコロナ関係の交付金で入

る、それを割り振りして病院にも回すという、そう

いうふうな要するに目的があってそうなるわけです

よね。

そうなると、これは通常であれば、ここの一般会

計だったらコロナ関係で繰越しするなりということ

で、予算って大体そうするんじゃないですか。とこ

ろが、病院事業は経営だから、特別にそういうのを

入れると、これトータルしてしまうと、もうこれ今

年度でこれだけ収益があって、また来期は、この数

字からさらにプラス・マイナス積み上げて、また経

営をつくっていくということになるわけでしょう。

監査というのは、そういうふうな使い道とかとい

うところまではチェックはしないんですか。できな

いんですか。どうなんですか。

○安慶名均代表監査委員 純利益が出た部分につい

て、具体的にどれに使ったほうがいいであるとか、

そういったことは言及はいたしません。

実際、病院は今89億円余りの累積欠損金を抱えて

おりまして、今回、22億円の純利益が出たというと

ころで、その累積欠損金も六十、七十億円弱に縮小

したというような経営状況でございます。

○照屋守之委員 それはそうですけど、コロナ関連

のそういうふうなものがあって、82億円入ってきた

わけですよね。これ、コロナ関連のそういう交付金

とかこういうのがなければ、この82億円ないわけで

すよ。82億円ないんですよね。これで、115億円の

赤字がこれだけ22億円に改善されるわけですよね。

だけど、これはコロナ関連のもので対応するとい

うことであれば、先ほどから言いましたように、中

部病院、南部病院、宮古、八重山そういう形でこれ

に使って、これのまだ同じような赤字ですよという

ことだったら理解できますけれども、そこがお金が

残って、それを相殺したら22億円黒字になっている

という、ここがやっぱりちょっと理解し難いんです

よ。

ですから、そこは監査のほうでこの予算の目的と

か、交付金の目的とかというふうな部分は、これは

チェックする立場にはないわけですか。

○安慶名均代表監査委員 この82億円の内訳としま

しては、この感染症の入院病床の確保のための支援

として約61億円、それから、感染症医療機関の協力

金として交付されているのが約６億6000万円ほどで

ございます。

その一定の事業目的に照らして交付された金額と

いうところで、大きな決算の状況として、大きな増

額要因、増額があったものですから、全体として病

院事業収益が増えた主な要因として数字は挙げてお

りますけれども、そこはもう大きな、たくさんの事

業の中で出てきた純利益ですし、当然、これが要因

になっていることは間違いないんだろうとは思いま

すけれども、それをどう使うか、今後にどう生かし

ていくかというのは、これは病院事業が考えていく

べきものだと思っています。

○照屋守之委員 私は議会の立場で、チェック機関

としてそうは思っていないんですよ。

これだけやっぱり国も、国を挙げて全国都道府県

を支援する、県にも交付金を出す、県はまた関連の

そういう法人にも、病院にも補助を出すということ

ですから。

医療従事者は本当に、県立の職員の方々があれだ

け不眠不休で頑張っていて、非常に厳しい中でやっ

ている、そういう手当が本当にしっかりできている

のか。あるいは、またほかの沖縄県の別の民間の病

院でもいいですよね。そういうところも、本当にみ

んながありがとうと言われるぐらい彼らは厳しい中

をやって、それに見合うような手当てができている

のかとかということをやっぱり真剣に考えていく

と、せっかくこういうふうなものがあれば、まずは

県立病院の、県の予算ですから、病院事業局ね。こ

れしっかりやって、もし予算の範囲だったら、民間

の方々で本当に一生懸命頑張っていらっしゃる、非

常に厳しい状況の中でやっている方々にも分けてあ

げるということが、やっぱり国もそういう思いでみ

んなに回すんだろうし、県もそういう形で県立病院

事業に回すんだろうしというこの思いがあって、

やっぱりそこは、先ほどの話じゃありませんけれど

も、監査のほうからもそういうふうな形で、今後しっ

かり考えたほうがいいんじゃないですかぐらいは
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やったほうがいいんじゃないかなという思いが一つ

と。もう一つは、これ来年、再来年になっていくと、

これ病院事業の会計で、病院事業が努力して経営改

善して、これだけの収益をつくったということに

なっていくんですよ。自分たちで努力して、こうやっ

てきたという形になるんですよ。

ですから、それはそれで結果的にはそうなること

になりますけれども、ただ、あまりにもコロナ対策

でそういう82億円というお金が入ってきて、それが

今あって、トータルして締めたら、それもトータル

して22億円利益が出たという、ここが何とも非常に

対応しっかりされているのかなという思いがあっ

て、いろんな声を聞くにつれ、やっぱり医療従事者

とか本当に、民間の方々も含めてしっかりやってあ

げたいなというふうな思いの中で、今、私は質疑を

させてもらっています。

もし機会があれば、監査のほうからも、そういう

声があったということだけは伝えていただければと

いうふうに思っています。

以上です。

○安慶名均代表監査委員 コロナの事業関連として

82億円ということですけれども、これは他会計補助

金、ほかにもいろんな要素はあると思います。

主な理由として、コロナの関係の他会計補助金と

いう説明をしておりますけれども、また歳入でも、

病院事業の歳入の中にはコロナ関連以外の当然、医

業収益もございますし、また医業収益確保の努力も

あります。費用の中でも、いろんな経費節減である

とか、その収支改善のための病院事業局の取組もか

なりやられていただいているところですので、いろ

いろな要素が重なっての純利益ですので、今、おっ

しゃるように、この22億円がコロナの余った分とい

う捉え方はなかなか一概には言えないのかなと思い

ますし、この使い方について、監査委員が言及する

ことは難しいものと思っております。

○大城憲幸委員長 仲田弘毅委員。

○仲田弘毅委員 それでは、会計管理と監査の皆さ

ん大変御苦労さまです。

まずは、業務に当たる際の皆さんの心構えについ

てお聞かせください。

○大城博会計管理者 出納事務局の役割といいます

のは、会計事務の指導ですとか、それから審査です

とか職員への指導という部分を担っておりますの

で、そのような業務を適切に行って、県の行政に対

する県民の信頼を確保していきたいと考えておりま

す。

そのために、日々の業務を丁寧に確実に処理する。

それから、私自身も研さんを積んでいきたいという

ふうに考えております。

それから、出納事務局もいろいろな業務をやって

おりまして、規程をつくったり、それから県の財務

会計システムというのを運用しているのも我々でご

ざいます。それぞれ、それを利用する県民ですとか、

あるいは会計事務に携わる県職員がおりますので、

そういった人たちに貢献できるように、社会や社会

の動き、それから経済の変化、技術革新の変化とか

を踏まえて、業務の見直しや改善というのを進めら

れるようにやっていきたいと思います。

それから最後に、業務の成果は職員が上げていく

と思いますので、職員が相談しやすい、あるいは意

見しやすい、風通しのいい職場環境というのをつ

くっていきたいと、そういうことを心がけて仕事を

しております。

○安慶名均代表監査委員 監査委員は地方自治法に

基づいて設置された機関でございますので、自治法

において、監査委員は、その職務を遂行するに当たっ

ては、監査基準に従い常に公正不偏の態度を保持し

て、監査をしなければならないというふうに規定を

されております。

また、沖縄県監査委員基準では、法令の規定によ

り、監査委員が行うこととされている監査、検査、

審査その他の行為は、県の事務の管理執行等が法令

に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的な実

施を確保し、住民の福祉の増進に資することを目的

とするというふうに規定をされてございます。

以上申し上げましたことを、私、心構えとしまし

て、監査業務に当たっているところでございます。

○仲田弘毅委員 毎年、決算監査が行われまして審

査意見書が出されます。その中で指摘や改善要望等

が出されておりますけれども、その出された後、そ

れがどのように改善されたかどうかの評価について

お伺いしたいと思います。

○安慶名均代表監査委員 決算審査に当たりまして

は、決算その他関係書類について、決算の計数は正

確であるか、予算の執行が法令に適合しているかな

どを主眼として、定期監査の結果も踏まえて審査を

行っております。

審査意見書においては毎年、審査結果に加えて、

審査意見として財政運営上留意していただきたい事

項について述べているところでございます。このこ

とについては、監査委員による本庁監査の際にも各

部局長へ直接お伝えをし、それぞれの取組状況につ
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いても確認をしておりますが、おおむね適切に対応

いただいているものと考えております。

また、知事においては決算審査意見等を踏まえ、

速やかに改善措置を講じるよう関係部局等に予算の

執行に努めることは通知をしているところでござい

ます。

それから、定期監査における個別の指摘事項につ

きましては、定期監査で確認した是正または改善を

要する事項について、各部局との調整や法令等のま

た確認も行った上で、例年12月に監査委員による協

議を経て、翌年１月に、議会及び知事等へ報告を行

い、また県民へも公表しているところでございまし

て、この指摘した事項については、また法律の規定

によって、知事は定期監査の結果に基づき、こういっ

た措置を監査委員に通知をするということになって

ございます。その過程を通して、監査委員の指摘が

改善されたことを確認しておるところでございま

す。

○仲田弘毅委員 これまで各委員から指摘もありま

したけれども、そこはやはり監査の、あるいは会計

管理者のポイントというふうに考えておりますの

で、頑張っていただきたいと思います。

本県は自主財源が乏しく、脆弱な財政構造である

ことはもう皆さん周知のとおりでありますが、依然

として、地方交付税と国庫支出金に大きく依存して

おります。そのため、県税や諸収入にしっかりと対

応する必要があります。そこで、審査意見書２ペー

ジから８ページ、そして26ページ等に、気づいた点

を質問させていただきたいと思います。

まず最初に、意見書によると、県税は減少したと

言われますけれども、国庫支出金が増になったとの

ことですが、残念ながら収入未済額や不納欠損の報

告があります。金額は幾らぐらいで、前年比等につ

いてお教えください。

○大城博会計管理者 令和２年度の歳入歳出決算の

収入未済額ですけれども、一般会計で41億8387万

1317円となっておりまして、前年度と比較して５億

4474万9172円増加しております。それから、特別会

計で33億2385万3770円で、前年度と比較して６億

363万5664円、こちらは減少しております。一般会

計と特別会計をトータルいたしますと、5888万

6492円減少しております。減少した主な要因としま

しては、先ほども一度お話ししましたけれども、下

水道事業特別会計が地方公営企業に移行したこと

で、４億6359万5664円減少したということでござい

ます。これを除く減少要因としましては、一般会計

が諸収入で３億1776万456円の減、特別会計では、

小規模企業者等設備導入資金特別会計における１億

1785万472円の減少などがあります。

○仲田弘毅委員 政治は税と言われます。税収入が

ないと、政治が動かない、行政サービスはもちろん

滞っていくわけですが、その中で毎年、我々が気遣っ

ているのが収入未済額がありますが、その収入未済

額が増加した理由は何でしょうか。

○大城博会計管理者 県税で収入未済が増加した主

な要因は、国が創設しました徴収猶予の特例の適用

によって、徴収猶予が実施される件数が多くなりま

して、法人事業税、法人県民税でこの収入未済が多

く発生している状況でございます。

○仲田弘毅委員 これ、法人税あるいはその中で、

また、個人所得税等も含まれると思うんですが、こ

れは、新型コロナ感染拡大等にも関係があるという

ふうに考えてよろしいでしょうか。

○大城博会計管理者 法人事業税、それから法人県

民税の収入未済につきましては、やはり新型コロナ

の影響による事業収益の減少が大きな影響になって

おります。

一方、個人県民税に関しましては、課税する所得

が令和元年の所得を基礎として課税されるというこ

とと、それから納税義務者数、均等割の納税義務者

数が増えているということで、収入額そのものが令

和２年度は増加している状況でございます。

○仲田弘毅委員 我々が大変心配しているのは、収

入未済額の発生そのものが結局、不納欠損に移行し

ていくというふうに言われておるわけですが、これ

はどのような基準、例えば不納欠損で入るときに何

か基準があるんでしょうか。もし基準があれば、そ

の基準に対してどういうふうに県としては対応して

いらっしゃるのか、そこをお聞かせください。

○大城博会計管理者 県税につきましては、この間、

徴収率が年々増加してまいりまして、たしか平成

30年度には全国で３番目に高い水準まで上がってき

たということで、非常に徹底的にこの徴収率の改善

に取り組んでいると思いますけれども、具体的にど

のような基準で不納欠損に入るのかというそういう

部分は、こちらのほうで県税のほうから情報収集し

ておりませんので、申し訳ないですけど総務部のほ

うに御確認いただければと思います。

○仲田弘毅委員 残念ながら、不納欠損額が前年と

比べて２億円余りも増額になっているという説明が

ありました。なるべくこういったことがないように、

やはり政治は税でありますし、監査の大きな役目で
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も、行政の大きな役目でもありますけれども、少な

い予算で大きな成果を上げていくというのが行政の

大きな務めでもあるというふうに考えておりますの

で、ぜひ頑張っていただきたいと思います。

それでは、意見書の26ページのほうに歳出につい

て表記されておりますが、先ほど呉屋委員のほうか

らもお話がありましたけれども、土木、農林含めて

トータルで803億円もの繰越額がありますし、この

繰越額は前年度と比べて208億円もあるんですね。

そして、不用額もまた329億円で、前年度100億円以

上の増加になっています。

繰越額と不用額が大幅に増加しておりますが、こ

れは監査、管理のほうで答弁できますでしょうか。

○大城博会計管理者 令和２年度の繰越額ですけれ

ども、一般会計で802億662万4099円となっておりま

して、前年度と比較して222億2151万9965円、率に

しますと38.3％増加しております。

繰越額の大きな款は、まず土木費が―すみません、

億単位でちょっと申し上げさせていただきますけれ

ども、271億円で、これは前年度と比較して約10億

円増加して４％の増となっております。こちらは、

用地の取得難ですとか計画変更等に伴う繰越しとい

うことになっております。

次に大きいのが、農林水産業費で172億円となっ

ておりまして、前年度と比較して20億円、13.3％の

増となっております。こちらは設計変更に伴い時間

を要した、実施設計が遅れた、それから関係機関と

の調整に時間を要したことに伴う繰越しとなってお

ります。

もう一点、これは新型コロナの影響ですけれども、

商工費で125億円繰越しが出ておりまして、これは

前年度から115億円、約116億円増加しております。

これは先ほども一度お話ししましたけれども、緊急

事態宣言が年度をまたいで延長されまして、この感

染防止対策として時短営業に協力してくれた事業者

への支払いなどが次年度に繰り越されたというもの

で、約87億円ほど繰越しが出ていると。繰越しの主

な内容としてはそういう状況でございます。

○仲田弘毅委員 その件に関しては、先ほど呉屋委

員からも指摘がありましたけれども、やはり適正な

予算執行というのは、県民あるいは県の経済におい

ても、大きな役目があるというふうに考えておりま

すので、そこのところは呉屋委員とともに指摘をし

ておきたいと思います。

次に、決算あるいは監査で常に問題になるのは、

その不用額をいかに減らすかというのが大きな課題

だと思いますけれども、そのことについて、監査あ

るいは会計管理者のほうではどういうふうにお考え

でしょうか。

○安慶名均代表監査委員 不用額についてですけれ

ども、いろんな要因がありますけど、今年度、不用

額が大幅に増えた理由は、新型コロナウイルス感染

症の直接のその関連事業の実績減であるのと、あと、

感染症拡大の影響を受けた各種事業の実績減、これ

が不用の大きな増額の要因になっているかと思いま

す。

それ以外にも、通常の不用の理由としまして、や

はり事業の実績減であるとか入札残、それから、年

度中途の予期せぬ事情変更であったり、災害復旧費

や予備費など、その性質上、計上しないといけない

ものが使用されなかった場合の不用というようなと

ころが、通常の不用の理由になっています。

その不用額を圧縮させるための取組としては、や

はり予算計上時における主要経費の見積りの精度を

向上させること。それから事業の早期着手と進行管

理を徹底して、効率的な執行を行うこと。さらに、

不用を年度中途で的確に見込み、その都度、使途変

更をして有効に活用するとか、あるいは、場合によっ

ては減額補正も一つの手法だというふうに考えてお

ります。

○仲田弘毅委員 次に、主要３基金について御説明

をお願いいたします。

○大城博会計管理者 主要３基金ということで、ま

ず、財政調整基金は、経済事情の変動等による年度

間の財源の不均衡を調整したり、あるいは、災害発

生に伴う不時の支出に対応するということで設置さ

れております。令和２年度末の財政調整基金の残高

につきましては、228億6217万6000円となっており

ます。

それから、減債基金につきましては、県債の償還

に必要な財源の確保により、県債残高の適正な管理

を行い、将来にわたる健全な財政運営に資すること

を目的に設置されておりまして、令和２年度末の残

高は218億2449万9000円となっております。

それから、県有施設整備基金につきましては、県

庁舎、その他の県有施設の整備資金に充てるための

財源を確保するために設置しておりまして、同じく、

２年度の残高が235億5023万9000円となっておりま

す。

○安慶名均代表監査委員 今、手元にデータとして

もらっているのが財政調整基金でありますので、

ちょっと財政調整基金について御説明をいたしま
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す。

今、説明がありましたとおり、２年度末の残高は

約228億円でありますけれども、総務部によります

と、この令和３年度の第17次補正まで含めて、当初

予算とこの補正を含めて、令和３年度末の残高見込

みは約57億3000万円というふうに聞いてございま

す。

他の減債基金、県有施設整備基金については、

ちょっと監査のほうでは今データを持っておりませ

んので、総務部にこれは御確認をいただきたいと思

います。

○仲田弘毅委員 この３基金の中で財政調整基金、

これもう基準みたいな、例えばこれだけはきちんと

して持っておかなくちゃいけないという、基準みた

いなものもあるんですか。

○安慶名均代表監査委員 財政調整基金について

は、いろんな団体の財政規模等もありますけれども、

これだけが適正な額だというような法の規定である

とか、あるいは基準、指標というのはございません。

ただ、急な財政需要に対応できるだけの財源は、

やはり行政運営上確保しないといけないというとこ

ろでありますので、一定程度確保しておく必要があ

るかと思いますが、今現在の県の基金の状況は九州

平均よりも高くて、全国平均とほぼ同水準というと

ころでありますので、急な対応の基金としては、残

高としては一定程度確保されているというふうな理

解をしております。

○仲田弘毅委員 この調整基金、基金そのものが災

害時の緊急支出、それから緊急時のための対処費用

ということになるかと思いますが、今現在、コロナ

禍でおいてどういうふうな状況になるかというの

は、コロナ感染が減少傾向にはありますけれども、

第６波云々があった場合に、やっぱりこの基金とい

うものをしっかりと確保しておく必要があるかと思

います。

お聞きしますけれども、現在、財源の確保につい

て、監査あるいは会計管理のお二方に御意見をお願

いしたいと思います。どういうふうに財源を今後、

確保していくのかですね。

○安慶名均代表監査委員 自主財源は、県が自主的、

主体的に事業を実施するというところで、非常に大

切な財源だというふうに考えております。

○大城憲幸委員長 休憩いたします。

（休憩中に、仲田委員より質問の内容を少し

変えたいとの申出があった。）

○大城憲幸委員長 再開いたします。

仲田弘毅委員。

○仲田弘毅委員 基金云々じゃなくて、本県の経常

収支比率、自主財源比率について御説明をお願いし

たいと思います。

○安慶名均代表監査委員 県民のニーズに柔軟に対

応し、自主性、主体性の下で安定的に行財政運営を

行うに当たっては、やはり自主財源の確保が大変重

要だというふうに認識をしてございます。

令和２年度の普通会計ベースの決算においては、

自主財源は2910億円で、前年度に比較し430億円増

加はしておりますけれども、依存財源でこの新型コ

ロナ関連の国庫が1220億円ほど増加した関係で、相

対的に自主財源の割合は前年度より1.6ポイント低

下して、33.1％ということになってございます。

○仲田弘毅委員 これも呉屋議員の質問にありまし

たけれども、経常収支比率、自主財源比率ともに本

県も大変厳しい状況にあるということであります。

特に経常収支に関しては、適正が70から80％と言わ

れている中で、本県を含めて九州が90％台、これは

今後、本県の高齢化社会等を含めて社会福祉等の経

費を考えると、やはり真剣に考えていかなくてはい

けないことだなというふうに考えております。

それともう一点は、自主財源比率をいかに高めて

いくかということも、我々の大きな課題だというふ

うに考えておりますので、一緒に考えて努力して、

適正な監査あるいは会計監査ができるように共に頑

張っていきたいと思います。

以上です。

○大城憲幸委員長 休憩いたします。

午後３時44分休憩

午後４時５分再開

○大城憲幸委員長 再開いたします。

休憩前に引き続き質疑を行います。

上里善清委員。

○上里善清委員 よろしくお願いいたします。

私は、審査意見書を基にお尋ねしていきたいと思

います。

審査結果の中で最後の行なんですが、一部に是正

または改善を要するという事項が書かれております

が、大体でいいんですけどね、どういうことを改善

が必要なのか、その辺ちょっとお聞きします。

○安慶名均代表監査委員 意見書に一部に是正また

は改善を要する事項があると記載をしてございま

す。これは、この改善意見の４番目の財務に関する

事務についての部分でございます。令和２年度342機

関を対象とした定期監査において、一部に財務規則
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等に定められた手続によらない不適正な処理が見ら

れたというところで、この記載をしてございます。

具体的には、契約や支出の関係では支出負担行為

の遅れたもの、給与や旅費の過不足払いがあったも

の、予定価格の設定が不適切であったもの等がござ

いました。財産や備品の管理に係る事務では、公有

財産や備品が未登録のもの、備品の貸付け手続がな

されていなかったもの等がありました。また、証紙

収納に係る事務では、県証紙の消印漏れや証紙収納

簿への登記漏れ等がございましたので、そういう記

載をしてございます。

○上里善清委員 内容からすると、単純ミスという

のが主であるということで受け止めていいんでしょ

うかね。不正があったとかどうのこうのではなくて、

単純なミスということで受け止めてよろしいです

か。

○安慶名均代表監査委員 今回、指摘した事項につ

いては、やはり財務会計の基本的な部分の規定によ

らない処理があったというところで、不正というこ

とでの指摘ではございません。

○上里善清委員 皆さん、各委員からこの自主財源

のお話があったんですが、西原町は実は４割自主財

源があるんですよね。工業地帯とかいろいろな大き

な会社があるもんで、税収が大きく入ってきている

というのが原因だと思うのですが、この自主財源を

向上させるための策として、県としてどのような指

摘をされておりますかね。

県に、こういうことをやったら自主財源がよくな

るのではないかという御指摘等は、県に対してあり

ましたか。

○安慶名均代表監査委員 自主財源の確保というと

ころは、この自主的、自立的な行財政運営を推進す

る観点から、非常に重要なことだというふうに考え

ております。

具体的な自主財源確保の方策としましては、まず

はやはり県税収入の確保というところで、いろんな

課税自主権の行使であるとか徴収対策の強化。それ

から収入未済額も多額に上っていますので、その収

入未済額の解消。それから使用料・手数料、これに

ついても受益者負担や負担の公平性の観点からの見

直し、あるいは、県有財産の有効活用というところ

では、未利用地の貸付けや売払いなどですね。それ

から、補助金の見直しであるとか、全般的に効率的

な事業執行など、様々な観点から財政基盤の確立、

自主財源の確保に努める必要があるかと思います。

中長期的には、やはり本県経済の活性化に結びつ

く安定的な税源の涵養を図っていくというところ

で、将来の税収の増につながるような環境整備、こ

れが非常に重要だというふうに考えております。

○上里善清委員 自主財源を増加させるということ

は大変重要なことですので、いかにしたらこの自主

財源が増えるかということですね。

各地方では、確保のためにふるさと納税を拡大し

てみたり、税収のアップで徴収率を上げるというこ

とはほぼ大体手は打たれているんですが、それ以上

にアップさせるための方策がもう必要になってきて

います。各自治体、多分そうだと思いますけどね。

県においても、自主財源の確保、方向性持ってやら

ないと多分いけないことだと思っておりますので御

指摘してください。

あと県債、先ほど5978億円、県債の発行残高があ

ると。これは減債基金で償却していくと思うんです

が、この推移について、一番大きかった時期は幾ら

ぐらいあったんですかね。県債の残高というのは。

○大城博会計管理者 県債残高について、28年度か

ら令和２年度までの５年分しか今手元に資料ありま

せんけれども、これで見ますと一番多かったのは、

平成28年の310億3333万9000円になっております。

○大城憲幸委員長 県債全体ですか。

○大城博会計管理者 減債基金ではなくてですか。

○上里善清委員 県債残高です。

○大城博会計管理者 平成28年から令和２年度まで

の５年間で一番残高が多いのは28年度で、6551億

9600万円になっております。

○上里善清委員 着実に一応、減ってきているとは

思います。いずれは、これはもう返済せないかん借

金ですのでね、計画的に減債基金を積み上げていく

というのは大変重要なことですので、この減債基金

の218億円ですか、現在。これが適当な水準なのか

ちょっと私には分かりませんけど。

この適当な基準というのはありますかね。例えば

10年かけて、今、約6000億円ぐらいありますよね。

この返済は、返済計画というのはどのようになって

いますかね。

○安慶名均代表監査委員 所管ではないところです

ので、ちょっと返済計画までは承知をしておりませ

んけれども、県債残高については、これは九州平均、

全国平均と比較してもかなり低い水準にあります。

その理由として、高率補助で裏負担が小さいので

起債をする額も少なくて済んでいるという部分と、

あと県の行財政改革の一環として臨時的な県債、減

収補塡債であるとか、臨時対策債とか、そういうこ
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とを除いた通常の建設事業のところに充てる起債に

ついては、上限210億円をめどとして県債の発行を

抑制するというような県の施策もありますので、そ

れが相まって今、県債、全国、九州とも比べても低

くて、また毎年今低減しているという状況でありま

す。

ただ、これがどこまで落とすという目標があるか

どうかは、ちょっと承知をしておりません。

○上里善清委員 ちょっとこれは監査委員の項目で

はないと思いますけど、県有財産を処分して、財政

調整基金に積み上げるということがちょっと一部報

道であったんですが、この方法は会計上はできるん

ですか。ちょっと、これは多分、部外の質問かもし

れないけど。

○安慶名均代表監査委員 今の御質問は、県有施設

整備基金の活用の件だと思います。

県有施設整備基金は、これは沖縄県県有施設整備

基金条例が根拠としまして、県の庁舎、その他の県

有施設の整備資金に充てるために設置された基金と

いうことでありますので、監査委員としては、その

設置目的に沿って運用されているものと承知をして

おります。

これが私も新聞報道で拝見をしましたけれども、

このコロナウイルスの財源としてこれが活用できる

のかどうか。少なくとも、条例の改正等も必要にな

るのかなと思いますけれども、これについては、所

管は総務部でございますので、総務部に確認をお願

いしたいと思います。

○上里善清委員 多分そうだと思いましたので、一

応あえて質問しました。どうもすみません。

では、皆さんからもいろいろと質問あったんです

けどね。収入未済額と不納欠損なんですが。不納欠

損は多分何か規定があって、それを過ぎたら不納欠

損にするということになっていると思うんですが、

この規定どんななっているか、県の規定ちょっと教

えてくれますか。

○安慶名均代表監査委員 不納欠損として整理すべ

きものとして考えられるのは、ちょうど時効の問題

があろうかと思いますが、一つには債権の消滅時効

が完成し、債務者が時効の援用をしたとき、あるい

は、納入義務者に係る債権を放棄したとき、滞納処

分の停止後３年を経過したときとか、あるいは判決

によって債権の不存在が確定をしたり、会社更生法

や破産法の規定に基づいてその債務が免責された場

合等々、法令等で定められた基準があろうかと思っ

ております。

○上里善清委員 時効としては、５年ぐらいだった

と思いますけど。時効は５年でしたかね。県もそう

ですか。

○安慶名均代表監査委員 時効については、金銭債

権の場合は５年間不行使で時効になるというところ

です。

それから、地方税の消滅時効は、法定納付期限の

翌日からこれも５年間不行使で実行というところで

ございます。滞納処分をした場合には、その滞納処

分で停止後３年経過後、納税義務が消滅すると。

それから、この公債権ではない私法上の債権、い

ろいろと契約であるとか、貸付け等で県が持ってい

る債権などについては、やはり民法の規定が適用さ

れます。これについては10年間不行使で消滅という

ところだと思います。

○上里善清委員 分かりました。

あと、収入未済額なんですが、コロナの影響で、

これは予備軍がかなり増えるんじゃないかと私も

ちょっと危惧しておりますけど、大体、決算締めて

二、三か月後ぐらいにある程度は解消するというこ

とになるとは思いますけどね。

この収入未済額を何とか減らすための方法とし

て、県にどのようなアドバイスをしているのかです

ね。

○安慶名均代表監査委員 収入未済につきまして

は、縮減に向けた対策が進められておりまして、一

定の成果を上げているというふうに監査委員として

は認識をしております。

ただ、依然として多額であることから、これは住

民負担の公平性と歳入確保という観点からもその縮

減を図ることが重要でありますので、やはり効果的

な徴収対策、それから適切な債権管理、これはもう

不納欠損処理まで含めて、適切な債権管理によって

収入未済の縮減、それから新たな収入未済の発生の

防止というところが重要だというふうに考えており

ます。

○上里善清委員 ほぼ聞いておりますので、じゃあ

聞くのはやめましょうかね。大体、自民党さんがやっ

た質問でほぼ聞いているんで、じゃあもうやめます。

終わります。

○大城憲幸委員長 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 すみません。お疲れさまです。

では、質疑をさせていただきますが、ちょっと私、

通告をしたものの１番目と４番目を割愛させていた

だきたいと思います。といいますのは、やはりこの

コロナ禍においての予算の組替え等というのをお聞
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きするのは、やはり一番最初の質疑者の答弁を聞い

ておりますと、これは皆さんに聞くことではないな

という判断をいたしました。

そこで、２番目のほうもダブっておりますので一

部だけお聞きしたいと思うのですけれど。

先ほどから、やっぱり収入未済額の問題等が多く

の方に質問をされているんですが、私はコロナの影

響を受けて、どこにどういう影響が出るんだろうか

ということを想定をしていたんですけれども、やは

り収入未済額についてのところに触れざるを得ない

なと思うんですが、ここは県税とか法人事業税等が

あると思うんですが、やはり皆さん御指摘のとおり、

徴収猶予の特例制度というのが、法人事業税のほう

に例年になく増えているというような現状はあるの

でしょうか。

○大城博会計管理者 徴収猶予の特例の適用実績で

すけれども、令和２年度の課税分で法人の事業税、

それから特別税も含めての件数で７月末現在で

598件、徴収猶予実施されていると。それから、法

人の道府県民税で380件適用実績があるというふう

に聞いております。

○比嘉京子委員 めったにこういう質問はしたこと

がないのですけれど、これは例えば、これまでの前

年とかその前の年とか、そういうところと比較する

とどういう状況にあるんでしょうか。やはり、どれ

ぐらい多くなっているのかとか、そこら辺お分かり

でしたら教えてください。

○大城博会計管理者 すみません、この徴収猶予の

特例そのものが新しい制度になっておりまして、

２年４月に創設された、コロナの状況を踏まえてで

きた新しい制度になっております。

○比嘉京子委員 分かりました。

では、これまでになかった制度において、これだ

けの件数の猶予の申請があるということが理解でき

ました。ありがとうございます。

もう一点は、先ほど上里委員からもありましたけ

れども、やっぱり自主財源を高めていくためにどう

するかということがよく多くの方から質疑をされて

いると思うんですが、私の認識では、県税等のいわ

ゆる収納率というんでしょうか。収納率というのは、

かなり高いというふうに理解しているんですが、い

かがでしょうか。

○大城博会計管理者 これは県税の収納率の推移で

すけれども、ぱっと申し上げますと、平成28年度が

98.6、29年が98.8、平成30年が99.1でこの５年間で

一番高くて、その後、令和元年に98.6、令和２年度

は97.9と、コロナの影響もありまして下がっている

状況がございます。

○比嘉京子委員 これは、他府県との比較みたいな

ものはありますか。

○安慶名均代表監査委員 全国での順位を御説明し

ますけど、今、28年から率の説明がありましたけれ

ども、28年が７位、29年が11位。この一番高かった

99.1％の30年度が３位でございます。その後、元年

が36位、令和２年は44位ということになってござい

ます。

○比嘉京子委員 私はこの３位のときの記憶だった

んですけれど、やっぱり収納環境がどんどんよく

なっているというか、工夫されてきているなと思う

んですね。例えば、コンビニであるとか、それから

ネットも可能ですよね。ネットも可能だったりする、

郵便局、ネット、そういう環境がどんどん改善され

てきて、そこと県税と一緒にやっぱり市町村税も一

緒になっているわけですので、やっぱりそこはもっ

ともっと、今のニーズに合うように改善をしていく

必要があるのかなというふうに思うし、全国にも引

けを取らないのではないかというふうに評価をいた

しております。

では、次に参ります。令和２年度から導入された

というふうに、初めて見るような内部統制制度とい

うのが監査書の中に書かれておりましたけれども、

その目的と効果について伺いたいと思います。

○安慶名均代表監査委員 内部統制制度は令和２年

度から導入をされまして、この令和３年度に入りま

して、評価報告書が知事部から、長から提出をされ

まして、今回初めて監査においても審査をしたとこ

ろでございます。

国のガイドラインによりますと、内部統制の目的

は、住民の福祉の増進を図ることを基本とする組織

目的が達成されるよう、行政サービスの提供等の事

務を執行する主体である長自らが、組織目的の達成

を阻害する事務上の要因をリスクとして識別及び評

価をし、対応策を講じることで、事務の適正な執行

を確保すること、これが制度の目的でございます。

○比嘉京子委員 そのことによってどのような恩恵

といいますか、福祉の向上につながるという理解を

すればよろしいでしょうか。

○安慶名均代表監査委員 これも国のガイドライン

でありますけれども、この内部統制の導入によって、

組織的な取組が徹底されることによって、知事に

とってはマネジメントが強化され、政策的な課題に

対して重点的に資源を投入することが可能となる。
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職員にとっては、業務の効率的、効果的な達成によ

り、安心して働きやすい魅力的な職場環境が実現さ

れる。住民にとっては、信頼に足る行政サービスを

享受するなどの効果が期待されると言われておりま

す。

○比嘉京子委員 令和２年度からの導入なので推移

を見守っていきたい、結果を見守っていきたいと

思っています。

一括交付金いわゆる国庫支出金の中の一括交付金

というところに質問したいと思います。

まず、平成24年度に創設された制度ですけれども、

ハード、ソフトがございますけれども、当初は非常

に、市町村も県も含めて試行錯誤が続いたというふ

うに理解をしておりますけれども、どんどんに執行

率も上がってきたのではないかというふうに思って

います。

令和２年度の執行率はどういう状況でしょうか。

○大城博会計管理者 総務部がまとめました令和

２年度の沖縄振興特別推進交付金、ソフト交付金の

執行率は、県と市町村分のトータルで84.0％。前年

度と比較して1.6ポイント増加しております。

次に、ハード交付金の執行率は71.1％で、前年度

と比べ0.1ポイント低下しております。

○比嘉京子委員 この一括交付金に関しましては、

今回のコロナという問題とはあまり影響を受けてい

ないと、この数字を見ている限り思うんですが、そ

ういうふうに理解してよろしいでしょうか。

○安慶名均代表監査委員 この数値とコロナの関係

については、監査の中で比較、分析とかをしている

わけではありませんけれども、ソフト交付金でやっ

ている事業で、いろんな交通コストの低減事業であ

るとか、そういった人流あるいは物流に関連する大

きなコロナの事業もあると思います。コロナという

か、交付金を活用した事業ですね。

そういうものについては、やはりその人流、物流

が抑制されるという中では、事業の執行額というか、

そういうものについてはやはり影響は受けているの

だろうと思います。

○比嘉京子委員 今朝からの質問で、土木建築関係

の繰越しの多さということが指摘されましたので、

一括交付金のハードはどうなんだろうということも

ありましてお聞きしたら、0.1％の増加ということ

で、決して前年と大きく差がないということが分か

りました。

次にお聞きしたいんですけれども、代表監査と会

計管理者におかれましては、この交付金どんどん執

行率上がってきておりますけれども、どういう点が

皆さんから御覧になっていて課題というふうに考え

ておられるんでしょうか。

○安慶名均代表監査委員 一括交付金は平成24年度

にスタートをしておりますけれども、執行率の低さ、

あるいは繰越額、不用額の多さということが指摘を

されてきたところであります。

この間、県あるいは市町村も含めて、その執行率

の向上に連携をして非常に頑張ってきたところがあ

ろうかと思いますが、具体的にはやはり早期の交付

決定、可能な限り、年度前に調整をして４月１日に

は交付決定をいただくと。そして、早期に事業に着

手をするということ。それから、早期に事業着手し

たものについては、県においても、また市町村にお

いても、そういう関連の会議を開催をしまして、そ

の進捗状況を常に把握をして、進捗の弱い部分ある

いは事業の見通しが立たないというようなものがあ

れば、別の事業に振り替えていって活用していくと

いうことが、非常に年々その連携が強化されて、執

行率の向上につながっているものというふうに考え

ています。

○比嘉京子委員 不用額を出さない、繰越額は出さ

ない、できるだけ出さない、なくしていくというこ

とが肝要であるというお話だったと思いますけれど

も、令和２年度の繰越額、繰越率というのはどうい

うふうな状況になっているんでしょうか。

○大城博会計管理者 令和２年度のソフト交付金の

繰越額ですけれども、これは国費ベースで87億

3500万円、率を申し上げますと14.2％となっており

ます。今がソフト交付金ですね。

それから、ハード交付金の繰越額ですけれども、

198億2300万円、繰越率は28.1％となっております。

○比嘉京子委員 このパーセンテージを見ますと、

不用額というのは数パーセントというふうに理解す

るんですが、よろしいでしょうか。

○大城博会計管理者 不用率は、ソフト交付金で

1.8％、ハード交付金で0.9％となっております。

○比嘉京子委員 やはり金額を聞きますと、パーセ

ンテージで低くても非常に膨大な金額になるので、

本当にまだまだ努力が足りないのかなというふうに

理解をしたところですけれども、一つに私、当初よ

りも現在的な状況が分からないのが、一括交付金が

決まる時期ですね。決まる時期というのはいつ頃で

しょうか。そこにもその執行率の低さというのが影

響していないだろうかというふうに考えるものです

けれども。年度始めに決まっておらず、どうなのか
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なと。現在は改善されているんでしょうか。

○安慶名均代表監査委員 一括交付金の予算自体が

確定するのは、12月の予算の議案確定のときだと思

います。

交付決定については随時、この計画が上がった時

点で調整をされるものと思いますけれども、近年は

４月の交付決定の率が非常に高まっているというふ

うに聞いております。

○比嘉京子委員 もう一つ、今回、次年度にも影響

するとは思うんですけれども、一括交付金の場合、

国の事情とかまた財政事情によって一定化していな

い、いわゆる左右されてしまうという点で、県も市

町村も計画が立てづらいということはないでしょう

か。

○安慶名均代表監査委員 今の御質問につきまして

は、これは国の予算編成過程のことだと思いますの

で、監査委員からの言及はちょっとできないものだ

と考えています。

○比嘉京子委員 やはり国からも、当初はかなりの

指摘で、執行率が悪いじゃないかと。だから減額だ、

減額だという方向に行っていた時期もかなりありま

したけれども、そういう言ってみれば、執行のスピー

ドを上げるために、年度の途中であったりというこ

とが改善されるということが大事だろうというふう

に思っておりました。現在では４月からスタートが

できるということで、そういう意味では、24年から

始まっていますけれども、改善されているのかなと

いうふうに理解をしています。

なぜ、今日このことをお聞きしたかと言いますと、

やはり自主財源をやはり高めていくということは、

沖縄県にとってずっとの課題であると思うんです

ね。長年の課題であるというふうに思います。

そういう意味で言いますと、やっぱり一括交付金

を利用して、どうやって税収を上げていくのか、産

業構造にどうやってメスを入れていくのか、どう

やって収益上げていくのかということを含めて、そ

こにもっともっと戦略を立てて、市町村もそうです

けれども、県もそこにつなげていくことが必要なの

かなというふうに私は思っております。

以上で終わります。ありがとうございました。

○大城憲幸委員長 瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 ではお願いします。

まず、審査意見書３ページに行財政運営について

記述があり、４ページの意見書のほう（３）事業執

行について、新型コロナウイルス対策関連の要因を

除けば、様々な成果も現れているというふうに記し

ています。

コロナ禍の１年でしたが、コロナ禍の中での行財

政運営について、総括的な評価と分析について伺い

ます。

○安慶名均代表監査委員 令和２年度は、全庁挙げ

て新型コロナウイルス感染症に対応するため、感染

防止や、あるいは経済、雇用支援対策などに取り組

んだ１年だったかと思います。

その財源として、地方創生臨時交付金や包括支援

交付金などの国庫支出金、これを最大限活用すると

ともに、また県においても財政調整基金の取崩し、

減収補塡債の発行、経費の節減などによって財源を

捻出し対応したところでございます。その結果とし

て、決算の規模として、歳入歳出ともに22.8％増の

過去最大規模の決算ということになったかと思いま

す。

これに連動してという部分もありますけれども、

繰越額や不用額も大幅に増加をしているという状況

がございます。

以上が決算の状況の分析でございます。

○瀬長美佐雄委員 評価に当たって、様々な成果が

現れていると。若干、先ほどの最後のも併せて、具

体的にこの改善された部分という点で指摘できる点

について、ほかにもあるのかどうか伺います。

○安慶名均代表監査委員 不用額等に述べた部分の

記載ですけれども、不用額も増えてはおりますけれ

ども、これは新型コロナ関連事業の実績減であると

か、その影響を受けた事業の実績減、そういうのが

不用につながったものと考えておりますが、その特

殊な要因を除いて考えた場合には、各種の不用額圧

縮の取組の成果も出てきているものというふうに監

査委員としては認識、理解をしてございます。

○瀬長美佐雄委員 15ページ、16ページに性質別構

成の中に占める人件費があります。これについて、

例年との違い、比較として九州平均、全国平均―

16ページにもありますが。九州平均、全国平均に近

づいているというのが２年度の決算だと見られます

が、これについてどう評価されているのか伺います。

○安慶名均代表監査委員 性質別の比較表の中にお

ける人件費が10億円ほど増加をしていますが、その

増の理由としては、教職員数の増であるとか、会計

年度任用職員制度の導入など、こういうのが影響し

ているというふうに理解をしております。

○瀬長美佐雄委員 それで気になったのは、コロナ

禍の１年でしたという点で、人件費、今、定員数増

というのも説明ありましたが、個々個別に言うと、
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超過勤務であったり残業、あるいは祝祭日の勤務も

増えたのかなという点で、その勤務実態が一定コロ

ナ対応で増えたと。病院事業局は特にそうでしょう

が。この決算の中に占めるそういった要素もあるの

かないのか伺います。

○大城博会計管理者 総務部のほうに知事部局の時

間外の実績を確認しました。令和２年度の１人一月

当たりの時間外勤務実績が13.1時間ということで、

前年度の12.2時間と比較して0.9時間の増加という

ことでございます。ただし、部局によっては、増加

幅が大きくなったりしている部局もございます。

○瀬長美佐雄委員 14ページに移ります。

自主財源で2910億円、前年度比430億円増えてい

ますと。諸収入の増という説明がありました。この

増の説明もありましたが、これはコロナ対策の一環

としての一時的な増額なのか、あるいは今後も増え

るという要素があるのか、それについての説明を受

けたいと思います。

○大城博会計管理者 諸収入につきましては、先ほ

どもお話しましたけれども、県単融資制度でコロナ

関連の新しい貸付け制度を創設しまして、従来より

も金融機関に貸付けの原資となる資金を多く供給し

ております。コロナに関連して融資の原資を増加さ

せたということです。コロナ対応資金です。

○瀬長美佐雄委員 返済もいろいろ事業としてある

のかなと思いますけど、いわゆる一時的であって、

今年度、次年度以降そういう意味では増と。どんと

増えるという状況はちょっとないのかなと。どんな

状況なのか、それの確認でした。

○大城博会計管理者 少なくとも令和２年度、令和

３年度は、その融資実施されておりますけれども、

次年度以降も継続されるかどうかというのは、

ちょっと申し訳ないですけれども、商工労働部に御

確認いただければと思います。

○瀬長美佐雄委員 19ページに、税目別の県税収入

の状況があります。個人の県民税あるいは個人の事

業税は増加していると。この分析として、コロナ禍

でありながらも増えていると、着実にという状況の

分析はされているんでしょうか。

○大城博会計管理者 個人県民税につきましては、

対前年度比で23億円増加しております。これは個人

県民税の２年度の課税というのが、新型コロナウイ

ルス感染症の影響前の令和元年所得を基に算出され

ること、それから、均等割の納税義務者が増加して

いることによるものと聞いております。

○瀬長美佐雄委員 法人県民税、法人事業税は減額

と。減っていると。その関係で言うと、例えば、赤

字が増えて納付した企業数、法人税を納める事業者

数が減ったということなのか、それは減らないけれ

ども、納付額が―もうけの減少に伴って納める額が

減ったのか。そこら辺の分析は何かありますか。

○大城博会計管理者 法人事業税、それから法人県

民税、法人関係２税の収入が減った理由は、税務課

のほうからは企業収益が減少したからというふうに

聞いております。

収入未済が増えておりますのは、先ほどお話しま

した徴収猶予の適用を受ける事業者が多かったとい

うことでございます。

○瀬長美佐雄委員 あと、県税も着実に収納率も上

がってきているのかなというふうなことと、今年度、

２年度下がっているような感じもしますが、この間

の徴収業務の改善の努力、あるいは収納率の全国的

な順位というのはどんな到達になっているか伺いま

す。

○大城博会計管理者 直近５年間の県税の収入額の

推移を見ますと、元年度までは増収傾向にありまし

たけれども、２年度の税収は32億円、率にしまして

2.4％の減収となっております。

新型コロナの影響で、観光、飲食など多くの業種

に影響が生じておりまして、法人関係２税が減収し

ております。

県税の徴収対策としましては、自主納付を促進す

るための広報のほか、納税の利便性向上に資する取

組として、収納方法の多様化ですとか、一方、滞納

処分の強化に取り組んでいるというふうに聞いてお

ります。

○瀬長美佐雄委員 収納率はどれぐらいの到達にな

るんでしょうか。全国比で言うと。

○大城博会計管理者 令和２年度の沖縄県の収入率

の順位は44位と聞いております。

○瀬長美佐雄委員 ぜひ、努力が必要かと思います。

次に、自動車税の税収について伺います。増額と

なっています。そこら辺では、この原因、台数が増

えたのか、それとも課税の率が増えたのか、そこら

辺の分析を伺います。

○安慶名均代表監査委員 自動車税につきまして

は、収入済額で３億5900万円増という決算をしてお

りますけれども、ちょっと比較の数値は持っており

ませんけれども、納期内納付率などが87.3％、これ

は全国14位という割と高い数値になっております。

それもまだいろんな徴収対策としての広報活動で

あるとか、納付環境の整備、滞納処分の強化、ある
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いはコールセンターによる早期の納付の呼びかけ等

々、様々な徴収の努力が納期内納付の高い数値に結

びついていると思いますし、これが決算の数値にも

よい影響を与えているのかなというふうに思いま

す。

ただ、詳細は税務のほうにお願いしたいと思いま

す。

○瀬長美佐雄委員 ちょっと米軍関係の自動車税も

そこに含まれていると思いますので、収納状況とか、

あと米軍関係の自動車税の優遇税制の仕組みについ

て、概括的にでよろしいですのでお答えください。

○大城博会計管理者 令和２年度の米軍人軍属等の

課税額は、トータルで２億5699万円と聞いておりま

す。課税された台数は２万876台ですね。

自動車税の税率につきましては、日米安全保障条

約第６条に基づく地位協定第13条第３項及び第14条

第６項の規定に基づきまして、日米合同委員会にお

いて合意された税率によって課税することになって

おりまして、地方税法に定める標準税率とは異なっ

ていると聞いております。

○瀬長美佐雄委員 優遇していますということで、

県民並みに徴収できれば２年度幾ら入ったんだろ

う。トータルして、復帰後ずっと軽減されてきてい

るという点では、トータルでどれぐらいの差額にな

るのか伺います。

○大城博会計管理者 総務部に確認しましたとこ

ろ、一般県民並みの税率に置き換えて算出した場合

の税額は、令和２年度８億1276万円になると聞いて

おります。復帰後、昭和47年から令和２年度までの

49年間、これは民間車両と米軍人の私有車両の税額

の差額を出しまして、それを台数に掛けていると

いった手法で差額の累計額を算出すると、約298億

円になると聞いております。

○瀬長美佐雄委員 県内でも個人の堅実な税収と法

人の減という点で、国税について、この間ずっと順

調でしたが、令和２年はやっぱり減ったということ

なのか、状況分かれば伺いたいと思います。

○大城憲幸委員長 休憩いたします。

（休憩中に、委員長が瀬長委員に対して、細

かい質問については、会計も監査も答えら

れないと指摘した。）

○大城憲幸委員長 再開いたします。

瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 分かれば、後でお伝えください。

では、一括交付金について伺います。

ハード、ソフトそれぞれの執行状況や、繰越金、

不用額が令和２年度どうだったのか伺います。

○大城博会計管理者 執行率は先ほどもお話しまし

たけれども、令和２年度のソフト交付金の執行率が

84.0％で、前年度に比べ1.6ポイント増加しており

ます。繰越額は87億3500万円で、前年度と比較して

６億800万円、率にして6.5％減少しております。不

用額は11億1600万円で、前年度と比較して、率にし

て35.7％減少しております。

次に、ハード交付金ですけれども、執行率は71.1％

で、前年度に比べ0.1ポイント減少しております。

繰越額は198億2335万円で、前年度に比べ、率にし

ますと7.7％減少しております。不用額は６億1004万

円で、前年度に比べ、率にして9.7％増額しており

ます。

○瀬長美佐雄委員 一括交付金が、次年度以降も確

実なのはまだですが、この一括交付金の果たしてい

る役割は大きいと思うんですね。市町村も継続をと。

県も一緒になって獲得のために動いているかと思い

ますが、この一括交付金の果たしている役割につい

て、監査委員として所見を伺いたいと思います。

○安慶名均代表監査委員 一括交付金の果たしてい

る役割ですけれども、この一括交付金によって、県

並びにこれは市町村も含めてですけれども、その自

主的な選択に基づいて、これまで国庫補助制度では

対応がなかなか難しかった、その上でまた住民ニー

ズの高い離島振興あるいは人材育成、交通コスト関

係、それから医療、教育、福祉など、様々な分野で

の事業展開が可能になったというふうに考えており

ます。

また、産業振興分野等においては、集中的、戦略

的に事業が実施され、その成果も上がっているもの

というふうに認識をしております。

○瀬長美佐雄委員 一括交付金の継続の課題ととも

に、本来の一括交付金が創設されて、自由度の高い、

本当に地方主権という点で沖縄県が活用されてきた

と思います。ところが現実的には今、減額状況があ

ることと、沖縄県を飛び越えて市町村に交付される

という事業予算になったりしていますが、これにつ

いて、なぜ県を飛び越えてそこに行くのかという事

業メニューとしての在り方、あるいはその令和２年

度執行状況がどうだったのか、調べてあれば伺いま

す。

○安慶名均代表監査委員 一括交付金の減額あるい

は、今おっしゃっていたような、県を飛び越えてと

いうような事業メニュー。これについては、国の予

算編成あるいは政策の結果だと思いますので、我々、
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監査委員の立場で申し上げることはできないと考え

ております。

○瀬長美佐雄委員 一括交付金が減るのは執行率が

悪いからだという国会議員もいらっしゃったりし

て、実際的には執行率も向上させてきたのかなと、

その努力も含めて、認識として執行率、事業効果含

めて、対応としてはどういう評価しているんでしょ

うか。

○大城博会計管理者 ソフト交付金の執行率は、平

成30年度に88.5、元年度に82.4、令和２年度に84と

なっております。ハード交付金は、30年度が71.2、

令和元年が71.2、令和２年度が71.1ということでほ

ぼ同じ水準ですので、執行率は少なくとも悪くなっ

ている状況にはないと考えております。

○瀬長美佐雄委員 移りますが、一括交付金の前に

振興予算、毎年3000億円台確保できました。ただ、

振興予算という中に、ＯＩＳＴあるいは国の直轄事

業があって、沖縄県が実質的に関わる予算というの

は、決算額としては幾らになるのかなということで

伺いたいと思います。

○大城博会計管理者 内閣府が公表しております令

和２年度の沖縄振興予算は、トータルで3010億円と

承知しております。そのうち沖縄県が関与する沖縄

振興公共投資交付金、それから沖縄振興特別推進交

付金などの合計が、これは総務部が整理した資料に

よりますと1552億円となっております。

○瀬長美佐雄委員 ちょっと質問変えます。

病院事業会計における黒字の要因を他会計補助金

の事業だという説明も受けました。この他会計補助

金のメニューの数で金額という点では、この黒字の

要因に関わって、どんな状況なのかを伺います。

○安慶名均代表監査委員 他会計補助金の、ずっと

全ての事業把握をしてございません。数は分かりま

せんけれども、主な事業82億円の主な内容として、

新型コロナウイルス感染症入院病床確保支援事業と

して、およそ62億円。新型コロナウイルスの感染症

の医療機関協力金交付事業として、およそ６億

6000万円が主な事業ということになっております。

○瀬長美佐雄委員 あと、特別会計で沖縄県の公債

管理特別会計があって、それを設置した目的に金利

の管理とか含めてあると思いますが、これの特別会

計を設置したことで得られた効果が、実際に実績と

いう形であるのかどうかの確認させてください。

○安慶名均代表監査委員 公債管理特別会計は、平

成23年度に設置をされております。

この設置の目的でございますが、これは当該年度

の定時償還分、公債費として支払う分と、借換えを

行って後年度に負担を繰り延べる分、これは公債管

理特別会計に今、分離をされておりますけれども、

これが一般会計でやってしまいますと、膨大な繰上

償還の金額が歳出に入って、そしてまた、借り換え

た額が歳入に入ってきて、本来の県の予算の規模を

大きく膨らませてしまうというようなところがある

もんですから、そこを明確化して透明性を高めると

いう意味で、公債費の適正な管理というところから、

この特別会計を設置されたものと理解をしておりま

す。

数値的に効果がというのはちょっと御説明はでき

ませんけれども、そういった趣旨の特別会計でござ

います。

○瀬長美佐雄委員 以上です。ありがとうございま

した。

○大城憲幸委員長 それでは引き続き、喜友名智子

委員。

○喜友名智子委員 お疲れさまです。

最初に、令和２年度のコロナ関連の予算、特にコ

ロナの臨時交付金、あとは包括支援金もあるんです

かね。県財政に与えた影響について、全体的な概要

を教えてください。

○大城博会計管理者 令和２年度の収入済額は、億

単位で申し上げますと令和元年度と比較して1672億

円増加しております。このうち、臨時交付金が273億

円を占めております。

一方、支出済額ですが、令和元年と比較して1655億

円増加しております。このうち、臨時交付金を財源

とする支出は268億円と聞いております。

○喜友名智子委員 このコロナ関連の予算は、例年

の予算とは恐らく違った確保の仕方だったと思うん

ですけれども、どのような形で国のほうから予算を

確保したのか教えてください。予算確保に至るまで

のプロセスですね。

○大城博会計管理者 すみません、臨時交付金の国

との調整は、県では企画部でやっておりまして、我

々はそういう事務に携わっておりませんので、具体

的なプロセスを御説明することはできません。

○喜友名智子委員 分かりました。

次に、決算の審査意見書の中で、ほかの委員から

も質問が幾つかありましたけれども、今年度から始

まっている内部統制業務ですね。内部統制業務とこ

の監査、それから従来から行われている行政運営プ

ログラム、少し業務のひもづけが分からなくて、ど

のような形で監査に結びついているのか、全体像を
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教えてください。

○安慶名均代表監査委員 従来の定期監査は財務監

査が中心でありますけれども、監査委員がその部署

に出向いて、関係帳票等チェックをして監査をして、

不適切な処理があれば指摘をするというところでし

た。

今回の内部統制制度は、平成29年度の地方自治法

の改正に伴って、全国的に一斉に令和２年４月１日

からスタートした制度でありまして、これについて

は長が自ら県のこの行政各事務に内在しているそう

いったリスクをあらかじめ識別をして、そして、そ

れを最終的に自ら評価をしてチェックをすると。そ

のリスクの不備があったのか、なかったのか。これ

は長が自らチェックをするというのが内部統制の制

度でございます。

監査としても、監査の際にその内部統制の制度の

そういった手続が適切に行われているかどうか監査

をしながら、今回初めて報告書が出てまいりました

ので、それについて審査意見を述べたところであり

ます。

将来的に、内部統制の制度が徹底してできること

になれば、基本的な部分は内部統制でしっかりとチ

ェックをしてもらう。そして、監査はさらに、もっ

とこの深掘りをするような監査をするというような

ことも、期待できる一つのことになっております。

○喜友名智子委員 この内部統制の業務プロセスを

つくる際に、恐らくこの各部署の業務の見える化、

マニュアル化をするのが一番手間がかかった部分で

はないかなと思うんですけれども、この内部統制の

プロセスつくるときに、監査委員の皆様はどういっ

た形で関わりましたか。もしくは、まず関わったの

かどうか教えてください。

○安慶名均代表監査委員 この内部統制のリスクを

識別するのは、これは知事部局が主体となってやっ

ております。新たな取組でしたので、その事業進捗

については、監査もいろいろと意見交換もしながら

進めてはまいりましたけれども、実際にそのリスク

を識別するのは、これは知事部局が行うと。

ただ、その際に、これまでの監査で指摘した様々

なものがあります。これはしっかりと、知事部局で

リスクを識別する際の参考として活用していただく

というようなことで、監査も関わっているというよ

うなところはあろうかと思います。

○喜友名智子委員 まだ始まったばかりの仕組みな

ので、実績積みながら、また今から改善をされてい

くかと思いますけれども、内部統制で発覚した事務

の不備等々が見つかった場合には、監査でも恐らく

指摘があるのかなと思うんですね。

これ、監査で指摘があった事項が、また内部統制

業務にどのように反映されることになっているんで

しょうか。

○安慶名均代表監査委員 いろんな様々な観点から

内在するリスクは識別をしていくことになろうと思

いますけれども、その最大の参考となるのはこれま

での監査の指摘だと思います。

監査で指摘されたときに、それは指摘があれば対

応して改善をしていくわけですけれども、こういっ

た事務の中で起こり得る発現性の高い指摘事項につ

いては、今後は、その内部統制のリストの中に組み

込んでいくということで、それは注意喚起になって

ミスを起こさないということにもつながりますし、

仮にミスがあったとしても自らチェックをして是正

をできる。そういう取組につながっていくものだと

思います。

○喜友名智子委員 ありがとうございます。

次は、同じ決算の審査意見書のちょっと個別の話

になりますが、48ページと49ページですね。

中央卸売市場と林業・木材産業の改善資金のほ

う、こちら収入未済額がありますけれども、どちら

も理由がほぼ似ていまして、経営不振により使用料

の支払いが延滞となっている、あるいは貸付金の償

還が延滞となっているということになっています。

この経営不振の理由について、何か監査のほうに

説明はありましたでしょうか。

○安慶名均代表監査委員 監査の中で収入未済の理

由として、企業あるいは貸付けした相手の経営不振

によって償還返済がなかったというお話は聞いてお

りますけれども、個別の事業所、その内容まではま

だ把握はしてございません。

○喜友名智子委員 コロナ関連の理由によるのか、

それとも、もうコロナが関係なしにもともと経営不

振だったのかというところが分かれば、次年度以降、

何か改善の余地があるのかなと考えたんですけれど

も、そういった議論はあったでしょうか。

○安慶名均代表監査委員 そこまで細かく分析はし

ておりません。

○喜友名智子委員 分かりました。

私のほうからも後の委員と質問が重なりますの

で、以上で終わります。

○大城憲幸委員長 では、引き続き仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員 お願いします。

私のほうは、代表監査委員のほうにまとめており
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ましたけれども、評価とそれから課題、そして見通

しというところでお聞きをしたかったんですけれど

も、評価については、朝からずっとこの間述べられ

ておりますので、評価については割愛をしましょう

ね。

総まとめとして、意見書の中に示しています行財

政については、最小の経費と最大の効果を上げるの

がもう基本原則なんだということでもう結んでい

らっしゃいます。

改善を要する事項というところで、１項目から

４項目まで、行政運営、未収入、それから不納欠損

処理と事業執行財政の事務というところで、意見書

を毎年、この項目で挙げられておりますけれども、

毎年見る限りでは、大体毎年同じようなことが書か

れているのかなというふうに思えて、同じフレーズ

が並んでいるのかなというふうに思っているんです

けれども。

この毎年、執行部のほうに、こうした事業管理や

事務処理がどのように生かされているのかなと。ど

の点が改善されて、そしてまた、どういうところが

努力の跡が見えているのかなというところで、毎年

監査をされている代表監査委員のほうに率直に、こ

ういう点がやはり変わっています、あるいは、努力

の跡が見られますねというようなところがおありか

どうか、その辺お聞きしたいんですが、よろしいで

しょうか。

○安慶名均代表監査委員 確かに審査意見書の文言

については、例年と同様な部分もありますけれども、

やはり大きな組織、大きな予算に対する決算に対す

る指摘でありますので、毎年毎年この内容が変わる

ということもなかなか難しいところで、やはり決算

をして、監査をして出てきた事項については、これ

は確実にやはり意見を申し上げるべきだということ

で意見を申し上げております。

この内容については、しっかりこれは知事あるい

はその関係部長と部局長に手交をする中で御説明を

し、また、その後の本庁監査等でも直接、部局長と

この内容等について改善状況とかの確認もしており

ますし、監査で指摘した事項については個別個別、

その後どう措置をしたのか、どう改善をしたのかと

いうのもしっかりと提出をさせております。これは

中身をチェックして、オーケーなものは措置済みと

いうことで長にも報告をして、また県民にも公表し

ておりますし、措置がまだできていない、改善が見

られないというものについては、継続して、未措置

事項としてずっと監査委員としてはそれをフォロー

して追っているというような状況であります。

繰り返し繰り返し、同じような内容であっても、

やはり指摘をするということが職員への注意喚起に

もなりますし、またこれが意識改革へもつながる。

それから、不適正な事務処理や不正の発生を防止す

るという観点からは、繰り返し指摘することも非常

に有効であると、重要なことであるというふうに考

えております。

○仲宗根悟委員 しっかり監査の意見、それから指

摘については、日々、意見を交わしながらも改善は

され、応分なやるべきところはやると。また、まだ

まだ至らないところについては、しっかりと意見を

述べていらっしゃるというようなところであると思

います。

令和２年度、いろいろ職員が動員しなければなら

ない事業をおろそかと言ったらおかしいんですが

ね、もういろんなことが沖縄県で起こりました。だ

からといって皆さんの努力、その後の職員のやるべ

き姿勢というのは評価をいたしますけれども、しっ

かりこの辺は、県民からいただいた税金を本当に有

効に、県民のために今度は使わないといけない。そ

うしないといけない仕事というのは、皆さん課せら

れていらっしゃると思いますが、これは詳しいのは

また総務のほうで聞きたいと思うんですけれども。

この監査の仕事をなさっている立場で、今後のそ

の行財政運営というんでしょうかね、我が県の見通

しというのは、どういうふうなのが挙げられるのか

ですね。こういうところがないと、一生懸命頑張ら

んといけないとかですね。そういったのは、お聞か

せいただけますか。

○安慶名均代表監査委員 今般の新型コロナウイル

ス感染症の拡大等々で、県内経済には多大に大きな

影響を与えております。いまだ収束が見込めない状

況でありまして、令和２年度は県税収入も32億円余

り減収となりましたし、この令和３年度においても、

県税収入等への影響が懸念をされているところで

す。

その一方で、まだ収束が見込めないということで、

これからも感染防止や経済雇用支援対策などのため

の財政需要、これはまだまだたくさん出てくるとい

うところで、適切にそれに対応する必要があるとい

うことを考えますと、やはり今後、財政運営は厳し

くなるというふうに考えております。

そういう意味で、コロナ感染症対策のための必要

な財源をしっかり国に求めて、強く働きかけていく

必要があると思いますし、また、県においても、歳
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入歳出のバランスの取れた持続的な財政運営に努め

るという意味で、自主財源の確保であるとか、様々

な財源確保の方策を取ることが重要であるというふ

うに考えております。

○仲宗根悟委員 ありがとうございます。ぜひいろ

んなことが起こってはいるんですけれども、しっか

りと県民のために、この行政運営がなされていく。

そしてまた、監査役の権能を十分生かしながらも、

一つ一つ細かくチェックをしながら行政当たってく

れと。そしてまた、県民のためにやってくれと。朝

から、監査役、監査委員のお仕事はこういうお仕事

でしょうというお話がありますから、ぜひ頑張って

いただきたいなということを希望して終わります。

○大城憲幸委員長 では、引き続き新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 それではよろしくお願いします。

審査の報告書の５ページのほうですね。

その中に先ほどから質疑がありましたとおり、今、

私も内部統制の効果的運用に関することが重要であ

るということが書かれておりますので、概要等は先

ほどお伺いしましたので、この内部統制の運用に関

して整備と運用があると、２つの方向性があると思

うんですけど、その中で、整備に関して業務を適切

に行うに当たって、一定方向の方向性や手順などの

決まりをちゃんと決まって整備して行ってきたのか

というのをお伺いいたします。

○伊佐馨監査委員事務局監査監 内部統制につい

て、整備と運用というふうに分かれております。

整備につきましては、基本的に知事部局のほうで、

これは先ほどからお話があるリスクが発現しないよ

うにその対策を講じるというところとなっておりま

す。具体的には、そういったリスクが発現しないよ

うにチェックを十分にかけるとか、あるいはチェッ

クリストを新たにつくるとか、二重チェックをする

など、そこが一般的な対策となっているところでご

ざいます。

○新垣光栄委員 それでは、この整備を整えて手順

にのっとって運用のほうで、今回報告ということで

理解してよろしいでしょうか。

○伊佐馨監査委員事務局監査監 委員がおっしゃる

とおり、整備を整えてそれを年度中に運用したとい

う形となっております。

○新垣光栄委員 ありがとうございます。

その中で、意見書の中に内部統制が有効的に運用

されるためには、リスクの識別及び自己評価が適切

に行われる必要があるという意見書を付されている

んですけれども、それは具体的にどのようなことを

言っているのかお伺いいたします。

○安慶名均代表監査委員 内部統制制度が効果的に

運用されるためには、そのリスクの識別とその自己

評価、これが適切に行われることが重要であります。

そのために、このリスクの不備の発現率や、ある

いは影響度の高いリスクが適切に識別される仕組

み、これを検討することが必要でありますし、また

自己評価の精度向上に努め、内部統制制度の機能強

化に取り組むこと、これが重要であります。そのこ

とを記述をしているところであります。

○新垣光栄委員 私が考えるに、内部統制の重要な

部分というのは少し違っていて、統制環境の整備、

この職員の気風の情勢等にあって、全てのものの意

識の中にこの気風というのが影響してくるんではな

いかなと思っているんですけれども、それが統制環

境の整備が重要だと思うんですけど、その辺はどの

ようにお考えでしょうか。

○安慶名均代表監査委員 それはもちろん、この内

部統制の目的を考えたときに、職員がその重要性を

しっかりと認識をして、しっかり自ら対応するとい

うような考えに基づくことが一番重要なことだと思

います。

○新垣光栄委員 やはりそういう自らが行っていく

というので、私はこの内部統制は特別ではなくて、

各自治体、通常の業務の中でもう進んでいると思っ

ているんですよ。存在していてですね。これを新た

にやるということは、チェックして行動するという

ことは、この業務の内容やプロセスを、先ほどもあっ

たんですけど、見える化して情報公開に持っていか

ないと、なかなか進まないように思えるんですけれ

ども、どうでしょうか。

相当の事務量が増えてくると思うんですけれど

も、本来は、今ある業務の中の延長―なくてもいい

と思うんですよ、私は、実際ですね、この内部統制

というのは。本当にすばらしい今、日本のチェック

体制、事務能力というのはすばらしいと思っている

んですよ。その中で、見える化こそが一番重要だと

思っているんですけど、どうでしょうか。

○安慶名均代表監査委員 当然、この内部統制とい

う考え方、この意義というものは、今、制度上はこ

の令和２年度からスタートしたわけですけれども、

当然、これまでもそういう考えでしっかり対応して

いただかないといけないことですし、また、監査と

してもそういった視点からしっかり適切な事務が行

われているか監査をしてきたところではあります。

ただ、今回こういうちゃんと、これは全国的に導
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入されておりますけれども、制度化をされて、ある

意味で、各部局各課で自らの業務に内在するリスク

をしっかりと識別をして、そしてこれを公にしてみ

んなで共有をする。そして、そのチェックをしてい

くというところでは、ある意味、委員のおっしゃる

ような、これまで個人個人がそれぞれしっかりと対

応しないといけないということでやってきたもの

を、ある意味見える化をして、みんなで共通な認識

を持って当たるということでは、この内部統制の制

度そのものも見える化ではないのかなというふうに

思います。

○新垣光栄委員 その業務を効率化させる中で見え

る化して、このＣＯＳＯのフレームワークの中で、

行政のフレームワークの中に、目的に資産の保全と

か、その基本的要素の中にＩＴの活用というのが

入ってきていると思うんですけれども、そのＩＴの

活用というのは、どのように捉えているんでしょう

か。

○安慶名均代表監査委員 内部統制については、基

本的には財務に関する事務、これについてはもう確

実に実施をするということになっておりますけれど

も、その他については、各都道府県の事情によって

実施をするということになっておりますけれども、

沖縄県においては、財務に関する事務に限定せずに、

情報管理に関する事務、業務服務管理に関する事務、

施設管理に関する事務ということで４つの事務を対

象としております。

そういうような中で、県においては、その情報管

理の部分も非常に内部統制の重要な課題という認識

の下に、この制度を今取り組んでいるところと理解

をしています。

○新垣光栄委員 ぜひＩＴ化も取り入れて業務の簡

素化、そして、能率化も図っていただきたいと思い

ます。

その中で、先ほど呉屋委員からもありましたよう

に、私はこの監査制度の改革が自治体の行財政改革

の中心課題になっているという認識を持っていまし

て、それで監査も内部統制に対する意識の改革が必

要だと思っておりますけれども、いかがでしょうか。

○安慶名均代表監査委員 監査委員としても、この

内部統制制度が適切に、また徹底して行われること

によって、基本的な業務に内在するリスクについて

は長自らが識別をして、自ら評価をして、自ら対応

していくということを期待をしております。

そうすることによって、また監査委員は、特定の

案件というか、もっと深掘りをして監査をしていく

というような体制が組めるのかなというふうに期待

をしております。

○新垣光栄委員 よろしくお願いします。

続きまして、歳入歳出の件についてお伺いいたし

ます。

先ほど皆さんがお聞きしていますので、私は今、

この県税の収入の中で32億円余りが減少したという

ことで先ほどから質疑がありましたので、今回、令

和３年度の税収、県政の県税の見込みの中に、コロ

ナ時における傾向というのは見られるのか。

つまり、例えば、今コロナの協力金とか出してお

りますよね。その辺の影響とか出てくるのだろうか。

今、法人税に関しては減少傾向にあるんですけれ

ども、個人の個人県民税とか、個人事業税は伸びて

いるもんですから、そういう傾向も令和３年度には

見られるのかどうかですね。

見込みなんですけれども、すみません。

○大城博会計管理者 個人県民税につきましては、

所得割の課税対象が令和２年の所得になりますの

で、当然、新型コロナで所得が減った方については、

所得税に影響が出てくると思います。

具体的に、この令和２年の所得に置き換わるのは、

６月か７月以降に置き換わると思いますけれども、

どの程度税収に影響が出ているかというのは今、手

元に資料がございませんで、御説明することはでき

ません。

○新垣光栄委員 令和３年度はもっと厳しい状況に

なるんではないかなと思っております。

その中で、先ほどこのコロナウイルスの感染状況

に対応するために必要な財源の確保、財政支援が引

き続き、国へ要求していくことが求められるという

ことで皆さんが報告をしているんですけれども、そ

の中に具体的に数字として、この決算書の中にどう

いう方向で今、県税の税収の面もあるんですけれど

も、具体的にちゃんとしたコロナで影響出た部分と

いうのは数字として持っているのかですね。どうで

しょうか。まとめて持っているのか。

○大城憲幸委員長 休憩いたします。

（休憩中に、委員長より、この質問は総務部

のものではないかとの指摘があった。）

○大城憲幸委員長 再開いたします。

新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 それでは、義務的経費のほうに質

問を変えたいと思っております。

今、本土の高齢者の社会保障費の義務的経費の落

ち着いた頃に、沖縄県はピークが来ると思うんです
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けれども、社会保障政策において10年ぐらい本土と

ずれがあると思います。

その中で、この社会保障関係費の義務的経費の伸

びを監査委員としてはどういうふうな方向性で見て

いるのか。

○安慶名均代表監査委員 知事部局においては、平

成30年６月に策定した今後の財政収支の見通し、こ

の中で主な社会保障関係費は高齢化の進行等に伴

い、大幅に増加すると見込まれております。そうい

うこともありまして、監査の審査意見書においても、

高齢化の進行等に伴い今後とも社会保障関係費等の

義務的経費の増加が見込まれることから、引き続き

経費節減や効率的・効果的な事業執行に努めるとと

もに、産業振興による安定的な税源の涵養など、歳

入確保に向けた不断の取組が必要ということで意見

を述べております。

ただ、今、御質問にありましたピークから10年程

度ずれるという部分については、監査のほうで推計

等はやっておりませんので、そのピーク等の時期な

どについては、答弁はできないところであります。

○新垣光栄委員 この2025年問題ですか、その中で

他府県はピークアウトした後に、国の施策が、様々

な施策がだんだんだんだん落ち着いてくると思うん

ですよ。施策のほうもピークアウトしていくわけで

すよ。

その中で沖縄県はピークを迎えていくときに、国

民保険税に係る前期高齢者の交付金等にもあるよう

に、やっぱりこれは沖縄の特殊事情だと思っている

んですけれども、そういう提言というのは見えてこ

ないんでしょうか。会計とか、監査委員としてでき

ないのでしょうか。

○安慶名均代表監査委員 監査委員としては、県の

出した今後の財政収支の見通しとか、そういった財

政的な資料も参考にしながら審査意見を書いている

ところですが、大きな財政の見通しでのお話はでき

ますけれども、その個別の事業について、今、委員

のおっしゃるようなことまでちょっと言及するのは

難しいところです。

○新垣光栄委員 最後になります。

それで、やはり自主財源を確保していかないとい

けないということで、観光税の導入のほうがあった

んですけど、こういう厳しいときに観光税の話をす

ると何だと言われるかもしれないんですけれども、

しっかりいただくからこそ、しっかり観光産業に対

して支援が行えるし、責務が出てくると思います。

その辺は、今、どのように今、県として方向性を考

えられているか。

大変厳しい状況では分かっているんですけれど

も、落ち着いた頃なのか、いつ頃を予定しているの

か。

○安慶名均代表監査委員 今、知事部局において持

続的な観光振興を図るという観点から、宿泊税と観

光目的税の導入についても取組を進めていると聞い

てはおります。ただ、現在の新型コロナウイルス感

染症の沖縄観光への影響を鑑み、今、導入時期など

については今後検討していくというような状況にあ

ると聞いております。

観光もこの宿泊税に限らず、県税の自主財源を確

保するといういろんな方策の中の一つには、やはり

課税自主権の行使というようなことで、新たな税源

を求めるということも非常に重要なことだと思いま

すが、これについては知事部局において、適切に今

後検討されるものというふうに考えております。

○新垣光栄委員 ありがとうございます。

○大城憲幸委員長 先ほど瀬長委員の質疑に対する

答弁で、代表監査委員から答弁を訂正したいとの申

出がありますので発言を許します。

安慶名均代表監査委員。

○安慶名均代表監査委員 先ほど瀬長委員からの御

質問で、病院事業会計の黒字の要因である他会計補

助金の増加等の質問の中で、私が他会計補助金82億

円の内訳として、新型コロナウイルス感染症入院病

床確保支援事業およそ62億円、それから新型コロナ

ウイルス感染症医療機関協力支援交付事業およそ

６億6000万円と答弁をしましたけれども、この82億

円というものは他会計補助金82億円ではなくて、医

業外収益が82億円増加した内容の説明として答弁を

したところでありますので、ここは訂正をしておわ

びいたします。

82億円を他会計補助金82億円、それの内訳と御説

明をしましたけれども、その82億円は、他会計補助

金等の増による医業外収益の増82億円ということで

ございます。

○大城憲幸委員長 以上で、会計管理者及び代表監

査委員に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席）

○大城憲幸委員長 再開いたします。

次回は、10月19日 火曜日 午前10時から委員会

を開きます。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
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本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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沖縄県議会委員会条例第27条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 大 城 憲 幸
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令 和 ３ 年 第 ８ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

開会の日時、場所
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第８回議会 会計決算の認定について

認定第19号
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○又吉清義委員長 ただいまから、総務企画委員会

を開会いたします。

本委員会所管事務調査事件「本委員会の所管事務

に係る決算事項の調査について」に係る令和３年第

８回議会認定第１号、同認定第７号及び同認定第19号

の決算３件の調査を一括して議題といたします。

本日の説明員として、知事公室長、総務部長及び

警察本部長の出席を求めております。

まず初めに、総務部長から、総務部関係決算事項

の決算概要を求めます。

池田竹州総務部長。

○池田竹州総務部長 おはようございます。

それでは、令和２年度総務部所管の一般会計並び

に所有者不明土地管理特別会計及び公債管理特別会

計の２つの特別会計の歳入歳出決算につきまして、

ただいまタブレットで通知させていただきました令

和２年度歳入歳出決算説明資料に基づいて御説明申

し上げます。

なお、説明の都合上、ページを前後いたしますが

あらかじめ御了承をお願いしたいと思います。

それでは、１ページをお願いいたします。

総務部所管の歳入総額について御説明いたします。

予算現額Ａの欄5725億5608万1679円、調定額Ｂの

欄で5618億1851万9018円、収入済額Ｃの欄5587億

5528万1109円、うち過誤納金１億281万9966円、不納

欠損額Ｄの欄１億4154万2391円、収入未済額Ｅの欄

30億2451万5484円となっております。調定額に対す

る収入済額の割合である収入比率は99.5％となって

おります。なお、説明資料の右端の欄に沖縄県歳入

歳出決算書の該当ページを記載しておりますので、

御参照お願いいたします。

それでは２ページをお願いいたします。

続きまして、総務部所管の歳出総額について御説

明いたします。

予算現額Ａの欄2358億7597万9239円に対しまして、

支出済額Ｂの欄2340億4605万4708円、翌年度繰越額

Ｃの欄４億332万6000円、不用額Ａ引くＢ引くＣの欄

14億2659万8531円となっております。予算現額に対

総務企画委員会記録（第１号）
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する支出済額の割合でございます執行率は99.2％と

なっております。

次に、会計ごとの歳入歳出決算について御説明を

いたします。

３ページをお願いいたします。

一般会計の歳入決算の概要について御説明申し上

げます。

総務部所管分の合計額は、予算現額Ａの欄4977億

6067万3679円、調定額Ｂの欄4869億9985万2864円、

収入済額Ｃの欄4839億5147万1550円、うち過誤納金

１億281万9966円、不納欠損額Ｄの欄１億4154万

2391円、収入未済額Ｅの欄30億965万8889円、収入比

率は99.4％となっております。収入済額の主なもの

ですが、２行下の（款）県税1329億4050万3841円。

次に、５ページをお願いいたします。

下から３行目でございます。（款）地方交付税の

2142億７万7000円でございます。

恐縮ですが、３ページにお戻りください。

収入済額のうち、過誤納金の主なものですが、上

から３行目の（款）県税１億270万8850円でございま

す。過誤納金の主な理由としましては、県税に係る

減額更正等による過誤納で、出納整理期間中に還付

処理ができない分でございます。なお、当該過誤納

金については、令和３年度におきまして全て還付処

理をすることとしております。

次に、不納欠損額の主なものですが、上から３行

目、（款）県税の１億2551万4246円でございます。そ

の主なものは、そのすぐ下の（項）県民税7150万

6800円、その４行下、（項）事業税3488万4831円。

次の４ページをお願いいたします。

この上から５行目ですが、（項）自動車税1311万

9272円となっております。不納欠損の理由としまし

ては、滞納処分できる財産がない、滞納者の所在不

明等の理由により、関係法令に基づき、不納欠損の

処理をしたものでございます。

恐縮ですが、また３ページをお願いいたします。

次に、収入未済額の主なものですが、上から３行

目の（款）県税28億8464万7582円でございます。そ

の主なものは、すぐ下の（項）県民税15億239万463円、

４行下の（項）事業税８億1261万2966円、６行下の

（項）不動産取得税４億3990万978円となっておりま

す。収入未済の主な理由としましては、納税者の収

入の減、失業、病気などによる経済的理由や、不動

産業者の経営不振による資金難、倒産による滞納な

どによるものでございます。

続きまして６ページをお願いいたします。

下から７行目でございます。

（款）財産収入の収入未済額4582万4528円は、そ

の２行下、財産貸付収入で生じており、主な要因は、

借地人の病気や経営不振、生活苦などの経済的理由

によるものでございます。

次に７ページをお願いいたします。

真ん中の（款）諸収入の収入未済額7918万6779円

の主なものでございますが、下から３行目の（項）

雑入の（目）違約金及び延納利息3677万9813円で、

その主な要因は、財産貸付収入と同じく、借地人の

病気や経営不振、生活苦などの経済的理由によるも

のでございます。

続きまして、９ページをお願いいたします。

一般会計の歳出決算の概要について御説明申し上

げます。

総務部所管の合計額ですが、予算現額Ａの欄1610億

8057万1239円に対し、支出済額Ｂの欄1594億801万

7952円、翌年度繰越額Ｃの欄４億332万6000円、不用

額12億6922万7287円、執行率は99.0％となっており

ます。

繰越額につきましては、（款）総務費における長期

的な視点に立った公共施設のマネジメントを推進す

る事業、本庁舎外壁補修工事を行う事業及び私立学

校施設の改築事業におきまして、明許繰越として計

上しているものと、宮古合同庁舎のトイレ水洗い水

栓を自動水洗に取り替える事業におきまして、事故

繰越として計上しているものの合計でございます。

明許繰越の３事業におけます繰越しの理由としま

しては、公共施設マネジメント推進事業におきまし

ては、県民の森の長寿命化を図るための大規模改修

工事が入札不調等により再入札による手続に日数を

要したため、本庁舎外壁補修工事を行う事業におき

ましては、補修箇所の増加に伴う工期延長のため、

そして私立学校施設の改築事業におきましては、新

型コロナウイルス感染症の感染防止対策に時間を要

したため、それぞれ年度内完了が困難となったこと

によるものでございます。

事故繰越としました宮古合同庁舎を修繕する事業

におきましては、新型コロナウイルスの感染対策で

自動水洗の全国的な需要が高まったことを背景に、

供給が追いつかなくなった結果、納入までに不測の

日数を要したことから、年度内完了が困難となった

ことが繰越しの要因でございます。

次に、不用額につきまして、その主なものを款ご

とに御説明申し上げます。

２行下、（款）総務費の不用額、５億2811万8263円

は、主に高等学校等就学支援金の支給実績が見込み

を下回ったこと等により、不用が生じたものであり
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ます。

10ページをお願いいたします。

１行目の（款）公債費の不用額1916万6232円は、

主に証券の割引料の執行残による不用でございます。

７行目、（款）諸支出金の不用額2417万1792円は、

主に、次の11ページになりますが、その下から４行

目、（項）環境性能割交付金及び下から２行目の（項）

法人事業税交付金におきまして、その原資となる環

境性能割及び法人事業税の税収が見込みより少なく、

交付金額が減少したことによる不用でございます。

12ページを御覧ください。

（款）予備費の不用額６億9777万1000円は、年度

内の緊急支出に充用したものの残額でございます。

以上が、令和２年度一般会計における総務部の決

算概要でございます。

引き続き、特別会計の決算概要について御説明申

し上げます。

13ページをお願いいたします。

所有者不明土地管理特別会計について御説明を申

し上げます。

当会計は、沖縄戦に起因する所有者不明土地の管

理を行うための特別会計でございます。

まず、歳入決算の概要について御説明申し上げま

す。

合計欄の予算現額Ａの欄１億7243万9000円、調定

額Ｂの欄１億9969万7522円、収入済額Ｃの欄１億

8484万927円、収入未済額Ｅの欄1485万6595円となっ

ております。収入未済額の主なものは、２行下の（款）

財産収入791万488円で、借地人の病気や経営不振、

生活苦などの経済的理由によるものでございます。

14ページをお願いいたします。

次に、歳出決算の概要について御説明申し上げま

す。

合計で、予算現額Ａの欄１億7243万9000円に対し、

支出済額Ｂの欄1906万8124円、不用額１億5337万

876円となっております。不用額の主なものは、予備

費の支出がなかったことによるものであります。

15ページを御覧ください。

公債管理特別会計について御説明申し上げます。

当会計は、公債費を一般会計と区別して管理する

ための特別会計であります。

まず、歳入決算の概要について御説明申し上げま

す。

合計で、予算現額Ａの欄746億2296万9000円、調定

額Ｂの欄及び収入済額Ｃの欄は同額で、746億1896万

8632円となっております。

16ページをお願いいたします。

次に、歳出決算の概要について御説明申し上げま

す。

合計で、予算現額Ａの欄746億2296万9000円に対し、

支出済額Ｂの欄746億1896万8632円、不用額400万

368円となっております。不用額の主なものは、一番

下の行の（目）公債諸費300万円で、主に証券の割引

料の執行残による不用でございます。

以上が、総務部所管一般会計及び特別会計の令和

２年度歳入歳出決算の概要でございます。

御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○又吉清義委員長 総務部長の説明は終わりました。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、決算議案の審査等に関する基本的事項に従っ

て行うことにいたします。

決算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条で定める所管事務に関す

る決算議案でありますので、十分御留意願います。

要調査事項を提起しようとする委員は、質疑の際

にその旨を発言するものとし、明 10月13日、当委

員会の質疑終了後に改めて要調査事項とする理由の

説明を求めることにいたします。

なお、要調査事項の提起があった際、委員長が要

調査事項を提起した委員に、誰に、どのような項目

を聞きたいのか確認しますので、簡潔に説明するよ

うお願いいたします。

その後、決算特別委員会における調査の必要性に

ついての意見交換や、要調査事項及び特記事項の整

理を行った上で、決算特別委員会に報告することに

いたします。

なお、委員長の質疑の持ち時間については、決算

特別委員会に準じて、譲渡しないことにいたします。

質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

いよう、簡潔にお願いいたします。

また、質疑に際しては、あらかじめ引用する決算

資料の名称、ページ、番号及び事業名等を告げた上

で、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能

により、委員自ら通知し、質疑を行うようお願いい

たします。

さらに、答弁に当たっては、総括的、政策的な質

疑に際しては部局長が行い、それ以外はできるだけ

担当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思い

ますので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろ

しくお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに総務部関係決算に対す
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る質疑を行います。

島尻忠明委員。

○島尻忠明委員 おはようございます。

まず最初に、昨日もお聞きをしたんですけど、総

務部長にお聞きをいたします。

コロナ禍の中で、予算執行に当たって、いろんな

御苦労があったと思うんですけど、総務部において

も、予算の組替え、またいろんな、大分、補正予算

も、我々も審議をさせていただきました。

この執行、そしてまたこの令和２年度の決算にお

いてどのような御苦労をなされたのか、またいろん

な創意工夫をなさったと思いますので、その辺をま

とめて御答弁をいただきたいと思います。

○池田竹州総務部長 ありがとうございます。

令和２年度は、コロナが私ども初めて本格的な経

験をした年でございます。

補正予算も16次にわたり編成して、これはもう過

去最多でございます。

今年度は、それを超えてしまいましたけれども、

いずれにしても、総務部の予算当局、そして保健医

療部、商工労働部、観光を中心とした関係部局にとっ

てはコロナの影響、そして感染症と経済への影響な

どをめぐって、経験したことのない大変難しい対応

を、１年半以上にわたって継続して、災害を経験す

る、未曾有の大災害ではありますけれども、いわゆ

る長期化したこういう災害というのは、沖縄県もそ

うですけれども、全国的に恐らく初めて経験したも

のだと思います。

予算的には補正を随時適切に組むということで、

専決処分も何度かさせていただきましたけれども、

部局から要求のあるもの、特に保健医療部、そして、

時短協力金など、必要性のあるものを随時補正予算

として編成するとともに、執行におきましても、流

用なども含めまして、必要な経費につきましては適

時適切に執行できるように配分いたしました。

また、コロナの影響によって執行が困難となる事

業など、例えば海外誘客などの事業は、今年度もで

すけれども、かなり厳しいということで、そういっ

たものは、例えばソフト交付金であればほかの事業

に内閣府と調整しながら組み替えて行うなど、予算

の効率的な執行にも努めてきたところでございます。

○島尻忠明委員 沖縄県だけではなく、日本、世界

でこういう新しいコロナといういろんな戦いの中で、

その中で、この１年間で予算執行した中で見えてき

た課題とか、今、部長答弁がありました―保健医療

部とか、いろんなものも包含して見えてきた課題、

あるいはまた、これは多分来年度にも影響すると思

いますけど、その辺の課題とか、いろんなまた工夫

とか見えてきたものがあれば御答弁をいただきたい

と思います。

○池田竹州総務部長 まず、感染症の部分の直接的

な対応につきましては、国のほうから包括支援交付

金でありますとか、臨時交付金など、相当額の支援

をいただいて、その裏負担につきましても最大限配

慮をいただいているところで、恐らくそれがあるか

ら何とか沖縄県としても、大変、感染状況が全国で

もトップレベルの厳しい状況が続いているところで

すけれども、感染対策、そして時短協力金などのそ

のほかの対策も含めて、何とかやってこれたかなと。

ただ一方で、やはりいただいてる交付金は、例えば

人口ベースに算定していたり、事業所数をベースに

算定したりしていて、感染者の状況であるとか、病

床の状況というのが必ずしも私どもとしては十分に

反映されてない―割増しとかは当然されてるんです

けれども、やはり長期化してるところには非常に厳

しい面もあったということで、感染者数に応じた別

途の財政措置につきましては、これまでも繰り返し

求めてきたところでございます。

引き続きそういった部分については求めながら、

一方で、幸い今、感染が落ち着く方向に来てますの

で、次への備えは当然やりつつも、経済をきちんと

して回していくための対応について、部局と連携し

ながら、これから取り組んでいきたいと考えており

ます。

○島尻忠明委員 ぜひ、最初は飲食業とか、ああい

う方々に手当てはなさっていたんですけど、そのあ

と観光とか、あるいはまたバスとか、いろんな関係

方々の要請に対しても、いろんな補正予算を組んで

いただいたと思っております。ただ、やはりそこで

は足らない部分もたくさんあったと思いますし、ま

た我々も初めて経験するわけですから、皆さんもい

ろんなことで、大分御苦労なさったと思いますが、

その辺もしっかりとまた生かしていただいて、取り

組んでいただきたいというふうに思います。

それで、こういう厳しい状況ですので、やはりな

かなか県税含めて、厳しい収入未済額とか、いろん

なのが、ほかのところはまた、土木関係でしたらな

かなか事業が執行できなかったとか、いろんなもの

があると思うんですけど、皆さんで所管している県

税はじめ、厳しい、県民も厳しい状況ではあるんで

すけど、やはりその背景があって、今回のこの決算

書でも、やっぱり収入未済額とか不納欠損額とか、

そういうのは増えてるような感じはしますけど、そ

の辺についてはどういう認識をお持ちでしょうか。
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○平田正志財政統括監 私どものほうで所管してお

ります県税に関しては、やはりコロナの影響がござ

いまして、国の通知に基づく猶予の特例を活用させ

ていただいたと。これについて、県民の経済状況の

傷んでる状況に対しては、柔軟に対応することがで

きたのかなというふうに考えております。

○島尻忠明委員 やはりコロナ禍の中ですから、ぜ

ひ配慮もいただきながら、しっかりまた、いただく

ものはいただくという方向性もいいんですけど、ぜ

ひまたその辺も配慮していただきたいというふうに

思っております。厳しい状況であるんですけど、決

算書を見させていただくと、法人税は厳しい状況で

あるんですよ。ただ、県民税は、法人税とは別でま

た増になってる部分があるんですけど、その辺の要

因は皆さん、どのように認識をしていますか。

○喜友名潤税務課長 法人関係税は御指摘のとおり、

収入額が落ちております。その中で、個人県民税が

約24億円増加してる理由についてお答えいたします。

個人県民税の収入額は約429億2435万円で、前年度

決算額の約405億2319万円と比較しますと、額で約

24億116万円、率にして5.9％の増となっております。

増収となった理由といたしましては、個人県民税均

等所得割が令和２年度課税額は新型コロナウイルス

感染症の影響前である令和元年度の所得を基に課税

したということと、納税義務者数が増となったこと

が要因として挙げられます。

○島尻忠明委員 じゃあ次の決算に影響してくると

いう認識でいいですよね。

○喜友名潤税務課長 個人県民税につきましては、

令和３年度の課税につきましては、令和２年度より

も減少しております、今現状としましては。

○島尻忠明委員 あと、繰越額が、令和元年度、令

和２年度もそうなんですけど、あと不用額も、不用

額は大体、令和元年度、令和２年度、一緒なんです

けど、これの要因、どういう背景でこのような数字

が出てるんですかね。

ただ単純に、元年と２年の比較だけです。

○武田真参事兼財政課長 総務費の不用額、それか

ら繰越額というお話なんですが、全体的な形で少し

御説明させてください。

令和２年度決算というのは、やっぱりコロナの影

響をもろに受けたような決算というふうに考えてい

ます。繰越額でいいますと、国の臨時交付金、包括

支援交付金という事業に絡んだもので、全体として

の繰越額が約200億ぐらい繰り越しています。これは、

主には医療機関に対する協力金であるとか支援金、

それから時短協力金についても、令和２年度で予算

を組んだんですが、支払いが間に合わなかったとい

うことで繰り越したというふうな形で、それが大き

く増えたというのが繰越額の大きな増の要因なって

ます。一方で、不用額についても、セーフティーネッ

ト資金という、セーフティーネットを手厚くするた

めに、不足があってはいけないということで、予算

を計上して、県単融資も含めて、様々な予算を計上

させていただきました。その部分で例年にないよう

な不用額というのが約100億円ほどございます。各部

局執行にも取り組んだんですが、結果として不用額

も例年よりは増えている現状がございます。

○島尻忠明委員 今説明を受けましたけど、やっぱ

りセーフティーネットとか、いろんなことを予想し

て、足らないよりはそれなりの予算額を準備をした

中で、それでも不用額が出たんですけど、しっかり

と対応できているということでよろしいですか。

○武田真参事兼財政課長 コロナ対策ということに

つきましては、万全に対応できたのかなというふう

に考えております。

先ほど御案内したとおり、県単融資、医療の協力

金、そういったセーフティーネットについては不足

が生じないような形で予算を措置して、不用は出て

しまったんですけど、それに伴って医療崩壊すると

か、そういったこと自体は起きてませんので、しっ

かり対応できたのではないかと考えています。

○島尻忠明委員 ちょっと最後に、翌年度繰越額が

出るということは、次の年度にもやっぱり影響して

くるわけですよね。

そういう中でやっぱり予算執行とかいろんなこと

においては、特に支障はないということで理解して

よろしいですか。

○武田真参事兼財政課長 繰越しが増えたというこ

とで、繰越し分のものについての執行率も、今現在

もう既に７月末現在、80％を超えてるような形で対

応させていただいていますので、しっかり県民に対

して届けるものはしっかり届けていきたいというふ

うな形で考えております。

○島尻忠明委員 以上です。

○又吉清義委員長 花城大輔委員。

○花城大輔委員 ちょっと総務部、１点確認させて

いただきたいことと、あとちょっと職員の方に伝え

てはなかったんですけど、たばこ税のことをちょっ

と聞かせてください。昨日、一県民から質問されて

答えられなかったので。

まず１点目なんですが、玉城知事が就任して３年

目が経過して、県内紙では、就任して３年が過ぎた

ことに対していろいろと報道がなされていました。
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インタビューとか社説でも取り上げられてましたね。

その中で、翁長県政の引継ぎが目立つとか、目に見

える実感の伴う成果が乏しいとか、また今後につい

ては残り１年の任期中に具体的な成果を上げなけれ

ばならないとか、かなり酷評と捉えられるような記

事が目についたわけでありますけど、この主要施策

の成果に関する報告書を見て、総務部に新規の事業

がないこと、また、総務企画委員会で審査している

知事公室についても、首里城の復興推進事業、これ

も火災がなければ新規としてなかったんであろうと

思われます。

また、事業の多い企画部でもわずか３つほどしか

新規がないということで、この新規の数が少ないこ

とと、主要施策と位置づけられてる事業の中にない、

この新規の事業がないということと、公約達成率の

因果関係について、これが関連してるのかどうかと

いうことの見解を伺いたいと思います。

○池田竹州総務部長 まず、総務部に関するという

形でお答えさせていただきますけれども、まず総務

部は管理部門という性格もございまして、もともと

総務部として仕組む事業というのは、それほど多く

ございません。

主要施策につきましても、所有者不明土地、ある

いは私立学校と、２つを挙げさせていただいており

ます。そういった中で、例えば私立学校振興事業に

つきましては、予算的には新規事業として、私立専

修学校授業料の減免事業、あるいは通学費の負担軽

減などを令和２年度から新たに取り組むなど、主要

施策の項目としては変化はないんですが、事業の内

容としては拡充している部分もございます。

そういった観点では、総務部としてはしっかりと

取り組んできてるというふうに考えております。

○花城大輔委員 この件については、これ以上の質

問はありません。

次に、たばこ税のことなんですけど、昨年、総務

企画委員会の中だったのか、決算委員会の中だった

か覚えてないんですけれども、たばこがまた値上が

りしました、最近。そして、禁煙をする人も増えて

いる中で、税収はどのように変化してますかと質問

したら、課長がうれしそうに税収は変わっていませ

んと答えたんですよね。複雑な思いでしたけれども、

昨年は微増だったということでしたけど、この決算、

会計年度ではどうでしたか、結果は。

○喜友名潤税務課長 令和２年度の県のたばこ税収

入は約17億3000万円で、令和元年度と比較いたしま

すと、9000万円の減となっております。

○花城大輔委員 これ、今県が17億3000万円でした

よね。これ、市町村の上位３市というのはどこが、

どの税収を得ているか、ちょっと今答えられますか。

○喜友名潤税務課長 申し訳ありません。

今、手元に資料がございませんので、後ほど御提

供したいと思います。

○花城大輔委員 総務部については以上です。

○又吉清義委員長 仲田弘毅委員。

○仲田弘毅委員 質問させていただきます。

昨日の質疑で、病院事業局の会計決算が、国から

のコロナ対策費でもって、債務は改善したとの答弁

がありました。これはやはり本県においては、財政

構造そのものが、従来、依然として国への依存度が

大きくて、自立型経済を構築する上では、どうして

も財源確保は最も重要なことだというふうに考えて

おります。県税収入と、それに伴う諸収入を、もっ

ともっと本県は強化していく必要があるというふう

に考えております。

質問でありますけれども、審査意見書の中から、

順番が若干変わりますけれども、質問を行います。

まず一番最初に、財源についてでありますが、自

主財源額と依存財源額をまず教えてください。

○武田真参事兼財政課長 審査意見書の14ページに

ございますが、令和２年度決算における自主財源の

額になりますが、約2911億円となります。一方で、

依存財源については5884億円となります。

○仲田弘毅委員 その増額になった要因は何でしょ

うか。

○武田真参事兼財政課長 自主財源につきましては、

先ほど島尻委員からもございましたとおり、県税は

落ちてるんですが、コロナの影響による県単融資制

度、それの貸付金が増えて、それの貸付金元利収入

が増えたことが、自主財源の増になります。一方で、

依存財源については臨時交付金、包括支援交付金と

いった国庫支出金、そちらのほうの増が大きな要因

となっております。

○仲田弘毅委員 部長、自主財源比率が九州全国と

比べて一番低いというふうに言われてるんですが、

まず部長の見解をお伺いしたいと思います。

○池田竹州総務部長 私ども沖縄県は復帰の当時、

非常に財政状況が厳しいというのと、インフラも加

速して整備するということで、沖縄開発庁と沖振法

に基づく高率補助制度などが取り組まれてきている

ところでございます。

県税収入につきましては近年、コロナの影響が出

るまでは順調に伸びてきて、九州各県に少しずつ追

いつきつつあるところでございましたが、まだ平均

には及んでいないということで、引き続き税源涵養
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を図るための、当然ながら産業の振興というのは、

コロナの対応は別として地道にやっていく、徴収努

力についても当然やっていくべきだというふうに考

えております。やはり県としての施策の自由度をき

ちんと高めるためには、自主財源の割合を少しずつ

でも高めていく必要があるというふうに考えており

ます。

○仲田弘毅委員 ちなみに本県の自主財源比率とい

うのは33.1ですか。

○池田竹州総務部長 はい。

○仲田弘毅委員 全国と比較した場合に、全国と10ポ

イントぐらい差がありますね、45.9ですか。そのこ

とを考えた場合は、どうしてもこの自主財源をしっ

かりと確保していかないと、本県のこの自立型経済

の構築というのは、やっぱり大変ほど遠いものになっ

ていくんじゃないかなというふうに考えています。

次に、９ページなんですが、収入未済と不納欠損

についてであります。

未済額と欠損額についてお聞かせください。

○武田真参事兼財政課長 意見書のほうの９ページ

にございます、一般会計で述べさせてください。

一般会計で申しますと、令和２年度の収入未済額

は約42億円となっております。これは前年度に比べ

ると約５億5000万ほど増加しているというふうな結

果となっております。その主な要因としましては、

県税が約９億5000万増加いたしましたが、諸収入が

３億円余り不納欠損をした結果、収入未済額が３億

1700万ほど減少したことによるものであります。

○仲田弘毅委員 この収入未済額が、やはり財源と

してはこれだけ大きいものがあるということに対し

て、よっぽど、せっかくの税収が事業執行に図れな

いということは大変残念なことですね。ですから、

そういったことを含めて、しっかりと頑張っていた

だきたい。

そして、収入未済額と不納欠損というのは、これ

はもう表裏一体というか、収入未済額が発生して、

結果的には不納欠損につながっていく。この不納欠

損になるというのは、これはもう行政サービス、大

変厳しい状況になるということなんですが、その不

納欠損、収入未済額を解決して、不納欠損に至らな

いような対応というか、県はどういったことを考え

ていらっしゃいますでしょうか。

○武田真参事兼財政課長 未収金というのが発生し

まして、その解消に向けて、これまでずっと県は方

針を策定し、あと各債権ごとの標準マニュアル、管

理マニュアル、それから昨年度は債権管理条例につ

いても制定させていただきました。そういった意味

で、しっかり取れるものはしっかり取る、しかし取

れないものについては手続をする、必要な手続も行

うと。要するに最小の経費で最大の効果を求めると

いうふうな基本原則に立ち返った形の債権管理が必

要かと思っております。

不納欠損処理についても、やみくもにやるという

ことではなくて、あくまで消滅時効が完成したとき

というふうな形で、自治法であるとか、財務規則に

基づいた手続の一環として、そこにさらにお金をか

けて、資源を投入して、債権を徴収するよりも、不

納欠損処理をしたほうが財政の効率化にもつながる

というものについては、不納欠損処理についてもやっ

ていくべきだというふうに考えています。

○仲田弘毅委員 先ほど課長おっしゃったように、

少ない予算で最大の効果を出す。これはもう、昨日

の監査でもお話しましたけれども、間違いなく行政

に求められてることなんですね。しっかり頑張って

いただきたいなと思います。

次に、64ページの基金についてでありますが、本

県の財政調整基金を含む３つの基金について、現状

を教えてください。

○武田真参事兼財政課長 64ページ御覧いただくと、

今、委員から御質問のあった３つの基金というのは、

４番の財政調整基金、それから６番の県有施設整備

基金、それから11番の減債基金になろうかと思いま

す。令和３年３月末時点の残高で申しますと、財調

のほうが約229億円、県有施設整備基金が236億円、

減債基金が218億円となっております。

○仲田弘毅委員 この基金はもう災害の緊急の対策

で対処するとか云々で置かれてる基金だと思います

けれども、これは先ほどの病院事業局みたいに、コ

ロナ関係の対策費用で、地方創生臨時交付金ですか、

そういったもので賄われてる県もあるんですが、や

はりこのことを、このコロナ対策で、99％国の対策

費用があてがわれているわけですが、実際その裏負

担分の不足分をこの基金から対応してるということ

でよろしいでしょうか。

○武田真参事兼財政課長 おっしゃるとおり今、財

政調整基金を取り崩す形で、裏負担であるとか、そ

ういったものに対応させていただいております。

○仲田弘毅委員 主要施策の成果に基づいて質問い

たします。

９ページの、総務の所管のものですが、所有者不

明土地管理費について、その事業内容はどういうふ

うになっておりますでしょうか。

○池原勝利管財課長 沖縄戦に起因する所有者不明

土地につきましては、復帰特別法第62条の規定に基
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づきまして、沖縄県または市町村が管理することと

なっております。県では、返還相談や苦情に応じて

るほか、パトロールを実施し、管理地の除草や不法

投棄の処理等を行っております。また、戦後の混乱

期から既に住宅等の用地や畑として使用された土地

につきましては貸付けを行っており、パトロールで

計画内容と実態に相違がないかを確認したり、貸付

料の収納事務等を行っております。なお、令和２年

度の決算額につきましては、1906万8124円となって

おりまして、主に専任担当職員の人件費や除草等に

係る委託料となっております。

○仲田弘毅委員 その資料によりますと、1505筆の

管理をしっかり行ったとありますけれども、県と市

町村、これはトータルで何筆ぐらい、あるいは何名

ぐらいの所有者がおりますでしょうか。

○池原勝利管財課長 県が管理している所有者不明

土地につきましては1505筆、約90ヘクタールとなっ

ております。市町村が管理しているのは1194筆、約

８ヘクタールで、合計いたしますと全体で2699筆、

約98ヘクタールとなっております。

○仲田弘毅委員 戦後75年ですね。これを本当に

100％、所有者を探し当てるというのは厳しいことだ

と思うんですが、この戦後の一つの負の遺産として、

これは担当大臣にも本県からも既に要請されてるわ

けですが、現在の沖縄振興計画の中でどういうふう

な取組になっておりますでしょうか。

○池原勝利管財課長 県におきましては、真の所有

者の返還などにより、所有者不明土地の抜本的解決

に向けて取組を進めております。現振興計画内の平

成24年度から令和２年度までの間、69筆の土地が管

理を解除しております。また、沖縄復帰特別措置法

の附則第５の規定において、政府は実態調査を行い、

その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする

と規定されていることを踏まえ、内閣府においては、

平成24年度から平成30年度までに実態調査を行って

いまして、その委託を受けまして調査を本県のほう

で実施しております。実態調査の結果を踏まえまし

て、内閣府においては平成13年度から解決策を検討

する有識者検討会等を実施しておりまして、県にお

いてはオブザーバーとして参加して、必要な資料の

提供や説明等を行ってきたところであります。

○仲田弘毅委員 これはもう次期振興計画もこれか

ら始まっていくわけですが、内閣府において、この

検討事項、あるいはまた将来に向けての見通しみた

いなものはどうなっておりますでしょうか。

○池原勝利管財課長 先ほど申し上げました、現在

内閣においては、有識者検討会を行っておりまして、

その中では、沖縄戦に起因する所有者不明土地につ

きましては、現行の表題部、所有者不明土地適正化

法や、改正民法による新たな財産制度による解決策

が今議論をされているところでございます。

県としましては、当該検討会の検討状況などを踏

まえまして、令和３年４月に、国に対して制度提言

を行いまして、法制上の措置及び財政措置を求めた

ところでございます。また、内閣府においては、令

和３年８月の新たな沖縄振興策の検討の基本方向に

おいても、戦後処理として、沖縄戦に起因する所有

者不明土地問題の解決に向けて、必要な措置を講ず

るとされているところでございます。

○仲田弘毅委員 次、公共施設マネジメント、15ペー

ジになります。

まず、具体的な事業内容をお願いいたします。

○池原勝利管財課長 本県では、復帰後に大量に整

備されました公共施設等の老朽化が進行しておりま

す。令和17年には、インフラ施設の半数以上が50年

を経過し、老朽化や耐久性の低下が懸念されている

ところでございます。そのため、平成25年度から、

行政サービスの向上に努めながら、できる限り少な

い経費で最適な施設の管理運営を行う公共施設マネ

ジメント事業を推進してきたところでございます。

当該公共施設マネジメントの一つとして、施設の長

寿命化の推進を図るモデル事業として大規模改修事

業を令和元年度から実施しております。

令和２年度につきましては、県民の森及び東京職

員住宅うるま荘の大規模改修工事を実施したところ

でございます。

○仲田弘毅委員 この事業の、施設の長寿命化とい

うふうな事業になってるわけですが、どの程度のコ

スト削減、縮減につながると見込んでおりますでしょ

うか。

○池原勝利管財課長 大規模改修工事の単価につき

ましては、地方公共団体財政分析等に関する調査研

究報告書というものが出てまして、それによれば、

建て替えした場合と比較しまして、通常６割の工事

費削減になるとされております。これを当てはめた

場合、例えば令和元年度から、今年度も実施してま

すが、３年間における７施設21棟の改修工事におき

まして、全ての施設を建て替えた場合と比較します

と、約13.9億円のコスト縮減効果があったものと考

えております。

○仲田弘毅委員 御案内のように、和歌山でも水道

橋が崩落して、大きな災害、市民にも随分負担をか

けたということですが、そういったことを考えた場

合に、その老朽化している公共施設等の大規模改修
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は、これは大変重要だと思うんですが、今後の見通

しをお聞かせください。

○池原勝利管財課長 公共施設等の全体状況を把握

し、計画的な更新や長寿命化など、長期的な視点に

立った公共施設マネジメントの全庁的な取組を推進

するために、平成28年度に沖縄県公共施設等総合管

理計画を策定しております。この計画がもう５年を

経過していることから、現在、改定作業を進めてい

るところでございます。改定に当たりましては、各

施設管理者におけます策定した個別施設計画の取組

や施設数の適正化、各施設の劣化状況、財政負担の

平準化等を検討することとしております。改定後の

総合管理計画を踏まえまして、各施設における大規

模改修等を計画的に進めていきたいと考えていると

ころでございます。

○仲田弘毅委員 以上で、総務は終わります。

ありがとうございました。

○又吉清義委員長 山里将雄委員。

○山里将雄委員 まず、沖縄県健全化判断比率審査

意見書の中からですけれども、１ページ目ですね。

その中の健全化判断比率、４つあるんですけど、

その中の一番下、将来負担比率について。将来負担

比率というのは御承知のとおり、一般会計の借入金

や、公営企業、組合、設立法人等に対して将来支払っ

ていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標

化し、将来、財政を圧迫する可能性の度合いを示す

指標というふうになっています。これが今、この指

標意見書で見ると、沖縄県の将来負担比率は、令和

元年度で42.6％、２年度で41.5％なんですね。400％

が判断基準ということになるんですけど、正直言っ

て相当低いという状況です。この件についてどうい

うふうにお考えですか。

○武田真参事兼財政課長 委員がおっしゃるとおり、

財政規模に対する将来の負担比率の話なんですが、

県債残高自体が低いという―他府県さんに比べると

低いというのが一つの大きな要因になってます。そ

の要因としては、高率補助に伴った裏負担が他府県

さんに比べると低いという話。それから、平成10年

あたりから行革プランで、一定の起債については抑

制基調をずっと続けておりますので、そういったこ

とも踏まえて、県債残高が低位でずっと推移してい

るというのが大きな要因になっています。

○山里将雄委員 これは地方債、いわゆる借金です

ので、当然それは少ないほうがいいというふうに決

まっています、県民の借金になりますのでね。ただ、

やっぱりある程度の県債というのは絶対必要だと思

うんですよね。

沖縄県の経済とか、あるいは県民所得の低い状況

を見ますと、やっぱりこの数字は非常に低いという

感じがしますね。東京に次いで２番目ぐらいなんで

すね、調べてみるとですね、沖縄県のこの将来負担

比率というのは。やっぱり県の経済とか、そういっ

たものが、実態とはちょっと離れてるのかなという

印象があります。さっきも言ったとおり、地方債は

一定程度あっていいものだと私は思っています。で

すから、コロナの影響等々で、今後はいろいろと必

要な措置といいますか、財政的な負担が必要になっ

てくると思います。そういう意味では、やっぱり大

胆に借金をしながら、いろんな政策を展開していく

必要があると思っていますので、ぜひそれを考えて

いただきたいなというつもりで、この質問をしまし

た。その件についていかがでしょうか。

○池田竹州総務部長 委員おっしゃるとおり、起債

につきましては、必要な起債というのも当然あると

いうふうに考えております。例えば令和２年度の一

般財源の確保におきましては減収補塡債など、そう

いった特例債を最大限発行しまして、いわゆる基金

の維持等に努めたところでございます。また、ハー

ドの部分につきましても、例えば緊急防災減災対策

時債などのように、比較的有利な起債で、いわゆる

公共施設の安全を確保するなどの取組もできますの

で、今後そういった起債の活用も視野に入れながら、

総務部としては各部局と調整していきたいと考えて

おります。

○山里将雄委員 よろしくお願いします。

この件は以上です。

もう一つだけですね。税収の件なんですけれども、

先ほど島尻委員から、個人県民税、法人事業税等々

についての質問があったんですけれども、個人県民

税は、これは令和元年度の数値でもって課税されて

ると。法人税もそうなんですか。

○喜友名潤税務課長 法人関係税につきましては、

それぞれ法人によって決算月が異なっておりまして、

３月決算法人が多いんですが、３月決算法人ですと、

前年の４月から今年の３月までの収益を５月までに

申告して、納税額があれば納税するという形になっ

ておりますので、個人県民税ほど、タイムラグがな

いといいますか、法人のほうが早めに景気の影響を

反映して、税額が落ちていくという形になっており

ます。

○山里将雄委員 そうすると、今のこの数字では、

個人県民税の場合は、これからその影響が出てくる。

それから、法人税等々については、今ある程度は実

態を示しているということは、２年度、３年度のコ
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ロナの影響というのは、いわゆる今度は３年度、４年

度に現れてくるということになるわけですよね。そ

の辺の見通し、税収の見通しというものはどのよう

に考えていらっしゃいますか。

○喜友名潤税務課長 令和３年度の県税収入につき

ましては、新型コロナウイルスの影響が―今後多く

の専門家が第６波も来るということをおっしゃって

いますので、それがどの程度影響が出てくるのかと

いうのが不透明な状況でございまして、現時点で今

年度の収入を見込むということは困難でございます

が、引き続き経済状況等を注視しながら、県税収入

の確保に努めてまいりたいと、そのように考えてお

ります。

○山里将雄委員 ぜひ、その辺はしっかり見極めな

がら県政、県財政運用、しっかりと担っていただき

たいと思います。

最後に、これ去年も聞いたんですけれども、今も

う出ていれば教えていただきたいんですけれども、

単年度収支と実質単年度収支、この数字が分かれば

お願いします。

○武田真参事兼財政課長 実質単年度収支から答弁

させてください。実質単年度収支が約54億3800万と

なっています。単年度収支は23億7700万となってお

ります。

○山里将雄委員 いずれも黒字ということですね。

分かりました。

以上です。

○又吉清義委員長 当山勝利委員。

○当山勝利委員 よろしくお願いします。

いろいろ聞かれている部分は省いてお伺いします。

法人関係、先ほど出ましたけれども、徴収猶予特例

制度の適用等があったと思います、令和２年に関し

て。それで収入未済額も増えてるのかなと思います

が、その特例制度適用による影響額というのをお伺

いします。

○喜友名潤税務課長 法人事業税の中での徴収猶予

の特例制度の影響額についてお答えしたいと思いま

すが、法人事業税の収入未済額は約７億7721万円で、

前年度決算額の約１億6122万円と比較しますと、約

６億1599万円の増となっております。収入未済額の

うち、徴収猶予の特例制度の影響によるものが約７億

1793万円、率にして約92％となっていますことから、

収入未済額増加の主な要因といいますのは、徴収猶

予の特例制度の適用が大部分を占めるというふうに

考えております。

○当山勝利委員 この制度を使って猶予を受けた企

業さんがいらっしゃると思いますけれども、何事業

所か分かりますか。

○喜友名潤税務課長 徴収猶予の特例制度の許可件

数―人数ベースで申し上げますと、975人となってお

ります。課税件数で申し上げますと、3317件という

件数になっております。

○当山勝利委員 多くの方々、それから件数がこの

制度を適用されたということなんですが、おそらく

これ、期間がありますよね、猶予期間。それ終わっ

てまた請求ということになると思うんですが、まだ

まだこのコロナ禍があって、回復できていないとこ

ろが多いと思うんですが、その影響って分かります

か。

○喜友名潤税務課長 徴収猶予の特例制度につきま

しては、最大１年間と、猶予の期間が１年間となっ

ておりますが、その１年が来ましても、まだ納付が

困難だという法人、また個人の方につきましては、

既存の猶予制度というのがございまして、これまで

徴収猶予の特例制度は、新型コロナウイルスに起因

して、令和２年４月に創設されましたが、それまで

にも既存の納税の猶予制度というのがございました。

それを活用しまして、さらにまた１年延長するとい

う措置をしているところでございます。

○当山勝利委員 分かりました。

そのさらに１年延長した件数って分かりますか。

○喜友名潤税務課長 今年度、既存の猶予適用実績

といたしましては、承認した人数が19人、課税ベー

スでの件数が96件、額で言いますと5787万円となっ

ております。

○当山勝利委員 ということは、先ほどの件数より

も少ない件数ということは、それ以外の件数はもう

納税されたということで理解してよろしいですか。

○喜友名潤税務課長 今申し上げた数字は８月末ま

での数字でございますので、これからまた徴収猶予

の特例制度等が切れる方がまた新たに申請して、こ

の数字がまた増えていくという形になるかと考えて

おります。

○当山勝利委員 分かりました。

そういうふうに、ちょっとまだ経済的に十分回復

してないので、ぜひそういう人をなるべく納税して

いただくような方向でもっていただければと思いま

す。よろしくお願いします。

次に不動産取得税に関してなんですけれども、前

年度より３億円ほど増加しておりますが、その原因

について、理由についてお伺いします。

○喜友名潤税務課長 不動産取得税の収入未済額は

約４億3990万円で、前年度決算額の約１億2269万円

と比較しますと、約３億1721万円の増となっており
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ます。不動産取得税の収入未済額約４億3990万円の

うち、これも徴収猶予の特例制度によるものが、約

３億3507万円、これが収入未済額に占める割合が約

76％となっておりますので、不動産取得税の収入未

済額の増の原因は、徴収猶予の特例制度の適用が主

な要因であるというふうに考えております。

○当山勝利委員 分かりました。

これ、個人とか法人とかあると思うんですけれど

も、どちらが支配的に増加していますか。分かりま

すか。

○喜友名潤税務課長 すみません、個人か法人かと

いう分け方をしておりませんので、ちょっと実態、

実数は分からないんですが、やっぱり大きな不動産

は法人が多いかなという印象は持っております。

○当山勝利委員 分かりました。

これも先ほどの既存の猶予も支払えない場合はと

いうのはあると思います。そこら辺もまた御協力を

いただければと思います。

ありがとうございます。

次に移ります。諸収入について伺います。収入未

済額が約６億円で、前年度と比べてこれは３億円の

減となってるんですね。その理由について伺います。

併せて、すみません、不納欠損が３億円余りと、２億

円の増となっています。多分これ関係があるのかも

しれないので、併せてちょっと御答弁ください。

○武田真参事兼財政課長 不納欠損をしたから収入

未済も減ったというのが理由になっています。不納

欠損をした一番大きな理由は、昨年議決をいただい

た識名トンネルの損害賠償に関する和解の議決をい

ただいたものが約１億2000万、それから糸満市の海

洋技術センターの取水管の復旧工事、こちらのほう

も和解がございまして、これは30年か29年に仲裁の

議決をいただいて、その結果、昨年和解をして、債

権がなくなったので不納欠損したというふうなもの

がございます。そういったものによって、不納欠損

した結果として、収入未済額も減ったというふうな

現状になっております。

○当山勝利委員 じゃあ令和２年度はちょっと大き

な、そういう不納欠損の事案が幾つかあって、この

影響が出たということですね。分かりました。

ありがとうございます。

翌年度繰越の状況について伺いますけれども、先

ほどもありましたが、医療機関とか協力金の件で

218億円増加してるという御答弁もありました。これ、

やはり繰越しするということは、その業務がその翌

年度にそのままかぶってくるということなので、そ

の影響は大きいと思うんですけど、そこら辺の影響

について伺います。

○武田真参事兼財政課長 おっしゃるとおり繰越し

をすることによって、事業費を翌年に持ち越したと

いう話ですので、そこの部分の執行しないといけな

いというところも含め、それから、コロナ対策の業

務も増加しているというところもございます。そう

いった意味では、職員に負担が生じているというふ

うな認識を持っております。総務部においては、コ

ロナ対策に万全を期すために、全庁的に、臨時的任

用職員、それから会計年度任用職員の採用による人

員の確保、それから、外部資産の積極的な活用、さ

らには不要不急の通常業務についても、休止とか縮

小とか、そういったものも積極的に見直すような形

を促しているところです。

○当山勝利委員 緊急事態宣言が令和３年度、５月

24日からまた出されて、そういう意味での対応も大

きかったと思います。それで、先ほどの繰越しの業

務もあるという、すごく煩雑な業務があったんだろ

うなと推測されますので、やっぱり人員確保という

のはしっかりやっていただきたいなと。また、第６波

ということも考えられますので、ぜひそこら辺は御

対応よろしくお願いしますが、部長どうでしょうか。

○池田竹州総務部長 コロナの対策は、令和２年度

も例えば総括情報部のほうに数十名規模の兼務職員

などをやって対策をやってきたところです。今年度

はそれが200名を超える状況で、日ごとの応援派遣と

いうのもやっています。保健所などに、いわゆる自

宅療養者の連絡を取る要員として、８月などは相当

の数の動員などもやってきました。そういった形で

やると、先ほど財政課長から説明があったように、

不要不急の業務の休止なども各部、総務部も当然い

ろいろとやってるんですが、加えて、臨時的任用職

員や会計年度任用職員、さらに先ほど説明にはなかっ

たんですけれども、民間からの派遣も26名ですかね、

受けております。そういった、なるべくそういう民

間からの方は、もともと業務経験がありますので、

非常に即戦力として私どもも感謝しております。な

るべくマンパワーとして確保できるところは確保し

つつ、総括情報部とも調整して、委託できる部分に

ついてはなるべく委託をして、職員の負担が少しで

も軽減できるように今後も取り組んでいきたいと考

えています。

○当山勝利委員 ぜひ御対応のほどよろしくお願い

します。

今通知させていただきました、琉球政府文書デジ

タル・アーカイブズ推進事業について伺いますが、

一点だけ伺います。在米沖縄関係資料収集公開事業
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というのがこの中にありますけれども、この新型コ

ロナの影響について伺います。

○古市実哉総務私学課長 本事業では、平成29年度

から令和３年までの５年間で、米国国立公文書館に

所蔵されております沖縄関係の写真、それから動画

４万4700点を収集し、インターネットで公開するこ

ととしております。令和２年度におきましては、新

型コロナウイルス感染症拡大の影響で、米国国立公

文書館が利用できなかったため、やむなく収集業務

を中止したところです。同様に令和３年度におきま

しても、現在、米国国立公文書館が利用できないた

め、収集業務は行えない状況でありますので、これ

までに収集しました写真や動画１万2574点ございま

すけれども、そのうち１万2393点につきましては、

今月末までにインターネットで公開したいというこ

とで作業を進めているところです。

○当山勝利委員 去年もこれ聞かせていただきまし

たけれども、どうしてもコロナの影響で収集できな

かった部分というのがあるということでした。ここ

ら辺もまた次年度以降考えていかれると思いますの

で、そこら辺、重要な資料等もあると思いますから、

御対応のほうよろしくお願いします。

以上で終わります。

○又吉清義委員長 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 今、議論が出たので、お尋ねしま

す。

県民税―個人県民税、法人県民税の収入未済が大

きいというところで、猶予の特例というのも、ここ

でもあるんでしょうか。

○喜友名潤税務課長 まず、法人事業税につきまし

ては、収入未済額の約７億7021万円のうち、徴収猶

予の特例制度の影響によるものが約７億1793万円、

率にしますと、収入未済額のうち92％が徴収猶予の

特例制度によるものという状況になっております。

○西銘純恵委員 個人県民税を聞きました。

○喜友名潤税務課長 申し訳ございません。個人県

民税につきましては、市町村のほうで課税、徴収、

徴収猶予の特例制度につきましても市町村のほうで

行っておりまして、今、県税としてちょっと数字を

把握してございません。

○西銘純恵委員 収入未済の14億という数字があり

ますよね。これ県税ですよね。だから、市町村が徴

収ということになっても、先ほど失業、病気とか、

倒産の関係でとおっしゃったので、特例を使ってい

るというものが分からないということでしょうか。

○喜友名潤税務課長 申し訳ございませんでした。

企画部の市町村課から、個人の住民税につきまして、

徴収猶予の特例制度を許可した許可額について資料

提供いただいておりますので。失礼いたしました。

個人の住民税で、徴収猶予の特例制度を許可した

金額といたしましては、２億5134万8000円というふ

うになっております。

○西銘純恵委員 件数も分かりますか。

○喜友名潤税務課長 申し訳ございません。ちょっ

と件数までは把握してございません。

○西銘純恵委員 この収入未済の理由が、やっぱり

大変厳しいということをさっき部長がおっしゃって

いたので、ぜひそこも、救済策というのかな、それ

を生かしていただきたいということを指摘して、次

の質問に移ります。

主要施策の９ページの所有者不明土地の管理費に

ついてですけれども、執行率とその理由を伺います。

○池原勝利管財課長 令和２年度の所有者不明土地

特別会計につきましては、財産収入としましては

2148万8000円、繰越金としまして約１億6290万、諸

収入として45万2000円となっております。実際に使

用したものにつきましては、専従職員の人件費また

は会計年度任用職員の人件費、併せて除草等にかかっ

た委託費となっております。

○西銘純恵委員 戦後処理ということですけれども、

これは本土との違いはありますか、説明をお願いし

ます。

○池原勝利管財課長 所有者不明土地問題というの

は、全国的に大きな今課題となっているところでご

ざいますが、沖縄戦―戦争によって起因した所有者

不明土地問題というのは、沖縄のみだと考えており

ます。

○西銘純恵委員 本事業が開始をされるに至った県

の取組と国のこれまでの動き、お尋ねします。

○池原勝利管財課長 県としましては、沖縄戦に起

因する所有者不明土地問題につきましては、真の所

有者への返還、また県や市町村への所有権の帰属に

より解決すべきものと考えてございますが、戦後75年

を経た現在、所有者が特定される可能性は極めて低

いことから返還が進んでおりません。解消をする見

通しがまだ立ってないというところが状況ございま

す。そのため、早期の抜本的解決が図れるよう、法

制上の措置及び財政措置など取組を加速し、抜本的

解決に当たっては県民の貴重な財産として有効活用

を図れるように、国として制度と提言を行うととも

に、新たな振興計画素案では、解決に向けた取組を

位置づけたところでございます。これらの取組によ

り、沖縄戦に起因する所有者不明土地の解消を進め

ていきたいと考えているところであります。
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○西銘純恵委員 事業開始に至ったのは復帰後すぐ

からなのか、そして国費は入ってきたのか、それを

お尋ねしたいんですが。

○池原勝利管財課長 復帰して、沖縄特別措置法に

基づきまして、第62条に基づきまして、所有者不明

土地につきましては、県または市町村が管理するこ

ととなっております。あわせまして、平成24年度に

は附則第５項に基づきまして、国は抜本的解決を図

るということで規定をされているところでございま

す。

○西銘純恵委員 最初の不明土地は、県、市町村そ

れぞれどれだけありましたか。そして、現在1505と

いうことですけれども、この件数の経緯といいます

かね、どうなっていますか。

○池原勝利管財課長 復帰時の、まず沖縄県の管理

分の総数としましては1883筆でございました。それ

から解除された筆数が378筆ありまして現在1505筆と

なっております。市町村管理分につきましては、最

初のほうは1627筆となっておりまして、解除が433筆

となっております。現況で1194筆となっております。

その解除の理由としましては、まず、所有権の確定

訴訟、または事務手続の更正登記等でされているも

のと考えております。

○西銘純恵委員 先ほど、これからどんどん所有者

探しが困難になるということを言われていましたけ

れども、新たに県が次期振計に向けても動いていた

と思うんですが、昨年度、知事が政府に要請した内

容について伺います。

○池原勝利管財課長 沖縄戦を起因とした所有者不

明土地の抜本的解決に向けまして、早期の抜本的解

決が図れるよう、法制上の措置及び財政措置などの

取組を加速すること。２点目としまして、抜本的解

決に当たっては、県民の貴重な財産として、有効活

用が図れるよう配慮することを要請してございます。

○西銘純恵委員 戸籍簿等が―文書類が一切なく

なって、本当に相続人探すとか、そういうことはと

ても困難―戦後75年たって、最も困難になるので、

何らかの法整備が必要ということで要請されたと思

うんですが、新たな動きについて、次年度以降変わっ

ていくのかお尋ねします。

○池原勝利管財課長 委員おっしゃるとおり、やは

り戦後75年以上たって、なかなか真の所有者を見つ

けるのは難しいところでございます。県においては、

令和３年４月に、国に対して制度提言を行っており

まして、その内容としましては、問題の解決策、そ

の実施時期、制度実現を記載した国主体の事業計画

の策定、専属実施する登記官の配置、県または市町

村が公共利用する土地の所有権を帰属させる特例制

度の新設、財政支援、活用されない土地の所有権の

国への帰属等を提言しております。また、国におき

ましては、有識者検討委員会におきまして、新たな

所有者不明土地に関連する法律の中で、それらの解

決策が見つけ切れないかということで今検討をされ

ているところでございます。

○西銘純恵委員 法律の改正もあったと思うんです

が。

○池原勝利管財課長 民法が改正されまして、所有

者が分からない、所有が不明な土地につきましては、

裁判所に処分権限がありますが、利害関係人からの

申立て基づいて管理人を置き、土地の処分まででき

るような制度が、令和３年４月に公布されていると

ころでございます。

○西銘純恵委員 長い間取り組んでいたのが具体的

に、次年度以降進んでいくという形になるかと思う

んですが、一日も早い、所有者に返していく、それ

とも、県の管理を解消するというところに向けてい

ただきたいと思います。

それで12ページ、今の施策の私立学校振興事業に

ついてお尋ねします。前年度と比べて、コロナによっ

てこの２番の件ですが、高等学校就学支援金はどう

なっていますか。

○古市実哉総務私学課長 高等学校等就学支援金事

業ですけれども、この申請に際して、受給理由がど

んなものであるかということの確認というものが必

要とされていないことから、実際、支給者数とか増

が出てきておりますけれども、それがコロナの影響

によるものかどうか、そういった細かい理由という

ものは、残念ながら確認することが困難であります。

○西銘純恵委員 前年度というのは、今決算年度何

人で、前年度何名だったか、数字で、また今年度も

いかがか示せますか。

○古市実哉総務私学課長 令和３年度の数字、ちょっ

とまだ集計ができてないので、元年度と２年度の比

較で御説明させてください。令和元年度は受給者数、

延べ１万9367人で、令和２年度は延べ２万2153人、

それで2786人増えているところでございます。

○西銘純恵委員 13ページ５番の専修学校の授業料

減免について、県内の専修学校は何校あって、何人

在校されてるか、県内の生徒はどれだけか分かりま

すか。

○古市実哉総務私学課長 全体の専修学校が58校ご

ざいまして、全体の学生数が１万830人です。そのう

ち減免した対象校が46校で、2082人の学生に助成し

ております。県内、県外の生徒の区別の数は把握し
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ておりません。

○西銘純恵委員 もう一つ、通学費負担、先ほど訂

正あったんですが、モノレールも含めてお願いしま

す。

○古市実哉総務私学課長 先ほど、申し訳ございま

せん、訂正させていただきましたけれども、この修

正した主要施策報告書に入っていた数字というのは、

バスだけではなくて、モノレールも込みの数値とい

うことです。ですので、27人がモノレールの通学で

支援を受けた方で、165人がバス通学で支援を受けた

方というような内訳になります。

○西銘純恵委員 バス通学で、最も遠いところをお

尋ねします。

○古市実哉総務私学課長 高速バス等を利用して通

学されてる生徒がおります。通学距離では81キロの

遠距離通学となっております。

○西銘純恵委員 何名ですか。これ、結構な費用を

補助してると思いますので、そういう遠距離に対し

ては何か逆に宿泊とか、そういう支援も検討が必要

じゃないかとは思うんですが、いかがですか。

○古市実哉総務私学課長 細かい数字をちょっとま

ず御説明させていただきたいと思いますけれども、

実際この事業で支援をしている生徒の状況、内訳で

すけれども、中学生お二人が通学距離が大体44キロ

で、月額で約３万7000円を支援しております。また、

全日制の高校生１人につきまして、通学距離約60キ

ロで、月額約５万4000円を支援しております。通信

制のほうの高校生３名が通学距離約58キロでありま

す。ただ、通信制でございますので、通学日数は月

当たり約６日ということで聞いておりますが、月額

約１万7000円を支援しております。先ほど話した約

81キロというのは、専修学校高等課程の高校生お一

人なんですが、実際は那覇市内の親戚宅に泊まった

りするなどして、バス通学日数は月約５日というこ

とであります。なので、月額約１万8000円を支援し

ているところであります。

それで、なぜ遠距離通学をしているかという理由

を少し聞きましたけれども、まず学校に寮がないで

すとか、あるいは寮があっても定員の関係、それか

ら入寮条件から寮に入ることができないというよう

な理由ですとか、あと一人暮らしをするということ

で、なかなか生活習慣、それから安全面の不安など

があって遠距離通学を選択しているという話を聞い

ているところでございます。

○西銘純恵委員 私立学校の今、幾つか聞いたんで

すけれども、やっぱりコロナ禍で就学金も人数増え

ているということがありますので、やっぱり全県的

に、今年度も同じ状況になるのかと思うんですが、

支援、頑張っていただきたい。

以上です。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

午後０時０分休憩

午後１時20分再開

○又吉清義委員長 再開いたします。

午前に引き続き、質疑を行います。

渡久地修委員。

○渡久地修委員 どうも御苦労さんです。

僕は総務部では、この表の15ページ、公共施設マ

ネジメント推進事業について、ちょっと確認させて

いただきます。これ大規模改修工事ということなん

だけど、私は、何ていうのかな、県内の、いわゆる

県経済を、県内循環型にやっていく上で、学校とか、

そういった公共施設の建て替えとか、老朽校舎の建

て替えとか、これはとっても大事だと思ってるんだ

けど、皆さんが公共施設マネジメント推進事業で行っ

た、この決算での実績は分かるんだけど、これまで

の実績について件数、そして額などが分かれば教え

てください。

○池原勝利管財課長 県におきましては、平成25年

度から行政サービスの向上に努めながら、できる限

り少ない経費で最適な施設の管理経営企画を行う、

公共施設マネジメント推進事業を実施しております。

この事業の一つで、施設の長寿命化を図るモデル事

業として、予防保全工事及び大規模改修工事を実施

しておりまして、平成26年度から令和３年度までの

８年間におきまして、庁舎、学校教育施設など合わ

せて19施設、40棟を約29億円かけて改修を行ってお

ります。

○渡久地修委員 この29億円、40施設ということな

んですけど、こういったこの建て替え工事というの

は、ほぼ100％県内企業に仕事が回ると思うんだけど、

その辺はどうですか。

○池原勝利管財課長 ほぼ県内企業へ発注している

と考えております。

○渡久地修委員 このいわゆる県内企業、県内業種

という点で、もし分かるのであれば、いろんな職種

があるよね、電気工事とか畳とか、いろんなの、ア

ルミサッシとかいろいろあると思うんだけど、それ、

もし分かるのであれば、どれぐらいの人たちがこれ

に関わったかというのが分かりますか。

○池原勝利管財課長 すみません、ちょっとこちら

のほうでそういう調査はしてないところでございま

す。

○渡久地修委員 ぜひ、これは一度調査していただ
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きたいなと要望しておきます。それでこの29億円の

経済波及効果というのかな。経済波及効果というの

は算式があると思うんだけど、大体どれぐらい―県

内企業にほぼ100％発注して、波及効果というのはど

れぐらいなのかというのが分かったら教えてくださ

い。

○池原勝利管財課長 平成26年度から令和３年度ま

で、８年間における改修工事等における経済波及効

果でございますが、平成27年、沖縄県産業関連表を

基に推計した場合、工事費が29億300万に対し、経済

波及効果としては48億2000万と推計しております。

○渡久地修委員 分かりました。約倍近い経済波及

効果ということなんだね。

これは長寿命化にもつながるという点で、あと今

後の計画があったら教えてください。

○池原勝利管財課長 大規模改修工事につきまして

は、沖縄県公共施設等総合管理計画に基づく長寿命

化の推進の取組のモデル事業として実施しておりま

す。これについては、令和元年度から令和３年度ま

での実施を計画しておりまして、今年度で最終年度

となっております。今後は、技術職の配置が少ない

施設においても、適切かつ円滑に改修工事が実施で

きるよう、改修工事検討マニュアルを策定し、施設

管理者の支援を行っていきたいと考えております。

○渡久地修委員 モデル事業ということは、これは

ほかの施設、例えば教育委員会とか、ほかの部局に

も広げていくということでよろしいですか。

○池原勝利管財課長 公共施設等総合管理計画につ

いて、今年度改定を行いまして、計画的に取組を進

めていきます。あわせて、今委員おっしゃったとお

り、マニュアルの策定等を行いまして、各施設管理

者のほうにも広めていきたいと考えております。

○渡久地修委員 ありがとうございます。

頑張ってください。

○又吉清義委員長 國仲昌二委員。

○國仲昌二委員 今、決算の意見書のほうを通知し

ましたけれども、14ページの下のほうの表ですね。

自主財源、依存財源の部分ですけれども。自主財源

が前年度比で低くなって、依存財源が増えていると

いうことですけれども、ただ、依存財源の国庫支出

金のほうを見ると前年度比で額にして1093億円程度

増になってて、その分構成比がかなり７ポイントぐ

らい上がってるんですね。これ、当然コロナ関係の

交付金だと思うんですけれども、当然、２年度です

ね、かなり国からの交付金が増えたということでの、

その構成比となっています。これ、この国庫支出金

が前年度並みだとした場合には、逆にこれ自主財源

が増えるというようなことが考えられるんですけれ

ども、この辺についてはどういうふうに見てますか

ね。

○武田真参事兼財政課長 数字だけを見ると、確か

にその分の国庫がなければ、自主財源比率は上がる

という形になろうと思っています。ただ一方で、コ

ロナがなければ、ここでいうところの諸収入ですね、

436億ほど増えてますが、そういった手当てについて

も、もしかしたらなかったのかもしれません。

○國仲昌二委員 あと、自主財源についていえば、

全国平均それから九州平均と比較して、ちょっと低

いというのが見えますよね。

その辺について考えをお聞かせください。

○武田真参事兼財政課長 自主財源比率、コロナ前

の令和元年度までは少しずつでしたが、本県もずっ

と上昇をしておりましたが、それでもまだ全国平均

には及ばないというふうな数字でございました。午

前の部長の答弁にもありましたが、自主財源比率は

大変重要だと思っております。ただ、一朝一夕に急

激に上がるようなものではございませんので、地道

に県税の徴収強化であるとか、自主財源の確保、そ

れから税源の涵養に一歩ずつ取組を進めていくこと

が必要かなと考えております。

○國仲昌二委員 年々、いい方向に向いているとい

うのは、後でちょっと説明をお願いしたいと思いま

す。

次、15ページ、そのお隣のページの表でまたちょっ

とお話したいと思います。

これ、義務的経費とその他の経費という部分を

ちょっと比較するんですけれども、構成比で義務的

経費が８ポイント低くなっていると。これ一見する

と好転してるように見えますけれども、その他の経

費の中の補助費等、これがまた1082億程度ですか、

増になってて、これも当然コロナ関連の補助費等の

増で、その他の経費が、構成比が増えているという

ことで、義務的経費についても、あるいは投資的経

費、その他の経費についてもこれ、受け止め方とし

ては横ばいということ、そういう受け止め方でいい

んですかね、考え方としては。

○武田真参事兼財政課長 もちろんコロナがなけれ

ば、これほど劇的に変わることはなかったと思いま

す。ただ、補助費等の中にはコロナ関連ということ

で、今回の決算では時短協力金であるとか、緊急小

口の貸付金であるとか、それから医療関係の協力金、

そういったものが多額に含まれておりますが、社会

保障関係費も含まれています。そういった意味で言

うと、補助費等のほうと、義務的経費の中の扶助費
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の部分については、年々増加傾向が見られるという

のは、これまでの傾向としても確認できております。

○國仲昌二委員 ありがとうございます。

次、16ページのほうをお願いします。

この中で、下のほうですね、県債残高。令和２年

度、平成28年度と比較すると、かなり残高が減って

るというのが、約570億ですかね。これ年々残高が減っ

てるということで、減債基金のほうも令和２年度で

は、64ページですけれども、46億円程度の取り崩し

ですかね、あったと思いますけれども、その辺も含

めてこの県債残高の減についての説明をちょっとお

願いします。

○武田真参事兼財政課長 16ページのとおり、県債

残高が毎年減少していってます。その一番大きな理

由は、交付税の代わりになっている臨時財政対策債、

そちらのほうの発行額自体が、一時期より相当額落

ちてきてるという現状があります。平成20年度から

25年度にかけては500億とか400億とか発行しており

ましたが、最近は200億前後という発行額になってお

りますので、過去の償還部分が厚くて、発行額が薄

いということでの残額の減少という形になっており

ます。ただ一方、昨年度、御承知のとおり、減収補

塡債みたいな特別な県債を発行させていただきまし

た。一方、令和３年度の臨財債についても、昨年度

当初に比べると150億ぐらい発行せざるを得ないよう

な状況ですので、県債残高については、今後も持続

的な財政運営の観点からは、注視してまいりたいと

考えております。

○國仲昌二委員 この県債残高については、ちょっ

と僕の勘違いかもしれないですけど、先ほど計画的

にそういうところも取り組んでるというようなこと

もあったと思うんですけど、その辺はどんなですか。

○武田真参事兼財政課長 県債はまた発行しないと

いうことではなくて、やっぱり急な県債、それから

どうしても発行しなければいけない県債があります。

ただ、またやみくもに発行することによって、持続

的な財政運営に支障が生じるようなことがないよう

な形で、きちんと確認をしながら適正化に取り組ん

でいきたいと思っております。

○國仲昌二委員 それでは、同じ表の一番下ですね。

財政力指数、これも平成28年度から見ると、徐々に

ではありますけれども、数字が高くなっていると。

九州平均とか全国平均とはちょっと差がありますけ

れども、この辺について、徐々に好転してるんです

かね。その辺についての考え方をお願いします。

○武田真参事兼財政課長 財政力指数についても、

28年、御覧のとおり、徐々に徐々に上がってきてお

ります。ただ、全国平均に比べると、やはりまだ0.1と

か0.5、0.15ほど差がございます。沖縄県上がってき

ているとはいえ、まだ全国でいうと、まだ下位のグ

ループにおります。引き続きそういった意味では本

県の財政構造自体が、依存財源、依存体質にあると

いうことを物語っているかなと考えています。

○國仲昌二委員 それでは、今度19ページのほうで

すね。税収のほうにいきたいと思います。

先ほどから指摘があるように、まず法人関係はか

なり影響があって落ちてると。個人については、所

得が令和元年度を反映しているので、コロナの影響

がある前だという説明がありました。令和３年度に

なると、個人の税も影響してくると思うんですけれ

ども、来年度に向けてはどういう見通しなのかとい

うのちょっと教えてもらえますか。

○喜友名潤税務課長 令和３年度、それからまた次

年度の税収の見込みということでお答えいたします

けれども、現在、新型コロナウイルスの影響がどの

程度、税収に影響してくるかというのが不透明な状

況でございますので、今年度、それから来年度の税

収を見込むのは非常に困難でございますが、今後の

経済状況等を注視いたしまして、県税収入の確保に

努めてまいりたいと考えております。

○國仲昌二委員 本当に非常に厳しい状況であると

思いますけれども、財源確保に向けて、一生懸命頑

張ってもらいたいなと思います。

次、８ページのほうに戻って質問しますけれども。

２つ表があって、一般会計の実質収支の状況、上

のほうですね。これ、実質収支が前年度比較で23億

余りの増となっています。黒字要素ですね。先ほど

からちょっとお答えいただいてるように、例えば県

債残高は減ってきています。それから、あと財政力

指数も好転しています。先ほどもありました将来負

担比率についても好転してますと。そういうことを

見てみますと、トータル的に県の財政としては、ま

あまあいい状況に近年なってるのかなと思って見て

ますけれども、その辺についてはどういうふうに受

け止めてますか。

○武田真参事兼財政課長 委員から今案内のござい

ました８ページの実質収支が約54億円ほどあります。

昨年度は30億円でした。実はこの54億円の中には、

昨年、包括支援交付金で国のほうが概算払いを受け

て、返さないといけないお金とか、あと時短協力金

も概算払いで多く受け入れて、国にお返しをしない

といけないお金を勘案すると、ほぼ昨年度と同じぐ

らいの、30億円ぐらいの本当の意味での実質的収支

なのかなというふうに考えております。ほかの財政



－79－

指標を踏まえて、委員からそういった御指摘もござ

いましたが、やはりコロナについてはまだ収束が見

えない状況であること。それから、先ほど税務課長

から御案内があったとおり、県税収入についてもま

だ先が見通せない。それから、コロナに関連して言

うと、今後も経済の下振れリスクでまだあるという

ふうには考えております。そういった意味では、財

政運営については、しっかり周囲の経済状況を踏ま

えて、適切に対応してまいりたいと思っております。

○國仲昌二委員 健全な財政運営に頑張っていただ

きたいと思います。

以上です。

○又吉清義委員長 平良昭一委員。

○平良昭一委員 主要施策の成果報告書の９ページ

ですね。所有者不明土地の管理ですけど、県民の財

産としての有効活用が図れるよう国に求めていくと

言っておりますが、具体的にどのような取組を行っ

てきたか教えていただきたい。

○池原勝利管財課長 県においては、昨年度、いわ

ゆる表題部所有者不明土地円滑法などの対応等につ

いて、那覇地方法務局などと意見交換を行っており

ます。また、抜本的解決について関係市町村と意見

交換を行い、市町村意見も含めまして、令和３年４月

に国に対して制度提言を行っております。また、こ

れまで沖縄及び北方対策担当大臣に対し、沖縄戦に

起因する所有者不明土地の抜本的解決について要望

してきており、先週10月９日には、西銘沖縄及び北

方対策大臣宛てに、法制上の措置及び財政措置の取

組を加速するとともに、県民の貴重な財産として有

効活用が図れるよう配慮することを要望していると

ころでございます。

○平良昭一委員 1505筆あると言ってましたけど、

県と市町村が財産管理人となっているわけですけど、

これ土地、全て把握してるわけではないですよね。

○池原勝利管財課長 平成24年から30年度までに国

の委託調査で実態調査を行っておりまして、それを

踏まえまして、現在、過去の土地の状況を踏まえま

して把握しておりますので、基本的にはこれが把握

してる状況なのかなと考えております。

○平良昭一委員 土地の所有が10年または20年以上

継続していれば、時効取得という可能性もあるわけ

ですよね。その観点からすると時効取得などの例も

あるのか。

○池原勝利管財課長 民法の規定に基づきまして、

20年以上占有がある場合につきましては、時効取得

の対象となりますので、沖縄戦に起因する所有者不

明土地につきましても対象になると思います。ただ、

県といたしましては、管理パトロールの実施など、

不法または無断占用に、時効取得にならないよう取

り組んでいるところでございます。なお、県管理の

沖縄戦に起因する所有者不明土地につきましては、

これまで占有者による時効取得の事例はございませ

ん。

○平良昭一委員 20年長期時効取得、10年短期時効

取得、いろいろ民法の162条の１にあるわけですから、

今後こういうことが現れてくる可能性というのは十

分あると思うんですよ。10年間、平穏かつ自分のも

のだという認識を持ちながらやってきてるのであれ

ば問題はないわけですから、この辺が出てきたとき

の対応としたら、県の考え方としてどう対応するの

か。

○池原勝利管財課長 繰り返しになりますが、県に

おいては、復帰特別措置法に基づきまして、真の所

有者が出るまで管理をしているという立場でござい

ますので、そういうことがないようパトロール等を

行って、無断占用がないように努めていきたいと考

えております。

○平良昭一委員 これは、可能性はあるということ

だと思うんですよ。それで今後どういう考え方になっ

ていくか、もうちょっと議論していただきたいなと

いうことであります。

あと、私立学校振興事業、12ページになりますけ

ど、需要がかなり高くなって、県外からの生徒数も

増えてきてるということで、さきの子どもの未来応

援特別委員会の中で、いわゆる沖縄県の貧困、子ど

もの貧困対策に関する最終報告書の案の中で、高校

の中途退学の件があって、非常に悪い、全国平均か

ら後退してるということでありましたけど、その理

由が、私学の通信の皆さんの退学の率が高いという

ことで、そういう率になってると言いますけど、県

立高校を除いて、この私学の中途退学の率はどんな

なってるのか。

○古市実哉総務私学課長 高等学校中途退学率とい

うことですけれども、県外の生徒数について、具体

的なデータを用いてなかったので、今回、県内私立

高等学校に聞き取りをして、令和元年度の全体の数

値を踏まえて整理をしてみました。県外生徒を含め

た全体の中途退学率は2.3％でありましたけれども、

これに対しまして、県内生徒では1.7％、一方、県外

生徒では4.1％となっております。公私立の課程別に、

県内の生徒の状況を見ますと、県立高等学校が1.7％、

私立高等学校は全日制課程のほうで0.8％、通信制課

程が4.6％となっておりました。

○平良昭一委員 どうしてもこの通信制で4.6％とい
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うことになって、現代社会の一つのいいことなのか

もしれませんけど、通信教育が発展してきたという

ことがありますけど、この中途退学の率4.6％を、そ

れにひっくるめてしまうと、どうしても本当の県内

の私学、あるいは県立の数字が出てこないわけです

よね。その辺をどう対処していくかということも

ちょっと考えていただかないといけないなと思いま

すけど、どうでしょうか。

○古市実哉総務私学課長 通信制の課程につきまし

ては、ここ四、五年で、やがて３倍という形で児童

生徒数が伸びてきておりまして、教育庁と連携取り

ながら、この課題取り組んでいますけれども、29年

度、当初想定してなかったような形で通信制課程が

出てきておりますので、そこら辺は今後どういう整

理ができるかというものは、教育庁と連携取りなが

ら考え方を整理していければなと考えております。

○平良昭一委員 次に15ページのマネジメント推進

事業の執行率の68.7％の理由、ちょっと教えていた

だきたい。

○池原勝利管財課長 公共施設マネジメント推進事

業の１つとして、施設の長寿命化を推進するための

モデル事業として、大規模改修工事を実施しており

ます。令和２年度につきましては、東京職員住宅う

るま荘及び県民の森大規模改修工事を行いましたが、

県民の森につきまして、工事の入札不落があり、工

事の着手が約１か月延びたこと及び当初予定してな

かった天井下地材の取替え、アスベスト飛散防止対

策の室内養生などに不測の日数を要したことから、

翌年度へ１億7092万8000円を繰越したところであり

ます。そのことによって、執行率は68.7％となって

おります。

なお、繰り越しました県民の森大規模改修工事に

つきましては、令和３年７月に全ての工事を完了し

てるところでございます。

○平良昭一委員 分かりました。

あと、ふるさと納税の状況、県の状況、市町村の

状況も分かれば、コロナの関係でどうなってるか

ちょっと知りたい。

○喜友名潤税務課長 総務部が所管する令和２年度

のふるさと納税の実績は445件、約3848万円となって

おります。これは、前年度決算額の約3416万円と比

較すると、約432万円の増となっており、受入状況に

大きな変化は見られず、近年は3000万円から4000万

円という額で推移しております。なお、土木建築部

が所管する首里城火災復旧復興支援寄附金が420件、

約10億2392万円、保健医療部が所管する新型コロナ

ウイルス感染症対策支援寄附金が351件、約2848万円

となっており、令和２年度のふるさと納税の総額と

しましては、件数が1216件、金額で約10億9088万円

となっております。市町村のふるさと納税の状況に

つきましては、企画部の所管となっておりますので、

そちらのほうで確認いただければと思います。

○平良昭一委員 びっくりしてるんですけど、上がっ

た―コロナの影響でかなり下がるかなと思ってたん

ですけど、これには首里城の件もあるかもしれませ

んけど、首里城を除いた中で、やっぱりコロナの影

響というのはあるんでしょう。ないんですか。

○喜友名潤税務課長 寄附金に関しましては、特に

新型コロナの影響というのはないのではないかなと

いうふうに考えております。

○平良昭一委員 ふるさと納税の意味というのは、

そういうものだと思うんですけど、影響がないので

あればそれはいいことですので、大きな財源だと思

いますので、今後また見通していきたいなと思って

ます。

それと、午前中に花城委員からありましたたばこ

税の話でちょっと気になったものですから、ちょっ

と聞かせていただきたいんですけど、そんなに増減

はないというようなことでありますけど、私いろい

ろ調べてみたことがあるんですけど、本土のほうで

は地域でたばこを買いましょうなんて運動がありま

すけど、駅の看板とかがありますけどね。沖縄県の

場合の財源の過程といいますかね、処置の仕方とい

うのは、20歳以上の人口比の中で査定されてるとい

うようなことを聞いたことがありますけど、そうで

すか。

○喜友名潤税務課長 すみません、市町村のたばこ

税につきましても、企画部のほうで所管しておりま

して、明日、企画部のほうで確認していただければ

なと思います。

○平良昭一委員 分かりました。

終わります。

○又吉清義委員長 以上で、総務部関係決算事項に

対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

どうぞ御退席ください。

入替えのため、10分間休憩いたします。

（休憩中に、説明員の入替え）

○又吉清義委員長 再開いたします。

次に、知事公室長から、知事公室関係決算事項の

概要説明を求めます。

金城賢知事公室長。

○金城賢知事公室長 皆さん、こんにちは。

令和２年度の知事公室所管の決算の概要について
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御説明いたします。

ただいま通知しましたのは、令和２年度歳入歳出

決算説明資料知事公室でございます。

タップして御覧ください。

表紙と目次をスクロールして、１ページ目を御覧

ください。

一般会計歳入決算状況について、御説明申し上げ

ます。予算現額の計（Ａ）の欄36億718万1476円に対

し、調定額が（Ｂ）の欄33億5452万7805円、収入済

額が（Ｃ）の欄33億5452万7805円、調定額に対する

収入済額の割合である収入比率は100％となってお

り、過誤納金、不納欠損額、収入未済額は、いずれ

も０円でございます。

歳入の主な項目について、上から御説明いたしま

す。一番上の段、（款）使用料及び手数料のうち（目）

証紙収入の収入済額1525万6900円は、危険物取扱者

免状に係る手数料及び危険物取扱作業の保安に関す

る講習手数料等であります。

２番目の（款）国庫支出金のうち（目）総務費国

庫補助金の収入済額32億6646万5716円について、そ

の内訳は、沖縄振興特別推進交付金が３億3456万

716円、不発弾等処理促進費が29億3190万5000円でご

ざいます。

次に、２ページを御覧ください。

一番下の段、（款）県債のうち（目）総務債の収入

済額6670万円について、その内訳は、沖縄振興特別

推進交付金事業の特定地域特別振興事業が3760万円、

防災対策事業が2910万円であります。

次に、３ページを御覧ください。

一般会計歳出決算状況について、御説明申し上げ

ます。予算現額の計（Ａ）の欄54億3958万6759円に

対し、支出済額の（Ｂ）の欄が50億5800万4541円、

翌年度繰越額（Ｃ）の欄が9783万6720円、不用額が

２億8374万5498円となっております。予算現額に対

する支出済額の割合である執行率は、93.0％となっ

ております。

翌年度繰越額の内訳及び主な理由について御説明

いたします。（項）総務管理費、（目）諸費の1576万

8720円については、特定地域特別振興事業において、

那覇市が実施主体として建設する大嶺コミュニティ

センター（仮称）の磁気探査に係る経費でございま

す。当該施設は、基本設計時点では工事を行う全て

の土地について磁気探査を行った後、基礎部分の工

事に入ることを想定してましたが、実施設計におい

て改めて検討した結果、磁気探査と基礎部分の工事

を併せて実施する特殊な工法となったため、工期が

延長となり、年度内の完了が困難となったものであ

ります。

続きまして、（項）防災費（目）防災総務費の8206万

8000円については、不発弾等処理事業費の中の市町

村支援事業において、関連工事の遅れにより、磁気

探査にも遅れが生じたことによるものでございます。

次に、不用額の内訳及び主な内容について御説明

いたします。（項）総務管理費（目）諸費の１億2241万

5582円は、特定地域特別振興事業において、那覇市

が実施主体となり建設する大嶺コミュニティセン

ター（仮称）の工事費について、実施設計における

積算の結果、基本設計時の見込みより令和２年度分

が減少したことに伴う補助金の減が生じたこと、ま

た、他国地位協定調査について、予定していた韓国

での現地調査が、新型コロナウイルス感染症の影響

により実施できなかったことによる不用などでござ

います。

（項）防災費（目）防災総務費の不用額9565万4315円

は、不発弾等処理事業の中の市町村支援事業におけ

る計画変更等による補助金の執行残などとなってお

ります。

以上が、知事公室所管一般会計の令和２年度歳入

計歳出決算の状況でございます。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 知事公室長の説明は終わりまし

た。

これより質疑を行いますが、質疑及び答弁に当たっ

ては、その都度、挙手により委員長の許可を得てか

ら行い、重複することがないように、簡潔にお願い

いたします。

また、答弁に当たっては、総括的、政策的な質疑

に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ担

当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思いま

すので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろし

くお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁行う際は、あらか

じめ職、氏名等を告げてください。

それでは、知事公室関係決算に対する質疑を行い

ます。

島尻忠明委員。

○島尻忠明委員 こんにちは。

消防防災ヘリ導入推進事業についてお伺いいたし

ます。

事業期間が平成29年度からとなっておりますが、

今この状況ってどういうふうな状況になっているん

ですか。

○池原秀典防災危機管理課長 現在、県及び41市町

村で構成する沖縄県消防防災ヘリコプター導入推進
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協議会の設立につきましては、これまで同意が得ら

れていなかったことから、市町村と協議を重ねた結

果、令和３年５月に、全ての市町村から同意を得て、

同年８月に同推進協議会を設立したところでござい

ます。今後、いわゆるワーキンググループを設置し

て、沖縄県消防防災ヘリコプターの運用体制であっ

たりとか、あと市町村消防機関からの人員派遣、機

体の使用、またヘリ基地となる消防防災航空センター

の整備等が課題としてありまして、これらを市町村

や消防機関から構成されるワーキンググループの中

で、市町村や消防機関、関係機関等と一体となって、

課題解決に向けて議論を進めていく予定でございま

す。

そういった中で、令和７年度の運航開始を目指し

ていきたいと考えております。

○島尻忠明委員 これもう場所は、大体めどがつい

たってことで理解してよろしいですか。

○池原秀典防災危機管理課長 場所につきましては、

これまでも調査事業の中で、県のいわゆる消防学校

であったり、あとは県有地であったり、あと、北・

中・南部、これまでいろいろ調査してきております。

ただ、その中で、今のところ条件を完全に満たすと

いう―いろんな条件があるんですけれども、その条

件を満たす場所というのがまだ見つけられてない状

況でございます。

ただ、この件については、ワーキンググループの

中で各市町村であったり、あと各市町村消防機関と

しっかりと意見交換しながら、どこがいいのかとい

うのは決定してまいりたいと考えております。

○島尻忠明委員 これは平成29年度からいろいろ御

苦労なさって、今回合意を見たということなんです

けど、これ令和７年度、しっかりスタートできると

いうことで理解していいですか。まだ場所も決まっ

てない中で、いかがですか。

○池原秀典防災危機管理課長 しっかりと令和７年

度の運用開始を目指して頑張ってまいりたいと考え

ております。

○島尻忠明委員 ぜひ、私が言うまでもなく、いろ

いろと今、災害等々、世界でも、また我が日本国で

も起きてますし、今そういう厳しい環境もあります

ので、ぜひ目標年度に向けて頑張っていただきたい

と思います。

あと１点、不発弾処理なんですけど、これ今聞き

ますと、なかなか予算が厳しいということで、年度

末ですか、期間が申込みしても厳しい状況があった

りとか、そのまま着工している状況もあるというふ

うに聞いておりますが、現状はどういう状況なんで

すか。

○池原秀典防災危機管理課長 不発弾対策事業のう

ち住宅開発事業ですね、ニーズが多いというのが今

ございます。そういった中で、県の事業である広域

探査発掘加速化事業というのが、一方でございまし

て、県事業でありますので、いわゆる予算執行とい

う中で、流用して、例えば見込みとして、この住宅

等開発磁気探査支援事業が足りないということがあ

れば、しっかりそこにオンしていくような形で工夫

は今してるところであります。そういったところで、

令和２年度につきましては、住宅等開発磁気探査支

援事業の申請件数、これは大幅に伸びたことなどに

より、広域探査発掘加速化事業などから、約１億

9000万円予算流用を行うなど、柔軟な予算執行に取

り組み適正に事業執行しているところでございます。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

（休憩中に、島尻委員より質問の内容につい

て追加の説明があった）

○又吉清義委員長 再開いたします。

池原秀典防災危機管理課長。

○池原秀典防災危機管理課長 この事業については、

仕組みとして、まず申請があって、それから課の中

で審査して、交付というか、申請についてはオーケー

して、その後契約が始まって、着工が始まるという

流れでございますので、基本的には事前の着工とい

うのはないのではないかというふうに考えてはいる

んですけど。こちらが交付するという、オーケーす

る前から。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

（休憩中に、島尻委員より質問の内容につい

てさらに追加の説明があった）

○又吉清義委員長 再開いたします。

金城賢知事公室長。

○金城賢知事公室長 島尻委員御質問の対応の件で

ございますけれども、まず１つ、最初に担当課長か

ら申し上げたのは、この事業については、例えば住

宅等開発、これ民間が住宅等開発磁気探査支援事業、

これ14億ほどございますけれども、これと大きなも

のとして広域探査発掘加速化事業というのは、これ

も14億ぐらいの規模です。この事業間において、予

算の不足が生じた場合にあっては、予算を流用して、

予算を確保した上で事業執行をしてますということ

で対応してますということがまず１点ですけれども、

もう一つ、委員から御質問あった件については、多

分これは年度末の申請に当たって、予算の原則とし

て、年度をまたぐ事業は認められませんので、年度

末になって、申請が上がったものについては、今委



－83－

員から御質問のあったように、繰越しが認められな

いという関係で、事業執行ができない。結果、自腹

で、自己負担でやってるか、あるいは本来であれば、

探査事業を行ってやるべきところのものを、探査を

しないで事業をしてる、工事着工してるという、そ

ういった事例もあるかというふうに思います。

○島尻忠明委員 分かりました。

皆さんもいろいろ周知徹底はしてると思うんです

けど、やっぱり、建築確認出した後にそういうのが

あるということで、今、公室長が言っているように、

やっぱりそのまま着工する方もいるようですけどね、

またやっぱり、しっかりとまた、自腹でも、自前で

もしっかり対応している方もいるということですの

で、いろいろと周知徹底方をお願いしながら、また

予算のいろんな組替え等々もあると思いますけど、

しっかり対応していただきたいと思います。

以上です。

○又吉清義委員長 花城大輔委員。

○花城大輔委員 主要施策の成果に関する報告書か

ら質問させていただきます。

まず、１ページの国際災害救援センターの執行率

の低さについて説明をお願いします。

○池原秀典防災危機管理課長 令和２年度におきま

しては、アジア諸国等に対して、沖縄県の有する台

風対策の知見の提供等の可能性について確認するた

め、高知大学国際連携推進センターと連携した研修

を実施したほか、地域防災力強化を目的とした外国

人住民向けのパンフレットを作成したところでござ

います。不用額につきましては、高知大学国際連携

推進センターと連携した島嶼国向けの研修が新型コ

ロナウイルス感染拡大に伴い、オンラインによる遠

隔研修に変更となったほか、年度末に予定しており

ました高知大学やＪＩＣＡとの意見交換等をオンラ

イン会議形式で実施したことにより、旅費を執行し

なかったことと、パンフレット作成時の見積り合わ

せ等による経費縮減が主な原因となってございます。

○花城大輔委員 これタイトルだけ見ると、国際災

害救援センター、すごいものをつくるようなイメー

ジがしますけれども、実際の予算が100万円というこ

とで、これ、この事業が今後どのようなイメージで

構築されていくのかということを少し伺いたいと思

います。

○池原秀典防災危機管理課長 当該事業の目的、内

容につきましては、アジア諸国等の大規模災害時の

支援活動や、台風対策等について、本県の知見、技

術の提供等により、国内外に貢献することを目指し

ており、人材派遣や研修実施により期待される具体

的な効果を示す資料を作成した上で、国際災害救援

センターを機能させる事業スキームの企画立案と、

試行等を行うということで、これはちょっと繰り返

しになるんですけれども、目的と一致をしておりま

す。このような中で、令和２年度の具体的な取組と

しては、国外への貢献を目指した試みで、令和２年

11月24日に、ＪＩＣＡ及び高知大学国際連携推進セ

ンターと連携し、11か国の島嶼国の研修員向けに、

島嶼県特有の防災行政における工夫と課題と題して、

災害対策本部の役割や、関係機関と連携した離島で

の防災訓練について、オンライン研修を実施したと

ころでございます。今年度も実はオンライン研修予

定してるんですけれども、もともと、これは継続し

てやるということをやってたんですけれども、この

災害対策防災訓練というところで、実は11月に沖縄

県総合防災訓練であったりとか、あと、11月５日に

津波避難訓練、これはいわゆる全国一律である11月

５日の津波防災の日ですかね。そういったのに合わ

せて、住民避難の訓練をやるという形で、それで外

国人―いわゆるこの研修を受けられる方に見学して

もらって、そこから課題を聞いて、どういったこと

がいいだろうということを把握しようとしていたと

ころではございますけど、ちょっと残念ながらコロ

ナ禍において、先方のほうから、この件については

もう今年は厳しいというところで、取消しになった

というのはございます。

話が今年度の話になってしまったんですけれども、

また国内への今後、貢献を目指した試みで、これは

去年の取組なんですけれども、県内在住の外国人向

けに、災害時における具体的な避難行動などの理解

を促すことで、災害時に外国人観光客の支援の担い

手となることを期待して、地域で発生する災害、避

難所へ行くメリット、あと避難するときの注意点な

どの情報をまとめたパンフレットを作成したところ

です。

今後の取組なんですけれども、台風対策について、

ＪＩＣＡであったりとか、あと高知大学国際連携推

進センターと引き続き連携して、いわゆるこの研修

を実施しながら、各国のニーズとか、そういった保

有する知見等のマッチングを調査して、さらに国際

的な貢献の在り方について検討を進めてまいりたい

と考えております。

○花城大輔委員 ちょっと意地悪なことを言うかも

しれませんけれども、本県の台風対策の知見が、ア

ジア諸国等に比べてどれほど優れているものなのか

というところを確認させてください。

○又吉清義委員長 休憩いたします。
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（休憩中に、執行部より質問の内容について

確認があった）

○又吉清義委員長 再開いたします。

池原秀典防災危機管理課長。

○池原秀典防災危機管理課長 ここら辺も含めて調

査研究しながら、いいところについてはしっかり、

研修であったりとか、実施しながら進めてまいりた

いと考えております。

○花城大輔委員 例えば最近の国内の自然災害でも、

山の津波だったり、冠水で街全体が水に浸かったり

というふうに、今までだと想像できなかったことが

起こっていて、沖縄でも台風が来るたびに、必ず被

害に遭うところが一緒ですよね。その辺を経験した

中で、実際に効果のところにある大規模災害時の支

援活動や台風対策等について、本県の知見、技術の

提供等により、国内外に貢献する、この辺のところ

について、先ほどパンフレットの話ありましたけれ

ども、何かほかに具体的な事例があれば聞かせてい

ただきたいと思います。

○池原秀典防災危機管理課長 国内外というところ

で、パンフレットについては、国内の外国人住民を

対象にしたパンフレットという事業でやってはいる

んですけれども、この国外という部分について、沖

縄県というよりかは日本全国かもしれないんですけ

れども、自衛隊であれば災害派遣要請があったりと

か、あと緊急消防援助隊の動きとか、あと外国もあ

るのかもしれないんですけれども、いわゆる訓練で

すね、自衛隊とか、海保さんとかと一緒にやるよう

な訓練であったりとか、あと県の組織体制、いわゆ

る大規模災害が起こったときには、沖縄県災害対策

本部を設置してやりますよというところであったり

とか、そういったスキーム面での御説明であったり、

あとは国内の、いわゆる先進的な部分についても、

これまだちょっと着手はできていないんですけれど

も、国内のより進んだところの取組事例とか、そう

いうのを見せていければいいのかなというふうに考

えております。

○花城大輔委員 最後に課題のところで、非常に興

味深い内容書かれてるんですけど、どのようなもの

がありますか、その課題の中には。

○池原秀典防災危機管理課長 高知大学国際連携推

進センターによると、東アジア諸国は、台風以外に

も水害、火山といった数多くの自然災害にさらされ

ているため、近年、国際的な防災枠組みの中で、世

界各国から援助や支援協力として、資金、技術が集

まっており、防災インフラの整備が進んでいる一方

で、防災啓発など、災害リスクに対するガバナンス

強化が課題になっていることが、一応分かっており

ます。このため、台風対策については、ＪＩＣＡや

高知大学国際連携推進センターと連携した島嶼国の

研修員に対する研修を実施し、繰り返しになる部分

はあるかと思うんですけど、各国のニーズと保有す

る知見とのマッチングを調査の上、国際的な貢献の

在り方についてさらに検討を進めてまいりたいと考

えております。

○花城大輔委員 では、次の質問に移りたいと思い

ます。

５ページのワシントン駐在員活動事業ですね。

これまず最初に、この事業が何年目で、これまで

どれぐらいの予算が投下されてきたか確認をお願い

します。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 ワシントン駐在員

の事業につきましては、平成27年の４月からこれま

で約６年間活動を実施しておりまして、これまで平

成27年から令和２年度決算までの６年間実績額とし

ては４億3900万円余りということになっております。

○花城大輔委員 そこでもう一つ確認なんですけれ

ども、昨年の報告書で指摘されていた件、例えば現

地で配付する資料や、会話のときの英訳の仕方、単

語のチョイスが適当でなく誤解を与える表現があっ

たりとかという部分について、そのときに、去年も

ここで多分聞いたと思うんですけど、どのような答

弁なさったか、もう一度お願いします。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 委員御指摘のとお

り、これまでの委託業務報告では、単語の選択が適

切ではなかったり、あるいは説得力に欠ける文章や

表現が見られた、あるいは、一般的にも分かりやす

い説明を心がける必要があるというような点が指摘

をされております。これを受けまして、ワシントン

駐在のほうでは発信するニュースレター、それから、

沖縄県からワシントン駐在を通じて文書等を発出す

る際には、委託事業者及び米国連邦議会やワシント

ンＤＣの情勢や仕組みに見識の深い専門家と事前に

調整をしまして、文書の形式面を含めた内容の確認

と、それからネイティブチェックを行っております。

○花城大輔委員 現段階でこの問題についてはもう

解決されたものと思っていますか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 以上、御説明しま

した方法によりまして、現在、ワシントン駐在が発

出する文書につきましては、適切な確認手順を経た

一定以上の水準を確保しているものと考えておりま

す。

○花城大輔委員 毎年、予算と決算の中で、我が会

派が同じ質問をして、同じような回答が来るという
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ふうになっているかと思います。でも実際、この事

業の効果や課題を見ると、これについても変化がな

いというふうに理解して読めると思うんですけれど

も、これについての見解はいかがですか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 これまで６年間、

アメリカで活動しておりますけれども、これまでの

駐在の働きかけによりまして、2019年の６月の連邦

議会調査局の報告書において、沖縄は在日米軍占有

施設区域の約70％を抱えていると記載されたほか、

同年10月には普天間飛行場をめぐる状況につきまし

て、県民投票で投票者の72％が反対したこと、それ

から、基地沖合への滑走路建設が物理的に困難など

の記載が追加されております。また、2020年、昨年

の６月には、連邦議会下院軍事委員会即応力小委員

会におきまして、軟弱地盤等を理由に、辺野古新基

地建設計画に対する懸念が示されております。さら

に、同年11月には米国のシンクタンク、ＣＳＩＳで

も、辺野古新基地について、完成する可能性が低そ

うだと報告するなど、米国内においても沖縄の基地

問題への認識が広がりつつあるものと考えておりま

す。このようなことから、県のほうではワシントン

駐在のこれまでの活動によりまして、一定のその効

果が現れているものと認識しております。

○花城大輔委員 いつも、今の答弁にもありました

けれども、いつも議論が分かれるのがそこなんです

よね。我々はこういう成果を得たのでということと、

我々はまた、こういう指摘される部分がありますよ

ということで、常に費用対効果という部分で一致し

ないわけですよ。私これ、今回も思ったのは、当時

この事業を立ち上げた翁長前知事がこれを見たとき

に、自身のつくり上げたかったワシントン事務所と

なっているのかなということを想像したりもします。

そして、それを引き継いだ玉城知事が、このワシン

トン事務所を、その思いを酌み取った上で今運営さ

れてるのかなということも想像したりもします。

なので、その辺の費用対効果も加えて、現在の知

事が、このワシントン事務所についてどう評価され

ているのかということを、役所の方が作った答弁書

ではなくて、知事本人の口から確認をして、改めて

私もこの費用対効果について考えて見直す必要があ

るのではないかなというふうに思っておりますので、

委員長におかれましては、これ私、要調査事項で提

起をさせていただきたいと思っていますので、お取

り計らいをお願いします。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

（休憩中に、委員長から花城委員に対して、

誰にどのような項目を確認したいのか簡単

に説明するよう指示があった。）

○又吉清義委員長 再開いたします。

花城大輔委員。

○花城大輔委員 玉城知事に対して、翁長前知事が

これを創設した思いというものを酌み取って、実際

にそのときの、ワシントン事務所としての運営がな

されているのかどうか、その評価について伺いたい

というふうに思いますので、よろしくお願いします。

○又吉清義委員長 ただいま提起のありました要調

査事項の取扱いについては、明 10月13日の委員会

の質疑終了後に協議いたします。

質疑を続けます。

花城大輔委員。

○花城大輔委員 知事公室長や知事公室の皆さんも、

ひょっとしたら同じ思いじゃないですか。毎年毎年

同じ質問されて、同じ答弁するよりも、ここで一発

解決をして、お互いに納得するような形を見出した

ほうがいいと思いますよ。

よろしくお願いします。

次に、８ページの不発弾対策事業。

これ、先ほど島尻委員からもありましたけれども、

非常に執行率は高いほうだとは思うんですけれども、

年度末に予算が足りなくなるような事態がある中で、

繰越しできる部分と、不用額が出る部分と、両方、

結構高額でありますけれども、これについての説明

をお願いしたいと思います。

○池原秀典防災危機管理課長 不用額9037万3000円

の主な発生理由でございますけれども、市町村支援

事業の3293万5000円については、磁気探査の対象と

なる事業の計画変更等による磁気探査箇所及び数量

の減によるものとなっております。また、住宅等開

発磁気探査支援事業の3636万7000円につきましては、

年度内の申請予定を一定程度把握し、予算を確保し

ても申請されない事例があったりとか、あと申請予

定額の変更などもあることから、どうしても毎年一

定額の不用が発生している状況にはあります。

県としましては、確かに流用して、後ろにやって、

繰越しとかいろいろございますけれども、より効果

的な事業を推進できるよう、不用額の削減に努めて

まいりたいと考えてます。

あともう一つ、この繰越しなんですけれども、こ

れについては市町村事業分ということです。

○花城大輔委員 この翌年度繰越額の中で、住宅等

開発支援事業、どれぐらいの割合でありますか。

○池原秀典防災危機管理課長 令和２年度、現年度

分についてはゼロです。

○花城大輔委員 住宅等開発支援事業については繰
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越しができない状況があるということですか。

○池原秀典防災危機管理課長 できないというか、

制度上、年度内で終わらすというのが基本あります。

○花城大輔委員 大分前の話、謝花公室長時代のこ

とでしたけど、この部分について質問して、繰越し

ができるようになったというような答弁もらってた

記憶があったので今確認をさせていただきましたけ

れども、仮にこの予算についても繰越しができるよ

うになれば、先ほど島尻委員が質問、指摘された部

分を解決できる方向が見出せるんではないですか。

○池原秀典防災危機管理課長 繰越しにつきまして

は、いわゆる原因・理由を明許した上で、繰越しで

きる事由があれば、繰越可能というのはございます。

そういう中で、確かに繰越制度というのが構築でき

れば、まさに委員おっしゃるとおり、予算執行の弾

力的な運用が可能となるということでございます。

これについては、引き続き国と調整、相談してい

きたいと考えております。

○花城大輔委員 この繰越しを住宅支援事業でやろ

うとする場合には、防災危機管理課の中に、その専

門の技術者が必要なんじゃないかというふうな話も

聞き覚えがあるんですけど、私がこういったことに

対して、このことかなというふうに理解できるよう

な部分ってありますか。

○池原秀典防災危機管理課長 先ほど、この繰越し

の件で、住宅事業、原則厳しいという話はしたんで

すけれども、いわゆる市町村分の事業分同様、当然

その繰越事由があれば、繰越しはできます。

○金城賢知事公室長 先ほど担当課長からありまし

たとおり、住宅等磁気探査支援事業については、予

算の制度上、会計年度独立の原則がございますので、

当然にその繰越しを想定とした前提での事業はでき

ませんというのはそのとおりなんですけれども、一

方で例えば、業務の着手後に探査の結果、不発弾が

発見されたと。結果、時間がかかってしまったといっ

たような事由があれば、そういった事由があれば、

やむを得ない事情として繰越明許制度が活用できる

ということでございます。

○花城大輔委員 その辺、来年の同事業の決算見て

改善されてるようにちょっと期待をしたいと思いま

す。あともう一つ、国との意見の違いというか、そ

の辺が今あるのかどうか、ちょっと確認したいと思

います。予算獲得に当たってですね。

○池原秀典防災危機管理課長 令和３年度の当初予

算額につきましては、約29億2000万円で、令和２年

度予算の約32億2900万円と比較して、約３億円の減

となってございます。令和４年度については、令和

２年度と同規模の予算を今現在、国へ要求しており、

県としましては、次年度以降も引き続き不発弾処理

に必要な予算が確保できるよう、国へ要求していき

たいと考えているところでございます。

○花城大輔委員 なので要は、県はもっと予算がほ

しいわけですよね。でも今回は減ってしまったんで

すよ。ある一定額ずっとキープされてる、もしくは

だんだんだんだん金額が上がってきた。だけど今回

減らされてしまった。これについて何か意見の相違

や、その減額の原因なんかがあるんですかっていう

ことを聞いてます

○池原秀典防災危機管理課長 この件につきまして

は、一応国のほうの担当レベルではあるんですけれ

ども、ちょっと確認させていただいております。減

額の理由としては、国のほうからは現下の国の厳し

い財政状況において、さらなる効率的な予算の執行

が求められていることなどから、減額したものとい

うふうな説明を受けているところでございます。

○花城大輔委員 毎年、発見数が減ってると思うん

ですよ。予算は増えているけれども、不発弾が処理

される数はそうそう比例はしない。そんな中、検査

を受けずに、また新しく建物を建てるケースもある。

それで、何十年後かにまた被害が起こる可能性だっ

て出てくるわけですよね。なので、検査を受けると

いうことについて、もう少し予算獲得の部分からも

頑張っていかなければならないんだろうというふう

に思っています。

ちなみに、令和４年度の予算はどれぐらいになる

か今、分かってますか。

○池原秀典防災危機管理課長 沖縄県のほうからは、

内閣府へ国庫要請として29億2022万3000円を要望し

てございます。そのような中、内閣府の概算要求額

につきましては26億4552万2000円となっております。

○花城大輔委員 またさらに厳しくなりそうな気も

しますけど、せっかく広報なんかでも、住宅予定地

も100％補助ですよというふうに県民に周知するとこ

ろを頑張ってるところでもあるのに、せっかく検査

をお願いしようかなとなったときにできなくなる。

このようなケースがある。しかも検査受けずに上に

建物も建つこともあると。このような状況を何とか

して手を打たなければいけないというふうに思って

るので、引き続きこの事業を注目したいというふう

に思います。

終わります。

○又吉清義委員長 仲田弘毅委員。

○仲田弘毅委員 時間があまりありませんので、通

告は消防防災ヘリ１点だけ通告してあります。その
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１点だけ教えてください。

先ほど私たちの沖縄・自民党、島尻忠明委員から

も話がありましたが、この進捗状況の説明の中で、

懸案の協議会が設置されたということなんですが、

この協議会ではどういうふうな話合いがなされてお

りますでしょうか。

○池原秀典防災危機管理課長 この協議会について

は、今年の８月に設置したところでございます。話

合いについてはこれからではあるんですけれども、

ワーキンググループを立ち上げて、沖縄県消防防災

ヘリコプターの運用体制であったり、あと市町村消

防機関からの人員派遣であったり、機体の使用、ヘ

リ基地となる消防防災航空センター（仮称）の整備

等について、議論してまいりたいと考えております。

○仲田弘毅委員 その中では、消防隊員の派遣の問

題とか、あるいは費用分担の問題とか、そういった

お話合いもなされてるということでよろしいでしょ

うか。

○池原秀典防災危機管理課長 今後、その辺しっか

りと話合いしてまいりたいと考えております。

○仲田弘毅委員 これ、消防隊員の派遣、消防本部

に対する各市町村からの隊員の派遣というのがあり

ましたが、この各市町村、自治体において、消防隊

員の充足率というのが問題になっておりますけれど

も、その足りないようなところから隊員を派遣する、

これ大変厳しいと思うんですよね。そういった点に

ついてはどういうふうに県としては考えていらっ

しゃいますか。

○池原秀典防災危機管理課長 おっしゃるとおり、

充足率の件については、確かに全国に比べて低いと

いう状況がございます。そういう中で、この一つの

例えば消防とかに負担させるというよりかは、しっ

かりとローテーションをとるような形で、負担軽減

できればというところも含めて、市町村と意見交換

してまいりたいと思います。隊員の費用等について

も、今後、ワーキンググループの中でしっかりと意

見交換して、課題等を聞き取りながら、しっかり解

決していけるよう頑張ってまいります。

○仲田弘毅委員 この事業は、本県の消防防災体制

の強化という点では、相当期待されておりますので、

しっかり早めにそれが設置できて運用できるように

頑張っていただきたいと思います。

以上です。

○又吉清義委員長 山里将雄委員。

○山里将雄委員 お願いします。

主要施策の成果報告書のほうから質問させていた

だきます。

それじゃあ、３ページの基地対策調査費からです

ね。

まずこの事業、執行率が33.3％と非常に低いよう

な印象があるんですけれども、その点について、ど

うして低いのかお願いします。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 基地対策調査費の

執行率につきましては、今委員が御指摘のとおり、

令和２年度は約33％ということでございます。不用

額は約2200万余りとなっておりますが、その理由に

つきましては、新型コロナウイルス感染症の流行に

伴いまして、他国地位協定の調査、具体的には韓国

でございますが、その韓国調査ができなかったこと

による不用額。それから２点目に、上京をするため

の経費を含めて、出張の回数が減となったことによ

る不用額。それから３点目に、これらに伴うパンフ

レット等の印刷部数の減等による不用額。合わせて

約2200万余りということでございます。

○山里将雄委員 分かりました。

コロナが影響してるということですね。

それでも執行は幾らかしているというふうなこと

ではあるんですが、主にどんなことに執行、予算を

使われたんですか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 この事業は、もと

もと沖縄の米軍基地問題に対する理解を促進するた

めに、県外、それから国外に向けた情報発信を行う

という事業になってございます。

主なものとしては、日米地位協定の問題点をさら

に明確化するための、他国での地位協定の調査であ

りますとか、それから全国知事会において沖縄の米

軍基地問題に関する理解を広げるような取組、それ

から在沖米軍基地問題に関するパンフレットの作成

経費等々でございます。また、米国ジョージワシン

トン大学の図書館に設置されている沖縄コレクショ

ンへの補助というものも、この事業から支弁してご

ざいます。

○山里将雄委員 今の沖縄の基地問題をきちんと伝

えていくという意味で、非常に大切な事業だと思い

ますので、ぜひ執行率をしっかりと上げていただい

て、今回コロナの影響でということでやむを得なかっ

たと思うんですけれども、それを頑張っていただき

たいと思います。

効果のほうに書いてある全国知事会においての提

言といいますかね、決議をされたというふうに書い

てるんですけれども、これ第１回が平成30年の７月

に知事会のほうで提言したということで、そのとき

には、５つぐらい提言があったようですけど、その

中で地位協定の改定が提言されたということで、非
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常に大きな効果だったと思います。

今回、令和２年の12月に第２回が開かれたと、提

言がされたと、知事会からですね。というふうになっ

ておりますけれども、第２回目の提言についてはど

ういった特徴といいますか、主なものとしてはどん

なことがあったのでしょうか。

○金城賢知事公室長 山里委員から、２回目の全国

知事会の提言の項目と内容ということでございます

けれども、５点ほど、知事会のほうから具体の提言

がなされております。１点目として、飛行訓練など

基地の外における米軍の演習訓練について必要最小

限度とすることと、さらに、訓練に際しては、訓練

ルートや訓練が行われる時期について、速やかかつ

詳細な事前情報提供を行い、人口密集地域上空を回

避することということがまず１点目ですね。それか

ら２点目としては、日米地位協定を抜本的に見直す

ことということで、米軍機の飛行について、最低安

全高度を定める航空法令や、航空機騒音の環境基準

を定める環境法令などの国内法を原則として米軍も

提供させること。それから、事件・事故の発生時の

自治体職員の迅速かつ円滑な立入りの保障を明記す

ることということ。それから３点目として、米軍人

等による事件・事故に対して、具体的かつ実効的な

防止策を提示し、継続的に取組を進めること、併せ

て飛行場周辺における航空機騒音規制措置ですね、

これについて、周辺住民の実質的な負担軽減が図ら

れるよう運用を図っていただきたいということ。そ

れについて、しっかりと検証も求めております。そ

れから４点目として、施設ごとに、必要性や使用状

況等を点検した上で、基地の整理縮小、返還を積極

的に促進すること。さらに５点目として、目下現在

ある新型コロナウイルス感染症について、日米両国

の責任において、しっかりと対処することといった

ようなことが提起されたところでございます。

○山里将雄委員 第１回目、第２回目の決議におい

て、沖縄が今抱えている諸問題をしっかりとこの決

議の中に加えることができているという気がします。

ぜひ、そこもまたしっかりと取り組んでもらいたい。

今、全国に沖縄の状況を伝えていくということは非

常に大事なことですので、特にこの知事会のような、

全国の都道府県のリーダーたちが、この件について

議論をし、そして国に訴えていく。これは非常に大

きな成果、効果があると言いますかね、重要なこと

だと思いますので、今後もぜひそのようにしていた

だきたいと思うんですが、今後について、この知事

会での訴えはどのようなことを訴えていきたいと、

そういう計画、もしお考えがあるのであればお聞か

せください。

○金城賢知事公室長 委員から御指摘のとおり、現

在沖縄にある在沖米軍基地問題については、これは

沖縄県だけの問題ではなくて、我が国の安全保障に

関わる、広く日本国全体に関わる問題であるという

ふうに考えています。そういった観点から、県とし

ては全国知事会を活用いたしまして、こうした場を

用いまして、まず国民的議論を喚起することが重要

であろうというふうに考えています。それから、県

の取組としては、新型コロナ感染症関係で現在実施

できておりませんけれども、知事による全国のトー

クキャラバンですね、そういったことに加えて、ユー

チューブの動画の発信といったような取組でもって、

沖縄の基地問題について、まずは国民に広く周知を

するという取組を積極的に行ってまいりたいという

ふうに考えているところでございます。

○山里将雄委員 ぜひ、しっかりとお願いをしたい

と思います。

次に、次のページになるんですけど、４ページ。

４ページの辺野古新基地建設問題対策事業につい

てですけれども、この中で、普天間飛行場負担軽減

推進会議のことについて、この中で報告があるんで

すけれども、この推進会議については2014年に発足

したんですかね、第１回が開かれたんですかね。そ

のときに、その部会も一緒に、同時に設置が決めら

れてるということでありますけど、当初はあまり実

際、開催されることがあまりなかったような印象が

あるんですけれども、これまでにこの軽減会議とそ

の部会は何回ぐらい開かれていますか。

○田代寛幸参事兼辺野古新基地建設問題対策課長

普天間飛行場の負担軽減推進会議でございますが、

まず推進会議のほうです。平成26年２月に第１回の

推進会議が開かれまして、26年には第１回、第２回、

第３回と開かれております。28年に第４回。少し飛

びまして31年に第５回となっておりまして、平成31年

の第５回が推進会議としては最後の会となっており

ます。

もう一つ、作業部会というのがございます。作業

部会につきましては、平成26年に第１回の作業部会

が開催されまして、平成26年度中に第５回まで、平

成28年度に第６回、平成29年度に７回、８回、30年

度に９回、令和元年度に10回、そして令和２年度に

第11回、こちらのほうが最後の、今のところ作業部

会となっております。

○山里将雄委員 令和２年度が直近で最後というこ

とになるわけですね。これ、県としては今辺野古の

基地建設については反対の立場で国に訴えられてい
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るんですけれども、普天間飛行場の負担軽減、これ

は非常に大事なことで、当然それも進めなきゃいけ

ないというふうに思います。ただ、辺野古建設と、

いわゆる一対みたいに―建設をすることと、こちら

の負担軽減することが一対みたいに語られてるよう

な風潮がありますので、やはりそこはしっかりと、

その負担軽減については、今後訴えていくというこ

とが必要だと思います。岸田内閣が発足しましたけ

れども、この会議、あるいは部会について、それを

開くような今計画等々はありますか。

○金城賢知事公室長 現時点で、具体的にいつ開催

するかというのはまだ決まってるわけでございませ

んけれども、私も宜野湾市長とたしか９月１日でし

たか、ちょっと日にちは定かでありませんけれども、

面談した際にも、この普天間飛行場負担軽減推進会

議というものを早期に、しばらく開催されておりま

せんので、早期開催を求めたいという考えも宜野湾

市長から聞いておりますので、県としても現在ある

―今委員からありましたとおり、普天間飛行場の速

やかな危険性の除去というのは、この辺野古移設と

関わりなく、しっかりと進めるべきであるというふ

うに考えておりまして、ぜひ、新しい内閣発足いた

しましたので、早期の開催を県としても求めてまい

りたいというふうに考えています。

○山里将雄委員 残念ながら、岸田総理も辺野古に

ついては推進していくんだというふうに表明してお

られますけれども、やっぱりそこはしっかりと対応

して、普天間飛行場の負担軽減、それと辺野古の基

地建設の中止をしっかりと国に、総理に要請してい

ただきたいと思いますのでよろしくお願いします。

以上です。

○又吉清義委員長 当山勝利委員。

○当山勝利委員 ３ページの地位協定調査について

まず伺いますが、先ほども御答弁いただいたので、

韓国のほうは調査がまだということなんですが、令

和２年度の進捗等について伺いました。端的に伺い

ます。中間報告はされてますけれども、最終報告が

まだだと思います。最終報告はいつまでにされる予

定でしょうか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 フィリピン、それ

からオーストラリアの調査結果の概要につきまして

は既に公表しておりまして、詳細についても公表に

向け準備をしておりますけれども、できるだけ我が

ほうとしては、韓国調査をできるだけ早く行って、

その後に全体的な取りまとめを行っていきたいとい

うことで考えております。

○当山勝利委員 ということは、韓国の調査がマス

トであるというふうに考えてよろしいですか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 韓国の調査につき

ましては、令和２年度に予定しておりましたけれど

も、今現在実施ができておりません。令和３年度の

当初予算でも計上しておりますけれども、できるだ

け早期にやっていきたいということで考えておりま

す。

○当山勝利委員 コロナの影響があるのでどうなる

か分かりませんけれども、それがマストと言うので

あれば、コロナが落ち着いてからしっかりと最終報

告をまとめていただいて、どれだけの差があるかと

いうことを、日本の地位協定と、それはしっかりま

とめていただきたいと思いますが、どうでしょうか。

○金城賢知事公室長 特に、先ほど担当参事からあ

りました韓国については、地理的状況や安全保障環

境が日本に似ているということ、それから米国との

地位協定の改定の実績、新たな協定の締結も実現し

ているということもありまして、ぜひ韓国について

は地位協定の調査を実施したいというふうに考えて

おります。そういったことも踏まえて、できる限り

早くこの調査を実施をした上で、他国地位協定調査

の結果を全国知事会とも共有しておりますし、様々

な機会を捉えて、この状況を全国に発信をした上で、

地域協定の見直しの実現を図ってまいりたいという

ふうに考えています。

○当山勝利委員 分かりました。

次に、ワシントン駐在員活動事業について伺いま

す。令和２年度の活動内容について伺います。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 ワシントン駐在員

の活動についての令和２年度の分、御質問ですが、

新型コロナウイルスの影響により、連邦議会関係者

事務所を直接訪問することは大変難しい状況でござ

いましたけれども、メールやオンラインなどの面談

等によりまして、令和元年度より約300名ほど多い、

887名の連邦議会関係者等との面談等を行っておりま

す。また、知事の書簡を２回、連邦議会会員の軍事

委員会等の所属議員延べ226事務所に対して送付した

ほか、ニュースレターを２回、延べ約720人の議会関

係者等へ送付してございます。その他米軍関係等の

現地の新聞報道、それから公聴会、それから面談記

録等、収集した情報190件を本庁に報告してもらって

おります。

○当山勝利委員 今の数字は、このワシントン事業

の初期のころから比べて、どのぐらい増えてるんで

すか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 ワシントン駐在の

面談実績について、令和２年度と過去の対比という
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ことですが、2015年には190件ほどでございました。

2017年度までは200件前後で推移をしておりました

が、2020年度実績は約4.7倍の887名となっておりま

して、大幅に増加しているというような状況でござ

います。それから、駐在の情報収集の件数につきま

しては、2015年度の17件から、2020年度は190件と、

約11倍に増加しております。

○当山勝利委員 情報収集もされて、それも伸びて

いると。それから情報発信についても、すごく面談

等もしていただいてるというのがよく分かりました。

特に向こうの状況を収集するというのは重要かと

思いますが、この基地問題に関する情報収集につい

てどういうものがあったのか。令和２年度、どうい

うものがあったのか伺います。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 ワシントン駐在に

おいては、米国内におきまして、米軍関係の現地報

道、それから公聴会等の情報をきめ細かく情報収集

するとともに、連邦政府、連邦議会関係者との面談

におきまして、非公開情報を含む最新情報等を積極

的に収集しております。収集した内容は、駐在が内

容を整理して日本語に翻訳した後、沖縄県庁―本庁

のほうに報告されておりまして、令和２年度におけ

る駐在の情報収集の件数といいますのは、前年度よ

り32件多い190件ということになっております。

○当山勝利委員 現地にいるからこそ得られる情報

も多々あるんだろうと思います。先ほど、沖縄の状

況などを向こうのほうで情報発信されているので、

向こうの議会とか、いろんなところで、また民間の

シンクタンクなどでも、沖縄の基地の現状とか、沖

縄県民の思いとか、そういうものが発信されている

んだろうなというのを、大きな成果だと思います。

そして、１つお伺いしたいのは、駐在活動での皆

様方の評価、そして今後の取組について伺いたいと

思います。

○金城賢知事公室長 駐在活動の評価ということで

ございますけれども、ワシントン駐在につきまして

は、平成27年度からスタートして６年目ということ

でございます。結果、先ほど担当参事からもありま

したけれども、県からの発信もかなりの数が増えて

るということで、県といたしましては、やはり沖縄

における過重な基地負担の軽減を図るという上で、

例えば今起こってるような航空機騒音の問題であり

ますとか、米軍人軍属等による事件・事故も多発し

ておりますし、最近で申し上げますとＰＦＯＳの問

題がかなり県内で、県民を不安に陥れていますけれ

ども、こういった情報を県からリアルタイムで向こ

うの連邦議会の関係者でありますとか、政府の関係

者にお伝えしてるという状況もございますので、こ

こは県としても、やはり日米同盟の一方の当事者で

ある米国に対して、連邦議会や政府関係者でありま

すとか、昨今は例えば大学でのウェブのセミナーと

かも開催しておりますので、こういった形で沖縄の

現状をしっかりと伝えていくということは非常に重

要だと考えております。

そういった意味合いからでも、今後ともしっかり

とワシントン駐在の活動を継続していく必要がある

というふうに考えているところでございます。

○当山勝利委員 分かりました。

本当にこの駐在員の活動が地に着いてきているん

だろうなというのがよく分かりました。

ありがとうございます。

基地問題の解決と駐留軍用地の跡地利用について

伺います。まず、在沖米軍による事件や事故は、沖

縄県内でそれぞれ何回起きたのか、令和２年度ベー

スで構いません。お答えください。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 復帰後、令和２年

12月末までの米軍構成員等による凶悪犯、それから

粗暴犯、窃盗犯などの犯罪検挙件数は6068件となっ

ております。また同様に、復帰後、令和２年12月末

までにおける航空機の不時着、それから部品落下、

墜落などの米軍航空機関連事故は826件となっており

まして、演習による原野火災が649件、流弾等の事故

が37件、ＰＦＯＳや廃油等の漏出事故が187件、パラ

シュートの施設外降下など、その他事故が198件と

なっております。

○当山勝利委員 復帰後、数多くの事件・事故があ

るというのはこの数字で分かるんですが、令和２年

度、県は米軍に対して何回抗議をされましたか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 令和２年度におき

ましては、事件や事故が発生した際に、県のほうか

ら在沖米軍に対しまして、合計７回の文書抗議を行っ

ております。また、酒気帯び運転、道路交通法違反

事案が発生した際にも、米軍に対して合計35回の口

頭要請を行っております。

○当山勝利委員 １年間だけでも、県はあちらのほ

うに文書を出したり、口頭であったりと、多くの抗

議をされてるわけなんですが、よく航空機事故など、

事故が起きた際、何でもいいんですが、原因究明と

説明を県は求められていると思います。それの求め

に米軍が応じられていますでしょうか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 県のほうでは米軍

による事故が発生するたびに、事故原因の究明、再

発防止及び安全管理につきまして要請をし、調査結

果の公表を米軍をはじめ関係機関に求めております
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けれども、これまで米側から、日米合同委員会合意

に基づく調査報告書の提供が行われたのは、航空機

の墜落や機体炎上が発生した場合のみであり、部品

落下等については提供がなされておりません。

○当山勝利委員 なかなか原因究明を求めたり、説

明を求めても応じてもらえないというのが現状だと

思います。航空機事故でもそういう状況があると思

います。以上のことも踏まえてこういう事業もされ

てるんですが、米軍基地問題は解決の方向にあると

言えるでしょうか。

○金城賢知事公室長 先ほど来委員から、事件・事

故の発生状況でありますとか、抗議の状況等々ござ

いますけれども、沖縄県における米軍基地問題が解

決の方向にあるかというふうなことで御質問であれ

ば、申し上げるところで言えば、県民の過重な基地

負担が軽減されてるかということになるかと思いま

すけれども、例えば普天間飛行場や嘉手納飛行場周

辺では、日常的に県民は航空機騒音に苦しめられて

おりますし、先ほど申し上げたとおり、米軍人・軍

属による事件・事故というのは後を絶たない状況で

ございます。飲酒運転にしても、先ほど35回口頭要

請をやったということもございますので、そういう

ことで申し上げますと、その解決という意味合いで

申し上げると、まだ道半ばといいますか、今後もしっ

かりとこの米軍基地問題に対応していく必要がある

というふうに認識をしてるところでございます。

○当山勝利委員 在沖米軍基地があるがゆえに起

こっている事件・事故、そのためにこういう事業も

されてると思います。また、県はその解決に向けて

取り組まれてますけれども、やはり当然、国と国と

の関係でありますから、国がしっかり対応していた

だけなければ解決しないこともあると思いますが、

国の対応ってどうなっていますか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 防衛省等の国にお

かれましては、米軍の事件・事故が発生するたびに、

原因究明や実効性のある再発防止策を講ずることな

どを米側に要請していると認識しております。また

日米合同委員会において、航空機事故ガイドライン

の改善等を図っているほか、日米地位協定に関し、

環境補足協定や軍属に関する補足協定の締結、それ

から、凶悪犯における起訴前の身柄引渡し等の運用

の改善を図っております。国においては、在沖米軍

基地のさらなる整理縮小、基地負担の実質的軽減、

日米地位協定の抜本的な見直しなど、目に見える形

で、過重な基地負担の軽減が図られるよう取り組ん

でいただきたいというふうに考えております。

○当山勝利委員 県としては、国に求めていること

は多々あると思いますが、なかなかそれが進まない

というのが現状かなと思います。

次に移ります。辺野古基地建設問題対策事業につ

いて伺います。

成果報告書のところにある効果についてですが、

普天間基地の運用停止に向けた具体的なスケジュー

ルというのを挙げられてますが、これは政府から示

されてるんでしょうか。回答があったでしょうか。

○田代寛幸参事兼辺野古新基地建設問題対策課長

昨年11月に開催されました普天間飛行場負担軽減推

進作業部会におきまして、宜野湾市からの要望もご

ざいまして、普天間飛行場の運用停止に向けた具体

的なスケジュールを示すよう政府に求めたところで

ございます。これに対しまして、政府のほうからは、

運用停止の新たな期限の設定のためには、辺野古移

設について地元の理解と御協力が得られていること

が前提と認識しており、まずは、国、沖縄県の双方

が移設を完了するまでの間における普天間飛行場の

危険性除去について、認識を共有し得るような環境

をつくっていくことが重要と考えているというよう

な回答がございました。また、具体的なスケジュー

ルにつきましては、変更承認や完成後の移転など、

現時点で期間の確定が困難な要素があり、具体的に

示すのは難しいというような回答でございました。

しかしながら、県としましては、普天間飛行場の速

やかな運用停止を含む一日も早い危険性の除去は喫

緊の課題と考えておりますので、今後も引き続き宜

野湾市と連携し、政府に対して強く求めてまいりた

いと考えております。

○当山勝利委員 あともう一つ、オスプレイ12機程

度の県外拠点配備についても求められていますが、

これについての回答はありましたか。

○田代寛幸参事兼辺野古新基地建設問題対策課長

同様に、オスプレイ12機程度の県外拠点配備につき

ましても、作業部会等で求めているところでござい

ますけれども、これにつきまして政府のほうからは、

普天間飛行場所属機のオスプレイにつきましては、

これまで訓練の県外移転を進めてきたことに加え、

本土で実施される防災訓練などへ参加が実施できる

よう、米側に要請してきていると。あわせて、今後

も木更津駐屯地での定期機体整備と併せ、訓練移転

等を進めることで沖縄の基地負担軽減を図っていき

たいというような回答でございました。

○当山勝利委員 あともう一つありますよね。

普天間基地の県外、国外の長期ローテーション配備

について、これについてはどのように答えられてい

ますか。
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○田代寛幸参事兼辺野古新基地建設問題対策課長

これにつきましても政府のほうからは、まず、航空

部隊と陸上部隊等が離れた場所に長期間所在するこ

とによる機動性、即応性といった海兵隊の特性を損

なう懸念があると。海兵隊の練度の低下を来たすな

どの問題が生起することから、実現するのは困難で

あるというような答えでございました。そのため、

オスプレイの県外の訓練移転等を進めることで、沖

縄の基地負担の軽減を図っていきたいというような

回答でございました。

○当山勝利委員 分かりました。

ありがとうございます。

以上です。

○又吉清義委員長 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 お願いします。

まず、ワシントン駐在ですね。

「継続は力なり」だなと思っておりますけれども、

先ほど駐在の主な活動実績、2015年から20年比較し

て答弁なされましたけれども、もう一度お願いしま

す。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 ワシントン駐在の

米国関係者等との面談実績については、2020年度の

実績は、2015年度の約4.7倍の887名となっており、

大幅に増加しております。

○西銘純恵委員 15年度190名から4.7倍ですが、そ

のうちの面談の内容といいますかね、どこが中心に

増えているんでしょうか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 2015年度と2020年

度を比較しまして、大幅に伸びているのは連邦議会

関係者が大きく伸びております。

○西銘純恵委員 次、駐在の活動件数について、国

際政策研究所―ＣＩＰが報告した駐在の活動件数、

これについてどう報告されているかお尋ねします。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 駐在の主な活動実

績でありますけれども、米国のシンクタンク―ＣＩ

Ｐの調査報告によりますと、日本の団体等からの代

理人として、ＦＡＲＡに登録されている全51機関が、

2019年に報告した活動総数3209件のうち、沖縄県の

ワシントン駐在が1192件と、約37％を占めており、

２位を大きく引き離して１位となっているというこ

とでございます。

○西銘純恵委員 収集した情報も相当伸びていると

いうことでしたが、これも2015年と20年、比較でお

願いします。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 ワシントン駐在の

収集した件数につきまして、2015年度と2020年度を

比較しますと、2015年が17件であるのに対し、2020年

度は190件と、約11倍に拡大しております。

○西銘純恵委員 あと、沖縄県内の事件・事故、な

かなか米本国に伝わってなかったと思うんですが、

これに対してどのように発信をされたのか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 県内で米軍の活動、

それから米軍人等による事件・事故が発生した場合、

被害の状況や県の抗議文の内容等について、ワシン

トン駐在から連邦政府関係者等に対し、直接説明を

し、対策の必要性を訴えております。また、ワシン

トン事務所から米国政府等関係者約360名に送付する

ニュースレターを活用いたしまして、県内の事件・

事故等の状況を情報発信しております。

○西銘純恵委員 ＰＦＯＳ等についてはやりました

か。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 昨年発生しました

米軍普天間飛行場におけるＰＦＯＳを含む泡消火剤

の漏出事故についても、国務省関係者と面談してお

ります。

○西銘純恵委員 成果を大きく上げていると思うん

ですけど、この４つ挙げていますけれども、最初に

連邦議会調査局―ＣＲＳがどのように報告をされて

いるかお尋ねします。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 連邦議会調査局―

ＣＲＳの報告書におきましては、沖縄の米軍基地の

規模につきまして、在日米軍全施設の約25％と記載

されておりましたところ、在日米軍専用施設区域の

約70％というふうに修正をされております。これは

２年前、2019年の６月13日でございます。

また、普天間飛行場の辺野古移設につきましては、

県民投票で72％が反対というふうに記載されており

ます。

○西銘純恵委員 米国の会計検査院―ＧＡＯ、そこ

はどのような報告をやっていますか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 米国会計検査院―

ＧＡＯの報告書におきましては、まず１点目、辺野

古の普天間代替施設の滑走路は緊急発着する固定翼

機にとって短すぎる。２点目に、代替滑走路を県内

で選定するまでは、任務に必要な要件を満たさない

との課題が未解決であるというふうな指摘がなされ

ております。

○西銘純恵委員 米下院軍事委員会の小委員会でど

のような資料が出されていますか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 2020年６月23日の

下院軍事委員会即応力小委員会の国防権限法審議に

当たりまして、関連資料に沖縄県が要望していた普

天間代替施設に関する懸念事項等が記載され、採決

されております。
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○西銘純恵委員 懸念事項に対する具体的な記述は

ありますか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 即応力小委員会の

資料の内容について、少し読み上げる格好でお答え

いたしたいと思います。

軍事委員会は、沖縄県北部の辺野古で現在継続中

の普天間代替施設の開発を懸念する。軍事委員会は、

このプロジェクトに悪影響を及ぼす可能性がある大

浦湾の海底での地震の可能性及び不安定性に対する

懸念が高まってきたことを指摘する。軍事委員会は、

２本の活断層と50メートルの深海が建設予定地の近

くに存在することに注意を促したい。加えて委員会

は、海底の調査が実施された結果、地質学者らがこ

の開発計画の推進を困難にする問題を特定したもの

と認識している。よって、委員会は国防総省長官に

対し、下院軍事委員会に普天間代替施設に関する報

告書を2020年12月１日までに提出するよう指示する。

報告書には最低限、以下の事項が含まれなければ

ならないとして、５点ほど書かれております。まず

１点目。建設予定地地下のＮ値の検証結果を含む、

海底の詳細状況。２点目に、海底の地盤強化を含む

懸念事項に対する改善案。３点目に、環境全体、サ

ンゴ礁、そして特に海洋哺乳類などへの影響に対す

る解決策の提案などのパブリックコメントの機会を

含む、さらなる環境計画。４点目に、50メートルの

海溝に関連する活断層及び海底地震の危険性の評価。

５点目に、当該施設の軍事目的に鑑みた改訂と、地

震活動に関する評価というふうになっております。

○西銘純恵委員 米国の軍事委員会で、国内、沖縄

県内で話されている、本当に辺野古の問題が同じよ

うに議論されているということを今報告でみんな分

かるんじゃないかと思うんですが、次に、戦略国際

問題研究所の報告書は何と言っていますか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 戦略国際問題研究

所―ＣＳＩＳが、2020年11月に発表いたしました報

告書においては、辺野古の普天間代替施設の計画は

困難続きであり、完成することはないように思われ

るとの指摘がなされております。

○西銘純恵委員 あと今年度、これからどのような

活動を主にやろうとされていますか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 令和３年度につき

ましても、前年度に引き続きまして、対面での活動

が制約されてはおりますけれども、メールやオンラ

イン面談等による働きかけを行っていくほか、緑ヶ

丘保育園の事案についての情報提供や、2022年、国

防権限法案に関する情報収集、それからニュースレ

ターの発行などを行ってまいりたいと考えておりま

す。

○西銘純恵委員 日米地位協定が、他国の米国協定

と全然違うというのは、はっきりしていると思うん

ですが、これを米国政府に知らせることは考えてい

ますか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 米国に対する情報

発信のさらなる強化というような取組の一環として、

今委員が御指摘のある他国地位協定の調査結果等に

ついて、英訳をしまして、そのＱ＆Ａ、それから調

査結果の英訳等を行って、必要な情報発信を行って

いきたいということを考えております。

○西銘純恵委員 沖縄県民の人権、どんなに脅かさ

れてるかというのがよく分かるかと思うんですが、

最後に2013年の建白書が、私たち自民党の皆さんも

みんな一緒になって、辺野古新基地反対、断念と、

普天間基地の閉鎖、撤去、オスプレイの配備撤回と

いうことで一つになってやって、それを辺野古反対

の沖縄の民意が政府に届けたにもかかわらず、日本

政府が全く無視して建設を強行していると。それで、

2015年に翁長前知事がワシントン事務所を設置して、

日本政府が沖縄の状況を米国に伝えていないという

ことがあって、事務所を設置したと思うんですよ。

私そう捉えているんですよね。米国に対して、沖縄

の正確な情報を発信していく、これが最大の目標だ

と思うんですけれども、公室長、いかがでしょうか。

○金城賢知事公室長 西銘委員から御質問のところ

の、正確な情報の発信というところで、過去６年間、

ワシントン駐在の活動を継続していく中で、先ほど

担当参事からありましたように、米国側においても、

一定の理解が進んできているものというふうに考え

ています。一方で、ワシントン駐在が活動する中で、

沖縄県における状況を説明していく中で、例えば連

邦議会の議員の関係者から、沖縄県におけるこういっ

た事情を知らなかったといったような反応もござい

まして、こういったことについてはしっかりと沖縄

県側から、日米同盟、日本の当事者である米国政府、

あるいは連邦議会関係者の方に、しっかりと情報発

信していく必要があるというふうに考えているとこ

ろでございます。

○西銘純恵委員 ６年間で４億余りの経費をかけた

と言いますけれど、私は経費、このお金ではかられ

ない沖縄県民の、本当に辺野古を断念させたいとい

う、させてほしいというのが米国政府関係者、さっ

き答弁してもらったんですけどね、具体的に米国の

中で動いているということを感じるわけですよ。最

終的には、辺野古新基地断念、米国政府の中でこれ

をやってもらうということだと思うんですけれども、
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やっぱり効果っていうか、お金で代えられない効果

があると思うし、体制も本当はもっと強化していい

んじゃないかと私は思っているんですよ。いかがで

しょうか。

○金城賢知事公室長 日米両政府の間で、唯一の解

決策という辺野古新基地建設計画について、米国に

おける連邦議会の中の下院軍事委員会の即応力小委

員会でございますけれども、その委員会において先

ほど担当参事からありましたとおり、辺野古新基地

建設について懸念が示されるということについては、

これは駐在員の活動、それから過去、西銘元知事か

ら続いてきた訪米の成果の一つであろうというふう

に考えています。委員からの御質問のところのその

体制の強化ということにつきましては、現在行って

いる駐在の活動状況、それから、日米両政府間の安

全保障関係を踏まえたその協議の状況等も踏まえて、

沖縄県からいかに情報発信をしていくかという観点

から、どういったワシントン駐在の活動のありよう

等も含めた上で、検討していく必要があろうかとい

うふうに考えているところでございます。

○西銘純恵委員 ワシントン事務所を設置をした目

的に沿って、それなり、それ以上の大きな成果を上

げているっていうことを本当、確認をすべきだと私

は思います。

以上、指摘して終わります。

○又吉清義委員長 渡久地修委員。

○渡久地修委員 どうも、同じく５ページのワシン

トン駐在活動事業、６年間ということです。私、こ

の間４回訪米行動、共に行ってきました。最初の頃

と、これまでの経過も少しは知ってるつもりですけ

れども、最初はね、本当に大変でしたね、手探り。

沖縄の県がアメリカ本国でどんな活動するかという

戸惑いもいっぱいありましたけれども、その辺はい

かがですか。最初の活動。

○金城賢知事公室長 渡久地委員からの御質問のと

おり、まさに私は当時基地対策課にいたわけではあ

りませんけれども、過去、その当時いた―例えば現

在の謝花副知事とかに聞くところによると、やはり

初期、駐在をそこに置くというところで、例えばＦ

ＡＲＡの登録でありますとか、様々なところでかな

り苦労したという話を聞いているところでございま

す。そういった積み重ねによって、今現在、ワシン

トン駐在があるということを踏まえて、私どももしっ

かりとその駐在活動を継続していく必要があろうか

というふうに考えています。

○渡久地修委員 最初にぶつかったのがビザとかさ、

それからＦＡＲＡの登録というの、そこにぶつかっ

たんですよね。このＦＡＲＡというのは何ですか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 ＦＡＲＡ―外国代

理人登録法のことを指しておりますけれども、外国

の機関等が米国政府や連邦議会等に働きかけるため

には、同法に基づく登録が必要というふうになって

おります。

○渡久地修委員 この全国の県で、これ登録をやっ

ているのは沖縄だけですか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 米国に事務所を構

えているのは沖縄県だけということで考えておりま

す。

○渡久地修委員 先ほど来あった正確な情報を発信

して、正確な情報をつかんでくるという点で、最初

はね、物すごい大変だったのよ。だから、最初の所

長なんかとっても苦労したんですよ。

それで公室長、先ほどそのとき基地対策課にいな

かったと言うけれどもね、この６年間のこの活動、

しっかりとこれがどんどんみんなに共有して受け継

いでいくようにしないといけないと思うんだけれど

も、担当が代わったらまたもう分かりませんじゃ済

まないからさ、その辺はどんな努力をしていますか。

この辺しっかりする必要があると思うけど、どうで

すか。

○金城賢知事公室長 御指摘のとおり、ワシントン

駐在、平成27年から６年間継続してきたという経緯

につきましては、しっかりと記録を残して、どういっ

た活動をしてきたかということも大事だというふう

に思いますし、予算についても先ほど来ありますよ

うに、過去４億ぐらいの税金を投入していますので、

そういった観点からも、しっかりと行政としてこの

記録というか、過去の取組状況をしっかりと把握し

ていく必要があろうかというふうに思います。

○渡久地修委員 とにかくの初期の所長から今日ま

で相当の苦労があったから、その苦労もしっかりま

とめて共有できるようにしてください。

それで、2015年当時から今を比べると、先ほど来

あったように、結構アメリカの機関、議会、政府に

沖縄の声が届き始めたというのを、僕も肌で感じて

るわけ。それで、先ほど来あった議会調査局―ＣＲ

Ｓですか、というのがありますよね。このＣＲＳと

いうのはどういう機関ですか。

○金城賢知事公室長 米国連邦議会調査局―ＣＲＳ

ということでございますけれども、1970年からアメ

リカ議会図書館に設置されている立法補佐機関とい

うふうになっています。立法問題に関する調査報告

書等の連邦議会への提供、それから、議員及び委員

会の個別依頼への対応等を行っているというふうに
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理解しております。

○渡久地修委員 この議会調査局が、2019年10月に

県民投票72％のことを報告書に書いてるという報告

が、先ほど答弁ありましたけれど、今年２月のこの

議会調査局の報告書には何て書かれていますか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 業務報告の最新の

ものでございますが、2021年５月12日付で更新され

た米連邦議会調査局の報告書の中にも、2019年に実

施された拘束力のない県民投票では、投票者の72％

が新基地に反対したことが示されたというふうに記

されております。

○渡久地修委員 僕２月って言ったんだよ。今年

２月、滑走路を建設することは物理的に困難である

というふうに指摘していると思いますけれども、そ

ういった報告はないですか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 申し訳ございませ

ん。私、今、手元にはございません。

○渡久地修委員 とても大事な指摘で、新基地で沖

合に滑走路を建設することは物理的に困難であると

いうことを、今年２月に報告していると思います。

それからね、米会計検査院というのは何ですか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 米国の会計検査院

という機関になっております。米国の連邦議会の附

属機関として、連邦予算の支出、それから政府機関

の活動を監視する役割を担っております。連邦議会

に対して、客観的な事実に基づいた情報を適宜提供

するということとされております。

○渡久地修委員 ここがね、今年４月に報告した報

告書で、辺野古の問題でどんなふうに報告していま

すか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 ＧＡＯの業務報告

の今年４月８日付の報告書の中にも、事業計画は米

海兵隊普天間基地の代替施設の建設をはじめとして、

度々大幅な遅れに直面している。国防総省と日本の

当局者によると、その計画は環境問題分析から生じ

た複雑な問題だけでなく、地元の反対にも直面して

いるというふうに記されております。

○渡久地修委員 そしてね、次、ＣＳＩＳというの

は、これはどういう機関ですか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 外交、それから防

衛、安全保障、エネルギー問題などに強みを持つ、

アメリカの民間シンクタンクとなっております。ワ

シントンＤＣに本部を置きまして、アメリカの歴代

政権に対して、外交、防衛、安全保障を中心とする

政策提言を行っているということでございます。

○渡久地修委員 公室長、このようにこの６年間で

ね、最初は大変だったけれども沖縄の声なかなか届

かないという批判も結構、意見も寄せられたんだけ

ど、この６年間の活動の中で、2019年あたりから相

当の動きが出てきたわけよ。それは皆さんの活動も

僕は功を奏していると思う。そして、アメリカの正

式な政府機関、議会の機関にそういう意見書、報告

書が出るようになったわけよ。それと有力なシンク

タンク。この報告書のこの人たちが、こういう報告

書を出した一つの大きな問題はね、１つは、沖縄県

民の民意、県民投票72％の民意、知事とか選挙で、

沖縄県民は度々反対というのを示してるという民意

が伝わっている。もう一つはね、僕は軟弱地盤だと

思うんだよ、国防権限法とかでね。ほとんどのとこ

ろが指摘しているのが、軟弱地盤でこれはもう建設

困難だということを、アメリカの議会とか機関なん

かも言い出してるわけよ。この２つが僕はとても大

事だと思うんですけど、その辺いかがですか。

○金城賢知事公室長 先ほど来委員からありますア

メリカの公的機関として、例えばＣＲＳ―米国連邦

議会調査局でありますとか、会計検査院―ＧＡＯ。

それから、戦略問題研究所等といったシンクタンク

等々から、辺野古新基地建設について委員から御指

摘のありますとおり、軟弱地盤の問題でありますと

か、沖縄県における辺野古新基地建設反対の民意を

踏まえた形で、様々な意見が出されているという状

況があるというふうに思います。

一方で、国内においては、沖縄県においては、そ

の日米両政府が唯一の解決策として辺野古新基地建

設を強行しているという状況がございますので、委

員御指摘のとおり、過去のワシントン駐在の取組、

あるいは、先ほど私、西銘元知事と申し上げました

けれども、この西銘元知事の頃から訪米活動ってい

うのを県は行ってきておりますので、こうした歴代

の知事の訪米活動等の効果も相まって、今現在、ア

メリカ国内で様々な議論が起きているというふうに

認識をしているところでございます。

○渡久地修委員 その中でも、即応力小委員会が議

決したよね。これ残念ながら上院では通らなかった

けれども、これは沖縄の歴史上初めてだと思うのよ。

そういう意味では、これは、この軍事委員会が指摘

したのはね、軟弱地盤の問題を指摘しているわけよ。

だから、アメリカの議会でもこれはできませんよと

いうことを指摘している。だから、そこをもっともっ

と徹底して、僕は科学的根拠を持ってアメリカに伝

えていくことが必要だと思うが、どうですか。

○金城賢知事公室長 委員御指摘のとおり、辺野古、

大浦湾において、軟弱地盤の存在が判明したと。こ

れは面積にして埋立て面積の約43％ぐらい、66ヘク
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タールという規模でございます。これに対して、国

内の地質学者でありますとか、様々な学者の間でも、

工事の難しさというのが指摘をされているところで

ございます。

県としましては、そういったことも含めて、先ほ

ど委員からありましたところの辺野古新基地建設に

対する県民の民意というものにつきましては、過去

２回の県知事選挙でありますとか、辺野古埋立てに

絞った県民投票でも明確に示されているところでご

ざいますので、こうした民意も含めて、委員から御

指摘のあるところの軟弱地盤等の問題についても、

しっかりと米国政府、あるいは連邦議会議員等、あ

るいは米国の市民・学生等とのウェブ会議等もやっ

ておりますので、しっかりと情報発信をしてまいり

たいというふうに考えています。

○渡久地修委員 僕はね、このワシントン駐在員の

今の一番大きな任務というのは、沖縄の民意をしっ

かりと伝える。民意、沖縄県民の民意。そして、軟

弱地盤などのものを科学的な根拠を持ってしっかり

と、これ無理ですよということをしっかり伝える。

このことを僕はしっかりやってほしいと思うんです

けど、もう一回お願いします。

○金城賢知事公室長 先ほどもお答えいたしました

けれども、辺野古新基地建設反対の民意というのは、

これは明確でございますので、これに加えて軟弱地

盤の問題についても、しっかりと科学的根拠を持っ

た形で米国政府にもしっかりとして主張してまいり

たいというふうに考えています。

○渡久地修委員 これはね、このワシントン駐在じゃ

なくて全国に伝える活動、これも特に重要になって

いると思いますけど、その辺はいかがですか。

○金城賢知事公室長 国民の約８割が、日米安全保

障体制が必要だということでもって、その日米同盟

の必要性を認識をしているという状況にございます。

そういった中にあって、そうであるならば、米軍基

地の負担というものについても、当然のこととして

日本国全体で担うべきだろうというのが私たち県の

考えでございます。そういったことも含めて、沖縄

における基地問題の現状、辺野古新基地建設におけ

る、委員からありますところの軟弱地盤の問題等も

含めまして、現在、令和元年度に実施をしたトーク

キャラバンというのが、コロナの関係で中断してお

りますけれども、こうした知事による全国に向けて

の情報発信でありますとか、あるいは、現在はユー

チューブで動画作成をいたしまして、その情報発信

を行っております。こういった取組等も含めて、さ

らに全国知事会との連携というのもしっかりと今後

も対応していく形で、沖縄の基地問題についてやは

り国民的議論の喚起を図っていくことが重要であろ

うというふうに考えているところでございます。

○渡久地修委員 ぜひ、頑張ってください。

あと７ページ、消防防災ヘリについてですけれど、

これは僕が県議になってずっと一貫してこれ取り上

げてきました。その際、非常に難しいと言われてい

たのが、市町村の合意が得られていないという答弁

だったけど、もう令和３年５月に合意したというこ

とを先ほどもありましたけれども、もうこれで大き

なハードルは一つ超えたと。あとは、もう実現に向

かって進むだけだということで理解してよろしいで

すか。

○金城賢知事公室長 委員からありますとおり、そ

の推進協議会、消防防災ヘリの推進協議会を設立す

るに当たって５団体ほど、その協議会設立の前に解

決すべき課題があるということでございました。こ

れについては、まず何点か御紹介しますけれども、

１つは活動範囲ですね。防災ヘリの活動範囲。例え

ば、先島辺りも当然に含めて活動していただけるの

かといった問題でありますとか、あと、機体の仕様、

そういった観点からのしっかりと活動範囲が確保で

きるような機体がしっかりと整備されるのかと。そ

れから、費用負担の問題ですね。さらに加えて言う

と、先ほど御質問ありましたけれども、消防隊員の

確保ということも、やはり１つの課題としてござい

ました。そうしたことについて、県といたしまして

は、その５団体に対して一つ一つ丁寧に説明をした

上で、協議会の設立ということで８月に協議会を設

立したところでございます。今後は、ワーキンググ

ループを設けまして、おのおの４つ設けますけれど

も、例えば機体の仕様でありますとか、消防の派遣

の問題でありますとか、費用負担の問題等を議論し

ていくということで、しっかりと進めてまいりたい

というふうに考えているところでございます。

○渡久地修委員 １つの大きなハードルを越えて、

あとはぜひ突き進んでほしいと思うんですけど、そ

れで、僕は前から言っているけれども、やっぱり消

防職員の派遣とか、そこが問題になるわけよ。消防

職員の充足率が非常に、沖縄は全国多分最下位だっ

たはず。そういう意味では、これ大変なんだよ。そ

れで今、気候変動問題で全国で災害が続発してる下

で、消防の役割っていうのは、沖縄でも全国でもす

ごい役割がもう今出てきているわけ。それで、消防

職員は政令定数にして、市町村消防がこの定数に基

づいて配置するというものが大事だと。これを沖縄

からね、ぜひ提起すべきだということを言ってきま
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したけど、これについての見解を聞かせてください。

○池原秀典防災危機管理課長 すみません、ちょっ

と１点。充足率が最下位では、一応ないです。

○渡久地修委員 ごめんね。じゃあ訂正して。何位っ

て言って。

○池原秀典防災危機管理課長 一応、全国平均より

低いっていうのはもう確かなことでございまして、

それにつきましては、これまで委員、前回御指摘の

あった、国からの調査であったりとか、あと九州各

県はどうなのっていう御指摘があったかと思います。

それについて、ちょっと県のほうからちょっと調べ

させてもらったところなんですけれども、消防庁に

改めて情報収集を行ったところ、これまでに他の都

道府県から同様の提案が出たことはないということ

でございました。もう一つは、九州各県情報収集し

てきたところですけれど、これについて同様の提案

がないっていうところで、ちょっと今、消防庁、九

州各県そういう状況ではあったんですけれども、県

としても、この件、消防組織法に基づいて市町村の

区域における消防に対する責任を有しており、消防

職員の定数を条例で定めることとなっている状況で

あるんですけれども、そういう中で、国は市町村を

支援する立場で、消防力の整備指針による職員数の

目標を定めているところで、国が自作の財政措置を

行うことについて、これは県が提案する場合、この

市町村に対する普通交付税措置、消防費なんですけ

れども、これについてもちょっと影響与えるおそれ

があるのかなというふうに考えております。

そこで、県が提案するに当たっては、各市町村か

らの賛同が得られるかとか、そういったところも必

要なのかなと考えております。そういうのもありま

すのでちょっと慎重な検討をやりながら、どういう

ふうに突破口を見つけるかっていうところ、探って

みたいと考えております。

○渡久地修委員 僕は、法律を変えて政令定数にし

て、市町村にしっかり配置して、お金は国がしっか

り出すというところに持っていかないと、今後の災

害対応は、これは対応できないと思うので引き続き

僕はもうこれ主張していきたいと思います。

以上です。

○又吉清義委員長 國仲昌二委員。

○國仲昌二委員 ちょっと聞き取りしたものとは離

れて、私もワシントン駐在事業について質問したい

と思います。

主要施策の成果報告書ですね。５ページのほう。

先ほどからお話ありますように、この事業６年間

ということで、大きな成果が出てきているというよ

うな御説明がありました。この５ページの中でも、

下のほうの効果という部分で６行目ぐらいですかね。

2020年６月には、連邦議会下院軍事委員会即応力小

委員会において、軟弱地盤等理由に辺野古新基地建

設計画に対する懸念が示されたというふうな説明に

なっております。この小委員会においてこういった

懸念が示されたということは、今後、どういったこ

とが期待できるのか、どういうふうに進んでいくの

が期待できるのかっていうのをちょっと教えていた

だきたいなと思います。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 委員御指摘の点に

つきまして、今後どのような点が期待できるかとい

うことでございますけれども。残念ながら、上部組

織の下院軍事委員会のほうでは、採用に至りません

でしたけれども、米国連邦議会の法案審議の過程で

初めて辺野古新基地のその懸念が採決されたという

ようなことには、大変大きな意義があるというふう

に考えております。米国連邦議会の上下両院の軍事

委員会の審議の過程で、沖縄の基地問題が考慮され

まして、当法案に反映されることで、米国内におい

て辺野古新基地建設問題を含む、沖縄の基地問題へ

の具体的な対応が行われるというようなことが期待

できるかと思います。

○國仲昌二委員 関連してもう一点、成果事例とし

て、戦略国際問題研究所―ＣＳＩＳですか、そこの

報告書で、完成予定日の再度延長とか、あるいは費

用が膨れ上がっているということで、辺野古新基地

が完成するということは困難だというような報告書

が出たということですけれども、これも大きな成果

だという説明がありましたが、これも今後どういう

ことが期待できるのかっていうのをちょっと教えて

いただきたいなと思います。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 米国のトップクラ

スのシンクタンクということでございまして、米国

政府や米国連邦議会への影響力を有する同研究所か

らの指摘ということでございますので、今後、辺野

古新基地建設の断念につながる展開の可能性が期待

できるのではないかというふうに考えております。

ＣＳＩＳの報告書に適切な記載がされることにより

まして、米国政府の政策決定や米国連邦議会の法案

審議に当たり、沖縄の基地問題が正確に理解され、

考慮されるというようなことが期待できると考えて

おります。

○國仲昌二委員 ６年間でいろいろ期待できる成果

が出てきていると思いますので、今後ともしっかり

と取り組んでいただきたいと思います。

○又吉清義委員長 平良昭一委員。
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○平良昭一委員 消防防災ヘリの導入推進事業です

けど、平成29年度から取り組んできて、昨年の決算

の中で令和６年度導入予定だと言ったけど、遅れた

理由。今日の中では、令和７年と言ってるけど。

○池原秀典防災危機管理課長 県では当初、令和６年

度中の消防防災ヘリの運用開始を目指していたとこ

ろでございますが、沖縄県消防防災ヘリコプター導

入推進協議会設立の合意形成に時間を要し、設立が

今年８月になったことや、新型コロナウイルス感染

症の影響により、個別協議に遅れが生じたことから、

現時点では、令和７年度の運用開始を見込んでおり

ます。今後は、消防防災ヘリの運用体制や、市町村

消防機関からの人員派遣、機体等の使用、ヘリ基地

となる沖縄県消防防災航空センター（仮称）の整備

等について議論し、早期の運用開始に取り組んでま

いります。

○平良昭一委員 大丈夫だよね。７年は。

○金城賢知事公室長 平良委員御指摘のとおり、昨

年の決算委員会で、令和６年度の導入を目指すとい

うふうに答弁をいたしました。先ほど担当課長から

もありましたとおり、まずはその推進協議会の設立

が８月になったと。これは私も５団体に対しては、

その当該市町村に出向いて市長に直接お会いして、

副市長もそうですけれども、消防防災ヘリの必要性

を説明して御理解をいただいて、８月の協議会の設

立に至ったということでございます。

この防災ヘリの必要性については、沖縄県―全国

一の島嶼県ということで他県からの支援が届くのに

時間がかかるということと、あと島嶼県でございま

すので15市町村に約13万人の方が生活をしておりま

す。そういった意味からすると、全国の他県以上に

非常に緊急性があるというふうに認識でございまし

て、県といたしましては、しっかりと早期の導入を

目指して、全力で取り組んでまいりたいというふう

に考えてます。

○平良昭一委員 先日、第11管区の海上保安本部の

一條本部長と意見交換する機会があったんですよ。

その中で、意外に自衛隊の救助ヘリよりも海上保安

庁のヘリのほうが活用されていると、陸でも、海で

も、海だけじゃなくてですね。なぜかというと、非

常に機動力があると。時間的に、自衛隊より早く動

けるということです。連携はしてるらしいんですよ。

そういう観点からすると、やっぱり防災ヘリという

のは消防が緊急的なものでありますので、ぜひ、こ

の海上保安本部との連携を取ったほうが効果が出る

んじゃないかなということを一つ付け加えて、先日

そういう話があったもんですから、非常にいいこと

だなと思いますので、提言として付け加えておきま

す。

それとワシントン事務所、コロナ禍の中で活動に

対して非常に厳しい状況だろうなと思いましたけど、

これまでの説明の中でかなり頑張っている。そうい

う面では県の担当職員、一旦こっちに戻って来てま

すけど、今現状どうなってるか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 令和２年度で御説

明しますと、参事―統括監級の職員につきましては、

米国本土でのコロナ感染拡大によりまして、一時期

渡米ができない状況が続いておりましたけれども、

去年の10月から米国に移りまして活動を行っている

というような状況でございます。今御説明しました

のは、統括監級の職員でございます。それからもう

一人、班長級の職員がおりますけれども、この４月

１日付で知事公室に異動をして、ワシントンに駐在

をする予定だった班長級の職員につきましては、ビ

ザがなかなか取得できないような状況が続いており

まして、４月以降、渡米できていない状況にありま

したけれども、つい先日、アメリカの移民局のほう

からビザの取得が下りるというような報告がありま

して、準備が整い次第、渡米する予定で今準備を整

えているというような状況でございます。

○平良昭一委員 やっぱり基地の問題等の中で、活

動を本格的にやるのであれば、新しいバイデン新政

権の状況というのはやっぱり情報収集しないといけ

ないわけですよね。そういうことで、今回活動でき

ているようなものがあるか。去年のものだから、今

年に入ってからだな。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 バイデン政権にお

かれましては、大変、人権問題であるとか、環境問

題について、非常に関心が高いというふうに伺って

おりますので、県のワシントン駐在の活動におきま

しても、その辺を中心に今後、働きかけというのを

行っていきたいということで考えております。

○平良昭一委員 先ほど、これからの活動というこ

との中で聞いて、他国地位協定の調査結果を英訳し

て、ぜひやりたいということで、これ大事ですよ。

本来、日本政府がこれやるべきなんですよね。しか

し、それをやり切れないから、沖縄が事務所をつくっ

て、それを全米に訴えること、そうすることによっ

て、知事会の中でもそれが話題になってくるわけで

すよ。沖縄独自の調査の中でですよ。それが訴える

力になってきますので、これとっても大事なことだ

と思いますので、しっかりした英訳文を作ってやっ

てほしい。どうですか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 その辺、しっかり
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取り組んでいきたいというふうに考えております。

○平良昭一委員 頑張ってくださいね。これ大事で

すからね。

それと、基地以外の活動、それがある程度必要に

なってくるような状況だと思います。米国内の県人

ネットワークはかなりあるわけですから、来年のウ

チナーンチュ大会、それも一つの狙いですよね。沖

縄の実情を訴えるためには。そういう活動の一環と

して広げていくような状況ができるかね、これから。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 まだ検討をしてい

る最中のものも含まれておりますけれども、ワシン

トンＤＣ以外の活動として、例えば国際機関への働

きかけでありますとか、それからアメリカ国内で行

われているイベントへの参画を通じて、沖縄の文化、

観光、物産等の情報発信等についても取り組んでい

きたいということで考えております。

○平良昭一委員 ワシントン事務所ということであ

りますけど、アメリカは広いわけですから、今後、

西海岸に広げる可能性も出てくるわけですよ。情報

発信と収集であれば。そこまで、私はもし結果が出

てくるのであれば、考えてもいいんじゃないかなと

思いますよ。どうですか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 西海岸につきまし

ても、その活動を実施していきたいということで考

えております。

○平良昭一委員 これは皆さんの結果次第ではあり

ますけどね。

それと、不発弾対策事業、これ民間の方々に対す

る磁気探査の補助制度のさらなる周知を図るべきだ

ということで以前から言ってますけど、その対策は

行われていますか。

○池原秀典防災危機管理課長 住宅等開発磁気探査

支援事業に係る周知活動につきましては、これまで

本事業の受付窓口でございます市町村を対象とした

説明会や、広報用リーフレットの作成及び各種団体

への配付、新聞掲載、広報誌美ら島沖縄や、広報番

組うまんちゅひろばによる周知を行っており、今後

も引き続き周知活動を続けていきたいと考えており

ます。

○平良昭一委員 これはよく頑張ってくださいね。

まだ知らない方々結構いますよ。それ頑張っていた

だきたい。

それと、市町村の要望事項として、令和元年、２年

連続で不発弾爆発事故等に係る被害補償制度の創設

をお願いしているんですけど、この辺どう考えるか。

○池原秀典防災危機管理課長 平成21年に発生いた

しました糸満市での不発弾爆発事故を受け、国は新

たな安全対策として、爆発事故等の未然防止及び被

害者等の支援のため、沖縄県不発弾等対策安全基金

を創設することを決定し、本県におきましても、平

成21年に沖縄県不発弾等対策安全基金条例及び沖縄

県市町村不発弾等対策安全事業補助金交付要綱を制

定したところであります。これまでに基金を活用し

被害者等への支援を３件、また、不発弾爆破処理に

よる被害状況の調査を５件実施するなど、計８件で

総額１億4246万円の基金取崩しを行い、不発弾等爆

発事故の未然防止及び被害者等への支援を行ってお

ります。

○平良昭一委員 この辺を含めて、不発弾処理がこ

れはもう国の責任でということの中で、市町村から

要望が来るわけですよね。当然、直接実施、現場保

存、警備とか保安措置の国による直接実施を求めて

いることに関して、県としての考え方はどうなのか。

○池原秀典防災危機管理課長 不発弾等処理につき

ましては、戦後処理の一環として、国が責任を持っ

て取り組むべきものと考えております。この観点に

立ち、県はこれまで機会あるごとに沖縄及び北方対

策担当大臣並びに防衛大臣に対し、不発弾等処理及

び磁気探査の全額国庫負担等について要望を行って

いるところであり、去る10月９日にも、西銘沖縄及

び北方対策担当大臣に改めて要望を行ったところで

あります。また、令和４年度以降の新たな沖縄振興

のための制度として、国による不発弾等対策の直接

実施について、制度提言を行っているところでござ

います。

○平良昭一委員 ぜひ、これは国の責任の中でやる

べきことを県はしっかり打ち出しながら対応してい

ただきたいと思っています。

最後に、基地対策調査費の中で他国地位協定調査、

これ全国知事会での報告があったようでございます

けど、状況を教えてほしい。結果状況。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 令和元年７月23、

24日に富山県で行われました全国知事会議におきま

して、知事は、沖縄県が実施した他国地位協定調査

について、ヨーロッパでの調査結果を報告いたしま

した。玉城知事からの報告を受けまして、岩手、秋

田、長野、高知、滋賀、兵庫県の６名の知事から、

地方自治の観点や住民の立場から地位協定の改定を

求めていくべきであるなどといった意見が提出され

ております。また、令和元年11月に東京で行われま

した秋の知事会議におきましては、玉城知事からの

地域協定の改定に向けた連携の呼びかけを受けまし

て、徳島県の飯泉会長から、関係者で国の地域協定

の運用改善の状況などを確認し、精査をした上で検
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討したいとの御発言がございました。その後、全国

知事会におきましては、会長の御指示を受けまして、

現在の日米地位協定に係る運用改善の状況等の確認

や新たな提言案の検討を行うことなどを目的として、

米軍基地負担に関する意見交換を実施することとし、

この議論を経て、令和２年11月に、平成30年以来２回

目となる提言が全都道府県による全会一致で決議さ

れております。

このように２回目の提言をまとめる過程におきま

して、知事が他国地位協定調査の結果を御報告し、

日米地位協定の見直しの必要性を訴えたことにより、

全国の都道府県知事の方々と米軍基地問題の認識を

共有できたものというふうに考えております。

○平良昭一委員 これは、最初に賛同した都道府県

知事、そこにトークキャラバン行くべきですよ、こ

れから。せっかく調査してきたわけですから、これ

は非常に大事なことですよ。あまりにも知らな過ぎ

るから、他府県の方々が。それを知らしめること、

とっても大事。それは、知事の口からトークキャラ

バンの中でやっていくこと、とっても大事だと思い

ますので、その見解聞かせてください。

○金城賢知事公室長 全国知事会の会議の中で、沖

縄県の現状に対して非常に理解を示した形で御意見

をいただいた知事が、何県かの知事がいらっしゃい

ます。そうした県も含めて、県が沖縄の米軍基地問

題の解決を含めて、日米地位協定の問題等を訴えて

いく上で、より効果的なトークキャラバンの実施の

在り方というものについても、しっかりと検討した

上で対応してまいりたいというふうに思います。

○平良昭一委員 終わります。

○又吉清義委員長 以上で、知事公室関係決算事項

に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

15分間休憩いたします。

午後４時29分休憩

午後４時43分再開

○又吉清義委員長 再開いたします。

次に、警察本部長から公安委員会関係決算事項の

概要説明を求めます。

日下真一警察本部長。

○日下真一警察本部長 よろしくお願いします。

公安委員会所管の令和２年度一般会計歳入歳出決

算の概要について、令和２年度歳入歳出決算説明資

料に基づき御説明いたします。

ただいま通知しました説明資料の表紙と目次をス

クロールして、１ページを御覧ください。

初めに、一般会計の歳入決算の概要について御説

明いたします。

公安委員会所管の歳入決算の総額は、予算現額28億

2671万6000円に対しまして、調定額は26億8179万

4809円、収入済額が26億7102万4696円、不納欠損額

は51万9000円、収入未済額は1030万5113円、調定額

に対する収入比率は99.6％となっております。

以下、各款ごとに順次御説明いたします。

（款）使用料及び手数料でございますが、予算現

額5796万6000円、調定額、収入済額共に4939万9834円

となっております。

（款）国庫支出金は、予算現額24億9413万1000円、

調定額、収入済額共に23億4439万3336円であります。

（款）財産収入は、予算現額2034万円、調定額、

収入済額共に2288万7691円であります。

２ページを御覧ください。

（款）諸収入は、予算現額２億5427万9000円、調

定額２億6511万3948円、収入済額２億5434万3835円、

不納欠損額51万9000円、収入未済額1030万5113円で

あります。

収入未済につきましては、主に放置駐車車両違反

金でございます。

不納欠損につきましては、平成26年度に調定いた

しました放置駐車車両違反金でございますが、転居

先不明等で納付命令が送達できなかったものや、財

産がなく財産差押えが執行できず、時効が成立した

ものでございます。

以上が、一般会計歳入決算の概要であります。

３ページを御覧ください。

次に、一般会計の歳出決算の概要について御説明

いたします。

公安委員会の歳出決算は、予算現額362億1742万

4000円に対しまして、支出済額は353億5555万2079円、

翌年度繰越額は２億7390万9000円、不用額は５億

8796万2921円、執行率は97.6％となっております。

翌年度繰越額について、（項）警察管理費（目）警

察施設費は２億7390万9000円となっており、宜野湾

警察署新庁舎建設事業について、計画変更のため年

度内における事業完了が見込めず、翌年度に繰り越

したことなどを主な理由とするものでございます。

次に、不用額５億8796万2921円について、その主

なものを御説明いたします。（項）警察管理費のうち、

（目）警察本部費の不用額３億5720万1038円は、主

に職員手当等の執行残によるものでございます。（目）

警察施設費の不用額１億456万9725円は、主に工事請

負費のうち、繰越し分の執行残によるものでありま

す。

次に、（項）警察活動費のうち、（目）刑事警察費
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の不用額4764万7254円は、主に会議等の中止に伴う

旅費の執行残によるものでございます。

以上が、一般会計歳出決算の概要でございます。

なお、特別会計の歳入歳出についてはございませ

ん。

以上で、公安委員会所管の令和２年度歳入歳出決

算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 警察本部長の説明は終わりまし

た。

これより質疑を行いますが、質疑及び答弁に当たっ

ては、その都度挙手により委員長の許可を得てから

行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたし

ます。

また、答弁に当たっては、総括的、政策的な質疑

に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ担

当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思いま

すので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろし

くお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

それでは、公安委員会関係決算に対する質疑を行

います。

当山勝利委員。

○当山勝利委員 では、質疑させていただきます。

非行少年を生まない社会づくりについてですが、

ここ３年の少年非行の件数について伺います。

○幸喜一史生活安全部長 過去３年間の県警察が検

挙、補導した刑法犯少年は、平成30年799人、令和元

年521人、令和２年479人と年々減少しております。

そのうち、窃盗犯で検挙、補導をした人員は、平成30年

605人、令和元年381人、令和２年296人となっており、

刑法犯少年の６割以上を占めております。

また、過去３年間の不良行為少年の補導人員につ

いては、平成30年１万1675人、令和元年8356人、令

和２年6906人と減少しており、そのうち深夜徘徊の

補導人員は、平成30年6529人、令和元年4454人、令

和２年3392人となっており、約５割を占めておりま

す。

○当山勝利委員 いずれにしても、少年非行の件数

が減少傾向にある、相当減ってきているということ

がありますが、その理由はありますでしょうか。

○幸喜一史生活安全部長 少年非行の減少の背景等

については、様々な要素が複雑に絡んでいるため断

定することは困難でありますが、減少傾向にある理

由として、少年を取り巻く環境が変化したことに加

えて、非行少年等の検挙、補導活動を徹底したこと。

不良行為を繰り返す少年及び保護者に対する指導・

助言を行う再補導防止対策を進めたこと。街頭補導、

継続補導、保護活動の実施、少年非行防止教室の開

催、少年の居場所づくりや立ち直り支援等の推進な

どなど、本事業に係る様々な取組が複合的に効果を

発揮したものと考えております。

○当山勝利委員 分かりました。

いろんな要素があって、またいろんな大人の関わ

りもあると思いますので、そこら辺で減ってきたの

かなと思いますが、本当にありがとうございます。

次、子供・女性安全対策事業について伺います。

ここ３年のＤＶ及びストーカーの相談件数と検挙

件数について伺います。

○幸喜一史生活安全部長 県警における過去３年間

のＤＶの相談取扱い件数につきましては、平成30年

923件、令和元年1082件、令和２年1040件となってお

ります。また、ＤＶ事案の過去３年間の検挙件数に

つきましては、平成30年112件、令和元年130件、令

和２年134件となっております。ストーカーにつきま

しては、相談件数、平成30年は117件、令和元年は

152件、令和２年は177件と増加傾向にあります。ま

た、ストーカー事案の検挙件数につきましては、平

成30年17件、令和元年23件、令和２年37件となって

おります。令和２年37件の内訳は、ストーカー規制

法違反が21件、脅迫や住居侵入等の刑法犯が16件と

なっております。

○当山勝利委員 ありがとうございます。

まず、これ警察さんのほうで相談を受けるという

ことになると思いますけれども、その初期対応とそ

の捜査についてちょっと伺いたいと思います。

○幸喜一史生活安全部長 ＤＶやストーカー等に関

する相談を受けた場合には、まず、被害者等の安全

確保を最優先に保護対策を実施し、それと並行して、

加害者に対する検挙措置。検挙ができない場合でも、

警告などの行政措置により、被害の拡大防止を図っ

ております。警察としまして引き続き保護対策のた

めの女性相談所、それから市町村などの関係機関と

連携して被害者等の安全確保に努めるとともに、加

害者の検挙措置を講じるなど適切に対応してまいり

ます。

○当山勝利委員 こういう事案はもう初期対応がと

ても大切だと思いますので、またぜひ頑張ってくだ

さい。

よろしくお願いします。

以上です。

○又吉清義委員長 國仲昌二委員。

○國仲昌二委員 私のほうは１点だけ質問をしたい
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と思います。

主要施策の成果報告書の中で、国際テロ対策の事

業ですね。この事業、事業内容の説明として、国際

テロ対策等に従事する捜査員の育成、あるいは、国

際テロの未然防止に向けた指導・啓発活動の推進と

あるんですけれども、予算額が14万5000円しかなく

て決算額が8万1000円しかないっていうのでちょっと

びっくりしているんですけれども、この説明をお願

いします。

○小林雅哉警備部長 沖縄県におきましても、国際

テロ対策を強力に推進する必要があると認識をして

おります。国際テロ対策におきましては、その未然

防止が重要でありますところを県警察におきまして

は、重要施設の警戒警備ですとか、関連情報の収集

分析に取り組んでおります。これらの活動は、警察

官の通常業務の一環として行っており、国際テロ対

策に係る予算として明確に切り分けることは困難で

あります。このため、事業経費としましては、国際

テロ対策に関する捜査員の育成や指導・啓発に係る

予算のみを計上しており、予算額が約14万円、執行

額が約８万円となったものであります。

引き続き、国際テロ対策に万全を期してまいりた

いというふうに思っております。

○國仲昌二委員 今の説明は、国際テロ対策につい

ては別予算の範囲で行っていると。これは別立てでっ

ていうんですかね。国際テロ対策全体は別でもやっ

てるし、ただこれは、別の事業だけを抽出したとい

う理解でよろしいですかね。

○小林雅哉警備部長 御理解としてはそのとおりで

ございます。

警察全体として国際テロ対策に取り組んでおりま

すところ、特化したものとして切り出せる予算とし

まして、捜査員の育成等の費用を計上させていただ

いておるところでございます。

○又吉清義委員長 平良昭一委員。

○平良昭一委員 青少年の健全育成事業の中で、最

近、この報道等によると、未成年の飲酒がかなり多

いということでありますけど、どういう状況でしょ

うか。

○幸喜一史生活安全部長 飲酒による補導人員は本

年８月末現在582人で、前年同期と比較しますと、51人

減少しております。一方で、３人以上で飲酒する集

団飲酒については48件となっており、前年同期と比

較しますと27件の増加となっております。

○平良昭一委員 それと、青少年が絡む薬物乱用。

それの件はどうなっていますか。

○幸喜一史生活安全部長 薬物事犯で検挙された少

年は本年８月末現在33人で、前年同期と比較します

と19人増加しております。検挙の内訳内容としまし

ては、覚せい剤取締法違反が４人で、前年同期比プ

ラス４人、大麻取締法違反が27人で前年同期比プラ

ス13人、麻薬取締法違反が２人で前年度比プラス２人

となっております。

○平良昭一委員 やっぱりこの青少年は、このＳＮ

Ｓの中で薬物を購入するというふうな状況がありま

すよね。その辺の対策として、県警としてどう考え

ているのか。

○幸喜一史生活安全部長 薬物乱用防止に関しても

重要な課題だと考えておりまして、警察本部の安全

学習支援隊や各警察署の少年の担当係による非行防

止教室を開催するなどしております。それと併せて、

被疑者に対する検挙、それから供給源になっている

売人に対する突き上げ捜査など徹底しているところ

であります。

○平良昭一委員 それと最後に、陳情等にも上がっ

ていたんですけれど、市町村の要望事項、令和元年

と２年度に上がってきています阿嘉・慶留間地域の

駐在所設置。これ、元年と２年の皆さんの措置状況、

全く一言一句同じなんですよ。どう考えてるのか。

○平松伸二警務部長 県警察におきましては、限ら

れた体制を効果的に効率的に運用しまして、良好な

治安を確保するために、これまでも統廃合を含め、

県内の交番、駐在所の適正配置に努めているところ

でございます。交番ですとか駐在所を新設するに当

たりましては、既存の警察施設の位置、管内人口の

変動、治安情勢などを踏まえて、総合的に検討して

いるところでございます。

現在、阿嘉・慶留間地区を管轄する駐在所は、座

間味島に設置されている座間味駐在所となっており

ますが、県警察としましては、阿嘉・慶留間地区に

おける治安情勢、周辺環境の変化等を注視し、警察

官の立ち寄り拠点となる施設の確保に向けて座間味

村と調整を進めるなど、阿嘉・慶留間地区の安全・

安心の確保に向けて取り組んでいるところでござい

ます。

○平良昭一委員 これは１年通してやりなさいとい

う意見なのかな。意見交換しているというけど、例

えば、夏場だけを集中的にやりなさいというような

情報でもないのか。

○平松伸二警務部長 特に夏場は観光客が多数来島

されますので、そこの対策っていうのは当然やって

おるんですけれども、厚めにやるわけですけれども。

当然、事件・事故の発生は夏場だけではございませ

んので、そういう連携は１年通じてやっているとい
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うところでございます。

○平良昭一委員 今後も、意見交換はやっていくと

いうことで理解していいですか。

○平松伸二警務部長 先ほどの繰り返しになります

けれども、座間味村と様々な調整を進めていく中で

取り組んでいきたいとは思っておるんですが、ただ、

交番駐在所の新設につきましては、県内情勢を踏ま

えまして総合的に検討する必要があると考えてござ

います。

○平良昭一委員 いろいろ予算が伴うことではあり

ますけどね、人命に関わる問題もありますので、遠

慮なさらずに当局にもどんどん言ったほうがいいで

すよ、本部長。どんどん予算を確保するための努力

をして、当局に遠慮せずにどんどんやったほうがい

いですよ。

以上。

○又吉清義委員長 以上で、公安委員会関係決算事

項に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席）

○又吉清義委員長 再開いたします。

以上で、本日の日程を全て終了いたしました。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

次回は、明 10月13日 水曜日 午前10時から委

員会を開きます。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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沖縄県議会委員会条例第27条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 又 吉 清 義
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令 和 ３ 年 第 ８ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

開会の日時、場所

年月日 令和３年10月12日 (火曜日)

開 会 午前10時５分

散 会 午後３時45分

場 所 第１委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県一般会計決算

第８回議会 の認定について（商工労働部及

認定第１号 び労働委員会事務局所管分）

２ 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県小規模企業者

第８回議会 等設備導入資金特別会計決算の

認定第３号 認定について

３ 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県中小企業振興

第８回議会 資金特別会計決算の認定につい

認定第４号 て

４ 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県中城湾港（新

第８回議会 港地区）臨海部土地造成事業特

認定第11号 別会計決算の認定について

５ 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県国際物流拠点

第８回議会 産業集積地域那覇地区特別会計

認定第13号 決算の認定について

６ 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県産業振興基金

第８回議会 特別会計決算の認定について

認定第14号

出席委員

委員長 西 銘 啓史郎君

副委員長 大 城 憲 幸君

委 員 新 垣 新君 大 浜 一 郎君

島 袋 大君 中 川 京 貴君

委 員 上 里 善 清君 玉 城 武 光君

委 員 仲 村 未 央さん 翁 長 雄 治君

委 員 赤 嶺 昇君

欠席委員

山 内 末 子さん

※ 決算議案の審査等に関する基本的事項

４（６）に基づき、監査委員である山内末

子さんは調査に加わらない。

説明のため出席した者の職、氏名

商 工 労 働 部 長 嘉 数 登君

産 業 政 策 課 長 谷 合 誠君

アジア経済戦略課長 小 渡 悟君

マ ー ケ テ ィ ン グ
比 嘉 淳君

戦 略 推 進 課 長

ものづくり振興課長 森 右 司君

中 小 企 業 支 援 課 長 知 念 百 代さん

企 業 立 地 推 進 課 長 嘉 数 裕 幸君

情 報 産 業 振 興 課 長 大 嶺 寛君

雇 用 政 策 課 長 金 村 禎 和君

労 働 政 策 課 長 金 城 睦 也君

労 働 委 員 会 事 務 局
山 城 貴 子さん

参 事 監 兼 事 務 局 長

3ii4

○西銘啓史郎委員長 ただいまから経済労働委員会

を開会いたします。

本委員会所管事務調査事件「本委員会の所管事務

に係る決算事項の調査について」に係る令和３年第

８回議会認定第１号、同認定第３号、同認定第４号、

同認定第11号、同認定第13号及び同認定第14号の決算

６件の調査を一括して議題といたします。

本日の説明員として、商工労働部長及び労働委員

会事務局長の出席を求めております。

まず初めに、労働委員会事務局長から労働委員会

事務局関係の決算事項の概要説明を求めます。

山城貴子労働委員会参事監兼事務局長。

○山城貴子労働委員会参事監兼事務局長 おはよう

ございます。

労働委員会事務局所管の令和２年度一般会計歳入歳

出決算の概要につきまして、御説明いたします。

それでは、サイドブックスに掲載されております

令和２年度歳入歳出決算説明資料をタップしていた

だき、１ページを御覧ください。

まず初めに歳入状況について御説明いたします。

決算額は（款）諸収入の収入済額Ｃ欄のとおり

3352円となっております。

その内容は、会計年度任用職員１名分の雇用保険

料本人負担分でございます。

続きまして、画面をスクロールしていただき、説

明資料の２ページを表示ください。

経済労働委員会記録（第１号）
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歳出状況について御説明いたします。

予算現額１億3289万7000円に対し、支出済額は１億

2013万6681円で執行率は90.4％となっております。

支出の主なものは、委員の報酬や費用弁償等の委

員会の運営費並びに事務局職員の給与や旅費のほか、

需用費等の事務局の運営費でございます。

不用額は1276万319円で、その主なものは、職員手

当等の人件費及びコロナ禍の影響による旅費の執行

残となっております。

以上で、労働委員会事務局所管の歳入歳出決算の

概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○西銘啓史郎委員長 労働委員会事務局長の説明は終

わりました。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、決算議案の審査等に関する基本的事項に従っ

て行うことにいたします。

決算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る決算事項でありますので、十分御留意願います。

要調査事項を提起しようとする委員は、質疑の際

にその旨を発言するものとし、その場合、委員長が

要調査事項を提起した委員に、誰に、どのような項

目を聞きたいのか確認しますので、簡潔に説明する

ようお願いします。

要調査事項については、明 10月13日、当委員会の

質疑が全て終了した後に改めて、要調査事項とする

理由の説明を求めた上で、決算特別委員会における

調査の必要性についての意見交換や要調査事項及び

特記事項の整理を行った上で、決算特別委員会に報

告することとなります。

なお、委員長の質疑の持ち時間については、決算

特別委員会に準じて譲渡しないことにいたします。

質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を終えてから行い、重複することが

ないように簡潔にお願いいたします。

また、質疑に際しては、あらかじめ引用する決算

資料の名称、ページ番号及び事業名等を告げた上で、

説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により

委員自ら通知し、質疑を行うようお願いいたします。

さらに、答弁に当たっては、総括的、政策的な質

疑に対しては、部局長が行い、それ以外はできるだ

け担当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思

いますので、委員及び執行部の皆さんの御協力をお

願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに労働委員会事務局関係

決算事項に対する質疑を行います。

大城憲幸委員。

○大城憲幸委員 大変お疲れさまです。

労使間の紛争を公平、公正に解決するということ

で皆さん日々頑張っているんですけれども、労使間

の紛争というとやっぱり賃金、労働時間等がもう中

心のイメージなんです。最近やっぱり自分の地元で

も少し相談はあったんですけれども、例えば様々な

ハラスメントの相談とか、そういう部分に労働委員

会がどう関わるのかなっていうのが気になるところ

なんですけれども、その辺の状況と考え方っていうの

は今、答弁できますか。すみません、通告もしてない

んですけど。

○山城貴子労働委員会参事監兼事務局長 恐らく、

組合からというよりは、個人の労働者からの個別あっ

せんでの申立てで、そういった事案がございます。

例えば令和元年度ですと、いろいろ紛争の内容ござ

いますけれども、解雇ですとか、懲戒処分、そういっ

た中で一番多かったのが、パワハラ、嫌がらせ、そ

の理由による申立てが多かったので、やはり最近は

法律も変わったりして、その意識が高くなったとい

うことも背景にあるかと思います。そういったことを

理由に、個別あっせんの申立てが少し増えている状況

にはありますが、ただこれはあくまでも使用者と労働

者が話し合って解決しましょうというのを支援するの

が我々の役割ですので、それのそれぞれの主張を聞い

て、折り合いをつけ、歩み寄って解決に向かわせると

いう努力を行っているところです。

○大城憲幸委員 特に消防なんかは、いわゆる組合

はないわけですよね、基本原則はね。そういう部分

もあって、私も具体的に相談申し上げたときに、も

う少し労働委員会が入ってくれないかな、今後そうい

うハラスメントがどんどん増える中で、もうちょっと

積極的に関わる方法がないのかなっていうのを感じた

んですけれども、今後の流れとして、今言うように、

やっぱりこれまでとは役割は少し違ってくるんじゃな

いのかなと。あるいは、もう少し前に出て組織に入れ

るぐらいの仕組みがつくれないものかなと思うんで

すけれども、その辺についての考え方はどうですか。

答弁できますか。

○山城貴子労働委員会参事監兼事務局長 恐らくそ

の点は、全国的な課題だと思うんですね。やはり我

々、不当労働行為に関しましては、命令を出せると

いう準司法的な権限がございますけれども、このあっ

せん制度につきましては、あくまでもこれ任意の制度

なんですよ。ですから、どうしても職権で何かをして
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差し上げるっていうことができない部分で歯がゆい

部分もございますので、私たちのほうで何とかこの

合意に至らせるような、いろいろノウハウとか、情

報収集して、その解決の道を探るっていう、今のと

ころはそういうところしかないのかなというふうに

は感じているところです。

○大城憲幸委員 ありがとうございました。

質問、以上ですけれども、やっぱり先ほど言った

ように、こういう相談がちょっと私のところに増えて

る傾向がありますので、今後どういう仕組みができる

かっていうのはちょっと研究しますので、また相談さ

せていただきたいと思います。

以上です。

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はございませんか。

以上で、労働委員会事務局関係の決算事項に対す

る質疑を終結いたします。

休憩いたします。

（休憩中に、説明員等の入替え）

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

次に、商工労働部長から商工労働関係決算事項の

概要説明を求めます。

嘉数登商工労働部長。

○嘉数登商工労働部長 おはようございます。

よろしくお願いいたします。

商工労働部所管の令和２年度一般会計及び特別会

計の歳入歳出決算の概要について御説明いたします。

まず初めに、商工労働部の取組について御説明を

いたします。

本県経済については、新型コロナウイルス感染症

の拡大抑制のための行動や接触機会制限等により、

幅広い産業分野で多大な影響を受けているものと認

識しております。商工労働部では昨年来、県内事業

者の事業継続や雇用の維持、経済活動の段階的な回復

に資するため、必要な対策を切れ目なく講じてまいり

ました。主な事業といたしましては、うちなーんちゅ

応援プロジェクトによる事業者支援、それから県単

融資による事業者の資金繰り支援、さらに沖縄県雇

用継続助成金事業による雇用の維持、プレミアムクー

ポンによる地域消費喚起策などを実施しまして、経

済的損失の最小化に努めてきたところでございます。

また、需要回復への足がかりの一つとして、大型イ

ベントである産業まつり、それからリゾテックおき

なわ国際ＩＴ見本市、沖縄大交易会については、拠点

分散やデジタル技術を活用したオンライン開催を導入

し、ウィズコロナにおける新たなビジネススタイルへ

の構築、県産品の販路拡大、国内外へのおきなわブラ

ンドの発信等を行ってまいりました。

新型コロナウイルス感染症の影響は長期化してお

りますが、現在、行動変容要請の設定等により新規

感染者数が抑制されてきております。今後はワクチ

ン接種の推進をアクセルとしまして、経済対策基本

方針の出口戦略に基づいた需要喚起策や業態転換を

促す施策、それからデジタルトランスフォーメーショ

ンによる付加価値を生む新たな取組支援等の施策を講

じてまいります。

それでは、歳入歳出決算の概要について、お手元

にお配りしております令和２年度歳入歳出決算説明

資料により御説明申し上げます。

通知いたしました１ページを御覧ください。

こちらは、一般会計及び５つの特別会計の歳入決

算の状況の総括表となっております。

次に、通知しました２ページを御覧ください。

こちら同じく歳出決算状況の総括表となっており

ます。

それぞれの詳細については、通知しました３ペー

ジ以降で御説明いたします。

まず初めに、一般会計の歳入決算につきましては、

予算現額合計が1063億5728万1208円、調定額が895億

5580万8381円、収入済額が894億8315万7763円、不納

欠損額が1272万9000円、収入未済額が5992万1618円

で、調定額に対する収入済額の割合は99.9％となっ

ております。

目ごとの明細については説明は割愛させていただ

きます。

続きまして、通知しました５ページを御覧くださ

い。

こちらは一般会計の歳出決算になります。予算現

額合計が1177億6725万6527円、支出済額が970億620万

6943円、翌年度繰越額が116億9671万4257円、不用額

が90億6433万5327円で、執行率は82.4％となってお

り、前年度の93.2％と比較しまして11ポイント近く

下回っております。

繰越しですけども、当初予算編成後の事由により

年度内に完了しない事業のほか、令和２年度は新型

コロナウイルス感染症対策対応のための事業を継続

して取組む必要がある事業について、繰越しが多く

なっております。その主な事業としましては、うち

なーんちゅ応援プロジェクト―これは飲食店等に対

する協力金ですけども、それですとか、地域消費活

性化事業―これはプレミアムクーポンです。それから、

沖縄県雇用継続助成金事業―これは雇用調整助成金

の上乗せとなっております。

次に、不用額の主なものについて項別に御説明を

いたします。
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（項）労政費の不用額４億2187万799円の主なもの

は、沖縄県雇用継続助成金事業となっておりまして、

助成金の申請件数が想定を下回ったことによる補助

金の執行残となっております。こちらは、企業の事

業再開や業績が悪化した大企業に対しまして、国の

雇用調整助成金の助成率が最大10分の10となる特例

制度が開始されたことによりまして、沖縄県に対す

るその申請件数が減少したものであります。

次に、（項）職業訓練費の不用額１億5474万8467円

の主なものは、こちら離職者等再就職訓練事業の訓

練コースの閉講や受講者定員割れ等による訓練実施

経費の執行残でございます。

次に、（項）商業費の不用額２億4912万5904円の主

なものは、沖縄戦略的国際物流プラットフォーム強

化事業において、新型コロナウイルス感染症の影響

による国際航空路線の運休により、設備リース支援

や航空会社へのハンドリング支援について、こちら

当初の想定を下回ったことによる委託料の執行残で

ございます。

次に、（項）工鉱業費の不要額82億3859万157円の

主なものは、こちら県単融資事業において、融資枠

を拡大するために年度途中におきまして、金融機関

との協調融資の倍率を３倍から５倍に見直したこと

による追加の預託の執行残でございます。

以上で一般会計歳入歳出決算の概要についての説

明を終わります。

次に、特別会計の歳入歳出決算の概要について御

説明いたします。

７ページを御覧ください。

まず、小規模企業者等設備導入資金特別会計につ

いて説明いたします。

歳入決算につきましては、予算現額合計が４億

3118万5000円、調定額が41億9707万503円、収入済額

が14億4774万4031円、不納欠損額が2896万6000円、

収入未済額が27億2036万472円となっておりまして、

調定額に対する収入済額の割合は34.5％となってお

ります。

こちら収入未済額は、貸付け先企業・組合等の業

績不振や倒産などにより、設備近代化資金及び高度

化資金の貸付金償還が延滞していることによるもの

でございます。

それから不納欠損額は、設備近代化資金におきま

して時効の援用により不納欠損金とし、整理したも

のでございます。

次に、８ページを御覧ください。

歳出決算ですけども、予算現額合計が４億3118万

5000円、支出済額が３億7486万4049円、不用額が

5632万951円で執行率86.9％となっております。これ

は貸付け先企業・組合等から県に対して償還された

貸付金のうち、当該公債費として、一部を、独立行

政法人中小企業基盤整備機構宛て償還するものと

なっております。執行率の減少については、貸付け

先企業・組合等からの貸付金償還の延滞に伴いまし

て、県から同機構への償還分が減少しているもので

ございます。

次に９ページを御覧ください。

次に、中小企業振興資金特別会計について御説明

いたします。

歳入ですが、予算現額合計が４億13万3000円、調

定額及び収入済額が９億4758万3589円となっており

ます。

10ページを御覧ください。

歳出決算ですが、予算現額合計が４億13万3000円、

支出済額が２億6937万9000円、不用額が１億3075万

4000円で、こちら執行率は67.3％となっております。

これは、機械類貸与資金貸付金におきまして、貸

与予定先が申込みを取り下げたこと等により執行率

が減少し、不用額となったものでございます。

次に11ページを御覧ください。

中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会

計について御説明いたします。

まず、歳入決算でございますが、予算現額合計が

８億8455万円、調定額及び収入済額が16億1737万

5991円となっております。

次、12ページですけれども、歳出決算です。

予算現額合計が８億8455万円、支出済額が８億

7606万565円、不用額が848万9435円で、こちらの執

行率は99.0％となっております。

次に13ページを御覧ください。

国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計につ

いて御説明いたします。

まず歳入決算についてですが、予算現額合計が４億

8377万6000円、調定額が８億1259万6353円、収入済

額が７億6123万1139円、収入未済額が5136万5214円

で、調定額に対する収入済額の割合は93.7％となっ

ております。

収入未済は、主に経営破綻した企業の光熱水費等

の滞納によるものでございます。

次に14ページを御覧ください。

歳出決算ですけども、予算現額合計が４億8377万

6000円、支出済額が４億3987万5312円、不用額が

4390万688円で、こちら執行率は90.9％となっており

ます。

不用額は、主に入居企業の光熱水費の実績減等に
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よるものでございます。

次に15ページをお願いいたします。

産業振興基金特別会計について御説明いたします。

まず歳入決算ですが、予算現額合計が１億2457万

7000円、調定額及び収入済額が１億6011万1041円で

あります。

次に16ページをお願いいたします。

歳出決算ですが、予算現額合計が１億2457万

7000円、支出済額が8552万3027円、不用額が3905万

3973円で、執行率は68.7％となっております。

不用額は、主に産業振興基金事業費において、補助

事業の事業実績減等による執行残でございます。

以上で、商工労働部所管の令和２年度一般会計及

び特別会計の歳入歳出決算の概要についての説明を

終わります。

御審査のほどよろしくお願いいたします。

○西銘啓史郎委員長 商工労働部長の説明は終わり

ました。

これより質疑を行いますが、質疑及び答弁に当たっ

ては、その都度、挙手により委員長の許可を得てか

ら行い、重複することがないよう簡潔にお願いいた

します。

また、答弁に当たっては、総括的、政策的な質疑

に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ担

当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思います

ので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろしくお

願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

それでは、商工労働部関係決算事項に対する質疑

を行います。

新垣新委員。

○新垣新委員 ページ数が227ページで、アジア戦略

構想。３回の検証委員会を開催したということで伺

います。29年、そして、かれこれ始まっているんで

すけど、29年からどのような目標を描いて、成果に

向かって取り組んできたのか、この戦略会議の中身

をお聞かせください。

○小渡悟アジア経済戦略課長 アジア経済戦略構想

の実現に向けて、このアジア経済戦略構想推進・検

証事業の中で、推進・検証委員会というものを設定

いたしまして、その中で、29年度から様々な議論を

していただきました。内容といたしましては、その

実現を図るための取組を検証し、効果的な施策展開

を推進することを目的とし、検証委員会などを実施

してきたところです。構想の実現に向けては、沖縄

県アジア経済戦略構想推進計画というのを策定いた

しまして、５つの重点戦略、４つの産業成長戦略、５つ

の推進機能の各戦略等の元、329の事業を関係部局に

おいて実施してきたところです。効果といたしまし

ては、これまでこの329の事業を推進してきた中で、

その戦略推進計画の中では、先ほどお話した14の戦

略ごとにそれぞれの成果指標を設けております。そ

の中で、42の成果指標の中で取組を進めてきたとこ

ろ、推進計画に掲げた目標を達成した成果指標とし

ては、例えば沖縄から輸出される飲食料品の輸出額、

那覇港の取扱貨物量などの14の指標が達成してる状

況となっております。また、そのほか臨空臨港型産業

における新規立地企業数、外国人観光客数など、39の

指標において計画策定時の数字から伸びが見られる

状況となっております。

以上です。

○新垣新委員 ありがとうございます。

ちょっと伺いますが、この事業計画が今年までと

いう、この227ページに描かれていますけど、令和４年

以降はどういう形になるんですか、伺います。

○小渡悟アジア経済戦略課長 この事業をつくって

実施する中で、もともとアジア経済戦略構想という

構想がございまして、その構想を具体的に実施して

いく推進計画というものを県のほうで策定しており

ます。先ほど言った各施策を進めていくことで構想

の実現に向けた取組というのを行ってきたんですが、

推進計画の期限というものが来年の３月で終期を迎

えることとなっております。県としては、新たな振

興計画の中でも引き続きアジアのダイナミズムの重

要性というものは説いているんですけれども、この

アジア経済戦略構想推進・検証委員会においても、

今後については、現在、推進計画の中で設置してお

ります検証委員会の中でいろいろ検証していただく

中で、意見をいただくとともに、新たな振興計画の

策定状況を踏まえながら、今後については検討して

いきたいと思ってます。

○新垣新委員 分かりました、ありがとうございま

す。

続きまして230ページですね。沖縄国際物流ハブ活

用推進事業の次のページですが、効果の面で改めて

具体的に伺いたいと思います。県産品等の海外販路

拡大につながったと、この詳細をお聞かせください。

○小渡悟アジア経済戦略課長 沖縄国際物流ハブ活

用推進事業というのは、幾つか事業が一緒になって

一つの事業として取り組んでるんですけど、その事

業の内容を少し御説明させていただきますと、まず

は商談会などによる県産品の認知度向上とか、定番

化の促進支援の取組をしております。また、県内事業
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者が海外展開活動への各種支援に対する補助も行っ

ております。また、航空コンテナスペースを活用し

た県産品の海外展開の物流支援、また海外ＥＣサイ

トを活用した県産品販路拡大支援など、様々な取組

を行ってまいりました。今回、県産品の需要が伸び

ている要因といたしましては、去年から少し顕著に

動きが出てるものなんですが、香港とシンガポール

において鶏卵―畜産物の鶏卵、鶏の卵の伸びが顕著

になっております。これは香港、シンガポールにお

いて、もともと外食する文化がなかった地域に生で

食べる飲食店を設置して、そこから若い方たちを通し

て需要が高まってるというものが一つあります。また、

香港においては、シークヮーサーという伸びがある

んですけど、そこはテレビ番組の情報番組で、シー

クヮーサーの効能として紹介されたことから需要等

が高まっているものとして、県産品の伸びが見られ

ているものと考えております。

○新垣新委員 泡盛の位置づけは、どのように販路

拡大になってますか。分かる範囲でいいです、大体、

大まかでいいですから。泡盛の、この販路拡大はど

うなってますかと。分かる範囲でいいです。

○小渡悟アジア経済戦略課長 泡盛においては、すみ

ません、数というものは詳細が分からないんですけ

ど、台湾であるとか、香港であるとか、シンガポー

ルで定番化はしているところです。また、今、北京

事務所と上海のほうで強力に販路拡大の取組を行っ

てまして、上海のほうでは大手のデパートのほうに

契約が結びつくなど、そういったところで海外事務

所を通しながら取組を進めている状況でございます。

○新垣新委員 ぜひ頑張ってください。高い評価を

いたします。

続きまして239ページ。このアジアＩＴビジネスセ

ンター（仮称）整備事業。この件においてどのくらい

の整備を行ってきて、経済効果、雇用、そしてこの目

標に向かって達成できたのか伺います。

○大嶺寛情報産業振興課長 このアジアＩＴビジネ

スセンターは、県のＩＴ企業のアジア展開とか、ア

ジアＩＴ企業との連携、協業による双方向ビジネス

の開発に取り組む拠点施設として、ＩＴ津梁パーク

内に整備しております。この施設は令和３年、今年

の１月に供用を開始しておりまして、既に執務室21区

画のうち、20区画の入居が決まっておりまして、ア

ジアのパートナー会社と連携したシステム開発の拡

大とか、そういうふうなところに取り組むアジア企業

と連携するという計画を有してる企業が入居しており

ます。この施設にはトータルで14億3000万ぐらいの

整備費用をかけてはいるんですけども、この施設だ

けで経済効果を試算はしておりませんけども、県と

してはこの施設を核に、この国内外の双方向ビジネ

スを活性化させることで、アジアから企業とか、人

材、投資、こういうふうなものを呼び込んでくる流

れをつくって経済効果を高めていきたいと考えてお

ります。

○新垣新委員 この高める中で、ぜひ頑張っていた

だきたいと同時に、次のページ241ページに関連しま

すので、教育機関と連携したデジタルコンテンツ分野

の人材育成。この中で課題、人材を育成・確保する必

要があると。経済を築くためには人材育成の課題が

必要不可欠、大事な課題だと思ってるんで、その件

について、より具体的に、細かく、どう描いてるか

伺いたいと思います。関連してきてます。

○大嶺寛情報産業振興課長 このデジタルコンテン

ツ関連の人材育成の事業は、企業ニーズに沿った高

いデジタルコンテンツスキルを持つ学生を育成する

ことで、このデジタルコンテンツ産業の高度化とか

規模拡大を図りたいというふうなところの事業と

なっておりまして、ただ、このデジタルコンテンツは

ちょっと広くて、動画、画像、文字、最近ではＶＲ、

ＡＲとかゲームとか、いろいろございます。この取り

扱う幅が結構広いというふうなところもございまし

て、それぞれの分野のニーズ、これを把握している

民間教育機関、いわゆる専門学校とか、そういった

ところと、このデジタルコンテンツ企業、それが連

携して教育プログラムを構築すると。そういったと

ころに支援させていただきまして、教育機関がこの

学生に対して必要な技術とかそういったものを習得

させて、企業ニーズに応じた人材を輩出していくと。

この辺も、規模も数もその辺の民間の教育機関のほう

で、企業のニーズを把握して、市場の規模に応じて学

生を募集して、そういうふうにして人材を輩出してい

くと、そのように考えております。

○新垣新委員 理解いたしました。

続きまして253ページ。ものづくり振興課の健康・

医療・バイオ関連産業拠点調査事業、新規の部分。

この成果と効果等、そして目標、どうだったのか伺

います。目標を達成できたのか。

○森右司ものづくり振興課長 お答えいたします。

まず、当該事業の概要ですけれども、県はこれま

で健康医療分野を成長分野と位置づけまして、うるま

市州崎地区へのインキュベーション施設設置・運営

や、地域資源を活用した健康食品の開発支援、再生医

療等への研究開発支援など様々な施策を展開し、その

結果、バイオ関連企業が平成24年度の32社から、令和

２年度には65社まで増加し、一定程度の企業集積の
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成果が出ております。ただ一方、課題といたしまし

て、バイオ関連分野の産業化に向け、研究開発以降

の事業化を橋渡しするためのコーディネートをする

人材や生産環境、民間資金等が不足していることに

加えて、インキュベーション施設の確保が課題となっ

ているところです。また、さらに言えば沖縄高専等も

理系人材の受皿となる企業が不足しているというこ

とで、卒業生の多くが県外へ流出しているという状

況がございます。県としてはこれらの課題解決に向

けて取り組み、新型コロナ後の沖縄経済を発展させ

るため、バイオ関連の産学官金―金融機関の連携体

制を構築し、人材や投資を呼び込むとともに、健康

・医療・バイオ関連の高付加価値産業の集積に、今

後とも取り組んでまいりたいと考えております。

○新垣新委員 目標より高く、評価するとともに、

すみません、伺いたいんですけど、この事業期間が

令和２年度だけってなっているんですね。本来であれ

ばこれ、本当にすごい産業になると思うんですけど、

10年のスパンであり続けて頑張ってほしいというこ

とと、再生医療っていうのは世界的な課題で、ばん

ばん誘致すべきじゃないかという僕の強い思いで、

かなりの経済効果と雇用も生み出す可能性が高いと。

これは沖縄県民だけでなく、世界中からそういった

雇用も確保しなきゃいけないっていう課題も聞いて

おります。優秀な人材でなければできないというこ

とも伺っておりますが、その件に関して伺いたいと

思います。

○森右司ものづくり振興課長 調査事業が単年度と

いうことでございますけれども、今年度、後継事業

がございまして、こちらのほうが健康・医療・バイ

オ産業を中心とした産業拠点、こちらを形成し、関

連する周辺企業と併せて持続的に発展可能な仕組み

の構築を図ることを目的に、県内外の企業ニーズの

把握等により、拠点形成の必要性とか、経済効果と

か、拠点整備の内容とか手法を明らかにした、調査

からもう一歩踏み込んだ拠点構想をつくるという事業

を今年度実施しております。

○新垣新委員 本当すばらしい、成果に着実に向かっ

てるなと思って。そのような拠点を一日も早く整備

なさって、この再生医療の拠点という、沖縄が中心

となる雇用や経済効果を生んでいただきたいと。そ

して、沖縄県の税収に結びつくように頑張ってくだ

さいっていう期待を込めております。

続いて254ページ、事業名が県産品拡大展開総合支

援事業。これ今年度までという形になっております

が、本当にこれを高く評価してるんですね。これ引

き続きマーケティングの戦略を、時代時代で変わって

いくもんですから、頑張っていただきたいなと思うん

ですけどいかがでしょうか。プロモーションも含まれ

てるし。

○比嘉淳マーケティング戦略推進課長 まず最初に、

この令和３年度までに一応事業としては終わるんで

すが、令和４年度からまた新規事業として続けてい

く方向でありますので、いい事業でありますからど

んどん続けていきたいというのが、まず１点目。２点

目の成果についてなんですが、例えば令和２年度、委

託事業で沖縄プロモーションを行っているんですが、

例えば夏場、県外のイオン等でやっていて、それがす

ごく反響も良くて、昨年、一昨年もやっているという

ことで、毎年恒例のフェアに持っていきたいなという

ことで、大分成果が上がってきております。それと３点

目なんですが、今後、民間とどう連動させて活用し

て、今後県産品をどんどん売っていくかという話な

んですが、県産品はなかなか、何て言うんですかね、

県外で売るためにはやっぱり質も上げていかないと

いけないということもありまして、ハンズオン支援、

事業者に対しては商品の開発等をハンズオン支援も行

いながら、例えば産業振興公社にそういう専門家がい

らっしゃいますんで、専門家を活用して質を上げてい

く。それからまた、その他の補助事業も活用しなが

ら、いいものをつくり上げたら今度は県外で、特に

銀座わしたショップとか、ああいうところでも連携

しながら県産品をどんどん展開して販売を促進して

いこうというふうに考えております。

以上です。

○新垣新委員 ぜひ頑張っていただきたいと思いま

す。

ちょっと確認なんですけど、この今までの24年か

ら令和３年までついているんですけど、これは一括交

付金が原資でついていると理解していいですか。

○比嘉淳マーケティング戦略推進課長 おっしゃる

とおりです。

○新垣新委員 ぜひ頑張ってください。

次に移ります。

ページ数258ページ。この重点施策であるアジア・

ビジネス・ネットワーク事業なんですが、次のペー

ジの259、課題の問題に関して具体的にお聞かせくだ

さい。

○小渡悟アジア経済戦略課長 お答えいたします。

まず本事業の内容の御説明からさせていただきま

すが、本事業はアジアとの経済交流活性化に向けた

ビジネスネットワークを構築するため、海外企業と

県内企業双方のビジネスニーズ実現に向けた連携の

推進、海外企業をサポートする一元的な相談窓口の
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設置、アジアを見据えたグローバル人材プラットフ

ォームの構築などに取り組んでいるところです。課

題といたしましては、多言語に対応した窓口を設置

し、海外企業からの相談は一元的に対応することで

相談窓口に情報が集約されるというものの、必要な情

報を関係する部局と十分に共有することが課題となっ

ております。そのため、関係する部局と連携会議を開

くことで情報共有を図っており、企業立地や県内企

業の海外展開等の取組を今進めているところでござ

います。

以上です。

○新垣新委員 海外企業はどのくらいの企業と連携

なされて、多言語、そういった相談件数、どうなっ

ていますか。

○小渡悟アジア経済戦略課長 まず、相談について

お話いたしますと、令和２年度は相談のあった国、

地域においては台湾からの相談というものが最も多

く、次いで日本―これは県外に一旦外国の企業が来て、

沖縄に来るという形のものになります。香港、中国

というふうになっておりまして、令和２年度の相談

件数につきましては106社、新規の事業者が70社、継

続した相談を進めているのが36社の内訳になってお

ります。連携構築になるんですが、令和２年度につ

きましては、県内事業者がこれは海外との貿易を行

いたいというときの相談になるんですね。県内企業

が54社に対して支援を行いまして、３社が海外企業

等との連携協議に至ってるところでございます。

以上です。

○新垣新委員 ぜひ、頑張ってください。

それともう一点ですが、これは28年から令和３年

までと、こんな大事な問題を５年事業じゃなくて、

10年のスパンで考えていくべきじゃないかと思うん

ですけどいかがですか。

○小渡悟アジア経済戦略課長 我々としても海外か

らの、企業からの投資を促進していくというのは今

後も重要だと考えておりますので、今後については、

これまで取り組んだ事業等の効果等を見極めながら

進めていきたいというふうに考えております。

○新垣新委員 続きまして262ページ、国際物流拠点

産業集積推進事業。これまでの成果、そして今後どこ

に集積に向かってくのか。戦略、国との連携、この

市町村との連携、どうなっていますか、伺います。

○嘉数裕幸企業立地推進課長 お答えします。

まず、県ではこの臨空臨港型産業の集積を図る場

所として、国際物流拠点産業集積地域、５市と１地

区でございますけど、そこを中心に取り組んでいる

ところでございます。これまで、このうるま、沖縄

地区―県が中心に企業誘致に取り組んでいる場所で

ございますが、令和３年８月１日現在で76社が立地

しているという状況で、分譲率は92.4％という状況

でございます。国際物流拠点産業集積地域全体でござ

いますけども、こちらには臨空臨港型産業の企業が

225社立地しておりまして、雇用者数は3371人。これ

は令和元年の現在でございますけども、そういった

実績でございます。

○新垣新委員 実績を評価いたします。この物流拠

点のニーズは高いと伺っております。物流集積特区

を取ってる市町村、重ねてこれでも足りないってい

う、土地がない。そうなると、本島南部は那覇空港

から近いという利点と市街化調整区域や様々な規制

があって、それを外してくれと八重瀬町や南城市等

や、声があると思いますが、そこら辺の検討と課題っ

ていうのはどういうふうに描いてきたのか伺います。

○嘉数裕幸企業立地推進課長 糸満市ですとか、今

議員おっしゃいましたように南城市、八重瀬町です

とかっていうところで産業用地の整備を計画してい

る市町村があるということは承知しております。た

だ、一方でその地域は市街化調整区域ですとか、あ

と農業振興地域など、整備に関する法律がありまし

て、その手続を踏んで、今後、産業用地の整備を図っ

ていくということで聞いております。この辺りは土

木建築部、あるいは農林水産部等が所管してるところ

でございますので、庁内でもこの用地の整備が進むよ

うに連携しながら取り組んでいきたいと考えておりま

す。

○新垣新委員 とりあえず庁内でのこの市街化調整、

農振除外しないといけない様々な問題があるんです

けど、先に南城市や八重瀬町、やりたいっていうと

ころには特区を与えるべきじゃないかと―糸満市の

ようにですね、南部で言えば。そういう、まずは特

区を与えて、後でまた網と仕掛けを外してあげます

よと。庁内の様々な規制があると思いますので、そ

ういう仕掛けっていうのを考えていくべきじゃない

かっていう指摘なんですが、いかがですか。

○嘉数裕幸企業立地推進課長 今回、新たな制度の

要望としまして、県のほうから内閣府に対しては、

南城市ですとか八重瀬町、あと南風原町といったと

ころも区域を拡充したいということで、要望は出し

たところです。しかしながら一方で、内閣府のほう

から財務省のほうに要望が出てますけれども、その

中では制度の期間が10年で要望してたものが２年と

いうことで、今回ちょっと短くなったところもあり

まして、この数年で産業用地の整備が進むところ、

そういうめどが立つところから拡充をしたいという
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ことで内閣府の意見がありまして、今回の制度要望で

は、うるま市と沖縄市を全域に拡充するということで、

今調整を行っているところでございます。

○新垣新委員 今、２年という話を聞いて足りない

なと思って、次期沖振法に当たる位置づけの中に、

やはり南風原、八重瀬、南城、特区という―南部東

道路の建設もささやかれていますので、ぜひその面

に向けて、県としても市町村と連携なされて特区を

勝ち取るっていう次期振計に頑張っていただきたい

ですが、いかがですか。

○嘉数裕幸企業立地推進課長 内閣府が今回の地域

拡充に先ほどの地域を要望の中に入れられないという

ことがありましたけれども、その理由についてはそれ

ぞれの市町村のほうに、市長のほうに説明をしまして、

今後この産業用地の整備計画を進めながらまた再チャ

レンジしていくということで説明をしているところで

ございます。

○新垣新委員 分かりました。

続きまして280ページ、大事な問題からやっていき

たいなと思ってます。商店街等の活性化への支援事

業。この課題の上において、市町村との連携はどう

なってますか。

○知念百代中小企業支援課長 商店街の課題につい

ての市町村との連携についてなんですが、まず商店

街を含む地域商業の活性化といったところについて

は、これまでも商店街や地元の商工会と連携しまして

活性化に取り組んでまいりました。那覇市のほうとの

意見交換については、例年、平和通りの商人塾って

いうのがございますが、そこで事務連絡会議という

のを複数回実施しておりまして、各通り会のメンバー

含めて関係者間での意見交換といったものを実施し

ております。２年度―昨年度におきましては、那覇

市以外にも７市町村、宜野湾市、浦添市といったよ

うなところとの意見交換も実施してきまして、市町

村におけるその課題、それから要望等といったものを

聴取してまいりました。その中では後継者の育成です

とか、県産品の活用、我が地元の産品をぜひ売り出

したいといったような、そういったものですとか、

あとはそれに向けた資金調達等っていったものが課

題として挙げられております。今年度、地域の核と

なるリーダーとの政策研究会というのを複数回実施

しまして、地域振興に関する意見交換っていうのを

行ってきました。引き続き地域商業の活性化につき

ましては、各市町村とも連携してまいりたいと思っ

ております。

○新垣新委員 ぜひ、頑張っていただきたいと思い

ます。

続きまして283ページ、再生可能エネルギー導入拡

大促進事業。284ページの部分でハワイとのそういっ

た密な連携、協力推進していこうっていう脱炭素社

会に向かっていくっていう姿は本当に評価いたしま

す。今後、具体的な県内での事業戦略はどうなって

ますか。お聞かせください。

○谷合誠産業政策課長 お答えいたします。

この事業については、これまで県内で実証事業す

る形で、この実証事業成果を上げることで展開して

まいりました。主なものとしましては、宮古島にお

いてＩＴ技術を活用してエネルギーマネジメントシ

ステムによって、再生可能エネルギー、太陽光を含め

た再生可能エネルギーを優先するようなシステムをつ

くったり、あるいは波照間島で風車とディーゼル発電

機を組み合わせた事業等をやってまいりました。こう

した成果が上がってまいりましたので、こうした成

果を次回、次の展開としましては、民間でこうした

成果が展開できるように補助メニューであったり、

あるいは税制メニューであったり、そういったもの

を拡充する形で民間の設備投資を促してまいりたい

と考えております。

以上でございます。

○新垣新委員 本当にすばらしいなと思います。こ

れ、いろいろ読みました。県の関係各位や沖縄県の民

間もハワイに視察なされたのか伺います。

○谷合誠産業政策課長 ハワイに関しましては、こ

れまでの中では視察やあるいは意見交換、あるいは

ハワイとの連携協定を締結してきたところでござい

ます。ただ、昨年度はコロナウイルスの関係で、締

結式のほうはハワイで実施する予定のものが実施で

きなかったということがございまして、今年度、オ

ンラインでこれを締結したところでございます。で

すので、現状ではオンラインを通じてハワイとの交

流は続けておりますが、このコロナ禍が落ち着いた

暁には、また民間、あるいは行政間の交流を再開した

いと考えております。

○新垣新委員 大事な事業ですので、ぜひ交流、ま

た、なるべく人とお会いしてハワイまで行って頑張っ

ていただきたいなと、成果に向かって頑張ってくだ

さい。

続きまして271ページ。工芸産業の問題、パワーアッ

プ事業なんですけど、これ法人と民間の区分、区分

けの数はどうなってますか、伺います。271ページ。

工芸産業パワーアップ事業。

○森右司ものづくり振興課長 お答えいたします。

工芸産業パワーアップ事業の実績でございますけ

れども、協同組合は４件ですね。法人、組合ではな
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い法人が１件。それから個人の採択が７件という実

績になっております。

○新垣新委員 分かりました。

非常にコロナで傷んでる部分、もう令和２年から

苦戦してるって聞いてるもんですから、それなりの

関係者の各位の声を聞いて支援していただきますよ

う、強く求めます。

308ページ、高齢者の就業意識の拡大。このシルバー

人材に対する支援をどのように考えてますか、伺い

ます。

○金村禎和雇用政策課長 お答えいたします。

シルバー人材センターにつきましては、この

308ページにございます高齢者雇用対策事業によりま

して、沖縄県シルバー人材センター連合と、それか

ら市町村に設置されるシルバー人材センター、これ

は新設から３年を限度としてなんですが、運営費に

係る補助を行っているところです。

○新垣新委員 その辺に向けてシルバーの、お年寄

りの方の給料が上がるような形も今後市町村と連携な

されて、ぜひ検討していただきたいということを要望

して、次に移ります。

続きましてページ数が285、職業能力開発の充実。

この件に関して高く評価するとともに、重ねて人手

不足。もう外国人の活躍が必要となる。外国人の様

々な職業訓練を導入すべきだと、去年たしか２回一

般質問でもやってますが、これを国も同様な課題だ

と考えておりますが、これも県において国との連携、

検討の方針はどうなってますか、伺います。

○金城睦也労働政策課長 お答えいたします。

就労が可能な外国人労働者につきましては、各在留

資格や制度におきまして企業等で職業能力開発を現在

行っているところでございます。また、就労制限のな

い永住者等の定住外国人につきましては、今後、民

間教育訓練機関等活用した委託訓練という形で、今

後取り組んでいきたいなというふうに考えておりま

す。

○新垣新委員 第11次、沖縄県が考えていくこの職

業訓練の計画の中の、この外国人。多くの方を受け

入れないと、様々な―何て言うんですか、人手不足

は解消できないと、国も、県はどのような形で大き

な風呂敷を広げて、この人手不足の解消に向けた取

組、この会議はどうなってますか、今年度の。

○金城睦也労働政策課長 現在、令和３年度から令

和７年度までの５か年を計画期間とした第11次沖縄

県職業能力開発計画の策定に向けて作業を進めてい

るところでございます。現在は、計画の素案等を検

討する庁内ワーキングチームを設置し、11月の審議

会に向けて作業を進めているところでありまして、

今年度中に策定する予定でございます。

○新垣新委員 これ、国の関係者も入ってますか、こ

の計画の会議に。

○金城睦也労働政策課長 この審議会ですが、12名

の有識者で構成されておりまして、国においては、

国の公共訓練施設、ポリテクセンター、ポリテクカ

レッジを関係します所長のほうに審議会に参加して

いただいております。

○新垣新委員 一般質問で言いましたが、大規模な

形で様々な職種が人手不足を解消するように、県と

しても訓練学校、日本人用に、県民用にあるんです

けど、これは外国人用にっていう形でぜひ考えて、

国から、国直轄事業という形、真水で予算獲得して、

一日も早く様々な人手不足の解消を頑張ってください

という期待を込めて質疑を終わります。

以上です。ありがとうございます。

○西銘啓史郎委員長

大浜一郎委員。

○大浜一郎委員 227ページのアジア経済戦略構想の

推進ですけれども、これは令和３年５月に推進計画

を改定しておりますけども、その改定するに至った

大きなポイント、改定点、その点を少し確認させく

ださい。

○小渡悟アジア経済戦略課長 これまで県では、沖

縄県のアジア経済戦略構想というのを策定いたしまし

て、その実現に向けて推進計画というものをつくって

おります。その推進計画の改定に当たっては、これま

では検証委員会を設けまして、その中で複数のテー

マを設けまして、沖縄のアジアのダイナミズムを取

り込むための施策ということでいろいろ議論してい

ただいた中で、知事にこういう方向性でいったらど

うかっていうのを提言をいただく中で、その提言の

内容について事業化をしたりするということで取組

を進めてまいりました。去年も、同じように検証委

員会の中から提言をいただいております。例えば、去

年はテーマをコロナウイルスにおける経済対策という

ことで、いろいろ意見交換をする中で提言をいただい

ているんですが、その中で例えば提言の一つといたし

ましては、国内外からの玄関口となる空港や港への簡

易検査機器の導入、また、ＣＯＣＯＡやＲＩＣＣＡ等

の活用促進、また越境ＥＣ出店等に係る県内事業者へ

の支援や情報発信の強化、県内事業者のデジタルリテ

ラシー向上に向けた支援の実施などの提言をいただい

て、具体的に事業化して現在取り組んでいるところで

す。この推進計画を改定するに当たって、大きな肝

といいますか、内容については、やはり検証委員会、
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この民間の方たちの意見を聞きながら具体的施策に反

映していくという取組が重要になってくるものという

ふうに考えております。

以上です。

○大浜一郎委員 推進計画を改定して、それで実施

体制に持っていくということですが、何か具体的に

動いているというか、329の事業をやっているという

んですけど、これはおのおの成果もあるでしょうけ

ど、主立った成果は何がありますか。

○小渡悟アジア経済戦略課長 例えば、アジア経済

戦略構想推進計画の中では、329の施策をこれまで実

施してきているんですが、その実施のやり方について

は、推進計画の中で14の大きな柱を設けていて、その

具体的な取組として300余りの事業を実施してきてい

るところです。これまでの大きな成果といたしまし

ては、例えばアジアをつなぐ国際競争力のある物流

拠点の形成に向けた取組の中で、指標といたしまし

ては、沖縄から輸出される飲食料品の輸出額といた

しまして、令和３年度の目標としては22億円という

ふうなものの設定がしている中で、平成31年度には

32.1億円の規模となっております。また、那覇港の

取扱貨物量につきましては、令和３年度の目標といた

しましては1278万トンという目標値に対しまして、平

成31年には1399万トンという数値になっており、42の

指標の中で39の指標において策定時から伸びが出て

いる状況となっております。

以上です。

○大浜一郎委員 これからの沖縄県の経済にとって

大事なのは、付加価値がある分野をこれを育ててい

かないといけない。それが沖縄県にとって大事とい

うんであれば、今までのような物流ももちろん大事

なんですが、付加価値のある産業をどういうふうに

アジア戦略の中で描くかというのが大事だと思うん

ですよね。そういった意味においては、やはり具体的

にじゃあどこと組むかというのを、もう少しターゲッ

ト絞ってもいいと思う。特に、台湾というところは、

あそこがなければ半導体が動かないぐらい重要な拠

点になっているし、工業製品に関してもかなりグレー

ドが上がっていますよ。近隣ですし、ＴＰＰにも入

るとなればね、これはもう非常に有望な戦略パート

ナーになり得ると思うんですが、その辺のところ、

これからの県のものづくり産業に対しても、とても

有用なパートナーとなり得るアジア戦略構想の中で

は。その辺はどうなんですか。

○小渡悟アジア経済戦略課長 県では、台湾とはこ

れまで製造、物流、情報通信関連分野において、双

方の経済団体等による連携構築を促進しているとこ

ろです。平成30年には、県と台湾貿易センターＴＡ

ＩＴＲＡとの貿易、ＭＩＣＥ分野における協力、ま

た、県と基隆港とのクルーズ振興に向けた連携協力

覚書を締結するとともに、昨年10月には沖縄ＩＴイ

ノベーション戦略センターと国立清花大学国際産学

連盟が人材育成、交流促進で協力覚書を締結してい

るところです。また、新型コロナウイルスの感染症

の影響を受けて、那覇空港発着の国際航空便が全部

運休している状況が続いていることから、台湾を含め

た各航空会社と復便に向けた調整を行っているところ

です。今後とも、台湾との連携を深めることによっ

て、沖縄にアジアの活力を取り込み、沖縄だけでな

く台湾と相互の経済発展を推進してまいりたいと考

えております。

○嘉数登商工労働部長 大浜委員、ちょっと補足さ

せていただきます。戦略性を持って取り組むべきで

はないのかという御指摘で、まさにそのとおりだと

いうふうに思っておりまして、委員御指摘のその半

導体しかり、それから５Ｇの研究もかなり進んでお

ります。そういった点で、我々は離島を抱えており

ますので、台湾と連携するのは非常に重要だというふ

うに思っておりますし、それから教育のほうでも、た

しか石垣市のほうと台湾のほうでは、かなり交流を深

めているということも聞いておりますので、産業、そ

れから教育、農業の面でも、果樹栽培ではかなり台湾

のほうから技術ですとか、研究成果を持ち帰ってきた

といいますか、提供していただいたという歴史もあり

ますので、そういう点を踏まえて戦略的に連携してい

きたいというふうに考えております。

○大浜一郎委員 部長、前向きな答弁本当にありが

とうございます。今でも熱帯果樹に関しては、台湾の

ほうに研修に行ってるんですよ。そうやって石垣のほ

うでは熱帯果樹を研究しているということもありま

すので、ぜひ今部長がおっしゃった方向で進めてい

ただきたいと思います。

続きまして243ページ、サイバーセキュリティの分

野の人材育成ですけど、この分野は人材育成がとて

も必要な分野で国も今後最重要視しなきゃならない

と思ってるんですが、これらの人材の育成を通して、

具体的に期待する役割、今後、育てた人をどういう

ふうな期待を、県内の産業に対して期待する役割は

何でしょうか。

○大嶺寛情報産業振興課長 この事業は、ますます高

度化するサイバー犯罪、こういったものに対して、

県内企業が適切に対応できるように情報セキュリテ

ィに関する技術、ノウハウ、そういった人材を育成

・確保することを目的にしておりますが、具体的に
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県内ＩＴ企業の従事者を対象にしまして、企業側の

情報に対する不正アクセスとか情報の漏えいの対策、

社内ネットワークシステムの監視方法や脆弱性の診

断、そういったものを、この情報資産の防御に必要

な知識を習得させて、助言できるような人材を育成し

ているところです。これによりまして県内企業のセ

キュリティ意識も高まっていくと考えておりますし、

情報漏えいのリスクも低減すると。こういう方たち

を増やしていきながら、周りにアドバイスできるよ

うな人たちをいっぱい増やしていくことで、今後ま

すます高くなっていくサイバー犯罪への対応を強化

していきたいと、そのように考えております。

○大浜一郎委員 これは人材を育てて県から派遣し

ていくということですか。それとも何かシステムを

つくっていくってことですか。プログラムか何かを。

○大嶺寛情報産業振興課長 この事業につきまして

は、沖縄ＩＴイノベーション戦略センター、ＩＳＣ

Ｏさんのほうと連携しまして、ここに委託すること

で、セキュリティに関する講座を―講師の方たちを

県外から招聘しまして、そこで講座を開いて、県内

のＩＴ企業に実際いらっしゃる方たちを育てていて、

この数を増やしていこうと。そのように取り組んで

いる事業になっております。県が直接―県の職員を

育ててるということではなくて、民間の方たちを育

てていって、一般に普及させていきたいと、そのよ

うに考えております。

○大浜一郎委員 これは、裾野の広がりを求めると

ともに、どう活躍するかという、これ少し戦略性が

必要じゃないですか。どうですか。

○大嶺寛情報産業振興課長 まず、県内企業側にとっ

てはやっぱり情報資産を持ってますので、そういっ

たものが―例えば最近ランサムウェアみたいな、こ

ういうふうなものも出てきてますので、自分たちの

資産を守るというような観点でセキュリティ対策を

していただきたいですし、やっぱりネットワークって

なってきますと、インターネットでつながって、結構

広い範囲で広がってきますので、そういうふうにした、

特化したネットワークの監視、あるいは資産の監視、

そのように特化したところで育てていきたいというふ

うなところは考えております。

○大浜一郎委員 もうちょっと戦略練りましょう。

よろしくお願いします。

ページ249ページです。他産業との連携による産業

の高度化ですけれども、これ事業効果における具体

的なビジネスモデルの成果というものを少し教えて

ください。

○大嶺寛情報産業振興課長 この事業は県内の情報

通信産業の海外での展開とか、県内産業との連携、

協業する取組、支援するような事業になっておりま

して、具体的な成果としましては、例えばポストコ

ロナを見越して遠隔医療と言いましょうか、オンラ

イン診療、それを行う際の医者と患者の本人確認を

顔認証技術により行うシステムの開発とか、そうい

うものに支援しておりまして、これによって患者の

間違いと言いましょうか、医療事故、そういったも

の―なりすましとかを防いだりとか、将来的には服

薬指導、そういったところにも遠隔でできるように、

オンラインでできるようにつなげていきたいとかです

ね。もう一つ、コンテナの中に水槽とかＩｏＴカメ

ラ、ＣＯ２センサー、そういったものを置きまして、

海ブドウの海洋養殖、これをセンサーとかを使って

ＡＩを活用して自動で最適化する。このシステムを

開発してコンテナごと―例えば海ブドウが人気のあ

るヨーロッパ市場とか、シンガポールもそうみたい

ですけども、そういうふうなところを開拓して売り

込んでいくとか、そういうふうな提案がいろいろご

ざいます。

○大浜一郎委員 これがビジネスモデルの成果として

あるんですけど、実用化に向けてはどんな方向性が

今見えますか。

○大嶺寛情報産業振興課長 実際に実用化に向けて

既に試作品もできておりまして、展開していく準備

というふうなところは今進めているところでござい

ます。

○大浜一郎委員 ありがとうございます。

ページ264ページ、県投資環境プロモーション事業

ですが、継続事業としてやってきたわけですけれど

も、具体的な投資件数とか、この辺の成果はどうい

うふうな感じでしょうか。

○嘉数裕幸企業立地推進課長 お答えします。

この事業は、沖縄に高価値な企業誘致するというこ

とで平成26年から取り組んでる事業でございますけど

も、この取組で、国際物流特区うるま・沖縄地区に

おいては、平成26年度から令和２年度までに約36社

の企業が立地しているところでございます。また、

このうるま・沖縄地区におきまして、製造品出荷額

―搬出額というふうに呼んでございますけども、平

成25年度が79億1500万でしたけれども、令和２年度

218億9700万ということで約2.8倍、139億8200万円の

増加というような実績が出ているところでございま

す。

○大浜一郎委員 これは投資する際に県内の企業と

の資本提携みたいなの、こういうの把握されていま

すか。
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○嘉数裕幸企業立地推進課長 こちらの事業、この

実績は、実際に沖縄に工場などを造って創業を始め

た企業さんですとか、あるいはうるま地区でしたら

賃貸工場に入居いただいた企業さんを実績としてカ

ウントしている事業になります。ですので、県内の

事業者と連携して、一緒に投資して新しく工場を建

てたというようなケースでは、こちらの実績として

カウントしてるところでございます。

○大浜一郎委員 これはある意味、投資家、投資をし

てくれる人達との資本提供を通じて、沖縄の資本が

関連することでね、もっともっとこの伸び代、どん

どんどんどん僕は与えていくという戦略もあっても

いいのかなと思ったりもするんですよ。その辺の後

年の戦略性も投資の中にあると思うんですね。その

辺のところを今、今後投資する会社と県内の資本と

の連携については、どういうふうなお考えを持って

ますか。

○嘉数裕幸企業立地推進課長 委員おっしゃるとお

り、企業を誘致してきて、その企業だけがもうかる

というか、利益を上げるということでは、あまりこの

企業誘致が県内産業で波及していかないということに

なりますので、ぜひここに来る際には、県内の素材で

すとかを県内企業と一緒に研究開発をして、新たなも

のを作っていくとか、そういった県内産業への波及効

果を広げていくことが、重要だということは認識して

おります。この辺りの取組も、商工労働部内でほかの

課とも、いろんな事業がございますので、そこは連

携しながら波及効果が大きくなるように取り組んで

まいりたいと考えています。

○大浜一郎委員 とても大事な視点だと思いますので

よろしくお願いします。

268ページ、産学官連携製品開発支援事業ですけど、

この付加価値の高い製品開発ができたということで

ありましたが、その内容は何でしょうか。

○森右司ものづくり振興課長 お答えいたします。

付加価値の高い製品開発と申しますのは、優位性

のある県産素材を活用したスキンケア製品であると

か、機能性食品など、また、産学官等の共同体によ

り、単独一社では困難だった製品の開発などが挙げ

られます。具体的に申しますと、県産のシークヮー

サーから抽出した有効成分がございますけれども、

そちらを使った排尿トラブルの改善食品ですとか、泡

盛をベースにシークヮーサーや月桃など素材を混ぜた

クラフトジンとか、あと泡盛の蒸留かすを乳酸発酵さ

せた乳酸菌飲料ですとか、そういったものが事業展開

されております。ちなみに先ほど申し上げたクラフト

ジンはイギリスのコンペティションで銀賞を受賞し

ているという実績がございますし、乳酸菌飲料につ

いても、ジャパンメイド・ビューティアワードとい

う表彰イベントがございましたけれども、そちらで

2018年最優秀賞を受賞したという実績がございます。

○大浜一郎委員 この辺、すばらしい実績が出ている

ならもっとＰＲしてもいいんじゃないですか。今言わ

れなきゃ分からないですよ。これ、今年で基本的に

終わりな事業なんですが、今お聞きすると、これ継

続してしっかり取り組む必要があるかなというふう

に思いますけど、これ部長どうですか。

○嘉数登商工労働部長 ありがとうございます。

ＰＲ不足じゃないかということで大変失礼いたし

ました。確かに産学官連携で、せっかくいいものを

作ったと、それを世に出していって、それをどう広

めていくかというのは非常に大事な視点だと思って

おりますので、そこはもちろん、これまでもやってお

りますけども、これからも強化していきたいというこ

とと、あとやっぱり事業者単独でやるよりも、いろん

な視点で製品開発なり取り組んだほうが、それはより

市場のニーズにマッチした商品、物ができるというふ

うに考えておりますので、ぜひこれまでの成果を踏ま

えて、後継事業というものについても検討してまいり

たいというふうに考えております。

○大浜一郎委員 これはぜひ取り組んでいただきた

いなというふうに思いますので、年末の予算づけの

中でもね、しっかり位置づけられたらいいなと思い

ます。

次に事業継承の件ですが、279ページです。今現在

の事業継承のこの問題について、今どれぐらいの把

握をされてるかお聞かせください。

○知念百代中小企業支援課長 民間の調査会社から

なんですけども、沖縄県の後継者不在率というのは

全国一高い状況があることが報告されておりまして、

これがもう年々続いてるような状況となっておりま

す。沖縄県としてもこれは喫緊の課題として捉えて

おりまして、国のほうとも連携しながら進めてまい

りたいなというふうに思ってるところなんですが、

県の事業の中では、平成29年度から事業承継に関する

相談ですとか、事業承継の計画の策定を支援していく、

それから事業者の巡回指導を通して事業承継を促して

いくといった取組を行っております。この平成29年度

からの４年間の間に、事業承継の計画策定の支援と

いったものを121件行っておりまして、また巡回の指

導延べ件数も1129件というふうになっております。

○大浜一郎委員 これ非常に深刻なんですよ、この

事業承継はですね。ちょうど我々の世代も実はこれ

が起きていてね。我々世代のオーナーですらもう次
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の担い手がいないということで、あともう10年も持た

ないうちに閉めていくというような方ももう結構い

らっしゃるので、これはちょっと深刻だなと。もち

ろんＭ＆Ａとか、要するに事業の売却とか、いろん

な相談事もあろうかというに思いますけど、この辺

はいろんなビジネス展開してね、要するにアプロー

チしてくる事業を今、各社持ってるとは思いますが、

県のほうでもしっかりとその辺の下支え―これ今年

で事業実施が一旦終わる計画なってるようですけど、

今後ともこれとても大事な事業なんですよね。です

ので、意外と深刻な問題になってくると思います。

この辺のところの来年度からの見通しを少しお聞かせ

ください。

○知念百代中小企業支援課長 委員おっしゃるよう

に、全国的に見ても、年間４万社以上が休廃業、解

散しておる中で大体６割が黒字での廃業といったよ

うなことも言われております。県としても、それは

非常に課題として捉えているところでして、今年度、

来月11月は事業承継月間というふうに国と一緒に

なって事業承継の周知活動に取り組んでいきましょ

うということで、セミナーをやったり、沖縄県のほ

うでは、また新たに今年度から事業承継推進事業と

いうものを立ち上げまして、この事業の中で、事業承

継に係る専門家への委託に係る経費などの一部を補助

するといったことも行っております。今年度で終わる

というお話でしたけども、実はこの事業承継推進事

業は来年度も引き続き国のほうにも要望していると

ころでして、新たな沖縄振興の制度提言の中におい

ても、その事業承継の取組といったものを含めた生

産性向上促進制度というものを要望しております。

引き続き周知ですとか、そのニーズの掘り起こしと

いったところを重点的に進めていくことが重要だな

というふうに思っておりまして、経営資源の集約化

によって、その生産性向上を上げていくといったよう

な取組をやっていきたいなと思っております。

○大浜一郎委員 とても大事な今の御答弁だったと

思います。この方向でぜひ進めていただきたいなと。

とにかくもう全国一の事業承継が進んでない県とい

うのは、やっぱりこれから新たな時代を迎えて、しっ

かりと稼ぐ力をつけていこうという県においては非

常に重要な問題だと思ってますんでよろしくお願い

します。

これ事前にメモを渡してませんが、もう一点だけ

お聞きします。263ページのこの航空関連産業クラス

ターの件なんですけど。この事業に関連しますけど

ね、これ新しい制度提言の中に海外からの航空機整備

を誘致するがために、航空燃料税のインセンティブを

活用したいというようなことがあったんですが、この

インセンティブの税制が仮に適用された場合にどれぐ

らいの競争力を持った、このクラスター形成事業にな

るのか。これ何度か僕は質問してるんですけど、なか

なかこれといった答弁をいただいてないので、ぜひ

ちょっとお聞かせいただきたいですよ。

○嘉数裕幸企業立地推進課長 航空機燃料税の軽減

について、県から内閣府のほうには要望を出してい

たところですけれども、実は航空燃料税は国内の航

空機だけに適用されるものでございまして、その分海

外から来る航空機には航空機燃料税がそもそも日本か

らかかっていないということもありますので、国内が

対象ということになります。今回県は要望を出してお

りましたけれども、今回、内閣府から財務省への要

望は見送られておりますけれども、燃料税を―整備

のために飛んでくる飛行機をフェリー便って言うん

ですけど、このフェリー便の中には旅客機として沖

縄に飛来して、そのまま整備をしてまた旅客機とし

て戻るというようなケースですとか、そういうこと

も考えられるということで、直接その航空燃料税の

軽減が国内の航空機の誘致インセンティブとしてス

トレートに行くかって言われると、ちょっとなかな

かそこは説明が難しいということもございました。

またもう一つは、このコロナの影響もありまして、

海外にこれまで整備に出していた航空会社さんも国

内で航空機の整備を行うというような需要が出てま

いりましたので、今沖縄にあるＭＲＯＪａｐａｎさ

んのほうでは、航空機の整備機数とかもかなり増加

をしている状況でございますので、ここで誘致イン

センティブとしてこの燃料税をどうしてもということ

ではないというか、説明がちょっと難しくなったもの

ですから今回はちょっとその要望を見送ったところで

ございます。

○大浜一郎委員 確かにフェリー便に対して、これ

結構むちゃな提言だなと思っていたんですけど、ま

あしようがないっちゃしようがないんだけど。ただ

問題はコロナ禍だから、こちらで整備が今増えてる

というけども、収束の方向に向かっていった際に、

例えば台湾の整備のところ結構使ってますよ。いろ

んなとこにありますよね。そういったところでの競

争力をどう持つかってことですよね。我々がこれを産

業として育てるために、どういうふうなインセンティ

ブなり、それをじゃあフェリー便のインセンティブが、

燃料税の軽減措置のインセンティブ使えないのであれ

ば、次にどういうような施策を持って競争力を上げて

いくかという議論は、これは早急にしないといけない

んじゃないですか。どうですかその辺は。
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○嘉数裕幸企業立地推進課長 クラスターの形成に

向けては、航空機の整備機体数が増えていくことが

基本的な条件ということになりますので、まずそこ

辺りを、整備数とかどう増やしていくかということ

で、県としてはその事業者と一緒になって、沖縄にあ

る航空機専用の整備基地についていろいろＰＲを行っ

ているところでございます。また一方で、その整備を

行う企業においては、人材の育成ということにかな

り強く取り組まれていて、国家認証とか、整備の内

容によって認証があるようですけれども、その認証

を増やしていくということで、社内で人材育成に取

り組まれてるというところも聞いております。海外

のＭＲＯ施設と競争していく中では、どうしてもコ

ストの競争というものが出てまいりますけれども、

この辺りも、昨今の事業者の新聞報道等を見てますと、

かなり競争できるような状況に近づいてるというのは

コメントもございましたので、そこはＰＲあるいは人

材育成、そういったところも県も一緒に連携して取り

組みながら、競争力を確保していきたいと考えており

ます。

○大浜一郎委員 整備の品質というのは、これ付加

価値なんですよ。それをＰＲするのと、今のコスト

の問題、海外とのコストの問題があるでしょうけど、

その辺のインセンティブをどういうふうに制度化し

ていくかというのをもう少しね、ちょっとブラッシュ

アップされたらどうかなというふうに思います。部長、

その辺はどうですか。

○嘉数登商工労働部長 私も、会社の方といろいろ

話をする中で、やはり最初に出てきたのは整備の品

質だという話がございました。これは行政機関とい

うよりは、むしろ会社のほうに頑張っていただかな

いといけないという部分、それはその実績を積みな

がらですね。それと、やはり整備の品質を高めるた

めには社内で人材をしっかりと育てなければいけな

いということがございまして、この会社、かなり県

内からも優秀な人材を入れて、中で教育してというこ

とがございましたので、そういった高い整備の品質と

いうものを、会社だけじゃなくて県としても織り込ん

でいきたいということと、あと、やっぱりクラスター

ということを考えると、部品調達等の容易性というと

ころもあるのかなと思ってまして、そこは、どこまで

広げて呼べるかという問題はあるにしろ、そこは会社

の方といろいろと連携しながら、可能な限りそういう

周辺産業って言うんですかね、事業者を呼び込むよう

な努力をしたいというふうに思っております。

○西銘啓史郎委員長

中川京貴委員。

○中川京貴委員 部長、実はこれ聞き取り調査来て

なかったんですが、一つだけですね。令和２年度歳

入決算状況総括表の中でね、歳入決算説明資料の中

の総括の１ページ、一番下のほう。産業振興基金特

別会計があって、これが１億2457万7000円なんです

が、この基金というのはトータル幾らあるんですか。

○谷合誠産業政策課長 お答えいたします。

この総額は110億円の基金でございまして、今回の

この事業については果実運用型といいまして、利子

で得た予算を投じた振興事業になっております。

○中川京貴委員 御承知のとおり、この100億果実運

用型というのは、これはもうここだけじゃなくてね、

対米請求権―もう名前変わりましたけど、いろんな

果実運用があると思うんですが、主にこれを使える

ときはどういったのに使えるんですか。

○谷合誠産業政策課長 こちらの事業についてメ

ニューが幾つかございまして、代表的なものを御紹

介いたしますと、戦略的な産業を育成していくであ

るとか、あるいはエネルギーの基盤安定整備につな

げるであるとか、地域の産業連携ということで、例

えば地域の産業を生かす形で連携支援を行う事業で

あったり、また、人材育成、あるいは北部地域の産業

振興という形で、幾つかメニューがございまして、そ

の枠の中で公募いたしまして、その公募した事業に対

して補助をしていくというような事業になっておりま

す。

○中川京貴委員 この今、説明は果実の利息の分だ

と思うんすが、100億を崩す場合には条例改正も必要

ですか。

○谷合誠産業政策課長 こちらの、基金そのものを

使うためには、内閣府との協議、あるいはそういっ

たものの調整が必要になってまいります。

○中川京貴委員 この部分の、ページ10、中小企業

振興費。その目の中小企業振興費資金貸付費。当初

予算が４億13万3000円で、不用額が１億3075万4000円

出ているんですが、これは先ほど部長が説明した10分

の10の国庫補助とは違いますよね。その不用額につ

いて聞かせてください。

○知念百代中小企業支援課長 これは機械類貸与制

度原資貸付事業になるものなんですけども、今回の

１億3000万余りの不用が出た理由としては、貸付の

予定先だった企業さんが、令和３年の１月になってそ

れを取り下げるといったことがありまして、不用と

なっております。

○中川京貴委員 取り下げた理由は何ですか。

○知念百代中小企業支援課長 取下げ理由までは

ちょっと伺ってはいないんですが、申込みする予定
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だったということで進めてはいたんですけども、事

前になって、よろしいですといったようなことがあっ

たようです。

○中川京貴委員 この申請は何件あって―仕組みを

教えて。例えば10件あって、それから３件が該当し

たのかとか、仕組みを教えてね。なぜその質問する

かというと、取下げた場合、次に必要な方に流用する

ことできないのかですね。

○知念百代中小企業支援課長 大体、昨年度の実績

でいきますと、13件の相談申込みがございまして、

実際に貸付けとして採択いたしましたのが12件です

ので、１社が取下げという形にはなっております。

流用、ほかのところにといったお話もあるんですが、

これ貸付けをするということで進めていって、事前

―１月になって閉める直前になって取下げっていっ

たことがあったものですから、どうしても期間的な

問題があったのかなというふうに思っております。

○中川京貴委員 13件中12件が執行して１件が取下

げって、この13件にその前に公募したとき何件あっ

たんですか。

○知念百代中小企業支援課長 これは申込みを行っ

て、それで与信審査等をしまして、貸付けの決定を

するというようなものになっておりますので、公募

ではございません。

○中川京貴委員 じゃあ当初から13件資料上がって、

検査した結果13件、全部が該当したってことで理解

していいんですね。

○知念百代中小企業支援課長 申込み相談として

13件ございまして、随時その受付をして決定をして

るというところです。

○中川京貴委員 分かりました。

私は多分20件ぐらいあって、そのうちから13件が

該当したので出資したのかなと思っていて、その14、

15人、予算の範囲内の理由を必要じゃないかという

ことを聞きたかったんですけど、それならよろしい

です。

260ページお願いします。260ページの、これは海

外事務所等管理運営事業の中で、この効果。事業の

効果と課題が出ておりますが、これはやっぱり効果が

私は出ていると思っておりますが、その海外事業所、

国数教えてください。

○小渡悟アジア経済戦略課長 県では、海外におけ

る経済交流を推進するために、海外事務所というも

のを設置しております。設置箇所はアジア地域に６か

所。こちら、北京、上海、香港、シンガポール、台

北、ソウルの６か所となっております。

以上でございます。

○中川京貴委員 これは、最初にスタートしたのは

10年前ですか。何年前ですか。

○小渡悟アジア経済戦略課長 まず最初に、海外事

務所として設置したのは、台北が平成２年です。そ

の次に香港が平成７年。上海事務所が平成17年。北

京事務所が平成24年。シンガポールが平成27年。ソ

ウル事務所が平成31年に設置しております。

○中川京貴委員 実は我々、10年前の経済労働委員

会で、香港、そこ事務所行ってまいりました。県の

職員が、優秀な職員が案内してくれたり、きめ細かい

説明を受けてきたんですよ。そこでやっぱり目標、沖

縄の1000万観光立県、１兆円観光産業を目指す活躍

というのは、いろいろ説明を受けてきましたけれど

も、予算的には10年前と今どうなってますか。

○小渡悟アジア経済戦略課長 すみません、10年前

からの推計が、ちょっと今情報を持っていなくて詳

しくお話はできないんですけれども、基本的に上海

とかソウルとかというところでは、やっぱり物価も

高くて、ソウルは特に家賃とかも高くて、それ相応の

予算が必要にはなってくるんですけれども、実際そう

いった家賃とか活動に支障がない予算というのはこれ

までも確保しているとは思っております。去年で比べ

ますと、大体３億円ぐらい去年の予算として組んで

おりまして、そこは、活動等の状況を見ながら、予

算については調整して設定することとしております。

○中川京貴委員 ６か所でしたか。なぜこの質問し

たかというとね、部長。我々がいつもワシントン事

務所にかかっている予算と、この６か所の３億円とい

うのは、この沖縄に対する経済効果、波及効果が物す

ごいあると思っているんです。しかし、ワシントンの

場合には予算の割にはその効果が出ていないという

のが我々自民党の考えですから、もっと予算措置を

してね、これ僕は年間３億、こんな問題じゃなくて

ね、もっと増やして、観光立県沖縄のために、予算

措置すべきだと思っているんですよ。部長、どう思

いますか。

○嘉数登商工労働部長 どうもありがとうございま

す。我々も非常に海外事務所には期待しておるとこ

ろでして、県産品の海外展開ですとか、インバウンド

に係る彼らの活動というところも非常に高く評価して

おります。ぜひとも、新型コロナウイル感染症の収束

を見据えて、そういったところも検討していきたい

というふうに思っております。

○中川京貴委員 この件は、委員長。僕やっぱり決

算ですから、要調査事項で知事に確認したいと思っ

ています。

この件は、今、この海外事務所等管理運営事業に
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ついては、私先ほど質問したとおり、これまで６か

所に対する約３億円近くの予算を通して、それ以上

の沖縄に対する経済効果、また、観光立県を立ち上

げた財政措置がされていると理解しておりますが、

しかしながら、ワシントン事務所については、その

効果が見られないと。これはもう自民党会派として

もずっとやってきたことですから、この件について

は、知事に、もっと、この海外事務所を増やしなさ

いということを申し上げたい。

○西銘啓史郎委員長 ただいま提起のありました要

調査事項の取扱いについては、明 10月13日の委員

会の質疑終了後において協議いたします。

○中川京貴委員 279ページ、先ほども事業承継等の

支援についての質疑が出ましたが、そもそもこの事

業承継の話が国から県に来たのは何年前ですか。

○知念百代中小企業支援課長 事業承継に係る事業

としては、小規模事業持続化支援事業というのがご

ざいますが、これについて沖縄県の県単の事業でご

ざいます。

○中川京貴委員 国から当初、幾らか―何千万か来て

たんですが、それが２年間の期間でしかもらえない

ということで私、質問したことあるんですよ。現在

は国から支援はないということでよろしいですか。

○知念百代中小企業支援課長 今現在、国のほうか

らの予算というのはいただいているところではござ

いません。

○中川京貴委員 過去にあったことは知っています

か。

○知念百代中小企業支援課長 国の事業においては

様々な事業をやってるということは存じ上げている

んですけども、沖縄県に国のほうからというのは

ちょっとすみません、私のほうでは把握はしておりま

せん。

○中川京貴委員 その結果ですね、もしかしたら県

庁でその事業承継の勉強会した経緯はないですか。

○知念百代中小企業支援課長 平成30年度から沖縄

県事業承継ネットワークという国の事業がございま

して、そこで事業承継に係る診断、計画の策定といっ

たことを行っております。また、事業承継、このネッ

トワークの中には国、それから沖縄県のほうもオブ

ザーバーとして参加しておりまして、そういった意

味では一緒になって、そういった会議などを設けて事

業承継に関する取組を推進していこうといったことは

ございます。

○中川京貴委員 ４年間で先ほど121件、そういった

相談事があったとありますけども、この結果、どう

なってますか。

○知念百代中小企業支援課長 計画の策定はしてお

ります。しかし、今年度、事業承継に係る経費の一

部を補助するということで、50社ほどを予定して公

募をかけている状況であるんですが、現時点では、

今14件がその事業承継に向けた取組、実施に向けて

補助のほうを活用している状況でございます。

○中川京貴委員 じゃあ、この件はよろしいです。

282ページ、新時代沖縄の中の、重点施策事業の商

工会・商工会議所の支援体制強化について質問を行

います。当初予算11億9908万7000円で、決算が12億。

しかしながら、これ不用額が573万円出ていますが、

これちょっと説明できますか。

○知念百代中小企業支援課長 この事業は、商工会

・商工会議所が実施する経営改善普及事業というも

のに対する補助金でございまして、令和２年度にお

きましては、不用額が573万4000円出ております。そ

のうち、那覇商工会議所と浦添商工会議所での不用額

というのが70％を占めているところなんですが、主に、

商工会議所が昨年予定しておりました大きなイベン

トがございまして、全国商工会議所の観光振興大会

というものを予定しておりました。それがコロナの

感染症の影響によりまして、翌年度持ち越し―つま

り今年度なんですが、ということになりまして不用

となったのが大きなものになっております。

○中川京貴委員 了解しました。

商工会議所は、今説明を受けました。商工会の、

人件費と我々議会からも要請をして増額させましたけ

ども、そして西原町の人件費でしたかね、担当がいな

いということで増やした経緯がありますが、これその

まま増えてますか。下がっていますか、予算は。

○知念百代中小企業支援課長 それについては、現

状維持の予算でやっております。

○中川京貴委員 よろしくお願いします。

もう１つは、先ほど、次は283ページお願いします。

再生可能エネルギー導入拡大促進事業ですね。先ほ

ど答弁でもハワイとのいろいろ交流を行いながら、沖

縄県としても離島を含め、この蓄電またソーラー、太

陽光をやっていると話しています。これからの沖縄に

絶対必要だなと思ってますが、これからの沖縄の、

そういった再生可能エネルギーを導入に当たっては、

個人個人に対する支援も県は考えているんでしょう

か。

○谷合誠産業政策課長 答えいたします。

個人の支援は、主に環境省のメニューであったり、

あるいはＦＩＴと言いまして、その固定買取の制度

の中で、実質的に補助しているというところがござ

います。今回、県が考えてるのはどちらかというと
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事業者支援でございまして、事業者において再生可

能エネルギーの導入が進むような形の補助メニュー

であったり、税制優遇であったり、そういったもの

を中心に検討しているところでございます。

○中川京貴委員 我々、自民党会派で、宮古島、伊

良部島に行ったときに、そこのホテルが、全くこの

電力の電気を―一応つながってはいますけども、そ

の中でその太陽光、蓄電等で運営してる現場を見て

まいりました。もう本当に、もうまさに、令和の時

代にふさわしい、その再生エネルギー活用と思ってい

ますよ。ぜひ、これから沖縄も台風シーズン、また災

害、そういうときには間違いなく電気・水道に影響

が出ますので、その支援を予算化して継続していた

だきたい。

以上で終わります。

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。

午後０時３分休憩

午後１時20分再開

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

先ほど大浜委員の質疑に対する答弁で、情報産業

振興課長から答弁を訂正したいとの申出があります

ので、発言を許します。

大嶺寛情報産業振興課長。

○大嶺寛情報産業振興課長 先ほど、大浜委員の質

疑の中で、サイバーセキュリティ人材育成事業、こち

らで沖縄ＩＴイノベーション戦略センター、ＩＳＣＯ

のほうに委託して人材育成していると申し上げました

が、正しくはＩＳＣＯのほうに補助金として支出して

おりますので、補助として訂正させていただきたいと

思います。

よろしくお願いします。

○西銘啓史郎委員長 では午前に引き続き質疑を行

います。

上里善清委員。

○上里善清委員 よろしくお願いします。

まず、決算の総括表からちょっといきたいと思い

ます。２ページですね。繰越明許はいいとして、不

用額ですね。一般会計で90億ぐらいありますけど、そ

の事業に該当するけど交付の対象にならなかったの

か、あるいは申請がなかったのかですね。その辺

ちょっと教えていただけます。

○谷合誠産業政策課長 お答えいたします。

Ｒ２年度の不用額として、一番大きいものとして

は県単融資事業費―これ臨時交付金になります。こ

ちらが72億9552万2000円。２番目としましてうちなー

んちゅ応援プロジェクト、こちらが約４億3300万。３番

目が沖縄県雇用継続助成金ってことで、こちらも臨

時交付金でございまして、２億6900万ということで、

主にコロナ対策の臨時交付金が不用額の高い順に

なっております。

○上里善清委員 お聞きしたいのはですね、対象に

なっているだろうけど申請しなかったとか、そういっ

たのが多かったのか、あるいは対象にならなかった

という結論になったのか。

○知念百代中小企業支援課長 不用額で最も多いの

が県単融資事業の不用額となっております。これに

つきましては、これだけの大きな金額が不用となった

理由の一つに、協調融資の倍率を３倍から５倍にしま

したので、その分だけ―原資は同じ額でも融資額とし

ては大きく取っていた。なので、多くの方々の資金需

要に応えることはできたんですけども、５倍にした

ことによって、その分不用額のほうも出たという状

況でございます。

○上里善清委員 ちょっと説明分かりませんね。要

するに、これは入札を多くしたのに、不用になると

いうことになるわけですかね。３倍ぐらい、要する

に間口を広げたんだけど―どうしてそういうことに

なるんですかね。

○知念百代中小企業支援課長 協調融資の倍率が３倍

から５倍になるということは、例えば県の融資を10億

用意しましたと。通常でしたらそれの３倍ってなる

と、30億までの融資枠で金融機関が一緒になって融

資を行うという形になってきます。そうすると、10億

で30億までの融資を応えることはできるんですが、

かなり資金需要がすごく伸びてまいりましたので、

昨年の11月に、これまで３倍だったものを、５倍の

協調に直しまして、例えばその10億だったものが50億

まで、この融資枠が増えていくと。そうなると、多

くの事業者さんが借りることができる。それまでは、

30億の範囲で例えば100社しかできなかったものが、

50億になることによって、150、200になると。それ

が、100か150とか、その50億まではできなかった、

使わなかったけれども、その範囲の中で３倍にした

以上に融資をすることができたということになりま

す。

○上里善清委員 分かりました。

次、主要施策のほうからちょっと質問します。

232ページですね。全国特産品流通拠点化推進事業な

んですが、沖縄を拠点にしてね、ハブ化にして、全

国の商品を―海外にこれは出すという事業だと思う

んですけど、コロナで大分影響を受けているという

こと書かれておりますが、来年度以降の計画という

のはどんなになっていますか。

○小渡悟アジア経済戦略課長 全国特産品流通拠点
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化推進事業につきましては、全国から特産品を沖縄、

那覇空港に集めまして、沖縄を経由して直行便を使っ

てアジアに輸出することで那覇空港の物流拠点とし

ての機能を高めていって、物流拠点の形成につなげ

ていこうという取組の一つです。いろいろ取組がご

ざいまして、コンテナ事業を確保して輸出する際の

物流支援するとか、また大交易会などの支援を行っ

たりとか、また商談会を通して―この全国特産品を

那覇空港を経由する商談会を開催して、那覇空港の

具体的な取組でありますとか、活用促進について取

組を進めている事業でございます。全国特産品流通

拠点化については、物流拠点を形成する上で重要な

施策の一つだというふうにも考えておりますので、

引き続き取組を進めていきたいというふうには考え

ております。

○上里善清委員 現在のスペースとして、十分に今

の量では機能しているかもしれないけど、これがだ

んだんだんだん拡大していった場合、今のスペース

で多分足りなくなる可能性あると思うんですよ。こ

の辺も含めて、計画はあるのかどうか。

○小渡悟アジア経済戦略課長 全国特産品の流通拠

点化事業につきましては、全国の特産品をアジアに

輸出する際に、飛行機の貨物のスペースを活用して

送る際に、コンテナを借り上げて輸出事業者に提供

する事業になります。国際貨物ターミナルビルの上

屋の活用をする事業については、また別の事業になっ

ておりまして、全国特産品事業については送る際のス

ペースというのは、飛行機の貨物スペースを借り上げ

て送るというふうな事業の内容です。

○上里善清委員 分かりました。

237ページ、展示会等総合推進事業。これＭＩＣＥ

事業だと思うんですが、コロナでかなりＭＩＣＥ事

業減ったと思うんですけどね、今年度だけで、これ

２件と２件という、４件という意味ですかね。

○小渡悟アジア経済戦略課長 商工労働部では、こ

の展示会の事業につきましては、ＭＩＣＥ全般の推

進を所管する文化観光スポーツ部と連携して、ＭＩ

ＣＥのＭ、Ｉ、Ｃ、ＥのＥのエキジビションに当た

る展示会・商談会等の誘致や開催支援を取り組んで

いるものでございまして、ＭＩＣＥ全般については、

観光、商工労働部のほうで大きく所管をしてるんで

すけれども、そこの展示会・商談会の部分の誘致と

支援というふうなものを我々が役割として持ってま

して、前年度、誘致に至ったものが２件、開催支援

にしたものが２件というふうになっております。

○上里善清委員 分かりました。

250ページですね。先端医療産業開発拠点実用化事

業というやつなんですけど、これ、すみませんが、

ちょっと中身教えていただけます。

○森右司ものづくり振興課長 県内の再生医療産業

の競争力を強化するためということで、具体的に、

臨床用のバイオ３Ｄプリンターという機械があるん

ですけれども、そちらですとか、あと細胞を大量に

培養する機器、こちらの実用化を見据えて、県内の

医療機関と連携して事業を進めているところでござ

います。

○上里善清委員 分かりました。

256ページですね。ちゅら島ビジネスマーケティン

グ推進事業。これ新規になっておりますが、１年限

りの事業ですね。企業の収益力強化というのは沖縄

の課題だと思うんですがね、これをどのように、こ

の事業で進めていくのか、事業マーケティング戦略

の策定というのはどういうことですかね。

○比嘉淳マーケティング戦略推進課長 お答えしま

す。

まず最初に事業の概要から説明させてください。全

国平均の約７割の水準にある県民所得の向上を図る

ために、市場に求められるもの及びサービスを生み

出し続け、持続的に発展する企業の稼ぐ力を創出の

ための沖縄マーケティング戦略―これ仮称なんです

けど、それを策定するのをこの事業で行っていて、

それを基にして、例えば万国津梁会議、稼ぐ力とか

を連動させながら、企業が稼ぐ、もしくは中小企業、

個人事業者が稼ぐような仕組みづくりをつくるため

の事業となっております。

○上里善清委員 大切な事業であるんですが、執行

率が悪いですよね、51％。これ重要課題だと思うん

だけど、どうして51％になったんですかね。

○比嘉淳マーケティング戦略推進課長 今回このコ

ロナ禍でなかなか事業執行がうまくいかなかったと

いうのはあるんですが、まず最初に海外とかに行っ

て企業、優良企業であったりいろんな情報を集める

というのも想定しておりました。そういう意味で海

外の出張であったり、情報収集だったり、その辺の

ところがなかなかできなくて今回不用が大分多かっ

たということも踏まえまして、今年度はその辺りも

修正しながら、この戦略の策定、それから稼ぐため

の事業につなげられるような仕組みづくりを今進めて

る段階であります。

○上里善清委員 これ、一応単年度予算になってま

すよね。来年度も一応引き続きこの事業をやってい

くということでよろしいでしょうか。

○比嘉淳マーケティング戦略推進課長 これ昨年、

今年と事業になってるんですが、ある程度今年度で
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形をつけた上で、来年度はさらに別の事業に持って

いこうというふうに考えております。

○上里善清委員 分かりました。

261ページですね。沖縄特区・地域税制等活用促進

事業。特区に指定されている地域というのは、どこ

そこなんです。

○谷合誠産業政策課長 お答えいたします。

この特区、沖縄の関係の特区というのは幾つかご

ざいまして、特区の種類を申しますと、経済金融活

性化特区、いわゆる物流特区、あと情報特区という

形で３つの特区制度がございます。そのほか、特区

に関連した税制の制度がございまして、その制度を

含めてこの窓口で案内をしてるんですけども、今委

員のお話の特区制度につきましては、経金特区が名

護市。物流特区が糸満、浦添、うるま市、沖縄市の一

部、宜野湾市、豊見城市、那覇市です。情報特区が浦

添市、うるま市、宜野座村、名護市、那覇市という

形の特区の設定になっております。

○上里善清委員 財政特区ですんでね、進出したい

という企業は多分多いと思うんですが、現状はどん

な状況ですか。沖縄の特区を利用して参入した企業

数とかね、。

○嘉数裕幸企業立地推進課長 お答えします。

国際物流拠点産業集積地域、今お話がありました

糸満市、豊見城市、那覇市、浦添市、宜野湾市とう

るま市、沖縄市の一部なんですけども、ここは225の

企業が令和元年度現在で立地しているところでござい

ます。

○上里善清委員 金融特区は何社入っています。

○大嶺寛情報産業振興課長 情報特区につきまして

は、先ほどの５つの特区に加えまして、24の地域が

ございまして、そこを合わせますと、今現在、累計

になりますが、496社の企業様が立地している状況で

ございます。

○上里善清委員 ちょっと聞き方が悪いのか分から

ないけど、金融特区ってよく言いますよね。金融特

区というのは、名護市だったと思うんだけど。何で

その質問するかといえば、香港が中国、ほぼ併合なっ

て、金融関係の流出が何か起こっているらしいんです

よ。沖縄にそういった企業を誘致するも一手ですん

で、この辺の戦略としてありますか。

○嘉数登商工労働部長 ただいまの上里委員からの

御指摘、香港から海外へ進出する企業がという話だ

と思うんですけども、実際沖縄のほうには、具体的

な相談ケースということはないんですけども、確か

に海外に出たいという企業が結構いるという話もあ

りまして、今情報収集をしているという段階ではご

ざます。

○上里善清委員 世界的に見るとイギリスもそうな

んですよ。ＥＵから離れたということで、イギリスか

らもう出たいという金融機関いっぱいあるんで、ある

意味ではチャンスじゃないかと私見てるんですよ。こ

の辺ちょっと推進できればなというふうに思います

んで、よろしくお願いします。

266ページですね。イノベーション創出人材育成事

業なんですが、これは効果と成果、今、ちょっと聞

きたいんですけどね。一応書かれてはいるんだけど。

○谷合誠産業政策課長 お答えいたします。

まずこの事業ですけども、この事業そのものは、

イノベーションの創出人材育成ということで、アン

トレプレナーシップ―創業マインドを持った学生等、

あるいは小規模なビジネスを進行するような方々を

支援するような内容の事業になっております。その

中で、幾つかの人材育成の講義であったり、あるい

はアントレプレナー人材育成の講座であったり、県

内でそういったものを教えられる人を育てていった

り、そういった事業の内容でございまして、こうし

たことを通じて、起業家マインドを持った人材育成

であったり、あるいはスモールビジネス、そういった

ビジネスを創業するような方々を増やすということで

の効果を生んでいるところでございます。

○上里善清委員 将来を担うこの若者を育成するこ

とは大事なことです。特に沖縄は、そういったこと

が今求められておりますので、この事業は継続して

やっていただきたいなと思いますけど、これ令和２年

度で終わりということですかね。

○谷合誠産業政策課長 こちらの事業につきまして

は令和２年度で終了したんですけど、その後継とし

て、さらにエコシステムと申しまして、育成された人

がまた成長していく段階をたどっていく、またそれで

最後に上場なり、そういったことを目指した人が、ま

た若い人を支援するような、こういった循環をつくる

べく新しい事業を今年度から開始しておりまして、来

年度以降のこの新しい振計においても、この分野につ

いてはしっかり取り組んでまいりたいと考えてるとこ

でございます。

○上里善清委員 しっかり取り組んでいただきたい

と思います。

○嘉数登商工労働部長 先ほどの上里委員からの質

問で金融関係の香港からの案件はないかという話が

ありまして、金融関係については特に案件ございませ

んという話をさせてもらいましたけども、確かに金融

関係はないんですけども、実際に香港からは３社ほど

立地しておりまして、これは例えばサービス業、飲食
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ですね。それから、これもサービス業、観光業。製造

業、医薬部外品というところで、３社ほど立地はし

ておるんですけども、政情不安というんですかね、

それを受けて金融業が特にその金融特区を目的に沖

縄に立地したというような話は聞いておりません。

追加で答弁させていただきます。

○上里善清委員 269ページ。これも、ものづくりに

関する事業でありますが、新規事業ですね。このも

のづくりの考え方なんですけど、この形のあるもの

づくりなのか、ないもののものづくりなのかよく分

からないんですけどね。どういったことを目指して

いますか、これ。

○森右司ものづくり振興課長 お答えいたします。

形のあるもの、ないものということでございます

けれども、これはもう具体的に形のある商品開発に関

しての支援でございまして、実績では、生産技術の開

発プロジェクト７件に対して補助を行っております。

例えば、健康食品ですね。県産の素材を使った健康

食品であるとか、そういったものを具体的に支援を

行っております。

○上里善清委員 沖縄は薬草というんですかね、薬

草が豊富だと思うんですよ、私。健康食品等であれ

ばかなりの品がつくれると見てるんですけどね。こ

の辺、力を入れて健康食品の開発を進めていただき

たいというふうに思いますので、よろしくお願いし

ます。

291ページですね。新規学卒者の就職支援事業です

けど、これは今コロナで人材が、雇用がかなり減って

る状況で、この事業は大変大切な事業だと思うんです

けどね。県外就職、県内就職を含めて活動していると

は思いますが、今この新規就労といいますか、新卒

者ですよね、これ対象が。話によれば、中には学校

を卒業してそのままニートになったり、ひきこもり

になったりという子もいるらしくて、これは重要な

仕事になるはずです。これ、そういう対策も打ちな

がらやっていただきたいんですけどね。その辺の取

り組み方はどのようにやっておりますか。

○金村禎和雇用政策課長 お答えいたします。

新規学卒者等総合就職支援事業でございますが、

概要を申し上げますと、大きく３つの取組を行って

おりまして、まず１つ目が、大学等に専任コーディ

ネーターを配置して、学生の就職活動、こういった

ものをサポートしているところです。今現在、令和

２年度は５名の専任のコーディネーターを配置しま

して、支援した学生数が618名となっております。そ

のうち内定者が539名ということで、内定率87.2％と

なっております。それから、合同企業説明会という

ものをやっておりまして、令和２年度は感染症の影

響もありましたので、当初は対面型ではなくてウェブ

を活用した―これ県内で初めて取り組んだものなんで

すけど、ウェブを活用して合同企業説明会を行ってお

ります。ただ、学生、それから企業から対面型も実施

をしてほしいということがありましたので、追加で

予算を増額しまして、２回、対面型の合同説明会の

実施をしたところです。

○上里善清委員 じゃあ、最後に300ページ、正規雇

用の促進。今、非正規雇用が、沖縄でしたらもう四

十何％いってると思うんですよ。この人たちをやっ

ぱり救わんと―救うというよりは、正規雇用になり

たいというのが、ほぼ80％以上だと思うんですよね。

これは何とかならんかなと前から思ってはいるんで

すけど、正規雇用につなげるようにスキルアップも

必要だと思うんですよ。ただただ正規雇用になりた

いというだけじゃなくて、技能もアップすれば、企

業としても動くはずですので、この辺の事業をマッ

チさせていますかね。

○金村禎和雇用政策課長 まず、正規雇用化の取組

をちょっと説明させていただきますが、県のほうで

３事業実施をしておりまして、まず正規雇用化サポー

ト事業というのをやっております。これは中小企業診

断士等を企業に派遣をして、助言等を行う事業となっ

ているところです。それから、企業が行うその研修

等、これも委員がおっしゃっている人材育成の部分

に係ってくると思うんですけど、正規転換をしてい

ただいて、県外等で研修をする際に補助を行うとい

う取組を行っているところです。それから若年者―

これは35歳未満の方を正規雇用として雇い入れた場

合、助成金を１人当たり30万を補助するという事業で

ございまして、こういった事業を実施して、県内の正

規雇用の促進に取り組んでいるというところでござい

ます。

○上里善清委員 終わります。

○西銘啓史郎委員長 玉城武光委員。

○玉城武光委員 234ページ、国際物流関連ビジネス

モデル創出事業。ここを見ていたら、当初予算が

6835万8000円。決算額が3826万4000円となっている

んですが、補正減額になった事由をお聞きします。

○小渡悟アジア経済戦略課長 お答えいたします。

本事業は、本県の中古建設機械などの工業製品等

を有効資源として、新たな輸出ビジネスを確立する取

組と、外国人観光客向けの県産品等需要の拡大を図る

ため、マーケティング調査と県産品プロモーションな

どの販売促進の取組の２つの事業を行っており、これ

らの取組により、新たなビジネスモデルの構築につな
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げることを目的としております。令和２年度は、新型

コロナウイルス感染症拡大の影響による海外渡航制

限により、外国人観光客が見込めなかったことから、

外国人観光客向けの県産品等需要の拡大を図るため

のマーケティング調査を取りやめ、９月補正にて

1052万円を減額補正いたしました。

以上です。

○玉城武光委員 分かりました。

その中に、国際物流ビジネスモデルという、中古

建設機械の輸出実証をしたということがあるんです

が、これの効果についてお聞きします。

○小渡悟アジア経済戦略課長 お答えいたします。

令和２年度は、中古建設機械等の新たな輸出ビジ

ネス実証といたしまして、40フィートコンテナ２本

の輸出を行いました。具体的には、フィリピン向け

に小型パワーショベル４台、中型パワーショベル

３台、パワーライト―これは照明灯になりますが、

あと大型発電機などを輸出しております。今回の実

証事業を通して、一連の輸出工程に伴う中古建設機械

等の県内調達と点検、機械を解体してコンテナ詰めす

る作業、海上輸送ルートの確保などにおける情報と課

題が整理できたことにより、沖縄から中古建設機械等

を直接輸出するビジネスモデルの実現可能性が確認で

きたところです。県としては、引き続き実証に取り組

んでおり、中古建設機械の輸出ビジネスモデルを確

立し、輸出実証の成果を県内事業者に普及させてい

きたいと考えております。

以上です。

○玉城武光委員 これから伸びる可能性というのは、

十分あるということが実証されたということですね。

○小渡悟アジア経済戦略課長 県内において、パワー

ショベルなどの中古建設機械も一定量資源としてあ

るものと考えていて、ただ輸出というふうなものが

まだまだ経験したことがない事業者等がおりますの

で、今回の実証事業を通してビジネスとして確立し

て、それを普及させていきたいというふうに思って

おります。

○玉城武光委員 頑張ってください。

次の235ページ、沖縄戦略的国際物流プラットフ

ォーム強化事業というものですが、説明の中で、ター

ミナル施設の一部を、４社にスペースを提供したほ

か、入居事業者及び国際航空運送事業者に必要な支

援を行ったという事業内容ですが、この支援の内訳を

お聞きしたいです。

○小渡悟アジア経済戦略課長 お答えいたします。

本事業は、那覇空港の国際貨物ターミナル施設の

一部を活用し、国際物流関連事業者の誘致による事

業拡大、新規参入等を促進することで、臨空型産業

を集積し、貨物量の増加につなげ、競争力のある国

際物流拠点の形成を推進することを目的としていま

す。具体的には、那覇空港の国際貨物ターミナルの

施設のうち、約１万2000平方メートルを県が借り上

げ、新たな上屋利用者に提供し、国際物流拠点とし

ての機能強化を図る実証事業を今実施しております。

令和２年度においては、入居事業者４社の入居支援

を行うとともに、初期投資軽減のため、うち１社に

対し保冷コンテナ―これは20フィートコンテナ２台

のリース設備に対する支援を行ったほか、令和２年

12月から貨物便として復便した中華航空に対して、

貨物の保管や積卸し、機体の誘導、ステップ車両の

設置、機体の整備、燃料補給等に係る地上ハンドリ

ングに対する支援を行ったものでございます。

以上です。

○玉城武光委員 直接支援といっても、スペースを

貸し付ける、それからさっき保冷車の施設に補助を

したのか、提供をしたのか、どんなですか。

○小渡悟アジア経済戦略課長 上屋を借り上げて、

県が初期投資の軽減ということで、一定期間提供し

ている形になります。設備リースについても、県が

リース費用について支援している形になります。

○玉城武光委員 分かりました。

それから249ページ、産業の振興と雇用の創出・安

定というところですね。いろいろ実績、海外展開、

国内の他産業との連携・協業する取組ということが

実績としてあるんですが、このモデルですね。モデ

ルの創出を促進した事業効果を上げているんですが、

どの産業と連携・協業したのか、ちょっとお聞きした

い。

○大嶺寛情報産業振興課長 主に産業で申し上げま

すと観光業とか、農林水産業とか、物流業。あとは、

この医療分野とか、今回はコロナ関連のこの対策と

か、そういった分野でモデルとしていろいろ事業提

案が上がってきてるような状況でございます。

○玉城武光委員 このモデル、例えば医療関係と農

業かどこかとモデルをつくったということを具体的

に教えてください。

○大嶺寛情報産業振興課長 先ほども御紹介させて

いただきましたけども、例えば先ほどの事例で言い

ますと、医療関係ですと、医者と患者がオンラインで

診療できるように顔認証技術、そういったものを、シ

ステムを支援することでこのオンライン診療を推進す

るようなところ、課題のほうですね。医療事故を防ぐ

ようなオンラインのシステムを推進しているとか、

例えば観光、物流業としましては、インバウンドに
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よる手ぶら観光とか消費喚起を促すために、海外託

送支援サービス、そういったシステムの開発に支援

することで、直接物品の配送に必要な帳票みたいな

のを自動で簡単に作成することができたり、ここで

インバウンドの方が消費したデータを取得、分析し

てマーケティングに生かしていくとか、そういうふう

なシステムをつくってマーケティングにも活用してい

るとか。あとＷｉ－Ｆｉの電波を活用して、部屋にＷ

ｉ－Ｆｉ、お家に置いていますと、このＷｉ－Ｆｉ

の電波を利用して人の動きが分かるような技術がご

ざいまして、こういったもので高齢者とか子供の見

守りのサービスとか、そういったものの実証とか、

そういうふうなことをいろいろモデルとして提案が

上がってきてまして、一緒に支援させていただきな

がら今、事業化に向けて取り組んでいるというふう

な状況です。

○玉城武光委員 ここの報告の中に、計画したが11件

だけど、実際として12件成果を上げたということな

んですが、これはどのように説明しますか。計画値

が11件、実績が12件とあるんですよ。１件増えてる

んですが、どういう取組をして１件増やしたのかと

いうこと。

○大嶺寛情報産業振興課長 予算の中で、11件採用

した中でまだ余りがございましたので、それについ

て、それ以上に提案がありますから、それでいい提

案を採択したというふうなところでございます。

○玉城武光委員 分かりました。

次のページ、250ページなんですが、この事業内容

の説明で、候補地の市町村の了解が得られず見送った

と説明してるんですが、施設については、引き続き整

備を進めるということで理解していいですか。

○森右司ものづくり振興課長 お答えします。

細胞培養加工施設についてでございますけれども、

新たな振興計画の素案において健康医療分野を軸と

した産業拠点の形成に取り組むこととしておりまし

て、先ほどの細胞培養加工を含めまして、汎用的に

活用できる機能を持った企業の集積の呼び水となる

インキュベーション施設などの産業支援施設につい

て、今後整備していきたいと考えているところでご

ざいます。

○玉城武光委員 この先端医療の細胞培養加工施設

も含まれているということですね。

○森右司ものづくり振興課長 そのとおりです。

○玉城武光委員 265ページ。重点施策事業名として

国際物流拠点産業集積賃貸工場整備事業ね。ここは

いろいろ説明があるんですが、賃貸した製造業者名

と賃貸料をまずお伺いします。

○嘉数裕幸企業立地推進課長 お答えします。

令和２年度に整備しました賃貸工場には、自動車

部品を製造する企業が入居しているところでござい

ます。愛知県から工場を―こちらに拠点を設けました

高木製作所という企業でございます。賃貸料でござい

ますけれども、賃貸工場には1000平米タイプから

2000平米タイプまでちょっと種類がございまして、

それぞれの賃貸料でございますけども、1000平米タ

イプが月額55万円、1500平米タイプが月額75万円、

2000平米タイプが月額110万円となっております。

○玉城武光委員 これまで整備した賃貸工場は何棟

ですか。

○嘉数裕幸企業立地推進課長 お答えします。

先ほど御説明しました、1000平米から2000平米タ

イプの賃貸工場がございますけども、こちらが全部

で41棟。2000平米を超える大型の高度技術製造業賃

貸工場が３棟。そのほかに、長屋型になっているん

ですけども、素形材の産業が入居する賃貸工場が３棟

整備してございまして、合計で47棟の整備がござい

ます。

○玉城武光委員 今後の計画はどうですか。

○嘉数裕幸企業立地推進課長 今年度、令和３年度

において１棟を今整備しておりまして、今年度内で

整備を完了する予定でございます。その後の整備計

画については、今後のこのうるま沖縄地区の企業の立

地ニーズを踏まえて、整備については検討していきた

いと考えております。

○玉城武光委員 頑張ってくださいね。

274ページ、地域連携推進事業。決算額が２億1186万

1000円。これ、中小企業者の経営上の課題、業界課

題の解決に資するプロジェクトを公募・採択したと。

ここなんですが、29件支援したということになって

いるんですが、その事業内容とありますけど、どの

ような経営支援をしたんですかね。

○比嘉淳マーケティング戦略推進課長 お答えしま

す。

中小企業者が自ら抱える課題解決のためのプロジェ

クトを提案してもらって、有望なプロジェクトを採択

して、その内容については新商品の開発であったり、

販路開拓であったり、業務の効率化、プロモーション

の多様なものとなっております。そのプロジェクトが

採択された場合には、最大限効果を発揮するために

ハンズオン支援等を行っております。例えば、中小

企業診断士によるコンサルティング、プロジェクト

を実施するのに必要な専門家の紹介、効果的な実施

方法のアドバイス等を行っております。令和２年度

の具体的なプロジェクトの事例としましては、県産
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品の紅芋、それから黒糖を使用した沖縄地酒イムゲー

の製造技術の向上、プロモーションに取り組んだ結果、

認知度向上を図り、売上げが6000万程度まで達成でき

たということと、もう一点、病院への付添いの送迎

サービスなんですが、事業者が介護タクシーを自社

展開するための実証実験や周知プロモーションに取

り組んだ結果、サービスエリアが拡大して事業拡大

につながっているというのが、事業の内容と具体的

な事例であります。

以上です。

○玉城武光委員 ここの効果で、事業効果見込額２億

円、新規雇用者の数が43人増ということなんですが、

皆さんの考え方として、この投資額に匹敵する効果が

出たということですか。

○比嘉淳マーケティング戦略推進課長 お答えしま

す。

決算投資額に対して匹敵する効果が出たかという

ことの説明なんですが、まずこの２億円というのが、

令和２年度単年度での金額になります。それで、プ

ロジェクトを実施した期間での売上増加額となりま

すので、２億円というのが妥当かどうかは、事業の

中で２年目以降も売上げの増加が見込まれますので、

そういう意味では達成はある程度できてるのかなと

いうふうに考えております。この事業、平成24年度

から令和２年度までの９年間の補助事業を行っており

ます。補助事業終了後も含めて効果を検証しており

ます。そして、この効果検証の中には企業へのアン

ケート調査を行っており、事業費合計で40億円、９年

間でこの事業費が40億円に対して、売上げは合計

230億円と、極めて効果が絶大だというふうに考えて

おります。

以上です。

○玉城武光委員 281ページ、県単融資事業。貸付枠

が212億ですよね。実績が2000億ですね。この説明を

ちょっとお願いします。

○知念百代中小企業支援課長 県単融資事業における

令和２年度の貸付実績を申し上げます。件数としま

しては、１万3498件、約2054億5300万円の貸付実績

となっております。対前年度比で申し上げますと、

件数で8.27倍、金額で9.34倍と大きく増加している

ところです。一応、最も大きな割合を占めた資金を

御紹介いたしますと、３年間実質無利子、保証料ゼ

ロとしました新型コロナウイルス感染症対応資金で、

貸付実績が１万420件、約1625億6700万円となってお

りまして、令和２年度の全体の融資実績に占める割

合が、金額ベースでいきますと約８割というふうに占

めております。新型コロナウイルス感染症の影響を受

けた事業者の需要が非常に大きかったということに

なります。

○玉城武光委員 課題のほうに、今後も中小企業者

のニーズに合わせた制度改正を行い続ける必要があ

るというんですが、制度改正といったらどういうこ

となんですか。

○知念百代中小企業支援課長 例えば、昨年度は新

型コロナウイルス感染症の影響を受けたということ

で、感染症対応資金というメニュー、制度をつくり

ました。今年度に関しましては、コロナの影響とい

うのはまだ引き続きあるということになりますので、

新たに新型コロナウイルス感染症対応伴走型支援資金

という制度を設けております。これは、新型コロナウ

イルスの影響を受けた事業者さんが経営行動計画と

いうものを作成しまして、その実施状況について金

融機関がフォローアップをしていくというものにな

ります。そのほかにも、新型コロナで影響を受けた

企業さんが再生を図るための中小企業再生支援資金

といったものを創設しております。ですので、制度

の改正というものについては、新設のほかにも対象

の拡大をしたりだとか、利率を変えたり、そういっ

たことを行っております。

○玉城武光委員 次は285ページ、職業能力開発の充

実ということで、離職者等再就職訓練事業、受講者

が979人、就職者が722人。前年度と比べてどうなん

ですか。

○金城睦也労働政策課長 お答えいたします。

離職者等再就職訓練事業の令和２年度の実績につ

きましては、受講者数979人で、前年度比で73人の増。

就職者数722人、これにつきまして前年度比で47人の

増。就職率80.7％につきましては、前年度比で0.3ポ

イント上昇しております。

○玉城武光委員 年々、事業効果が出て、受講者も

増えて、就職者も増えてきてると。引き続き頑張って

くださいね。

次、295ページ、沖縄型総合就業支援拠点の拡充と

いうことなんですが、この沖縄型とあえて名前をつ

けているということは何ですかね。

○金村禎和雇用政策課長 お答えいたします。

沖縄型総合就業支援拠点は、これは様々な雇用の

ニーズに対応するためのワンストップ窓口となって

おりまして、名称はグッジョブセンターおきなわと

いうふうに呼んでおります。ここのグッジョブセン

ターおきなわでございますが、国や県、それから市

町村、労働団体、経済団体と連携をして、一般の求

職者だけではなくて、若年者、女性、生活困難者、事

業者等の様々なニーズに一体となって対応することを
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目的に設置をされたというところでございます。それ

から沖縄型ということなんですが、設立当時、全国

的にもこのような同様の取組が始まっておりまして、

そのような中で沖縄としても、沖縄の特徴、雇用の

特徴を踏まえながら、例えば高い失業率とか、若年

者の離職率、高い離職率というのがありましたので、

こういったのを踏まえながら、それに対応する支援

拠点として設置をされたということで、沖縄型とさ

れたというふうに考えております。

○玉城武光委員 次に、300ページ。上里委員がもう

言っておりましたけど、この正規化、それから正社

員雇用化の事業、昨年度と比較した増減というのを

お伺いします。

○金村禎和雇用政策課長 お答えいたします。

正規雇用の促進に向けては、この300ページにある

ように３事業を実施しております。３事業トータル

の、この新たに生まれた正規雇用者数、令和２年度

を申し上げますと、３事業で134人となっております。

令和元年度の176人と比べますと、42人減少している

状況にございます。

以上です。

○玉城武光委員 この事業って、令和元年度に比較

して42人減少というのは、事業効果が出ていないとい

うことですか。

○金村禎和雇用政策課長 令和２年度の状況を申し

上げますと、まず、感染症の影響によりまして、正

規雇用化企業応援事業におきまして―これ県外で行

われる研修等に対してその企業に補助を行うものな

んですが、感染症の影響で渡航が制限されたという

こともあって、研修の件数が減ったということござ

います。これによって、令和元年度と比べて20人減

少していると。それから、正規雇用拡大助成金でご

ざいますが、正規雇用を行う企業に対して１人当た

り30万を助成するんですが、これも感染症の影響に

よって申請件数が減少するだろうというのが年度当初

で見込まれましたので、その分については目標を変更

して取り組んだというところがございます。当初、50人

を予定していた支援数を、35人に減少して取り組ん

だというところで、この部分で21人減少したという

理由がございます。

○玉城武光委員 分かりました。

全てじゃないんですが、新型コロナウイルスの影

響で、こういう関係で減少したということですね。

分かりました。また引き続き頑張ってください。

以上です。

○西銘啓史郎委員長

仲村未央委員。

○仲村未央委員 お願いします。

256ページ、マーケティングのところをよろしいで

すかね。総括的にちょっとお尋ねをしたいんですけ

れども、恐らくこの決算年度で立ち上がった戦略推

進課だったのかなと思いますが、農林とか商工、観

光、連携を具体的に組織化したという点では難しい

年度ではあったと思うんですね。執行率、先ほど指

摘もありましたが、そういう具体的にはコロナで制

約がある中ではあったと思うんですけれども、狙い

とした組織機構の新設も含めて手応えがあったのか、

そのあたりをまずお尋ねいたします。

○嘉数登商工労働部長 お答えいたします。

まず、このマーケティング戦略推進課ですけれど

も、これは委員御指摘のように、産業横断的なマー

ケティング支援を行い、こういったものを戦略的に

推進しようということで、これ知事の肝煎りで令和

２年度に立ち上がった課でございます。主な役割３つ

ございまして、まず一つは、企業、それから地域、

県民の稼ぐ力を高めて県民所得の向上につなげると。

それから、商工、農林水産、観光等の分野の連携を

密にしまして、県内外の販路開拓拡大やブランド力

の強化、発信の取組を効果的に実施しましょうと。

さらには、産業横断的なマーケティング、それからブ

ランディング、プロモーションの在り方を検討し、関

係部局とも連携して推進していこうということで進め

ております。まず、その稼ぐ力に関してですけれども、

これは今、新たな振興計画というものを策定中です

けれども、この振興計画ですとか各種施策への反映

をさせることを目的に、これはその県内外の有識者

で構成します会議を開催しまして、産業振興面での

課題、こういったものを体系的に整理して、県民所

得の向上に向けた目標値の設定―この目標値につい

ては、一応、１人当たりの県民所得というのはある

んですけども、これなかなか県民にはよく分からない、

実感としてよく分からないというところがございます

ので、これを例えば平均給与所得というような目標を

立てられないかというような検討をしております。そ

れから、その取組の方向性ですとか、具体的な施策

等を検討してきておりまして、今年度は具体的な方

策などを知事への提言としてまとめていきたいとい

うふうに考えております。

それから、関係部局の連携というお話があります

けれども、これは産業横断的なマーケティング戦略

の策定に取り組んでおりまして、今年度は３部局連

携によるマーケティングセミナー等を実施しておりま

す。それから、県産品の販路拡大というミッション

もありまして、これは県外量販店等での沖縄フェア、
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それから百貨店での沖縄物産展の開催に取り組んで

おりまして、確かにコロナ禍で非常に厳しいのはあ

りますけれども、令和２年度の成果としましては、

沖縄フェアを43回、それから延べ、これは1577店舗

で実施しまして、売上額が7.4億円ということになっ

ております。それから、委員も御指摘のように、新

型コロナで令和２年度、非常に厳しい状況ではあっ

たんですけれども、そういった中においても、地域

の消費、消費喚起を図ることということで、例えば、

そのプレミアム付ハピ・トク沖縄クーポンの発行を行

います地域消費活性化事業といったような事業ですと

か、それから県内事業者のＥコマース導入等を支援す

る事業、県内飲食事業者のテイクアウト、デリバリー

やＥコマース等の情報を集約した特設サイト「まいに

ちに。おきなわ」といったようなものの開設に取り組

んでまいりました。究極は、企業の収益力を強化しま

して、それを再投資への原資、それから雇用所得に

適切に配分しまして、そういったものが沖縄の大き

な課題であるのと、子どもの貧困解決にもつながるん

じゃないかなということで取り組みを進めておりま

す。

○仲村未央委員 今、部長がおっしゃるような戦略

性をしっかり持って取り組むということで突き出し

た、何て言うのかな、肝煎りの政策であると思うん

ですよね。それで、先ほど県民所得を平均給与所得

に置き換えてということのほうがぴんとくるのかな

というお話もありましたけども、この辺り、次期振

計との兼ね合いとか、先ほども課長の答弁の中でも

来年度、その事業化に向けて様々、見直しも含めて

取り組んでいるということもありましたけれども、

ここをもう少し、今どのようにそういう稼ぐ力、ある

いは県民所得の向上―常々もうこの50年、振興計画取

り組んできて、いまだになかなか７割というのは厳

しいですよね。ただ、これが具体的にもう少しどう

すれば所得の向上につながるのか、循環ができるの

かというところの戦略性を、今どのように捉えて次

の振興計画に大きく反映させていこうということに

なるのか。そこをもう一度お尋ねいたします。

○比嘉淳マーケティング戦略推進課長 お答えしま

す。

まず、万国津梁会議、稼ぐ力のテーマの中での委

員から様々な意見をもらってはおります。その中で

主な意見としまして、明確な数値目標の設定をした

らどうかということで、先ほど部長から話もあった

とおり、子どもの貧困に対してどのように県民所得

を上げていくかというこの具体的な数値目標の設定

であったり、それから人材の高度化―特に人材の高

度化というのは、やはり企業が、県外の企業に比べ

ると競争意識が薄かったりそういうところもあるん

で、健全な競争のモチベーションを持った上での人

材育成はどうしていくかという意見があったり。そ

れから観光の分野でいいますと、沖縄県は夏場すご

く観光客が来て稼げる時期ではあるんですが、実は冬、

春にかけてはなかなか観光客が少ないと。それから稼

ぐ額も少ないということもありまして、その分野は

やっぱり農林も商工も観光も含めて連携した形での

観光の平準化、それから魅力あるコンテンツをつくっ

て、おいしいものを食べて、それでもって観光を平

準化して、ホテル業界なり飲食業界なりが稼げるよ

うな仕組みづくりはどうかとか。それから、先ほど

のようにそういうことをこの万国津梁会議の中で話

をされているんですが、それに向けて当課としては、

12月に知事に対してその提言をしていきたいと。こ

れらの意見のあったものを、何ていうんですかね、

このコロナ禍で大きく落ち込んでいる経済の立て直

し、それから、稼ぐ力に向けた具体的な数値目標を

設定していって、それでもって長期的な展望の産業

横断的なものを整理した上で、知事にしっかり提言

していきたいというのが―万国津梁会議だけに今、

絞った話になりますが、そういう形で戦略を持って

進めたいなというふうに考えています。

○仲村未央委員 ぜひ、今のような具体的な数値目

標を置いていくというのは、非常に分かりやすい、

可視化された共有できる目標になろうかと思いますの

で、取組をぜひ強めてほしいなと思います。

それから、特に観光との連携というのは非常に、

いわゆるインバウンドでここに来てもらってやると

いうのが、通常のこれまでの観光だったと思うんで

すよね。ただ、そこに私たちの大きな労働集約があ

るもんだから、やっぱりここが伸びないことにはな

かなか所得に連動しないと。観光客が何百万人って

増えて、これが２倍になっても３倍になっても、

1000万になっても実際には所得水準というのはこれ

に比例、なかなか連動しないというのが、ずっと沖縄

県の悩みだと思うんですよね。これで今回、マーケテ

ィングのところに戦略的に観光を置くということに

なると、特にコロナ禍ではＥＣが非常に注目をされ

たと思うんです。だから、発信をして沖縄のそのブ

ランドイメージ、そしてそれが連動して、いわゆる

消費を喚起するということで、来てもらわずとも沖

縄のブランドを戦略的に発信するということは、非

常にこの観光のノウハウが生きてくるでしょうし、

観光がつかまえていたリピーターというものを、ど

うその消費に直接的に結びつけるかというところで、
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やっぱり非常にこういう時代、時期だからこそ、むし

ろ戦略性が大きく問われるのかなと思うんですけど、

そこら辺は何か議論があるのか、皆さんのどういう、

今、取組になっているのかですね。もし、もう少し深

く聞かせていただけるのでしたら、お願いいたしま

す。

○比嘉淳マーケティング戦略推進課長 お答えしま

す。

先ほど、３部局連携のセミナーとかいうのを開催

しているというふうに話しましたが、その３部局連

携の中で、特に先ほどおっしゃっていたような、例

えば、沖縄に来た方々がファンとなって、帰っても

沖縄の物産が恋しくなって購入してしまうという、

そういうふうなファンマーケティング的なところを踏

まえて、我々は今、３部局連携を進めております。特

に、観光中心とした沖縄県経済ですので、そこで食

べる食材であったりとか、その辺のところを例えば

農林と連携、もしくは、商工でいえば一次産品でで

きたものを先ほどお話があった紅芋と黒糖を使った

イムゲーとか、その商品開発であったり、そのプロ

モーションであったり、具体的にそういうことがで

きるような仕組みづくりを、今、いろんな事業を兼

ねてやっております。特に最近、ＥＣでやっぱりも

うかっているというのが沖縄そば。ある沖縄そばの

企業は、ＥＣのサイトをつくって、ちょっと改修し

てそれに補助金、それからハンズオン支援をしたお

かげで、売上げが５倍に伸びたとか。それから、ま

た全く違う世界、文化観光の分野なんですが、空手

道場。空手道場で、彼らがもうかるためにはどうさ

せるか。やっぱりＥＣサイトを立ち上げて、オンラ

イン稽古であったり、それから指導動画のコンテン

ツをつくって、海外に販売すると。おかげで、購入

の上位国で言えば、アルゼンチン、アメリカ、フラ

ンス、ドイツから、世界各国からいろんな、こうい

うものを購入したいということでチャンス。それから、

そういうのをＥＣなりなんなりで、我々はその戦略

的にできんかということで今、いろんな事業を重ね

ていって、成果を少しずつ出していっているという

ことになります。

以上です。

○仲村未央委員 いいですね。空手とかというコン

テンツというのは、非常に沖縄のそのブランドイメー

ジを高めるし、ぴったり、沖縄と言えばというとこ

ろでの、健康とか独特な文化とか、そういうのにパ

タッと、ピタッとはまると、非常にそれが戦略上、

直接的にうわーっと反響を呼ぶというのが今、一つ

の例だと思うんですよね。ですので、そういう意味で

の沖縄のブランドイメージを、やっぱり明快にして、

そこは戦略性をぜひ上げていって頑張ってほしいなと

思いますので、そこをぜひ。昨年度のちょうど決算年

度でしたので、総括的に伺いましたが、頑張ってほ

しいなと思います。

それからもう一つ、面白いなというか、あまりよ

く専門性が高くて、正直分からないですけども、

250ページの先端医療の件ですね。再生医療の技術開

発ということで、これも具体的に取り組まれて、二、

三、報道等でも拝見をしておりますけれどもね。こ

れは、もう臨床の現場と既につながって、その支援

をしている、展開をしているというふうに見えますが、

ここら辺はどのような実績、今、成果が現れつつある

のでしょうか。お尋ねをいたします。

○嘉数登商工労働部長 まず、再生医療に関しまし

ては、県全体としてどう取組をしているかというこ

とから紹介をさせていただきます。まず、沖縄県で

は、研究の比較的入口の段階は企画部が、それから

研究の出口、実用化というふうな部分につきまして

は、これ開発段階に関しましては商工労働部が支援

をしているということで、役割分担をして取り組ん

でおります。企画部の取組をちょっと紹介いたしま

すと、例えば、県内医療機関等において、食道が狭く

なる症状に対して、細胞シートというものを用いて、

この食道狭窄というんですか、術後にはその狭窄する

らしいんですけども、それの再発を予防するための治

療技術の研究開発等へ支援を行ってきておりまして、

これはたしか２年前ぐらいですかね、１年前ぐらいで

すかね、２例ぐらいの実例も出ているというふうなと

ころまで来ております。それから、商工労働部におい

ては、この再生医療の実用化の課題の一つである細

胞の大量培養技術、それから、医師主導治験の実施

体制の構築、脂肪由来幹細胞のストック及びより有効

性の高い細胞の評価技術の開発等を支援してきており

ます。具体的な成果としましては、せんだって、南

部徳洲会病院におきまして、これは前立腺がんの全

摘出後の尿失禁を対象に再生医療治療が実施されま

して、治療効果が見られているということで、その

次なる段階として、より重症の尿失禁を対象とした

細胞大量培養機器を用いた細胞投与治療の可能性を

検討しているということ。それから、この県内では

再生医療分野を含めたバイオ関連企業の集積が進ん

でおりまして、平成24年度の32社から令和２年度に

は65社まで増えておりますが、そのうち７社がその

再生医療関連の企業となっておりまして、本日新聞

報道にもありました、由風ＢＩＯメディカル社とい

うところなんですけれども、この会社は、県の沖縄
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健康バイオテクノロジー研究開発センターに今年度

入居したと。再生医療製品の製造等との事業展開に

向けて取組を始めたばかりですけれども、今後は県

内医療機関から再生医療製品の製造を受託すること

によって、県内における再生医療の活性化や需要の

拡大、雇用の促進が期待できるものと考えておりま

して、立地したばかりではあるんですけれども、か

なりその技術力が高いと。これは、がん細胞や病原体

を攻撃する免疫細胞であるナチュラルキラー細胞を

活性化させる機能を持つこのＮＫＴ細胞を、体内で

活性化させる治療法というものを持っているらしん

ですけれども、今後の活躍というふうな会社で県も

かなり期待しているところでございます。

○仲村未央委員 専門用語がたくさん出て難しいん

ではあるんですけど、ただ、今おっしゃるように、

実際支援をして、臨床でもう既に実例を今出し始め

ていると。それから、企業の集積が２倍になってい

るわけですよね、32社から65社ということで。この

医療分野、先端医療の分野、再生医療の分野で、沖縄

が内外から注目される拠点になるということは非常に

期待を持っていいのかね。そこは非常に、いろんな技

術、それから次につなぐ人材育成の面でも、そういっ

たフィールドが近くにあるということは、非常に人

材を育成するという意味でも、大きなそういう力に

なるのかなと思いますけれども、そこはどうですか

ね。この沖縄の優位性というか、これにその地の利

とかそういうのがあるのかはあれですけれども、や

はり投資をするということの意義というかね、そこ

ら辺は今どのように評価があるんでしょうか。

○嘉数登商工労働部長 この分野、かなり日進月歩

で、かなり競争も激しいかと思っているんですけれ

ども、やはり高付加価値なものづくりという点では、

沖縄もやっぱり目指すべき方向かなという点が一つ。

それから、将来、成長が期待される市場であるとい

うことと、よくこれもいわれるんですけれども、特

に理系の人材というんですかね、それの活躍の場と

いうのが沖縄はなかなかありませんので、そういっ

たその人材が活躍できる場という意味でも、この分

野の産業を伸ばすことは、沖縄にとって大きな意義

があるというふうに考えております。

○仲村未央委員 そうですね。これまで―今日は

ちょっと深く聞けないですけれども、ＩＴの集積も、

いわゆるコールセンターをどんどん超えて、むしろ

ソフトとかそういう部分でも今、集積をしてきてい

ますし、それから大学院大学もありますので、そこ

ら辺と連携する形で、今言うような理系の人材育成、

そういった集積は沖縄だというようなところまで、

ぜひ取組を強めていただきたいなと思います。

もう一つ、あと、雇用のほうで聞きたいんですけ

れども。障害者雇用に関してのところを少し聞かせ

てください。306ページですね。障害者の就労の拡大

ということで取り組まれているようですけれども、今、

県内の障害者の働き、就労というものの現状はどう

なっていますか。比較等でもし説明できれば、お尋ね

をします。

○金村禎和雇用政策課長 沖縄県の障害者雇用の状

況を、実雇用率で説明申し上げますと、令和２年度

におきましては、民間の障害者実雇用率、これが

2.74％となっておりまして、全国で２番目に高い数

値になっております。それから、民間企業における雇

用されている障害者の方の数、これが4891人となっ

ておりまして、令和元年度より3.7％増加をしており

まして、17年連続過去最高となっているという状況

でございます。

○仲村未央委員 今おっしゃるその背景に―率にし

ても、数にしても増えている、全国的にも比較的高

いということでおっしゃるんですけれど、その支援

の体制というのはどのようになりましたか。

○金村禎和雇用政策課長 障害者の雇用につきまし

ては、障害者就業・生活支援センター、通称名ナカ

ポツセンターと呼んでおりますけれども、このナカ

ポツセンターにおいて関係機関と連携しながら、就

職から生活まで一体的な支援を行っているところで

ございます。令和元年度まで県内の５圏域にそれぞ

れ１か所ずつ設置をされていたところなんですが、

南部圏域におきましては、都市部とそれから小規模

離島を抱えてるという状況がございましたので、厚

生労働省と調整を重ねて、令和２年４月に新たに１か

所追加で設置をしたところでございます。それによ

りまして、令和元年度と比較をしますと、支援員が

４名増えたということで、新規登録者数が194人、

151.6％の増。それから助言等を行った事業者数が

110事業所、36.4％の増。それから就職件数が51件、

52％の増などとなっております。障害者の雇用促進

につながっていると考えております。

○仲村未央委員 これは要望も含めてですけれども、

課長、また部長にも、この障害者の―もちろん新規

開拓というのは非常に重要で、啓発も含めて求めら

れていると思うんですが、もう一つ非常に重要なの

は定着なんですよね。ここ、非常に今まさに就労と

生活支援というのは切り離せませんし、その支援を

今、強化しているということのお話で、これは非常に

よいんですけれども、また一方で、市町村の福祉との

連携もこれ非常に大きいんだと思うんですね。私も相
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談ありまして、例えば、今失語症の方から１件相談

なんですけれども、一生懸命働いていても、やっぱ

り職場環境の中で、いわゆるいじめというかな、業

務に関して非常に差別的な取扱いを受けたり、そう

いう中で頑張って、本人の努力で今定着をしてるん

ですけれども、やっぱり、こういう一旦働いてもな

お課題が継続的に続くとかというのは現実としてあ

ると思うんですよ。それで今、その当該市の機関相

談支援センターにつないで、そこからまたアプロー

チしてもらってその改善を促すということを取り組

んでもらっていますけども、ぜひそことの連携も含

めて、今やられているのかもしれませんが、こういっ

た就労、それから生活、そして福祉的な支援という

ものが機能的につながるような連携をつくっていた

だきたいというふうに思うんですけれども、そこは

いかがでしょうか。

○嘉数登商工労働部長 委員、ありがとうございま

した。

具体的な御指摘ございましたので、市町村とも連

携して、取り組んでまいりたいと考えております。

○仲村未央委員 お願いいたします。

○西銘啓史郎委員長 翁長雄治委員。

○翁長雄治委員 よろしくお願いします。

最初に229ページの女性のおしごと応援事業という

ところで、これまでの成果を教えてください。

○金城睦也労働政策課長 お答えいたします。

まず事業内容ですが、女性のおしごと応援事業は、

女性の働き方を総合的に支援することにより、働き

がいを持って仕事に取り組むことができる環境づく

りを推進することを目的に実施するものでございま

す。具体的には、ライフステージに対応した相談業

務や、キャリア形成に資するセミナーの開催など、

きめ細かな支援を行うとともに、産休・育休復帰支

援等に取り組む意欲のある企業を対象に、女性が働き

続けられる職場づくり支援プログラムを活用し、女性

就業継続を図るための環境整備を促進するものでござ

います。昨年度の実績としまして、まず相談のほうが

キャリアコンサルタントによる相談が相談者688人。

キャリアップセミナーのほうが34回開催しまして、

受講者が667人。女性が働き続けられる職場づくりの

支援プログラムの周知、啓発、普及を行い、講座を

４回実施したところでございます。

○翁長雄治委員 女性の働き方のところで、結局一

番はキャリアの継続をどうやってやっていくかとい

うところだと思うんですね。この意欲のある企業、何

か去年も話したような気がしないではないんですけ

ども、意欲のある企業だけにこれとどまっていてい

いのかというのをすごく、ずっと私は疑問に感じま

す。結局、いろんなサポートがあって、資格を取る

とか、そういったことでどんな働き口があるとか、

ひとり親とかでもですね。こういった窓口は結構設

置されてきているんですけども、結局その後のキャ

リアの継続というところで、皆さん非常につまずい

ていくところがあるんですけども、この辺はどのよ

うなお考えでしょうか。

○金城睦也労働政策課長 先ほども説明させていただ

きましたが、この事業の中身としては大きく３つご

ざいまして、１つはまず、キャリアコンサルタント

による相談……。

○翁長雄治委員 要は、県として、部長にぜひちょっ

と答えていただきたいんですけど。県として、沖縄

県は全体的に所得が低い中で、さらに女性というの

も所得が低い傾向にあって、それが子供の貧困につ

ながっていたりとかするんですよね。この意欲のあ

る企業というのも、前回もたしかこの４回とかそれ

ぐらいの数として、そこに何社参加されているかと

いうのもあるんですけども。これをもう少し、県とし

てこの方向性を示していくことはできないかなと思う

んですけども。女性の、要はキャリアの継続をしっか

りやっていくという意味ですね。この結婚、出産後も

含めて。

○嘉数登商工労働部長 お答えいたします。

委員のほうから、女性のそのキャリア形成に向け

てという話と、それから企業にそういったアプロー

チはできないかということがございました。当然、

その企業、経営体ですのでいろんな人材育成の戦略を

持っているかと思うんですけども、特に沖縄における

シングルマザーの問題ですとか、子供の貧困の問題等

々ございますので、ぜひまた経営者の方ともそういう

観点から意見交換してみたいというふうに思っており

ます。

○翁長雄治委員 お願いします。

次、230ページですね。ここに書かれている、県産

品の海外販路の拡大等々の話なんですけども。県産

品というと、この中で具体的にいうとどういうもの

になるんでしょうか。

○小渡悟アジア経済戦略課長 県産品等、例えば青

果であるとか、畜産物であるとか、加工食品とかで

すね。あと酒類、清涼飲料水など、多岐にわたる内

容となっております。具体的に言えば、例えば香港

では、青果としてはゴーヤー、ニンジン、大根など

が出ておりまして、今年で言えば、畜産物の中で鶏

卵などが今輸出が増えていて、香港ではシークヮー

サーのほうも需要が増えている状況がございます。
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○翁長雄治委員 この県産品を県内、国内、国外に

いろいろと販路があろうかと思うんですけども、需

要というものはそれぞれ違いってあるんでしょうか。

今、お話しがあったみたいに、どこどこだったら青

果が多い、国内だったらこういったものが多いみたい

なもの。

○小渡悟アジア経済戦略課長 国内と海外の違いと

いうのは、ちょっとすみません。ちょっと分からな

い部分もあるんですけれども。我々が今、海外に向

けて県産品を送る中で、やっぱり商社の皆さんが販

路を開拓するという場合も多くて、鶏卵というもの

は、この商社の方が新しい食べ方というのを提案す

る形で鶏卵の需要が高まってきていたりするんです

ね。先ほど、午前中にもお話ししたんですけど、シー

クヮーサーについても、テレビ番組を通してノビレ

チンというものの性能が―皆さんのそういった効能を

聞いて、需要が高まったりしてきてるものがあってで

すね。また、それとは別に、県産品と一緒に全国の

特産品も一緒に送っている状況があって、それと一

緒に送ることで、県産品もそうなんですけど、メー

ド・イン・ジャパンという一つのくくりで送ること

で、やっぱり向こうのバイヤーの人たちにもメード

・イン・ジャパンかというふうな受けもいいという

ことで、それが安定的な輸出につながっている面も

あろうかとは思います。

○翁長雄治委員 ありがとうございます。

今の、非常によく分かったかなと思います。一応、

この沖縄の県産品の物を―個人的にはですよ、いろ

いろなところに販路を見いだしていく中で、やっぱ

りこのマーケティングというか、どういったところ

に、どういう需要があるのかということを戦略的に、

今後取り組んでいただきたいなと。今のメード・イ

ン・ジャパンの考え方でいうと、今のその考え方で

納得するところがありましたので、今後、沖縄県が

主体となってるところについていろいろ考えていた

だきたいなと思います。

257ページなんですけども、この健康食品のブラン

ド化というところなんですけども、まず、こちらも

ちょっと具体的にどういった商品が売り出されてい

るのか、教えてもらってもいいですか。

○森右司ものづくり振興課長 お答えいたします。

当事業は、健康食品の沖縄ブランド確立のため、

健康食品関連の業界団体である沖縄県健康産業協議

会が実施する認証制度がございまして、ＷＯＪ―ウ

ェルネス・オキナワ・ジャパンというんですけれど

も、そちらを創設して、沖縄ブランドの発信、企業の

製品開発への支援を行っております。さらに、ブラン

ド力強化に必要な県産素材の効能等、機能性に関す

る科学的根拠の調査も実施しているところです。平

成30年度に、先ほど申し上げたＷＯＪ認証制度が始

まったんですけれども、これまでの認証商品の累計

が13社、23商品ございます。その他、国の機能性表

示食品の届出に関する支援を行っておりまして、１つ

の商品が機能性表示食品として承認されたところで

ございます。その23商品、具体例ですけれども、商

品名と申しますか、素材としては、もろみ酢を使っ

ているものとか、桑の実とか、アセロラとかですね。

やはり県に特有の素材を使ったものの開発となって

おります。

○翁長雄治委員 私も沖縄の食材とか食文化とか、

こういったものを、健康にいいよということでヘル

スツーリズムとかできないかなとかというのを、ずっ

と考えてこの間やってきているんですけども。県と

して、何か目標、最終的にはこういったことをやっ

て健康食品のブランド化で、目標というのは持って

いるんでしょうか。最終的な目標。

○森右司ものづくり振興課長 目標ということなん

ですけれども、先ほど申し上げた県独自の認証制度の

ほかに、いわゆるトクホとか機能性表示食品とかいう

ものがございますけれども、こういったものはやは

り認証のハードルが高いということがございまして、

それがＷＯＪの設定につながった理由にもなってい

るんですけれども。やはり、健康食品の出荷額が最

盛期の平成16年度の約200億円から、徐々に今、減少

してきております。それを、やはり以前の水準に戻

していきたいというのが目標と言えば目標と言える

と思います。

○翁長雄治委員 ぜひその目標、以前の数値まで持っ

ていけるように頑張っていただきたいと思います。

270ページ、お願いします。泡盛についてなんです

けど、先ほどもいろいろと御説明、ジンがどうだと

かって話いただいたんですけども。具体的にブラン

ディング化というものを県が―要は今ジンとか僕も

まさひろさんとかの飲んだりとかして、おいしいん

ですよ、実際。ちょっと高いですけどね。高いけど、

クラフトジンでいったら、まあまあ、そんなもんぐ

らいの金額で収めていただいてるんで、企業努力な

さっていると思うんですけども。泡盛に対して、県

が今後どのように取り扱っていくのかと。一般酒が

あったり、クースがあったり、泡盛というのでこの

クラフトジンが出てきたりとか、いろんな、飲み方

も多種多様で非常に沖縄県内の酒文化だけではなく

て、世界にどうやってこれを発信していくかと。先

ほど午前中の大浜委員の質疑でしたかね、話があっ
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て、こんなクラフトジンが成績いいというのも知ら

ないよというのが、恐らく多くの県民がそうだと思

うんです。県内で消費する分、外にもし持っていく

分、県内だと一般酒とか、こういったクラフトジン

とか楽しみながら飲むのもいいのかなと思うんです

けど。個人的に言うと、クースはやっぱり僕はウイス

キーに負けないだけのもの、これはもう毎回言ってい

ると思うんですけど、負けないものがある。これは、

時間をかければかけるほど、また変化をしていくと

いうところでも非常に面白いお酒だと思うんですね。

こういったものを県が、何と言うんですかね、どう

いうふうにこれ売り出していこうというものを、世

界にどういうふうに売り出していこうというのを、

もう少し僕は具体的に立てていただきたいなと思う

んですが、いかがでしょうか。

○森右司ものづくり振興課長 今、委員からお話も

あったんですけれども、現在、泡盛に限らず、アルコー

ルに対するその消費者の嗜好というのが大変多様化し

ておりまして、特に若い方のアルコール離れとか、強

い度数―ハードリカーと言うんですけれども、強い度

数の物を嫌う傾向があったりとかというのが背景にご

ざいまして、県のほうでは、やっぱりメインの泡盛を

どういうふうに伸ばしていくかということについて

は、ほかの酒類、様々なほかのアルコール類との競合

が激化している中、クースも含めて、その泡盛の差別

化、ほかのアルコール類ともやっぱり差別化を図る必

要がまずあるということが言えると思います。このため、

県では、事業を通して業界と連携して、泡盛の持つ

もともとの価値とか魅力の再認識を掘り起こして、

既存のイメージを、まず変えないといけない。その

やっぱり年配の男性が飲むというようなイメージが

あるかと思うんですけれども、そういうものを変え

ていくという、ブランディングとかですね。市場に

向けた商品開発、低度数な泡盛とかですね。あと、

パッケージを少しカラフルなものにしたりとかです

ね。そういった、商品開発や販売促進を行うマーケ

ティングを強化していきたいというふうに考えており

ます。

○翁長雄治委員 私の周りでも、だんだんちょっと

泡盛を一緒に飲める同世代が、何かちょっとずつ、

やっぱり減ってきている。背景には、この飲み放題

の制度が非常に多くて、あえて泡盛に手を出さなく

てもいろんなお酒が飲めるからというのもあると思

う。最初の僕らの、やっぱり泡盛の入り方って、ボ

トル一本取ってみんなで―言い方悪いですけど、だ

らだらと楽しめるというところもあったのが、今飲

み放題で、ウイスキーでもジンでもカクテルでも、

何でも飲み放題というところがあって、少しずつ離

れているのかなと思うんですけども。だからこそなん

ですよね。この沖縄県が泡盛をどう取り扱っていく

かというのは。実際、泡盛―僕はもう家で１人で最

近は飲んでいますけど、安いお酒でもちゃんとおい

しいんですよ、泡盛って今どきは。昔と違うんです

よ。イメージが大分違うと思うんですよ。先輩方が

飲んでいた、この男性が飲むお酒とも違って、飲み

方、割り方で幾らでも女性でも楽しめる。僕の周り

の女性でも多分、泡盛を一緒に飲めるの、多分２割

もいないんじゃないか。うちの妻は多分、泡盛そん

な飲まないし。なんですけども、地元のお酒なんで

すよ、結局。じゃあ、九州行ったら、やっぱり九州の

お酒を飲まれる方々、芋焼酎飲んだりとかというの。

やっぱり皆それは続いているんですよね、今もね。

沖縄県も泡盛を一般酒とクース分けて、僕はちょっ

と考えていただきながら、クースの場合は本当に時

間が全てなので、沖縄の場合はそれこそ百何十年前

から蔵元がありますと。時間をかけて作ってきてい

るというのは、これは今からスタートしたものとは

全く違う物になるので、この辺の差別化をぜひ、県

としてもサポートしていただきながら、各酒造さん

と、つくっていただきたいなと思います。

○嘉数登商工労働部長 翁長委員が、これだけ泡盛

のＰＲをなさっていただいてるのに、担当部長の私

が答弁しないとあれですよね。ちょっと私も。酒造

メーカーの方ですとか、あるいは、実際に売ってい

る方からもいろいろお話を聞きました。やっぱり差

別化を図るためには、どうしてもまねできないもの

があるよねということで、これ時間はまねできない

と。それがそのクースを売るヒントだろうというこ

とが１つございました。あと、先ほど担当課長から

もありましたように、若者のアルコール離れという

ことがあるんですけども、やはり強い度数のお酒、な

かなか好まない。低アルコール度数の物が好まれると

いうことで、最近20度とか12度の泡盛も出るように

なっていまして、そこは１つ戦略としては方向性は

合っているのかなというふうには思っております。

面白い取組だなと思っております。それから、やっ

ぱりお酒、泡盛だけではなくて、地元の料理と一緒

にいただくのも非常に県外の方、海外の方からして

みると、いい機会になるのかなというふうに思って

おりまして、ぜひ、ブランディングとは言っても、

もともとあまり泡盛の持っていた、ほかにはないよ

うなものを改めて掘り起こして追求していくという点

は非常に大事かなと思っておりますので、そこは業界

の方々とも一緒に議論しながら進めてまいりたいとい
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うふうに思っております。

○翁長雄治委員 部長からも熱い答弁をありがとう

ございます。ちょっと、泡盛の話、これ以上する予

定なかったんですけども、泡盛ってほかと違うのが、

ほかと違うというか、確かに度数高いんですけども、

もう本当に割り方次第だと僕は思っていて、僕は家

では酒豪に見られがちですけど、もう３対７以下で

しか割らないんですね。あんまり度数を高くしないよ

うにしながら。それで10杯も飲んでいたら意味ないん

でしょうけども。そういうふうに、そうすると、こ

のマイルドさ加減とかが変わってきて、女性でも飲

みやすくなるとか。お酒を割るときは、もうハーフ

・ハーフじゃないと駄目だみたいな。それ以上じゃ

ないと、泡盛じゃないみたいな先輩方も僕の周りに

はたくさんいらっしゃいましたけどね。そういった

考え方もいろいろと―極端な話、ドラマの中で３対

７で割っている姿を見せるとか、２対８でもいいで

すしね。飲みやすい形をみんなで提供、やったらい

いんじゃないかなとは思います。

275ページお願いします。地域ビジネス力育成強化

事業ということなんですけど、すみません、これ

ちょっと、シンプルにどういった事業かというのが

よく分かってないので、教えてもらっていいですか。

○知念百代中小企業支援課長 この事業は、地域に

根差してる中小企業者を応援していこうということ

で、企業さん、それから市町村、それから地域の経

済団体が一緒になって地域連携体というのをつくりま

す。その地域連携体が取組を行っていくんですけど

も、例えば、地域の魅力ある商品を売り出していき

ますといったようなことをしていくんですが、そう

いった地域連携体に対しての支援というのを行って

いる事業となります。事例としては、例えば、恩納

村。恩納村のほうでは、恩納村リゾートウエディン

グ活用地場産業活性化事業費というものに対して、

支援を行っているんですけれども、ここで商品の開

発を一緒にやったりだとか、あと、撮影スポットの

ほうを見つけていくとか、オブジェを置くことによっ

てインスタ映えするような場所を見つけて、地域にあ

る魅力をみんなで見つけていこう、そして、地域に還

元して稼いでもらおうといった取組に対する支援で

す。

○翁長雄治委員 地域の魅力を発信する企業を育成

していくというイメージでいいんですか。

○知念百代中小企業支援課長 地域の魅力発信とい

うよりも、地域にある資源とか、ものを見つけて、

それをどううまく事業に結びつけていけるかという

のを地域連携体が頑張ってやっていく取組に対する

支援になりますので、当然、発信も含まれてきます。

○翁長雄治委員 分かりました。

僕もちょっとこの事業、少し勉強させていただきた

いなと思います。今後もよろしくお願いします。

最後に、280ページをお願いします。商店街のとこ

ろなんですけども。昨年度、250万余りをかけて、活

性化に係る経費の補助を行ったということなんです

けども、具体的にどういったことを行ったんでしょ

うか。

○知念百代中小企業支援課長 この事業は、地域商

業、それからコミュニティ発展のために商店街に対

しての支援を行っているものになります。昨年はコ

ロナの影響がありましたので、一部事業が実施できな

いとして不用としているんですけれども、１社だけ、

事業を行ったものに対して支援を行ったものがありま

す。これは公募で行っているんですが、北谷町のデ

ポアイランドの通り会が連携体で公募してまいりま

して、サンセットビーチとデポアイランドをつなぐ

水路に橋を架けるそういった事業に対して補助を

行っております。

○翁長雄治委員 なるほど、なるほど。

この対象の応募、公募したときに、対象になる商

店街の数って県内にどれぐらいあるんですか。

○知念百代中小企業支援課長 名前としては130以上

ございますけども、現在活動してるのが83通りとい

うふうになっております。

○翁長雄治委員 私も商店街の市場の出身でござい

ますので、この県として活性化したということが分

かる指針というのがあるんですか。

○知念百代中小企業支援課長 特にどれをもって活

性化したかといったような指針を設けているわけで

はございません。ただ、今、商店街が非常に人が少

なくなっているとか、なかなか利用が大型店舗に取

られているといったような状況がありますので、何と

かその地元にある企業、それから高齢者の方々はまだ

まだ利用されているといった状況もありますので、地

域にどうやったら活用されていくかといったところ

で、活性化を図っていきたいなというふうに思ってお

ります。

○翁長雄治委員 まさしくおっしゃるとおりで、い

かに人が集まるかが商店街の活性化の指針であり、

人が集まっていることの、そのにぎわいが商店街の

魅力であると私は考えています。私の出身の栄町の

市場も皆さんなかなか夜のイメージしかなかろうか

と思いますけども、本当は昼がとても面白い街で、

そういったものの、そういう小さな商店街、市場みた

いなものってやっぱそれなりに県内、まだまだあるん
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ですね。先ほどのところ結構大きなところの通り会と

思うんですけども、そういったところ以外にもしっ

かり目を向けていただいて、そこで営んでる方々、

その商店街がなくなると困る方々がたくさんいらっ

しゃるんですよね。スーパーじゃなくて、そこの人

と人とのつながりで買物をしている人からすると、

その商店街が衰退することが自分の生活の一部がな

くなってしまうような方々がたくさんいるというこ

とを考えていただき、私も今後ちょっとこの分野に

ついていろいろと本会議等で提案させていただければ

なと思います。よろしくお願いします。

以上です。

○西銘啓史郎委員長

大城憲幸委員。

○大城憲幸委員 お願いします。

全体的な人の体制からなんですけれどもね、今通

知した総括表、決算状況の総括表の２ページの数字

をちょっと入口にして聞きたいんですけれども。先

ほどからあるように、物流ハブにしてもＩＴを―

ちょっとこの後議論しますけれど、ＩＴにしても、

航空のクラスターにしても、もうある意味大きなけ

じめをつけないといけないところ。後継事業をつくっ

ていくのか、県民にしっかりと成果を示すのか、こう

いう大事な令和２年、３年の年に、このコロナ禍に見

舞われたわけですよ。そういう意味ではこの数字を見

ると、当初予算で約370億の部分が結果として予算は

1200億まで増えた、４倍に増えた。これは議論もあ

りましたけれどもほとんどが融資ですから、見た目

ほど業務量は一気に増えたということではないにし

ても、様々な予定外の業務が出ることによって、ま

ず聞きたいのは、この人の体制というのはどういう

対応してきたのか。そして、今言ったようなほか業

務への影響というのはどうなったのか。細かいのはい

いですから、ちょっと考え方だけ教えてください。

○嘉数登商工労働部長 お答えします。

まず職員の人員体制はどうなってるかという部分

で、まず感染症対策に係る対応ですけども、これは

全庁挙げて対応してきておりますけども、特に商工

労働部の中では、県内の経済活動に大きな影響を与

えていることに鑑みまして、特に融資もあるんです

けども、協力金の支給事務ですとか、その他の経済

対策について職員一丸で当たってきたということで

す。具体的な例を挙げていきますと、まず不急な通

常業務について休止ですとか、それから縮小等の見直

しをやってます。これは業務の削減という意味ですね。

それから商工労働部内の職員ですが、他部局からの

動員体制、これ職員の体制の強化ということで、特

に一番多く人が必要だったのは、協力金の支給事務

ということで最大120人ぐらいを動員しまして、協力

金の支給事務をやってきたということがございます。

それから協力金の支給業務、これは当初県庁内でだ

けで処理しておったんですけども、これを私人への

委託―民間への業務委託というところも取り入れて、

職員の体制を、機動的な対応を行ってきたというとこ

ろでございます。もうちょっと具体的に話しますとで

すね。まず、５月の―たしか感染症、初めての患者

が出たのは２月14日でございました。２月17日には、

これはちょっとやばい話になるかもしれないという

ことでＰＴをつくりまして、５月に入りますと緊急

経済対策本部を設置して、その中で経済対策基本方

針を定めました。その際には、なかなか財源という

のがありませんでしたので部内でまず財源を見つけ

ようということで、この財源捻出チームというのを

６名つくりまして、既存の事業の洗い出しというも

のをソフト交付金も含めてやってもらいました。それ

から、財源の捻出と同時に、事業をどうやって見直

しをしようかというところもこれも６名つくって動

かしました。さっき申し上げた、うちなーんちゅ応

援プロジェクトについては、県職員最大で120人ぐら

い、体制をやってきたということがございまして、

委員からは融資業務、確かに預託してしまえばとい

うところあるんですけども、一番人が必要だったの

は、やはり協力金の支給事務ということがあって、

これまでもこういった業務がなかったものですから、

大変人繰りには苦労したという状況がございました。

まず職員の人員体制については、こういう状況です。

それから、決算の状況を見ていきますと、委員か

らも御指摘あったように、通常商工労働が三百数十

億です。職員が250人ぐらい、出先機関が90名ですの

で、本庁で160名ぐらいで、この三百数十億を執行し

ているという状況なんですけども、令和２年度の決

算というのは1000億円超えて、これの処理というの

は大変苦労したというところで、まず決算見ても分

かりますように、繰越額107億いきました。それから、

不用額78億いきましたということで、これ決して褒

められた話ではないんですけども、まず繰越額につい

ては、これは令和２年度から令和３年度にかけて継続

して事業をするという前提がございましたので、これ

私あまり深刻には捉えておりません。これは不用額に

ついても、委員が融資という話をされまして、これ

は当初３倍の協調融資だったんです。これを５倍協

調に拡充したことによって、県が預託をしなくても

民間の資金でも融資枠は十分確保できたという意味

で、この融資の不用額78億についても、私は、要す
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るに需要に対して対応できなかったという意味では

捉えておりません。総じていきますと、繰り返され

る緊急事態宣言等々がございましたので、予算につい

ては、正直申し上げて執行には大変苦慮したというと

ころがございます。ただ感染症は、今ちょっと小康状

態とは言っても、また第６波ということも言われて

おりますので、そこは経済活動の影響を最小限にと

どめるためにも、引き続き関係部局一丸となって取

り組んでいく必要があるのかなというふうに感じて

おります。

○大城憲幸委員 何とか苦労しながら回していると

いうことですけれども、冒頭言った意味では、まさ

にもう令和３年、今年が次の振計に向けても総括の

年になる。それで、これ今、人の体制というのは、委

託何かもうまく使ってるんでしょうけれども、商工と

して増えてるの、減ってるの。そしてまた、今後どう、

この振興策の部分と、このコロナの後処理も含めて

の部分を乗り切っていくという考えですか。

○嘉数登商工労働部長 県職員が充実に増えている

かと言えば、そんなに増えてはおりません。ただ、

外部人材を活用してると。外部発注したという意味

では、相当な人数を増やしてコロナ対応に当たって

きてるという状況でございます。あと、令和２年か

ら令和３年度の話をさせていただきますと、令和２年

は新型コロナがありました。これは令和３年度も引き

続きありました。令和３年度、今年度ですけども、10年

に１度の新たな振興計画をつくるという大きなテー

マがありまして、商工労働部としては正直申し上げ

ると、盆と正月とシーミーが本当に一緒に来たぐら

いの忙しさということで、人は本当に幾らでも欲し

いんですけども、何せ感染状況が非常に厳しい状況

だったものですから、まずはその感染症対策という

ところで、庁内で動いているかというふうには思っ

ております。あと、やはり部内でどうやって人繰り

をつけるかという意味では、通常は人事異動という発

令行為があって、例えば何々課に配属しますとか、あ

るんですけども。部内の移動ってのは、我々のほうで

柔軟に対応して、今この時期に必要な人員について

は、同じ部のよその課から応援を回すとか、そうい

う対応して何とかやりくりをしているという状況が

ございます。

○大城憲幸委員 すぐ議会が何かできるわけではあ

りませんけれども、ちょっと現場の声も聞きながら、

また少し相談させてもらいながら議会としてどう後

押しできるのか頑張っていきたいと思いますので、

何とか乗り切れるようによろしくお願いします。

次は、今もありました融資のところでお願いしま

しょうね。主要施策の281ページ、通知します。これ

についても先ほどから議論ありました貸付枠が210億

の予定が実績はもう2000億を超えたと、１万3000件

に上りましたよということですけれども、今議会で

条例の改正もして、今後の体制も万が一、債務不履

行ですか、企業が厳しくなった場合に、何とか再生

できるようにというような議論もありましたけれど

も、これについての体制というのは今、直近の状況っ

てのはどうなっていますか。この、2000億貸した後

の状況というのは。

○知念百代中小企業支援課長 委員おっしゃるよう

に、昨年度は非常に多くの資金需要がありまして、

2000億を超えるという前例にない状況での融資額が

ございました。この融資のうち、最もやっぱり多い

のが３年の据置きといったものが一番多く出てござ

いますので、３年後にどういう状況になるかという

のを私たちのほうも非常に心配しているところです。

ただ、債務―返せないといったような状況が出ない

ような対策が非常に必要になってくるというふうに

思っておりまして、例えば商工会、商工会議所のほ

うでの支援機関などでは、新型コロナウイルスに特化

した経営相談窓口といったものを設けておりますし、

また、金融機関においては既存の融資の返済猶予等の

条件変更といったものに対応していくようにというこ

とで、国のほうからも依頼通知のほうがございます。

そういった感じでこれについても柔軟な対応を行っ

ているというふうに聞いておりまして、ほぼほぼそ

の条件変更を求める事業者に対しては、それに応じ

ているといったことを聞いております。今年度なん

ですけども、昨年はその貸与資金というもので対応

してまいりましたが、今年度もさらにコロナに影響

を受けた事業者さんに対する支援の融資策としては、

伴走型の支援資金というものを設けております。それ

から、また再生を図っていくような事業者さんに対

しては、再生貸付と言ったようなものの資金の準備

もしております。そういった中で、今年度もちょっ

と伴走しながら、それから寄り添ってきながらやっ

てはいくんですけども、仮にその３年後にどうして

ももう立ち行かないような状況になってきたといっ

た場合に、今年度、企業の再生を―こういった大き

な返済が非常に事業の継続に影響があるといった場

合には、その債務の一部を免除するようなものを今回

条例の中で挙げておりまして、それは倒産を防止する

ですとか、企業の再生を促進させていくっていったよ

うな目的でもって、知事の決定で求償権の一部の放棄

をできるということで、条例のほうも上程し可決され

たところです。
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○大城憲幸委員 その辺はね、条例のところでも少

し議論しましたのでこれ以上いいんですけれども、

ちょっとやっぱり周りの企業の皆さんからは、もう

貸し渋りが始まってると。あるいは、もう今後貸し

剥がしといわれるようなものが出てくるんじゃない

かと危惧する声があるんですよ。その辺の声は、や

はり借りるほうからしたらやっぱりどんどん貸しても

らえればいいし、ただやっぱり貸すほうとしては様々

なリスクもありますので。ただ、この中でですよ、民

間同士で金融機関が貸すわけですけれども、県として

今言う、本当に貸し渋りなのか、貸し剝がしなのか、

その辺を見極めて、何か県が助言なり、是正を求める

ようなことってできるんですか。その辺についての考

え方はどうですか。

○知念百代中小企業支援課長 貸し渋りのお話があ

るということなんですけど、やっぱり企業さんに融

資をする際には、その事業の実態、その規模に応じ

て貸付けをするというのは基本でございます。債務超

過に至るような貸付けをしてしまうと、企業にとっ

てもそれが倒産に向かっていくような危険な状況に

なってくるということになりますので、適正な与信

の中で、そういった対応もせざるを得ないのかなと

いうふうには考えております。ただ、金融機関に対

して、ここまで債務超過がある企業に対してどうし

てもお願いしますといったようなことを、県のほう

から依頼をするというようなことは行っておりませ

んが、ただ、昨年から今年にかけて、柔軟な対応を

していただくようにということで、金融機関を回り

まして、お願いはしてきているところです。

また、貸し渋っているものに対して、ぜひ融資を

といったようなことをお願いすることはできるんで

すけども、これは貸し渋りに対しては、やっぱり金

融機関の判断というところになるかなというふうに

思いますので、私たちとしては、その条件変更にな

るべく応じていただくようにお願いしますというこ

としかできないのかなというふうには思っておりま

す。

○大城憲幸委員 いろいろ皆さん難しいと思うし、も

うちょっと人の体制も含めて、やっぱりしっかり頑

張ってほしいし、もう１万3000件という融資が１年

間でありましたので、大変だと思うし、様々なケー

スも出てくると思います。ただやっぱり、これから

頑張れば何とかコロナが落ち着いてという明るい兆

しもやっと見えてきましたので、そこに水を差すこ

とのないように、また皆さんも金融機関との連携を

取って頑張っていただきたいと思います。

次に進みます。ページが近いからエネルギーから

やります。さっきもありました283ページ。再生可能

エネルギー事業。これについても10年間やってる、あ

るいはその前からしたらＥ３事業なんかから入れる

ともう相当なエネルギー関係には投資もしてきて、

実験も行ってきてるんですけれども、これまでの実

験で、この辺はやっぱり沖縄に合わないなとか、こ

の辺やっぱり、後々は我々は実験をするけれども、

後々は民間ベースで県内に広げていくというのが理

想ですから、そういう意味では、費用対効果という

意味ではこれは成り立たないなとかというのが見え

てくると思うんですけれども、その辺について主な

もの、これまでこういうようなものを主にやってき

たけれども、こういうようなものが合わなくて、こう

いうようなものの可能性があるというような部分が見

えてきたものありますか。お願いします。

○谷合誠産業政策課長 お答えいたします。

これまでの実証実験等を通じて、沖縄に合うもの

をまず申し上げますと、まず第１に太陽光。次にバ

イオマス。また風力というところは可能性があると

感じております。太陽光発電については、潜在的な

発電量が大きく、ほかの電源に比べて立地的な制約

が少ないため引き続き主力になり得るということで、

今後は第三者所有モデルということで、他社の屋根で

あるとか、そういったところを借りながら発電をする

モデルを増やすべく、民間投資を誘発するような制度、

政策を展開することによって、こちらの太陽光発電を

導入拡大を推進してまいりたいと考えてます。また、

バイオマス発電つきましては、今年７月に中城のバ

イオマス発電所が新たに稼動しましたけども、こう

したケースも今後も期待できるものでございますの

で、こうした民間投資を誘発できることによって、

再生可能エネルギー比率を上げるよう、民間と取組

支援を強化してまいりたいと考えます。また、風力

発電つきましては、台風の極地風速設置基準というの

がなかなか厳しいものがございますので、なかなか日

本本土のようには、この洋上風力等は進みにくい現状

がございますけども、波照間島でやったような可倒式

の小規模な風力と、ＭＧセットと言いまして、そのデ

ィーゼル、動力発電を組み合わせるような形で連続稼

働を実現いたしましたので、島によってはこうしたモ

デルが適用可能なところが多数ございますので、こう

したものについては促進をしてまいりたいと考えま

す。

また、あまり向かないんじゃないかといいますか、

かなりコスト的に課題があるんじゃないかというとこ

ろに関しましては、何度か申し上げているところがご

ざいますけども、海洋温度差発電については、技術的
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には確立されてるものなんですけども、発電コストと

いう面ではなかなか課題があって、商用化には現在で

は至っておりません。ですので、ここについては沖縄

もそうなんですけども、同じく導入をしてまいりま

したハワイについても、まだ民間の商用ベースで、

コスト的にもなかなか合わないというような事情も

ございますので、こうしたところについては、どの

ような課題が解決する方策があるのか、我々の事業の

結果を民間にも提供しながら、課題クリアできるもの

かどうかというのを考えてまいりたいと考えておりま

す。

○大城憲幸委員 この前、久米島行ったら、久米島

の皆さんから、せっかく海洋温度差発電をやってき

て機械もあるのに、なぜ地域に小学校とかそういう

ところで使わせばもっとイメージがいいのになって

話があったんですよ。それで、今あったように、な

かなか、いやこれは駄目ですよと言えないんでしょ

うけれども、やっぱり様々地域で取り組んできた実

証実験というのは、これはちょっと可能性がもうな

いんだったらない、これを沖縄として伸ばしたい。やっ

ぱりそういうような判断と発信も必要なんじゃない

かなというふうに感じましたので聞いたところです。

これはいいです。

それで、ハワイの連携という意味では、部長とも

少し話したりしましたけれども、やっぱり私はハワ

イを目指すべきというか、ハワイの例を具体的に沖

縄にも持ってきながらやるべきだと思うんですけれ

ども、この取組のところにもあるハワイとの連携協

定とかって、具体的に技術交流をしていきたいって

ありますけれども、ハワイとは、さっきあった温度

差発電での交流しか私は知っていないんですけれども

ね。具体的にどんな技術交流をしていく予定ですか。

○谷合誠産業政策課長 お答えいたします。

これまで、このハワイクリーンエネルギー協力推

進事業を通じて、ハワイ州からは再エネ導入拡大に

向けて幾つか提案がございました。例えば、ロータ

リーＵＰＳという回転を生かして、無停電電源装置

を使ったディーゼル発電機であるとか、あるいは余っ

た再エネを熱消費するような仕組みであるとか、ま

た、電力需要を調整する技術等を、ハワイからも紹

介いただいたんですけども、これについては沖縄でも

例えば、このロータリーＵＰＳを組み合わせたディー

ゼルについては、ＭＧセットという波照間島で稼動す

るような、同じ仕組みを使ってやっているものもござ

いましたし、また、電力需要を調整する技術として、

こちらにつきましても、エネルギーマネジメシステム

を宮古島等で展開してるところでございます。ですの

で、同じような問題認識を持って、これまでそれぞ

れの技術を持って取り組んできたものを意見交換す

る形でそれぞれの技術を高めあってきたというのが

これまででございます。ハワイは委員も複数回御指

摘いただいてるように、再生可能エネルギー比率につ

いて、かなり意欲的な目的を立てて取り組んできてる

ことは承知してます。ただ一方、全米に比べて、全米

の中でもコスト的に高いような状況になってきてい

るというところもございまして、そのバランスを取

るのも難しいなというところで、我々としても課題

を感じているところでございますけども、引き続き

技術的な交流も含めて、またあるいは、政策的にど

のような形で再生可能エネルギー比率を高められる

かという、そういった分野についても意見交換を進

めながら、沖縄県に生かしてまいりたいと考えている

ところでございます。

○大城憲幸委員 ぜひね、私もまだまだ勉強不足で

すけれども、ハワイはリーダーが本当に強い思いで

やってるというのを感じるもんですから、ぜひとも

その辺は調査研究をして、議会も連携しながら取り

組めればいいなと思いますので、よろしくお願いし

ます。

最後はＩＴのほう、主要施策の238ページですね。

238ページから249ページが、私がざっと見た限りで

はＩＴ関係の事業なんですよね。それで、先ほど少

し触れましたけれども、この10年、このＩＴ関係は

沖縄ＳｍａｒｔＨｕｂ構想ということで、その前の

10年も情報通信産業振興計画とかというのをつくっ

て、このＩＴ産業については沖縄県は大分力を入れ

て、お金も人もかけて育ってきたと思うんですよね。

それである意味、令和３年でこの５次の振興策が終

わるんですけれども、ちょっとイメージとしては、

今後はビッグデータの時代だからということでデー

タセンターを数十億かけて造ったけれども、なかな

かうまくいかなかったとかというイメージがあって

ですね。なかなかこの辺の成果の部分が、なかなか

見えてこないところはあるんですけれども、今まさ

にそれを総括してるところだと思うんですけれども

ね、令和２年の決算ではありますけれども、その変化、

状況というのは簡潔にまず考え方を教えてもらえます

か。

○大嶺寛情報産業振興課長 今、情報産業振興課と

しては、これまでの平成10年マルチメディアアイラ

ンド推進構想から始まりまして、ＳｍａｒｔＨｕｂ

構想、そういったものを踏まえて、いろいろ総点検、

こういったのを踏まえた中で、やっぱり商工労働部

的にはＩＴ企業の数は増えてきましたし、それなり
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に人も育ってきてはいるんですけども、労働生産性

というところではまだまだ全国に比べて低いというふ

うなところで、いろいろ課題として捉えておりますの

で、そういったものを改めて新たな振興計画の中で、

労働生産性を上げていくために、ＩＴ企業を、この高

度化産業化、高付加価値化して、生産性を上げていっ

た上で他産業と連携しながら、全ての産業の労働生産

性をＤＸも含めまして一緒になって上げていきたい

と、そういうふうなところで考えてるところです。

○大城憲幸委員 そういう意味では先ほど冒頭で部

長からコロナの出口戦略の部分で今後はＤＸを進め

ながらという部分が目について、これまでも沖縄はＩ

Ｔを利用してイノベーションを起こしていくんだとい

うような議論をずっとやってきて、冒頭申し上げてき

たような取組してきたわけですよ。ただ、私個人的に

は、今回のコロナ対策で様々な患者さんの容態を把

握するとか、それこそ今あるワクチンパスポートと

か、何かそういうようなものにまさにＩＴイノベー

ションで、沖縄はどこよりも早くこういう仕組みを

確立するとかというのが出てきてもいいんじゃない

かなと思ったんですが、なかなかそれが出てこない

もんですから、このＩＴの沖縄のレベルというのは

どうなってるのかなと思ったんですけれども、それに

ついて現状、沖縄に身の丈というのはどれぐらいのレ

ベルにあるんですか。

○大嶺寛情報産業振興課長 実際、他府県と比べて

沖縄が今どれぐらいの位置にあるかというのは特に

細かく調査してるわけではありませんが、経済セン

サスとかその辺の情報から、例えばＩＴ事業所の数

とかですと全国で18位ぐらいとかですね。従業者数

の数とかも全国で14位とかというふうなところで、

上位にあるのかなというふうなところ。１事業所当

たりの従業員の数とかも、ソフトウェア開発業とか

だと全国25位とか、そういうふうなところもあります

ので、全国的には中位からちょっと上ぐらいなのかな

というようなところは感じております。

○嘉数登商工労働部長 大城委員、ちょっと補足し

てよろしいですか。委員おっしゃってるのは、当然、

今回のコロナでいろんなデータの必要性というとこ

ろも出てきたでしょう、これが課題だと思います。

それから沖縄県というのは観光客がこれだけ来てる

ので、ビジネスの種となるようなデータってたくさ

んあるんじゃないかと、それが活用できてるかとい

う観点もあるかと思ってまして、そういう観点でい

きますと、沖縄はまだまだ遅れてるというふうに思っ

ておりまして。なので、次なる成長戦略は、これ国も

そうですし、県もそうですけども、ＤＸとグリーン

はもう外せないというふうに思っておりまして、そ

こは正直に進んでるか進んでないかというと、我々

はまだ活用できてないというふうに考えております。

特に、行政と民間という形でいきますと、民間の小

売、大きなデパートは既にもうデータを活用して、

その日何がどれだけ売れるかと、店舗によっても何

が売れるかって、もう全てデータで分析していまし

て、それで食べ残しというんですかね、相当ロスも

防げるような、とてもシステマティックな商売の仕方

をしています。そこは行政も、それなりのデジタル化

というものに対応していかないと、これからの成長

戦略が築けないというふうに思っておりますので、

そこはしっかりと対応してまいりたいというふうに

思っております。

○大城憲幸委員 まさにそのとおりで、私はその辺

の民間とか市町村とか県、国が連携しながら、ＩＴ

でイノベーションを沖縄で起こすんだというのがＩ

ＳＣＯだと思っているんですよ。だけど、その辺が

今見えてこない。だからそこは、そのＩＳＣＯの設

立のときにはやはり沖縄からイノベーションを起こし

てアジアに技術を広げていくんだと、最先端のＩＴイ

ノベーションを起こすんだというイメージでしたの

で、そこはやっぱり、しっかり連携を取って強化して

いただきたいと思います。

以上です。

○西銘啓史郎委員長 よろしいですか。

以上で、商工労働部関係決算事項に対する質疑を

終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席）

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

以上で本日の日程は全て終了いたしました。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

次回は、明 10月13日 水曜日、午前10時から委

員会を開きます。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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沖縄県議会委員会条例第27条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 西 銘 啓史郎
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令 和 ３ 年 第 ８ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

開会の日時、場所

年月日 令和３年10月12日 (火曜日)

開 会 午前10時７分

散 会 午後５時４分

場 所 第４委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県一般会計決算

第８回議会 の認定について（子ども生活福

認定第１号 祉部及び教育委員会所管分）

２ 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県母子父子寡婦

第８回議会 福祉資金特別会計決算の認定に

認定第６号 ついて

出席委員

委員長 末 松 文 信君

副委員長 石 原 朝 子さん

委 員 小 渡 良太郎君 新 垣 淑 豊君

仲 里 全 孝君 照 屋 大 河君

比 嘉 京 子さん 瀬 長 美佐雄君

玉 城 ノブ子さん 喜友名 智 子さん

欠席委員

上 原 章君

※ 決算議案の審査等に関する基本的事項

４（６）に基づき、監査委員である上原章

君は調査に加わらない。

説明のため出席した者の職、氏名

子 ど も 生 活 福 祉 部 長 名渡山 晶 子さん

福 祉 政 策 課 長 久 貝 仁君

保 護 ・ 援 護 課 長 大 城 清 剛君

高齢者福祉介護課長 屋 我 はづきさん

青少年・子ども家庭課長 山 内 昌 満君

子ども未来政策課長 仲 村 卓 之君

子 育 て 支 援 課 長 前 川 早由利さん

障 害 福 祉 課 長 宮 里 健君

消費・くらし安全課長 新 垣 雅 寛君

女性力・平和推進課長 榊 原 千 夏さん

教 育 長 金 城 弘 昌君

参 事 兼 総 務 課 長 屋 宜 宣 秀君

教 育 支 援 課 長 大 城 勇 人君

学 校 人 事 課 長 安 里 克 也君

県 立 学 校 教 育 課 長 玉 城 学君

義 務 教 育 課 長 目取真 康 司君

生 涯 学 習 振 興 課 長 大宜見 勝 美さん

3ii4

○末松文信委員長 ただいまから文教厚生委員会を

開会いたします。

本委員会所管事務調査事件「本委員会の所管事務

に係る決算事項の調査について」に係る令和３年第

８回議会認定第１号及び同認定第６号の決算２件の

調査を一括して議題といたします。

本日の説明員として、子ども生活福祉部長及び教

育長の出席を求めております。

まず初めに、子ども生活福祉部長から子ども生活

福祉部関係決算事項の概要説明を求めます。

名渡山晶子子ども生活福祉部長。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 子ども生活福祉

部の令和２年度一般会計及び特別会計の決算概要に

ついて御説明いたします。

ただいまお手元のタブレットへ通知いたしました

子ども生活福祉部歳入歳出決算説明資料をタップし

て御覧ください。

それでは、画面に表示されております表紙、目次

をスクロールしていただき、１ページを表示くださ

い。

歳入決算について御説明いたします。

令和２年度の子ども生活福祉部の歳入決算は、一

般会計と特別会計を合わせますと、予算現額の計（Ａ

欄）ですが、689億8499万3000円に対し、調定額（Ｂ

欄）は651億7948万4655円、そのうち収入済額（Ｃ欄）

は647億8185万657円、不納欠損額（Ｄ欄）は2079万

6861円、収入未済額（Ｅ欄）は３億7683万7137円、

収入比率は99.4％となっており、前年度の収入比率

97.7％に比較して1.7ポイント増加しております。

次に、歳出決算について御説明いたします。

２ページを表示ください。

子ども生活福祉部の歳出決算は、一般会計と特別

会計を合わせますと、予算現額の計（Ａ欄）ですが、

1398億1149万5480円に対し、支出済額（Ｂ欄）は1313億

3644万2652円、翌年度繰越額（Ｃ欄）は38億9976万

文教厚生委員会記録（第１号）
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9900円、不用額は45億7528万2928円、執行率は93.9％

となっており、前年度の執行率96.6％に比較して

2.7ポイント減少しています。

次に、一般会計の歳入決算について御説明いたし

ます。

３ページを表示ください。

子ども生活福祉部の一般会計の歳入は、款で申し

上げますと、３ページの上から４行目の（款）分担

金及び負担金から６ページの下から４行目（款）県

債までの８つの款から成っております。

それでは３ページにお戻りください。

子ども生活福祉部の一般会計の歳入決算は、予算

現額の計（Ａ欄）ですが、687億5612万7000円に対し、

調定額（Ｂ欄）は647億8152万9376円、そのうち収入

済額（Ｃ欄）は644億7955万267円、不納欠損額（Ｄ

欄）は1827万7516円、収入未済額（Ｅ欄）は２億8370万

1593円、収入比率は99.5％となっております。

収入未済額（Ｅ欄）のうち、主なものを御説明い

たします。

同じく３ページの上から４行目の（款）分担金及

び負担金の収入未済額（Ｅ欄）4417万406円は、主に

児童福祉施設負担金に係るもので、施設入所児童及

び扶養義務者等の生活困窮、転居先不明などにより

徴収困難なため、収入未済となっております。

５ページを表示ください。

下から３行目の（款）諸収入の収入未済額（Ｅ欄）

２億3705万3549円は、主に生活保護費返還金に係る

もので、債務者の生活困窮等により徴収困難なため、

収入未済となっております。

次に、一般会計の歳出決算について御説明いたし

ます。

７ページをお開きください。

子ども生活福祉部の一般会計の歳出は、款で申し

上げますと、（款）総務費及び（款）民生費、８ペー

ジの（款）商工費の３つの款から成っております。

７ページにお戻りください。

一番上の子ども生活福祉部計ですが、予算現額の

計（Ａ欄）1395億8262万9480円に対し、支出済額（Ｂ

欄）は1311億6083万2759円、翌年度繰越額（Ｃ欄）

は38億9976万9900円、不用額は45億2202万6821円、

執行率は94.0％となっております。

Ｃ欄の翌年度繰越額は、新型コロナウイルス感染

症対策事業（高齢者福祉）や新型コロナウイルス感

染症対応介護事業所従事者慰労金交付事業など15事

業に係る繰越額であります。

繰り越した主な理由は、新型コロナウイルス感染

症対策事業において、感染拡大に伴う関係機関との

調整の遅れや計画変更等によるものであります。

次に、一番右端、不用額について御説明いたしま

す。

まず、上から４行目（款）総務費の不用額4777万

7252円は、性暴力被害者等支援事業において、新型

コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、医療関

係者向けの研修業務をオンライン形式で実施するな

ど、事業の実施方法を見直したこと等に伴い、委託

料が減となったこと等によるものであります。

次に、（款）民生費の不用額44億6394万5480円につ

いて、その主なものを御説明いたします。

（項）社会福祉費の不用額20億9036万3110円は、

（目）老人福祉施設費の介護基盤整備等基金事業に

おいて、市町村からの取下げ等により当初見込みを

下回ったこと等によるものであります。

８ページをお願いします。

（項）児童福祉費の不用額、20億5568万5558円は、

（目）児童福祉総務費の地域子ども・子育て支援事

業において、市町村実績が当初見込額よりも下回っ

たこと等によるものであります。

８ページの下から５行目、（款）商工費の不用額、

1030万4089円は、（目）計量検定費の職員費（計量検

定所）において、人事異動に伴う給与及び職員手当

の減等によるものであります。

次に、母子父子寡婦福祉資金特別会計について御

説明いたします。

９ページを表示ください。

本特別会計においては、母子及び父子並びに寡婦

福祉法に基づき、母子家庭等の経済的自立と生活意

欲の向上を図るため、修学資金等全12種類の貸付け

を無利子または低利で貸し付けております。

子ども生活福祉部の特別会計の歳入決算は、予算

現額の計（Ａ欄）ですが、２億2886万6000円に対し、

調定額（Ｂ欄）は３億9795万5279円、そのうち収入

済額（Ｃ欄）は３億230万390円、不納欠損額（Ｄ欄）

は251万9345円、収入未済額（Ｅ欄）は9313万5544円、

収入比率は76.0％となっております。

収入未済額の9313万5544円は、主に借受人が生活

困窮等の経済的事情により償還計画どおりに元金及

び利子の償還ができないこと等によるものでありま

す。

10ぺージをお開きください。

子ども生活福祉部の特別会計の歳出予算は、予算

現額の計（Ａ欄）２億2886万6000円に対し、支出済

額（Ｂ欄）は１億7560万9893円、不用額は5325万

6107円、執行率は76.7％となっております。

不用額については、貸付見込みよりも貸付実績が
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下回ったこと等によるものであります。

以上で、子ども生活福祉部の令和２年度一般会計

及び特別会計歳入歳出決算概要の説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○末松文信委員長 子ども生活福祉部長の説明は終

わりました。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、決算議案の審査等に関する基本的事項に従っ

て行うことにいたします。

決算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る決算事項でありますので、十分御留意願います。

要調査事項を提起しようとする委員は、質疑の際

にその旨を発言するものとし、明 10月13日、当委

員会の質疑終了後に改めて、要調査事項とする理由

の説明を求めることにいたします。

なお、要調査事項の提起があった際、委員長が要

調査事項を提起した委員に、誰に、どのような項目

を聞きたいのか、確認しますので、簡潔に説明する

ようお願いいたします。

その後、決算特別委員会における調査の必要性に

ついての意見交換や要調査事項及び特記事項の整理

を行った上で、決算特別委員会に報告することにい

たします。

なお、委員長の質疑の持ち時間については、決算

特別委員会に準じて、譲渡しないことにいたします。

質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

いよう簡潔にお願いいたします。

また、質疑に際しては、あらかじめ引用する決算

資料の名称、ページ、番号及び事業名等を告げた上

で、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能

により委員自ら通知し、質疑を行うようお願いいた

します。

さらに、答弁に当たっては、総括的、政策的な質

疑に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ

担当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思い

ますので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろ

しくお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに子ども生活福祉部関係

決算事項に対する質疑を行います。

小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 おはようございます。

決算審査に関して、幾つか確認をさせていただき

ますのでよろしくお願いします。

まず、歳入歳出決算説明資料の７ページ、今部長

に御説明いただいた（款）総務費の不用額の件です

ね。不用理由をもう少し詳細に教えていただきたい

と思います。

○久貝仁福祉政策課長 不用額についてですけれど

も、令和２年度の一般会計の不用額は45億ほどで、

前年度と比較して24億円ほど増えています。

主な理由、様々な事業ごとにそれぞれ計画の見直

しであるとか、市町村からの申請に対して実績が少

なかったとか、そういった様々なものがありますけ

れども、まず生活福祉部の不用額が多い主な要因と

しては、扶助費等、義務的な経費が多く、予算の不

足を生じさせないよう確保する必要がまずあります。

あと、県内全域、全市町村を対象とする事業が多く、

予算額も多額であることから、こういった不用額が

多いという要因が挙げられます。

○小渡良太郎委員 すみません、総務費に関して教

えてください。

○久貝仁福祉政策課長 先ほど部長からも説明があ

りましたけれども、主な理由としては性暴力被害者

支援事業で、相談支援員の県外手当が、オンライン

研修に変更するなど、こういったことで不用額が生

じております。

○小渡良太郎委員 オンラインに切り替えたという

話だったんですが、今後どのような方針を持ってい

るのか教えてください。元に戻すのか、オンライン

を続けるのか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 お答えいたしま

す。

研修につきましては、コロナウイルス感染症の拡

大防止の観点からオンラインのほうを実施したとこ

ろでございますけれども、今後につきましては状況

等を確認しながら、現場のほうとも意見交換しなが

ら、どの方法が一番よろしいのか検討してまいりた

いと考えております。

○小渡良太郎委員 こういう相談等々のことでなか

なか窓口まで行きづらいとか、窓口まで行って話す

のに抵抗があるというふうな声を聞くこともよくあ

ります。オンラインでできるものはオンラインでやっ

ていくということも非常に重要なのかなと考えてお

ります。特にコロナでオンラインがかなり進んでき

ているという部分もありますので、県民がより、例

えば相談しやすい、窓口に取っかかりやすい環境づ

くりという部分でもオンラインは有用だと思います

ので、ぜひ検討いただいてオンライン化を進めてい

ただきたいなと思います。

次に、主要施策の成果報告書から幾つか質疑させ
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ていただきます。成果報告書の35ページ、ペーパー

だと97ページになるのか。認可外保育施設への支援

に関して、執行率が77.7％という形になっているん

ですが、この理由を教えてください。

○前川早由利子育て支援課長 県におきましては、

待機児童の解消と認可外保育施設の質の向上に一体

的に取り組むために、認可外保育施設に対し様々な

支援を行っているところです。本待機児童対策特別

事業では、児童への給食費や健康診断費等の補助、

認可外保育施設の認可化促進に係る運営費や施設改

善に必要な費用の一部の補助を行っているところで

す。

当事業では、対象施設への入所児童が減少したこ

とや市町村の計画の変更によりまして保育施設の規

模を縮小したことなどにより、不用が生じていると

ころとなっております。

○小渡良太郎委員 令和２年度はコロナ初年度です

から、いろいろと動きもあったと思うんですけれど

も、この認可外保育施設への認可化移行支援事業に

関して、いつまでこの事業をやるのか教えてくださ

い。

○前川早由利子育て支援課長 認可化移行支援事業

におきましては、認可外保育施設が認可保育所等へ

の移行を促進するために運営費や施設改善に必要な

費用の一部を補助する事業となっておりまして、平

成24年度から令和３年４月１日時点で、これまでに

認可外保育施設90施設を認可化し、5551名の定員が

確保されたところでございます。令和２年度につき

ましては、運営費を４施設、施設改善費を１施設に

対し支援し、そのうち３施設、定員112名が認可化へ

移行したところです。今年度、令和３年度につきま

しては、２施設に対し運営費支援を行う予定として

おります。

課題としましては、認可外保育施設の認可化が進

んできているというところで、認可化移行が可能な

施設が少なくなっている現状がございます。

県としましては、指導監督基準の達成により認可

外保育施設における保育の質の確保向上に取り組ん

でまいりたいと考えております。

○小渡良太郎委員 他府県だと、待機児童解消のた

めに認可外の保育所を認可化に移行していくという

ものについて、いろいろと立ち止まって考えるべき

じゃないかという指摘等々も聞こえてきたりするん

ですが、県としてどのように考えているか教えてく

ださい。

○前川早由利子育て支援課長 認可化移行可能な施

設がなくなっている現状の中で、認可外保育施設の

保育の質の向上を目指すには、指導監督基準を達成

してもらって、運営費の支援等にも寄与する幼児教

育・保育の無償化の対象施設となることを、県とし

ては今後、強化していきたいと思っております。し

かしながら、まだ認可外保育施設の中で認可保育施

設の移行を目指している施設があるということも実

情、少数ではありますけれども、市町村から聞いて

おりますので、まず一段階のステップとしまして指

導監督基準を達成していただき、それよりまたラン

クが引上げ可能というところであれば認可化を、県

としてはできるだけ応援していきたいと考えており

ます。

○小渡良太郎委員 保育所の安定運営のために認可

化を目指すという方々がいるのは知っています。た

だ、認可園を増やし過ぎて、例えば少子化に転じた

ときに子供の確保ができない等々の問題も、他府県

ではよく聞かれるように最近なってきています。こ

の点についてお聞きしたいんですが、改めて県の見

解を教えてください。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 待機児童解消に

向けての受皿整備につきましては、新規の保育所の

新設をはじめ、今取り上げていただいています認可

外保育所の認可化を含め、様々な形で取り組んでき

たところです。これにつきましては、この事業自体

が、通常の国庫補助事業がある中で沖縄県の特殊性、

認可外保育施設が非常に他県に比べて多かったこと

ですとか、あと段階を踏まえて認可化に持っていく

必要があるというところで、この事業を一括交付金

事業として設定をして、この間とても成果を上げて

きたところです。

今後につきましては、認可外保育施設、先ほど課

題でも申し上げましたけれども、認可化が進んでき

た中で今後どうやっていくかにつきまして、保育の

実施主体である市町村、県がそういう支援をしてい

くのやはり市町村の子ども・子育て支援事業計画を

見て、その事業計画の実施を支援していくという立

場を取っておりますので、市町村と意見交換をしな

がら考えていきたいと思います。

○小渡良太郎委員 保育の全体的なバランスを統括

していくのも県の仕事だと思います。他府県でちょ

いちょい聞かれるような、行き過ぎた認可化による

将来の負担という部分もぜひ勘案して進めていただ

きたいなと思います。

次に38ページ、待機児童解消支援基金に関してい

ろいろと説明が書かれて、課題もあるんですけれど

も、令和３年度で待機児童ゼロという形の話も、先

日、一般質問で取り上げさせていただきました。こ
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れについて、今後の方向性を教えてください。

○前川早由利子育て支援課長 待機児童解消支援基

金は、待機児童の解消を目的に平成25年度に設置さ

れて以降、市町村が行う保育所等の施設整備に対す

る財政支援のほか、令和２年度及び令和３年度にお

いては、保育士確保に資する補助、単独事業等への

財政負担の軽減を図るなど、待機児童の解消に対す

る市町村の取組に大きな効果を上げてきているとこ

ろで、令和３年４月１日時点の待機児童数は大幅に

減少したところでございます。

県としましては、今後は年度途中の入所申込みな

ども含め、子育て世帯の多様な保育ニーズに対応す

るため、一括交付金や各省庁補助金等を最大限に活

用し、効果的な事業が実施できるよう、引き続き市

町村や関係団体と連携を強化してまいりたいと考え

ております。

○小渡良太郎委員 この基金の取扱いについては、

今後どうなっていきますか。

○前川早由利子育て支援課長 本年度、待機児童解

消というところで、県としましては総力を挙げて取

り組んでいるところでございます。現状としまして

も、令和元年度以降のコロナウイルス感染症の拡大

防止対策や様々な経済対策を行うに伴い、県の財政

支出の状況も厳しい状況にあると認識しております。

県としましては、やはり今年度の待機児童解消に

焦点を置いて、引き続き活用できる一括交付金や各

省の補助金等を最大限活用するというところにシフ

トしながら取り組んでいきたいと考えております。

○小渡良太郎委員 分かりました。令和２年度の決

算なので、これぐらいにしておきます。

次、105ページ。保育所、保育士の確保離職防止の

支援等で①から④まで多様な形で事業展開している

と思うんですが、全体としての実績と、あと目標値

等々もあると思いますので、目標値の比較も教えて

ください。

○前川早由利子育て支援課長 県では保育士を確保

するため、これまで修学資金の貸付けや潜在保育士

の復職支援を行うとともに、県独自の施策としまし

て、保育士の正規雇用化や年休取得、休憩取得及び

産休取得の支援など様々な事業を実施してまいりま

した。これらの取組により、保育従事者数は令和３年

４月１日時点で１万1354人となっており、平成27年

度から過去６年間で4394人の保育士が確保されたと

ころでございます。

今後の目標ですけれども、令和３年度末の待機児

童解消に必要な保育士数は１万1869人と見込んでお

りまして、令和３年度４月１日時点で１万1354人が

保育に従事していることから、令和３年度末までに

残り515人の確保が必要でございます。引き続き市町

村と連携しまして、保育士確保に努めてまいりたい

と考えております。

○小渡良太郎委員 先ほどの認可外支援、そして待

機児童解消基金の中でも、課題点として保育士の確

保が喫緊の課題だという形で書かれております。平

成26年からスタートしている、27年からスタートし

いてる部分もあるんですが、しっかり確保をしてい

くと。一番は離職の防止ですね。確保してもすぐ抜

けるというようではなかなか継続が厳しいという部

分もありますので、離職防止という部分についても、

いま一度しっかりとこの現状を踏まえて、離職防止

に関してどう取り組んでいけばいいのかということ

が重要になると思うんですが、そこについてもう少

し詳しく教えてください。

○前川早由利子育て支援課長 全ての子供の健やか

な成長のためには、保育士がやりがいを持って働け

るよう、保育士の確保・定着に向けた処遇改善や労

働関係の改善、また潜在保育士の復職支援、認可外

保育施設を含めた幼児教育・保育の質の向上に取り

組む必要があると考えております。

具体的には、一括交付金を活用した年休・休憩取

得、またゼロ歳児クラスへの保育士の特別配置事業

や保育士・保育所総合支援センター事業、県独自の

取組である正規雇用化や産休・休憩取得等の国の補

助事業を活用し、保育士の確保に努めてまいりたい

と考えております。また、ＩＣＴ化の推進と活用の

推進等において、保育士の負担軽減に努めるととも

に、保育士が生涯魅力を感じながら働けるような職

場づくりについても強化していくべきであろうと考

えております。

○小渡良太郎委員 離職理由の調査とかは行ってい

ますか。

○前川早由利子育て支援課長 平成28年度のデータ

がございますけれども、離職の理由として一番大き

いのが、人間関係が悪いですとか、あと時間外勤務、

持ち帰り残業が負担であるとか、休みが取れない、

給与が安い、パワハラによるストレスなどが上位と

して挙げられているところでございます。

○小渡良太郎委員 国も働き方改革という話を進め

ている中で、離職の防止というのは、保育士だけじゃ

なくて、労働環境全体としても非常に重要な部分だ

と思います。こういった形で離職防止の事業を広く

展開をするのであれば、離職の理由をちゃんと明ら

かにして、それを一つ一つ潰していく、なくしてい

くということが職場環境の改善とか待遇改善にも直
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結していくと思うので、ぜひ28年度は少し前なので、

改めて調査等もしていただいて、今の実態がどうな

のかというのを把握することが離職防止のための施

策につながっていくと思いますから、今年度も含め

て今後ぜひ取り組んでいただきたいと思います。

次112ページ、多様な子育て支援に関して、課題の

部分で保護者の就労形態等に応じて増減があるみた

いなことがあるんですが、これを課題と挙げる理由

について教えてください。

○前川早由利子育て支援課長 多様な子育て支援に

つきましては、子ども・子育て支援法によりまして、

市町村が地域の実情に応じて策定する市町村子ども

・子育て支援事業計画に基づき実施しております。

その中には13事業、細事業がございまして、代表的

なもので言いますと延長保育や一時預かり保育、病

児保育事業等が挙げられます。放課後児童クラブの

運営費もこの事業から支出しておりまして、多様な

保育ニーズに対応するために地域の実情に応じ、そ

れぞれの市町村が実施しているところでございます。

特に病児保育等につきましては、具体例を挙げま

すと、保護者の今後の見込みが非常に見づらいとい

うことで、実施主体のほうについても何人が実際病

児として預かり保育を受けるのかというところが、

見込みが非常に難しいというところがございます。

延長保育につきましても同様でございます。一時預

かり保育につきましても、保護者の急な病気とか、

急な用事があるときに子供を預かるというような事

業ですので、非常に見込みが立てづらいというとこ

ろで、積算が大きくなりまして不用額も大きくなる

というのが例年の課題となっているところでござい

ます。

○小渡良太郎委員 今例年の課題とおっしゃったん

ですけれども、説明あったように病児保育、また一

時預かり、放課後児童の支援等々、これは時と場合

によって利用者が増えたり減ったりする部分になる

と思います。でも、子育ての安心・安全を担保する

非常に重要な部分ですので、こういったところを課

題にするんではなくて、しっかりと枠として確保す

るんだと。今年は、例えばコロナとかいろんな理由

で利用者が減ったんだけど、それでも必要だからこ

の分は確保するという形で、もっと自信持って取り

組んでいただきたいなと課題を見て少し思いました

ので、ちょっと質疑をさせていただきました。ぜひ

しっかりと枠を確保して、人が来ても足りないとい

うことにならないように取り組んでいただきたいと

思います。

134ページ、安全なまちづくりの推進に関して、事

業内容等々見させていただいたんですが、さきの代

表質問だったか忘れたんですけれども、街路の除草

の話が出てきたと思います。観光立県だからという

名目で除草の話がされていたと思うんですが、私自

身としては通学路の安心・安全とか、そういった部

分でもやはり除草が必要じゃないかと。見通しが悪

くなって、治安に影響が出てくるかもしれない。雑

草が繁茂することで、虫とかが出てきて公衆衛生に

も悪影響が出てくるかもしれない。そういうのがあ

るんであれば、子ども・女性等安全・安心見守り事

業の中で、通学路とか一般的に生活で使われる道路

の範囲で除草していくということも必要なのではな

いかなと思うんですが、当局の見解を教えてくださ

い。

○新垣雅寛消費・くらし安全課長 県では安全・安

心なまちづくりを実現するために、ちゅらさん運動

により様々な取組を実施しているというところでご

ざいます。現在当課が実施しておりますちゅらさん

運動では、小学生から高校生までを対象とした子供

たちによる地域の犯罪が起こりやすい危険な箇所や、

安全な場所が表示された安全マップを作成する地域

安全マップ事業でありますとか、あと学校の通学路

等において、地域住民や自治会が登下校時間帯に水

やりを通じて児童生徒や女性の見守り活動を行うフ

ラワーポット事業等を実施しているというところで

ございます。また、子供が犯罪被害に遭わないため

に子供が利用する学校や公園、あと保育所等の周辺

道路におきまして、公共施設の防犯安全点検を行い、

令和２年度は1524施設で実施しているところでござ

います。

それで、小渡委員御提案の治安上の観点からの地

域の人々の手を借りながら草刈りをする取組につき

ましては、委員おっしゃった現在道路管理者であり

ます土木建築部においては、道路景観を目的に地域

ボランティア団体と連携した雑草対策を実施してい

るというところを聞いておりますが、防犯対策上の

観点からの草刈り等につきましては、ちゅらさん運

動としてどのような取組ができるのかというところ

で、防犯対策は警察本部との連携が必要になってお

りますので、この委員の提案は警察本部にも一応情

報提供いたしまして、今後土木建築部、あと警察本

部と意見交換を交わして、どのような対応ができる

のかというところは今後の検討をさせていただきた

いなというところで考えております。

○小渡良太郎委員 ５年前に起きた米軍属の殺人事

件もあったと思います。私の住んでいる地域の周辺

だったので現場も見たんですが、雑草が相当繁茂し
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ていて、歩道で何か起きていても車道から見えない。

対向車線じゃなくて同じ車線からもなかなか見えづ

らい場所だったなというのを記憶しています。治安

上、やっぱり雑草の繁茂というのは悪影響を及ぼし

ますので、ぜひ前向きに検討していただきたいなと

思います。

最後、一番最後の部分です。国際相談・支援体制

の強化のところで、141ページ、ハーグ条約に基づく

親権問題、これ以前も取り上げたんですが、岸田総

理になった直後に、日本は共同親権の概念を認識し

てないという形で連邦議会で公聴会が行われていま

す。新法案の準備も必要じゃないかという話も出て

いるんですが、そういう動きが出てきたら、県民に

どれだけそういう対象になる可能性がある人がいる

のかということを事前に調査をしておかないと、外

交の問題ではあるんですが、沖縄県民を守るという

観点からはやはり実態を把握するということが重要

だと思うんですけれども、これについて見解を教え

てください。取組と見解です。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 御質問の事業

につきましては、うちのほうでは国際相談という形

で、これにつきましては平成31年４月に北谷町で発

生した在沖米海兵隊員による女性殺害事件を受けま

して、令和２年度から新規事業としてやっておりま

す。これにつきましても特化した対象が、在沖米軍

あるいは軍属の方を相手方とする相談ということで

特化していまして、ハーグ条約、国際結婚というこ

とで関連も出てきます。ハーグ条約につきましては、

正式名称のほうが国際的な子の奪取の民事上の側面

に関する条約ということで、国際結婚された際に離

婚の後の子供の引取りの問題となります。

実態につきましては、我々事業の関連ということ

で厚生労働省のほうの人口動態統計によりますと、

令和元年度、日本全体で国際結婚のほうが２万件、

本県では354件国際結婚があると。また一方、国際離

婚された方は全国で１万647件、本県では132件ある

と。それから本県の特徴的なものとしては、国際結

婚、離婚いずれの場合においても、本県においては

妻が日本人で夫が外国人である割合が高いという特

徴があるということで、その辺を見ています。

具体的にこの相談の対象となる方についてはつか

みかねる部分があるんですが、関係するそういう統

計資料等を見ながら、対象者の把握に努めたいと思っ

ております。

○小渡良太郎委員 国際的な家庭問題の相談窓口と

いう形でうたっていますので、ぜひ国際的な家庭問

題にもなりますから、実態を把握してどういった対

応するかと。沖縄県民、もしかしたら沖縄の子供が

そういった対象になる可能性もありますので、ぜひ

まずは実態把握をお願いしたいと思います。

以上で、質疑を終わります。

○末松文信委員長 ありがとうございます。

新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員 よろしくお願いします。

まず75ページなんですけれども、民生委員さん。

県内各地でちょっと充足してないんじゃないかとい

う話を聞いたことがあるんですけれども、この現状

についてちょっとお伺いさせていただきます。

○久貝仁福祉政策課長 本県の民生委員の充足率、

那覇市も含みますけれども、令和３年９月１日時点

で82.2％となっており、特に都市部で充足率が低い

傾向にあります。

○新垣淑豊委員 82.2％ということで、若干低めな

のかなという感じがしますが、この民生委員の充足

に向けて県はどのような対応されてるのか教えてく

ださい。

○久貝仁福祉政策課長 充足率の向上に向けて、県

では新たな担い手の確保を図るため、周知活動とし

て県広報誌や広報番組、うまんちゅひろば等を活用

した民生委員活動の周知を行っています。また、民

生委員に対する研修の実施や、民生委員が活動しや

すい環境をつくるための具体的な取組を紹介したハ

ンドブックを作成し、法定研修で活用するなど、民

生委員の活動環境の改善に取り組んでいます。その

ほかにも市町村担当者会議において、充足率の高い

市町村、100％が８つほどありますけれども、そういっ

た担い手の確保の取組を紹介などしております。

そのほか、来年度民生委員の一斉改選が行われま

す。今年度は市町村を訪問して民生委員の定数や充

足率向上に向けた取組について意見交換を行う予定

となっております。

○新垣淑豊委員 民生委員さん、年齢層は結構高め

だと思うんですけれども、この辺り、例えば年齢的

な構成が今どうなってるのか分かれば教えてくださ

い。

○久貝仁福祉政策課長 具体的な数字の統計は取っ

ておりませんけれども、恐らく60歳以降になるのか

なと思います。

○新垣淑豊委員 確かにちょっと私の地域でももう

70代に差しかかる方とか、そういった方々が非常に

多いんですね。私も自治会活動をやっていますけれ

ども、なかなか自治会の参加も少ない。そこから先

の民生委員とかの活動も少ないというところもある

ので、これは市町村との話にもなってくると思いま
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すけれども、またぜひ、これはちょっと私の要望な

んですけれども、前にもお話ししたかな、行政職員

がなかなか地域活動に参加しないというようなお話

も伺っておりますので、この辺りしっかり行政職の

方々も地域活動に参加をしていただきたいなという

ふうに思っておりますけれども、庁内でのそういっ

た活動の働きかけというのはどうやっているんで

しょうか。

○久貝仁福祉政策課長 行政ということで定年退職

をされた方々には、そういった民生委員の活動への

周知を毎年お願いしているところです。今要望は若

い世代に向けてのアプローチかと思いますけれども、

自治会から青年会の働きかけとか、こういった直接

勧誘することでやっているところもたくさんありま

す。先ほど充足率の高い市町村の例ということで、

読谷村などはやっぱり行政、社協、民児協が一体と

なって定期的な勉強会を開催して担い手確保に取り

組んでいる。こういった取組なども紹介しながら、

市町村の取組を強化していきたいというふうに思い

ます。

○新垣淑豊委員 そうなんです、どちらかというと

僕は行政職員の方々にもしっかり参加していただき

たいと。私那覇市の中でも、自治会に参加していま

すかというようなことをアンケート取ってくれとい

うことも言ったことがあるんですね。ぜひこういっ

た職員の地域活動への参画の意識をつけるためにも

職員へのアンケートが必要だと思いますけれども、

この辺りやったことはありますか。

○久貝仁福祉政策課長 県庁サイドでそういうアン

ケートは取っておりません。

○新垣淑豊委員 これはぜひ取っていただきたい。

どうですか、部長。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 ありがとうござ

います。

先ほど担当課長から話がありましたように、退職

の際の説明会にちょっと一枠をもらって民生委員の

勧誘をしてみたり、いろいろ県職員のそういった参

画も働きかけてはいるところですけれども、議員御

提案の調査、そして働きかけにつきましては関係部

局とも少し意見交換をさせていただきたいと思いま

す。

○新垣淑豊委員 これは提案ということで、ぜひ受

け取っていただきたいと思っております。よろしく

お願いします。

あとは78ページです。広域相談員を３人配置した

というふうになっておりますけれども、この相談数

がどれぐらい増えたのか教えてください。

○宮里健障害福祉課長 広域相談専門員の業務は、

障害を理由とする差別等に関する相談対応のほか、

市町村相談員への技術的助言、それから研修の実施、

それから差別等に関する相談事例の調査研究、ある

いは障害者理解に関する出前講座の実施等様々な取

組を行っております。これらの実施により市町村と

連携した相談体制が整備され、県民の障害者理解が

深まるものと考えております。

相談数でございますが、県と市町村を合計した相

談者数につきましては、直近の５年間で言いますと、

平成28年が91人、29年が93人、30年が104人、元年が

144人と増加傾向にございました。ただ、令和２年度

につきましてはコロナ等の影響もあるかと思います

が、85名というふうに減少している状況となってご

ざいます。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。

やっぱりこういった障害を持った方々の差別等々

がなくなるというのは、一般の方々が暮らしやすい

社会にもなると思います。いずれ私も年を取ります

と何かしら体に不都合が出る可能性もありますので、

いずれ行く道ということで、ぜひこの辺りしっかり

やっていただきたいということで、これは要望でお

願いいたします。

続きまして、91ページと92ページ、そして114ペー

ジ、ちょっと関連するんですけれども、県立学校と

か小中学校を活用しての放課後児童クラブ、要は建

物のその活用ということについてちょっとお伺いし

たいんですけれども、この点、県内どれぐらいある

のか把握されていますでしょうか。

○仲村卓之子ども未来政策課長 お答えいたします。

県立高校からお答えしますけれども、県立高校の

居場所に関しましては、不登校傾向や中途退学が懸

念される生徒が多い県立高校内に居場所を設置して、

専門的スキルを持つ支援員２名を常駐配置し、教職

員と共同で就学継続に向けた支援を実施しておりま

す。平成28年度に事業を開始して以降、県立高校内

居場所の設置拡充を図り、令和３年度の設置校は10校

となっております。また、子供の貧困緊急対策事業

を活用した小中学校の施設を活用した居場所を設置

しているのは、全県で小学校５校、中学校１校の計

６校となっております。

以上です。

○新垣淑豊委員 これは私が那覇市のときにちょっ

と提案したんですけれども、やはり小学校の教室、

放課後は使わなくなるわけですよ。そういったとこ

ろの活用というものをしっかりとやっていただきた

い。これは公共資産のうまい活用になると思ってお
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りますので、加えてやっぱり移動がなくなるんです

よね。移動することでその間の何かしらの事故とか、

そういったものにも関わると思いますので、この辺

り、要は学校施設の活用という面について県はどの

ように考えていますか。

○前川早由利子育て支援課長 令和２年度の放課後

児童クラブ数は県内で合計532か所となっておりまし

て、そのうち学校施設を活用したクラブは73か所と

なっております。

○新垣淑豊委員 この73か所というのは、県として

は多いと感じていますか、少ないと感じていますか。

○前川早由利子育て支援課長 全国と比較しまして、

全国では約54％のクラブが学校施設を活用しており

ますが、沖縄県では約14％にとどまっており、そこ

が課題であるということで現在取組を進めていると

ころでございます。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。

全国だと半数以上が学校施設内を使っているとい

うことであれば、やはりこれは県としてもしっかり

やっていただきたい。なぜかというと、やはり施設

を借りるということで言うと経済活動にもつながる

かもしれませんけれども、先ほど言ったように移動

の安全であったりとか、やはり放課後、正直学校施

設、あれだけ広いところをちょっと無駄にしている

ような感じがするもんですから、ぜひそこをちょっ

と取り組んでいただきたいなというふうに思います。

よろしくお願いします。

95ページ、この基金の件なんですけれども、課題

のほうに原則新規事業が対象となるというふうにあ

るんですけれども、この事業に関して、例えば効果

があるものについては継続されてるのかというのを

教えてください。

○仲村卓之子ども未来政策課長 お答えします。

新規事業を展開する必要があるというのは、企業

版ふるさと納税制度を活用した寄附金により基金に

積み立てられた財源分については、制度上そういう

着手済みの事業に充てられず新規事業を展開する必

要があるということで記載しております。

この基金で行っている事業というのは、ふるさと

納税制度のお金だけではなく、県が一般財源で積み

立てた分というのがございますので、そちらの事業

につきましては、この基金は６年間の基金というこ

とで、今年が最終年度となっております。次年度以

降につきましては、これまでの成果も踏まえて、事

業継続についても県庁内で検討しているところでご

ざいます。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。

効果があるものについては継続されているという

ことですけれども、今最終年度という話ですけど、

来年の予定はどのようになっているんでしょうか。

○仲村卓之子ども未来政策課長 現在国に対して交

付金制度の要望ですとか、いろいろ要望していると

ころですので、次年度以降、この基金で実施してい

る事業についてどのように継続していくかというこ

とについては、その辺の国の予算措置等も勘案しな

がら、継続について検討しているところでございま

す。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。

ぜひこれは継続していただきたいなと思います。

よろしくお願いします。その実現、お願いしますね。

続きまして115ページ、子ども・若者育成支援とい

うところで、今回、県が子ども・若者育成支援でど

れぐらいの人数が県内にいるというふうに把握され

ているのかというのを教えてください。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 沖縄県子ども

・若者相談支援センターｓｏｒａｅにつきましては、

相談内容については、ニート、ひきこもり、不登校

など社会生活を営む上で困難を有する子ども・若者

支援ということで、幅広くやっております。直接的

悩みの多くについては、複合的に存在することが多

いことから、具体にこの相談の対象というのはなか

なか把握が困難なんですが、相談が多いものについ

て、労働力調査によりますと、15歳から34歳までの

人口に占める、いわゆるニートと呼ばれる若年の無

業者については、令和２年度で県内に約１万3000人

と推計されているという情報があります。

それから、過去に保健医療部が行った推計により

ますと、県内の15歳から39歳までのひきこもり者数

は約6800人という数字がございます。

あと、教育庁のほうでの不登校の児童生徒数の状

況ですとか、その辺の対象となり得る数字について

注視しながら、相談の体制を整えているという状況

です。

○新垣淑豊委員 このｓｏｒａｅさん、どういう支

援体制を取っているんでしょうか。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 相談業務につ

いては常勤の相談員が、時期によって違いますけれ

ども、大体４名から５名、それから非常勤の相談員

が２名から３名体制で令和２年度は実施しておりま

す。

○新垣淑豊委員 今４名から５名、２名から３名と

ありますけど、例えばどういった職種の方が関わっ

ていますか。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 専門職として
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社会福祉士の資格を持った方ですとか、必要に応じ

て心理的な専門職ですとか、そういう事務職以外の

必要な専門の資格を持った方を中心に体制を整えて

おります。

○新垣淑豊委員 このｓｏｒａｅさんの事業の最終

的な目的というのは、どういうところを考えていらっ

しゃいますか。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 相談内容につ

きましては相談者の望むところで、例えばニートで

―相談者については結構本人よりも親御さんのほう

が心配して相談しているというのがあるんですけど、

そういうニートにつきましては、就業につながるよ

うな職業紹介機会のものですとか、就業トレーニン

グを御案内したりとか、あるいは不登校の相談につ

いては学校のほうと連携して不登校の状態が解消で

きるような、心の悩み相談で寄り添ったりですとか、

そういう形で今抱えている問題の解消につながるよ

うなものについて支援、相談を受けるというのが目

的でやっております。

○新垣淑豊委員 就業等トレーニングという話です

けれども、そういったところへ移行したのはどれぐ

らいいらっしゃるんですか。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 相談者につい

ては、新規であったり継続でやっていたりとかある

んですけど、具体的に就業に何件結びついたとかい

うのは、すみません、資料としてちょっと持ち合わ

せておりません。

○新垣淑豊委員 では、資料をまとめていただいて、

後で頂きたいのでよろしくお願いします。

やはり最終的には自立するというところになると

思いますので、そこには就業が欠かせないというふ

うに思っています。よろしくお願いします。

続きまして116ページ、児童虐待についてですけど、

どれぐらいの方が県で把握されているのか教えてく

ださい。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 本県の令和

２年度の児童虐待相談対応件数については、速報値

で1835件、対前年度比228件の増、14.2％増の状況に

なっております。

○新垣淑豊委員 その理由を教えていただけますか。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 近年の相談対

応件数の増につきましては、心理的虐待、面前ＤＶ

―子供がそこにいた場合に心の傷を負うという面前

ＤＶの増が主な要因となっております。また、相談

経路としては警察からの通告が大きく増加していま

して、これはＤＶの際に警察が駆けつけたときに、

子供がそこにいた場合に児童相談所に通告するとい

う体制が整備されてきているというのが影響してい

ると考えております。

○新垣淑豊委員 警察からということで増えている

ということであれば、一般通報というのはどれぐら

いの件数になるんでしょうか。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 通報件数

1835件のうち、警察からの通報が77.5％を占めてお

りますが、それ以外の一般、いろいろありますので

ちょっと細かくなりますが、家族からの通報が全体

の2.9％、親戚からが0.8％、近隣・知人が4.0％、児

童本人が0.7％、これらが一般通報という形になるか

と思われます。

○新垣淑豊委員 そういった虐待があって実際に虐

待通報があって、それで保護をされて、その結果、

特に何もなかったということで戻った子供たちはど

れぐらいいらっしゃるんですか。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 具体のその後

の処理の統計については、手持ちで持っておりませ

ん。

○新垣淑豊委員 なぜかというと、やはり我々のと

ころにも相談があるんですね、たまに。もちろん親

としては虐待していないと。だけれども、児相に保

護されちゃったというようなケースもあって、その

内容とかがどういう調査をされているのか分かりづ

らいというのと、あと期間が結構長いというところ

もあって、子供と離れている心理的負担があったり

するということもあるものですから、具体的に、も

ちろん調査もとても大事なんですけれども、やはり

しっかりと早めの調査をしていただいて、お返しし

ていただく。そういったしっかり人員体制を取って

いただきたいなという要望がありましたので、お伝

えをさせていただきたいと思います。

そして127ページです。離島の介護関係の資格者と

かの支援というのはどういうふうになっているのか

ちょっと教えてください。

○屋我はづき高齢者福祉介護課長 お答えします。

県では、介護サービスに携わる人材に対し各種研

修を実施することにより、資質や専門性の向上を図っ

ております。離島における介護人材の資格取得に関

する支援としましては、介護支援専門員、ケアマネー

ジャーですね。こちらの養成を行う介護支援専門員

資質向上事業において、令和２年度から研修のオン

ライン化に取り組むことにより、受講者の移動に要

する時間や渡航費などの負担軽減を図っております。

そのほかに、主要の事業ということではないんで

すが、島しょ地域介護人材確保対策事業において、

小規模離島の介護事業者等が行う初任者研修等の開
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催に係る経費の補助でありますとか、人材確保の厳

しい介護支援専門員や訪問介護事業所従事者の各種

研修受講に係る旅費の補助により、離島における介

護人材の資格取得を支援しているところであります。

○新垣淑豊委員 ただ、もともと人口が少ない地域

であれば、なかなかそういった人材確保というのが

難しいと思うんですけれども、この辺り例えば県内

で本島の法人であったりとか、そういったところと

協定を結んでいる地域とかってあるんでしょうか。

例えば本島で事業をやっているところが離島で、特

に小規模離島ですね。そういったところでの事業を

やっているところというのはあるんですか。

○屋我はづき高齢者福祉介護課長 大きな事業所は

離島の事業所も営んでいるということはあると思う

んですが、すみません、協定というようなところは

ちょっと把握していないです。

○新垣淑豊委員 もちろん事業所が小規模離島で

やっていただくというのは非常に人材効率の面でも

いいんですけれども、やはり単独の事業所がありま

すので、そういった地域、本島の事業所との橋渡し

をしてあげるというのも必要ではないかというふう

に思っておりますけど、その点、いかが考えていま

すか。

○屋我はづき高齢者福祉介護課長 お答えします。

協定とかいう形というのは今見えないではありま

すが、介護事業所との意見交換などを踏まえ、もと

もと全体的に介護人材が不足しているというところ

でありますので、事業所等の意見交換もしながら今

後また検討していきたいと思います。

○新垣淑豊委員 またこれも後日、意見交換させて

ください。

129ページですけど、特養の件ですね。特養が各地

域で要望されていることが多いと思うんですけど、

何でこんなに執行率が低いんですか。

○屋我はづき高齢者福祉介護課長 お答えします。

特別養護老人ホームや認知症高齢者グループホー

ム等の整備については、市町村において必要なサー

ビス料等を見込んだ市町村介護保険事業計画を踏ま

えて、沖縄県高齢者保健福祉計画に基づき、市町村

と連携して計画的に取り組んでいるところです。

令和２年度における特別養護老人ホーム等の老人

福祉施設の整備に係る介護基盤整備等基金事業の最

終予算額が13億6619万2000円となりまして、執行率

が今20.8％とということになっております。執行率

が低い理由としましては、不用額としまして６億

278万2000円、また、翌年度繰越しが４億7936万円生

じたということが主な原因になっております。

特別養護老人ホームの整備につきましては、令和

２年度の当初計画で事業内容に記載のあります地域

密着型特別養護老人ホーム４施設を新たに整備する

計画でありましたが、このうち名護市、那覇市の２施

設につきまして、令和２年度中に整備に着手したも

のの年度内に工事が完了せずに翌年度繰越しとなっ

ております。また、糸満市の１施設につきまして、

選定事業者において関係機関との開発許可申請に係

る調整に時間を要したことにより、令和２年度の着

手に間に合わず、整備計画を令和３年度に実施する

ことに見直したために不用となっておりますが、こ

の施設は令和３年度で改めて予算を計上しまして、

現在着工しているという状況です。また、那覇市の

１施設につきまして、建設費用などの高騰による安

定的な運営への懸念等の理由から、事業者が辞退し

たということにより不用が生じたものとなっており

ます。

特別養護老人ホームへの入所の必要性が高い入所

申込者は、令和２年10月末で772人となっておりまし

て、県では高齢者保健福祉計画に基づき、令和３年

度から５年度までに、広域とか地域密着型の老人ホー

ム等の整備をするということで、合計1289床の定員

を図る計画となっておりますので、計画に基づいて

入所待機の解消に寄与するような形で今後市町村と

連携して取り組んでまいりたいと考えております。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。

ぜひ拡充をよろしくお願いします。

あと131ページですけど、県内の認知症患者は今ど

れぐらいいらっしゃるんでしょうか。

○屋我はづき高齢者福祉介護課長 お答えします。

県内の65歳以上の認知症高齢者数は、平成30年度

は５万2392人、令和元年度は５万3410人、令和２年

度は５万1539人となっておりまして、おおむね５万

人台で推移しております。

また、このうち何らかの支援が必要な方というの

は、令和３年度に４万1141人、令和元年度が４万

1797人、令和２年度は４万84人となっており、こち

らも４万人台での推移という形になっております。

○新垣淑豊委員 この医療センターの利用というの

はどれぐらいあるものなんでしょうか。

○屋我はづき高齢者福祉介護課長 お答えします。

県では、認知症の鑑別診断や専門医療相談等を行

う認知症疾患医療センターを県内で６医療機関を指

定して運営を委託しておりますが、センターの利用

件数というものにつきまして、平成30年度は２万

7089件、令和元年度は３万1679件、令和２年度は３万

1961件と増加しているという形になっております。
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○新垣淑豊委員 結構いらっしゃるんですね。私も

ひょっとしたら将来なる可能性もありますので、今

のうちに拡充しておいていただけたら助かるなと思

います。

最後ですけど、141ページです。この事業、米軍に

対しての調査をどのように行っているのかというの

を教えていただけますか。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 この事業につ

きましては、中のほうで２つ細事業を組んでいまし

て、ネットワーク構築調査事業と相談支援モデル事

業があります。今の調査ということでは、一つはネッ

トワーク構築調査事業をやっていまして、こちらは

基礎調査やヒアリングを通しまして、米軍のほうの

支援機関で、米軍人、軍属の方の支援の相談機関と

か、制度がどういったものがあるのかというのを把

握しながら、米軍と県内関係機関との連携体制の構

築に向けた取組を実施しているところで、それらの

ヒアリングですとか文献調査を行っております。

○新垣淑豊委員 米軍とは協力体制がうまくできて

いるのでしょうか。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 これにつきま

しては、今それぞれやっている取組内容のヒアリン

グを通してそういう連携関係の構築をやっていこう

ということで、コミュニケーションを取っていって

いるという段階です。

○新垣淑豊委員 この相談員とか調査員の育成とい

うのはどのようにやっているんですか。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 調査事業につ

きましての調査に当たる方につきましては、民間事

業者の委託で実施しておりますが、その事業者の方

につきましては、過去に在外の日本大使館ですとか

米軍関連の職場経験者という方がいらっしゃいまし

て、そういう一定程度、前提となる知識がある方が

その調査事業の実施に当たっております。

育成につきましては、相談支援のほうの相談員の

育成についてだと理解しますが、これにつきまして

は今現在、実際のアドバイザーのほうから助言を受

けながら相談業務に当たっておりますけど、そうい

う支援を受けながらノウハウを身につけて、実務の

中で経験を積んでいくという形で育成をしておりま

す。

○新垣淑豊委員 取組体制はどういうふうになって

いるんですか。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 相談事業につ

きましては、専門のアドバイザーが１名、それから

相談員が２名という３名体制でやっております。

○末松文信委員長 休憩いたします。

（休憩中に、新垣委員から質疑内容の補足説

明があった。）

○末松文信委員長 再開いたします。

山内昌満青少年・子ども家庭課長。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 国際福祉会の

ほうに委託事業として実施のお願いをしております。

○新垣淑豊委員 分かりました。ありがとうござい

ます。

○末松文信委員長 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 おはようございます。

成果表の中で何点か教えてください。66ページの

女性力推進事業費について、今回執行率が45.7％に

なっております。要因を教えてください。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 お答えいたしま

す。

女性力推進事業につきましては、令和２年度当初

の計画としまして、女性人材育成事業のてぃるる塾

のほかに、男性の家事育児参画促進を図るための普

及啓発講座ですとか、また育児休業中の男性を対象

としました交流座談会などを予定しておりましたけ

れども、新型コロナウイルス感染症の拡大状況を踏

まえまして、事業規模の縮小ですとか開催方法の変

更などを行ったことに伴い、不用が生じたものでご

ざいます。

○仲里全孝委員 今回てぃるる塾の開催に、第２期

生が22名修了したというふうにありますけれども、

当初予定されたのは何名ぐらいなんですか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 令和２年度は、

てぃるる塾につきましては20名程度を募集しており

まして、最大24名までというところを考えてござい

ました。第２期生22名が修了したというところが実

績となっております。

○仲里全孝委員 そうすれば、そんなに目標数値か

ら差はないと思うんですけれども、主な要因は何で

すか、不用額が大分出ているのは。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 この女性力推進

事業費は、事業がてぃるる塾―まずてぃるる塾につ

いて御説明いたしますけれども、本講座の講座回数

を８回予定しておりましたものを７回に縮小いたし

ました。また、出前講座につきまして宮古島のほう

で対面でやることを予定してございましたけれども、

こちらのほうをウェブ配信に変更いたしました。ま

た、ほかの事業といたしまして、一番下のほうにあ

ります男性の家事育児参画に関する啓発事業という

もの、こちらのほうも対面での開催を予定していた

んですけれども、こちらを中止いたしまして、人流

抑制を図りつつ普及啓発を図るというところで男性
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の家事育児啓発フォトコンテストを開催したという

ところで、当初予定しておりました委託料等を使用

しないで不用になったというところでございます。

○仲里全孝委員 ありがとうございます。

事業内容において、男性の家事育児参画に関する

啓発事業の実施、当初どういった事業を予定されて

いましたか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 普及啓発講座で

すとか、交流での座談会などを考えてございました。

○仲里全孝委員 その内容、中身を教えてもらえま

すか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 計画の段階なの

ではっきり固まってはいないんですけれども、育休

の参画を広めていこうというところで、例えば育休

をなさっている方々の交流の座談会ですとか、また、

男性の家事育児への参画、こちらのほうを普及啓発

していくような講座というところを考えていたとこ

ろでございます。

○仲里全孝委員 この事業内容を見ると、事業その

ものは私いい事業だと思うんですけれども、やはり

目標を立てるときに、細かいこと、例えば回数だと

か数値だとか、そういうふうにアンケート等とかを

取って実施したらいかがかなと思います。いかがで

しょうか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 御提案ありがと

うございます。参加された塾生の方々には、修了時

等にアンケートをお取りいたしまして、その中で出

ました意見等は次の講座、次の期のほうに生かして

いくように努めてまいりたいと考えております。

○仲里全孝委員 次、91ページの貧困緊急対策事業

について、何点か教えてください。執行率が86.8％、

ほとんど執行されておりますけれども、現在、沖縄

県で子供の相対的貧困率というのは何％になってい

ますか。

○仲村卓之子ども未来政策課長 相対的貧困率につ

きましては、平成27年度に調査した数字が最新となっ

ておりまして、29.9％でございます。

○仲里全孝委員 そのとき、27年度でよろしいです

ので、全国平均は何％ですか。

○仲村卓之子ども未来政策課長 平成27年度、全国

で16.3％でございます。

○仲里全孝委員 それからいうと、まだまだ改善状

況が十分とは言えないんではないかなと思うんです

けれども、その辺はどういうお考えなのかお聞かせ

ください。

○仲村卓之子ども未来政策課長 相対的貧困率とい

う数字が、現在マイナンバー法の施行等でちょっと

数字を捉えるのが難しくなってきていまして、県で

は毎年、沖縄県子ども調査というものをやっており

ます。これは平成27年度からやっていまして、小中

学生調査、高校生調査、未就学児調査という３種類

を３年おきにやって、現在６年間実施して、２回ず

つ行っています。

その県でやっている調査の中で、困窮世帯の割合

というものの数字を出していまして、それでいいま

すと平成27年度が、貧困率とたまたま同じ数字なん

ですけど29.9％、これは小中学生調査でございます。

小中学生調査、平成30年に同じ調査をやりましたが、

そのときは25％。それから高校生調査ですけれども、

平成28年度に29.3％、これが３年後の令和元年度に

は20.4％。それから平成29年度に未就学児調査をやっ

ていますが、23.3％、昨年令和２年度に同じく未就

学児調査をやっていまして、これは22％というふう

に各ライフステージごとに数字は改善しておりまし

て、一定の効果が出ているのかなというふうに考え

ております。

○仲里全孝委員 全体の県が定めている目標値とい

うのは何％を目指しているんですか。

○仲村卓之子ども未来政策課長 困窮世帯の割合に

つきましては、20％を目標値としておりました。

○仲里全孝委員 今、貧困問題に関しては沖縄県で

も深刻な問題となっておりますので、順次取り組ん

でいただけるようお願いします。

102ページの保育所等の整備についてなんですけれ

ども、今回予定されていた11施設が完了したとなっ

ておりますけれども、執行率が44.2％になっており

ます。その要因を教えてください。

○前川早由利子育て支援課長 11施設ありますが、

認定こども園施設整備事業は文科省から交付される

認定こども園施設整備交付金を活用して、認定こど

も園を構成する幼稚園部分を整備する事業となって

います。

不用の主な理由としましては、認定こども園３施

設が整備において年次計画の変更等があったことに

よりまして、5268万1000円の不用が生じているとこ

ろでございます。

○仲里全孝委員 当初予定していた認定こども園の

整備に対して、何施設を予定されていたんですか。

○前川早由利子育て支援課長 当初、11施設を予定

してございまして、そのうち３施設に変更が生じた

というところでございます。

○仲里全孝委員 この11施設なんですけれども、こ

れは各市町村から県のほうに申請されるわけですか。

○前川早由利子育て支援課長 そのとおりでござい
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ます。

○仲里全孝委員 それからすると、省庁が２つある

と。補助事業で分かれていて、事務手続が煩雑であ

ることから内示を受ける事業着手まで時間を要する

というふうな課題が上がっております。この国に対

しての事務負担の軽減というのは、どういう内容に

なっていますか。

○前川早由利子育て支援課長 認定こども園につき

ましては、整備費が文部科学省から幼稚園部分、保

育所部分については厚生労働省から補助が出ること

になっておりまして、それぞれ交付申請がございま

して、各省庁から交付決定を受ける。そして実績報

告をして確定をいただいて補助金の交付という流れ

が、それぞれ２本立てになっておりまして、そこが

市町村からは非常に課題であるので一本化もしくは

簡略化してほしいというような要望が上がっている

ところでございます。この点につきまして、県は国

に対して事務の簡素化について要望しているところ

でございます。

○仲里全孝委員 今回11施設を予定されていたんで

すけれども、実現は８施設ということなんですよね。

その残りの３施設が実施できなかったのは、やはり

事務の負担が、事務手続に時間がかかったというこ

とですか。

○前川早由利子育て支援課長 11施設は５市町村に

所在する11施設となっております。その中で、うる

ま市の３施設におきまして計画変更がございました。

出来高が解体工事や仮設園舎用地の調整でしたり、

設置法人の決定等に時間を要したために、出来高が

当初の計画よりも少なくなってしまったために次年

度持ち越しとなりまして、今年度完了に向けて工事

を継続しているところでございます。

○仲里全孝委員 要するに県と国との事務手続に時

間がかかったんですか。

○前川早由利子育て支援課長 主な要因としまして

は、工事の遅れによるものでございます。

○仲里全孝委員 分かりました。

次に、129ページの老人福祉施設の整備について教

えてください。先ほどもありましたけれども、執行

率20.8％、主な要因は特別養護老人ホーム４か所、

特別養護老人ホームに建設されるショートステイ用

の居室の２か所が事業を執行できなかったというこ

とがありましたけれども、主な要因を教えてくださ

い。

○屋我はづき高齢者福祉介護課長 お答えします。

先ほども少し概要を御説明しましたが、令和２年

度における老人福祉施設の整備に係る介護基盤整備

等基金事業、執行率20％ということですが、不用が

生じた主な理由としましては、不用のところでは大

きく４点ありまして、１つ目が事業規模の縮小や内

容変更による実績減というものが２件、これが3425万

4000円です。あと調整に時間を要して、令和３年度

の実施に変更になったというものが２件ありまして、

２億3968万円となっております。あと計画見直しに

より令和４年度以降となったものが１件、3528万円。

あと建設費用などの高騰による安定的な運営への懸

念とか、補助金を受けず自己資金で整備することと

した事業者さんなどがありまして、辞退に至ったも

のが４件で、２億9536万8000円となっております。

このほかの繰越しになったものが３件となっており

まして、こちらは新型コロナウイルス感染拡大防止

のための対応が生じたことで不測の時間を要したと

か、年度内に工事が完了せずに令和３年度へ繰越し

ということで、３件で４億7936万円となっておりま

す。

以上です。

○仲里全孝委員 特別養護老人ホームの施設、事業

主体は県ですか。

○屋我はづき高齢者福祉介護課長 お答えします。

こちらの事業主体は社会福祉法人等となっており

ます。

○仲里全孝委員 そうすれば、市町村等の補助率と

いうものがあると思うんですけれども、各市町村と

の補助率を教えてください。

○屋我はづき高齢者福祉介護課長 お答えします。

こちらは市町村の負担というのはありませんで、

県から市町村に定額の補助金を流して、市町村から

事業者のほうに補助をするという形になっておりま

す。

○末松文信委員長 休憩いたします。

（休憩中に、仲里委員から全て国の予算で事

業を執行するということか確認があり、高

齢者福祉介護課長から国が３分の２、県が

３分の１で積み立てた基金を活用して補助

で執行する形になっているとの説明があっ

た。）

○末松文信委員長 再開いたします。

仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 分かりました。ありがとうござい

ます。

○末松文信委員長 休憩いたします。

（休憩中に、高齢者福祉介護課長から答弁の

一部を訂正したいとの申出があった。）

○末松文信委員長 再開いたします。
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高齢者福祉介護課長から答弁訂正の申出がありま

すので、発言を許可します。

屋我はづき高齢者福祉介護課長。

○屋我はづき高齢者福祉介護課長 辞退した件数で

すけれども、４件で２億9536万8000円と申し上げま

したが、正しくは２億9356万8000円が正しいです。

訂正しておわびします。申し訳ありません。

○仲里全孝委員 ありがとうございます。

以上です。

○末松文信委員長 石原朝子委員。

○石原朝子委員 よろしくお願いいたします。

私は監査委員が出されています決算審査意見書の

78ページ、令和２年度の一般会計収入未済額のとこ

ろから質疑をしていきたいと思います。78ページで

すけれども、その中の児童福祉施設負担金2749万

1386円、そして心身障害者扶養共済事業費負担金、

未済額として1667万9020円、これの収入未済額となっ

た理由をお願いします。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 令和２年度の

児童福祉施設負担金に係る収入未済については、件

数が6204件に係る収入未済額となっております。理

由につきましては、この児童福祉施設負担金は児童

相談所等が児童福祉施設等へ児童の入所の措置を

行った場合に、法令に基づき入所に要する費用の一

部または全部を負担していただくという内容になっ

ております。

債務者におきまして、生活困窮ですとか虐待等様

々な生活背景を抱えている現状がありまして、措置

について納得いかない親御さんとかおりまして、納

付についての理解が得られないですとか、経済的な

理由によって納付が困難ということを背景として収

入未済となっているというのが理由となっておりま

す。

○石原朝子委員 心身障害者扶養共済事業費の負担

金についてはどのようになっていますか。

○宮里健障害福祉課長 心身障害者扶養共済事業負

担金につきましては2462件、滞納者72名分となって

おります。この収入未済となった理由でございます

けど、加入期間が長期にわたり加入者が高齢になっ

たこととか、やはり生活に困窮し納付が困難な加入

者等ということになってございます。

○石原朝子委員 未済額にならない前に、その取組

としてはどういった取組がなされましたでしょうか、

それぞれお答えお願いします。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 児童福祉施設

負担金につきましては、児童相談所、それから福祉

事務所におきまして、負担金の未収金マニュアルを

策定しておりまして、マニュアルに基づきまして保

護者に対して制度の十分な説明を行うこと、それか

ら未収金発生の未然防止につながるように理解を求

め、電話による督促ですとか、あと年に１回滞納整

理強化月間をそれぞれ設けることになっていまして、

その際に戸別訪問の実施による催告、あるいは口座

振替への推奨を行って、未収金の未然防止に取り組

んでいるところです。

○宮里健障害福祉課長 共済事業についても同じく

マニュアル等を作成して、債権について督促あるい

は催告を行います。それから新しく加入希望される

方についても本制度の趣旨というのを丁寧に説明し

て、口座振替等による納付を促したりとかしてござ

います。

○石原朝子委員 次に行きます。民生使用料の県立

厚生園使用料、そしてまた知的障害者援護施設使用

料の収入未済額について御説明をお願いいたします。

○屋我はづき高齢者福祉介護課長 お答えします。

県立厚生園使用料につきましては、平成21年４月

に民間移譲する以前に、沖縄県が運営していた特別

養護老人ホーム、沖縄県首里厚生園において、利用

者が負担する食費、施設サービス費のうち、本人や

身元引受人等の資力が乏しく、支払い困難な状況に

より未納となっている未収金が債権となっておりま

す。件数につきましては、平成12年度から平成15年

度間５人、延べ47件分の金額ということになってお

ります。

以上です。

○宮里健障害福祉課長 知的障害者援護施設使用料

134万9400円の件数と理由についてですけれども、件

数については31件、債務者は７名となっています。

理由ですが、やはり保護者の高齢化でありますとか

生活困窮ということが主な理由になってございます。

○石原朝子委員 高齢により未済が出ているという

ことなんですけれども、回収に当たって今働きかけ

はそれぞれなさっているんでしょうか。

○屋我はづき高齢者福祉介護課長 お答えします。

この県立厚生園使用料のほうにつきましては、既

に入所者御本人も亡くなっていらっしゃいまして、

扶養義務者の転居先不明とか、相続人が消息不明、

家族構成が確認できないというようなこともありま

して、調査のほうが難航しているという状況ではご

ざいますが、平成26年度には相続人の戸籍等調査で

所在を確認して、27年度に５人の方の扶養義務者に

通知を行うなど、その時効の援用について促すなど

やっているところなんですが、なかなかちょっと相

手方から申出が返ってこないとかという形でそのま
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まになっているというところでございますが、引き

続き状況調査を行いながら、相続人の調査を行いな

がら徴収努力を行っていくとともに、明らかに徴収

困難というようなことが判断されるケースにつきま

しては、沖縄県の債権管理条例に基づいて、未収金

の解消に向けて適切な事務処理を進めてまいりたい

と考えております。

○宮里健障害福祉課長 知的障害者援護施設使用料

につきましても、こういった督促、催告等を行って

債権の保全に努めるとともに、やはりそういった回

収が困難になった債権につきましては、こういった

適切な処理、不納欠損処理がありますとか債権の放

棄等、統一的なマニュアルがございますので、そう

いったことで適切に対応してまいりたいというふう

に考えております。

○石原朝子委員 ありがとうございます。

次に、雑入のほうでいきます。生活保護返還金で

すけれども、不納欠損額、収入未済額がありますけ

れども、その理由、それと件数ですね。

○大城清剛保護・援護課長 生活保護被保護世帯に

ついての返還金等で収入未済となった件数は、分割

納付分も含め5691件となっております。その理由に

つきましては、債務者が既に消費してしまい納付が

困難となったことによるものなどとなっております。

○石原朝子委員 以前、未収金の解消ということで、

重点取組があったと思うんですけれども、生活保護

返還金について返還金を発生させないための取組は

どういった取組をされましたでしょうか。

○大城清剛保護・援護課長 生活保護受給者に対し

まして、収入が見込まれた場合の申告義務や返還義

務を周知徹底するなど、債権発生の防止に取り組ん

でおります。

○石原朝子委員 続きまして、未収金を発生させな

いための取組はどういった取組をされましたでしょ

うか。

○大城清剛保護・援護課長 債権が発生して収入未

済になったものに関しては、生活保護返還金等の債

権管理マニュアルに基づきまして、令和３年度から

職員、債権管理適正化調査員が２名から５名に増員

されておりまして、これらの方々を活用しまして、

督促や文書、電話、訪問等による納入指導等の債権

管理をより徹底し、時効が完成した債権等について

は適切に不納欠損処理を行うなど、その縮減に努め

てまいります。また、分割納付等によって返還金等

の解消に努めているところであります。

○石原朝子委員 生活保護を支給されている方は、

各個別に相談員がついていて、その生活状況が見え

てくるわけですよね。そういった中から、そういっ

た返還金を発生させないような取組をされているわ

けですよね、実態調査等などを通して。

○大城清剛保護・援護課長 先ほど申しましたけれ

ども、収入があったらきちんと申告するということ

が大切でありまして、それを周知徹底するというこ

とを徹底しているというところであります。

○石原朝子委員 続きまして、児童扶養手当の返還

金についても同じように収入未済額が出た件数と理

由等を御説明お願いします。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 児童扶養手当

につきましては、68件に係る金額が収入未済となっ

ております。収入未済の理由としましては、経済的

余裕のない世帯が多いことや、過払いとなった手当

について既に消費しましたということで、一括返済

が困難であるためですとか、障害等のため就労がで

きない、収入がないということなどが理由となって

おります。

○石原朝子委員 先ほどと同じように、児童扶養手

当の返還金を発生させないための取組と未収金を発

生させないための取組はどのように行ってきました

か。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 未収金の発生

の原因が、これはひとり親家庭の給付なんですけど、

これにつきまして事実婚を開始した場合には、その

時点で早めに届けていただけなかったというのが原

因になっていたりですとか、やはり公的年金の受給

については調整規定で支給対象外になる場合があり

ますので、それはあらかじめ受給者のほうに広く周

知して、届出等の遅れがないように未収金発生の防

止に努めてまいります。

○石原朝子委員 この児童扶養手当のほうなんです

けれども、事実婚をして伏せて生活をしているとい

う実態が結構あるんですけれども、そういった調査

等は県のほうは市町村と連携をして実施されている

んでしょうか。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 定期的なもの

としては年に一度、所得の状況ですとか世帯の変動

を居住する市町村のほうに報告するということに

なっていますので、そちらのほうで市町村も実際の

居住実態とか、それの把握に努めてくださいという

ことで依頼をしております。

○石原朝子委員 今の事実確認に関しては、市町村

にお願いをしているということなんでしょうか。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 認定の際とか

で事実関係に疑義があるという場合に、市町村から

相談を受ける場合があります。その場合には県の職
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員のほうも同行して、あるいは県の職員だけで実際

その申請があった家庭のほうを訪問したりという

ケースもあります。

○石原朝子委員 このことに関しては、市町村も近

隣のほうから通告があった場合は調査しに行きます

けれども、やっぱり生活保護のケースワーカーみた

いに訪問しませんので、随時。やはりそこら辺は県

も市町村と何らかの確認作業をする努力をしたほう

がいいかと私は思っておりますけれども、いかがで

しょうか。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 疑義がある場

合の電話等の報告があった場合につきましては、県

のほうも対応して確認をしております。それから未

収金についても、いわゆる会計年度任用職員の専任

の職員をつけておりますので、そこの未収金の管理

と併せて実態の把握についても努めてまいります。

○石原朝子委員 分かりました。ぜひ県も市町村と

協力をして、やはり実態調査、確認はしていただき

たいと思います。

続きまして、令和２年度の不服申立て件数と処理

状況についてお答えお願いします。

○大城清剛保護・援護課長 まず生活保護に係る審

査請求の請求件数ですけれども、こちらは新規で37件

となっております。37件の主な内容は、保護の変更

に対してが23件、保護費の返還に対してが９件、保

護の開始または変更申請の却下に対して３件等と

なっております。また年度内に裁決を行ったものが、

前年度からの継続分も含め36件となっております。

○宮里健障害福祉課長 障害の申請についてですが、

障害福祉課におきましては、身体障害者手帳の交付

でありますとか、障害者介護給付費、それから障害

児通所給付費等に関する不服審査を所管してござい

ます。

令和２年度につきましては、身体障害者手帳の却

下決定処分に対する不服審査請求が２件、身体障害

者手帳の返還命令処分に対する不服審査請求が１件、

障害児通所給付費の却下処分についての審査請求が

１件の合計４件の請求が提出されておりまして、そ

の中で身体障害者手帳却下決定に対する請求１件に

ついては処理済みで、その他３件については審理中

となってございます。

以上です。

○石原朝子委員 先ほどの生活保護のほうは、処理

状況はどのようになっていますでしょうか。

○大城清剛保護・援護課長 令和２年度で裁決され

た36件のうち、認容が12件、棄却が20件、却下が４件

となっております。

○石原朝子委員 分かりました。

今回この不服申立ての状況を確認する質疑をした

理由は、障害の部分で、やはり職員が事務手続のミ

スにより該当する方の給付ができなくなった。その

受給権がなくなったり、やはり年齢に応じて次の制

度に移行していくわけですけれども、その空白期間

も本来であれば受給できる、該当するにもかかわら

ず、事務手続の遅れによってそういった損害を被っ

たケースの場合はどのような対応をされているんで

しょうか。

○宮里健障害福祉課長 私ども審査請求が上がって

きた場合に、当然対応するということになってござ

います。この制度上、上がってきた場合には、適切

な手続にのっとって審査して、最終的な審査請求に

対する決定を行っていくというふうに考えておりま

す。

○石原朝子委員 具体的な話をしますと、受給期限

を過ぎているにもかかわらず受給していた。金額を

頂いた。本来であれば期限は切れている。該当年齢

でないにもかかわらず受けて、その返還命令が来た。

その年齢に応じた次の制度を活用するに当たってそ

の申請期間が切れた。その分もらえなかったという

事例があるわけですけれども、そういった場合、や

はり明らかに担当職員、もちろん当事者も確認すべ

きだったと思いますけれども、なかなかそこら辺の

制度の詳しい状況というのは熟知されていないと思

うんですよね、保護者もその該当する方々も。そこ

ら辺、その職員のチェック体制、そして管理体制は

どのようにされているんでしょうか。やはり返還さ

れないといけない。そして返還はするけれども、申

請手続が遅れたために次の制度に移行できなかった

損失等、どのように県のほうとしては、職員の責任

はないんでしょうか。そこら辺をお聞かせ願います。

○宮里健障害福祉課長 審査請求が具体的に上がっ

てきた事案につきましては、今回そういった法令に

のっとって今審査中となってございます。それとは

別にこういった手当の職員の手続に関して、その辺

は今後そういったことがないように、組織の中でも

全体的に対応するようなことでありますとか、二重

のチェック体制をするとか、そういった再発防止策

に努めるというふうになっているところでございま

す。

○石原朝子委員 ぜひ対象の方々に損害を被らせる

ような、そういった働き方はやめてほしいなと思い

ますし、そのチェック体制を組織の中においても過

払い金が生じないように、そして返還金が生じない

ようなチェック体制をしっかりと整えていただきた



－160－

いなと思っております。よろしくお願いいたします。

続きまして、主な事業のほうになりますけれども、

新規事業であった高校中退者等キャリア形成支援モ

デル事業の事業効果ですね。令和２年度、この事業

は新規事業ということで主な事業としては今回載っ

ていませんけれども、なぜ新規事業であったにもか

かわらず今回載っていないわけですけれども、その

事業効果のほどをちょっと説明していただけますか。

○仲村卓之子ども未来政策課長 この事業は、支援

が行き届かずに社会生活において困難を抱えている

高校中退者等を対象に、子供の居場所や企業等と連

携し個々の状況に応じたきめ細かなキャリア形成支

援を行い、社会で自立できる人材を育て、貧困の連

鎖を断つことにつなげる取組をモデル的に行うこと。

また、そのモデル実証を通じて支援手法や課題を取

りまとめることを目的として実施しております。対

象者は高校中退者に限らず、中卒進路未決定者のほ

か、おおむね15から20歳の若年無業者などを対象に

しております。

具体的な事業内容としましては、３か月間の短期

集中プログラムＪＯＢキャンプというものを開催し

まして、昨年度は８名が参加しました。参加者アン

ケートを取っておりますけれども、プログラム前後

の比較や支援員による行動観察からは、生活リズム

の改善や自己理解や価値観の広がり、達成体験によ

る自己肯定感の高まり、コミュニケーション能力の

向上等の成長が見られ、就業意欲の向上につながっ

たと考えております。また、プログラム終了後、ア

ルバイト就労や進学に取り組むなど一定の成果を上

げております。

以上です。

○石原朝子委員 最後に、執行率はどのようになっ

ていますでしょうか。

○仲村卓之子ども未来政策課長 87.4％となってお

ります。

○石原朝子委員 分かりました。ありがとうござい

ました。

これで終わります。

○末松文信委員長 休憩いたします。

午後０時16分休憩

午後１時32分再開

○末松文信委員長 再開いたします。

高齢者福祉介護課長から答弁訂正の申出がありま

すので、発言を許可します。

屋我はづき高齢者福祉介護課長。

○屋我はづき高齢者福祉介護課長 申し訳ございま

せん。

午前中の新垣淑豊委員の県内の65歳以上の認知症

高齢者のうちの何らかの支援が必要な方についての

お答えのほうで、令和３年が４万1141人と答弁しま

したが、正しくは平成30年度は４万1141人の間違い

でございました。

もう一点、認知症疾患医療センターの利用者数に

つきまして、平成３年度は２万7089名と答弁いたし

ましたが、正しくは平成30年度は２万7089名の間違

いでございました。訂正しておわびしたいと思いま

す。申し訳ありません。

以上です。

○末松文信委員長 続きまして、青少年・子ども家

庭課長から答弁訂正の申出がありますので、発言を

許可します。

山内昌満青少年・子ども家庭課長。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 午前中の新垣

淑豊委員の主要施策、子ども・若者育成支援の御質

問に係る答弁の中で、若年無業者につきまして、労

働力調査によると令和２年度で約１万3000人と答弁

いたしましたが、これは歴年の令和２年で約１万

3000人の誤りですので、訂正させていただき、おわ

び申し上げます。

○末松文信委員長 それでは、質疑に移りたいと思

います。

比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 皆さんこんにちは。お疲れさまで

す。

では、早速質疑をさせていただきます。まず最初

に、コロナ禍で、昨日の監査等ではお聞きできない

ことなんですが、各部署部署でそれぞれの御苦労が

あったのではないかなと思います。コロナ禍におい

て、当初予算の組替えなどでこれまで経験したこと

のない年度であったのではないでしょうか。どのよ

うな点に苦慮され、工夫されたのかお聞きしたいと

思います。

○久貝仁福祉政策課長 子ども生活福祉部では、令

和２年度、コロナ禍において介護障害福祉施設、保

育所等への感染症対策、介護障害福祉施設への慰労

金支給、生活福祉資金の特例貸付けや、ひとり親家

庭への臨時給付金を行うなど、専決処分を含め10次

の予算補正を行い、約484億円の予算を確保しました。

コロナに伴って支援を要する人や福祉サービスの提

供を維持するため、これまでにない予算編成となり

ました。

工夫した取組についてですが、既決予算について

コロナ禍により中止、縮小した事業、例えば全国会

議や研修の旅費等に係る予算やその他の執行残を活
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用し、約8000万円を流用し別途コロナ対策に係る予

算を確保いたしました。また、ソフト交付金につい

て、コロナ感染症に対応し全庁的に事業の取替えを

行い、ひとり親家庭技能習得支援事業において、ひ

とり親家庭の雇用情勢の悪化に対応するため経営事

務講座の開催場所の増を実施したほか、子育て総合

支援モデル事業において、準要保護世帯の小中学生

向け学習支援教室へのオンライン学習の導入や、３密

を避けるため教室及び講師の数を増やすなど、コロ

ナ対策に取り組んできたところです。

○比嘉京子委員 ありがとうございます。

本当に多くの予算の組替え等がなされて、即ニー

ズに対応されたんだなということが多岐にわたって

いることがよく分かりました。ありがとうございま

す。

次に、主要施策の成果に関する報告から伺います。

96ページのほうです。低所得世帯の子供に対する学

習支援についてからお聞きしたいと思います。

１番目に、事業内容についてもう少し詳しく、対

象者や子供たちの様子などをお伺いしたいと思いま

す。

○仲村卓之子ども未来政策課長 当事業は、生活困

窮世帯の児童に対する学習支援を行う事業であり、

小中学生については町村が認定する就学援助を受給

する準要保護世帯の児童が、高校生については児童

扶養手当受給世帯、住民税非課税世帯、児童養護施

設等に入所している、または里親に委託されている

生徒がそれぞれ対象となっております。

中学３年生及び高校生については、成績が良好で

進学意欲の高い生徒に対して、受験勉強により特化

した学生支援が行えるよう、令和元年度から民間の

進学塾への通塾支援を行う進学チャレンジ支援事業

も実施しております。

小中学生の教室では、学年の異なる児童生徒や学

校が違う子供たちが通っているため、中学生が小学

生に勉強を教えたり、休み時間には一緒に遊んだり

と交流が生まれております。また、講師とのコミュ

ニケーションを通じて学習態度が改善され、自信に

つながり、生活習慣の改善や自己肯定感の向上が見

られる生徒も出てきています。

さらに、小中学生の教室においては、塾や家庭で

の様子を保護者と共有することで、家庭環境の改善

にもつながったり、必要に応じて就学援助制度や奨

学金など各種支援策の情報提供等により関係機関へ

つなげるなど、保護者の支援も実施しているところ

です。

以上です。

○比嘉京子委員 大変いい事業だなということを

思っております。今のように多くの効果というんで

すか、波及効果的なことがかなり見られるというこ

とで、生活リズムであったり家庭生活であったりと、

いろんなところに波及してるということを聞いて、

ああ、なるほどというふうに思いました。

先ほどもちょっとオンラインの授業の話がありま

したけれども、それは置いておきまして、まず、い

ろんな違う子供たちがいる中で、これは既存の塾の

中にお願いをしているという理解でよろしいでしょ

うか。

○仲村卓之子ども未来政策課長 小中学生の教室と

いうのと進学チャレンジというのは別の事業となっ

ていまして、進学塾にお願いしているのは進学チャ

レンジのほうでございます。小中学生の教室では、

３人から５人の少人数グループでの授業を実施して

いるところです。個々のペースや学力に合わせたグ

ループ分けやアプリなどの教材を活用し、生徒一人

一人の習熟度や特性に合わせ、柔軟に対応している

ところです。

○比嘉京子委員 これは全県的にされているという

理解でよろしいでしょうか。

○仲村卓之子ども未来政策課長 令和２年度の実績

で言いますと、小中の設置型につきましては17町村

22教室、高校生の設置型につきましては８市町９教

室、それから進学チャレンジですけれども、中学生

の進学、中３の進学チャレンジは２町２教室、高校

生の進学チャレンジは４市８教室となっております。

○比嘉京子委員 大変いい取組だなということをつ

くづく感じておりますけれども、今言いましたよう

に、この事業が大変いい効果を及ぼしているという

ことを見ますと、令和３年度までの一応事業になっ

ているものですから、それは今後どのようになさる

御予定なのか。やっぱり子供たちをぷつんと切る、

今まで流れができてきたものを、事業は終わりです

というわけにはいかないのではないかと私は思うの

ですが、どのようにお考えでしょうか。

○仲村卓之子ども未来政策課長 令和２年度の実績

を見ましても、学習支援を行った中３生のうち99.4％

が高校に合格しています。また、高校３年生のうち

84.7％が大学に合格するなど、確実にこの事業の成

果は上がっているものと考えております。

この進学に伴い子供たちの進路の選択肢の幅が広

がり、さらなる進学や就業につながることで将来的

に貧困の連鎖を断つことにつながるというふうに考

えていまして、これまで10年間、一括交付金を活用

してこの事業を進めてまいりましたが、次年度以降
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についても事業継続に向けて関係部局と引き続き調

整してまいりたいと考えております。

○比嘉京子委員 むしろ拡充等を進めるということ

も踏まえて、この事業の効果をしっかりと評価しな

がら、継続していかれることを望んでいます。

次に、97ページ、お隣のほうです。多岐にわたる

事業がここの中には入っているようですけれども、

特に認可外保育施設への問題をまず最初にお聞きし

たいと思いますが、（１）の問題ですけれど、まずこ

の財源はどういう財源になっているんでしょうか。

○前川早由利子育て支援課長 財源は一括交付金を

活用しております。

○比嘉京子委員 まず、ウの指導監督基準達成・継

続支援事業ですけれども、かなり実績が上がってい

るようですけれども、特に今までに対応されて、そ

の改善点について特徴的なものがあれば教えてくだ

さい。

○前川早由利子育て支援課長 県の立入調査による

指導の結果、基準を満たさない項目として多く挙がっ

ているのが、事故防止柵の取付けがないなどの安全

確保に関しての基準を達せないものが多く、次に乳

幼児健康状態の健康診断等の帳簿の不備であったり、

職員の健康診断が未受診であったり、避難訓練が未

実施というようなことが多く挙げられております。

○比嘉京子委員 非常に重要な命に関わる問題でも

ありますので、しっかりとここは基準を堅持してい

くということを確認したいのですが、いかがでしょ

うか。

○前川早由利子育て支援課長 県の立入調査による

指導の結果、令和３年４月１日時点で、県内の認可

外保育施設390施設のうち238施設、全体の61％が基

準を達成しているところでございます。昨年度の取

組につきましては、指摘があった84施設のうち73施

設が基準を新たに達成したところでございます。

○比嘉京子委員 ありがとうございます。

これは今幼児教育無償化の対象になっているかと

思いますので、皆さんいろんな関心がおありかと思

いますので、よろしくお願いしたいと思います。今

後、やっぱり先ほど挙げられたものが課題とかの解

消につながる項目だと理解してよろしいでしょうか。

○前川早由利子育て支援課長 ハード面の指摘が多

いというところは、県の本事業におきまして施設改

善費の一部を補助しているところでございますので、

これらの取組により、指導も含めまして、ソフト面

・ハード面から指導監督基準を達成する認可外保育

施設が可能な限り増えるように、県としては取組を

強化してまいりたいと考えております。

○比嘉京子委員 多くの課題を感じておりますけれ

ども、今最低限の課題、クリアというふうに思いま

すので、また今後とももう少し質のレベルを上げら

れるような項目立てをしていければと思います。

次に移りたいと思います。同じ事業なんですけれ

ども、その中で、いわゆる保育士・保育所総合支援

センターについてお伺いしたいと思います。まず、

そのセンターの事業内容と予算、それから執行、ま

とめてこの事業に４億余り入っているわけですが、

センターの事業自体には幾ら入っているのか、それ

から執行率について伺います。

○前川早由利子育て支援課長 沖縄県保育士・保育

所総合支援センターは、県内の待機児童の解消を図

るために、市町村、保育団体、保育所等と連携しま

して、保育所の確保、保育所の設置及び認可外保育

施設の認可化促進など、待機児童解消に必要な事業

を総合的に実施しているところでございます。財源

につきましては一括交付金を活用して、平成25年11月

に設置しているところです。

主な業務としましては、潜在保育士の就労あっせ

んや認可外保育施設の認可化移行の支援、労働環境

改善などへの支援を行っております。令和２年度の

予算額としましては9415万5000円で、決算額は9415万

3816円となっており、執行率は99.9％となっており

ます。

○比嘉京子委員 今おっしゃった具体的な事業内容

についての実績はどうなっているんでしょうか。

○前川早由利子育て支援課長 同センターでは、潜

在保育士等の就労あっせんや復職支援や研修、また、

保育所見学ツアー等を行っておりまして、これまで

の実績として、開所の平成25年度から令和２年度ま

でに845人が認可保育所等への就職をしているところ

でございます。

また、認可外保育施設の認可化におきましては、

認可化促進支援コーディネーター等を配置しまして、

認可外保育施設が認可保育所に移行する際に必要な

法人運営に係る研修や経営指導、認可移行後のフォ

ローアップ研修等を実施しておりまして、令和２年

度末時点で110施設の認可化を支援し、延べ6010人の

定員増が図られたところでございます。

○比嘉京子委員 せんだって新聞に、県外からの保

育士が来ることになれば助成金を出すという記事が

ありましたけれども、この事業とこれは関連がある

んでしょうか。住居費に40万出しましょうという、

１年を基準としてというのがあったと思うんですが、

この事業の中に入っているのか、そうじゃない別途

の事業なのか。
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○前川早由利子育て支援課長 県外保育士誘致支援

事業につきましては、10月１日から開始としまして、

県外の保育士を誘致する事業となっております。移

住費用として、２世帯以上で40万、単身世帯で１世

帯当たり20万という支援を行いますけれども、これ

はセンターの事業の予算の中に入っているのではな

くて、新たに立ち上げた事業となっております。一

応、センターは就労あっせんを総合的に委託してお

りますので、こちら窓口としては、主な窓口として

位置づけて、県外からの問合せについても受け付け

ていただき、総合的な支援をセンターのほうで市町

村と連携しながら行っていきたいと考えております。

○比嘉京子委員 今このセンターだけでも保育士確

保にまだまだ不足なんだという認識で別途の事業を

を立ち上げるという理解でいいですか。

○前川早由利子育て支援課長 県内保育所の約17％、

143施設において、定員に必要な保育士316人が確保

できず、1240人の定員割れが生じているところでご

ざいます。県内ももちろん保育士不足が非常に深刻

な状況でございますが、宮古、石垣、小規模離島に

つきましてはさらに状況は深刻でございますので、

やはりこの事業は実施するべきであるということで

立ち上げたところでございます。

○比嘉京子委員 センターのこれまでの実績等は分

かりましたけれども、園に就職をして、定着率とい

いますか、それがどれぐらいなのかというのは調査

しておりますか。

○前川早由利子育て支援課長 県独自で離職率、定

着率等の調査はかけていないのが現状でございます

けれども、平成31年の保育士の離職率ということで、

社会福祉施設等調査の結果の数値を挙げますと、沖

縄県では離職率が保育士に限って8.9％となっており

ます。全国と比較しますと8.0％となっており、0.9ポ

イント高い状況です。全国の全産業と比較しますと、

全産業だと15.6％となっているところでございます。

○比嘉京子委員 やはり25年から期間を置いてこれ

だけの保育士を復帰させてもらっているわけなんで

すけれども、そのことが費用対効果的に見て、果た

して定着率はどうなのかということは、中間であっ

ても調べていくことは必要ではないかと思うんです

が、いかがですか。

○前川早由利子育て支援課長 定着率につきまして

は調査するという予定はないんですけれども、都道

府県別の全国の調査で、沖縄県の保育士の勤続年数

につきましては10年と８か月となっているところで

ございます。その辺りの離職等の原因、長続きしな

いというような原因につきましては、引き続き分析、

調査していく必要があるかと思っております。

○比嘉京子委員 次に、116ページの児童虐待の件に

ついてお聞きしたいと思います。まず初めに、虐待

の推移と体制について伺います。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 児童虐待相談

対応件数は、近年右肩上がりで推移しておりまして、

令和２年度の本県の件数は速報値で1835件、これは

10年前、平成22年の420件に比較して約4.3倍に増加

している状況にあります。直近の比較で、令和２年

度におきましても前年度と比較して228件の増となっ

ておりまして、伸び率は鈍化したものの増加傾向は

続いており、引き続き注視が必要な状況となってお

ります。

人員体制につきまして、増加する相談対応件数に

対応しまして、県では児童相談所の体制強化を進め

てきておりまして、平成17年度から令和３年度まで

の17年間で合計107名職員を増員して、令和３年４月

１日現在、中央児童相談所に112名、コザ児童相談所

に77名、合計189名の職員が児童相談所に配置されて

おります。

○比嘉京子委員 本来なら各専門員がどれだけいる

のかということをお聞きしたいところなんですが、

実態はお分かりですか。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 専門員の配置

につきましてですけど、これにつきましては児童相

談所の体制を強化する必要性について、国において

児童虐待防止対策体制総合強化プランというものに

基づきまして、児童福祉司及び児童心理司等の計画

的な増員が示されております。今現在、相談員につ

きまして、児童虐待発生時の迅速・的確な対応の確

保、家庭意欲の推進等を図るための保護者への指導

を行います児童福祉司ですとか、心理面のフォロー

をする児童心理司、これについて体制の強化として

示されている基準に沿って配置を進めていくという

ことで、専門員の確保に努めているところです。

○比嘉京子委員 ちょっとよく分からないんですけ

ど、今これだけの人数がコザ児相と石嶺にいらっしゃ

るというのはお聞きしたんですが、そのうちの何名

が専門員ですかということです。国の基準というの

は何名あればいいんでしょうか。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 必要な専門職

については様々な職種がありますが、主なものとし

て児童福祉司が35名、それから児童心理司が12名、

あと経験が浅い職員に対する支援というのが大事な

ものということで、スーパーバイザーとして配置さ

れているのが13名という状況にあります。

これにつきまして、国の政令のほうで基準があり
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ますが、令和３年度につきましては、児童福祉司に

ついては配置基準を満たしている状況、児童心理司

につきましては、配置基準でいうと15人に対し13人

ということで、ここは２人満たしていない状況にあ

ります。

○比嘉京子委員 皆さんが効果と課題のところにお

書きになっているとおり、やはり多様化しているん

だと。相談内容が複雑化、多様化していると。そう

いう中で、専門知識と技術を必要とする処遇困難な

ケースに対応できるような専門相談員、専門性の向

上を図る必要があると、こう書いてあるわけですね。

何といいますか、そうじゃない方々が非常に多くて、

今挙げただけでも150名余り、70名近くいらっしゃる

中で、今のような児童福祉司、児童心理司、スーパー

バイザーというところになるわけですから、やっぱ

りこれは、県庁から異動して二、三年でローテーショ

ンを組むような場所ではないと思うんですよね。

ですから、部長にぜひとも頑張っていただきたい

のは、二、三年やって本庁に戻るというような仕組

みではなく、やっぱり経験と専門性とキャリアが本

当に要求されている人々がいないといけないわけで

すよ。そこに今この人数から見ますと、言ってみれ

ば３分の１以下でしかないわけです、今の。それ以

外にもいらっしゃるかもしれませんが、そういうこ

とからすると、やっぱり中身の人数の問題も確かに

ありますけど、それはちょっと私は現状を度々お聞

きする中で、やはり専門性があって、そして経験値

が上乗せされるような人たちが増えていかないと、

こういう問題はなかなか厳しいのではないかと思っ

ているんですが、引き続きそういうようなところを

図るための策というのをどうお考えですか。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 委員おっしゃい

ますように、非常に重い任務、そして重要な任務を

担った児童相談所の職員でございます。県の職員の

うち、一般的な事務を行う行政職、そしてこういう

社会福祉職ということで、専門職の採用をこの間ずっ

と進めてきておりまして、児童相談所の児童福祉司

に関しましては、全て社会福祉職、専門職の職員を

充てているところでございます。ただ、先ほどまだ

満たしていない部分があるということを申し上げま

したけれども、この間ずっと毎年、先ほど百何十名

とかという答弁をさせていただきましたが、毎年毎

年急激に増員をしてきておりまして、比較的経験の

浅い職員が数多くいるというようなこともあって、

スーパーバイザーであったり、それから弁護士であっ

たりというような、そういうアドバイスをするよう

な特別な職も置きながら業務に当たっているところ

ではございます。そういった部分は、研修の充実で

あったり、ただいまのスーパーバイザーの充実であっ

たりということもしながら、引き続き体制強化に努

めてまいりたいと考えております。

○比嘉京子委員 今のお話だと、養護施設を行った

り来たりする人というのは何名なんですか。そこか

ら抜けてローテーションに入る人はどれぐらいいる

んですか。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 現在、県内には

８か所の児童養護施設がございますが、全て民間施

設で石嶺児童園のほうも指定管理をしておりますの

で、県職員がそういう児童養護施設に行くというこ

とはございません。

○比嘉京子委員 事務職で行っているわけですか、

相談員ではなく。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 先ほど申し上げ

ましたように、児童福祉司は社会福祉職を充ててお

りますが、例えば所の総括、予算や経理に当たった

り、庶務的な業務を行ったりする職員は行政職だっ

たり一般職を配置しているところでございます。

○比嘉京子委員 結論ですけれど、もっともっと専

門職を雇用していくという考えは、当分考えること

ではないという理解でよろしいですか。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 申し訳ありませ

ん。先ほどの答弁が分かりづらかったのかもしれま

せんけれども、計画的に社会福祉職という専門職を

この間採用してきておりまして、引き続き体制強化

のために専門職の配置は進めていきたいと考えてお

ります。

○比嘉京子委員 よろしくお願いします。

次、最後ですけれど、ちょっと時間を取っちゃい

ましたが、139ページの病院拠点型の性暴力被害者ワ

ンストップ支援センターの運営等についてお聞きし

たいと思います。相談件数が非常に増加しているわ

けですけれども、体制として、今委託している状況

でどういうふうにお考えですか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 お答えいたしま

す。

県の性暴力被害者ワンストップ支援センターでは、

現在32名の相談支援員をシフト勤務により配置して

おります。朝９時から18時までは常時３名体制で、

また、それ以外は常時２名体制で対応するとともに、

また医療面におきましては、拠点病院と連携しまし

て医師及び看護師が常時診察等に対応できる体制を

整えているところでございます。

○比嘉京子委員 こういう方々のスキルアップをさ

せるためにはどのような努力がされているんでしょ
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うか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 まず相談支援員

の方々に対してでございますけれども、県の性暴力

被害者ワンストップ支援センターに勤務していただ

く相談支援員の方につきましては、県が実施いたし

ます相談支援員等の養成研修、こちらの修了を採用

条件とさせていただいております。また、採用後に

おきましても、産婦人科医等をスーパーバイザーと

して招聘しまして事例検討会を開催し、これへの参

加をお願いする。また外部講師による研修への参加、

また県外研修への派遣等を通じて資質向上に努めて

いただいているところでございます。

○比嘉京子委員 医療関係者との連携、また研修等

が必要だというふうにお書きになっているのですが、

実際的にはどういうことでしょうか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 性暴力被害者の

方に対する適切な医療支援のためには、専門的な知

識と経験が必要と求められるところです。県では県

内の医師や看護師等の医療機関従事者の方を対象に、

性虐待や性暴力被害に関する研修を実施したほか、

また拠点病院の医師や看護師の方を外部研修に派遣

するなどで人材育成に取り組んでおります。

また、性暴力被害者の方に対して必要な医療支援

を提供する医療機関を協力病院と位置づけておりま

すけれども、こちらの協力病院における医療支援を

公費で実施できるように連携体制を構築していると

ころです。

○比嘉京子委員 せんだって警視庁から出された産

婦人科学会へのレポートをちょっと読みましたけれ

ども、やっぱり医師養成の中にはその観点がほとん

ど入っていないらしいですね。そのために、産婦人

科医だったら誰でもその対応ができるかというと、

できないと。ですから、一から研修や勉強を始めな

ければならないと。そういうことを要請する文書だっ

たと思うんですが、そういうこともすると、分かっ

ているんだという研修ではないという理解でいいで

すよね。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 性犯罪、性暴力

被害の相談者の方に対する医療支援につきましては、

性被害による相談者の心身の変化を診療し、また心

身の回復、健康な性の回復を図る役割を担うという

大変重要な働きをお持ちでいらっしゃいます。緊急

避妊処置ですとか性感染症の検査、また予防的投薬

ですとか外傷の治療、心のケアのほかに、必要に応

じて証拠採取等を行うなど、支援を行うに当たって

は専門的な知識と経験を必要とすると考えておりま

して、外部の研修等の派遣ですとか今後も検討して

まいりたいと考えております。

○比嘉京子委員 終わります。

○末松文信委員長 玉城ノブ子委員。

○玉城ノブ子委員 質問させていただきます。よろ

しくお願いいたします。

主要施策の中の85ページ、コロナ禍の中で生活が

困窮するという、大変厳しい状況になっている県民

が増えております。その皆さん方の生活を支援して

いくことができる、この支援をどう進めていくかと

いうことは大変大事になっております。生活困窮者

住居確保給付金、生活困窮者自立支援事業のそれぞ

れの給付内容、そして成果、今後の課題についてお

聞かせください。

○大城清剛保護・援護課長 住居確保給付金は、生

活困窮者に家賃相当額を世帯員数ごとの上限額の範

囲内で支給するものです。具体的には単身世帯が３万

2000円から始まりまして、７人世帯であれば４万

9000円とか、そういうふうになっております。また、

原則３か月でありましたけれども、一定の場合、期

間の延長が可能で、９か月まで延長可能になってい

たものがありまして、現在では特例によって一定の

場合は最長で12か月間支給可能となっております。

また、沖縄県住居確保支援給付金は、先ほどの住

居確保給付金では自己負担額が生じる方を対象に、

家賃相当額の軽減を図るため３万円を上限にして、

11市も含めて、県全体で県独自の上乗せ給付を令和

２年度限りで行ったところです。

成果につきましては、住居確保給付金につきまし

ては新規申請に係る支給決定件数が前年度の39倍と

なる506件、支給決定額が前年度の40倍となる約１億

557万円となっております。

沖縄県住居確保支援給付金については、令和３年

２月まで申請を受け付けまして、最終的には1937件、

約5061万円を支給決定したところです。

生活困窮者自立支援事業につきましては、新規相

談受付件数が前年度の約7.6倍となる6105件、自立支

援プランの作成件数が前年度比約25％増の673件と

なっておりまして、このプランに基づき継続的な支

援を行った結果、98人が就労し、33人が増収してい

るという結果になっております。また、継続的な支

援を行った方のうち、住まいの安定、自立に向けた

意欲の向上や精神の安定、社会参加機会の増加が図

られたなどの変化があった方が多くおりまして、生

活困窮の深刻化を予防する効果も現れてきているも

のと考えております。

今後の課題についてでありますけれども、支援内

容や制度自体を知らない潜在的な支援対象者の方が
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いらっしゃることが想定されます。そこで、早期に

発見し適切な支援につなぐ体制づくりが必要である

と考えております。県のほうでは、様々な媒体を通

してこの制度を広報しております。また、本制度の

パンフレットを作成しまして、各町村の窓口に置い

たり社会福祉協議会の窓口に置いたりということも

しておりまして、なお、それだけではなかなか情報

が行き届かないという方もいらっしゃいますので、

各町村の各世帯に配付するような手はずも整えてい

まして、令和２年度から今年度にかけてそのような

ことを行っているという状況であります。

○玉城ノブ子委員 ぜひ、このコロナ禍の中で生活

が困窮している世帯の皆さんの下にこの給付支援金

がしっかりと行き届くことができるような、そうい

う体制をつくっていくということが大切だというふ

うに思います。私もよく、これで本当に生活が困っ

て、これからどうしようかということの相談を受け

ることがあります。こういう支援制度もありますよ

ということをお話しすると、それ知らなかったとい

うことでおっしゃる方が、相談をたまたまよく受け

ますので、そういう意味では、そういう制度の周知

を徹底、対象となっているけれどもまだそこに行き

届いていないということがあるというふうに思いま

すので、これからの周知徹底について、しっかりと

やっぱりやっていただきたい。さらに体制を強化し

て、こういう皆さん方のところにしっかりとした支

援金が行き届くような取組をやっていただきたいと

いうことをぜひお願いします。

○大城清剛保護・援護課長 委員おっしゃるように、

情報が届いていないということもあるのかなと思っ

ていますので、引き続き私たちは最善を尽くして広

報をやっておりますけれども、継続して行っていき

たいと思います。また各市町村とか関係機関とも協

力して、この制度をしっかりと運営していきたいと

思っております。

○玉城ノブ子委員 ぜひよろしくお願いいたします。

次、95ページの子どもの貧困対策推進基金事業の

これまでの実施内容と、その成果と今後の課題、そ

して計画について伺います。

○仲村卓之子ども未来政策課長 沖縄子どもの貧困

対策推進基金は、平成28年度に６か年の期間として

創設をされまして、県が３億円、市町村27億円とい

う配分をされております。令和２年度末の基金残高

は約８億8600万円で、基金総額30億円に対する執行

率は約７割となっております。

県においては、子供の生活実態調査や貧困対策の

普及啓発などに活用しておりまして、市町村におい

ては就学援助の充実や放課後児童クラブの利用料軽

減などにこの基金を活用しております。市町村が行

う就学援助の充実に対しまして、平成28年度から令

和２年度まで県から約12億5600万円を交付しており

ますが、その間、本県の就学援助率は20.39％から

24.23％へ3.84ポイント増加しており、支援が必要な

家庭に支援を届けることができたと考えております。

また、ひとり親世帯等を対象にした放課後児童ク

ラブ利用料の負担軽減を行う市町村に対し、平成28年

度から令和２年度にかけて、県から約２億1200万円

を交付しておりますが、５年間の合計で7584名の利

用料負担の軽減が図られたと考えております。

今年度は沖縄県子どもの貧困対策計画の最終年度

であることから、現在、次期計画の策定に向けて現

計画の最終評価を行っているところですが、次期計

画の策定に当たりましては、これまでの課題を踏ま

えて、より効果的な市町村の支援策について検討し

ていきたいと考えております。

○玉城ノブ子委員 先ほど答弁もございましたけれ

ども、子どもの貧困対策推進基金、この事業は今年

度までとなっているようですけれども、今後の基金

の継続について伺います。そして、財源はどう対応

をなされていきますでしょうか。

○仲村卓之子ども未来政策課長 先ほども少し述べ

ましたけれども、県のほうでは国に対しまして、新

たな沖縄振興に係る制度提言というものを行ってお

りまして、その中で子供の貧困対策に活用できる交

付金制度の創設等を提言しているところでございま

す。

この基金の期限は今年度までの予定となっており

ますが、この国の制度提言の協議内容とか国の予算

措置の状況等も踏まえながら、基金の在り方につい

ても検討していきたいと考えております。

○玉城ノブ子委員 子供の貧困対策については、新

振興計画の中においても位置づけられている課題で

ありますね。ですから、やっぱり振興計画の中に位

置づけられているこの貧困対策事業の今後の推進に

ついては、国に対しても子どもの貧困対策基金への

支援を要求していくときではないかというふうに考

えておりますが、どうでしょうか。

○仲村卓之子ども未来政策課長 先ほど述べました

交付金制度の創設というのを求めている内容に、こ

の基金で現在行っている事業もその交付金の中で交

付金制度としてできないかということを今提言して

いるところです。

○玉城ノブ子委員 この貧困対策のための推進基金、

先ほど答弁がございましたけれども、非常に大きな
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役割を果たしています。この貧困対策の基金をやっ

ぱり継続してやっていくということが非常に大事だ

というふうに思います。それには振興計画の中でも

位置づけられているこの財源については、国に対し

ても要求していくということでぜひ頑張っていただ

きたいというふうに思いますので、よろしくお願い

いたします。

次に117ページ、児童虐待の問題とも関わっており

ますけれども、家庭支援相談事業費について質問い

たします。コロナ禍で児童虐待が増加していると言

われておりますけれども、この児童虐待の実態につ

いて伺いたいと思います。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 児童虐待相談

対応件数につきまして、令和２年度の本県の件数に

ついては速報値で1835件となっております。これは

前年度と比較して228件の増加という状況でありま

す。

○玉城ノブ子委員 児童虐待ホットラインで対応な

さった件数はどれぐらいあるんでしょうか。具体的

な支援について、支援がどういうふうになされてき

たのかということについて伺いたいと思います。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 虐待の通告の

経路につきましては様々ありますが、県のほうで24時

間365日設置しています虐待ホットラインにつきまし

ては、令和２年度に1030件、そのラインのほうに相

談を受け付けております。

○玉城ノブ子委員 児童福祉法、児童虐待防止法、

ＤＶ防止法の法律の改定に伴って、相談事務所の機

能を強化するということになっておりますけれども、

それについては具体的にどのように対応なされてき

たんでしょうか。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 体制の強化に

つきましては、国のほうでも体制強化に係る増員の

プランの見直しとかがありますので、そこを見なが

ら、実際具体の対応としましては令和２年度から初

期対応と支援を分けるということで、初期対応班を

新設してまず通告があった場合の初期対応に特化し

た組織の体制をしたりですとか、それから人員につ

いても必要な人員の増員を計画的にやっていってい

るところです。

○玉城ノブ子委員 例えば、児童相談所で具体的に

どういうふうに体制の強化がなされているのか。も

う少し具体的に見えるような形での支援の体制の強

化というんでしょうか、それがなされているという

ことではないんですか。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 相談の体制整

備の強化については、令和３年度の内容についてお

答えしますと、増加する児童虐待等に対応するため

職員定数を２名増員しております。中央児童相談所

の児童福祉司１名、あと児童心理司を１名増員して

おります。

それに加えまして、同じく虐待対応等に対応する

ため会計年度任用職員６名増員を行っております。

職務の内容が、児童虐待相談専門員、これを現状10名

のところ11名に１人増やしております。受付相談専

門員、この業務につきましては、ケースの重篤化や

緊急度に応じた振り分けですとか、緊急受理会議の

対応ですとか、受付段階での対応の職員になります

が、これを２名から４名に２名の増員をしておりま

す。それから、心理判定専門員が４名から７名、３名

の増員をしております。

以上が、令和３年度の強化の内容になっておりま

す。

○玉城ノブ子委員 子供への虐待の陰には多くの場

合、ＤＶがあるというふうに言われておりますけれ

ども、ＤＶ被害者の適切な保護と配偶者支援センター

や児童相談所との連携等について、どのように進め

ておられるのかお聞きしたいと思います。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 ＤＶの際、保

護された際に同伴している児童のケアも必要という

ことで、ＤＶから避難するために一時保護所に入所

となった被害者に同伴児がある場合の対応としまし

て、県の女性相談所に配置された児童コーディネー

ターを配置しておりまして、児童コーディネーター

のほうが同伴児について必要な支援を児童相談所に

通報して、現場にいた虐待事案の有無の確認等、そ

ういう確認をする依頼をすることになります。

それから、児童コーディネーターにつきましては、

また市町村の家庭児童相談員を通しまして、同伴し

ていた児童の学校、保育所等での児童の様子ですと

か、虐待案件として認知されているか、情報収集で

聴取するなど、その同伴児童の支援についても児童

相談所に職員を新たに配置して対応しているところ

です。

○玉城ノブ子委員 各機関の支援と連携を取りなが

ら、早く支援につなげていけるような、そういう仕

組みづくりを進めていただきたいというふうに思い

ます。これは答弁はいいです。

129ページ、最後になりますけれども、地域密着型

老人ホームの待機者数と今後の計画等について伺い

ます。

○屋我はづき高齢者福祉介護課長 お答えします。

令和２年10月末現在で、特別養護老人ホームの入

所の必要性が高い待機者は772名となっております。
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県では沖縄県高齢者保健福祉計画に基づき、令和３年

度から令和５年度までの３年間で合計1289床の定員

増を図る計画としておりますので、入所待機者の解

消に寄与するものと考えております。

以上です。

○玉城ノブ子委員 特養ホームに入所したくてもで

きないという状態の皆さん方がたくさんいらっしゃ

いますので、そういう意味ではぜひ計画的に希望す

る皆さん方が施設に入所することができるように、

増設を進めていただきたいと思います。

○屋我はづき高齢者福祉介護課長 玉城委員のおっ

しゃるように、県のほうでも市町村と連携しまして

事業の進捗、支援も行いながら、計画どおりの整備

ができるように努めてまいりたいと思います。

○玉城ノブ子委員 よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 お願いします。

まず、成果報告書の「平和への思い」発信・交流

・継承事業について、70ページになりますが、それ

についての成果、事業概要について確認します。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 お答えいたしま

す。

この事業は、沖縄県と同様に悲惨な戦争体験等を

持つアジア諸国の学生と日本の学生が、共同学習を

通してお互いの歴史を学習し、理解し合い、将来の

平和構築について共に考える機会を提供することで、

近隣諸国というネットワークの形成、また平和な社

会の実現に貢献できる国際的な視野と平和への思い

を持つ人材の育成を図っていくことなどを目的とし

ております。

令和２年度、昨年度は新型コロナウイルス感染拡

大防止の観点から、参加学生の渡航往来を中止いた

しまして、５日間のオンライン共同学習を実施いた

しました。令和元年度事業から参加している沖縄県、

韓国、台湾、ベトナムに加えまして、戦後75年の節

目の年であったことから、原爆被害のありました広

島県と長崎県の学生に参加を呼びかけて共同学習を

実施したところでございます。なお、令和元年度に

参加していましたカンボジアも予定してたんですけ

れども、国内のコロナウイルス感染症の影響がござ

いまして、不参加の申出があったところです。人数

といたしましては、生徒のほうが29名、指導者も合

わせまして合計36名が参加したところです。

○瀬長美佐雄委員 ぜひ、いい交流事業ということ

と、やっぱり今後も平和をベースに交流がさらに発

展するということを期待したいと思います。

次に、83ページにありますが、軽度・中等度の難

聴児補聴器購入費補助、その事業について伺います。

○宮里健障害福祉課長 この軽度・中等度難聴児補

聴器購入費助成事業といいますのは、18歳未満の軽

度・中等度の難聴児に対して、市町村が補聴器の購

入及び修理に要する経費を助成する事業に県が補助

金を交付することで、難聴児の言語の習得やコミュ

ニケーション能力の向上を支援する事業となってご

ざいます。予算額の積算に当たりましては、実施主

体である市町村の前年度交付申請額等を踏まえて予

算措置してございますが、実際の申請件数あるいは

申請額が見込みを下回っておりまして、執行率とし

ては低くなっている状況でございます。

○瀬長美佐雄委員 執行率が低い状況もあると同時

に、20の自治体が今回受けたと。実態調査を踏まえ

れば、まだまだニーズはあるという状況なのか。そ

こら辺の確認状況とかを含めてお願いします。

○宮里健障害福祉課長 この事業につきましては

27市町村で実施してございまして、令和２年度に補

助した市町村が20市町村、要するにその他は対象者

がいなかったということで、申請が上がってこなかっ

たということになってございます。

○瀬長美佐雄委員 引き続き必要に応じて対処する

ということで確認したいと思います。

続きまして、97ページ、認可外保育施設に対する

支援と。その中の新すこやか保育事業、これについ

ての事業概要あるいは効果、課題について伺います。

○前川早由利子育て支援課長 県では新すこやか保

育事業において、平成24年度から一括交付金を活用

し、給食費、児童の健康診断費等に対する支援を行っ

ております。また、これまで認可保育所並みの給食

費単価が確保されるよう支援の拡充を図ってきたと

ころでございます。

事業の効果としましては、平成24年度から令和２年

度までの間、県内の認可外保育施設の延べ2785施設

が本事業を活用しておりまして、入所児童の処遇の

向上と保育の質の向上が図られたものと考えており

ます。

○瀬長美佐雄委員 ありがとうございます。

続きまして、認可化移行支援事業について、先ほ

ども議論ありましたけれども、実績、認可化に移行

した、その待機児童解決にも貢献したと思いますが、

それについての状況、効果を伺います。

○前川早由利子育て支援課長 認可化移行支援事業

につきましては、認可外保育施設が認可保育所等へ

の移行を促進するため、運営費や施設改善に必要な

費用の一部を補助する事業となっております。

認可外保育施設の認可化の実績につきましては、
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平成24年度から令和２年度までの９年間で90施設が

認可保育所等に移行し、定員にして5551人の保育定

員を確保したところでございます。

○瀬長美佐雄委員 後で待機児童解決の見込みにつ

いても確認しますが、これについては現年度も実施

されているかと思いますが、いわゆる４年度以降の

この事業の継続可能性、どんな検討状況でしょうか。

○前川早由利子育て支援課長 今年度の対象施設に

つきましては２施設となっておりまして、令和４年

度につきましても現在調整中でありますが、３施設

の希望が市町村から上がっているところではござい

ます。その辺りも引き続き市町村と意見交換しなが

ら、この事業の継続も含めて検討してまいりたいと

考えております。

○瀬長美佐雄委員 ありがとうございます。

次は、104ページ、保育士の正規雇用化促進事業。

正規化も拡大しているという実績を見れますが、こ

れの事業概要、仕組みを含めて伺います。

○前川早由利子育て支援課長 保育士正規雇用化促

進事業は、保育士の正規雇用化を促進し、保育士の

処遇向上及び定着促進を図ることを目的として実施

しております。令和２年度当初予算では216人相当の

正規雇用化を見込んでおりましたが、市町村からの

所要額が当初見込みを上回ったことから、必要額に

ついて流用等で増額したところでございます。

２年度の実績につきましては、143施設314人の正

規雇用化を支援し、１人当たりの年収は平均約42万

円の増加、支援対象施設における正規雇用率は93.5％

となりまして、前年度比で17.1ポイントの改善が図

られたところでございます。

○瀬長美佐雄委員 保育士１人当たりの年収42万円

の処遇改善ということで、単純に月で割れば３万と

いうふうになるのか。ちょっとそこら辺の仕組みに

ついて説明を受けたいと思います。

○前川早由利子育て支援課長 この正規雇用化支援

事業につきましては、まず非正規で雇って、正規化

へ転換した場合は月額４万2000円の補助となりまし

て、年間で最大50万4000円の補助をしているところ

です。新規で最初から正規雇用で雇った場合につき

ましては月額２万5000円で、年額にしまして最大30万

円まで支援しているところでございます。

○瀬長美佐雄委員 分かりました。ありがとうござ

います。

次、100ページに戻りますが、待機児童解消の支援

金事業について、この事業の効果や課題について伺

います。

○前川早由利子育て支援課長 本支援基金は平成

25年12月に設置されて以降、市町村で行う保育所等

の施設整備に対する財政支援のほか、令和２年度、

令和３年度においては、保育士確保に資する補助単

独事業への財政負担の軽減を図るなど支援を拡充し

てきておりまして、待機児童解消に対する市町村の

取組に大きな効果を上げているところでございます。

この結果、令和３年４月１日時点の待機児童数は過

去最大の減り幅となりまして、待機児童数も大幅に

減少したところでございます。

○瀬長美佐雄委員 この事業の中に保育士の宿舎借

り上げ支援とか、市町村の独自の待機児童解消への

支援だと。具体的にはどんな支援を市町村がされて

いて、それに対するどんな支援をしたのかというこ

とで伺います。

○前川早由利子育て支援課長 保育士確保に係る事

業につきましては、国の国庫補助事業で保育体制強

化事業というのがございます。こちら保育士の免許

を持たない用務的な作業をしまして、保育士の負担

軽減を行う保育支援者という人材を配置するときに

補助する事業となっております。

事業内容としては、消毒や清掃、給食の配膳の後

片づけなど、そういった県の指定への実際の保育士

の負担軽減を図るような事業となっております。こ

こもかなり強化しておりまして、11市町村144施設に

補助しているところです。

また、保育補助者という方がおりまして、保育士

の業務の負担軽減、そばでサポートする方たちです

が、こちらも保育の資格を持たないですが、保育士

を目指してるような方々を雇い上げまして保育士の

負担軽減を図る事業となっております。こちらのほ

うが11市町村132施設に支援しております。

あと保育士の宿舎借り上げ支援事業というのがご

ざいます。こちらは国の支援事業でございますが、

上限額月額８万2000円ということで、保育士が宿舎

を借りるときに一部補助する事業となっております。

こちらのほうも市町村の利用が増えているところで

ございまして、７市町において98施設がこの事業を

実施しているところであります。

本基金におきましては、国の補助事業の市町村の

負担分におきまして、その４分の３をさらに県が補

助するというような事業になっております。この辺

り令和２年度、令和３年度に強化したところでござ

います。

○瀬長美佐雄委員 ありがとうございます。

本当は保育士を確保するということで、様々な事

業メニューがあると。これを活用されているという

状況が分かりました。
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ちなみに県全体としては今年度中の解消だったか

と思いますが、自治体単位で保育定数を拡大し、実

際的にはもう解決したという自治体もあろうかと思

いますが、その状況について確認させてください。

○前川早由利子育て支援課長 本事業を活用した

18市町村における令和３年４月１日時点の待機児童

数は525人となっておりまして、石垣市及び伊江村で

待機児童ゼロを達成しまして、南風原町、那覇市、

北中城村において待機児童が大幅に減少し、全体で

は前年度に比べて741名減少したところでございま

す。

○瀬長美佐雄委員 次の101ページに移ります。保育

所等の整備を続けてきたと。決算額で言うと当初予

算よりも増額になっていると。そういった説明を含

めて、この事業の成果、効果について伺います。

○前川早由利子育て支援課長 101ページの事業につ

きましては、安心こども基金事業という事業でござ

います。この事業は子供を安心して育てることがで

きる体制を整備するため、国の平成20年度第２次補

正予算で成立した子育て支援対策臨時特例交付金を

原資として、沖縄県安心こども基金を造成し、その

後、国の補助等により積立てを行っているところで

ございます。

令和２年度の当初予算では、市町村が実施する保

育所等の施設整備への支援や、幼児教育・保育の無

償化に係る事務費を計上しておりましたが、令和２年

の２月補正予算にて、特定不妊治療費助成事業に係

る費用として子育て支援対策臨時特例交付金が追加

交付されたことにより、積立額を増額補正しまして、

そのことの結果により決算額が増となっているとこ

ろでございます。

○瀬長美佐雄委員 黄金っ子プランの総括、1800名

の目標等々、課題のところで書いてあります。これ

についてちょっと具体的に説明を受けたいと思いま

す。

○前川早由利子育て支援課長 保育定員につきまし

ては、黄金っ子応援プランに基づき令和４年４月１日

時点で６万6865人の保育定員を確保することを目標

としております。

令和２年度は、1205人の保育定員を確保したとこ

ろでございまして、令和３年度の施設整備計画にお

いては、残り1793人の保育定員の確保を見込んでお

ります。これにより令和４年４月１日時点の認可定

員数は６万6862人になる見込みとなっております。

○瀬長美佐雄委員 待機児童解消、解決に全力を尽

くしてきたということで、振り返って総括として確

認しますが、計画年度当初、どれだけの保育定数で

どれだけの待機児童がいたんだと。この間、頑張っ

て10年近く、それについて今の到達はこうなってる

というふうに大きな意味での総括を伺いたいと思い

ます。

○前川早由利子育て支援課長 県では平成27年度か

ら令和元年度を第１期黄金っ子応援プランとして、

令和２年度から６年度を計画期間とする第２期黄

金っ子応援プラン、それぞれのプランに基づきまし

て、これまで市町村が実施する保育所整備や保育士

確保等への取組を支援してまいりました。

その結果、平成27年度から令和２年度までの６年

間で約２万6000人の保育定員の増が図られ、約６万

5000人の保育定員が確保されたところです。

また、待機児童数につきましても、平成３年４月

１日時点で564人となり、前年度から601人減少し、

６年連続で減少しております。減り幅も今年度は過

去最大の58.7％減となりまして、各市町村の取組の

成果が着実に現れてきていると考えております。

○瀬長美佐雄委員 ぜひ待機児解決まで頑張ってい

ただきたいと思います。

次に、141ページの国際相談・支援体制の強化、事

業についてはやり取りもありました。結論的には今

年度も含めてその体制づくりかと思いますが、次年

度以降にこの事業をどのように効果的に継続させて

いくということなのかを確認させてください。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 この相談事業

につきましては、令和２年につきまして年明けの１月

に設置しまして、相談実績は10件という状況であり

ました。令和３年度、引き続き設置していまして、

８月末時点では73件の相談がありまして、それだけ

相談のニーズがあるんだなということで対応してい

る状況であります。

課題としましては、通常の相談業務とはまた違い

まして、相手方が米軍人や軍属等ということに特化

した形での相談窓口になってる関係で、語学ですと

か国が違う制度間の専門的な知識などが必要ですの

で、そういう相談員を実際の相談業務を通してスキ

ルを磨きながら、引き続きまた次年度以降も継続し

て相談体制を整えていきたいというふうに考えてお

ります。

○瀬長美佐雄委員 ありがとうございます。

最後に、生活保護との関わりで伺いたいと思いま

す。昨年からはコロナということでありますが、生

活保護の受給者の推移についてを伺います。

○大城清剛保護・援護課長 沖縄県で生活保護を受

ける世帯数、人員数及び保護率について、速報値と

なりますが、本年８月末時点と５年前の平成28年度
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の年度平均とを比べますと、被保護世帯数は２万

7520世帯から３万885世帯と、3365世帯、12.2％の増

となっております。被保護人員数は３万6534人から

３万8737人と、2203人、6.0％の増となっております。

保護率は、パーセンテージで申しますと2.5％から

2.61％と、0.11ポイントの増となっております。

○瀬長美佐雄委員 市の福祉事務所は申請から決定、

受給、給付まで急ぐ対応をしています。県が市のレ

ベルに比べると遅いという状況が、現在も改善を求

めてきましたけれども、実態改善されてきたのか伺

います。

○大城清剛保護・援護課長 保護の決定につきまし

ては、申請の日から14日以内、または資産及び収入

の状況の調査などに日時を要する場合でも30日以内

に行わなければならないと規定しております。

郡部の福祉事務所において今年度４月ないし８月

の５か月間において、30日以内に保護の決定を行っ

た件数の割合は99.5％、そのうち14日以内に決定を

行った割合は19.5％となっております。

○瀬長美佐雄委員 それでこの間指摘してきました

けれども、改善されているという到達なのかどうか

の確認です。

○大城清剛保護・援護課長 令和２年度におきまし

ては41.6%と、14日以内の決定が行われておりました

が、今年の４月から８月の５か月間では22.1％悪化

しているという状況であります。

○瀬長美佐雄委員 ぜひスピーディーな対応をお願

いしたいと思います。

生活保護について言えば、扶養照会が全国的に課

題になりました。これについては、例えば国もこう

いうケースについては扶養照会しなくていいという

ケースの通知があったと思います。その内容と市町

村への徹底というか、市町村というか福祉事務所に

ですか。お願いします。

○大城清剛保護・援護課長 扶養照会につきまして

は、法定受託事務の処理基準である生活保護法によ

る保護の実施要領等に定められておりまして、福祉

事務所はこの要領等に基づきまして、扶養義務の履

行が期待できると判断された扶養義務者について調

査を行っているところです。

本年２月と３月の国の通知及び要領等の改正によ

り、扶養照会の運用の弾力化として改めて整理、追

加して示された扶養照会を行わない取扱いとなる扶

養義務の履行が期待できないものとして類型化され

ておりまして、まず最初に当該扶養義務者が生活保

護を受けているとか、施設に入所しているとか、長

期入院しているとか、未成年であるとか、70歳以上

の高齢者などは省かれると。

そして２番目に、要保護者の生育歴等から特別な

事情があり、明らかに扶養ができない場合、著しい

関係不良の場合ということで、例えば10年程度音信

不通であるなど交流が断絶していると判断される場

合等が挙げられております。

そして３番目としては、夫の暴力から逃れてきた

母子、虐待等の経緯があるもの等がありまして、こ

れらの３類型については扶養照会の必要がないとい

うふうに整理されております。

県におきましては、今回の国からの通知等を踏ま

え、福祉事務所に対して引き続き周知徹底、そして

要保護者の相談に当たっては丁寧に生活歴等個別の

事情を丁寧に聞き取り、個々の要保護者に寄り添っ

た対応を行うよう助言等を行っているところです。

○瀬長美佐雄委員 最後に要望ですが、実際的に申

請者の心の負担になっています。同時に、福祉事務

所自体も事務的なことで言えば負担になっていると

思います。そういった扶養照会をかけて、実際に関

係者を金銭面で支援しましょうという人もそうそう

いないという実態の中で言うと、やっぱり扶養照会

そのものをやめるという決断、検討もぜひ進めてい

ただきたいと思います。

以上です。

○末松文信委員長 喜友名智子委員。

○喜友名智子委員 お疲れさまです。

まず、歳入歳出決算の話からなんですけれども、

令和元年度に比べて令和２年度はコロナで財政への

影響、非常に大きかったと思います。前々年度と比

較して、コロナ関連の予算が子ども生活福祉部の歳

入歳出決算に与えた影響、大枠で御説明いただけま

すか。

○久貝仁福祉政策課長 子ども生活福祉部における

コロナ対策費の支出済額については、令和元年度が

２億2800万、令和２年度が443億9866万円となってお

り、約441億7000万の増となっております。この主な

増は、御承知のとおりコロナ対策に伴う様々な事業

の増が主になっております。

○喜友名智子委員 増えた分のうち、主な財源はど

ういったところにあったんでしょうか。

○久貝仁福祉政策課長 財源は様々なものがありま

す。例えば新型コロナウイルス感染症対応地方創生

臨時交付金であるとか、あと新型コロナウイルス感

染症対応緊急包括支援交付金、こういった交付金等

を活用して実施したほか、そのほか例えば緊急小口

資金の特例貸付けなど国庫補助10分の10の事業、こ

ういったものが今回増になった大きな要因になって
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いると思います。

○喜友名智子委員 例年とは違った事務作業が非常

に多かったかと思いますけれども、こういった歳入

歳出の金額が増えたことで、実際にこの部局への事

務負担というか、作業においてはどういった負担が

ありましたか。

○久貝仁福祉政策課長 令和２年度は10次の補正予

算を組みました。484億円の予算を確保しました。こ

れは生活困窮者であるとか、そういったコロナ禍に

伴って支援を要する人であるとか、あと社会福祉施

設などの福祉サービスの提供を維持するために至急

予算を確保しなければならなかったということで、

国との調整であったり財政当局との調整もあるんで

すけれども、こういったことに多くの時間を費やし

たというのは事実だと思います。

○喜友名智子委員 今年度もコロナ対策でかなり事

務作業に取られているんじゃないかなと思いますけ

れども、一旦また落ち着いたらこのイレギュラーな

対応をした期間の事務対応をどのように振り返るの

か、また整理をして報告をしていただけるような場

面があればなと思います。引き続きまたちょっとコ

ロナ対策で手が取られるかと思いますけれども、ぜ

ひ頑張っていただきたいと思います。

次が、主要施策の報告書のほうに行きます。最初

に115ページです。子ども・若者育成支援ということ

で、若者総合相談支援センターでニートやひきこも

りの対策をしているということで、沖縄においては

特に意義のある事業であると理解しています。先ほ

ど実績についてはひきこもりの人数の推計等々あっ

たので、同じような質問は省きます。平成26年度か

らこの事業は始まっていますけれども、今時点での

大きな課題をどのように捉えていらっしゃるでしょ

うか。課題というのは、このセンターの運営につい

ての課題のことをお尋ねいたします。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 運営につきま

しては、まず相談の場所として事務所が那覇市１か

所であると。それにつきましては名護市に今年度か

ら開設したということで、実際の相談場所としては

２か所になっていますが、それ以外の遠隔地にある

方についても相談ができる、しやすい体制づくりと

いうのが引き続きの課題と考えております。

これにつきましては、宮古、八重山への出張相談

ですとか、やはりオンラインでの支援する方への研

修会ですとか、そういう形でそれを補うような知恵

も絞りながらやっておりますが、これについては引

き続き相談の必要な方が相談しやすい体制づくりと

いうのが課題だと考えております。

○喜友名智子委員 次年度以降、このような課題に

どういうふうに取り組む予定でしょうか。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 次年度に向け

ましては、名護のほうを新たに設置しましたので、

そこの相談の状況を見まして、そこのニーズですと

か課題ですとか、そこが明らかになってくると思っ

ております。それを踏まえまして、また新たな支援

ということで必要な支援をしていくことになります

が、これについては広域的な役割の県のほうだけで

はなくて、市町村のほうでも同じように子ども・若

者支援については取り組んでほしいなというのもあ

りますので、市町村のほうでも市町村の地域協議会

の設置ですとか、そことの連携ですとか、そういう

形で進めて幅広く支援体制を強化、充実させていく

ことが必要だと考えております。

○喜友名智子委員 逆に市町村のほうからは、県に

対していろいろと期待する部分も多いと思うので、

お互いにボールを投げ合って事業が止まることがな

いように、ぜひお願いをいたします。

この事業に関して最後に１つなんですけど、なか

なか離島への出張相談がコロナ禍でできなかったと

いうふうに伺っています。これは本格的な再開とい

うのは、いつ頃から予定していますか。オンライン

で相談している方たちも、やっぱりひきこもりの相

談であればあるほど対面のほうが安心感が強いと思

うんですね。離島への出張の相談、どういった形で

また再開をしていこうという見込みを持っているで

しょうか。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 緊急事態宣言

が明けたというところで、可能な状況になれば、で

きるだけ現地に行っての支援が必要だとは考えてお

ります。これにつきまして、また委託先のほうとも

相談しながら、気持ちとしてはできる限り必要なの

はオンラインではなくて、対面での支援も必要な方

には届けられるような形で実施していきたいと考え

ております。

○喜友名智子委員 ありがとうございます。

次が120ページ、ひとり親家庭生活支援モデル事業

です。これは令和３年度までとなっておりますけれ

ども、次年度以降の見込みについて教えてください。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 次年度以降の

実施につきましては、これは平成24年度から実施し

てきておりまして、令和２年度末までに196世帯が自

立実現しているということで、これについてはぜひ

継続してほしいという要望を市町村等からも受けて

いるところです。

これにつきまして財源は一括交付金を活用してお
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りまして、令和３年度が終期となっておりますが、

次年度についても一括交付金を活用して継続できる

よう、庁内で調整を進めているところです。

○喜友名智子委員 私もこの事業、ぜひ継続をして

ほしいという要望を受けておりますので、やっぱり

地域の中で支援をするという特徴的な事業だと思い

ます。非常にニーズが高くて必要性もある事業だと

思うので、ぜひ事業が途切れることのないように継

続を要望して終わります。

次が、141ページです。国際家事の支援体制のほう

です。ほかの委員からも質問があったので重ならな

いようなところで聞きたいんですけれども、先ほど

数字を聞き逃してしまったのですが、沖縄でこれに

対応をした相談件数は何件でしたでしょうか。国内

に２万人ぐらいの対象者がいて、沖縄では351件とい

うような数字を先ほど聞いたと理解してるんですけ

れども、数字の確認からさせてください。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 先ほどの数字

につきましては、厚生労働省の人口動態統計により

ます令和元年度の国際離婚、国際結婚の数字につい

てお答えしました。この人口統計によりますと、国

際離婚のほうが全国で令和元年度１万647件、本県は

国際離婚が132件。国際結婚のほうが全国２万1919件、

本県が令和元年度354件国際結婚があったという数字

になっているという状況であります。

○喜友名智子委員 沖縄での国際結婚が354件、離婚

が132件という理解で正しいですか。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 そのとおりで

す。

○喜友名智子委員 ありがとうございます。

こういった背景がある中で、この支援事業で相談

にいらした人数、令和２年度は何名でしたでしょう

か。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 令和２年度は

10件、10人ということになります。

○喜友名智子委員 10件でいいですか。この数の相

談を今実際には何名のスタッフで相談に乗ってい

らっしゃるんでしょうか。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 実際、対応に

直接当たっているのは３名でございます。

○喜友名智子委員 10件ほどの相談の３名の方とい

う現状は理解できました。昨年度から始まっている

事業なので、まだどのように取り組むのか整理をし

ている部分も非常に多いように聞いています。けれ

ども、沖縄ではやっぱり国際家事の事案、非常に全

国でも多いと思いますし、今後恐らく、先ほどおっ

しゃった米軍人、軍属以外のケースも出てくるんじゃ

ないかと思うんですね。要はほかの国籍の方との案

件ということです。課題が増えてくると思いますの

で、こちらも次年度以降も継続はしたほうがいいん

じゃないかなと思うんですけれども、今後はどのよ

うな形で運営していこうと考えているでしょうか。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 相談内容につ

きましては、今米軍人、軍属に特化した形の相談事

業になっていますが、またてぃるるのほうで全般の

国際相談とか実施していますので、ちょっとそこの

件数が増えてきた部分については、そこのほうで振

り分けをしながら必要な対応ができるようにという

ことで対応してまいります。

この事業につきましては、また実際に相談業務を

やっていく中で課題の洗い出しをしながら、必要な

課題解消に努めながら、引き続きの支援体制を維持

していく必要があると考えております。

○喜友名智子委員 今おっしゃった、てぃるるで既

に多国籍な相談窓口があるということですので、既

にある事業との役割分担も適切に行いながら継続し

ていただきたいと思います。

私は以上です。

ありがとうございました。

○末松文信委員長 以上で、子ども生活福祉部関係

決算事項に対する質疑を終結いたします。

休憩いたします。

午後３時14分休憩

午後３時31分再開

○末松文信委員長 再開いたします。

次に、教育長から教育委員会関係決算事項の概要

説明を求めます。

金城弘昌教育長。

○金城弘昌教育長 よろしくお願いいたします。

それでは、教育委員会所管の令和２年度歳入歳出

決算について、その概要を御説明いたします。

ただいまお手元のタブレットへ通知いたしており

ます令和２年度歳入歳出決算説明資料をタップして

いただき御覧ください。

それでは、画面をスクロールしていただき、１ペー

ジをお願いいたします。

初めに、歳入決算状況について御説明いたします。

令和２年度の一般会計歳入決算は、予算現額の計

571億6071万8340円に対し、調定額は495億8441万

8863円、収入済額は495億6233万1760円、不納欠損額

は０円、収入未済額は2208万7103円となっておりま

す。

調定額に対する収入済額の割合である収入比率は

99.9％となっております。
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以下、款別に、収入済額、収入未済額の主なもの

について御説明いたします。

（款）使用料及び手数料の収入済額は48億6835万

5086円で、その主なものは全日制高等学校授業料で

あります。

２ページをお願いいたします。

（款）国庫支出金の収入済額は380億6103万3618円

で、その主なものは義務教育給与費、公立高等学校

就学支援金、沖縄振興公共投資交付金及び沖縄振興

特別推進交付金であります。

（款）財産収入の収入済額は２億809万9906円で、

その主なものは実習生産物売払代、土地貸付料であ

ります。

３ページをお願いいたします。

（款）諸収入の収入済額は４億9754万3150円で、

その主なものは文化財調査受託金、災害共済給付金

であります。

収入未済額2208万7103円は、談合認定に係る違約

金及び延納利息であります。

（款）県債の収入済額は59億2730万円で、その主

なものは県立学校の施設整備に係るものであります。

以上が、歳入決算状況であります。

続きまして、歳出決算状況について御説明いたし

ます。

４ページをお願いいたします。

教育委員会の合計は、（款）教育費と（款）災害復

旧費の合計となります。

それでは、（款）教育費から御説明いたします。

（款）教育費の決算は、予算現額の計1767億1386万

31円に対し、支出済額は1672億1843万904円、翌年度

繰越額は71億5983万3145円、不用額は23億3559万

5982円となっております。

予算現額に対する支出済額の割合である執行率は

94.6％であります。

次に、翌年度繰越額の主なものについて項別に御

説明いたします。

（項）教育総務費の翌年度繰越額７億4113万4000円

の主なものは、（目）教育振興費の公立学校改築に係

る市町村補助事業によるもので、市町村において工

法・工期の見直し等の計画変更の内容について、関

係者との調整に不測の日数を要したことなどから、

やむを得ず繰り越したものであります。

（項）中学校費の翌年度繰越額465万9000円の主な

ものは、（目）学校建設費の開邦中学校校舎新築工事

において、先行している解体工事で当初想定してい

なかったアスベストの処分に時間を要したことによ

り、新築工事発注に遅れが生じたことなどから、や

むを得ず繰り越したものであります。

５ページをお願いいたします。

（項）高等学校費の翌年度繰越額38億2361万775円

の主なものは、（目）教育振興費の職業系専門高校に

おける最先端のデジタル化に対応した産業教育装置

の整備に係る事業において、当該事業は令和３年１月

に成立した国の第３次補正予算による補助事業であ

り、国の交付決定の時期が年度末となり、年度内で

の執行が困難となったことにより、やむを得ず繰り

越したものであります。

（項）特別支援学校費の翌年度繰越額23億412万

7370円の主なものは、（目）特別支援学校費の那覇み

らい支援学校新築工事において、想定よりも地盤が

軟弱であり、地盤対策に関する工事を追加したこと

から、工事の施工に相当の時間を要したため、やむ

を得ず繰り越したものであります。

（項）社会教育費の翌年度繰越額262万2000円の主

なものは、（目）文化財保護費の文化財補助事業費に

おいて、新型コロナウイルス感染症の影響により、

建造物等の保存のための修理・修景工事が中断し、

年度内での事業完了が困難となったことにより、や

むを得ず繰り越したものであります。

６ページをお願いいたします。

（項）保健体育費の翌年度繰越額２億8368万円の

主なものは、（目）保健体育総務費の県立学校等感染

症対策事業において、当該事業は令和３年１月に成

立した国の第３次補正予算による補助事業であり、

国の交付決定の時期が年度末となり、年度内での執

行及び保健衛生用品等の納品が困難となったことに

より、やむを得ず繰り越したものであります。

次に、不用額の主なものについて、項別に御説明

いたします。

恐縮ですが、２ページ戻っていただきまして、

４ページをお願いいたします。

（項）教育総務費の不用額６億6764万3184円の主

なものは、（目）教育指導費の市町村への学びの保障

のための学習支援員配置事業において、学習支援員

の応募が当初の見込みを下回ったことによるものや、

（目）教職振興費の公立学校施設整備事業（公共投

資交付金）において、市町村事業に係る繰越箇所の

不調・不落により適正工期が確保できず事業が実施

できなくなったことによるものであります。

（項）小学校費の不用額４億6860万1495円の主な

ものは、教職員給与費の執行残であります。

（項）中学校費の不用額３億3426万7686円の主な

ものは、同じく教職員給与費の執行残であります。

５ページをお願いいたします。
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（項）高等学校費の不用額４億175万8414円の主な

ものは、（目）高等学校総務費の教職員給与費の執行

残及び（目）学校建設費の学校施設整備補助事業費

（騒音対策）の執行残によるものであります。

（項）特別支援学校費の不用額１億9793万7975円

の主なものは、教職員給与費の執行残であります。

（項）社会教育費の不用額１億8888万5214円の主

なものは、（目）文化財保護費の文化庁国庫補助事業

費において、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、発掘調査の規模を縮小及び期間を短縮したこと

や、受託事業費における発掘調査支援業務委託の入

札残によるものであります。

６ページをお願いいたします。

（項）保健体育費の不用額7650万2014円の主なも

のは、（目）保健体育総務費のスポーツ振興事業費に

おける市町村立中学校部活動指導員の配置人数減に

伴う市町村への補助金の執行残によるものでありま

す。

以上が、（款）教育費の決算状況でございます。

次に、（款）災害復旧費について御説明いたします。

（款）災害復旧費の決算は、予算現額の計9552万

3000円に対し、支出済額は4116万5760円、翌年度繰

越額は5191万9000円、不用額は243万8240円、翌年度

繰越額は、令和２年９月30日の降雨により崩落した

浦添工業高等学校ののり面に係る復旧工事の設計検

討及び対策に時間を要したことにより、やむを得ず

繰り越したものであります。

また、不用額は、幸いなことに当初の想定より学

校施設の災害が少なかったことによるものでありま

す。

以上が、教育委員会所管の令和２年度歳入歳出決

算の概要でございます。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 ありがとうございました。

教育長の説明は終わりました。

これより質疑を行いますが、質疑及び答弁に当たっ

ては、その都度、挙手により委員長の許可を得てか

ら行い、重複することがないよう簡潔にお願いいた

します。

また、答弁に当たっては、総括的、政策的な質疑

に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ担

当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思いま

すので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろし

くお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

それでは、教育委員会関係決算事項に対する質疑

を行います。

小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 430ページ、スクールカウンセ

ラー配置事業（県立）と、次のページ、スクールカ

ウンセラー・スクールソーシャルワーカー等配置事

業に関して、課題となっている点、少し詳細に教え

てください。

○目取真康司義務教育課長 お答えします。

課題としましては、書いてあるとおりでございま

すが、暴力行為の問題等の行動の防止、いじめ発生

と未然防止、早期発見、不登校の対応等、多岐にわ

たるところでございますが、現在、この課題への対

応としまして、スクールカウンセラーを小中学校全

校に配置しているところでございます。

さらに、今年度より、一層充実した配置に向け、

支援の必要な学校を重点校として選定し、訪問回数

を増やしているなどの対応を行っているところです。

以上です。

○小渡良太郎委員 前のページ430ページのスクール

カウンセラー事業に関しては、課題は専門的な知識

の人材確保が課題となるとあって、暴力行為とかい

じめ、不登校とは書かれていないんですけれども、

これは同じと理解していいですか。

○玉城学県立学校教育課長 ほぼ同様と理解してよ

ろしいかと思います。

○小渡良太郎委員 このスクールカウンセラーの業

務の中に、学校内のパワハラというのは含まれるで

しょうか。

○目取真康司義務教育課長 スクールカウンセラー

は、児童生徒の相談に乗ると同時に、多くは児童生

徒と関連する内容について先生方の相談にも応じる

ところであります。その中において、もしかすると

校内における組織体制、そういったパワハラもその

中のうちの一つとして相談されることはあるかと

思っております。

以上です。

○小渡良太郎委員 以前の委員会で審査したコザ高

校の事案、または北山高校、この間の陳情にもあり

ましたものは、令和２年度に起こったものと理解し

ます。この２つの事業に関して、カウンセラーはど

のように業務を遂行したのか、現場でですね、教え

てください。

○玉城学県立学校教育課長 御指摘のコザ事案、あ

るいは北山高校の事案については、事前にカウンセ

ラーへの相談はなかったと。ただ、事後、特にコザ

においては、子供たちのケアのためにカウンセラー

がしっかりケアに応じたというふうになっておりま
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す。

以上でございます。

○小渡良太郎委員 相談がないと動けないというの

は、しようがない部分ではあると思うんですけれど

も、ただこういった事案を、課題にも掲げているよ

うに未然防止、早期発見、早期解決ということをやっ

ているんであれば、やはりどうやって取り組むかと

いうところが今後問われてくるのかなと、ああいう

事案が起きた以上はですね。十分に機能していると

は言えないというと、ちょっと言葉はきついと思う

んですけれども、理由として、今後の課題解決も含

めてどのようなことが考えられるのか、最後に教え

てください。

○玉城学県立学校教育課長 お答えします。

これまでどおり、引き続き教育相談体制の充実、

特にまた教育相談係のみではなく、学級担任あるい

は関わる学年主任とか、そういった方々のアンテナ

の張り方、それともう一つは、カウンセラーについ

ては守秘義務もありますので、それを相談したとき

にどこまで守秘義務を守って、どこからは子供たち

を守るために組織で対応するかというところが少し

課題というところもありましたので、その辺をしっ

かり今後は基準を設けながら周知していきたいなと

いうふうに考えております。

以上でございます。

○末松文信委員長 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 お疲れさんでございます。

若干、質疑をさせてください。420ページの教員グ

ローイングアップ事業（新規）について、この事業

はもう今年度で最終になっておりますけれども、次

年度からの取組を教えてください。

○目取真康司義務教育課長 本事業は、教職員の授

業力アップ、資質向上を目的に行っている事業でご

ざいます。本年度で最終年度とはなっておりますけ

れども、学校のニーズ等、成果等を精査、検討しな

がら、総括しながら次期の取組について検討してい

るところでございます。

以上です。

○仲里全孝委員 今回の執行率の65.1％の要因を教

えてください。

○目取真康司義務教育課長 この教員グローイング

アップ事業に係る第１回の授業力アップ研修会が、

昨年度の４月から５月の期間に設定されておりまし

た。御存じのとおり、当初４月から県の独自の緊急

事態宣言の発令があり、ほとんどの小中学校で休校

となったことを受け、一旦この研修を中止としてお

ります。延期も試みたところでございますが、引き

続きコロナ対策等がありまして講師等の日程調整も

できなく、やむなく第１回の研修が中止したことに

より執行残となっているところです。

以上です。

○仲里全孝委員 その中で、（１）の授業力アップ研

究会、（２）のパイオニアティーチャー研修というん

ですかね、この違いを教えてください。

○目取真康司義務教育課長 この２つの違いであり

ますけれども、まず授業力アップ研究会という研修

会は、全国で行われている学習指導要領等の結果に

基づいて、課題となっている教科について、課題に

なっている分野について、理論的な研究や授業研究

を通して、教官の専門性を高める研修というふうに

なっております。

あと、パイオニアティーチャー研修会というのは、

学校で核になる、校長、教頭以外のいわゆるミドル

リーダーと呼ばれる先生方の資質向上、それからリー

ダー性をアップするための研修を行うというような

２本立ての研修ということになっております。

以上です。

○仲里全孝委員 その中で課題と挙げられている、

授業の改善を推進するため教育事務所との密な連携

が必要である。この授業改善の推進というのはどう

いう、推進の中身を教えてください。どういう中身

なのか。

○目取真康司義務教育課長 先ほどの説明の中でも

ちょっと触れたんですけれども、主に全国学力学習

状況調査の結果において、課題となる分野について、

これもまた各地区とも若干特徴があったりしますの

で、その分野について全県一律に同じ研修をすると

いうよりも、その地区に合わせた研修を行うために

各教育事務所との連携を図る必要があるというとこ

ろを目指しているところですが、その部分について

まだまだ向上させる余地があるという意味で、課題

とさせていただいております。

以上です。

○仲里全孝委員 これは例えば、ブロックごとの研

修をしていこうというのが大きな目的なんでしょう

か。

○目取真康司義務教育課長 それも目的の一つと

なっております。

以上です。

○仲里全孝委員 ありがとうございました。

次に、438ページ、外国青年招致事業について、そ

の中身で、ＡＬＴの受入れについてちょっと確認さ

せてください。４番目にＡＬＴを対象とした個別面

談を実施するとありますけれども、38名のＡＬＴに
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対して10月に３日間の日程で面談研修を実施したと

いうふうなことがありますけれども、ＡＬＴを受け

るまでのプロセスを教えてもらえないですか。

○玉城学県立学校教育課長 お答えします。

ＡＬＴは外務省が各国にある日本大使館等、日本

領事館も含めますが、等を通して募集選考し、各自

治体の希望人数に応じて配置、任用されるものであ

ります。

外務省において示されている応募要件の主なもの

に、もちろん面接によって選考されますけれども、

大学の学士以上の学位取得者とか、あるいは指定言

語について現在の標準的な発音、リズム、イントネー

ションを身につけ、正確かつ適切に運用できる語学

力を有していること。あるいは論理的に文章を構成

する力を備えていること。さらには日本における英

語教育に関心があること。教員資格、教職員経験、

高い日本語力があれば加点されるというふうにされ

ております。

以上でございます。

○仲里全孝委員 今回10月に３日間の日程で面談を

実施したとありますけれども、当初ＡＬＴを沖縄県

のほうで何名予定していて38名の面談に至ったんで

すか。

○玉城学県立学校教育課長 本県としては、54名の

ＡＬＴをお願いしたところでございますけれども、

コロナの影響で38名の来日というふうになっており

ます。

○仲里全孝委員 そうすれば、16名のＡＬＴが今学

校に配置されてないということですか。

○玉城学県立学校教育課長 16人については、県の

非常勤講師として募集して、補充したところでござ

います。

○末松文信委員長 休憩いたします。

（休憩中に、仲里委員から質疑内容について

補足説明があった。）

○末松文信委員長 再開いたします。

玉城学県立学校教育課長。

○玉城学県立学校教育課長 その間タイムラグはあ

りましたけれども、県内にいるネイティブスピーカー

の皆さんに公募して、非常勤で任用して補ったとい

うことでございます。

○仲里全孝委員 この非常勤は外国人ですか。

○玉城学県立学校教育課長 そのとおりでございま

す。外国人でございます。

○仲里全孝委員 契約内容を教えてください。

○玉城学県立学校教育課長 会計年度任用職員とし

て週19時間、時給2800円で月20日間の勤務という条

件を付して、要件については先ほど申し上げたとお

り、日本語教育に関心のある方を採用しております。

○仲里全孝委員 契約期間は１年ですか、２年です

か。

○玉城学県立学校教育課長 ＡＬＴがまた来る予定

がありますので、１年ではなく、約半年を区切って

採用しているところでございます。

○仲里全孝委員 半年契約で間違いないですか。

○玉城学県立学校教育課長 令和２年につきまして

は半年でございます。

○仲里全孝委員 38名予定されているＡＬＴも半年

の契約で間違いないですか。

○玉城学県立学校教育課長 ＡＬＴは１年契約で契

約いたします。

○仲里全孝委員 分かりました。ありがとうござい

ます。

441ページのバス通学費支援事業について、ちょっ

と確認させてください。この事業においても執行率

が76.6、その内容を教えてください。

○大城勇人教育支援課長 当初予算額と決算額の差

についてなんですけれども、支援対象者のバスの利

用回数や支援対象者数が見込みより減となったこと

によるものであります。

当初見込みより減となった理由といたしましては、

本事業は令和２年10月から開始した事業であり、本

事業における利用実績の蓄積がなかったこと、また、

新型コロナウイルス感染症の影響等もあり、対象者

の公共交通機関の利用動向の予測が難しく、利用回

数等正確に見込むことができなかったことから、見

込みと実績に差が生じたものでございます。

○仲里全孝委員 ありがとうございます。

その中で低所得世帯とありますけれども、この低

所得の基準はどういうふうになっていますか。

○大城勇人教育支援課長 所得の要件でございます

が、住民税所得割非課税世帯と、前年度に実施して

おりましたひとり親家庭高校生等通学サポート実証

事業の対象者である児童扶養手当受給世帯を対象者

としております。

○仲里全孝委員 ちょっと確認を取りたいのは、一

定の所得基準に満たない世帯とありますよね。その

一定の所得の基準というのは幾らなんですか。

○大城勇人教育支援課長 こちらにございます一定

の所得基準に満たないというのは、ひとり親家庭の

中でも、やはり高額所得者のひとり親もいらっしゃ

いますし、そういう方ではなく、我々の要件に合致

する方のみのひとり親家庭ということでございます。

○末松文信委員長 石原朝子委員。
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○石原朝子委員 よろしくお願いします。

では、令和２年度の新規事業として取り組んでお

りました県立学校法律相談研修費の事業内容と執行

率、効果と課題について御説明お願いいたします。

○玉城学県立学校教育課長 いわゆるスクールロイ

ヤー制度と呼ばれるものでございますけれども、学

校で起こるいじめや保護者とのトラブルなどについ

て、法的側面からアドバイスを行う制度として、県

立学校において予防対策や法律相談などを行うもの

であります。教育委員会と沖縄弁護士会が協定を結

び、県内５地区、計８名の弁護士を配置しておりま

す。執行率は、18.3％というふうになっております。

事業効果としましては、学校側からの意見もござ

いますが、スクールロイヤーの法的側面から助言を

得ることで、児童生徒、保護者への適切な対応が図

られてきていると。また、児童生徒の人権に考慮し

た指導がなされるものと期待しております。また、

教員は安心して対応することができ、業務の効率化、

負担軽減が図られ、時間的拘束や心身のストレスの

解消にもつながるというふうに考えております。ま

た、弁護士の研修を実施することで、問題行動に対

して法的根拠のある対応が可能となり、職員のスキ

ル向上が図られたことが挙げられております。

実績としまして、令和２年度10月より運用開始し、

法律相談を21回行っております。

以上でございます。

○石原朝子委員 この事業は４月からスタートせず

に10月からということですね。この空いている期間

はどうされたんでしょうか。

○玉城学県立学校教育課長 事業開始に当たり弁護

士会との協定締結に少し時間を要したことがあり、

スクールロイヤーの活用は10月から少し遅れての開

始となりました。

以上でございます。

○石原朝子委員 今回、10月からの後の相談件数の

主な内容等を。

○玉城学県立学校教育課長 生徒指導などに関する

保護者からの要求、クレーム等の対応、あるいは生

徒の懲戒指導に関する学校の対応、そういうことが

主に挙げられております。

○石原朝子委員 課題としては、どういった課題が

今回出てきましたでしょうか。

○玉城学県立学校教育課長 学校が弁護士を利用す

ることについて少しハードルが高いというふうに捉

えているのが現状でございまして、もう少し先生方

にスクールロイヤー制度の意義等を周知して、相談

しやすい環境を整えることが必要だということで、

我々は事あるたびに、校長研、教頭研のほうでスクー

ルロイヤー制度について周知活動を行っているとこ

ろでございます。

以上でございます。

○石原朝子委員 この県立学校においては、幾つの

学校、何校が利用されましたか。

○玉城学県立学校教育課長 ９校、21件でございま

す。

以上でございます。

○石原朝子委員 この21件の相談を受けて、すぐ内

容等解決したケースもございますでしょうか。それ

ともまだ継続のケースも多々ありますか。

○玉城学県立学校教育課長 いろいろ様々でござい

まして、解決に至ったもの、あるいは継続中のもの

もございます。

○石原朝子委員 この事業は今後継続していかれる

と思うんですけれども、事業の予算、令和２年度は

101万円ですか、予算総額です。

○玉城学県立学校教育課長 そのとおりでございま

す。

○石原朝子委員 これは予算を拡充して、また人数

等も増やしていく今後予定になっておりますでしょ

うか。

○玉城学県立学校教育課長 令和３年度は218万

9000円を計上してございまして、コロナの影響で少

し研修等が実施できない状況もありますが、学校の

ほうには周知して、活用を促しているところでござ

います。

○石原朝子委員 私はこの事業、本当に時宜を得て

いる必要な事業だと思います。今回、なぜこの主要

施策の成果報告書に載っていなかったのかが疑問に

思いますけれども、どういった理由で今回載せなかっ

たんでしょうか、新規事業であるにもかかわらず。

○屋宜宣秀参事兼総務課長 主要施策の成果に関す

る報告書の掲載事業につきましては、企画部のほう

から選定に関する基本的な考え方というのが示され

てございます。

１つが、県政運営の基本方針を表す知事提案の説

明要旨に掲載された事業。それから２番目に、重点

テーマに沿った施策に係る事業ということでござい

ます。重点テーマに該当する事業につきましては、

全て選定するというわけではなくて、それぞれの数

の分量とかそういうのもございますので、教育庁と

しましては予算事業245のうちの主要施策として、今

回、令和２年度は28事業を掲載したところでござい

ます。

○石原朝子委員 分かりました。ありがとうござい
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ました。

○末松文信委員長 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 お疲れさまです。よろしくお願い

いたします。

まず１番目に、コロナ禍において、この１年間の

予算の組替えなど大変御苦労なさったんではないか

とお察しいたしますけれども、どのような点で苦労

され、どのような点で工夫されたのかをお聞きした

いと思います。

○屋宜宣秀参事兼総務課長 お答えいたします。

新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、

予定どおりの実施が困難となった事業につきまして

は、実施方法を変更して対応したり、減額補正を行っ

て他の取組に活用するなどの見直しを行ったところ

でございます。

特別支援学校のスクールバスの増便ですとか、そ

れから県立学校のマスク、消毒液等の保健衛生用品

の購入に要する経費、市町村が配置する学習指導の

支援に当たる人員に要する経費等のため、４次にわ

たる補正予算を行い、12億3977万8000円のコロナ関

連予算を確保いたしました。

さらに、県立学校における新型コロナウイルス感

染状況の悪化を受けまして、対策の強化のために必

要な経費、それから児童生徒の学習保障の取組のた

め、その他事業の執行残を活用しまして約5000万円

を流用しまして、コロナ対策に係る予算を確保した

ところでございます。

以上です。

○比嘉京子委員 皆さんの状況を見てみますと、私

もとても残念だなと思うのは、海外の留学であると

か、それから視察であるとか、短期、長期にわたっ

て多くの生徒たちのある意味で希望というか夢を、

このコロナ禍で断たれたのかなというふうに思って

います。そういうことは非常に残念なことでしたけ

れども、かなりそういう金額、それから研修等の削

減が目立つのかなというふうに理解をしています。

さて、こういう時代にやっぱりＧＩＧＡスクール、

いわゆるネット、オンラインの授業というのものが

まだまだ整備をされていないという点がありますの

で、ぜひそこは学問のといいますか、勉強の格差が

ないようにお願いをしたいと思います。

次に、複式学級について、ページ421ページの主要

施策について伺います。８名以上の複式学級を有す

る小学校は何校でしょうか。実態を伺います。

○安里克也学校人事課長 令和３年度、小学校22校

が８名以上の複式学級を有しております。

以上であります。

○比嘉京子委員 22校のうち、クラスとしては多数

あるという理解でよろしいでしょうか。

○安里克也学校人事課長 お答えいたします。

先ほどお答えしましたのは、令和３年度、今年度

の実績ということでお答えいたしました。今、委員

御指摘のありましたとおり、令和２年度につきまし

ては21校となります。

○比嘉京子委員 人材確保が非常に困難だという概

要になっているんですけれども、本来なら何名必要

で、何名充足されていないということでしょうか。

○安里克也学校人事課長 対象としておりましたの

は29学級、それに対しまして、実際派遣できました

のが24学級ということになっております。

○比嘉京子委員 ということは、21学校の中に24学

級という理解でいいですか。

○安里克也学校人事課長 学校数といたしましては

21学校、学級としまして29学級となっております。

○比嘉京子委員 違うんじゃない。24学級の21学校

じゃないですか。

○安里克也学校人事課長 失礼いたしました。

24学級につきましては、16校となっております。

失礼いたしました。

○比嘉京子委員 すみません、聞き方が悪かったで

す。

課題解決の方策ですけれども、教員免許資格者が

少ないと書いてあるんですけれども、どうなんでしょ

うか。雇用の形態に問題がないのかなと思うんです

が、いかがですか。

○安里克也学校人事課長 非常勤講師は会計年度任

用職員という形で雇用しておりまして、授業１時間

につき2800円を支給するというような形での報酬算

定となっております。ただ、この職員につきまして

は、免許を保持していることを必須としております

ので、なかなか人材を任用することが難しいという

ような状況になっております。

○比嘉京子委員 やっぱり最初でもう非常勤と銘

打っているわけですよね。ですから、なかなか私は

厳しいのかなというふうに理解していますが、ぜひ

御検討をお願いしたいと思います。

では、430ページのスクールカウンセラーの配置に

ついてですが、高校の場合はあれとしても、本当に

その専門性を持った人がどれだけ存在するのかとい

うことなんですが、これだけ学校に配置をするとい

うことは、件数も増えていますけれども、いよいよ

にどんどんに人数が多く必要になってくるんですね。

そして、次のスクールカウンセラー、ソーシャル

ワーカーですけれど、431ページ。ここはいじめ等の
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問題ですが、県立の場合には、高校生の場合には相

談ということになっているわけですが、同じような

専門性のある方々をこれだけ多く、そしてこれだけ

の相談件数があるということで、先ほども質問があ

りましたけれども、いかに早期に発見をして、いか

に早期解決に向けていくかということが非常に大事

だと言っているんですが、結局こういう問題は今後

増えていく可能性を秘めているという理解をしてい

るんですが、いかがですか。

○目取真康司義務教育課長 おっしゃるとおり、県

内の状況を見ておりますと、小・中・高ともに不登

校等の児童生徒も増えており、また、いじめにつき

ましてはいじめ認知件数と私たちは表現しておりま

すけれども、そのいじめの認知件数も増えているこ

とから、今後も相談件数は増えていくものと考えて

おります。

以上です。

○比嘉京子委員 昨日、大津市の10年前のいじめの

自死による中２の問題で、かなり議論があったよう

に思うんですが、そのときに背景は何かということ

で識者が訴えていましたのは、教師の多忙化だと。

だから今、対症療法に我々走っているんだけど、私

はまず先生方の多忙化の仕事の内容をもっとそぎ落

としていくことが大事ではないかと思いますが、教

育長、いかがですか。

○金城弘昌教育長 教員の働き方改革、非常に重要

なテーマの一つだと思っています。やはり子供たち

と向き合う時間が必要、声を聞く時間が必要という

のは、もうこの間再三言われておりますので、働き

方改革について、私どもとしてもいろんな手だてを

取っているところでございますけど、引き続き恐ら

くこれが必ず効くという手だてはなかなかないのか

なと思っていますけど、教員の意識改革も含めて取

り組んでいく。また、しっかりした正規化の促進で

すとか教員の雇用を進めていますので、そういった

ものをしっかりやりつつ、仕事の中身も変えていか

ないといけないのかなというのは率直に思っている

ところでございますけど、この辺りはやはり現場と

しっかり意見交換をしながら、やれることをどんど

んやっていくと。

例えば一つの例としては、やはり行政で当然やっ

ているノー残業デーですとか、あといろいろ時間外

に電話がかかってくるようなものをやめるとか、本

当に小さな取組とかいろいろあるんです。あと部活

動指導員の配置ですとか、あとはスクールサポート

スタッフの配置とか、いろんなところがあると思う

んですけど、それを一つ一つまず丁寧にやっていっ

て、最終的にはちょっと意識改革も必要なのかなと

いうふうに思っているところでございます。

以上でございます。

○比嘉京子委員 この問題はまた取り上げさせてい

ただきますが、大津市ではＡＩを活用しているよう

ですね。つまり、いじめを全てＡＩの中に入れて、

その深刻度というのをしっかり出させて、そしてそ

の対応の優先順位を決めていくというようなこと等

もやっているようです。

ちょっと時間がなくなりましたが、最後ですけれ

ど、幼児教育の451ページですけれども、３つ質問を

出してあるんですが、この事業は来年度で終わるこ

とになっているんですけど、どのようにお考えでしょ

うか。

○目取真康司義務教育課長 おっしゃるとおり、来

年度で終了の事業ということになっておりますけれ

ども、今現在実施している中におきまして、現場の

ニーズも高い。それから、県全体を総括しながら支

援していくという体制は必要であるという観点から、

今後も継続できるよう検討しているところでござい

ます。

以上です。

○比嘉京子委員 終わります。ありがとうございま

した。

○末松文信委員長 玉城ノブ子委員。

○玉城ノブ子委員 時間も限られていますので、後

ろのほうからちょっと、主要施策の442ページ、質問

をさせていただきますので御答弁よろしくお願いい

たします。県外大学への進学を支援する給付型奨学

金制度の実施件数と金額、その成果について伺いた

いと思います。

○大城勇人教育支援課長 県外進学大学生支援事業

の金額とその成果についてということで、本事業は

能力を有する経済的に県外進学が困難な状況である

県内高校生の県外難関大学等への進学を促進し、併

せて大学等進学率の改善を図ることを目的として実

施しております。

これまで平成29年度に進学者25人、平成30年度に

進学者25人、令和元年度が25人、令和２年度の進学

者が19人、今年度進学者が25人の119人の学生を奨学

生として採用し支援を行っており、大学進学率の向

上にもつながっていると考えております。

事業の実績額としましては、平成29年度約2700万、

平成30年度約4800万、令和元年度6600万、令和２年

度7000万円となっております。

○玉城ノブ子委員 この県外大学への進学を支援す

る給付型奨学金制度の具体的な要件は、内容につい
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てお伺いしたいと思います。

○大城勇人教育支援課長 県外進学大学生支援事業

の対象者の要件でございます。まず家計の状況が一

定の基準を満たすものであることとしまして、あく

まで例示でございますが、４人世帯の場合、世帯年

収が597万円未満、それと保護者が沖縄県に居住する

者であること、３番目に県が指定する県外指定大学

に進学する者ということになっております。

○玉城ノブ子委員 なぜそれを私が聞いているかと

申し上げますと、給付型奨学金制度、今コロナ禍の

中で非常に大きな、やっぱり進学を希望する子供た

ちにとっては大変魅力のある制度になっているわけ

です。ですから、もっと要件を緩和して、もっと多

くの子供たちが県外の大学に進学することができる

ように、この給付制の制度を緩和していくことがで

きないかということなんですけれども、どうでしょ

うか。

○大城勇人教育支援課長 国の制度が、両親、本人、

中学生のモデルで年収380万円以下の世帯が対象と

なっており、県の給付型奨学金においては、令和２年

度に所得要件を緩和し、420万から597万円まで対象

を拡充したところでございます。この要件の緩和に

よって採用となった学生が、令和３年度の進学者で

９名になっておりまして、国からの十分な支援を受

けられない中所得層の世帯も支援が可能となってお

ります。

県教育委員会としましては、今後とも国の奨学支

援制度による支援状況を注視し、適切な支援ができ

ますよう努めてまいりたいと思っております。

○玉城ノブ子委員 ぜひ要件を緩和して、多くの県

外の大学に進学を希望する皆さん方が、この制度で

進学することができるようにしていただきたいとい

うふうに思います。

それと、今後の課題ということで、国の修学支援

新制度とのすみ分けというのが出ていますけれども、

これは具体的に言ってどういうことでしょうか。具

体的内容についてお聞かせください。

○大城勇人教育支援課長 先ほどの繰り返しにはな

るんですけれども、国とのすみ分けについてでござ

いますが、国の支援制度がどちらかといえば中所得

層をメインに据えて支援している制度になっており

まして―失礼しました。国の支援制度が低所得層を

支援する主な制度になっておりまして、これに対し

て、先ほどの答弁の繰り返しになりますが、県がや

はり同じようなところに支援をするというよりは、

そこは少し所得要件を拡充した上で、できるだけ多

くの方々に大学進学率の改善とグローバル人材の育

成を促進するという目的を達成する目的で、中所得

層まで範囲を広げたところでございます。

○玉城ノブ子委員 分かりました。コロナ禍の中で、

学生がやっぱり困窮する状況にあるわけです。進学

を希望する多くの高校生がこの制度を使って進学す

ることができるように、県外大学だけではなくて、

県内大学にもこの対象を広げることはできないかと

いうことが多くの人たちの要求になっているんです

けれども、どうでしょうか。

○大城勇人教育支援課長 委員の県内大学への支援

を拡充してほしいという御意見でございます。令和

２年度から実施されている国の修学支援制度におい

ては、県の大学のみならず専修学校等も支援対象と

なっており、給付型奨学金のほか、授業料減免が実

施されております。低所得層の学生に対しましては、

県の給付型奨学金よりも手厚い支援となっておりま

す。国の制度については、学ぶ意欲があり、収入要

件を満たす学生全てが対象となることから、低所得

層の学生については、まずは国の修学支援制度の活

用を検討していただきたいと考えております。

県の給付型奨学金においては、国から十分な支援

を受けられない中所得層の世帯を中心に支援し県外

進学を促進することで、本県の大学進学率等の向上

につなげていきたいと考えております。

以上です。

○玉城ノブ子委員 これは県内大学への拡充もぜひ

検討していただきたいというふうに思います。

あと、441ページの住民税所得割非課税世帯とひと

り親家庭の高校生を対象にしたバス通学費無料化で

す。多くの皆さんから大変喜ばれておりますけれど

も、これの利用者数、金額等についてお伺いいたし

ます。

○大城勇人教育支援課長 バス通学支援事業は、家

庭の経済状況にかかわらず、安心して学業に励むこ

とができる教育環境を整備するため、住民税所得割

非課税世帯の高校生の通学費を支援する事業となっ

ております。国公立におきましては、令和２年度は

3208名を認定しており、決算額は１億8695万7000円

となっております。

参考までですが、私立においては192名を認定して

おり、決算額は710万6000円となっております。県全

体として3400名を認定しており、決算額は１億9406万

3000円となっております。

○玉城ノブ子委員 コロナ禍の中でやっぱり生活が

厳しくなっている家庭が増えています。バス料金の

無料化、これも要件を緩和して対象を拡大してほし

いという要望が上がっています。ですから、それも



－182－

ぜひ検討していただきたいというふうに思っていま

すが、いかがでしょうか。

○大城勇人教育支援課長 現在、対象となる世帯は

住民税所得割非課税世帯としておりますが、コロナ

禍ということもあるんですけれども、前年度所得で

課税世帯であっても、失業や減収で家計が急変した

世帯については、家計急変後の世帯収入で審査をし

ております。非課税世帯に相当する場合には、バス

支援の対象ということで対応させていただいている

ところでございます。

○玉城ノブ子委員 ぜひこれも要件を緩和して、多

くの人たちがこのバス料金無料化の制度を活用する

ことができるようにしていただきたいと思います。

あと、時間の関係があって、440ページの那覇みら

い支援学校です。これは非常に多くの市民の皆さん

から大きな期待が寄せられていた学校ですけれども、

これは来年度開校で、しっかりと頑張っていただき

たいというふうに思っているんですけれども、確認

よろしくお願いします。具体的に来年の４月開校で

よろしいでしょうか。

○金城弘昌教育長 先日、10月１日付で学校長、辞

令を発出いたしました。４月１日開校に向けて着実

に進めておりますので、しっかり取り組みたいと思

います。

以上でございます。

○玉城ノブ子委員 よろしくお願いします。

○末松文信委員長 瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 お願いします。

まず最初に424ページ、スクール・サポート・ス

タッフの配置について、事業の目的、内容、実績等

々について伺います。

○安里克也学校人事課長 スクール・サポート・ス

タッフの配置事業につきましては、教職員の長時間

労働が深刻となっているという観点から、負担軽減

を図り、児童生徒と向き合える時間を確保すること

で、きめ細かな指導の充実を図る。そういうことを

目的に実施しております。

公立市町村学校で教員の事務を補助するスクール

・サポート・スタッフを配置する市町村に対しまし

て、補助金を交付するというような内容になってお

ります。

○瀬長美佐雄委員 具体的にどのような業務をサ

ポートしてもらっていると。その結果、教職員の負

担も軽減されているという評価なのか伺います。

○安里克也学校人事課長 スクール・サポート・ス

タッフの主な業務としましては、授業で使用する教

材等の印刷や物品の準備、教材・資料の整理・保管、

それから宿題等の提出物の受け取り、確認などを行っ

ております。これらのサポートを行うことによりま

して、教員の超過勤務時間が短縮したことや、教材

研究や指導案作成等の時間を生み出すことができた

と回答している市町村もございますので、教職員の

負担軽減につながっているものと認識しております。

以上であります。

○瀬長美佐雄委員 ちなみに何名ぐらい、そのサポー

トの人数としては掌握できていますか。

○安里克也学校人事課長 令和２年度の配置実績で

ありますが、12市町村122校に134人の配置となって

おります。

以上であります。

○瀬長美佐雄委員 教職員の負担軽減という働き方

改革の話もありましたが、教職員の休職の状況、こ

の間の努力で少なくなっているという状況なのか、

改善が見られるのか、状況を伺います。

○安里克也学校人事課長 令和２年度における教育

職員の病気休職者は389人でありまして、そのうち精

神疾患による病気休職者は188人となっております。

県教育委員会といたしましては、病気休暇及び病

気休職中の職員に対しまして、学校管理職と学校ご

とに配置されております産業医が中心となりまして、

定期的に療養状況を確認し、休職者の回復状況の把

握等を行っております。また、保健スタッフによる

病状確認や相談受付、必要に応じまして精神科医、

臨床心理士による個別の心理相談、復職支援のため

の面談などの支援を行っております。

以上であります。

○瀬長美佐雄委員 全国的に比べて県内の休職比率

としても多いということだと思いますが、それがど

ういう状況なのか、改善の方向になっているのかと

いう点では、改善の方向になっているのかの確認を

させてください。

○安里克也学校人事課長 改善の傾向につきまして、

お答えが漏れておりました。失礼いたしました。

令和２年度における教育職員の病気休職者は389人

でありまして、５年前の平成28年度413人と比較しま

すと、24人減少しております。ただし、精神疾患に

よる病気休職者につきましては、令和２年度は188人

でありまして、５年前の平成28年度の163人と比較い

たしますと、25人増加しております。

県教育委員会といたしましては、定期的な療養状

況の把握、保健スタッフによる支援等を行いまして、

引き続き教職員の健康管理に努めてまいりたいと考

えております。

○瀬長美佐雄委員 あと、少人数学級の拡大に努め
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てきて、これも教員の職場の負担軽減につながると

思うんですが、この間の少人数学級化の努力、正規

化率の推移の教育環境の充実への効果という点で伺

います。

○安里克也学校人事課長 少人数学級拡大の経緯に

つきまして、県教育委員会では平成20年度に小学校

１年、平成21年度に小学校２年で30人学級を実施し

ております。その後、平成24年度に小学３年、平成26年

度に中学１年、平成28年度に小学４年、平成29年度

に小学５年、平成30年度に小学６年で35人学級を実

施しております。また、令和３年度から中学２年、

３年で35人学級を実施しております。

少人数学級拡大の効果についてでありますが、少

人数学級の効果につきまして、文部科学省におきま

しては、一人一人の理解度や興味・関心に応じたき

め細かな指導が可能となること、発言・発表の機会

が増え、より積極的に授業に参加できるようになる

ことなどを効果として公表しております。

以上であります。

○瀬長美佐雄委員 この間の推移の中で、拡大する

中で、１つは教員定数がどういうふうな変化で増え

てきたのか。正規化率が課題ですが、これを高める

という状況になっているのか伺います。

○安里克也学校人事課長 平成23年度から正規教員

を増やす取組を実施しており、平成22年度と比較し

て、令和２年度は少人数学級実施により231人の教員

定数が増加しており、正規教員数は1008人増加して

おります。

なお、正規率につきましては83.7％となっており、

平成22年度と比べますと1.4ポイント改善しておりま

す。

以上であります。

○瀬長美佐雄委員 今現在で国の制度的な学級の定

数、法的には何名ぐらいになっていて、何学年なの

か確認します。

○安里克也学校人事課長 国におきましては、法律

改正を行いまして、現在小学２年生まで少人数学級

を実施しているところであります。

以上であります。

○瀬長美佐雄委員 国に比較すれば、全学年が少人

数になったと。ちなみに、全国の中で全学年を少人

数化したというのは何県ありますか。

○安里克也学校人事課長 全学年で少人数学級を実

施しているのは、沖縄県を含めまして９県ございま

す。

以上であります。

○瀬長美佐雄委員 あと、446ページ、「琉球・沖縄

の知と心」国際発信事業について、その概要、効果

について伺います。あわせて、移民のルーツ調査自

体の概要について、あと世界のウチナーンチュ大会

との関連でどういう役割になるのか伺います。

○大宜見勝美生涯学習振興課長 お答えいたします。

「琉球・沖縄の知と心」国際発信事業の概要です。

調査に取り組んだ国、資料収集の概要のほうを説明

いたします。令和２年度についてはカナダ、アメリ

カ、ハワイのハワイ島で実施する計画で資料収集の

予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響で

海外渡航ができませんでした。それで、国内調査へ

切り替えて今回収集し、今年度も同じく国内調査、

国内での資料収集を行っています。

移民ルーツ調査の概要についてですが、移民ルー

ツ調査は、依頼者から提供される移民１世の氏名な

どから渡航先、出身地、生年月日、渡航年月日など

の情報を提供しております。また、海外で収集した

資料や写真と併せて、県立図書館で所蔵している郷

土資料を活用し、詳細な情報を提供することに努め

ております。移民ルーツ調査の件数のほうは、令和

元年度が451件、令和２年度が42件となっております。

世界のウチナーンチュ大会との関わりについてで

すが、県立図書館は2016年に第６回世界ウチナーン

チュ大会において移民ルーツ調査ブースを設置し、

海外からの参加者から273件の調査を受け付けまし

た。来年10月に、第７回世界ウチナーンチュ大会に

おいても調査ブースを設置する予定になっています。

以上です。

○末松文信委員長 喜友名智子委員。

○喜友名智子委員 皆様お疲れさまです。

最初に、歳入歳出の部分について、令和元年度と

２年度、前年度と前々年度でコロナ関連の影響を財

政がどのように受けたのか、教育委員会単位でお尋

ねしたいと思います。前々年度と比較して歳入歳出、

令和２年度はどのような増があったでしょうか。

○屋宜宣秀参事兼総務課長 お答えいたします。

令和２年度決算額は、前年度決算額に比べ28億

8736万4000円の増額となっており、うち８億7137万

4000円はコロナ関連予算による増で、残りの20億

1599万円につきましては、県立学校施設整備の繰越

し増に伴う実績増や、県の実習船代船建造事業費の

増に伴う実績増などとなっております。

以上です。

○喜友名智子委員 ありがとうございました。

次からは主要施策のほうで幾つかお尋ねをさせて

ください。最初に、420ページの教員グローイングアッ

プ事業。これはもともとどういった背景があって開
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始された事業なのか教えてください。

○目取真康司義務教育課長 お答えします。

この事業につきましては、教職員の主に授業力を

中心とした資質能力の向上を目指しております。そ

の背景となりますところは、この事業の内容にも大

きく関わってくるんですけれども、全国学力・学習

状況調査が実施されたことにより本県の課題がある

程度明らかにできるようになったことから、その課

題にマッチしたというか、そういった事業を立ち上

げる必要があるという観点から、本事業を進めてい

るところでございます。

以上です。

○喜友名智子委員 事業の目的と内容に指導方法の

改善、それから指導効果の検証とあります。ここを

もう少し具体的に教えてください。

○目取真康司義務教育課長 指導方法というところ

でございますが、先ほどのお話にありました全国学

力・学習状況調査の内容におきましては、各設問に

おいての正答率です。それから、児童生徒質問紙と

いうようなアンケートのようなもので構成されてい

るところでございます。

その内容につきましては、やはり正答率の低い設

問、または無回答率というのがございます。そもそ

も児童生徒が答えなかった、書けなかったという問

題等を主に取り上げて、文科省の講師等を招聘しな

がら本県の学力の課題及びその指導方法について学

ぶという場になっているところでございます。

あと、この検証につきましては、やはりこの事業

を行っていく中で、全国学力・学習状況調査の結果

がどのように推移していったかで検証しているとこ

ろでございます。

以上です。

○喜友名智子委員 ちょっと指導方法の改善のとこ

ろが、この事業が始まる前と後で少しイメージが湧

かないんですけれども、どのように変化したんでしょ

うか。

○目取真康司義務教育課長 お答えします。

本事業で扱っている教科が、特に中学校の国語、

数学、英語というように中学校期における主要教科

と呼ばれている教科にある意味特化しているところ

でございますが、その部分につきましては、やはり

全国学力・学習状況調査が始まる前と後では課題の

取り上げ方というか、課題の見え方がちょっと違っ

てきていたと。以前は、どちらかといいますと基礎

的、基本的な事項に重きを置かれていた授業が多かっ

たことを、今後はやはり児童生徒が主体となるよう

な、文科省は主体的・対話的で深い学びと。アクテ

ィブ・ラーニングというような、やはり児童生徒が

思考、判断、表現するような場を多く持つような授

業を進めていくよう、研修等で進めているところで

ございます。

以上です。

○喜友名智子委員 学力調査なので、恐らくテスト

というか、調査の点数が上がったことで検証や評価

がなされているんじゃないかなと予想しています。

ただ、特に小中学校の場合、そのテストの内容、

正答率や無回答率というものも指導方法の改善の中

に入っているとのことでしたけれども、ちょっと危

惧しているのが、学習塾に近くなったような授業に

ならないかなというところなんですね。やっぱりテ

ストの点数みたいなものが出てくると、どうしても

問題を解くことそのものというか、テストに偏りが

ちにならないかなという懸念をどうしても持ってし

まいます。

正答率が低かったり無回答があったりという部分

は、やっぱり生徒それぞれで差があったり、一人一

人どうしてもフォローしないと、学年が上がったと

きに勉強が追いついていかないと。勉強することが

つまらなくなってしまったというようなところに行

きがちではあると思うので、テストの点数だけでは

なくて、やっぱり生徒たちが学ぶ楽しさというか、

学習を自分でマネジメントして継続してできるよう

にする、学ぶことに対する姿勢というものもぜひ大

事にしてもらいたいなと思います。

これはぜひ先生方がどのように指導方法を改善さ

れたのか、具体的に分かるような場があると私も見

てみたいと思います。ありがとうございます。

これは答弁要らないです。

次が、444ページの知の拠点パワーアップ事業です。

効果として図書１万1923冊、雑誌161タイトル等々の

購入とあります。これを購入するときの基準は何か

あるでしょうか。

○大宜見勝美生涯学習振興課長 購入する際の基準

やプロセスについてですが、県立図書館では沖縄県

立図書館資料収集方針というのがありまして、そち

らに基づいて書籍を選定し、購入しております。こ

の内容は、全分野にわたり基礎的なものから専門的

なものまで幅広く選定し、特に郷土資料について重

点的に収集しております。

なお、購入する書籍は、職員で構成される沖縄県

立図書館図書選定委員会での承認を得て購入してお

ります。

以上です。

○喜友名智子委員 一方で、古くなる書籍や資料と
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いうものもあるかと思います。もし、処分するとき

の規定についてもあれば、御紹介いただけますか。

○大宜見勝美生涯学習振興課長 書籍を処分する場

合も、職員で構成される沖縄県立図書館図書選定委

員会での検討を経て処分が決定されます。なお、検

討の際、書籍の破損の程度や資料の貴重性等を考慮

して判断しているということです。

○喜友名智子委員 ありがとうございます。

やっぱり公的な場所で買う書籍というのは、県民

にどういった知識あるいはその学びを提供するかと

いう意味でとても大事な基準になるかと思うんです

ね。県内の市町村自治体の図書館では、やっぱり本

屋さんで気軽に買えるような本も欲しいというよう

な要望も広いけれども、果たしてそれを公の図書館

で買っていいのかという課題もまたあるかと思いま

す。ぜひ、県民の知の拠点としてのこういった図書

の購入、複数の目でちゃんとチェックをしていると

いうことで安心をいたしました。ありがとうござい

ました。

○末松文信委員長 ありがとうございました。

以上で、教育委員会関係決算事項に関する質疑を

終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席）

○末松文信委員長 再開いたします。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

次回は、明 10月13日 水曜日 午前10時から委

員会を開きます。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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沖縄県議会委員会条例第27条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 末 松 文 信
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令 和 ３ 年 第 ８ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

開会の日時、場所

年月日 令和３年10月12日 (火曜日)

開 会 午前10時２分

散 会 午後３時44分

場 所 第２委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県一般会計決算

第８回議会 の認定について（土木建築部所

認定第１号 管分）

２ 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県下地島空港特

第８回議会 別会計決算の認定について

認定第５号

３ 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県宜野湾港整備

第８回議会 事業特別会計決算の認定につい

認定第12号 て

４ 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県中城湾港（新

第８回議会 港地区）整備事業特別会計決算

認定第15号 の認定について

５ 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県中城湾港マリ

第８回議会 ン・タウン特別会計決算の認定

認定第16号 について

６ 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県駐車場事業特

第８回議会 別会計決算の認定について

認定第17号

７ 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県中城湾港（泡

第８回議会 瀬地区）臨海部土地造成事業特

認定第18号 別会計決算の認定について

８ 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県流域下水道事

第８回議会 業会計決算の認定について

認定第24号

出席委員

委員長 瑞慶覧 功君

副委員長 下 地 康 教君

委 員 座 波 一君 呉 屋 宏君

照 屋 守 之君 玉 城 健一郎君

島 袋 恵 祐君 崎 山 嗣 幸君

次呂久 成 崇君 新 垣 光 栄君

金 城 勉君

欠席委員

比 嘉 瑞 己君

説明のため出席した者の職、氏名

土 木 建 築 部 長 島 袋 善 明君

土 木 総 務 課 長 砂 川 健君

土木総務課事業管理監 大 湾 朝 亮君

技 術 ・ 建 設 業 課 長 玉 城 守 克君

道 路 街 路 課 長 砂 川 勇 二君

道 路 管 理 課 長 下 地 英 輝君

河 川 課 長 波 平 恭 宏君

海 岸 防 災 課 長 前武當 聡君

港 湾 課 長 下 地 良 彦君

空 港 課 長 奥 間 正 博君

都市計画・モノレール課長 仲 厚君

都 市 公 園 課 長 仲 本 隆君

下 水 道 課 長 比 嘉 久 雄君

下水道課出納管理監 小波津 淳君

住 宅 課 長 大 城 範 夫君

3ii4

○瑞慶覧功委員長 ただいまから、土木環境委員会

を開会いたします。

本委員会所管事務調査事件「本委員会の所管事務

に係る決算事項の調査について」に係る令和３年第

８回議会認定第１号、同認定第５号、同認定第12号、

同認定第15号から同認定第18号まで及び同認定第

24号の決算８件の調査を一括して議題といたします。

本日の説明員として、土木建築部長の出席を求め

ております。

まず初めに、土木建築部長から土木建築部関係決

算事項の概要説明を求めます。

島袋善明土木建築部長。

○島袋善明土木建築部長 おはようございます。本

日もよろしくお願いします。

令和２年度土木建築部の一般会計、下地島空港特

別会計をはじめとする６特別会計及び企業会計であ

る流域下水道会計における歳入歳出決算の概要を御

説明いたします。

ただいま、青メッセージで通知しました歳入歳出

決算説明資料（土木建築部）をタップし、資料を御

土木環境委員会記録（第１号）
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覧ください。

それでは、右から左に画面をスクロールしていた

だき、説明資料１ページを御覧ください。

企業会計を除く土木建築部の歳入総額は、予算現

額（Ａ）986億9136万7219円に対し、調定額（Ｂ）730億

9044万5529円、収入済額（Ｃ）721億4368万8692円、

収入未済額（Ｅ）７億460万5441円、収入済額の調定

額に対する割合、収入比率は98.7％となっておりま

す。また、不納欠損額（Ｄ）は、２億4215万1396円

となっております。

通知をタップして、２ページを御覧ください。

歳出総額は、予算現額（Ａ）1126億9945万7711円

に対し、支出済額（Ｂ）823億4493万1317円で、支出

済額の予算現額に対する割合、執行率は73.1％となっ

ております。繰越額（Ｃ）は276億9647万2982円で、

繰越率は24.6％となっております。不用額（Ｄ）は26億

5805万3412円で、不用率は2.4％となっております。

次に、会計ごとの歳入歳出決算状況について御説

明いたします。

通知をタップして、３ページを御覧ください。

土木建築部の一般会計の決算について御説明いた

します。

歳入は、予算現額（Ａ）961億6917万619円に対し、

調定額（Ｂ）702億6184万6757円、収入済額（Ｃ）693億

3784万2524円、収入未済額（Ｅ）６億8185万2837円

で、収入比率は98.7％となっております。また、不

納欠損額（Ｄ）は２億4215万1396円となっておりま

す。

収入未済の主なものを款別に見ますと、（款）使用

料及び手数料の収入未済額が５億2954万9580円と

なっており、県営住宅使用料の滞納による未収金に

よるものであります。

通知をタップして、４ページを御覧ください。

（款）諸収入の収入未済額は、１億5230万3257円

で、談合問題に係る違約金の未収金等であります。

次に、不納欠損額の主なものは、（款）諸収入の１億

8366万5010円で、訴訟上の和解により一部請求を放

棄したことによるものであります。

通知をタップして、５ページを御覧ください。

歳出は、予算現額（Ａ）1101億7726万1111円に対

し、支出済額（Ｂ）800億8323万6491円で、執行率は

72.7％となっております。繰越額（Ｃ）は、275億

5159万3049円で、繰越率は25.0％となっております。

不用額（Ｄ）は25億4243万1571円で、不用率は2.3％

となっております。

繰越しの主な理由としましては、計画の変更や関

係機関等との調整の遅れ等であります。

また、不用額は、６ページの（目）港湾建設費に

おいて港湾長寿命化事業等における入札不調による

不用等が主な理由となります。

続いて、特別会計の決算について御説明いたしま

す。

通知をタップして、７ページを御覧ください。

下地島空港特別会計の決算については、歳入が、

予算現額（Ａ）８億4535万4000円に対し、調定額（Ｂ）

７億7029万2721円で、収入済額（Ｃ）も調定額と同

額であります。

通知をタップして、９ページを御覧ください。

歳出は、予算現額（Ａ）８億4535万4000円に対し、

支出済額（Ｂ）７億5205万8471円で、執行率は89.0％

となっております。繰越額（Ｃ）は5709万1253円で、

繰越率は6.8％となっております。不用額（Ｄ）は

3620万4276円で、不用率は4.3％となっております。

繰越しの主な理由は、下地島空港医療資器材車庫

新設工事に関し、工事施工場所において出土した埋

設物の撤去に不測の日数を要したことに伴う計画変

更によるものです。

不用の主な理由は、下地島空港場周柵更新工事ほ

か２件に係る入札残等によるものです。

通知をタップして、10ページを御覧ください。

次に、宜野湾港整備事業特別会計の決算について

は、歳入が、予算現額（Ａ）５億8953万3000円に対

し、調定額（Ｂ）６億8150万6523円、収入済額（Ｃ）

６億6604万1569円、収入未済額（Ｅ）1546万4954円

で、収入比率は97.7％となっております。

収入未済の主な理由は、談合問題に係る賠償金の

未収金等であります。

通知をタップして、11ページを御覧ください。

歳出は、予算現額（Ａ）５億8953万3000円に対し、

支出済額（Ｂ）が５億7979万3519円で、執行率は98.3％

となっております。不用額（Ｄ）は973万9481円で、

不用率は1.7％となっております。

通知をタップして、12ページを御覧ください。

続いて、中城湾港（新港地区）整備事業特別会計

の決算については、歳入が、予算現額（Ａ）３億7511万

4400円に対し、調定額（Ｂ）３億6603万7790円で、

収入済額（Ｃ） も調定額と同額であります。

通知をタップして、13ページを御覧ください。

歳出は、予算現額（Ａ）３億7511万4400円に対し、

支出済額（Ｂ）が３億4407万378円で、執行率は91.7％

となっております。不用額（Ｄ）は 3104万4022円で、

不用率は8.3％となっております。

不用の主な理由は、工事請負費の入札執行残等に

よるものであります。
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通知をタップして、14ページを御覧ください。

続いて、中城湾港マリン・タウン特別会計の決算

については、歳入が、予算現額（Ａ）２億4382万9000円

に対し、調定額（Ｂ）４億1984万7055円、収入済額

（Ｃ）４億1255万9405円、収入未済額（Ｅ）728万7650円

で、収入比率は98.3％となっております。

通知をタップして、15ページを御覧ください。

歳出は、予算現額（Ａ）２億4382万9000円に対し、

支出済額（Ｂ）が１億6262万5732円で、執行率は66.7％

となっております。繰越額（Ｃ）は6025万3280円で、

繰越率は24.7％となっております。不用額（Ｄ）は

2094万9988円で、不用率は8.6％となっております。

繰越しの主な理由は、不法投棄等の防止を目的と

したフェンスの設置について、住民からの追加要望

を踏まえ、設計変更等に時間を要したことによるも

のであります。

不用の主な理由は、フェンスの設置費用について、

設計の結果、減額となったこと等によるものであり

ます。

通知をタップして、16ページを御覧ください。

続いて、駐車場事業特別会計の決算については、

歳入が、予算現額（Ａ）4131万9000円に対し、調定

額（Ｂ）１億9740万2567円で、収入済額も調定額と

同額となっております。

通知をタップして、17ページを御覧ください。

歳出は、予算現額（Ａ）4131万9000円に対し、支

出済額（Ｂ）が3157万5482円で、執行率は76.4％と

なっております。不用額（Ｄ）は974万3518円で、不

用率は23.6％となっております。

通知をタップして、18ページを御覧ください。

続いて、中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事

業特別会計の決算について御説明します。

歳入が、予算現額（Ａ）４億2704万7200円に対し、

調定額（Ｂ）３億9351万2116円で、収入済額も調定

額と同額であります。

通知をタップして、19ページを御覧ください。

歳出は、予算現額（Ａ）４億2704万7200円に対し、

支出済額（Ｂ）が３億9157万1244円で、執行率は91.7％

となっております。繰越額（Ｃ）は2753万5400円で、

繰越率は、6.4％となっております。不用額（Ｄ）は

794万556円で、不用率は1.9％となっております。

繰越しの理由は、地盤改良について、沖縄市との

調整に時間を要したことにより、実施設計ができな

かったことによるものであります。

最後に、流域下水道事業会計については、令和２年

度から地方公営企業法を適用しまして、公営企業会

計に移行していますので、沖縄県流域下水道事業会

計決算書に基づいて御説明いたします。

ただいま通知しました沖縄県流域下水道事業会計

決算書をタップして、資料を御覧ください。

それでは、右から左に画面をスクロールしていた

だき、決算書の１ページを御覧ください。

決算報告書の（１）収益的収入及び支出について

御説明いたします。

収入の第１款流域下水道事業収益は、予算額の欄

の右端の合計116億2897万5000円に対して決算額は

112億7198万2651円で、予算額に比べて３億5699万

2349円の減収となっております。

その主な要因は、第２項の営業外収益における長

期前受金戻入の減少等によるものであります。

次に、支出の第１款流域下水道事業費用は、予算

額合計117億9160万2000円に対して決算額は109億

1871万1230円で、不用額が８億7289万770円となって

おります。

不用額の主な理由は、第１項の営業費用における

委託料及び固定資産除却費の減少等によるものであ

ります。

通知をタップして、２ページを御覧ください。

（２）資本的収入及び支出について御説明いたし

ます。

収入の第１款資本的収入は、予算額合計81億3467万

8774円に対して決算額は54億5282万2816円で、予算

額に比べて26億8185万5958円の減収となっておりま

す。

その主な要因は、建設改良工事の繰越に伴い、第

２項の国庫補助金が減少したこと等によるものであ

ります。

次に、支出の第１款資本的支出は、予算額合計93億

6438万5774円に対して決算額は64億7065万4097円で

翌年度への繰越額が27億4035万6800円、不用額が１億

5337万4877円となっております。

繰越しが生じた主な理由は、第１項の建設改良費

において、工事実施に際し、計画変更の検討や関係

機関との協議等に不測の日数を要したことによるも

のであります。

また、不用額の主な理由は、第１項の建設改良費

における県単独事業の執行残等によるものでありま

す。

通知をタップして、３ページを御覧ください。

（３）特例的収入及び支出について御説明いたし

ます。

特例的収入及び支出とは、令和２年度公営企業会

計への移行に伴い、令和元年度以前の会計年度に発

生した未収金の収入及び未払金の支出であります。
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特例的収入は、予算額４億171万2000円に対して決

算額は４億1180万9205円で、特例的収入の主なもの

は、維持管理負担金に係る未収金等の収入でありま

す。

特例的支出は、予算額35億580万4000円に対して決

算額は26億1570万3573円で、特例的支出の主なもの

は、工事請負費に係る未払金等の支出であります。

通知をタップして、４ページを御覧ください。

損益計算書に基づきまして、経営成績について御

説明いたします。

１の営業収益48億1252万9148円に対して、２の営

業費用は100億5671万3628円で52億4418万4480円の営

業損失が生じております。

通知をタップして、５ページを御覧ください。

３の営業外収益59億7703万5801円に対して４の営

業外費用は３億1648万3373円で、右端上から１行目

になりますが56億6055万2428円の営業外利益が生じ

ており、経常利益は４億1636万7948円となっており

ます。

５の特別利益、６の特別損失を加味した当年度の

純利益は２億9859万9788円となり、この当年度純利

益が、当年度未処分利益剰余金となっております。

通知をタップして、６ページを御覧ください。

剰余金計算書について、御説明いたします。

右端の資本合計の欄でございますが資本合計の当

年度期首残高189億5754万6531円に対し、当年度変動

額が２億9859万9788円増加したことにより、資本合

計の当年度末残高は192億5614万6319円となっており

ます。

通知をタップして、７ページを御覧ください。

剰余金処分計算書について、御説明いたします。

右端にあります未処分利益剰余金については、当

年度末残高２億9859万9788円の全額を、今後の企業

債償還に充てるため、沖縄県流域下水道事業の設置

等に関する条例第４条第１号の規定に基づき、減債

積立金に積み立てることにしております。

通知をタップして、８ページを御覧ください。

貸借対照表に基づきまして、財政状態について御

説明いたします。

まず、資産の部については、最下段になりますが

資産合計1445億5159万6538円となっております。

通知をタップして、10ページを御覧ください。

負債の部については、右端上から２行目になりま

すが負債合計1252億9545万219円となっております。

資本の部については、右端下から２行目になりま

すが資本合計192億5614万6319円となっております。

負債資本合計については、最下段になりますが

1445億5159万6538円となっております。

なお、11ページ及び12ページは決算に関する注記、

また13ページ以降につきましては、決算に関する附

属書類となっておりますので、後ほど御確認いただ

きたいと思います。

以上で、土木建築部の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いします。

○瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりま

した。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、決算議案の審査等に関する基本的事項に従っ

て行うことにいたします。

決算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に規定する所管事務に係

る決算事項でありますので、十分御留意願います。

要調査事項を提起しようとする委員は、質疑の際

にその旨を発言するものとし、明 10月13日、当委

員会の質疑終了後に改めて、要調査事項とする理由

の説明を求めることにいたします。

なお、要調査事項の提起があった際、委員長が要

調査事項を提起した委員に、誰に、どのような項目

を聞きたいのか、確認しますので、簡潔に説明する

ようお願いします。

その後、決算特別委員会における調査の必要性に

ついての意見交換や要調査事項及び特記事項の整理

を行った上で、決算特別委員会に報告することにい

たします。

なお、委員長の質疑の持ち時間については、決算

特別委員会に準じて譲渡しないことにいたします。

質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

いよう簡潔にお願いいたします。

また、質疑に際しては、あらかじめ引用する決算

資料の名称、ページ、番号及び事業名等を告げた上

で、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能

により委員自ら通知し、質疑を行うようお願いいた

します。

さらに、答弁に当たっては、総括的、政策的な質

疑に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ

担当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思い

ますので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろ

しくお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに土木建築部関係の決算

事項に対する質疑を行います。

下地康教委員。
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○下地康教委員 私は、令和２年度の主要施策の成

果に関する報告書を基に質問をしていきたいと思っ

ています。

まず、第１に365ページ、那覇港の整備に関してで

すけれども、那覇港における実績のほう、実績の欄

の事業内容のほうで、那覇港における人流・物流拠

点港湾整備事業ということで、これ不用が1200万円

ほど出ていますけれども、この不用の内容と事業内

容の３番ですね、実績の事業内容の３番の沖縄振興

公共投資交付金の繰越額が3900万円程度あるんです

けれども、その内容を聞かせてください。

○下地良彦港湾課長 お答えいたします。

那覇港における人流・物流拠点整備事業のソフト

交付金のほうで、不用額が1275万6527円となってお

ります。その不用については、貨物増大促進事業に

ついて支援船社を２社予定してましたのが１社と

なったということでの不用。もう一つは、新型コロ

ナウイルスの影響により、クルーズ船の寄港が見込

めなかったことから事業を中止したということの不

用となっております。

○下地康教委員 これは今回の事業の課題として、

コンテナの輸送ですね、コンテナの移入が約５割、

移出、空コンが約９割を占めるという形になってま

すけども、この物流機能の高度化や付加価値型の産

業の集積を図る必要があるというふうにあるんです

けども、今後、どのような施策を取っていくことに

なるんでしょうか。

○下地良彦港湾課長 那覇港管理組合においては、

移出輸送拡大ということで荷主への支援事業、あと

は、国際航路を開設する外航船社への支援事業を現

在、実施しておりまして、今後は輸入・移入した貨

物の保管、仕分け等を行い、輸出・移出する取組等

により、那覇港の中継機能を強化して、課題である

片荷輸送の解消に取り組むということにしていると

のことであります。

○下地康教委員 ポートセールスというのは非常に

重要なことでありますので、これはしっかりとやっ

ていただきたいというふうに要望しておきます。

次に、この主要施策の380ページ、都市公園の整備

事業に関することでございます。実績のほうで、公

園費が、県営公園６か所について公園整備を実施し

たというふうにあるんですけれども、これが翌年度

の繰越額が９億7300万円余りありますけれども、こ

れはどういった内容でしょうか、お聞かせください。

○仲本隆都市公園課長 今、御質問ございました、

公園費(社会資本交付金)の主な繰越理由についてお

答えいたします。

この資料にありますとおり、翌年度繰越額が９億

7357万1000円ということでございますけども、内訳

につきましては、沖縄県総合運動公園が３億3375万

1384円。これは、製品の製造中止などがございまし

て、計画の変更があったため、年度内の完了が困難

になったものでございます。

もう一点が、浦添大公園でございますけれども、

この繰越額が１億5569万1800円。これにつきまして

も、製品の中でのＧＲＰ製品というのがございまし

て、こちらの製造工場からの納期の遅延があったと

いうことで、そのために年度内の完了が困難になっ

たものでございます。

もう一点、首里城公園でございますけれども、こ

ちらについては7921万972円。これは関係機関との調

整にちょっと時間を要したことにより年度内の完了

が難しくなったということです。

次の平和祈念公園ですけれども、こちらにつきま

しては、２億4911万6020円。こちらについては、物

件の撤去に係る補償交渉において、移転先、移転時

期についての交渉が難航し、不測の時間を要したこ

とでございます。

続きまして、宮古広域公園でございますけれども、

繰越額が１億5580万497円ということで、こちらがで

すね、コロナの影響で関係機関との調整がうまくで

きなかったことで、年度内の執行が困難になったと

いうことでございます。

以上でございます。

○下地康教委員 宮古広域公園の１億5500万円余り

の繰越し内容ですけれども、コロナ関係というんで

すけども、これ具体的にどういうものかちょっとお

聞かせください。

○仲本隆都市公園課長 お答えします。

用地の購入費及び補償費となっております。

以上です。

○下地康教委員 この用地はどういう状況でそうい

うふうに繰り越しているんですかね。

○仲本隆都市公園課長 お答えします。

コロナの影響で接触を控えるということで、用地

交渉等が予定どおりにできなかったと、そういうこ

とでございます。

○下地康教委員 分かりました。宮古の県立公園は、

もう始まったばっかりなので、これをしっかりと執

行率を上げていただきたいと要望いたします。

次に、388ページですね。道路防災保全事業という

ことでありますけれども、これの事業内容で、橋梁

補修事業、県内の18路線に関する橋梁の補修と長寿

命化というふうにありますけれども、これの不用額
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が６億8600万円余りありますけれども、その内容を

お聞かせください。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

（休憩中に、不用額ではなく繰越額に係る質

問であるとの確認がなされた。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

下地英輝道路管理課長。

○下地英輝道路管理課長 道路防災保全事業という

ことでして、橋梁補修事業、18路線の繰越額が６億

8683万9000円ということになっておりまして、主な

繰越し理由ですけども、入札不調による計画変更、

新型コロナウイルスの影響による資材調達の遅れ、

あと公安委員会や道路占用者などの関係機関との調

整の遅れとなっております。

○下地康教委員 この翌年度の繰越額が６億8600万

円、これ執行率が66％―全体ですね。かなり次の年

に予算が乗っかってくるわけですけれども、これに

対する、やはり執行体制、それをしっかりとやって

いただきたいというふうに思っております。コロナ

ということでなかなか交渉事が進まないという状況

があったと思いますけれども、それはそれで、やっ

ぱりそういう対策をしっかり取って、やはり執行率

を上げるということは大事だと思いますので、コロ

ナだからといって執行率が下がると、それは理由に

はなりません。基本的には、そうであるならば、そ

ういう対策をしてその事業に臨んだというような理

由づけ、また、対策づけをしなければ執行率は上が

らないと思いますので、そのあたりをしっかりとやっ

ていただきたいというふうに思っております。

次に、ちょっと戻りますけれども、387ページです

ね、無電柱化の推進事業ということですけれども、

これも全体的には65％で、翌年の繰越額が35％程度

あるということですけれども、その内容も教えてく

ださい。

○下地英輝道路管理課長 お答えいたします。

無電柱化推進事業の主な繰越理由としましては、

占用物の移設の有無や占用物接近箇所の施工方法な

ど、占用者との協議に不測の日数を要したことや、

引込管路の位置等について電線管理者との調整に不

測の日数を要したということ等が挙げられます。

○下地康教委員 この無電柱化事業というのは、非

常に関連者との、関係各者との調整が非常に難しい

んですね。なので、これは調整をする場合に、この

当該年度で調整をするということではなくて、やは

り調整をする事業計画を、しっかりとその計画を立

てて、そのスケジュールを立てて、それを実施して

いくということが非常に重要だと思いますので、当

該年度で交渉計画を立てるということではなくて、

もう前年度、前々年度からそこからアプローチをか

けていくということが肝要だと思いますので、この

あたりも非常に重視していただきたいと思っており

ます。

次に行きます。409ページですね。これは圏域の拠

点港の整備ということでありますけれども、実績内

容のほうで沖縄振興公共投資交付金―港湾課の市町

村事業という話になりますけれども、これも執行率

が60％、翌年繰越額が２億円余りあります。その内

容を聞かせてください。

○下地良彦港湾課長 主な繰越理由ですけれども、

平良港において隣接して停泊している船舶の入出港

に関して影響が及ばないような工事の必要性があっ

たということで、その位置及び汚濁防止膜の設置位

置等について調整に時間を要したということで繰越

しをしております。

○下地康教委員 この物揚場の整備を行ったという

んですけれども、これは具体的にどの場所でしょう

か、平良港の。

○下地良彦港湾課長 平良港の下崎地区になります。

○下地康教委員 この下崎地区の物揚場というと、

基本的にどういう船舶の対象になってますかね。

○下地良彦港湾課長 平良港の下崎地区においては、

小型船だまりを整備するということで、宮古島市の

ほうで整備を行っておりまして、物揚場の整備、今

年度については委託業務に着手したというところで

ございます。

○下地康教委員 これ繰越しが２億200万円ですね。

これ調査にしては大分大きいと思うんですけれども、

どんな調査だったんですか。

○下地良彦港湾課長 繰越額は２億円余りというこ

とで、その繰越理由については先ほど申し上げまし

たが、平良港の漲水地区の汚濁防止膜の設置位置に

ついて関係機関との調整を行ったということと、あ

ともう一か所の平良港の下崎地区については、工事

の予定箇所に存在する沖縄電力の取水管等の撤去時

期について、電力との調整に不測の時間を要したた

め繰越しということで、合計で２億円余りというこ

とになっております。

○下地康教委員 この漲水地区の汚濁防止膜という

のは、どういった工事でしょうか。

○下地良彦港湾課長 漲水地区の事業内容が、物揚

場と埠頭用地、航路・泊地のしゅんせつになってお

ります。

○下地康教委員 具体的にどういう船舶の対象に

なってますかね。
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○下地良彦港湾課長 すみません、宮古島市におい

て整備してる場所でありますので、詳細について

ちょっと把握しておりません。

○下地康教委員 やはり県の港湾課としては予算を

交付しているわけですから、その辺りはしっかりと

把握していただきたいというふうに思います。

次に行きます。410ページの離島空港整備事業です

けれども、この事業内容は空港の基本施設の維持更

新整備を実施したということと、空港施設の機能の

向上に向けて調査、更新整備及び耐震化対策の実施

と。そこでこの繰越額と不用額が、繰越額がちょっ

と多いように思うんですけれども。合わせて４億円

余りですかね。この内容を聞かせてください。

○奥間正博空港課長 公共離島空港整備事業は、耐

用年数を迎えた航空灯火などの更新が、久米島空港

ほか４空港で行っております。あと、滑走路端安全

区域の拡張整備が、宮古空港ほか４空港において空

港の基本施設に係る維持更新に係る整備を行ってお

り、繰越しを行っております。また、県単離島空港

整備事業においては、宮古空港の医療資器材の車庫

の新築工事、多良間空港の消防車庫の増築工事及び

与那国空港の照明改修工事などで、新築、改修、修

繕を行う整備を行って繰越しを行っております。

○下地康教委員 この繰越しの理由を聞かせてくだ

さい。

○奥間正博空港課長 空港の安全区域の拡張に行う

用地造成の設計においては、耐震調査を実施する必

要がありまして、各空港ごとに地震動の設定をする

に当たり、技術的な調整を行うために、そちらのほ

うに関しまして関係機関との調整に時間を要したと

ころであります。

○下地康教委員 具体的に関係機関の調整というの

はどういうあれですかね。

○奥間正博空港課長 空港においては、やはり安全

に関して非常に高い安全性を求められておりますの

で、先ほど申し上げたとおり、各空港の地震動を測

りまして、土木研究所等とデータを整理しまして、

設計士等が安全に対して大丈夫だということを、そ

れぞれの空港、１空港ごとに確認して設計を行うと

いうことで、そちらに対してやっぱり時間を要して

しまったということであります。

○下地康教委員 設計の段階で時間を要するという

ことは、あまりよろしくないなと思いますので、こ

れは、やはり協議する相手が分かっているはずです

ので、事前にその辺りと協議をしながら、実際、設

計作業を進めていくというのが適切な方法だという

ふうに思いますので、これは十分注意をして、繰越

しのないようにやっていただきたいというふうに

思っております。

次に、412ページですけれども、定住を支援する道

路整備ということで、事業内容が沖縄振興公共投資

交付金の整備ですけれども、これが繰越額が７億

2900万円。結構、額としては大きいなというふうに

思っておりますけれども、その内容と理由をお聞か

せください。

○砂川勇二道路街路課長 翌年度繰越額７億2000万

の部分ですけども、主な理由としましては、工作物

等の移転先の選定ですとか、用地取得において単価

や補償内容の不満、相続関係人多数等の交渉に相当

な時間を要したということが主な要因となっており

ます。

○下地康教委員 具体的に、この９か所とあります

けど、これは具体的に内容を聞かせてください。

○砂川勇二道路街路課長 事業は９か所で実施して

おりますが、繰越しが生じておりますのは、４か所

となっております。用地補償費で繰り越ししている

のが、下地島空港佐良浜線、平良下地島空港線、石

垣空港線、与那国島線、この４路線となっておりま

す。

○下地康教委員 了解です。

最後にお願いをしたいのがありまして、というの

は、繰越しにおいては不測の事態という形で皆さん

方はよく説明なされると思うんですけども、これ実

を言うと僕、この執行体制、要するに交付申請の時

期ですね、それが非常に大きな課題になってるのか

なというふうに思っております。どうしても４月に

新年度がスタートして、交付申請が７月頃までしか

できないという話になって、この３か月の間は準備

期間というふうになるんですけれども、ある意味、

その準備期間というのは前年度からしっかりとやっ

ておくと。即、新年度が始まったら交付申請をもう

４月からできるというような形にしないと、これな

かなか次年度に繰越しをする量が増えてくる、これ

がありますので、これ何とかならないかなと思って

ますけど、どうですか、部長。

○砂川健土木総務課長 お答えします。

ハード交付金の交付申請につきましては、４月１日

付で交付申請をしておりますが、国からの交付決定

のほうが通常、６月から７月ということで、少し遅

れ気味になっております。それで、沖縄県としまし

ては、ゼロ県債と申しまして、ハード交付金は社総

金などにつきまして、前年度から債務負担行為を組

みまして、前年度から発注できるような形を取って

おります。例えば令和２年度11月議会におきまして、
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道路を含む公共事業につきましてゼロ県債総額38億

4328万2000円予算を取りまして、それで前年度から

契約発注しまして、４月早々に工事に着手できるよ

うに、工事または設計に着手できるように体制を整

えているところでございます。

○下地康教委員 これ一時、一括交付金の執行率が

悪いという話がありました。それに対する対策とい

うのは、そういう形で取ってきたという理解でよろ

しいですか。

○砂川健土木総務課長 おっしゃるとおりでござい

ます。

○下地康教委員 実際、そういう制度というか、取

組がなかなか市町村まで下りていないというのが今

現状じゃないかなと思いますので、このやり方をしっ

かりと市町村に指導しながらやっていくということ

が大事だというふうに思いますので。これは以前に

ゼロ国というようなやり方もありましたんですけれ

ども、それだけではなくて、皆様方が今やってるの

は、もうちょっと違うようなシステムをやってるの

かなと思いますけれども、それをしっかりと各市町

村に指導して、それがスムーズにいくように、繰越

しがないようにやっていただきたいと思いますので、

ぜひ部長、一言これに関して、いろいろと問題があ

りますけれども、一言お願いできますか。

○島袋善明土木建築部長 やはり我々公共事業の執

行ということで、県庁の中でも事業執行部門でござ

いますので、やはり執行率向上のために、今、委員

御提案のように、各市町村に向けましても、我々が

取ってるゼロ県債ですとか、事業の進行管理につい

て連携しながら、今後も執行率向上に取り組んでま

いりたいと思います。

以上です。

○瑞慶覧功委員長 課長等補助答弁者が答弁を行う

際には、あらかじめ職、氏名を告げてください。

座波一委員。

○座波一委員 それでは、365ページ同じく成果の指

標ですが、那覇港の整備ですね。我々は那覇港の海

事関連５業者から、いろいろ陳情要請も受けている

わけですけれども、なかなか上屋の整備とか、港湾

の狭隘の部分の解決がなかなか進まないということ

があるんですけれども、どうして整備が進まないん

でしょうか。

○下地良彦港湾課長 お答えいたします。

那覇港管理組合によれば、那覇港湾は本土復帰前

後に整備された施設も多く、老朽化が進行し、近年

の船舶の大型化や貨物量の増加に対応できておらず、

また、岸壁直背後の荷さばき地の不足により、狭隘

化や非効率な横持ち輸送が生じてるというところで

ございます。このため、船舶の大型化に対応する岸

壁埠頭用地、上屋等を整備し、港湾施設の強化・拡

充等に取り組むとともに、新たな内外貿ユニットロー

ドターミナルの整備など、各埠頭の機能再編を図る

ことで、取扱い貨物に関する港湾機能の充実に取り

組んでいくということであります。

○座波一委員 そのような答えは毎年聞いているわ

けですけどね。とにかく、この今の現状の中で可能

なのかどうかですよ。今のこの敷地の中で、今言う

この新港としての機能の強化ができるのかどうか、

安全性の向上が可能なのかどうか、現状の敷地の中

で。

○下地良彦港湾課長 やはり現在の敷地ではかなり

狭隘化が進んでるということがありますので、港湾

施設の拡充等に取り組んでいくということでござい

ます。

○座波一委員 これはやはり、浦添埠頭の民港部分

の開発とつながりませんか。そうなりますか。

○下地良彦港湾課長 現在、那覇港管理組合におい

て、港湾計画を見据えて長期構想検討委員会を現在

開いております。その中で、浦添埠頭地区について

も今後、どのような配置をしていくかについて検討

がなされていくものと考えております。

○座波一委員 当然、ですから、浦添埠頭の民港部

分というのは必要だという認識でいるわけですよね。

○下地良彦港湾課長 現在行われてる長期構想検討

委員会の中で議論されていくものだと考えておりま

す。

○座波一委員 この進捗はどうなってますか、今は。

○下地良彦港湾課長 長期構想検討委員会について

は、前回ずっと行われてきたんですけれども、一時

中止しておりまして、先般ですね、再開されたとい

うところでございます。

○座波一委員 沖縄の物流の90％以上がこの港湾関

係なんですよね。大変重要な施設ですよ。これは狭

隘とかね、老朽というのもずっと前から指摘されて

ることが遅々として進まない。片や、浦添移設問題

も今のような説明の状況。いったいどうするんです

か、いつまでも。これ必要性があると分かっていて、

さらに遅れてるというのが分かっているんですから、

それやるという方針で示してるはずなんですけど、

どうなんですか、まだ決まってないんですか、これ

は。

○下地良彦港湾課長 那覇港管理組合においては令

和３年３月に、那覇港構成団体調整会議において、

浦添埠頭地区における民港の形状案が示されており
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ます。この示されたことによって、それも含めて現

在、長期構想検討委員会で議論しているというとこ

ろでございます。

○座波一委員 次に移ります。

376ページの建設業経営力強化支援事業。この強化

事業はほかにもね、建設業協会を海外でも通用する

ような、そういう制度が必要であるというような事

業があったかと思いますけれども。端的に聞きます

が、米軍基地内でのこの工事の量がどれだけあって、

どれだけを受注されていて、そのうち沖縄県の地元

業者がどれだけ受注してるかという、そういったも

の、資料ありますか。

○玉城守克技術・建設業課長 少し古いデータでは

あるのですが、平成19年から平成27年までの米軍発

注工事の県内建設業者の受注状況についてなんです

が、件数ベースで、県内建設業者の受注割合が

65.5％。また、県外企業とのＪＶでの受注も含めま

すと68.6％となっております。また、金額ベースで

は、県内建設業者の受注割合が30.7％、県外企業と

のＪＶでの受注も含めますと31.8％となっておりま

す。

○座波一委員 できましたら、この全体の１年間の

全体の工事高、工事量、そういった金額も分かりま

すか。

○玉城守克技術・建設業課長 この９年間のなんで

すが、合計件数としましては、229件。１年当たりに

しますと約25件となっております。金額ベースでい

きますと、合計金額が1200億円、１年当たりに換算

しますと約133億円となってございます。

○座波一委員 結構な発注量ですよね。こういった

ものをやはり地元の企業が受注できるようにすると

いうのも、大変いい経営力の強化につながると思う

んですけど、そこら辺をどう考えてますか。

○玉城守克技術・建設業課長 県としましては、建

設業を今回の建設業経営力強化支援事業において、

米軍発注工事参入支援セミナー等を開催しておりま

して、さらにまた参入を希望する業者に対しまして

は、専門のコンサルタントを派遣しております。ま

た、在日米軍沖縄調整事務所、外務省沖縄事務所及

び沖縄米国総領事館等に対して分離分割発注、また

ボンド率の減免等の要請を行っておりまして、米軍

関係のさらなる受注を推進していきたいなと考えて

おります。

○座波一委員 ボンド制の問題は改善の傾向はあり

ますか。見通しはありますか。

○玉城守克技術・建設業課長 ボンド率については、

今年度も要請に行っているのではあるんですが、減

にするのは少し難しい状況であるとは聞いておりま

す。

○座波一委員 やはりですね、沖縄県の企業、ある

いは建設業界の基礎というか、体力をつけるために

も、県内の工事は県内がある程度は取るというよう

な、この参入支援をしっかりしないといけないと思っ

ています。

それで、海外でやるためにも、やはり基地内の工

事を取るようなことができてくれば、海外への参入

の足がかりというかな、そういったことにもなるん

じゃないかなと思ってますので、海外に出向いて行

かなくても、県内で基地内の仕事を取るというよう

なことでね、そういうふうな、関連づけるような考

えはないかなと思ってこういう質問をしてるんです

けれど。つながりませんか、その方向性に。

○玉城守克技術・建設業課長 そうですね、先ほど

も言いましたが、また今年度も発注セミナー等をま

た開催を行っております。その中でも、結構、受注

セミナーの参加者等も50名、50業者程度いるような

状況でございますので、今後もそういう方面から受

注のほうですね、拡大のほうにつなげていきたいと

思っております。

○座波一委員 続きまして、387ページの無電柱化推

進事業ですね。先ほどもあったんですが、この事業

は大変いい事業だとは思いますけれどもね、なかな

かいろんな問題があって、そんなに進んでないとい

うのが現実だと思うんですよ。私はこの無電柱化の

事業が、災害対策である停電対策と景観形成、二面

性があるということについては分かりますけれども、

そういうようなやり方ではなくて、この災害対策と

位置づけた無電柱化の事業と、これ予算を別にして、

景観形成の部分は景観形成という分け方をしないと、

これいつまでも予算化ができない、事業化できない

んじゃないかなと思っているんですけど、いかがで

しょうか。

○下地英輝道路管理課長 お答えいたします。

委員がおっしゃいました無電柱化推進の事業につ

いてはハード交付金を活用し、また、国の新たな無

電柱化推進事業ということで、この予算を活用して

やっております。景観面については、要請者負担方

式というところで、電線会社の負担をなくした形で

の対応をしているところでございます。

今また国のほうで、新たな電線の無電柱化の計画

が立てられておりまして、その中で役割分担という

ことで、電線管理者も、単独でも地中化を行ってい

くというようなことも記載されております。この辺

は電力とも連携しながら、県は沖縄ブロック無電柱
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化推進協議会で合意をして、無電柱化を進めていく

わけですけども、その中でいろいろ合意に向けて取

り組んでまいりたいと思っているところでございま

す。

○座波一委員 沖縄本島内でもそうです、離島もそ

うですけど、停電が常にある地域というのは大体決

まってるんですよね。これは沖縄の特殊事情ですよ、

台風も含めて。だから、そういう中で停電を一つの

災害として位置づけて、電力とですね―これ十分分

かりますよ、この辺が起こりやすいところ、電線が

切れやすいところというのが分かってるから、そこ

ら辺を重点的に地中化していくということを事業を

組み立てればいいんじゃないかなと思ってるわけで

す。そういう考えでしないと、景観か災害かとなっ

たらね、これいつまでも、どっちもどっちで進まな

いですよ。そういう考えを持つべきじゃないかとい

うのが提言です。これどう思いますか。

○下地英輝道路管理課長 災害による長期停電とか

通信障害とか、そういったものの取組についても、

電線管理者のほうで行うものもあると。実際、その

停電箇所がどこに多く発生しているかというような

ものについては、電線管理者のほうで把握をしてい

ると聞いております。これは道路管理者のほうには

まだ提供されていないというところもございますの

で、道路管理者の役割、緊急輸送道路の確保、防災

面とかそういった観点を持って、あと電線管理者の

長期停電への対応とかそういったものを総合的に勘

案した上で、沖縄ブロック無電柱化推進協議会にお

いて合意に向けて取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○座波一委員 道路管理者の範囲内での今答弁では

ありますけど、そうではなくて、災害という点でこ

れは共有しないといけませんよね。停電が、常襲地

帯というのは土木部であっても共有しないといけな

いから、沖縄の大きな問題です。特殊事情ですから、

そこをもっともっと、停電が起きにくくするための

地中化というのは大変有効手段であるという認識か

らね、部長、どうですかね。こういった部からね、

そういったことも、政策的なものを提言するような

方向性、どうですか。

○島袋善明土木建築部長 今、委員御提案の災害時

の緊急輸送道路の確保という観点でもやはり重要な

ことだと考えております。

特に宮古、八重山、先島では、電柱が何百本と倒

壊して道路を塞いで、警戒活動への支障もあったと

いう過去もございます。現在もまた、規模は小さい

ですけど、やはり台風のたびに停電が発生するとい

うこともございますので、こういう災害に特化した

形でのうまい立てつけというか、今後研究していき

たいと考えております。

○座波一委員 次に、委員会で、はしご道路の南部

東道路が、決して遅れているのではなくて、名護東

道路と比較してもそんなに遅れてるわけじゃありま

せんよというような答弁があったんですけど。そも

そもこの南部東道路、調査あるいは事業採択、そし

て現在に至るまで、その経緯を少し調べてほしいん

ですけどね。それからいって、現在までの進捗。名

護東道路の今までの進捗と比較して、果たして本当

にそうなのかなと。これ大分、南部東道路も相当なっ

てるんですよね。そういう認識持ってないですかね。

まずは事業採択がいつなされたかですね。

○砂川勇二道路街路課長 南部東道路の事業開始が

平成18年度。

着工準備調査というのがございまして、事前に調

査したり、都市計画決定の手続等々、これが平成18年

でございます。18年から23年度まで、着工準備調査、

都市計画決定等を行いまして、平成25年度から用地

買収がスタートとなっております。現在に至ってお

ります。

名護東道路は平成９年度に事業化、資料によりま

すと事業化となっておりまして、平成11年度から用

地買収開始となっております。

以上でございます。

○座波一委員 何でそういうこと聞いてるかという

と、遅れてるという認識がないというようなことが

あるのかなと。前のこの委員会でね、そういう答弁

があったんで。でも、これは令和８年の完成に向け

て、やっぱり遅れてますよね。

○砂川勇二道路街路課長 委員会のときに、名護東

道路の件について答えましたのが、直轄事業は物す

ごく早いという話がございましたので、確かに58号

線側に工事が見えるようになってからは、確かに物

すごい早いような感じしますけども、実際、用地買

収に着手したのが平成11年で、全線供用までは22年

かかっておりますということを申し上げるために答

えたわけでございまして、南部東道路が全然遅れて

ないですよというのを強調するために言ったという

ものではございません。

○座波一委員 頑張ってくださいね。お願いします。

質問通告してなかったんですけど、海岸防災課の

ほうですね。委員会でも、この自然海岸のこの管理

者の件は議論になったかと思います。今、その管理

者が、特定市町村としっかり連携ができてないとい

うのもあるわけですけども。南城市、佐敷のほうで
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も最近この問題があって、県警が出動したわけです

けれどもね。そういう意味での、海岸の管理者が、

もう海岸防災課であるということが答弁であったと

いうことなんですけど、これは、そういうふうに事

実として、そういうことでいいんですか、今後も。

○前武當聡海岸防災課長 海岸管理者としての役割

がありまして、自然海岸も含めて海岸保全区域を含

む海岸につきましては、海岸管理者が管理する区域

ということになっております。

○座波一委員 ただ、海岸管理者であるというそれ

は、位置づけはいいとしても、ただ、防災という点

で、海難事故の防災という点ではどうなってますか。

そこは、それもそうだとは言いにくいところもある

かとは思うんですけどね。そういうところはどう考

えてますか。

○前武當聡海岸防災課長 海岸保全施設の整備を

行って国土の保全を図るという観点で海岸保全施設

を整備するんですが、その整備の目的が、津波や高

潮などからの被害を防ぐという意味での防災という

観点で捉えてよろしいかと思います。

○座波一委員 じゃあ、海難事故の防災という観点

での位置づけではないですよね。

○前武當聡海岸防災課長 はい。そのように海岸管

理者としては理解しております。

○座波一委員 そこは大事な議論が残されてるよう

な気がするんですよ。今、だから沖縄の海岸、自然

海岸での事故というのは非常に交通事故より多いと

いうような状況ですから、そこの議論はどうなって

いますか。ありますか。

○前武當聡海岸防災課長 県警さんと協力しながら

水難事故防止に関する協議会がございますので、そ

の中で関係機関介して意見交換しながら、それぞれ

の役割は、意見交換を行っているところでございま

す。

○座波一委員 安心安全な美ら海を言ってるこの沖

縄県で、海岸の防災、要するに、事故を防ぐための

窓口がないというのは、これ致命的ですよ。これ、

ハード面での管理ではあるけど、そこから問題点を

提起するなり何なりしないと、自然海岸を把握して

るのは皆さんですから。そういう意味では、提起し

て、どのようにしなければいけないかということを、

やっぱり県で対応を、窓口を決めないといけないと

思うんだけど、事故防止についてもですね。それに

ついての考え方というのはまとめるべきじゃないで

すかね、部長。

○島袋善明土木建築部長 今、委員から御提案の水

難事故防止という観点から、所管についてですけど

も、先ほど海岸防災課長からも答弁ありましたけど

も、水難防止協議会というところ、公安委員会のほ

うで所管をしておりまして、実質的には今、所管調

整といいますかね、その辺のやり取りをしていると

ころでございまして、今後、しっかり県警とも話合

いを深めながら、水難防止条例でしたかね、そういっ

た条例もあると聞いておりますので、この辺お互い

でしっかり話合いをして、今後、解決していきたい

と思います。

○座波一委員 南部地域で、この砂浜がどんどんこ

の堆積してきて、非常に砂が住宅というかね、集落

まで入ってくるような地域もあるんですよ。こういっ

た地域がほかにあるかと思いますけど、そういう、

この現実を把握して、対応策というのを考えないと

いけないところもあるんですけど、その把握はされ

ていますか。

○前武當聡海岸防災課長 南城市のほうでそういっ

た、堆積してるという箇所は何点か確認しておりま

すが、具体的にどこどこ、何か所あるかということ

についてはちょっと把握していない状況にございま

す。

○座波一委員 もう終わります。

○瑞慶覧功委員長 呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 令和２年度の歳入歳出決算書説明資

料５ページ。

通告はしてなかったけど、通告もする必要ない。

部長の考えを聞こうと思ってますけどね。僕実は平

成16年に１期目の県議になったときに土木委員会

だったんですね。そのときに、この５ページを見て

繰越額、繰越率25％。これ、繰越しが10％を切った

ことありますか。そう難しく考えないで、感覚的で

いいよ。どうせないでしょうから。

○砂川健土木総務課長 10％は切ったことはござい

ません。

○呉屋宏委員 そうだと思うんですよ。これね、こ

れ皆さん真剣に、繰越率が10％を切れないというの

はどこに問題があるんですか。能力、人員、何が問

題なの。ここだけはっきりさせてもらえませんか。

来年もまた同じことになる。どうですか。

○砂川健土木総務課長 繰越率の低減につきまして

は、部としても土木事務所長等会議とか、それから

部の調整会議におきまして進捗管理を行ったり、そ

れから、先ほど申しましたゼロ県債、要は債務負担

行為を設定しまして、事業開始着手前年度から契約

できるようなこととか、そういう早期着手、適正工

期の確保等に努めております。

繰越しとは直接関連しないといいますか、執行の
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部分でちょっと見てみますと、全国の平均で令和２年

度末の執行率が、都道府県77.5％、沖縄県が90.3％

というふうになっておりまして、全国的に見ますと

土木関係に関しましては、沖縄県は決して低い方じゃ

ないと一応理解しております。

○呉屋宏委員 今の90というのは何ね。これでは25％

繰越しって言ってるけどね。

○砂川健土木総務課長 契約ベースの執行率となっ

ております。

○呉屋宏委員 じゃあ契約してないから繰り越して

もいいって話なの。執行率というのは、契約したも

のの執行率が９割あるからいいってことなの。

○砂川健土木総務課長 大変失礼しました。確かに

契約だけが高ければいいということはないというふ

うに考えております。ただ、支出につきましても、

執行率のほうを高めまして、なるべく翌年度繰越を

低減することに努めていきたいと考えております。

○呉屋宏委員 僕はね、何も皆さんをいじめようと

思って言ってるわけではないんですよ。これはね、

いわゆる人数が、これだけの予算に対してこれだけ

の人数では無理ですよということであれば、これは

表に出していかないとね、この繰越率というのは落

ちないんだよ。

そして、皆さんのところにもう一つあるのはね、

僕はよく建設業の皆さんと飲む機会もあるんだけど

も、こんな話をしてるときにいつも出てくるのが、

用地買収、終わってないのに発注されてるっていう

のも工事としてあると。これは常にあるわけではな

いけども、これもう少しで用地契約できるからもう

ちょっと待っといてとかみたいな形のものも中には

あると言われたときに、段取りはできてないのに発

注してるというのがあるのかと。現実にあるわけだ

からここで止まってる、工事は止まる。しかしこの

間、建設現場の事務所は借りる、何は契約するって

いって、これはそのまま止まる。その部分は見れな

いというようなことも、これは全部が全部ではない、

もちろんないけれども、そういうのもあるってこと

ですよ。だから、ここに能力の問題なのか発注の話

なのかということは明確にして、人数の問題なのか

というのをやらないと、これ改善できない。皆さん

は75を執行してるからいいじゃないか、25％繰り越

ししたっていいじゃないかというような、こんな安

易な考えを毎年やってたら、前には進みませんよ。

来年は幾らまではやるっていうようなことを部長が

はっきりしないとこれ85―いわゆる15％を切ると、

あるいは20％、10％台まで持っていくというのを明

言したらどう。どうぞ。

○島袋善明土木建築部長 今、委員から明言をとい

う言葉ではございますけど、今日、先ほど土木総務

課長からも話があったんですけども、ここに書いて

る決算ベースのお話しでですね、我々は通常公共事

業の執行というのは、毎年度、上半期と最終的な年

度末の執行目標というのを立てております。今年度

はちなみに73％を上半期で執行すると。最終的には

90％以上の、これあくまで契約ベースでの目標でご

ざいますが、工事、用地補償、そして委託。この３つ

に関しては、今申し上げたとおりの執行目標を立て

ておりますので、これにつきましては、引き続きこ

の目標に従って鋭意努力していきたいと考えており

ます。

○呉屋宏委員 言い切れないよね。多分、言い切れ

ないと思う。ただね、初めから目の前に御飯を置い

て、初めから25％、30％食べ切れないというものを

ここに予算置くわけでしょう。これで175億、そのま

ま繰り越したわけでしょう。175億だったっけ。

275億、繰り越すわけでしょ。僕らの感覚からすると、

275億が市場に出てたらどうなんだろうな、どれだけ

潤ってたんだろうなというのは、我々はそこから見

るわけだよ。そういうことを頭に入れていてくださ

い。これは議論する必要もないと。議論というか細

かくやる必要ないと思います。

これは何かな、成果報告。成果に関する報告書か

らちょっと要して聞きたいことがありますから。そ

この365ページ、港湾についてですけど。これね、一

つだけ確認させてください。この西海岸、那覇から

浦添までの西海岸の中に４つ港がありますよね。軍

港と言われている部分、それと、とまりんの裏、そ

れと安謝の安謝港、それと今新しく造ろうとしてる

浦添の部分。これ全体でもの見たことありますか。

○下地良彦港湾課長 那覇港の計画については、那

覇埠頭、軍港の向かい側ですね、那覇埠頭から浦添

埠頭までを一つの計画として港湾計画を立てており

ます。

○呉屋宏委員 泊のあの港、離島に行く港はいつま

でもあのままにしておくつもりか。あれは違うの。

○下地良彦港湾課長 泊埠頭についても港湾計画の

中で位置づけておりまして、平成15年に位置づけた

現在の港湾計画では、泊埠頭で利用している離島へ

の船舶については、那覇埠頭に移動するというよう

なことで計画を立てておりました。今回、新たに港

湾計画をつくるということで、長期構想を今検討し

てるんですけれども、その中においては、離島の市

町村長の方から、泊埠頭でそのまま定期船について

は利用してほしいというような要望があったことか
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ら、今の泊埠頭で離島航路については利用するとい

うような方向で検討してるというふうに聞いており

ます。

○呉屋宏委員 僕はね、これね、もう一回考え直し

たほうがいいと思いますよ。せっかく浦添に置くん

であればね、フェリーは向こうから出していい。し

かし、高速船の類いで離島に渡る分については泊で

いいと、これは観光だから。あれはね、観光の拠点

に十分なる港だと思ってるわけです。そこにコンテ

ナがあっていいのかということは皆さん真剣に考え

ないと、沖縄のイメージを潰すんだよ、あれ。だか

ら、何も人が行き来する高速船はあそこでいいんだ

よ。だけど、コンテナを積んだりするものは、やっ

ぱり今、新しく港に造るというんだったら、そこは

検討したほうがいいんじゃないかと思うんだけど、

これは僕の勝手な独り言ですから。どう思いますか。

独り言に答えてください。

○下地良彦港湾課長 現在、那覇港管理組合におい

て、港湾計画については策定をすることになります

ので、その辺については那覇港管理組合の内部で検

討されるものだと思っております。

○呉屋宏委員 全体的にそうですけども、来年で50周

年になるわけですから、復帰から。あの頃にいろん

な建てたものがね、随分変わってきてるというとこ

ろはあると思いますよ。だから特にこれはね、土木

建設、建築については、物すごいこれはもう一回、

一つずつ積み直してみようじゃないかっていう話は

ね、僕はやるべきではないのかなと思いますので、

そこは一応頭に入れてください。

そして、そこの同ページの370ページのはしご道路

計画、はしご道路についてもそうですね。当初予算

が191億3300万。これがついていますね。だけどこれっ

て、これを見ると平成２年からなんですよね。これ

は、からって書いてあるけども、までというのがな

いんだけど、何で。

○砂川勇二道路街路課長 確かに、成果報告書では

終期が書かれておりませんが、この中で多数の路線

を実施しておりまして、ですので終期はそういう事

情もあって入れていないというところでございます。

○呉屋宏委員 部長ね、これは随分、去年の７月に

も９月にも、前部長と議論したんだけども、那覇か

ら北に行くと、隣の浦添が10万以上の都市、その隣

の宜野湾が10万都市、その次の沖縄市も10万都市、

うるま市も10万都市。ここね、合計すると50万人以

上が、その近隣の町村は別よ、あなた方がはしごを

造るのはここじゃないのって前にも議論したんだけ

ど。この計画はね、この部分は、ここに50万以上、

市だけで50万以上いる。どう思うの。

○砂川勇二道路街路課長 ハシゴ道路ネットワーク

なんですけれども、南北軸の３本の柱というのが、

西海岸道路を含む国道58号、沖縄自動車道、あと東

側の国道329号となっております。横軸が、はしご間

の移動をスムーズにするですとか、沖縄自動車への

円滑な乗り入れ促進ということで整備しております

が、一番北が沖縄石川線、恩納村と石川を結ぶ、一

番南が南部東道路となっておりまして、今委員がおっ

しゃいました中南部ですね、そこに横断する道路と

いうのが集中してるような状況でございます。

○呉屋宏委員 違う違う、俺はこの４つの市の横に

行ってる道路はどこにあるのと聞いてるんだよ。

○砂川勇二道路街路課長 先ほど申しました沖縄石

川線が一番北でございまして、その下が県の事業中

であります24号バイパスですとか、あと国体道路と

言われている道路、あと沖縄環状線ですね。そのほ

か、浦添西原線、宜野湾北中城線、南部東道路等々

でございます。あと、返還跡地の構想としまして、

宜野湾横断道路等が今構想として入ってるところで

ございます。

○呉屋宏委員 今の話を聞くと万全ってことだね、

道路は。はしごとして。

○砂川勇二道路街路課長 現時点で計画されている

ものでございますので、今後、交通事情の―中部縦

貫道路とか、宜野湾横断道路とかも構想として入っ

ておりますので、交通の状況を見つつ、また、実際

にはまだはっきりしないんですけど、鉄軌道等もご

ざいますので、その辺の状況を踏まえつつ、また追

加する必要があれば、幹線道路協議会等で議論をし

て追加していくことになろうかと考えております。

○呉屋宏委員 これはね、何でそういうことを聞く

かというのは、はしごの中心で今もね、宜野湾の大

謝名からの道路なんか、県道でありながら直さない

でそのまま放っているわけだよ。夕方になると那覇

から来て真栄原側に行こうとしたら、その58号を横

切るのは３台か４台だよ、右折できるのは。前が渋

滞してるから。こんな実態をしっかり把握して僕は

やるべきだと思うよ。もう分かっているはずだけど、

認め切れないよね、分かっているから。もうそれ以

上は聞きません。もう一般質問でしかできないね、

ということにしておきます。

そして引き続き、381ページの公園事業。これ最後

にしますけども、通告はしてありましたから。この

事業期間、昭和47年からなんだよね。50年前。これ

は計画どおりにできてますか。

○仲本隆都市公園課長 中城公園なんですけれども、
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事業着手が平成９年度となっております。これまで

に広場、沿道、駐車場等の整備を行っておりまして、

令和２年度末時点の進捗率は、事業費ベースで71％

となっております。公園計画面積98.8ヘクタールの

うち12.5ヘクタール、12.6％供用している状況でご

ざいます。事業完了につきましては、令和10年度頃

を目指しており、引き続き整備に向けて関係機関と

連携し、事業を推進してまいたいと考えております。

○呉屋宏委員 たしか僕の記憶が間違ってなければ、

これ完成は今年度のはずなんだよ。平成33年度が最

初の計画だったはずなんだ。これ何回か延長してる

よね。何回延長してますか。

○仲本隆都市公園課長 申し訳ないですけども、詳

細な回数、期間を延期した回数は今ちょっと手元に

ございませんが、通常、当初のこの都市計画事業と

しての事業、認可の期間を考えますと、５回程度は

この事業期間が変更されてきたものではないかと考

えております。

○呉屋宏委員 僕も何回か覚えてないけど、しょっ

ちゅう延期、延期されてきてるのは分かる。ただね、

この381ページに書かれた公園の効果というのが書か

れてる。災害時の避難場所、これは中城城址公園と

しては本当にベストな場所だよ。自然、歴史、文化、

それを生かして観光産業、レクリエーション活動、

子供や高齢者をはじめとして安全安心で利用できる

公園、これね全て合致するんだよね。ここね、ピー

ク時にはね、韓国、中国の人たちが物すごい多いん

だ。これは皆さん分かってるはずだ。この間のコロ

ナ禍でもね、随分、子供たちがそこでストレス発散

する場所として、非常にベストなところ。だから、

そういうところをもう少し、県民の安心安全で遊べ

る部分、非常にいいことしてるんだけど、いいこと

をどんどんどんどん延ばしてるんだよ。仕上げがい

つということはないにしてもね、もう少し強化をし

ながら、僕は総括すべきではないのかなと思って、

要望は聞かずに終わります。

以上です。

○瑞慶覧功委員長 照屋守之委員。

○照屋守之委員 お願いします。

まず１つ目ですね。辺野古埋立事業です。令和２年

度分の工事の進捗について説明をお願いします。

○前武當聡海岸防災課長 お答えします。

令和２年の４月に沖縄防衛局から提出された公有

水面埋立変更承認申請書によりますと、埋立に関す

る工事を要する費用の額が約7200億円というふうに

記載されております。我々のほうで沖縄防衛局に令

和２年度末までの支出済額を確認しておりまして、

それが約2573億円という回答をいただいております。

その比率を算定いたしますと、約35.7％というよう

な推計となっております。

○照屋守之委員 今の私が聞いているのは、令和２年

度分はないんですか。

○前武當聡海岸防災課長 昨年度末時点の額も確認

しておりまして、令和元年度末時点の支出済額とい

うのが約2025億円。これを差し引きしますと、令和

２年度分として算出すると約548億円というような算

定結果となります。

○照屋守之委員 これはあれですか、翁長前知事が

埋立承認するわけですけど、玉城知事になってから

どういう手続がありましたか。例えば撤回とかあり

ましたよね。サンゴのあれもありましたね。知事に

なってからどういうことがありましたか。行政手続

で。教えてください。

○前武當聡海岸防災課長 お答えします。

平成25年12月に公有水面埋立法に基づき承認が行

われ、その後平成30年８月にその承認に新たに生じ

た事由等により、公有水面埋立法に適合しないとい

うことで承認の取消しが行われております。その後

平成31年４月に国土交通大臣による承認取消しを取

り消す旨の裁決が行われて現在に至っているという

ふうな理解でございます。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

（休憩中に、照屋委員から玉城知事になって

からの手続はないかとの確認があった。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

前武當聡海岸防災課長。

○前武當聡海岸防災課長 海岸防災課―土木建築部

で所管している公有水面埋立に関する審査に関して

のそういった手続、知事からそういった指導という

のはなくて、例えば国の関与取消訴訟の手続があっ

たり、サンゴの特別採捕に関する手続―これ農林水

産部所管ですが、そういった手続があったというの

は理解しています。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

（休憩中に、照屋守之委員から、承認撤回や

サンゴの特別採捕の許可、設計変更の受付

等の時期について確認があった。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

前武當聡海岸防災課長。

○前武當聡海岸防災課長 知事就任後平成30年８月

に埋立ての承認を取り消すという手続が行われてお

ります。令和２年４月に公有水面―現在の変更承認

申請の申請書が、今我々のほうに提出されて、今そ

れを審査しているということでございます。
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○照屋守之委員 サンゴの特別採捕はどうなったん

ですか。許可は。これいつですか。

○前武當聡海岸防災課長 サンゴの特別採捕に関し

ましては農林水産部の所管になりますが、その特別

採捕の許可を行ったのが令和３年７月末だったとい

うふうに記憶しております。

○照屋守之委員 この辺野古の埋立事業というのは、

今後進むんですか。やめるんですか、どっちですか。

○前武當聡海岸防災課長 今我々のほうで令和２年

４月に提出された公有水面埋立変更承認申請書を今

４次の質問等も行って、その提出されたことを確認

しているところでございます。その回答は、ジュゴ

ンへの影響や地盤の力学的調査等の必要性等につい

て、環境保全及び災害防止に配慮した計画になって

いるか、今現在厳正に行っているというところでご

ざいます。

○照屋守之委員 ということはこれ進めるというこ

とで理解していいんですか。今の説明は。そうです

か。

○前武當聡海岸防災課長 我々のほうで今公有水面

埋立法に基づく行政手続の審査項目に沿って、今厳

正に審査を行っている状況でございます。

○照屋守之委員 これ一方では、設計変更を認めな

いという、そういうふうな県の考え方もあるんです

か。どうですか。

○前武當聡海岸防災課長 すみません、繰り返しに

なるんですが、今行政手続法に基づきまして公有水

面埋立の審査項目に沿った審査を行っている状況で

ございます。

○照屋守之委員 委員長、これぜひ決算委員会に知

事をお招きして、この埋立事業に関すること、知事

の方針あるいは今後どうしていくかということも含

めて確認をするために、ぜひ知事の出席を求めます。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

（休憩中に、委員長から照屋委員に対し、誰

にどのような項目を確認するのか改めて説

明するように指示があった。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

照屋守之委員。

○照屋守之委員 玉城知事に対して、今埋立事業が

進められておりますけれども、この事業を今後進め

ていくのか、止めるのか、今の担当部局では答弁が

できませんから、そのことを確認をする、そのこと

によって、この代替施設事業というそのものがどう

いうふうになっていくのかですね。そこを確認をし

たい。それと関連するようなことも含めて。

○瑞慶覧功委員長 ただいま提起のありました要調

査事項の取扱いについては、明 10月13日の委員会

の質疑終了後において協議いたします。

質疑を続けます。

照屋守之委員。

○照屋守之委員 次に、５番目の首里城火災の対応

と再建についてを伺います。令和２年度の取組をお

願いします。

○仲本隆都市公園課長 まず、令和２年度の取組と

しまして、首里城火災に係る再発防止検討委員会―

これ第三者による検証ということで、そういった委

員会で出火の要因でありますとか、延焼拡大の要因

とかそういったところを事実確認を調査していただ

いて、最終的に報告書という形で提出していただい

ております。

これ以外の取組としまして、県では首里城再建に

向けて、この正殿に使用する赤瓦の調達を行うため

に、令和２年度は原料でありますクチャあるいは赤

土が瓦製造に適しているかのサンプルを各公共事業

の現場から採取しまして、そういう試験のための焼

成とかそういったことを実施しております。これに

つきましては、工業技術センターと連携しまして取

組を行っておりまして、今年度も引き続きそういっ

た検討を継続しているものでございます。

それともう一点でございますけれども、昨年度に

この火災以降ずっと閉場していたこの国営公園区域

の一部を開園いたしまして、それに伴い火災で焼失

しました北殿等の機能を補完するために、首里城復

興展示室という施設を設置いたしました。同じく世

誇殿という建物がございまして、こちらは大型映像

装置、こういったものを設置しまして、そこで上映

しますコンテンツ等も国のほうと連携しながら整備

してきたところです。

もう一点、こちらも一部焼損した施設であります

けど、女官居室という施設がございまして、こちら

については休憩施設と、飲み物を飲んだりとか軽食

等を食べたり、あるいは売店機能、こういったとこ

ろを整備して、入場者のサービス向上に努めて、首

里城の復興に取り組んできたというところでござい

ます。

もう一点ございます。火災から１年たちました10月

30日から11月１日までの間に、復興イベントといた

しましてプロジェクションマッピングを実施してお

ります。こちら、申込みの枠が8550名に対して、事

前の申込みが１万4000人以上ございました。実際、

当日来場した方が３日間合計で7106名ということで

ございます。

もう一点の取組としまして、同じく復興イベント
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でございますけれども、ものづくり体験ということ

で、首里城の火災によって破損した赤瓦を活用した

漆喰シーサーづくりでありますとか、その他イベン

トと連携しまして、県立芸大の学生さんによる古典

芸能とか、地域の青年会による旗頭、こういったイ

ベントあとは那覇市観光協会さんと連携しまして周

辺地域を回るまちまーいとか、そういったことを昨

年度実施しております。

もう一点ですけれども、破損した瓦が相当量ござ

いまして、こういった破損瓦を活用するためのアイ

デア募集等がございまして、そういうアイデアを提

案していただいた方々に瓦を配付したりと、そういっ

たことを実施しております。

主な取組としてはこのような形でございます。

以上です。

○照屋守之委員 次に聞こうと思っていましたけど、

今の説明は私が聞こうとしていることの答えになる

んですか。首里城火災に係る再発防止検討委員会の

報告を受けての対応が今の説明になるんですか。こ

の対応どうなんですか、この検討委員会の報告を受

けての対応。

○仲本隆都市公園課長 令和３年３月に首里城火災

に係る再発防止検討委員会の最終報告で、この委員

会から７つの提言がされております。防災センター

機能の一元化でありますとか、防災・防火設備の強

化、自衛消防隊の体制強化、消防との連携強化、日

常の管理業務の継続的な改善、管理体制の在り方等

の提言がございました。これを受けまして、県では

今年度再発防止検討委員会の提言を踏まえまして、

今後首里城公園の管理体制の構築に向けた取組を進

めて行くに当たり、関連する提言を取組方針として

今回御紹介したように７つほど提言ございましたけ

ど、それを３つの柱にまとめました、首里城火災に

係る再発防止策の基本的な方向性を策定したところ

でございます。

まず１番目の柱ですけども、防災センター機能の

再編、あとは２番目として防災・防火設備等の運用

体制の強化、３番目として、管理・運営に関する制

度の活用方法の見直しと。こういったところを県と

しての再発防止策として取りまとめたところでござ

います。

今年度につきましては、令和２年度の第三者委員

会の報告を踏まえて、県としての再発防止策を取り

まとめたところなんですけれども、さらにそれを具

体的な取組を進めていくために、有識者等で構成す

る委員会を設置し、管理体制構築に関する検討を行っ

ております。これを首里城公園管理体制構築検討委

員会と言っておりますけれども、この中で管理体制

の構築に向けて検討を行うということで、令和３年

の７月26日に第１回目の委員会を開催したところで

ございます。

以上です。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

午後０時12分休憩

午後１時30分再開

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

午前に引き続き質疑を行います。

照屋守之委員。

○照屋守之委員 この首里城火災に係る再発防止検

討委員会の報告を受けて、これあれですかね、首里

城の火災の対策本部がありますよね。そういう対策

本部でこれ内容というか、これ検討したんですか。

こちらやってますか、これ。

○仲本隆都市公園課長 この第三者委員会なもので

すから、この最終報告については、そのままこの知

事に対して報告をなされたと。ただ、その最終報告

を受けた提言等を踏まえて県で策定した再発防止策

につきましては、本部会議の中で議題として上げま

して決定しております。

○照屋守之委員 何が決定されたんですか。

○仲本隆都市公園課長 第三者委員会の提言を踏ま

えまして、今後の管理体制の構築に向けた取組を進

めるに当たり……。

すみません、これは先ほども少し申し上げたんで

すけども、第三者委員会での提言を踏まえまして、

今後首里城公園の管理体制の構築に向けた取組を進

めるに当たり、関連する提言を取組方針として３つ

の柱にまとめた首里城火災に係る再発防止策の基本

的な方向性を策定いたしました。

○照屋守之委員 これはあれですね、本来はこうい

う報告書が出たらきちっと対策本部で―知事を本部

長とした対策本部でこの内容を全部精査して、しっ

かり対応するということがありますけど、これはやっ

ぱり知事にちょっと確認したほうがいいかもしれま

せんね。

でですね、これ84ページですね。これ検討結果の

一番下から２行、ちょっと読み上げて説明してもら

えませんか。検討結果の、当委員会もというところ

から。出火日時及び出火場所という項目です。

○仲本隆都市公園課長 今おっしゃられたところは、

第三者委員会の報告書の……。

○照屋守之委員 下から２行目です。ちょっと読み

上げて説明してください。

○仲本隆都市公園課長 はい、これの検討結果とい
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うところの、出火日時及び出火場所ということで、

これ第三者委員会として検討した結果ということで

報告されておりますが、その前段としまして、那覇

市消防局は出火日時を令和元年10月31日午前２時

33分頃ということで、場所は正殿の１階北側東寄り

というふうな判断をしているというところと、そう

いったところも踏まえまして、ちょっと中段は省略

させていただきますが、当委員会も首里城火災の出

火日時は令和元年10月31日午前２時33分頃であり、

出火場所は正殿１階北東側であると考えると、そう

いう記述がございます。

○照屋守之委員 じゃあ次のページの出火原因、３行

目の正殿から６行目までですね。これもちょっと読

み上げて説明してもらえませんか。

○仲本隆都市公園課長 こちらにつきましても、沖

縄県警察及び消防が電気設備または電気機器などが

出火原因となった可能性であるものについて捜査・

調査を尽くしているが、出火原因の特定にまでは至っ

ていないということを踏まえまして、委員会として

も根拠を見出すことは困難だったが、正殿１階北東

側の電気設備及び電気機器の利用状況を踏まえると、

出火時通電していた予備ブレーカーにつながってい

た電気設備または電気機器のいずれかのトラブルが

出火原因である可能性は否定できないと考えるとい

うことでございます。

○照屋守之委員 だからこれは、検討委員会で正殿

１階北側、北東側、午前２時33分。出火場所特定し

て、出火原因、正殿１階北側、北東側の電気設備、

トラブルが出火原因である可能性は否定できない。

ぴったり一致しているわけですよね。火事は起こっ

たわけですよね。

こういうふうなことが報告されながら、対策本部

はそこも含めてまとめるということは当然やらない

といけませんけど、それがされてないようですから、

改めて、後ほど知事の求めますけども……。

実はこれ、焼失前の舞台なんですよね。ここにス

テージが造られていますけれども、このイベント用

舞台装置の存在ですね、76ページの（２）、ここに何

て記述されておりますか。そこ全部読み上げてもら

えませんか。このステージ。

○仲本隆都市公園課長 この項目につきましては、

消防活動を通じて明らかになった課題という項目の

中の、２）イベント用舞台装置の存在ということで

ございますけれども、こちらには、さらに御庭から

の放水との関係で、イベント用舞台の存在が挙げら

れる。具体的には、つい立て状の舞台装置が放水銃

の放水範囲を限定するだけでなく、平面上の舞台装

置がホース延長作業の大きな支障となり、御庭から

の放水活動全般に大きな影響を与えた。西高度救助

第一小隊がイベント用舞台装置を破壊する措置を講

じることになったが、この破壊措置のために時間を

要してしまったことが、消防活動の障害となったと、

そういう記述になってございます。

○照屋守之委員 これも含めた形で、要するにこれ

が消火活動の障害になったというこの報告書ですよ。

これ、こういう火事というのは初期消火が一番です

からね。ですからこういうのも含めて、本来は火が

つきました、この消火活動というものについて取り

まとめるのであれば、やはりこれきちっとやるべき

でしょう。この舞台は誰が造ったんですか、何のイ

ベントですか、誰が許可したんですか。これ世界遺

産ですよね、誰が許可したんですか。どういうイベ

ントですか。

○仲本隆都市公園課長 お答えします。

国営沖縄記念公園首里城地区のうち、沖縄県が管

理する首里城正殿等の区域においては、国は沖縄県

または財団が主催または共催する行催事等の実施を

包括的に認めており、個別の行催事の内容について

は、沖縄県と指定管理者である沖縄美ら島財団が当

該行催事の実施内容の確認を行い、国へ報告してお

ります。

○照屋守之委員 これは県が管理してということは、

財団がこの使用について全部許可するということで

すか。県は関わってないんですか。

○仲本隆都市公園課長 繰り返しになりますが、こ

の個別の行催事の内容につきましては、沖縄県と指

定管理者である沖縄美ら島財団が当該行催事の実施

内容の確認を行い、国へ報告しているということで

ございます。

○照屋守之委員 この首里城火災について、決算特

別委員会で知事の出席を求めます。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

（休憩中に、委員長から照屋委員に対し、誰

にどのような項目を確認するのか改めて説

明するように指示があった。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

照屋守之委員。

○照屋守之委員 この首里城火災に係る再発防止検

討委員会の報告を受けて、本来は首里城火災の対策

本部でしっかりそこを検証してやるべきだと思って

おりますけれども、今の土建部の説明ではちょっと

理解がし難いですから、ぜひ知事を委員会にお招き

して、その報告を受けてどうするか―これは出火の

場所とか日時とか、あるいは出火要因であろうとい
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うところも含めてこの報告書には記載されておりま

すから、そこと、あるいはそのイベント舞台の存在

というふうなことがあって、その管理についても若

干曖昧なところがありますから、そこをぜひ具体的

に知事のほうから説明を受けて、これは首里城火災

については、まだ明確な責任という所在が明らかに

なっておりません。そこも含めて、ぜひ知事の出席

をお願いしたいと。直接知事に確認したいというこ

とです。

○瑞慶覧功委員長 ただいま提起のありました要調

査事項の取扱いについては、明 10月13日の委員会

の質疑終了後において協議いたします。

質疑を続けます。

照屋守之委員。

○照屋守之委員 続いてハシゴ道路等ネットワーク

です。これは成果報告書の中の370ページにあります

けど、南部東道路と浦添西原線ですね、事業主体及

びこの財源です。進捗状況は先ほど若干ありました

けれども、そこも含めて説明お願いできませんか。

特に財源ですね。

○砂川勇二道路街路課長 質問の南部東道路ですけ

れども、補助事業として実施しておりまして、県で

整備を推進しております。令和２年度末の進捗率で

すけれども、事業費ベースとして約37％となってお

ります。また、浦添西原線ですけれども、これ道路

事業、街路事業、土地区画整理事業という３つの事

業で実施しておりまして、この予算ですけれども、

社会資本整備総合交付金、それと沖縄振興公共投資

交付金で実施しております。

事業主体としましては道路事業、街路事業につい

ては県が、土地区画整理事業については西原町が実

施しております。２年度末の主な進捗率ですけれど

も、道路事業の港川道路が約84％、翁長・嘉手苅工

区が約34％、街路事業が約60％という状況となって

おります。

以上でございます。

○照屋守之委員 こういう事業はあれですか、例え

ばこういうことをやろうというふうに考えて計画し

て具体的に進んで着工するまでに、やはりそれ相当

時間かかりますよね。また、完了するまでにという。

今までスタートしてから、考え方とかまとめて、今

までで大体何年くらいかかってるんですか。あの南

部東道路。

○砂川勇二道路街路課長 先ほども申し上げました

南部東道路につきましては、平成18年から着工準備

制度という都市計画決定だったり、環境影響評価だっ

たりという制度を活用しまして実施しております。

実際に用地買収に入ったのが平成25年という状況で

ございます。まだ完了しておりませんので、何年く

らいというのがちょっとまだ今は言える状況ではご

ざいません。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

（休憩中に、照屋委員から平成18年からだと

何年かかっているか質問があった。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

砂川勇二道路街路課長。

○砂川勇二道路街路課長 15年です。

○照屋守之委員 実はですね、うるま市も中部東道

路というのを今県のほうにも要請出してるんですよ

ね。これは北インターから与勝地域までの道路。だ

からこういうのもこういうはしご道路、何かそうい

うふうなネットワークの位置づけになるんですか。

うるま市の場合でも。どういう感じですか。

○砂川勇二道路街路課長 中部東道路につきまして、

令和３年３月―今年の３月に新広域道路交通計画と

いう計画に構想路線として位置づけられたところで

ございまして、この中部東道路につきましては、う

るま市と連携しまして事業化の可能性を検討してい

きたいと今考えているところでございまして、あと

ハシゴ道路ネットワークの見直しにつきましては、

今の現時点でまだ構想は入ったばかりですので、ま

だ指定はされておりません。これの見直しにつきま

しては、沖縄ブロック幹線道路協議会というのがご

ざいまして、その中での議論を踏まえる必要がござ

いますが、うるま市と事業化の可能性について検討

を進めていく上で、ハシゴ道路等ネットワークを見

直す必要があれば、当協議会において議論していく

ことになるものと考えております。

○照屋守之委員 だから向こうはもうそうやって進

めたいということですけれども、私のイメージとし

ては、これは国直轄―うるま市も財政厳しい、県も

財政も厳しい。こういうのはやはり国がしかできな

いだろうなとそういうイメージしかなかったんです

よ。これ今先ほどの南部東道路とかは、県が主体に

なってやっているということですけれども、これは

どうなんですか、うるま市は国直轄とか県が主体と

かというふうな、いずれにはなるかというふうなこ

とだと思うんですけど、その辺についてはどうです

か。

○砂川勇二道路街路課長 今構想路線として上がっ

てきた、中長期的な構想路線として上がってきた段

階でして、どちらがやるかとかいう話はまだ今一切

議論されていないという状況です。ただ、国が直轄

事業としてやるとすれば、国道として、指定区間と
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して指定する必要があろうかとございますので、そ

の辺についてはうるま市の検討結果等も踏まえなが

ら、ちょっと国でやるのか県でやるのかというとこ

ろも踏まえてやっていく必要があろうかと思います。

○照屋守之委員 ありがとうございます。ぜひうる

ま市にもハッパかけて、県のほうにも強く要請した

り、国にも要請したりとかそういう運動をさせます

から。県も協力して、ぜひお願いしますね。今から

頑張っても10年後くらいからでしょう。だから、そ

うするとやっぱりこういう大きい事業というのは、

時間もかかるしお金もかかるから、ぜひよろしくお

願いします。

で、こういうふうな道路を造るときにですね、今

沖縄振興計画が今年度で終わりじゃないですか。も

う私は議員としてもやはり県のそのいろんな整備を

するときに、やはりこの新たな振興計画、新たな法

律をつくってもらわないと非常に厳しいなというふ

うな思いがしますけれども、この振興計画との関連

で、この道路整備というのはどういうふうに位置づ

けていますか。

○砂川勇二道路街路課長 新たな振興計画（素案）

ですけれども、その中では沖縄本島の南北軸と東西

軸を有機的に結ぶ幹線道路を―いわゆるはしご道路

なんですけれども、それですとか、交通経路の分散

に寄与する２環状７放射道路の整備など、体系的な

道路ネットワークの構築に取り組むというふうにさ

れております。

この新広域道路交通計画に構想路線として位置づ

けられた中部東道路につきましては、体系的な道路

ネットワークの構築という中で、うるま市と連携し

て事業化の可能性を検討していきたいと考えており

ます。

○照屋守之委員 ですから、沖縄振興計画はやっぱ

りしっかり勝ち取るということが整備に向けても

やっぱり影響していくわけでしょう。いかがですか、

その点は。

○砂川勇二道路街路課長 振興計画の位置づけとし

てもやはり体系的な道路ネットワーク構築というこ

とで入っておりますので、その中で事業を進めてい

きたいと考えております。

○照屋守之委員 次、成果報告書にある世界に誇る

沖縄の自然環境を守る事業について。379ページです

けれども、それとの関連で、今県の維持管理費の推

移。これ教えてもらえませんか。

○下地英輝道路管理課長 お答えいたします。

道路の維持管理のうち、植栽に係る県の予算は平

成27年度は５億円、平成28年度から29年度は約６億

円、平成30年度から令和２年度は約６億5000万円、

令和３年度は約６億円となっております。

○照屋守之委員 最近道路ボランティアが県内各地

で活躍していますね。この道路ボランティアの推移

と活動状況ですね、そこを御案内お願いできますか。

○下地英輝道路管理課長 お答えいたします。

県では、県管理道路において住民と行政の協働に

よる美しい道路環境づくりを推進することを目的に、

道路ボランティア支援制度を設けており、沿線住民

による除草や花木の植栽等の活動を支援しておりま

す。

平成27年度から団体数は毎年増加し、令和２年12月

時点で491団体、約7500人のボランティアの協力を得

て、道路の美化に取り組んでおります。

○照屋守之委員 このボランティア、非常にいいと

思いますよね。これまでは全て県があるいは市が、

行政がやっているものを、自分たちの目の前、自分

たちの地域のものは自分たちでやろうよといって、

これ自主的にやって、それを県がバックアップする

仕組みができていて、これ非常にいいなと思います

けれども、さらにこれをもっともっと活性化させて

いくということをやっていく必要があるんじゃない

かなと思いますけれども。それに伴って、この全体

の維持費、維持・管理に係る予算ですね。大体６億

くらいかかっていれば、そのボランティアがやる分、

その維持・管理を減らすんじゃなくて、同じように

取っておいて回数を増やすとかね、そういうふうな

方法が取れると思うんですがいかがですか。

○下地英輝道路管理課長 ボランティアが毎年増え

ていって、そういう道路景観をきれいにするという

ことの中で、官民が連携して植栽管理に関わること

ができる仕組みづくりというのは、良好な沿道景観

の形成に当たり重要と考えております。今後、民間

資金を活用した道路ボランティア支援制度について、

現在取り組んでいる―街路樹の在り方計画の中でい

ろいろ策定の中で検討していきたいと考えておりま

す。

○照屋守之委員 やっぱり県の役割と県民の理解を

得て地域をきれいにすると同時に、やっぱり観光地

沖縄をつくるためには、この道路ボランティアの制

度をさらにやっぱりバックアップしたほうがいいと

思いますよ。

道路ボランティア協議会みたいなそういう組織を

つくるのもいいんじゃないですか。いかがですか。

道路ボランティア協議会、1000団体くらいに増やし

たらいい。どうですかね。

○下地英輝道路管理課長 今御意見いただいた件に
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ついては、先ほども申しました街路樹の在り方の計

画を今年度から新たに検討する予定でございまして、

その中でいろいろ議論していきたいと考えておりま

す。

○照屋守之委員 お願いします。

○瑞慶覧功委員長 玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 よろしくお願いします。

私からは４点、１点目今通知します。

利便性の高い公共交通ネットワークの構築という

ことで、この沖縄都市モノレールの事業の経営健全

化等、次のページで２両編成から３両編成化すると

いうことで、今回、新型コロナ禍の影響で沖縄都市

モノレールかなり大きなダメージ、今回とか令和２年

度、大きなダメージを受けていると思いますけれど

も、これについて見解をお伺いします。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

（休憩中に、執行部より質問内容の確認があっ

た。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

仲厚都市計画・モノレール課長。

○仲厚都市計画・モノレール課長 沖縄都市モノ

レール株式会社の経営状況ですが、令和元年度コロ

ナの感染影響がまだない時期ですけれども、収入と

して―経営として２億1600万の黒字です。令和２年

度、コロナの感染影響が出たことで、約13億4900万

円の赤字です。赤字になっておりまして、新型コロ

ナウイルス感染症の影響により、厳しい状況が続い

ているということです。

○玉城健一郎委員 ありがとうございます。沖縄都

市モノレール、どうしても観光客の足でもあったの

で大きなダメージを受けたと思います。この中で、

次のページですけれども、車両２両から３両化する

ということで、この令和２年度では、どのような事

業がされたのかということと、これ事業計画は令和

４年度までですけれども、令和４年度までにこの３両

化は完了するという理解でよろしいんでしょうか。

○仲厚都市計画・モノレール課長 ちょっと事業内

容経過について御説明します。

３両化については、令和２年度から事業に着手し

ております。沖縄都市モノレール株式会社において、

昨年９月、３両化車両の４編成の製造契約を締結し

ております。３両化の４編成です。令和４年度中に

３両化車両を２編成を完成させる工程で取り組んで

おりまして、令和７年度までに全部で９編成の３両

化車両を完成させる予定になっております。

○玉城健一郎委員 本当に、このコロナ禍が明けた

後に間違いなく沖縄の観光というのは復活、大きく

人が増えてくると思いますので、ぜひモノレールの

ほうも力を入れてほしいです。

次のところに移ります。通知します。

沖縄らしい優しい社会の構築ということで、建設

リサイクル資材認定制度、ゆいくる活用事業という

ことで、こちらリサイクル資材を使う、推進してい

く、建設のもので推進していくということで、その

リサイクル資材を使うことでどれだけの廃棄物とい

うか、産業廃棄物、この環境に対する負荷というも

のが低下したのか、もし数値があればお願いいたし

ます。

○玉城守克技術・建設業課長 ゆいくる材の原料と

なる県内のアスファルト、コンクリート塊の再資源

化率ということについては、目標の99.8％に対して

99％となっております。また、ゆいくる材としてア

スファルト混合物や路盤材、鉄筋など、令和元年度

における総生産量が250万トンに対して、出荷率が

227万トンと。その割合であるゆいくる材の利用率が

91％のゆいくる材として利用されているというよう

な状況でございます。

○玉城健一郎委員 とてもすごく活用されていて、

もう定着している事業なのかなというふうに私も感

じているんですけれども、こちら１点だけ確認です

けれども、この沖縄県の発注する事業において、ゆ

いくる材を使うことっていうものは何か契約上、例

えば加点されたりとか、契約に有利になるようになっ

ているんでしょうか。

○玉城守克技術・建設業課長 県の発注する建設工

事については、ゆいくる材のほうを原則使用または

優先使用ということでうたっているものですから、

総合評価関係で評価対象としては対象とはしており

ません。しかしながら、工事成績評定等において、

ゆいくる材の利用状況において、加点等を行ってい

るというような状況でございます。

○玉城健一郎委員 ありがとうございます。

次に移ります。

次、公営住宅の整備事業ということで、こちら、

この間の委員会の中でも、公営住宅の保証人をなく

す方向で進めていくということで、力強い答弁がご

ざいました。こちら、公営住宅の整備に関して質疑

ですけれども、沖縄県の需要に対し、県民の、私た

ちも公営住宅に入りたいという人たちの声がとても

多くて、それに対しての需要に対して、供給状況と

いうのはどのようになってますか。

○大城範夫住宅課長 お答えいたします。

沖縄県では、公営住宅の入居希望者が多いという

ことがございまして、沖縄県住生活基本計画におき
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まして、平成28年度から令和７年度までの計画期間

10年間における公営住宅等の供給目標量を算定して

おります。その中で、公的な支援により居住の安定

の確保を図るべき世帯であります要支援世帯数、こ

れを２万1000世帯としておりまして、これに対応す

る目標として、１つ目に公営住宅の供給目標量。こ

れは新設、あるいは建て替えの際の増戸。それから

建て替え事業。それから空き家募集、これも含めて

１万4400世帯としておりまして、また民間賃貸住宅

で公的な賃貸住宅がございますので、それについて

も6600戸という目標を立てているところでございま

す。

○玉城健一郎委員 今度は、公営住宅含めて民間、

次のページでもありますけれども県がやっている民

間を活用したものとかでも、需要に対して供給は間

に合っているという認識でよろしいでしょうか。

○大城範夫住宅課長 まず、公営住宅の供給目標量。

先ほど申し上げました１万4400戸でございますけれ

ども、これが10年間の計画でございまして、令和２年

度までの前期５年間の実績達成率としては、42.3％

ということで、目標にもう少し達成が足りてないと

いう状況でございます。

県としましては、公営住宅の供給目標量の達成に

向けまして、市町村営住宅も含めて連携しまして、

新規の建設の掘り起こし、あと建て替え時の増戸で

すね。それについても推進をするということと、そ

れから住宅セーフティーネット法に基づく民間住宅

の、賃貸住宅を活用しました公的な賃貸住宅ですね。

これの普及活用もぜひ進めたいというふうに考えて

おります。

○玉城健一郎委員 ありがとうございます。ぜひ公

営住宅、要望が多いですので力強く進めていただき

たいと思います。

次に移ります。

先ほどちょっとお話したんですけど、広域下水道

の下水道事業会計決算審査報告意見書からですけれ

ども、こちら今回初めてこの公営企業会計に移行し

たということで、令和２年度の経営成績が２億

9800万、純利益を計上している。しかしこのこちら

の中で厳しい、施設を新しくしたりとかそういった

ものがかかってくるので、今後この事業自体の厳し

い経営環境になってくるということなんですけれど

も、これについてどのように対応するのか見解をお

願いいたします。

○小波津淳下水道課出納管理監 お答えします。

玉城委員御指摘のとおり、令和２年度沖縄県流域

下水道事業決算書の損益計算書において、２億9859万

9788円の純利益を計上しておりますが、今後、有収

水量が伸び悩んでいく中で、施設設備の老朽化に伴

う更新投資の増大等が見込まれております。そのた

め審査意見にありますように、経営戦略で定めまし

た効率化、経営健全化のための取組方針に基づく施

策取組みを着実に推進して、今後も経営基盤の強化

に努めてまいります。

○玉城健一郎委員 ぜひちょっと今、宜野湾市のほ

うと、うるま市具志川の浄水場のほうでバイオマス

での発電というものを売電してると思うんですけれ

ども。こちら、ぜひこの売電で1.3億円ぐらいプラス

が出てるっていうふうに伺ってますので、ぜひこう

いった事業を那覇だったりとか、西原に広げていけ

るようによろしくお願いいたします。

○比嘉久雄下水道課長 お答えいたします。

県が管理する流域下水道では、４つの浄化センター

が今ございますが、そのうち３つの浄化センターで

は、汚水処理の過程で発生するバイオガスを発電燃

料として、発電事業を実施しております。

まずの那覇のほうでは、那覇浄化センターでは、

公設公営による発電事業を実施しておりまして、県

が事業主体となって処理場で発生する、消費する電

力使用量の約４割をこの消化ガス発電で賄っている

という事業を進めてます。この電気料金の削減効果

については、年間1.6億円ほど計上しておりまして、

これ大分効果が高い事業となっております。

一方で委員が、今御指摘がありました宜野湾浄化

センターと具志川浄化センターの取組なんですが、

こちらについては、まず民間による発電事業を実施

しているところです。

県はまず役割として、このバイオガスを発電事業

者に売却するというような役割をしていて、発電事

業者のほうは、県から譲り受けた、購入したガスで

もって発電事業を実施すると。その収益については、

基本的に維持管理費に充当してるんですけれども委

員が御指摘のとおり、宜野湾浄化センターにおいて、

年間１億700万ほど―Ｒ１年度実績ですね。具志川浄

化センターでは年間2700万ほど計上しているところ

でございます。

残りの１か所、西原浄化センターが残っていたん

ですけれども、先ほど御説明のあったとおり、経営

戦略に基づいて我々のほうで財務戦略というのを立

てております。この財務戦略の中では、経営改善を

どのように進めていくかっていうテーマの中で、新

たな財源をもっと掘り起こしていこうという取組を

しています。それで、西原浄化センターにおいても、

従来であればなかなか規模が小さくて消化ガス発電
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には馴染まないって言われてた施設についても、何

とか事業者を見つけることができまして、協定締結

まで進めている状況です。令和５年度ぐらいをめど

に、その供用開始を進めていきたいということで考

えております。

○玉城健一郎委員 ぜひ今、このエネルギーは脱炭

素化を進めていく中で、こういったこのバイオマス

事業というのは大切ですので、ぜひ進めていただき

たいと思います。

○瑞慶覧功委員長 島袋恵祐委員。

○島袋恵祐委員 よろしくお願いいたします。

主要施策の成果表からですけれども通知いたしま

す。

渋滞のボトルネック対策の事業についてなんです

けれども、平成29年度から実施をしてる事業という

ことなんですけれども、ちょっと改めてこの事業の

概要を聞かせてください。

○砂川勇二道路街路課長 渋滞ボトルネック対策事

業なんですけども、これは日本全国なんですけども、

渋滞が慢性化してるということで、各地ブロックで

渋滞対策推進協議会というのを立ち上げまして、そ

の中で客観的な指標に基づいて渋滞交差点ですか、

渋滞ポイントを特定しまして、そこの渋滞解消に向

けた対策に取り組んでいくというのが主な事業の内

容になっております。

○島袋恵祐委員 令和２年度のこの渋滞ボトルネッ

クの事業の実績はどうなっているでしょうか。

○砂川勇二道路街路課長 対策工事なんですけども、

令和２年度は小禄交差点とか県立博物館前交差点等、

合計６か所で実施しております。

○島袋恵祐委員 先ほど概要で説明がありました、

主要渋滞箇所というお話がございましたけれども、

これって県内でどのぐらい主要渋滞箇所となってる

んですか。

○砂川勇二道路街路課長 協議会におきまして、平

成24年度で特定した渋滞箇所が191か所、これ沖縄県

全体となっておりまして、令和３年度で解除された

ところを除きましても173か所残っているという状況

でございます。

○島袋恵祐委員 多くの主要渋滞箇所が指定されて

るところがあるということが、数字をお伺いしても

分かるんですけれども、そこちょっと気になるのが

執行率を見てみると66％ということなんですけれど

も、この執行率66％の理由、これほど渋滞箇所があ

るけれども執行率が低いのはなぜかなというのが疑

問になるんですが教えてください。

○砂川勇二道路街路課長 執行率の―この成果報告

書は支出ベースの話となっておりまして、支出ベー

スで約66％ということですけども、まず契約ベース

にしますと約96％という執行になっております。工

事の実施に当たりまして道路占用者ですとか、交通

管理者、県警公安委員会等、占用物等の移設協議が

やはり現場に入りますといろいろございまして、移

設協議、不測の日数を要しているということで繰越

工事となることが多いと。あとは、ただでさえ渋滞

している現場ですのでそこに工事に入るということ

で、結構不調になったりとかそういうのもあって契

約時期がちょっとずれ込んだりとか、そういうこと

があって繰越工事になってしまうというのが現状で

ございます。

○島袋恵祐委員 いろいろやはり課題とかもあると

いうことで今説明だと思うんですけれども、課題を

クリアするために県としてはどのような対策を取っ

てるのか、そういったのもあれば教えてください。

○砂川勇二道路街路課長 この渋滞してるところで

やる工事というのがやっぱり一番大きな課題となっ

ていると思いますので、発注に当たっては、数か所

をまとめて１件の工事にして発注金額を上げるとか、

夜間工事を最初から指定してやるとか、そういうこ

とでいろんな工夫をして今取り組んでおります。

○島袋恵祐委員 ぜひいろいろ知恵も出しながら、

この事業を進めていってほしいと思うんですけれど

も、この平成29年度から対策事業を行った中で、こ

れ渋滞緩和の効果というものは実際出ているのか、

どうなのかということを教えてください。

○砂川勇二道路街路課長 この対策工事は各道路管

理者によって、対策工事を実施しますけども、実施

した後にモニタリング、実際に渋滞が緩和されてる

かとかモニタリングを実施いたします。これまでに、

主要渋滞箇所の指定が18か所で解除されております

ので、効果としては発現されてきているというふう

に考えております。

○島袋恵祐委員 今、18か所というお話でしたけれ

ども、この渋滞ボトルネック対策の事業やって、そ

れで18か所解除されたという理解でよろしいですか。

○砂川勇二道路街路課長 対策工事自体は、すみま

せん、まだ三十数か所をやられておりまして、モニ

タリングでもう解除していいとなったのが18か所で

それ以外は一応モニタリングを継続しているという

状況でございます。

○島袋恵祐委員 分かりました。効果も出てるのか

なということを今のお話聞いて分かりました。いわ

ゆるこの渋滞ボトルネックのこの短期的な実施で、

短期で渋滞対策をやっていくというところのものだ
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と、渋滞は慢性的でいろんな対策を打っていかない

と、渋滞というのは解消していかないと思いますし、

やっぱり沖縄においては渋滞というのが本当に経済

発展の妨げにもなってると思うので、ぜひまたこの

事業をしっかりと進めてほしいというふうに思いま

す。

では、次の質問に行きたいと思います。

次が都市公園整備事業のほうからですね。その中

で沖縄市にある県総合運動公園のことで聞きたいん

ですけれども。令和２年度で、この県総合運動公園

の整備、どのような整備をしたのか教えてください。

○仲本隆都市公園課長 沖縄県総合運動公園の令和

２年度の事業内容についてですけれども、まず、こ

の遊具等が今回更新する計画がありまして、遊具の、

どのような遊具を使うかという選定の検討業務であ

りますとか、その遊具の設置の工事。あとは園路の

整備工事、あと駐車場の整備・工事等を実施してお

ります。

○島袋恵祐委員 これ質問した主な理由というのは、

開園して大分月日もたって、やっぱり公園の老朽化

も進んでいると―施設のですね。もう本当に身近で

あればベンチだったりとかそういった東屋だったり

とかそういったところの。これ一般質問でもやった

んですけど、フェンスを下げて利用ができないよう

な箇所もあるということで、そういった修繕を早め

にやってほしいという、県民からの強い要望という

のがあるんですよね。そういったものというのは、

今回というか令和２年度は修繕とかやらなかったで

すか。

○仲本隆都市公園課長 令和２年分につきましては、

特に委員おっしゃるとおり、施設の中で老朽化が進

んでるし散見されるようになってきたと。特に利用

頻度が高い―令和２年度は、体育館のメインアリー

ナの屋根の修繕工事を重点的に実施してございます。

委員おっしゃったような、例えばベンチであります

とか休憩施設等につきましては、必要性としては認

識しているところなんですけども、県としても優先

順位等つけまして、令和３年度以降に順次整備して

いくことで考えております。

○島袋恵祐委員 先ほど別の委員からの質問の中で、

不用額ですかね。県総合が３億円ぐらいあったとか、

そういう話もあったと思うんですけれども。やっぱ

りそういったところを考えると、本当に少しの予算

で直せるものというのはあると思うんですよね。そ

ういったものをきちんと執行していって、１つでも

多く修繕を図っていく必要があると思うので、そこ

のところをしっかりとやってほしいなと。新しいも

のもつくって、確かに利便性向上のために図るのも

これはいいと思うんですけれども、やっぱり既存に

あるものをまたしっかりと修繕をして、きちんと使っ

てもらうというような、きちっとバランスを取れた

ものをやってほしいと思うんですけど、どうですか。

○仲本隆都市公園課長 委員おっしゃるとおりでご

ざいまして、適切に修繕等を実施してやっていくと

いうことでございますけれども、県としましては、

長寿命化計画という計画を策定しておりまして、そ

ういったものに基づいて、修繕もそうなんですけど

も、もう寿命が来たものについては改修とかそういっ

たことも含めてやっていってるような状況で、先ほ

ど、体育館の屋根の改修というのは、体育館そのも

の全部建て替えではなくて、屋根の部分のある意味

修繕ですけども、規模が大規模でですね、まとまっ

た形で事業費を執行する必要があるようなものもご

ざいまして、あとはこの事業の規模で、小規模な修

繕等につきましては、沖縄県総合運動公園は社会資

本交付金ということで国庫の事業なんですけども、

この国庫の対象とならない場合もございますので、

そういったところで県の単費で対応する場合におい

ては、少しそういったほかの施設とも優先順位を考

えながら執行していっているような状況で、少し予

算の状況が県の単費については厳しいというところ

の状況もございます。

以上です。

○島袋恵祐委員 分かりました。限られた予算でやっ

てるというのも、よく分かります。そういった修繕

をすることで利便性の向上もありますし、例えば安

全面もちゃんと担保ができるということもあります

ので、引き続き協議しながら頑張っていただきたい

なと思います。

最後ですけれども、地すべり対策事業についてで

すけれども、これも改めてちょっと事業の概要を教

えてください。

○前武當聡海岸防災課長 まず地滑りというのは、

地すべり等防止法で定義されてる言葉でして、その

定義としましては、土地の一部が地下水等に起因し

て滑る現象またはこれに伴って移動する現象という

ふうな定義がされております。当該地すべり対策事

業につきましては、地滑り防止区域内において、排

水施設、擁壁、その他の地滑り防止施設等を新設し、

または改良する事業。あと、その他地滑り等を防止

するために実施する事業であります。

○島袋恵祐委員 最近、本当にもう災害というか、

やっぱり雨が多くなってですね、土砂崩れとか、そ

ういった地滑りという災害っていうのがやはりもう
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身近に起きる可能性が高くなってるなということを

実感として持っています。この地すべり事業やって

る中で、ここまでだとどうしてもちょっとこの執行

率の低さというところがちょっと目についてしまう

んですけれども、その辺の何か理由等ありますか。

○前武當聡海岸防災課長 翌年度繰越が約５億

6000万円程度というところになってございます。そ

の繰越しの主な理由としましては、まず、令和３年

２月の補正で国土強靱化５か年加速化対策というの

がありまして、それで２億9000万円程度は補正で計

上しております。その残りの２億1000万円程度は繰

り越しているんですが、これは施工同意等の取りつ

けに時間を要して繰り越しているという現状がござ

います。

○島袋恵祐委員 分かりました。

地滑りということなんですけど、沖縄においてこ

の地滑りというのはやはりどの地域が多く発生する

可能性があるとか、そういったのはもうあるんでしょ

うか。

○前武當聡海岸防災課長 地滑りが発生しやすい土

質の特徴というのがありまして、これは沖縄ではク

チャと呼ばれているもの、島尻層の泥岩がございま

す。その土質につきましては、水分を含みますと脆

弱化するという特性を有しておりまして、特に県内

では東部東地滑り地区というところがございまして、

場所は北中城村から中城村、西原町に至る約延長で

８キロ、面積で約800平方メートル。そういった広範

囲に土質が分布してる状況でございます。

○島袋恵祐委員 こういう説明、お話を聞いたら、

やっぱり沖縄においてはこの地滑り対策というのは

すごく重要だなと思っています。令和２年度ですけ

れども、実際やったこの実績の概要を教えてくださ

い。

○前武當聡海岸防災課長 令和２年度では９地区の

事業を展開しておりまして、ちょっと具体的な場所

で言いますと北中城村熱田地区、あと同じく仲順地

区、中城村の当間地区、泊地区、奥間地区、うるま

市の豊原地区、南風原町の新川地区、南風原兼城地

区、南城市の小谷地区、９地区で令和２年度は事業

を行っておりました。現在、今年度、令和３年度、

今事業をしてる箇所につきましては、うるま市の豊

原地区、中城の当間地区、あと仲順地区、南風原兼

城地区、４地区で先ほど申し上げました地滑り防止

施設の整備を行っているというところでございます。

○島袋恵祐委員 分かりました。

やはりこの自然を相手のものであるので、なかな

か検討だったりとかそういったものも難しいのかな

というのもあるんですけれども、やはり一つ一つ地

滑り対策を打つことで、未然に災害を防ぐというと

ころはすごく重要な点だと思うので、ぜひこの事業

もしっかりと進めていただきたいなと思います。

以上です。

○瑞慶覧功委員長 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 お願いします。

主要施策の中から質問をしたいと思いますが、

370ページの主要施策のハシゴ道路等ネットワークの

中に包含されていると聞きましたので、その中にお

いて、首里の山川交差点から鳥堀交差点までの1.2キ

ロの龍潭がある街路事業についてなんですが。この

間、聞いたところでは、龍潭付近から鳥堀交差点ま

での道路の拡幅工事と、それから電線地中化の工事

ということで令和２年実施するということで聞いた

んですが、これの進捗をお願いしたいと思います。

○砂川勇二道路街路課長 今、話のありました龍潭

線、山川交差点から鳥堀交差点までの約1.2キロなん

ですけども、街路事業として整備を行っておりまし

て、令和２年度末の進捗率が事業費ベースで約93％

となっております。山川交差点から龍潭付近までの

約490メートル区間は概成しておりまして、現在、龍

潭付近から鳥堀交差点までの725メートル区間につい

て歩道拡幅及び電線地中化工事を進めているところ

であります。

令和２年度からという話でしたけども、鳥堀交差

点付近の整備につきましては、今年度８月31日に工

事の契約を行ったところでございまして、道路改良

及び電線地中化工事を進めてまいります。

以上でございます。

○崎山嗣幸委員 工事の完了時期はいつになります

か。

○砂川勇二道路街路課長 現在発注した工事につき

ましては、来年の３月末が工期となっておりまして、

今年度末までには鳥堀交差点付近の工事は終えたい

と考えております。

○崎山嗣幸委員 これは、電線地中化工事も含めて

来年の３月までには終わるということの理解でよろ

しいですか。

○砂川勇二道路街路課長 電線共同溝の敷設は行い

ますが、全体を通してつながらないと完全な地中化、

要するに電線の埋線というのができませんので、全

線が管路がつながるまではちょっと電柱はしばらく

立ったままになろうかと思います。

○崎山嗣幸委員 工事は残り725メートルまでは今年

度内、３月いっぱいまでやるということの理解でよ

ろしいですか。
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○砂川勇二道路街路課長 令和２年度が当蔵交差点

付近の工事を実施しておりまして、今回発注しまし

た工事が終わりますと、当蔵交差点から今回出した

工事の間の改良工事が一部残ります。ただ、そこは

地中化、電線共同溝の敷設は終わっておりますので、

そこが全て終われば完成という形になります。

○崎山嗣幸委員 この区間は御承知のように、首里

城に向かっての観光客の人たちが往来する場所なの

で、ちょうど公衆トイレの前ぐらいはね、１メート

ルぐらいしかない歩幅をずっと往来するので、ぜひ

この区間、道路拡幅工事、しっかり年度内で延びて

ますので、実行するようにお願いしたいというふう

に思います。

その件は終わります。

次なんですが、同じく主要施策の399ページの河川

改修事業でありますが、この質問をしたいと思いま

す。

この河川改修事業なんですが、この事業そのもの

が規模は大きいんですが、特に安里川流域の河川改

修の状況なんですが、ここは御承知のように安里川

からの支川真嘉比川も含めて蛇行が厳しいというこ

とで、流域は都市化もして両海岸ともとても狭いと

ころに建って、民家も建ち並んでるということで、

これまでずっと洪水の被害が生じている箇所なんで

すが、この安里川流域の全体の改修の進捗で、今後

の計画をまず説明してくれますか。

○波平恭宏河川課長 安里川水系の河川改修事業の

まず進捗状況なんですけども、事業費ベースでいき

ますと、令和２年度末時点で58.2％となっておりま

す。令和２年度は、護岸工事約43メートル―これは

蔡温橋の下流のほうになるんですけども、そちらの

改修工事を実施しております。今年度は、同じく護

岸工事50メーター、先ほど左岸側だったんですけど

も、今年度は右岸側の改修工事を実施予定としてお

ります。

○崎山嗣幸委員 この安里川流域は、最終的にはど

のぐらいの工事の年数がかかりますか。

○波平恭宏河川課長 今現在の計画でいきますと、

令和９年度が事業期間となっております。

○崎山嗣幸委員 この区間は、相当な距離というか

年数というかね、かかる様子なんですが、ここで聞

きたいのは、下流から上流に向かって改修してるよ

うなんですが、特に恵波橋付近のところで聞きたい

んですが、恵波橋付近のところで擁壁がなくて、そ

こに水量が豪雨のたびに水かさが増して建物の基礎

部分まで来るということで、従来陳情が７年ぐらい

前出しているんですが、その水域のところについて、

昨年の５月の洪水のときに水かさが増して心配して

たんですが、これが最近になって石積みをして、こ

の石積みがかえってこれがさらに洪水を呼ぶんでは

ないかという陳情書があったんですが、多分これは

水の流れをよくするために石積みするんだというこ

となんですが、これは次来るときの洪水のときに様

子を見るしか分からないということなんですが、こ

この恵波橋付近の豪雨のたびに建物の基礎部分まで

水かさが増してくると、そういうことの洪水時の水

量については、昨年の年度内においてはどのように

措置をしたのか教えてくれますか。

○波平恭宏河川課長 安里川の恵波橋の上流側のほ

うになるかと思うんですけども、これ陳情にありま

した平成25年５月21日に現場確認を行いまして、河

川護岸等のひび割れを確認したことから補修工事を

行っております。それと併せまして、表面保護を行

うために袋詰め玉石というものを現場のほうに設置

しておりまして、これで侵食を防ぎながら河川の水

の流れをスムーズに流すような対策を現場で実施し

ております。その上流側に復帰前からの石積み護岸

の箇所がまだ残っておりまして、この護岸について

も変異や亀裂の確認をしましたところ、特にそういっ

たことが見られなかった状況ですので、その調査時

点からこれまで、現状等の把握を引き続き行ってき

たところであります。さらに、令和３年８月31日の

現場確認時点でも変状等は確認されておりませんで

した。

今後は引き続き現状の把握に努めまして、適切に

対応してまいりたいと考えております。

○崎山嗣幸委員 多分これ今言われている石積み済

んだという場所なんですが、これ護岸がなくて、

20メートル、30メートルぐらいは網に石積みを積ん

でいるということで応急措置だという説明だったと

思いますが、これまでの現状で、昨年の５月に床下

まで洪水してるわけよね。だから今言われてること

については、この５年前のデータ、石積みの状態で

ずっとやっていくのかについて陳情者は不安でたま

らないということなんですが、この状態で二、三十

メートル護岸がない状態は問題なくなったのか分か

らないということが県の説明なんですが、これこの

ままの現状でやっていくのか応急処置なのか、将来

改修するのかどうかについての検討はいかがですか。

○波平恭宏河川課長 現状のほうは応急対策を行っ

ておりまして、将来的には護岸改修を予定しており

ます。

○崎山嗣幸委員 将来的に護岸改修の件は、多分に

７年前の陳情者の答弁は、県の答弁は、多分にこの
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改修については、10年後を目安にしてるということ

で答弁されたと言っていますが、10年というのは今

の時点で大体もう７年来てるので、あと三、四年ぐ

らいの中では皆さんは改修めどが立っていると理解

していいのかということで思うんですが、それはい

かがですか。

○波平恭宏河川課長 河川改修、全般的に時間がか

かるような内容になってるんですけど、特に都市河

川におきましては上流側を先に改修してしまいます

と下流側の洪水を助長するというようなことがあり

ますので、下流から順次整備するというような整備

上の制約等がございます。また、安里川のように都

市部の狭隘な河川につきましては、周辺に住宅や建

物等が近接しておりまして、改修工事の作業効率の

低さから施工に時間を要しているところとなってお

ります。

○崎山嗣幸委員 多分、現場も見せてもらったんで

すが、この箇所については鋭角となってね、水路を

直撃に川沿いに当たってるわけよね。だから今言っ

たように、下流から上流に向かって工事していくの

が皆さんのルールということは理解できますが、こ

この改修の期間において危険な箇所というか、やっ

ぱりそこら辺を含めてあると思うんですが、ここは

やっぱり危険箇所についての判断というのがね、そ

れは改修するということをしないと、もう最近の洪

水は全国的に相当なゲリラ豪雨が入ったり、建物ご

と流されたりする、決壊をすることもあるという意

味では、ここに住んでる皆さんは、水かさが増すた

びに自分の建物の崩壊の危険性を感じているわけで

すよね。そういったことは調査というのか、基礎部

分とか建物への影響とか、河川の流れとかについて

の調査というのは、これは皆さんが専門的にするこ

とというのは、やることは必要だと思うんだけど、

それはいかがですか。

○波平恭宏河川課長 今後引き続きですね、現場の

護岸の状況の把握に努めまして、変状等が発生して

ないか確認しながら適切に対応したいと考えており

ます。

○崎山嗣幸委員 この現場ですね、護岸がなくて大

きな大木の根っこが支えてる状態で、この根っこが

枯れたら護岸が崩壊するんじゃないかと言われて、

赤いパイルはこの地主が自前でやってるんですよね。

そうしないとこの縁側というのか、落下しかねない

状態だったんですね。多分これは、現場を見ると分

かるように、あそこ崩落する危険性があるんじゃな

いかと私も思ったんですが、そこは下流からと言わ

ずに現場の危険性を再度調査をする必要が私はある

と思うんですが、部長、これはいかがですか。部長

も現場まだ見られてないと思うんですが、情報は聞

いていると思うんですけど、部長としてはいかがで

すか。

○波平恭宏河川課長 現地のほうですね、将来護岸

改修を予定してまして、設計等も終わっているんで

すけども、この現場ですね、先ほど委員もおっしゃ

られたように90度にカーブしてるものですから、水

の流れを緩やかにするために多少このカーブを緩く

しまして、護岸を設置する必要があります。今のこ

の90度のまま護岸を設置しますと、相変わらず水流

の影響を受けるものですから、こう緩やかなカーブ

で護岸を設置するんですけども、その際現在の位置

よりも護岸がこう前に出てくるもんですから、その

部分の護岸だけ先に造りますと河川の幅が狭まって

しまってですね、水の通りが悪くなってさらに氾濫

を助長するような状況がありますので、今現在下流

から順次整備を進めながら、当該箇所の改修につい

ても今後進めていきたいと考えております。

○崎山嗣幸委員 今、課長がおっしゃったことで、

今後改修を検討していくということで、部長のほう

もそういうことの答弁でもう一回、部長のほうから

も答弁お願いできますか。

○島袋善明土木建築部長 今、河川課長が報告した

とおり、右岸側の改修につきましては直角、鋭角に

なってる部分ですので、前出しという工法を取ると

いうことですので、河川課長の言うとおり、将来的

にはしっかりと対策を打っていきたいと考えており

ます。

○崎山嗣幸委員 今日は、陳情者のほうも来てます

ので、しっかり部長、そういった危険性がないよう

に河川改修を含めてよろしくお願いしたいと思いま

す。

終わります。

○瑞慶覧功委員長 次呂久成崇委員。

○次呂久成崇委員 それでは、主要施策のほうです

ね387ページ。

ほかの委員のほうもやっていたんですけれども、

無電柱化推進事業のほうなんですけれども。こちら

のほうなんですけれど、以前ちょっとお聞きしたと

きにですね、今10路線ですよね、県内で実施してい

るということなんですが、優先順位を持って事業実

施してるということなんですけど、この優先順位を

実際決めるときのこの基準というものはあるんで

しょうか。

○下地英輝道路管理課長 お答えいたします。

事業の実施に当たり優先順位の決め方、考え方で
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ございますけども、まず、道路管理者の優先順位の

考え方としましては、緊急輸送道路の確保等の防災

面、あと観光振興に資する景観形成、あと安全で円

滑な交通確保、離島の地域特性などを考慮しており

ます。また、電線管理者においては都市部における

ネットワークの安全性、信頼性の向上、長期停電や

通信障害の防止等を重視していると聞いております。

○次呂久成崇委員 今おっしゃいましたこの緊急輸

送道路としてということなんですけれども、やはり

最近、近年ですね、やはり台風がかなり大型化して

いて、離島のほうではやはり、この電線が倒壊した

ときに電気の供給ももちろん止まるんですけれども、

情報のほうも一緒に全て遮断されるわけなんですよ

ね。本当に大きな台風ですと、八重山の場合は離島

から沖縄本島のほうに行って、それがやはり長期化

するんですよね。そういう問題がありますので、や

はり私はこれは自治体ともしっかり連携して、やは

り離島のそういう特性というのを優先して整備をし

ていくべきではないかなというふうに思います。

この事業が今年度、３年度までとなっております。

この次年度以降の計画というのはどのようになって

るんでしょうか。

○下地英輝道路管理課長 無電柱化については、国

や県、市町村の道路管理者及び電線管理者等で構成

される沖縄ブロック無電柱化推進協議会において整

備計画を定めておりまして、令和３年度から、今年

度から令和７年度までの第８期の無電柱化計画策定

に向けて、現在取り組んでいるところでございます。

○次呂久成崇委員 ぜひ離島でのその地域特性、事

情がありますので、離島でのこの整備のほうも早め

に進めていただきたいなと思います。

次に、その隣のページの道路防災保全事業なんで

すけれども、こちらは橋梁補修事業なんですけれど、

これは恐らく復帰前後にインフラ整備ということで

各地で県内で整備のほうを進められてきたものだと

いうふうに私は認識しているんですけれども、これ

繰越額が６億8000万余りあって、かなり執行率とい

うのを考えると、やはりちょっと悪いのかなという

ふうに私は思うんですけれども、実際に県内の18路

線で点検をして、この補修が必要だというふうに診

断されたもの、件数というのは何か所ぐらいあるん

でしょうか。そして、それを実際にまた補修した場

合は、総額でどれぐらいの予算というのがかかって

くるんでしょうか。

○下地英輝道路管理課長 沖縄県が管理する道路橋

は、令和２年度末時点で678橋となっており、橋梁長

寿命化修繕計画に基づき補修・補強等の対策を進め

ているところでございます。このうち県管理道路に

おける対策が必要な橋梁は93キロとなっており、こ

のうち４割に当たる40キロにおいて着手をしている

ところでございます。

○次呂久成崇委員 先ほども同じような内容なんで

すけども、これですね事業期間のほうもまた今年度、

３年度までとなっていますよね。次年度以降も含め

てなんですけれども、こちらのこの事業計画という

のはどうなってるか、また、予算の確保ですね、財

源はどういうふうになってるのかちょっとお聞かせ

ください。

○下地英輝道路管理課長 橋梁の補修については、

先ほど答弁したとおり、橋梁長寿命化修繕計画に基

づいて実施をしております。この計画は今年度、公

表しているところでございます。この計画の中で、

今、対策が必要な橋梁93橋について、今後５年間で

着手するという計画でございまして、また、橋梁等

の補修予算につきましてはですね、沖縄振興公共投

資交付金に加えて令和２年度から創設された道路メ

ンテナンス事業を活用して、必要額の確保に努め、

事業の推進に取り組んでいきたいと考えております。

○次呂久成崇委員 93ですよね。その中で５年間の

中で、さらにまたこの定期点検というのも５年に１度

はやるわけですよね。そうすると、またさらに修繕

が必要な箇所も出てくるということで、かなり予算

の確保ということがしっかり求められてくるかと思

いますので、そこら辺の対応は、やっぱりしっかり

やっていただきたいと思いますので、よろしくお願

いします。

次ですね、主要施策のほうの410ですね。離島空港

の整備事業についてなんですけれども。こちらのほ

うですね、執行率、全体の執行率72.4となっていま

すが、この１と２の事業についてそれぞれの執行率

を教えてください。

○奥間正博空港課長 １番の公共離島空港整備事業

の執行率は28％となっております。県単離島空港整

備事業費に関しましては、約72％の執行率となって

おります。

○次呂久成崇委員 この２事業なんですけれども、

それぞれ課題のほうで、この関係機関、航空会社、

また、空港管理事務所、国の機関などとのやはり調

整のところで、ちょっと課題があるように私は感じ

たんですけれども、具体的にどういった内容なのか

お聞かせください。

○奥間正博空港課長 １番目の公共離島空港整備事

業につきましては、こちらは滑走路端安全区域の拡

張整備を行う設計をしておりまして、設計に伴いま
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して耐震調査を実施する、それに伴って各空港ごと

に地震動の設定を行うためにその調査、また検討に

時間を要しております。さらにちょっと付け加えま

すと、空港施設に関しましては、若干の設計不備が

重大な航空事故につながるということで、きめ細か

なというか高度な検討をして、検討することで若干

の時間を要したということになっております。

もう一つの２番目の県単離島空港整備事業におき

ましては、工事発注に伴って部材の劣化の取り替え

とかございますが、工事発注時に再度チェックしま

すと、想定以上に劣化が進んでるとか、発注して取

り壊しですね、部材等の調査をしますと、中でちょっ

とアスベストが発生したとかということで、そこら

辺の処理とか、処理事務等に時間がかかった状況に

なっております。

○次呂久成崇委員 空港実際に運用しながらですの

で、やはりこの作業というのも夜間作業になってく

るわけですよね。その中で、やはりこういう調整で

すね、関係機関との調整が遅れると、離島の空港だ

けじゃなくて、やはり離島の工事というのは入札不

調というのがやはり多いもんですから、そうすると

繰越しになってやったときに、事業者のほうからそ

の契約自体、また工事自体を辞退するというような

ケースがやっぱり出てくるというふうに私は思うん

ですよね。ですのでそれも踏まえて、この関係機関

との調整というのは本当に重要かなというふうに思

いますので、そのやり方、聞くと各空港ごとの、例

えば航空局ですかね、管制のほうとのやり取りをす

るというふうに聞いてるもんですから。そこをやは

り全部まとめてというんですかね、とても大変な内

容になってくると思うんですよね、一つ一つのやっ

てくということですね。そこをなんか解決策をしっ

かり見つけて、検討して、ぜひスムーズにできるよ

うになるべくそういう繰り越しがないように、ぜひ

また努めていただきたいというふうに思いますので、

よろしくお願いします。

以上です。

○瑞慶覧功委員長 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 今、通知しました。日頃から現場

で土木部の皆さんは、前線で頑張っていただいてあ

りがとうございます。そこで今回の予算に関して、

この老朽化対策389ページ主要施策の、そしてモノ

レール393。そして15ページ、これは総務のほうなん

ですけども、そういう長寿命化、老朽化対策におい

て、今土木部で予算が組まれていると思います。

389ページは港湾関係なんですけども。ほかにもモノ

レール関係と多々あると思うんですけども、ひっく

るめて全体的に今土木部の施設というのが多いと思

うんですけども、そういう老朽化対策に、進行にお

いて計画的に対策を行っていくということが課題だ

ということなんですけども、これはまとまったそう

いう計画書というのはもうつくられてるのかどうか

お伺いいたします。

○大湾朝亮土木総務課事業管理監 お答えいたしま

す。

土木建築部で所管いたします道路、港湾、空港な

どの社会基盤につきましては、長寿命化計画等に基

づきまして定期的な点検を実施し、優先度の高い施

設から改修等を進めておりまして、引き続き効率的、

効果的な施設の耐震化や長寿命化に取り組んでまい

りたいと考えております。

○新垣光栄委員 それでは土木部ではもう全て調整

されて、そういう長寿命化計画が整ってるというこ

とで考えてよろしいですか。

○大湾朝亮土木総務課事業管理監 施設ごとに長寿

命化計画等立てまして、それに基づきまして長寿命

化に取り組んでいるところでございます。

○新垣光栄委員 15ページの方には総務部の公共施

設マネジメント推進事業ということで同じようなこ

とをしてるんですけども、これ全庁的にはどういう

ふうな仕組みになっていますか。

○大湾朝亮土木総務課事業管理監 この15ページの

ものにつきましては、管財課の方で、目的にありま

すように県の財産について計画を立てて施設の庁舎

等の管理をし、長寿命化等を図っていくものだとい

うふうに理解しております。

○新垣光栄委員 私も当初はもう総務部のほうが予

算が絡むものですから、土木部を超えてそういう予

算措置の部分もあるから総務部でまとめて土木と共

同でそういう長寿命化、老朽化対策をやってるのか

なと思ったら、本当にもう施設をただ改修しただけ

で、こういうマネジメント事業と言ってるんですけ

ども、それは本当にもう予算が絡むものですから、

全庁一体となって取り組まないと施設が補完できな

いと思うんですけどもその辺の考えは、連携の考え

は部長どういうふうに考えていますでしょうか。

○大湾朝亮土木総務課事業管理監 やはり今現状と

しまして、やはり道路などの施設ごとに長寿命化計

画等を定めまして、それに基づいて定期的な点検だ

とか修繕等を行っていくということになっておりま

すので、今後もそういう形でしっかりと修繕等行っ

ていくような形になるものと考えております。

○新垣光栄委員 本当に本土復帰からいろんな施設

が造られて、土建部の方でこうやってきて、本当に
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もうまさに今、建て替えるとか修繕の、本当に厳し

い状況の中にあると思うんですよ。その中で、やは

り土木建築部が先頭になって取り組まないとこれで

きないと思っております。その中でも、今回の内部

統制でも、この構想フレームの中で、特に自治体の

追加された項目に資産の保全とＩＴを活用したとい

う部分があって、それは今土木部が得意とする分野

だと思うんですよ。安全衛生のコスモマネージメン

トとかＩＳＯとかですね。やっぱり一番私は、土木

部のほうがこのＩＴ化も進んでるし、資産の修繕、

保管に関しても進んでると思いますので、ぜひ全庁

的に一緒になって今後やっていただきたいと思って

おります。それにプラスして、国は今、国土強靱化

対策として15兆円余りの予算がついてるんですけど

も、この予算をどういうふうに沖縄県は活用しよう

と考えでしょうか。

○大湾朝亮土木総務課事業管理監 県におきまして

も、国の防災・減災、国土強靱化のための５か年加

速化対策を踏まえまして、令和２年度に第三次補正

予算としまして、道路橋やトンネルの更新修繕など

の取組に約23億円を計上いたしまして、必要な対策

を行っているところでございます。

○新垣光栄委員 ぜひ、いろんな予算を活用しなが

ら取り組んでいただきたいと思います、よろしくお

願いします。

次371ページですね。先ほどからお話があるはしご

道路の件なんですけども、先ほど横軸に関しては伺っ

たんですけども、縦軸のはしご道路に関してはどの

ような今状況か教えていただけませんでしょうか。

○砂川勇二道路街路課長 縦軸の状況ということな

んですけども、ハシゴ道路ネットワーク計画という

のは、南北軸としての国道58号、沖縄自動車道、国

道329号となっております。

○新垣光栄委員 先ほど、この３軸の件で縦軸の、

私はもうこのはしご道路が事業化されてから大分年

月がたってると思うんですけども、このはしご道路

計画というのは何年頃から施行されて、構想された

ものなのか。

○砂川勇二道路街路課長 平成19年３月に沖縄ブ

ロックの幹線協議会のほうで策定されております。

○瑞慶覧功委員長 休憩します。

（休憩中に、新垣委員から当初計画がその年

なのか確認があった。）

○瑞慶覧功委員長 再開します。

砂川勇二道路街路課長。

○砂川勇二道路街路課長 ハシゴ道路ネットワーク

計画というので協議会で策定されたのは平成19年

３月らしいんですけど、それ以前にはラダー型の道

路という構想はあったようでございます。

○新垣光栄委員 私もう一度確認いたします。この

はしご道路の計画が出ても大分見直しが必要ではな

いかなと。なぜかというと、もう東側が今、市街化

調整区域ということで、それが西側は商業店舗が張

りついているということで、もう各東側も西側も住

宅地ではないんですよ。中央部分に集まって、浦添

も分かるとおり宜野湾も中央に集まってきて、そこ

を主要道路として高速にはしご道路の交通量を担わ

せるということは、高速は私達お金を払って時間を

確保するための道路であってこのはしご道路として

の、生活道としての意味合いは私は難しいんじゃな

いかなと。

そしてもう一本、今沖縄県の中央部に集約してる、

背骨の方に集約してる住宅地の交通渋滞をはかすた

めにはどうしてもあと一本、330号の整備を含めて、

私はもう29号線のほうが一番いいと思ってるんです

けども、もう一つ主要道路がないと幾ら対策をして

ももう賄えないんではないかなと思って、その辺の

考えはどうでしょうか。

○砂川勇二道路街路課長 あと一本背骨を追加した

ほうがという話でございますけども、ハシゴ道路ネッ

トワーク見直しということにつきましては、沖縄ブ

ロック幹線協議会の議論を踏まえる必要があると思

いますが、今、中部地方で基地の跡地利用計画の中

で、中部縦貫道路、宜野湾横断道路等々の構想とし

て上げられております。その辺を踏まえつつ、あと

は令和３年３月に策定した新広域道路ネットワーク

等の位置づけがある路線の整備を進めていく上で、

整合を図る必要があれば見直すことになるものと考

えております。

○新垣光栄委員 ぜひこの次の交通体系の見直しに、

地域の実情を調査してから次の総合交通体系の見直

し、その辺に今の状況を反映させた、それで将来の

状態を反映させた計画にしてほしいと思いますけど

も、どうでしょうか。

○砂川勇二道路街路課長 総合交通体系につきまし

ては企画部のほうで、公共交通のネットワーク等も

含めて策定されるものでございます。

道路サイドとして道路街路課も検討委員会等の委

員として参加しておりますが、その中で議論、必要

に応じて議論していきたいと思います。

○新垣光栄委員 ぜひよろしくお願いします。今企

画でやってると思うんですけども、土木からの意見

もぜひお願いいたします。

そしていくらですね―次のページにあるんですけ
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ど、ボトルネックの対策をやっても、私たち中城も

お世話なってるんですけども、どうしても一挙に解

決できないということもありますので、そういう総

合的な計画の中で取り組んでいただきたいと思いま

す。

次、沖縄らしい風景づくりの件でお伺いいたしま

す。その中に、人材育成というのがあるんですけど

も、事業内容を少しお願いできませんでしょうか。

○仲厚都市計画・モノレール課長 人材育成の業務

ですけど、まず景観に関する市町村職員研修による

人材育成。地域特性を生かした風景、町並み景観づ

くりへの取組を通した風景づくりサポーター、これ

住民のことなんですけどね、及び地域景観リーダー

（自治会長等）の育成を今、この業務で行っており

ます。

○新垣光栄委員 はい、ありがとうございました。

そういう人材育成のほうは私、大変賛成で、もっ

と沖縄県が市町村にこういう指定区域を増やすとい

う考え方だけではなくて、沖縄県が指導的な立場で

方向性とかビジョンを出して、沖縄らしさっていう

のをもう少し発信してほしいなと思うんですけど、

その辺はどのようにお考えでしょうか。

○仲厚都市計画・モノレール課長 この人材育成―

市町村の研修職員というのは、今後も景観づくりに

とって大事なものだと考えておりますので今後も

ずっと続けていきたいなと考えております。

○新垣光栄委員 次379ページ、それに関連して今沖

縄県が進めているフラワークリエイション事業に関

してなんですけども、今その事業の概要、よろしく

お願いいたします。

○下地英輝道路管理課長 お答えいたします。

沖縄フラワークリエイション事業は、沖縄らしい

風景まちづくりの観点から、花と緑のある良好な道

路空間を創出することで道路景観を向上させ、沖縄

観光のイメージアップと振興に寄与することを目的

としております。令和２年度は、空港や主要観光地

までのアクセス道路など、県管理道路の41路線を対

象に植樹ますや中央分離帯、交通島への直植えとコ

ンテナの設置による緑化を行っております。

○新垣光栄委員 今取り組んでいただいてるのが満

足度が結構あるということで、先ほども照屋委員か

らありましたように、こういう事業にボランティア

の活用というのはどういうふうにお考えでしょうか。

○下地英輝道路管理課長 県では県管理道路におい

て、住民と行政の協働による美しい道路環境づくり

を推進すること目的に、道路ボランティア支援制度

を設けております。沿線住民による除草、花木の植

栽等の管理活動を支援しております。

○新垣光栄委員 ぜひ、照屋委員は朝７時から８時

まで１時間、毎日草刈りをやってます。本人は言わ

ないんですけど本当に表彰したいぐらいです。

私は、この観光条例が沖縄県にあると思います。

その観光条例の16条の３項に、観光地を結ぶ主要な

道路に面している、もしくは接してる店舗、事務所、

工場等を設置する者、またはこれらの施設を管理す

る者は、当該施設の周囲の清潔を保持するとともに、

植栽を行うなど環境美化に努めなければならないと

いう条例があるんですよ、責務としてですね。私は

この観光条例も生かして、ボランティアを活用して

このフラワークリエイション事業を活用できないか

と思ってるんですけどどうでしょうか。

○下地英輝道路管理課長 道路ボランティア支援制

度では、活動を延長、範囲に応じて報奨金の支払い

を行っております。そのほかごみの回収や、活動に

必要なごみ袋や鎌、花の苗や苗木などの提供、作業

中のけがや事故に備えた損害保険への適用等の支援

を行っているところでございます。今後とも当該制

度の普及啓発を行い、良好な沿道景観形成に努めて

いきたいと考えております。

○新垣光栄委員 今のぶつ切りを沖縄らしい風景と

感じてるのかですね。どうでしょう。

○下地英輝道路管理課長 強剪定ですね、現在害虫

被害が発生しており、やむを得ず強剪定してるとい

うところでございまして、沿道景観に応じた街路樹

の配置や適正な樹形の形成等が課題であるというふ

うに認識しているところでございます。

○新垣光栄委員 ぜひこの今強剪定した街路樹のま

すに、もう雑根が残ってるんですよ。それで草刈り

したくても、雑根が邪魔で草刈りできない。そうい

う中で地域ボランティア、そしてこういう観光条例

もあるわけですから、しっかり地域と一緒になって

地域にお花を提供したり、そういう沖縄らしい風景

づくりというのは大切だと思いますので、しっかり

住民の皆さんと協議をしながら、そういう植栽ます

も活用しながら、花と緑にあふれる沖縄の街路樹を

目指していただきたいと思います、よろしくお願い

します。

以上です。

○瑞慶覧功委員長 金城勉委員。

○金城勉委員 今、新垣光栄委員の質問と関連して

ですけれども、風景づくり、あるいはまたフラワー

クリエイション事業等々、まちの景観をよくする、

また観光立県としての大事な事業と思うんですけれ

ども。このボランティアの組織化ということは非常
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に大事なことであると思うんですが、これについて

の具体的な取組方法はどういうふうにしてますか。

○下地英輝道路管理課長 今、ボランティアの取組

ということでして、先ほども答弁を差し上げたとこ

ろですけども、県では県管理道路において住民と行

政の協働による美しい道路環境づくりを推進するこ

とを目的に、道路ボランティア支援制度を設けてお

りまして、沿線住民による除草や花木の植栽等の活

動を支援しているところでございます。

○金城勉委員 それは分かるんですけど、具体的に

そういうボランティアを募集する、あるいはまた、

その地域ごとに組織化する、そういう具体的なボラ

ンティアの育成、募集から育成に至るそういう取組

については具体的にどういう取組がありますか。た

だ応募してくるのを待ってるだけですか。

○下地英輝道路管理課長 お答えいたします。

道路ボランティアの運営につきましては、植樹祭

をはじめ経験豊富な緑化事業の経験があります公益

社団法人沖縄県緑化推進委員会に委託しているとこ

ろでございます。緑化推進委員会は、そのほか個人

や企業等の新規団体の掘り起こしやボランティアの

拡大に向けた広報等の情報発信を行っているところ

でございます。引き続きボランティア普及啓発に向

けて取り組んでまいります。

○金城勉委員 この取組は非常にいいことだと思い

ますのでね、もっともっと強化をして、本当にこの

道路帯の分離帯とか歩道とか、除草の仕事もいっぱ

いありますよね。だから、予算だけではどうしても

追いつかないという状況がありますから、そういう

意味では、ボランティアの皆さん方の協力をいただ

きながら管理をするということは非常に大事なこと

で、それを積極的にもっともっとボランティアを募

集、育成をしていただきたいと思いますね。

それとね、このポット、コンクリートのあれ何て

いうんですか、それに植え込みをして、各県道沿い

にブッソウゲとかいろいろ植え込みがあるんですけ

れども、これの管理の仕方はどういうふうにしてま

すか。

○下地英輝道路管理課長 お答えいたします。

沖縄フラワークリエイション事業で設置したコン

テナについては、ハイビスカス、ブーゲンビリア、

サンダンカ等を植栽しており、点検・清掃、かん水

管理を週１回から３回程度実施をしております。ま

た、交通島中央分離帯、歩道における直植えの草花

については、定期的に植え替え、その後、かん水、

点検などの管理を行っております。今後とも適正に

管理を行い、良好な沿道景観形成に努めてまいりた

いと考えております。

○金城勉委員 適切にこれ管理できていればいいん

ですけれども。私この県庁前の通りでね、打ちだれ

たハイビスカスを見てチムグルクなってですね、ど

うなんだろうなという思いがしたもんですから。ま

た、通勤道路沿いにもそういうのがいっぱい置かれ

ていて、もう草が茂っているのか、花が植えてるの

か分からないような植え込みもあったりしてね。だ

から、その辺の管理の仕方というのは、せっかくき

れいにしたものですから、それを維持していただき

たいですね。それもよろしくお願いいたします。

次に367ページ、主要施策の成果に関することです

けど、中城湾港の整備についてお尋ねをします。こ

の事業で物流拠点化促進調査というのをやってるん

ですけども、これは具体的にどういう内容の調査で

すか。

○下地良彦港湾課長 お答えいたします。

物流拠点化促進調査は中城湾港新港地区を含む背

後圏に立地する企業の活性化を図るため、新港地区

東埠頭において定期航路の実現に向けた実証実験を

行うもので、平成29年から令和元年にかけて実施し

ております。令和２年度の調査については、令和元

年度に実施した実証実験の取組を踏まえ、京阪航路

の安定化や航路拡充等に向け、取扱貨物の整理、分

析や、荷主企業のヒアリング調査等を実施し、今後

の取組方針として取りまとめを行っております。

○金城勉委員 現在の定期就航路線はどこどこです

か。

○下地良彦港湾課長 今回の就航実験を行いまして、

その後、京阪航路が定期的に運行しております。ま

た、鹿児島航路の定期船として運行しております。

○金城勉委員 京阪航路はまだ定期船化は、定期就

航化には至ってないんですか。

○下地良彦港湾課長 定期航路という位置づけでは

なくて、継続運航という形にしておりますけども、

定期的に運行しております。

○金城勉委員 じゃあこれは継続していくわけです

ね。

○下地良彦港湾課長 継続して運行していくという

ふうに聞いております。

○金城勉委員 それで今、東埠頭の整備の状況を

ちょっと説明してください。

○下地良彦港湾課長 お答えいたします。

東埠頭については、現在、計画で11バースが計画

されてますけれども、そのうち７バースが完成供用

しております。

○金城勉委員 見通しは。
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○下地良彦港湾課長 今後の整備については、国の

ほうが整備する予定となっておりまして、早期整備

を行っていくよう要請しているところでございます。

○金城勉委員 そういう整備を踏まえながら今後、

この船便の定期就航化も含めて、この中城湾港の貨

物の取扱いの在り方として、皆さんが目標としてる

ところ、構想はありますか。

○下地良彦港湾課長 中城湾港長期構想では、中城

湾港（新港地区）において、中北部圏域を背後圏と

する貨物や、砂砂利、飼料、建設資材等のバルク貨

物、あるいはリサイクル貨物を分担することとして

構想をまとめております。

○金城勉委員 取扱量についてはどうですか。

○下地良彦港湾課長 去年、長期構想検討委員会が

終わりまして、長期構想を取りまとめたところでし

て、今年度、港湾計画を改定する予定となっており

ます。この港湾計画を改定するに当たって、現在、

貨物量の詳細な貨物の取扱量について今、調整とい

うか検討を行ってるところでございます。

○金城勉委員 昨年度の取扱貨物量は幾らか分かり

ますか。

○下地良彦港湾課長 令和元年度の取扱貨物量にな

りますけれども、120万トンとなっております。

○金城勉委員 これは皆さんの構想のスケジュール

と照らして、順調に育ってますか。

○下地良彦港湾課長 西埠頭については現在、全て

岸壁は整備されておりまして、西埠頭については平

成２年に港湾計画改定で目標としていました貨物量

については既に達成しております。

東埠頭については、まだ供用開始して間もないと

いうことですので、まだその取扱貨物量の目標値に

は達成しておりませんが、年々貨物量については増

加しております。

○金城勉委員 ぜひ、もっともっと活性化できるよ

う頑張ってください。

以上です。

○瑞慶覧功委員長 以上で土木建築部関係決算事項

に対する質疑を終結いたします。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席）

○瑞慶覧功委員長 再開します。

以上で予定の議題は全て終了いたしました。

次回は明 10月13日 水曜日 午前10時から委員

会を開きます。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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